
規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

1 令和6年6月24日 令和6年7月19日
浄化槽協会の振り
込み可否等の統一
化

浄化槽協会への支払いに関して、
県によっては都度現金のみの取り
扱いとなっている。そのため、振り
込み支払いや一括支払いなどを出
来るようにしてほしい。

キャッシュレスや業務効率化を進めていく国是の中で、現金引き出し業務等は著しく業務効率化を低下させている。ま
た、その時間を他の業務に充てることで、建築業界における残業時間の削減にも貢献できると期待される。

個人 環境省
ご指摘にある「浄化槽協会への支払い」が何のことを指すか必ずしも明確ではありませんが、浄化槽法上、
「浄化槽協会への支払い」を行うことは規定されておりません。

なし 事実誤認
民間事業者が行う事業活動で浄化槽法に規定のないものについては、引き続き当該事業者へご相談いただ
きますようお願いいたします。

2 令和6年6月24日 令和7年2月18日

240406ST31[1/3]改
正不動産登記規則
を改正する04／旧姓
／元所有者の再取
得での単独再併記

不登規158条の34第1項2号は氏の
変更登記に際して旧姓併記の申出
ができるとし、同2項では、併記でき
る旧姓を「登記記録に記録されてい
る氏又は当該旧氏より後に称して
いた旧氏」に限定する。／他方、
158条の35による単独申出では、併
記できる旧姓は「登記記録に記録さ
れている旧氏より後に称していた旧
氏でなければならない」。／つまり
単独申出では、すでに登記されて
いる旧姓は使えない。／では、次の
ような場合はどうか？／たとえば、
市木→仁木と氏を変更した花子が
父の隠居所を建てて「仁木〔市木〕」
で所有権保存登記をした後、父に
当該建物を贈与して移転登記をし
たところ、父が死亡して花子が順位
3番で旧姓を併記せず〔「→

→仁木」〕に相続登記をした場合、花子が順位3番で単独申出しようとしても「仁木〔市木〕」にできないことになる。／不動
産一個を単位とする「登記記録」概念は、所有権登記名義人の1番から最終順位番号までのすべてを含んでいる。／した
がって、「登記記録」を基準にして旧姓を判断すれば、現に効力を有しない登記名義人についてされた旧姓併記も登記済
み扱いになるからである。／この矛盾は、単に省令の規定ぶりを間違えたという問題ではない。／順位1番と3番の登記
名義人とが同一人物であることを担保する仕組みは:何も存在しないのに、現行制度では、それぞれが持分取得である
順位1番と3番の登記名義人を、住所と氏名の一致のみをもって登記官が勝手に持分を統合して公示しているからであ
る。／今回の旧姓併記制度は、そのフィクションを立案者が無自覚に明文化しただけ。／登記官が順位1番と3番の登記
名義人の同一性を認めれば職権で持分を統合して公示するように、順位1番と3番の登記名義人が同一であれば旧姓併
記申出の責任を負わされる。／住所と氏名のみで形式的に判断している登記官は、なぜ自らは関与していない過去の登
記記録から登記名義人の同一性を権利証なしで判定できるのか？／ちなみに、「申請」についてする法24条の本人確認
制度を「申出」に準用する規定はない。／要するに、制度の背景や構造が全然違う商業登記で始めた旧姓併記を、戸籍
制度の総本山としてのプライドを捨てられないまま、中途半端にアレンジして不動産登記に導入したことがそもそもの間
違いである。／R5規制改革387提案で指摘したように、商業登記規則も間違っているわけですが。／ずさんな設計。

商業登記
ゲンロン

法務省

所有権の登記名義人は、登記官に対し、その一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができます
（ただし、当該旧氏が登記されている氏と同一であるときはこの限りではありません。）。この申出をする場合
において、当該登記記録に当該所有権の登記名義人の旧氏が記録されているときは、当該申出に係る旧氏
は、当該登記記録に記録されている旧氏より後に称していた旧氏でなければなりません。

不動産登記規則第１
５８条の３５第１項、
第２項

事実誤認
制度の現状欄に記載したとおり、御提案に挙げられているような場合に、申し出ることのできる旧氏について
特段の制限はありません。

3 令和6年6月24日 令和7年2月18日

240406ST33[3/3]改
正不動産登記規則
を改正する06／旧姓
／名の変更でも併記
可能にする等々

不登規158条の34第1項2号は、氏
の変更又は更正登記に際して住民
基本台帳法施行令30条の13に規定
する旧氏を氏名に併記するよう申
出ができると規定する。／この規定
は、2つの角度から間違っている。
／壱．変更登記と同時に旧姓併記
を認めるなら氏変更に限定する必
要はなく、名の変更でも認めるべき
である。／旧姓併記申出を氏名変
更登記申請と同時にすることを認め
る趣旨は、氏名と旧姓とを一括して
記録すれば公示手続上の効率的で
あるという意味しかない。／なぜ名
の変更登記をした直後にそれを抹
消して、旧姓とともに登記し直さな
ければならないのか？／手続上の
ムダである。／氏名と旧姓を一括し
て記録するという意味で、→

→権利取得＆氏変更と名変更とを区別する合理性は全くない。／「戸籍上の氏の変更により新たに住民基本台帳法施
行令30条の13に規定する旧氏が記載された場合であって」という限定をしていないため、登記簿上の氏更正でも申出可
能なのに。／設計がずさん。／弐．氏変更登記と同時に継続併記を認める意味はなく、氏名変更登記においては、抹消
の申出がない限り、変更前に氏名に記録された旧姓を抹消して、最新の氏名の後に最新の旧姓を職権で記録する制度
に改めるべきである。／2回目以降の併記を「変更」と称していないことから、新たに旧姓の登記がされても、旧々姓には
抹消記号が付されないらしい。／しかし、そうすると氏変更で「当該登記記録に記録されている旧氏」を併記しても、変更
前の氏名に併記されている「当該登記記録に記録されている旧氏」も生きていることになる。／氏名についてのみ下線が
引かれ、旧々姓には下線がかからないということですよね。／同一の旧々姓を並べる必要はないし、氏名が抹消されて
いるのに旧々姓だけ残す必要もない。／こんな状態になれば、氏名と旧姓とがバラバラに公示され、登記簿の一覧性は
著しく害される。／したがって、最後に申出された旧姓以前の旧姓については氏名とともに下線を付して、当該氏名登記
全体の効力を失わせるべきである。／そして、旧姓抹消の申出が同時にされない限りは、名の変更登記でも、変更後の
氏名に最後に申出がされた旧姓を職権で記録する。／逆に、氏名変更登記申請に際して旧姓抹消の申出がされれば、
別に抹消の登記をすることなく、そのまま氏名のみを登記すればよい。／現行制度設計は、立案者の一面的な思い込み
が強すぎる。

商業登記
ゲンロン

法務省

所有権の登記名義人は、当該登記名義人の氏についての変更の登記又は更正の登記を申請する場合にお
いて、登記官に対し、その一の旧氏を申請情報の内容として、当該旧氏を登記記録に記録するよう申し出る
ことができます（ただし、当該旧氏が登記すべき氏と同一であるときは、この限りではありません。）。
また、所有権の登記名義人は、登記官に対し、その一の旧氏を登記記録に記録するよう申し出ることができ
ます（ただし、当該旧氏が登記されている氏と同一であるときはこの限りではありません。）。

不動産登記規則第１
５８条の３４第１項第
２号、第１５８条の３５

事実誤認
制度の現状欄に記載したとおり、そもそも、所有権の登記名義人は、不動産登記規則第158条の35の規定に
基づき、いつでも旧氏の併記の申出をすることができますので、氏についての変更又は更正の登記等の申
請と併せて当該申出をすることは可能です。

4 令和6年6月24日 令和6年7月19日

生活保護受給者の
ための資格確認書
を作っていただきた
いです。

医師会との福祉事務所が協議し
て、受診できるような体制自体の整
備は不可能なので、生活保護受給
者の迅速な受診のために、公費負
担者番号および受給者番号を記載
いただいた資格確認書を発券でき
る仕組みを構築いただきたいです。

土日祝自体、福祉事務所への医療券発券業務そのものを対応しておらず、その期間生活保護受給者が体調が悪くなっ
た場合に、医療扶助が適用されず、自費診療として医療費を１００％支払い償還払いを行うというクソな問題に直面し、そ
の問題に直面し、生活保護受給者が支払いをしてしまうことで、生活保護受給者に対してヤクザの取り立てのように生活
保護受給者に対して、福祉事務所が悪質な無料低額宿泊所への入所を強要する行為を該当の生活保護受給者に対し
て行い、生活保護受給者の心身を阻害する対応を福祉事務所が行う可能性があるため。

生活保護手帳の問答集に記載されてる内容に対して規制の関係で受診したくても不可能な状況に異議申立したく縦割り
110番へ投稿しております。

会社・団体 厚生労働省

生活保護法第34条1項に基づき、「医療扶助は、現物給付によって行うものとする。」とされており、「生活保
護法による医療扶助運営要領について」（昭和36年９月30日社発第727号厚生省社会局長通知）第３-２-
（５）より、「医療扶助による診察、薬剤（調剤を除く）、医学的処置、手術等の診療の給付は、医療券を発行し
て行うものとすること。」とされていることから、被保護者は福祉事務所にて発行される医療券を持参し指定
医療機関等を受診する必要があります。

・「生活保護法」（昭和
25年５月法律第144
号）第34条１項及び２
項

・「全世代対応型の持
続可能な社会保障制
度を構築するための
健康保険法等の一部
を改正する法律」（令
和３年６月11日法律
第66号）第８条

・生活保護法による
医療扶助運営要領に
ついて（昭和36年９月
30日社発第727号厚
生省社会局長通知）

現行制度下
で対応可能

○夜間、休日など福祉事務所閉庁時に急病となった場合は、一旦、指定医療機関で受診し、翌開庁日に、速
やかに福祉事務所から医療券等を送付するなどの柔軟な対応は可能である旨、各自治体にお示ししてお
り、各自治体は、地域の実情も踏まえつつ、あらかじめ地域の医師会等と協議した上で、被保護者が適切に
受診ができる措置を講じることが適当と考えています。

5 令和6年6月24日 令和6年7月19日
旅券受け取りチャネ
ルの拡大

平日日中に役所の交付窓口まで受
け取りに行けない国民の利便性を
高める。そのために委任状がある
同居家族に限り代理受け取りを認
めることや、本人限定受取郵便を用
いての郵送受け取りを可能とするな
どチャネルの拡大を進めていただき
たい。

旅券(パスポート)の発行事務は外務省から法定受託事務として各都道府県(広域自治体)に権限委託されているが、道府
県によっては地理的な利便性を考慮し市町村(基礎自治体)へ再委託している。そうした市町村の旅券窓口は開庁時間
外(夜間及び土日祝日)の窓口対応についてはまちまちである。べッドタウンとなっている市町村の居住者は、職場が自宅
と遠く離れていることが多いため休日しか役所に出向くことができない。現行ルールでは旅券受け取りは申請者本人が
交付窓口に出向くことが必須となっているため、平日日中以外旅券窓口が開いていない市町村では仕事を休んでまで受
け取ることが必要となっている。中小企業は年次付与の有給休暇が10日(繰越せても最大20日)であり、一時間単位の有
給休暇を認めていない事業主ばかりなので旅券を受け取るだけのために終日もしくは半日の休暇を取得せざるを得な
い。労働安全衛生における休日の概念とはかけ離れた取得目的を行政の都合で国民に強いていることとなっている。

個人 外務省

旅券（パスポート）の発給業務は都道府県への法定受託事務とされており、更に各都道府県から市町村に事
務移譲出来るが、窓口の開庁時間を含め、どのような業務形態とするかは各自治体に委ねられています。
旅券申請者本人に対して確実に旅券を交付するため、原則として申請者本人の出頭を求めて対面で交付し
ています。ただし、「病気、身体の障害、交通至難の事情その他の真にやむを得ない理由により申請者の出
頭が困難であると認められ、かつ、当該申請者が本人であることが明らかであるとき」は、当該申請者が確
実に受領できると認められる最も適当な方法により、一般旅券を交付することができます。
なお、旅券申請者の利便性向上の取組にも務めています。例えば令和５年３月から開始したオンライン申請
を利用頂ければ、従前であれば２回の窓口訪問が必要だったのに対し、受取り時の１回のみとなります。

旅券法第3条（一般旅
券の発給の申請）、
第8条（旅券の交付）
他
地方自治法第252条
17の2（条例による事
務処理の特例）

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。

6 令和6年6月24日 令和6年7月19日
戸籍謄本の交付に
ついて

戸籍謄本を大使館や領事館等の在
外公館でも交付できるような仕組み
を整えてもらいたい。

国外での居住を開始して数ヶ月～数年後に、戸籍謄本を外国の行政機関へ提出しなければならない事情が生じることが
ある。そのような際、日本にいる親族に代理請求してもらい、さらに国外へ郵送してもらう必要がある。
これには時間も要するし、郵便事情が脆弱な国・地域では、実際に手元に書類が届くか定かでない。
また、日本に親族がいないような場合は戸籍謄本のためだけに一時帰国を余儀なくされることがある。
このような時間的・金銭的コストを削減するために、在外公館での戸籍謄本交付を提案する。

個人
法務省
外務省

戸籍謄本（戸籍証明書）は、戸籍の正本を謄写したものであるところ、戸籍の正本は本籍地の市区町村長
が管理していることから、戸籍謄本（戸籍証明書）の交付請求は、原則として本籍地の市区町村長に対して
行うものとされています。

なお、法務大臣が戸籍の副本を保有していることを活用し、本人等が請求する場合に限り、本籍地以外の
市区町村長にも戸籍謄本（戸籍証明書）の請求を可能とする広域交付制度（戸籍法第120条の２）が令和６
年３月１日に開始されました。

戸籍法第10条
戸籍法第10条の２
戸籍法第120条の２

対応不可

制度の現状欄に記載のとおり、戸籍謄本（戸籍証明書）は市区町村長が発行するとされていることから、在
外公館においては発行することはできません。

また、在外公館は戸籍の正本を保有しておらず、法務大臣が保有している副本情報に在外公館から直接
アクセスするためには専用のシステム環境を要しますが、現時点ではその環境が存在しないためシステム上
の理由からアクセスすることもできません。

なお、新たなシステムを導入するには多大な経費を要することや、在外公館の負担等を勘案しつつ慎重に
検討する必要があることから、直ちに法改正により対応をすることも困難です。

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

1 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

7 令和6年6月24日 令和6年7月19日 押印について
入管の提出書類で未だに押印を求
められる書類があるので、廃止して
ほしい。

入管の書類で押印がなくなったものもある一方で、一部には未だに押印を求められる書類（ビザ更新のときの身元保証
書は押印がないが、在留特別許可手続きの身元保証書は押印を求められる）があるので、できることなら廃止してほし
い。

個人 法務省 法令上又は運用上、退去強制手続や上陸審判手続の場面で、一部の書類への押印を求めています。

出入国管理及び難民
認定法、出入国管理
及び難民認定法施行
規則、上陸審判規
程、違反審判規程及
び入国警備官基本書
式集

検討を予定 いただきましたご意見は、今後、入管行政の運用において参考とさせていただきます。

8 令和6年6月24日 令和7年2月18日

240413ST36[3/3]改
正不動産登記規則
を改正する09／法人
識別／市町村には
都道府県名を併記

不登規156条の2は、法人識別事項
を定める。／会社法人等番号を有
する法人は会社法人等番号、それ
以外の法人で外国法に基づき設立
された場合は当該国名、それら以
外の法人については根拠法を記録
する。／したがって、会社法人等番
号を有しない内国法人である市町
村には、根拠法としての地方自治
法が記録される。／しかし、地方自
治体にはもともと住所が登記されて
いないから、ここに根拠法を追加的
に記録しても、せいぜい住所を遺漏
した個人名と混同しないという意味
しかなく、法人識別事項として機能
していない。／その反面、府中市、
伊達市、南部町、池田町など同一
名称の市町村が登記名義人となる
場合では、都道府県や郡が省略さ
れると→

→、どの自治体を指しているのか分からない。／所有権登記名義人である市町村は当該不動産所在地を管轄区域とす
る自治体であると推測できるけれど、それだけでは市町村を識別するに足りる情報とは言えない。／会社法人等番号で
はなく、市町村にも固有番号が振られている法人番号を記録すればこの問題は生じなかったのだが。／両者の統合は縦
割り110番に何度も提案されて拒絶されているように、国税庁と法務省との縦割りとして聖域化しているから、法務省の縄
張りで使えるはずもない。／また、管轄が無関係である滞納処分による差押え債権者については何も記録されないから、
仮に法人番号を記録しても問題は解決しない。／この問題を解決するには、市町村名の前に、都道府県〔と郡〕を記録す
るルールを徹底すれば済んだのである。／同一都道府県内に同一市町村名はないだろうから。／市町村名のみを入力
するというルールは、紙の登記簿時代に入力作業を省力化する慣行が続いているだけではないか？／高度経済成長期
からバブル期にかけてアナログ作業が追いつかずコンピュータ化する前提として、徹底した作業の効率化がされたはず
である。／コンピュータ初期の記憶媒体節約術かもしれんけど。／1兆円以上を投じた登記情報システムで都道府県を自
動入力する機能がなぜ付加できなかったのか〔過去形〕？／「現行制度下で対応可能」であるのに、それをしなかったの
は法務省自身である。／そして今度は、設立根拠法を冠記して手間とデータ量とを増やした上に、法人識別事項として機
能していない。／〔設立根拠法 地方自治法〕というムダな記録をする前に、市町村名に都道府県〔と郡〕を冠記するべき
でしょ。

商業登記
ゲンロン

法務省

所有権の登記名義人が法人であるときの所有権の登記の登記事項は、不動産登記法第５９条各号に掲げ
るもののほか、次の(1)から(3)までに掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める
事項とされています。
(1)会社法人等番号を有する法人 当該法人の会社法人等番号
(2)会社法人等番号を有しない法人であって、外国の法令に準拠して設立されたもの 当該外国の名称
(3)前記(1)又は(2)のいずれにも該当しない法人 当該法人の設立の根拠法の名称

また所有権の登記名義人が地方公共団体の場合は、その名称を表示することとされています。

不動産登記法第７３
条の２第１項第１号
不動産登記規則第１
５６条の２
令和６年３月２２日付
け法務省民二第５５１
号法務省民事局長通
達第２部第１の１(2)

事実誤認

地方公共団体については、不動産登記法第７３条の２第１項第１号の規定の適用はありませんので、御提案
は、誤った前提の下でされています。
また、所有権の登記名義人が地方公共団体である場合の、登記の記録方法については、現行の取扱いで
当該地方公共団体を特定することは可能であり、公示上、特段の支障は生じておりません。

9 令和6年6月24日 令和6年7月19日

表題部所有者不明
土地の購入を円滑
化するためのガイド
ラインの作成

表題部所有者不明土地を購入する
には、購入希望者が所有者不明土
地管理命令申立を行い管理人を選
任して、管理人から購入する手順と
なっていると思われる。
現状の所有者不明土地管理命令
申立の手順は、所有者が行方不明
の場合が中心であるので、表題部
所有者欄に名前が記載されている
のみの場合の対応法について、円
滑に購入希望者が購入するための
ガイドラインの作成と、その場合の
所有者不明土地管理命令の申立
書の記載例も明確にして頂くことを
求める。

所有権の登記がなく、表題部所有者欄に名前のみが記載されているなど、いわゆる表題部所有者不明土地は多くあり、
法務省も表題部所有者不明土地解消事業を行っている。
しかし、国や自治体の動きは優先順位があることであり、解消される前に表題部所有者不明土地を購入したい例は数多
くある。
購入するためには、現行法上は希望者が所有者不明土地管理命令申立を行う方法が適切と考えるが、現状の所有者
不明土地管理命令申立の手順は、所有者が行方不明の場合が中心であり、表題部所有者欄に名前が記載されている
のみの場合の対応法については、単純に所有者の情報を現地で探すことしか記載されていない。
これでは、仮に、実際に表題部所有者欄に名前が記載されている者と同姓同名の人物の存在が確認できたとしても、表
題部所有者欄に名前が記載されている者と、その同姓同名の者が同一人物であるという証明は不可能（表題部所有者
欄に名前以上の情報は何もないから）である以上、これ以上何をすべきかは全くわからないのが正直なところである。
従って、表題部に名前のみが記載されている表題部所有者不明土地については、それだけで「所有者を特定することは
でき」ないとして、その土地に関係する者の戸籍で同姓同名の者が見つかった場合は、それだけで、所有者不明管理土
地命令が申立てることが出来るようにすることが必要である。
それにより、土地の購入が円滑に行われ、土地の売買の促進につながるのではないか。

個人 法務省
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地について、必要があると認
めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管
理人による管理を命ずる処分をすることができるとされています。

民法第２６４条の２第
１項

対応不可

御提案は、表題部に名前のみが記載されている表題部所有者不明土地については、ガイドラインを定めるこ
とにより、調査をすることなく所有者不明土地管理命令の申立てを可能にすべきという趣旨と思われますが、
「所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地」に該当するかは、個別具体的な事案
の下で裁判所により判断されるべき事柄であることから、表題部所有者不明土地について、ガイドラインを定
めることにより、調査をすることなく所有者不明土地管理命令の申立てを可能にすることは困難です。
また、表題部所有者不明土地について所有者不明土地管理命令の申立てをする場合の申立書の記載例に
ついても、どのような事項が記載される必要があるかは、個別具体的な事案の下で裁判所により判断される
べき事柄であることから、御指摘のような記載例を定めることは困難です。

10 令和6年6月24日 令和6年7月19日
ロービーム調整不良
車の取り締まり等の
街頭検査の改善

街頭検査のやり方を車検時のデー
タに基づき改める。
特にロービーム光軸を検査し、基準
に適合させる。

光軸に異常のあるロービームは、対向車の運転を妨げている。
国土交通省の自働車検査官に尋ねたところ、車検不合格の項目では、ロービーム不合格が圧倒的に多いと回答され

た。すなわち、国土交通省は車検と車検の間にヘッドライトの不良が生じうると認識している。
さらに、街頭検査の方法を問うと、一般的に右側通行用のヘッドライト以外は、点灯すれば合格させると話した。一方

で、改造車以外は確実に合格する排気ガス検査は、測定器を持参して、ノーマル車でも検査していると言う。このことは、
独立行政法人自働車技術総合機構の街頭検査実施要領に、排気ガスの項目には数値欄がある一方、ヘッドライトの項
目には、光軸の文字すら無いことからも明らかである。

結果として、年間十万台以上も検査を行いながら、ロービーム不良車は減少していない。国土交通省の認識と対応に
改革が必要である。

個人 国土交通省

〇ヘッドライトの検査に用いるヘッドライトテスタは、自動車と正確に正対するためレール上に設置されてお
り、画像表示による高度な判定技術を用いたものとなっています。また、平滑な舗装等がされた専用建屋内
での運用が前提となっております。
〇ロービームの光軸の異常を判定するにはこのような検査機器が必要となります。

道路運送車両法第
100条第2項

対応不可
〇街頭検査という様々な環境および状況下において適切に運用ができるヘッドライトテスタは現在存在せ
ず、ご提案のヘッドライトテスタの製作も困難と認識しております。
〇そのため、ご提案の方法の導入は現状困難ですが、ご意見として今後のご参考とさせていただきます。

11 令和6年6月24日 令和6年7月19日
4WD車のスピード
メーター車検のデジ
タル化

大型車や輸入車のスピードメーター
車検を、他の車両との並走検査か
ら、GPS速度計との比較検査に改
める

車検ではスピードメーターが正しく動くか、駆動輪を測定ローラーに乗せて検査します。しかし、輸入車や大型車では、駆
動輪以外が回転しないと安全装置が作動して検査できません。陸運局からは先に調整した車と並走するように指導され
ますが、人手不足の中で2人がかりの検査は非効率です。メーターが動くかを見ることが必要としても、GPS速度計で十
分です。大型車の90km化で、上限ギリギリに調整した車が増える中あいまいな並走検査は、違反車の見逃しに繋がりま
す

個人 国土交通省

○自動車の速度計の検査については、速度計試験機を用いて検査することとしており、当該器具を用いて検
査することが困難であるときに限り、走行その他の適切な方法により検査することが出来るとなっておりま
す。
○この場合、速度計試験機を用いて測定可能な車両と併走させ、測定困難車両の速度計が40km/hを指示
した時の合図時の測定可能車両の指示速度を記録し、測定可能車両が当該指示速度を速度計試験機で測
定することにより、測定可能車両を介して間接的に測定困難車両を速度計で測定するよう指導しておりま
す。
○なお、速度計試験機の測定誤差については、基準により3%以下でなければなりません。

指定事業者整備事業
規則第8条、別表第2
自動車検査用機械器
具に係る国土交通大
臣の定める技術上の
基準第36条

対応不可

○GPSなどの衛星測位による位置及び速度の測定については、軌道回路等により正確な位置検知が可能な
鉄道分野などで活用されておりますが、世の中に広く普及している衛星測位システムのみの単独測定を用い
た場合、天気などの大気条件や付近の高架、建物などの環境要件や機器性能に測定精度が大きく左右され
ます。
○仮に衛星測位システムを用いて検査を行う場合、指定整備工場の置かれた環境は様々であるため、想定
され得るあらゆる環境において速度計試験機を用いた場合と同等の測定精度が求められるものと想定され
ますところ、衛星測位システムのみを用いた速度計検査は、上記の理由により、精度の評価に課題があるた
め対応は極めて難しいと考えております。

12 令和6年6月24日 令和6年7月19日
自動車予備検査証
のデジタル化

自動車完成検査証と同様に、予備
検査証を電子化する

予備検査証は陸運事務所に対し、別の事務所で新規車検を受けたことを証明する書類です。予備検査証は検査を受け
た事務所で原本を受け取り、登録する事務所へ提出させられます。メーカーから陸運局に出す完成検査証はデジタル化
されているのに、同じ組織でデジタル化しないのはおかしい。

個人 国土交通省

登録を受けていない自動車の登録（以下「新規登録」という。）を受けようとする場合、道路運送車両法（以下
「法」という。）第７条第１項の規定により、原則として国土交通大臣に対し、自動車を提示しなければならない
こととされています。
ただし、法第71条第２項の規定により、あらかじめ当該自動車を国土交通大臣に提示して予備検査を受け、
有効な自動車予備検査証の交付を受けている場合は、新規登録時に法第７条第３項第１号の規定により、
自動車予備.検査証の提出をもって当該自動車の提示に代えることができるとされていることから自動車予備
検査証の書面の提出を求めています。

道路運送車両法（昭
和26年法律第185号）
第７条、第71条

検討を予定
自動車登録のオンライン申請システム「自動車保有関係手続ワンストップサービス（ＯＳＳ）」の対象手続に、
有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車の新規登録を追加し、自動車予備検査証の書面の提
出を不要とすることができるよう検討してまいります。

2 
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13 令和6年6月24日 令和6年7月19日
スワップボディー車
の最大積載量見直
し

車検時にスワップボディー車のボ
ディーを荷物扱いから車体扱いに
改める。

スワップボディー車は人手不足の解決策として国交省が認めた車両です。これは積み下ろしがほぼ人力に限られ、手動
ジャッキでも荷箱を降ろせる軽貨物車に非常に役立ちます。
しかし、荷箱車とほとんど変わらないにも関わらず、スワップボディーの荷箱は荷物として扱われてしまいます。このた
め、スワップボディー車は荷箱分の荷物を減らさなければなりません。
分離出来る荷箱は車体に一部にできないと言われますが、トレーラーのスタンションは取り外せても良いとされています。
スワップボディー車にも特例扱いが必要です

個人 国土交通省

○いわゆるスワップボディー車の荷箱については、自動車の構造ではなく積載物として取り扱っており、車検
時において、物品積載装置としての保安基準への適合性を満足する必要はありません。
○スワップボディー車の荷箱の重量を車両重量に含める場合は、荷箱を当該自動車の構造の一部（物品積
載装置）として取り扱い、保安基準への適合性を確認することとなります。

道路運送車両の保安
基準第27条

対応不可

〇荷箱を自動車の構造の一部とすることについては、荷箱を特定し、車両に装備した状態において保安基
準の適合性を確認することにより対応が可能です。しかしながら、いわゆるスワップボディー車においては、
その運用上多様な荷箱を搭載する可能性があることから、荷箱を車両の構造物とするためには、搭載しうる
すべての荷箱を搭載した状態における保安基準の適合性を確認する必要があるため、対応は困難です。

14 令和6年6月24日 令和6年7月19日
出張自動車整備場
の許可

週に数日だけ営業する認証整備工
場について、営業日以外は従業員
が別の工場で働くことを認める

自動車は壊れにくくなりましたが、万が一に備えて点検整備は欠かせません。しかし、点検整備は許可を受けた認証工
場で行わなければ違法となります。過疎地で遠方の工場へ車を持っていくことを嫌い点検を怠るユーザーもいます。過疎
地では毎日営業は経営が成り立たちませんが、週に数日出張するのであれば、過疎地に建屋と設備のみを維持するこ
とは可能です。ところが、認証工場の整備主任者は一つの工場でしか選任出来ず、出張先に常駐しなければ違法とされ
てしまいます。出張元と出張先であらかじめ営業日を届け出て、２つの工場を行き来することを認めて下さい。

個人 国土交通省

○現行、整備主任者については、選任された事業場において特定整備後の車両の保安基準適合性を確認
するなど特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理することとされており、各事業場が特定整備を行う
上で必須であるため、道路運送車両法施行規則第62条の2の2第7号において、事業場ごとに選任すること及
び他の事業場との兼務を禁止することが規定されています。

道路運送車両法施行
規則第62条の2の2第
7号

対応不可

○整備工場が少ない地域また人手不足と言われているなかにおいても自動車の安全を確保するためのご提
案としてご提案いただいていると理解しています。一方で、整備主任者は特定整備後の車両の保安基準適
合性確認や特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理する必要があり、１人で複数場所の管理をす
ることは難しいため、ご提案を採用させていただくことは困難ですが、今後の人手不足対策等の参考とさせ
ていただきます。

15 令和6年6月24日 令和6年7月19日

理容師及び美容師
の合格による免許証
付与並びに名簿の
廃止

免許申請書に添付している資格に
かかわる書類（住民票、診断書）
を、合格発表までの間に提出させ、
試験合格をもって免許付与とし、
理・美容師名簿は廃止する

昭和３８年の第一次臨時行政調査会の答申で、「免許証の交付、理・美容師名簿の登録手続は、形式的であり行政上ほ
とんど利活用されることもなく都道府県の事務負担を多くしている面がある。 従って、この資格については、次の改善措
置を講ずる必要がある。」とし、「理・美容師名簿に登録する手段は廃止するものとすること。」となりました。
しかし、廃止には至らず、この登録事務は、(公財)理容師美容師試験研修センター（以下「試験センター」）に引き継がれ
たものの、現在も形式的でほとんど利活用されていません。
厚労省は、平成２３年に「健康局所管の指定等に係る事務・事業の見直し及び評価結果」で、「理容師免許、美容師免許
について、申請から交付まで１ヶ月かかっていたものを１週間で交付できるようになった」と公表し、直近の評価も同様で
す。
しかし、試験センター配布の申請案内では発行までを２週間から４週間と曖昧にし、評価結果と異なる内容を案内してい
ます。しかし、厚労省はこれについて改善指導を行わず、このことは、申請者の不利益となるだけでなく、職業選択の自
由や財産権侵害のおそれがあります。
また、合格しても免許申請せずに働いている無資格従事者は、免許申請時にその旨申告しても別途誓約書を提出させる
ことによって罰せられることなく、免許が交付されている現状です。
合格者には合格証書を発行していますが、これを免許証として兼ねれば、わざわざ免許申請する手間が省け免許登録
手数料もかかりません。
さらに、合格発表と同時に働くことが可能となることから、合格しても免許申請をせずに無資格状態で働く者もいなくなり、
消費者保護につながります。

個人 厚生労働省

○理容師法施行規則（平成10年厚生省令第４号）第16条の規定に基づき、厚生労働大臣は、理容師試験に
合格した者に合格証書を交付するものとされており、理容師免許を受けようとする者は、理容師法（昭和22年
法律第234号）第２条及び理容師法施行規則第１条の規定に基づき、厚生労働大臣に申請し、その免許を受
ける必要があります。

○美容師法施行規則（平成10年厚生省令第７号）第16条の規定に基づき、厚生労働大臣は、美容師試験に
合格した者に合格証書を交付するものとされており、美容師免許を受けようとする者は、美容師法（昭和32年
法律第163号）第３条第１項及び美容師法施行規則第１条の規定に基づき、厚生労働大臣に申請し、その免
許を受ける必要があります。

○理容師試験及び美容師試験（以下「国家試験」という。）に関する試験事務並びに理容師及び美容師の登
録事務は、理容師法第４条の２及び第５条の３並びに美容師法第４条の２及び第５条の３に基づき、厚生労
働大臣の指定を受けた公益財団法人理容師美容師試験研修センターが行っています。

・理容師法第２条、第
３条第４項、第４条の
２、第５条～第５条の
３、第６条
・理容師法施行規則
第１条、第２条、第16
条
・美容師法第３条第１
項、第４条第５項、第
４条の２、第５条～第
５条の２、第５条の
３、第６条
・美容師法施行規則
第１条、第２条、第16
条

対応不可

○国家試験は、理容師養成施設及び美容師養成施設において理容師及び美容師になるのに必要な知識及
び技能を修得した者が、理容師及び美容師の免許を取得するに足りる知識及び技能を有するかどうかを判
定するために行うものであり、合格証書は国家試験に合格したことを証明するものとして交付されるもので
す。

○理容師免許及び美容師免許は、国家試験に合格した者が業として理容及び美容を行うことを可能とする
ものであり、免許証は、理容師及び美容師として理容及び美容の業を適正に行うことができることを証明する
とともに、無免許による営業を防止するために、免許に関する事項を理容師名簿及び美容師名簿に登録して
交付するものです。

○このように、国家試験の実施及び合格証書の交付と、免許の付与及び名簿への登録は、それぞれ異なる
行政目的に基づき行われるものであることから、ご提案に対応することは困難です。

16 令和6年6月24日 令和6年7月19日
タンク分離式の灯油
販売車の認可

灯油販売車に蝶ネジ固定タンクを
認めて構造変更車検なしにトラック
として使えるようにする

灯油販売トラックはタンクを荷台にボルト止めしなければなりません。ボルト止めすると構造変更車検を受ける義務が課
されてて８ナンバーになります。春になってタンクを外すとやはり構造変更車検が義務化されてしまいます。車検期間が
残っているのに、秋にはまた付けるのに構造変更車検は無駄です。タンクの蝶ネジ固定が認められたら構造変更車検は
不要になります。灯油販売は高齢者のライフラインです。原油高の中で販売車を季節外に他の仕事に使えれば、その分
コストを下げられます。

会社・団体
国土交通省
総務省

○物品積載装置としてタンク類を使用する自動車であって、車体の形状が「タンク車」の構造要件に合致する
ものは、当該事由の発生から15日以内に構造等変更検査を受検しなければなりません。
○ただし、道路運送車両法の保安基準において、タンク類の固定方法を規制する規定はなく、タンク類を荷
物として運搬する使用方法を規制するものではありません。
○他方、消防法の技術基準において、移動タンク貯蔵所の固定の手段は「緊結金具」及び「すみ金具」に
限っています。ただし、容量が少ない場合は、「Ｕボルト」とすることを認めています。この場合において、「Ｕ
ボルト」に用いるネジの種類は限定しておらず、必要な強度で車両に固定されることが確保されるのであれ
ば、蝶ネジを認めないということにはなっていません。

道路運送車両法第67
条
道路運送車両の保安
基準第27条、第53条
「自動車の用途等の
区分について（依命
通達）」の細部取扱い
について（平成13年4
月6日付け国自技第
50号）
・危険物の規制に関
する規則第24条の5

対応不可

○脱着式のタンク類について、利便性と経済性の観点からご提案いただいているものと理解しています。一
方で、タンク類を物品積載装置として車両の一部とする場合は、当該車両により危険物をより大量に頻繁に
輸送することが想定されるため、安全性確保の観点から、道路運送車両法第67条第3項の保安基準に適合
しなくなるおそれがあるものとして構造等変更検査の対象としており、ご提案を採用させていただくことは困
難です。

17 令和6年6月24日 令和6年12月16日

240420ST38[2/3]改
正不動産登記規則
を改正する11／法人
識別／登記識別情
報は1つだけ

登記名義人に会社法人等番号を記
録する本店や商号の変更登記申請
では、会社法人等番号が記録され
る前に所有権登記又は名変がされ
ている場合は権利取得又は名変時
点での登記簿謄本が必要らしい。
／登記名義人に会社法人等番号を
記録する目的は、本店や商号を変
更した登記名義人が不動産の名変
を放置していると、別の会社が登記
名義人の変更前の本店商号に変更
して登記名義人になりすますことが
できるから、登記名義人が真正の
所有者であることを担保することに
ある。／言い換えれば、法務省が
従来の不動産登記制度では移転登
記を経ずに所有者が入れ替わる危
険があることを認めた結果として、
省令の改正がされたのである。／し
かし、所有者と→

→しての証明である謄本提出を名変以降に限定すれば、すでに欠陥が悪用された結果として登記されている所有者を
追認するだけで、何の解決にもならない。／権利の上に眠る者は保護しないってやつですか？／そういう意図で法務省
がこれまでの登記は正しいと考えるなら、次のように手続の簡素化すべきである。／所有権が複数回にわたる持分移転
として登記されている場合、現在は登記義務者がその権利証の全てを提出しなければならないが、会社法人等番号に
よって所有権登記名義人の同一性が担保されれば、提出する権利証はその一部でもよいはずである。／登記義務者と
して権利証を提出させる目的は登記義務者としての本人確認と、当該登記申請をすることの意思確認の2つの意味があ
るらしい。／このうち、前者の本人確認については会社法人等番号を記録することで全ての持分の所有権が確認されて
いるから、あとは後者の申請意思を権利証の提出によって確認するだけである。／逆にこれができなければ、何のため
に権利取得時から証明させるのか分からない。／最初から権利証を提示させ、真正な所有者であることを確認してから
会社法人等番号を記録すれば、公示上も無権利の登記名義人を排除できて取引の安全の向上につながるのである。／
申請人の負担という観点からも、会社法人等番号を記録するために登記簿謄本を揃えるより、権利証を提出したほうが
費用を抑えられる。／つまり、登記簿謄本の提出は本人確認としても、制度の簡素化としても不十分な、中途半端な制度
である。／こんな中途半端なことをする前に、同一法人について法定相続情報証明のように、全部の登記情報を一元化
した証明書を発行すべきだ。

商業登記
ゲンロン

法務省

登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請等をする場合には、申請人は、その申請
情報と併せて登記義務者（一定の申請にあっては、登記名義人）の登記識別情報を提供しなければなりませ
ん。
また、登記名義人が会社法人等番号を有する法人である場合において、その名称又は住所についての変更
の登記の申請をするときは、当該登記名義人の名称又は住所について変更があったことを証する市町村
長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報（公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、
これに代わるべき情報）を提供する必要がありますが、当該変更があったことを確認することができる当該法
人の会社法人等番号を提供した場合には不要です。
これらの取扱いは、民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第２４号）等による所有権の登記の登記事
項への会社法人等番号の追加（令和６年４月１日施行）による変更等はありません。

不動産登記法第２条
第１３号、第２２条、
第２３条、第２４条、
第７３条の２第１項第
１号、不動産登記令
第７条第１項第６号、
第９条、別表２３の
項、不動産登記規則
第３６条第４項、第１
５６条の２第１号、平
成２７年１０月２３日
付け法務省民二第５
１２号法務省民事局
長通達２(3)、(4)ア

対応不可

会社法人等番号等の法人識別事項（不動産登記規則第１５６条の２各号に定める事項をいう。）は、法人で
ある所有権の登記名義人の識別性を向上させるためのものとして登記事項とされたものです。
また、登記識別情報は従前の登記済証に代わるものとして、平成16年の不動産登記法改正により導入され
たものですが、その趣旨は、登記済証と同様に登記義務者の本人確認をすることにあり、御指摘のように
「所有権が複数回に渡る持分移転として登記されている場合」には、それぞれの登記識別情報（登記済証）
を提供させることにより、登記の真正性を確保しています。
そのため、御提案のように、会社法人等番号が同じ場合の登記識別情報の提供の方法を見直すことについ
ては、登記の真正性の確保の観点から対応は困難です。

3 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

19 令和6年6月24日 令和6年7月19日
AIを活用した車検業
務効率化

自動車がノーマル状態からカスタマ
イズされているか否かをAIにより判
定することを認める

車検には自動車検査員の国家資格が必要ですが、その業務において最重視されるのは不具合を見つけることではなく、
製造時から改造されているかを見抜くことです。自動車は型式指定を受けて製造された時点で、国土交通省とメーカーに
より保安基準適合と認めるられています。その証拠に、変更が無い車に適用する保安基準第3節は、カスタム車に適用
する第2節に比べ非常に簡略化されています。
しかし、ユーザーがブレーキをを変更したならば、その安全性を確認しなければなりません。かつてはアフターパーツは
色やロゴで簡単に見分けることができました。しかし、近年は派手な色のメーカー純正部品、検査員を騙して車検を通そ
うとする社外品が入り乱れています。
保安基準を年々増加して覚えることが困難ですが、実際は入庫車ごノーマルかどうかを覚えなければ仕事になりませ
ん。例え安全性に問題なくともカスタムを見逃すと行政処分を受けることになります。検査員は不人気職でなり手不足は
自動車の安全性を直接脅かします。膨大なデータとの照合AIの得意分野であり、検査員以上の正確性が期待できます。
これにより検査員の負担は激減し、安全性の確認とお客様への丁寧な説明に集中できます。

個人 国土交通省

○車検において、自動車部品が変更されているか否かについては、検査員が構造・装置等の保安基準への
適合性をそれぞれ検査していく過程において、視認等により確認しています。
○当該検査の過程において自動車部品の変更を確認した場合は、当該自動車部品の変更が影響を及ぼす
保安基準について、技術的な要件等への適合性に係る検査を実施することとなります。

道路運送車両法第62
条

現行制度下
で対応可能

○確認時の参考としてAIを活用することは制限されていないことから、自動車検査員としてより正確性の高い
業務の遂行が担保される場合においては、従来の確認作業に加えAIを活用していただいて問題ございませ
ん。
○なお、視認等による検査が困難な電子制御装置については、機能維持確認等を確実に実施するため、令
和6年10月より、スキャンツールを活用したOBD検査を開始するところです。

20 令和6年6月24日 令和6年7月19日

240427ST42[3/3]／
登録免許税還付請
求所様式の統一、オ
ンライン化、バックオ
フィスの自動化

登録免許税法31条は、過誤納した
登録免許税の還付手続を定める。
／第1項により登記機関から所轄税
務署長に通知し、第2項により納付
者が登記機関に対して還付請求す
る。／その請求方法の規定は政令
に委任され、各省庁の還付請求書
様式にはもれなく根拠条項が記載
されているから、これは施行令31条
2項(2号か6号か分からん)として必
要なのだろう。／たとえば厚生労働
省は「登録免許税法第３１条第１項
の規定による通知をするよう上記に
より請求する」とするのに対し、法務
省は「登録免許税法第３１条第２・
５・６項の規定により申し出ます。」、
国土交通省は「第31条第 2 項の規
定により」という表現になっている。
／なぜ同一の→

→手続であるにもかかわらず、根拠条項が異なるのか？／申請人が処分庁に対して還付請求書を提出すれば、申請内
容が特定される限りで還付請求内容は明らかであって、そこまで書かせる必要はない。／特許庁の様式では「登録免許
税法第31条の規定に基づき」で済んでいる
〔https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/iten/tourokumenkyozei_kanpu/document/index/youshiki_tsuchi-
seikyu_kanpu.docx〕。／当然、税務署でもこれで通っているはず。／最初から、「登録免許税法31条により請求します」と
いう統一登録免許税還付請求書様式を作り、必要に応じて財務省監修でアレンジすればよいのでは？／そもそも省庁
横断の手続はオンラインの統一サイトを設けて処理すれば、請求者の申出から税務署への手続までを一貫して自動化
でき、デジタルガバメントとして当然に取り組みべき課題である。／手続の透明性という観点からも、R4規制改革422回答
では電子納付の納付番号は「その他参考となるべき事項」として還付請求書に記載しなければならないとする一方で、R5
行政改革51回答では還付請求書に電子納付の納付番号欄を設けることは「対応不可〔提案内容について、対応が不可
能であるもの〕」という矛盾を解消できる。／電子納付した場合に還付請求すれば、還付請求書様式の記載事項をすべて
埋めても、納付番号が記載されていない限り、適法な請求とは認められないからである。／全部埋めても受理しない請求
書を申請人に渡すのは、行政手続法9条2項違反では？

商業登記
ゲンロン

デジタル庁
財務省

現状、省庁横断の手続に係る統一サイトは設けられておりません。 なし その他
政府ウェブサイトにおいて、情報発信力の向上支援を行っており、ご意見については参考にさせていただきま
す。

18 令和6年7月19日令和6年6月24日

一般原動機付自転車は、全国で約450万台（令和４年７月時点）が利用され国民の生活に密着した車両と
なっていることや、「二輪車車両区分見直し関する有識者検討会報告書」で示された加速性能の差や実車を
用いた走行評価等から、一般原動機付自転車と、最高出力が制限されていない排気量が50cc超125cc以下
の小型自動二輪車では、必要な運転技能の水準が異なるため、道路交通の安全確保の観点及び国民の利
便性の観点から御提案の見直しは困難と考えております。

また、原動機付自転車の最高速度制限については、原動機付自転車の車両性能等に鑑み、安全性を考慮
して規定されたものであることから、これを引き上げることはできないと考えております。先述の有識者検討
会報告書でも、車両区分の見直しに当たっては「現行原付に課せられた道路交通法及びその他関連法規に
基づいて運転されることを念頭に安全性等について議論された結果であることに留意することが必要である」
と指摘されているところです。

なお、御提案で言及されている電動キックボード等のうち、道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60
号）第１条の２の２で定める設計最高速度20キロメートル毎時以下等の特定小型原動機付自転車の要件、
及び道路運送車両の保安基準（昭和26年7月28日運輸省令第67号）第１条第１項第13号の６で定める特定
小型原動機付自転車の定義を満たさないものは、一般原動機付自転車として扱われることになります。

内燃機関以外を原動機とする原動機付自転車の種別は定格出力を指標としておりますが、最高出力に係る
規制は設けておらず、メーカーにて任意に設定されていると認識しております。

対応不可

道路交通法第22条第
１項、第85条第１項
及び第２項、第90条
の２第１項第３号、第
97条第１項、第108条
の２第１項第６号
道路交通法施行令第
11条
道路交通法施行規則
（昭和35年総理府令
第60号）第１条の２、
第24条第１項

道路運送車両法（昭
和二十六年法律第百
八十五号）第2条
道路運送車両法施行
規則（昭和二十六年
運輸省令第七十四
号）第1条
道路運送車両の保安
基準（昭和26年7月28
日運輸省令第67号）
第1条

道路交通法（昭和35年法律第105号）においては、車両の大きさや出力等の車両特性により、これを制御し
安全に運転するために必要となる運転技能や知識が異なることとなるため、交通の安全確保の観点から、必
要な運転免許区分を設けています。現行制度上、総排気量50cc以下の一般原動機付自転車については、
その運転に高度な技能を要しないことから、原付免許の取得に当たっては、技能試験は課されず、適性試験
及び学科試験に合格し、かつ、原付講習を受講すれば取得可能とされており、また普通免許等を保有してい
る者であれば運転可能です。他方、総排気量50cc超125cc以下の小型自動二輪車については、車体や排気
量がより大きく、一般原動機付自転車と比べて高度な運転技能を要するため、普通免許等保有者であって
も、別途、小型限定普通二輪免許等の取得を必要とし、技能試験により運転技能を確認することとしていま
す。
   また、道路交通法第22条第１項において、車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道
路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行しては
ならないと規定され、道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第11条において、原動機付自転車の最高
速度は30キロメートル毎時と規定されています。

一般原動機付自転車の扱いについては、日本自動車工業会及び全国オートバイ協同組合連合会からの
要望等を踏まえ、警察庁において令和５年９月から12月にかけて開催した「二輪車車両区分見直し関する有
識者検討会」で、最高出力を４kW以下に制御した総排気量50cc超125cc以下の小型自動二輪車は、加速度
が抑えられることなどで、一般原動機付自転車と同程度に容易かつ安全に運転できるため、令和７年11月ま
でに、両者を同じ運転免許区分とし、併せて同じ車両区分とすることが適当とされました。

道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）においては以下の通り定義を設け、原動機付自転車は
原動機が一定規模以下であって簡便な車両であることから、登録、検査、保安基準といった行政規制を自動
車と区別しております。
第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
２ この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは
架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、
次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
３ この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機によ
り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん
引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

原動機付自転車の要件である原動機の規模は、道路運送車両法施行規則（昭和二十六年運輸省令第七十
四号）において以下の通りと定めております。
第一条 道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。）第二条第三項の総排気量
又は定格出力は、左のとおりとする。
一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの（側車付のものを除く。）にあつては、その総
排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの（側車付のものを除く。）にあつて
は、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
２ 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル
以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種
原動機付自転車とする。

特定小型原動機付自転車については以下の定義を設け、他の原動機付自転車（一般原動機付自転車）とは
構造的特性が異なることから、保安基準の適用を区別しております。
道路運送車両の保安基準（昭和26年7月28日運輸省令第67号）第一条
十三の五 「一般原動機付自転車」とは、次号に規定する特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車
をいう。
十三の六 「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動
力源とするものであつて、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
イ 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
ロ 告示で定める方法により測定した場合において、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
ハ 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。

警察庁
国土交通省

個人

警察庁が原付１種(50cc以下)に対して、メーカーが強化排ガス基準に対応出来なくなるので125cc以下で5.4ｐｓ以下の出
力制限を設けた新原付１種区分創設方針との報道ですが、そもそも原付１種自体が中途半端で低すぎる30km/h法定速
度で狭い２車線幹線道路等で速度差で至近距離で自動車に追越されて危ない問題が以前から存在します。せめて
40km/h法定速度に緩和すべきです。
それが未だ出来ないのであればこれを機会に原付１種区分自体を廃止し60km/h法定速度の原付２種(１２５ｃｃ以下)に
統合すべきです。
現在、原付１種に近い役割は電動アシスト自転車や最近警察庁も特定小型原付区分創設で認めた電動キックボード等
やフル(自走)電動自転車が担い、既に原付１種はその存在意義を失ってきています。フル電動自転車もこの特定原付の
中で存続させれば良いでしょう。
新原付１種区分創設に二輪車メーカーからの要望があるといっても、実際製造は現行原付２種車体の転用で出力制限
を新たに付加した方法になると思われ、製造コストや価格が原付２種と同じか更に高価となり、メーカー思惑通りの二輪
販売高回復にはならないでしょう。
この私の原付２種への統合案の方が余程真の二輪販売高回復、交通安全向上、国民の利便提供等との両立と、一石何
鳥にもつながります。

電動車の定格出力については、主要メーカーのエンジン車原付１種馬力は4～7ps、２種では8～13ｐｓが主流であるのに
対し、最新電動車は低すぎる定格出力の縛りで１種で1.6ｐｓ、２種で5.8ｐｓ程度と遥かに低い最大出力しか出ず、それが
電動車普及の阻害の面があり見直しすべきです。

・警察庁の新原付１種区分創設（方
針）の中止

・原付１種の原付２種との統合
手順はまず原付１種規格の新規生
産禁止、生産済分は完売する。
無期限で既原付免許(自動車免許
付帯含む)保有者の原付１種利用
継続は可(中古販売買替も可)。
新規原付免許取得は禁止し、原付
２種（小型二輪）免許取得は既原付
免許保有者は重複講習省略で実技
中心や費用低減等一層取得容易
化、原付２種車の販売も出来れば
補助金等で原付１種車からの買替
優遇政策実施。

・「原付２種」名称を道路交通法の
「小型自動二輪車」に統一

・同二輪車区分内で排気量規定の
エンジン車より出力(馬力)換算では
大幅に低く不一致な電動車の定格
出力規定の見直し

原付２種を出力制限
した警察庁の新原付
１種区分創設は中止
し、原付１種の２種と
の統合と関連二輪
制度改革
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

21 令和6年6月24日 令和6年7月19日
商工会・商工会議所
の一元化等の組織
再編の円滑化

商工会と商工会議所の合併を可能
にするための措置について検討す
ること。
農協等と同様に商工会・商工会議
所が一般社団法人に組織変更する
ための措置について検討すること。
平成20年の「中小企業の支援体制
のあり方等に関する検討会中間とり
まとめ」は政府による報告書・政府
方針を表明したものではなく法的効
力はないことを明らかにすること。

商工会・商工会議所は市町村の区域に一に限り設立できるものとされているが、現状、市内に複数の商工会・商工会議
所が併立している状況にある。これは、商工会と商工会議所の合併規定がないためである。
このような状況は、地方自治体の商工行政を非効率なものとしている。例えば、小規模事業者支援法に基づく経営発達
支援計画や事業継続力強化支援計画について、同一市内の取組であるにも関わらず、商工会と商工会議所、それぞれ
と複数の計画を市で作成しなければいけない等。
このような非効率を正していくために、商工会と商工会議所の合併を可能にするための措置について検討することが必
要である。
また、商工会・商工会議所は地方自治体からの補助金依存度が高く、地方自治体の財政圧迫要因になっており、組織再
編が必要である。仮に、地方自治体からの補助金は不要だが、地域の商工業者団体として存続したいという商工会・商
工会議所にあるのであれば、一般社団法人への組織変更（完全自主財源化・民営化）を認め、組織再編が円滑に進むよ
うにすべきである。
加えて、このような議論を地域内で行う際、平成20年の「中小企業の支援体制のあり方等に関する検討会中間とりまと
め」の存在がハードルとなっている。同とりまとめは政府方針ではなく、地方自治体の判断を妨げるものではないことを明
らかにしてもらいたい。平成23年に愛媛県が同問題に対する改革要望を提出していることからもわかるとおり、地方自治
体にとって商工会・商工会議所再編問題は重要な政策テーマであり、位置づけ曖昧な中間とりまとめによって議論が止
められることがあってはならない。

個人 経済産業省

商工会同士及び商工会議所同士の合併については、商工会法及び商工会議所法において合併に係る権利
義務の承継が規定されていますが、商工会と商工会議所の合併については、そのような法的措置は取られ
ていません。
また、商工会法では、組織変更に関する規定がないため、他法人へ組織変更する手続は定められておりま
せん。

商工会法第44条、52
条～52条の2

対応不可

商工会・商工会議所の合併については、平成20年の「中小企業の支援体制のあり方等に関する検討会中間
とりまとめ」で示された方針を踏まえ、両団体において、引き続き地域の実情や求められる役割を勘案しなが
ら事業連携等の取組や議論が自主的に進められていくことが重要であると考えています。

また、商工会は、地区内の商工業一般の振興を目的とする地域的総合経済団体で、国民経済の健全な発
展に寄与すること、商工会議所は、地区内における商工業の総合的な支援と改善発達を図り、兼ねて社会
一般の福祉の増進に資すること、を目的としております。両団体とも会員組織であるものの、地域団体である
ので、その地区内のすべての商工業者の発展を推進、支援等する公益的な性格を持つ団体です。
法律上、商工会議所と商工会の合併等に関する規定はありませんが、市町村合併に伴い、一つの団体が解
散し、もう一つの団体が、解散した団体の地区を新たな区域とするための定款変更を行うことで、事実上、合
併と同様の体制見直しが行われた例はあります。

なお、同報告書は、政策立案のための参考資料としており、法的効力を有するものではありません。

22 令和6年6月24日 令和6年7月19日

投票所入場券の全
面電子化（マイナン
バーカードによる認
証への置き換え）

国政選挙及び地方選挙の際、対面
投票所において投票を行うための
投票所入場券を電子化し、マイナ
ポータル経由で配布した上で選挙
人名簿との突合をマイナカードの公
的個人認証基盤による認証による
こととし、紙の投票所入場券を廃止
することを検討いただきたい。
現在でも、入場券を紛失した場合に
は一定の身分証等により本人確認
ができれば投票が可能であるが、
紙の入場券を廃した上で、マイナ
カードによる認証を原則とする趣
旨。

各地の選管においては、選挙に際して投票所入場券を作成し、各戸に郵送することにより、期日前投票及び選挙当日の
選挙人名簿との突合作業を行なっているが、これを全面的に電子化することにより、全国選管における入場券作成費用
の削減が期待できる。
また、現在のところ、告示から入場券が到達するまでには、郵送の都合上、人により２～３日程度の時間差が生じ、その
間は期日前投票を行うことができず不便である。しかし、入場券を電子化すれば、よりフレキシブルに投票が可能となり、
投票率が向上することが期待できる。
更に、マイナンバーカードの取得率・利用率向上にも貢献することが見込まれる。

個人 総務省

投票所入場券は投票時における選挙人の整理及び確認等の迅速化のほか、投票所の場所及び投票時間
の周知等に効果があるものとして、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第３１条第１項の規定に基
づき、各選挙管理委員会が交付しているものです。
なお、投票所入場券が届いていない場合においても、マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類の
提示等により本人確認ができれば投票することができます。

公職選挙法施行令
（昭和２５年政令第８
９号）第３１条第１項

対応不可
投票所入場券は投票時における選挙人の整理及び確認等の迅速化のほか、投票所の場所及び投票時間
の周知等に効果があるものであるところ、マイナンバーカードを取得していない方やマイナポータルの操作が
難しい方がいる中で、紙の投票所入場券を廃止することは難しいと考えております。

23 令和6年6月24日 令和6年7月19日

一般用医薬品の販
売区分見直し、医薬
部外品への移行に
ついて

一般用医薬品の販売制度は、安全
性の確保を第一に、セルフメディ
ケーションを推進し生活者の利便性
を高める合理的な規制下での運用
がされるべきものである。
その中で、比較的安全性が高いと
考えられる現行の「第３類医薬品」
に関しては、「医薬部外品」への移
行を要望する。

・第３類医薬品は保健衛生上のリスクが比較的低い一般用医薬品とされており、実態として第３類医薬品における副作
用等報告は、極めて少ないとの報告がある。（参考 令和5年11月30日第10回医薬品の販売制度に関する検討会資料4-
2）
・お客様が第３類医薬品を購入する際、実態として資格者に相談することなく指名購入されるケースが大半である。現
在、販売時の資格者関与の明確化が議論されているが、現行の第３類医薬品は、日常生活に支障を来す程度の副作用
が発生する商品は含まれないとされている為、資格者の関与を伴わず販売可能であると考える。
・日常生活に欠かせないインフラ拠点としてのコンビニエンスストアでは、一般用医薬品には高いニーズが従前よりある。
販売許可のあるコンビニエンスストアでの第３類医薬品販売高構成比は一般用医薬品全体の約2割となっており、目薬・
湿布薬・のどスプレー・のど飴トローチ等に高い販売実績の結果が見られる。
・医薬部外品の品目が拡大され、一般小売店で購入できることで、お客様の一時的な症状改善・緩和に寄与、快適な生
活実現の一助となるものと考える。
・安全性の確保を第一に、「購入者・販売者双方が分かりやすく実効性のある」販売区分・制度を実現すべく、医薬品規
制を課す必要性ないものは医薬部外品への移行をして、国民がより医薬品にアクセスしやすい環境としていただきたい。

一般社団
法人 日本
フランチャ
イズチェー
ン協会

厚生労働省

医薬部外品は、吐き気等の防止、はえ等の防除に使用されるもの及び人の疾病の治療・予防に使用される
又は人の身体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされているもののうち厚生労働大臣が定めるもので
あって、人体に対する作用が緩和なものをいい、成分及び使用方法を踏まえ指定しており、厚生労働大臣が
基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに製造販売業者からの申請を受けて審査・承認しています。

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律（昭和35年
法律第145号）第２条
第２項

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律第２条第２
項第３号の規定に基
づき厚生労働大臣が
指定する医薬部外品
（平成21年厚生労働
省告示第25号）

検討を予定

令和５年４月に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三
号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬部外品」（平成 21 年厚生労働省告示第 25 号）を改正し、
物品の消毒・殺菌の用に供されることが目的とされている医薬品を医薬部外品として取り扱うことを可能とす
るなど、これまでも必要に応じて医薬品から医薬部外品への移行を進めてきたところですが、厚生労働省の
「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ」（令和６年１月12日）において、一般用医薬品を販売する際
の薬剤師又は登録販売者（以下「薬剤師等」という。）による関与の在り方を検討し、指針等による明確化を
図った上で、人体に対する作用が緩和なものであって薬剤師等による販売の関与が必要ないものについて
は医薬部外品への移行を検討することとしており、当該とりまとめを踏まえて対応を検討することとしていま
す。

◎

【警察庁】
道路交通法（昭和35
年法律第105号）第57
条第１項
道路交通法施行令
（昭和35年政令第270
号）第22条第１号
道路交通法施行規則
（昭和35年総理府令
第60号）第７条の11

【国土交通省】
道路運送車両法（昭
和26年法律第185号）
第44条
道路運送車両の保安
基準（昭和26年運輸
省令第67号）第59条
～第66条の4の2
道路運送車両の保安
基準の細目を定める
告示（平成14年国土
交通省告示第619号）
第239条～第254条の
4の2、第255条～第
270条の4の2、第271
条～第286条の4の2

【警察庁】
道路交通法第57条第１項は、車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員の制限を超えて

乗車をさせ、車両を運転してはならない旨を規定しており、同項に基づき、道路交通法施行令第22条第１号
において、ミニカー（普通自動車で内閣府令で定める大きさ（総排気量0.050Ｌ又は定格出力0.60kw）以下の
原動機を有するものをいう。）の乗車定員を１人と定めている。

【国土交通省】
道路運送車両法（昭和26年法律第185号）では、原動機付自転車に対する保安上又は公害防止その他の

環境保全上の基準として、第44条の規定により道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）で定
める技術基準に適合するものでなければ運行の用に供してはならないこととしております。

原動機付自転車に適用される技術基準は「道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）」第59
条から第66条の4の2となります。

「道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）」では、基準の細部について「道路運送車両の保
安基準の細目を定める告示（平成14年国土交通省令第619号）」で規定しており、原動機付自転車に関する
規定は）第239条～第254条の4の2、第255条～第270条の4の2、第271条～第286条の4の2となります。

令和6年9月17日令和6年7月19日24

【警察庁】
制度の現状のとおり、ミニカーの乗車定員は１人とされているところ、その趣旨は、排気量の低い車等に２

人以上が乗車すると、十分な走行性能を確保できず、交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれがあるため
です。これを踏まえると、ミニカーの乗車定員を２人以上とするためには、そのように基準を緩和したとしても
十分な走行性能を確保でき、交通の安全と円滑に支障を及ぼすおそれがないことが確認される必要があり
ます。また、２人分以上の座席を備えたミニカーについては、道路運送車両の保安基準に適合していること
が確認された車両は現時点確認されておらず、今後開発された場合には、まず当該車両を道路運送車両の
保安基準に確実に適合させることで、車体の安全が確保されることが必要になります。

以上を踏まえると、２人分以上の座席を備え、かつ、保安基準に適合することで車体の安全の確保が確認
された車両に２人以上を乗車させた状態で実際に走行させた場合に、十分な走行性能を確保でき、交通の
安全と円滑に支障を及ぼすおそれがないことが確認される必要がありますが、現状そのような確認はされて
おりません。加えて、ミニカーは道路交通法では自動車に該当し、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車
させて自動車を運転してはならず、この装置については、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規
定に適合しなければならない一方、道路運送車両法ではミニカーは第一種原動機付自転車に該当し、年少
者用補助乗車装置に係る保安基準が存在しません。そのため、少なくとも幼児の乗車を前提とした規制の緩
和は困難です。

【国土交通省】
現行の道路運送車両法及び関係法令ではミニカーに該当する第一種原動機付自転車の定員を規制して

おらず、乗車定員に応じた現行の原動機付自転車の保安基準に適合することを求めています。
また、現行の原動機付自転車の保安基準では年少者用補助乗車装置に係る保安基準はございません。
現状においては、２人分以上の座席を備え、かつ現行の原動機付自転車の保安基準に適合するミニカー、

及びミニカーでの使用を想定した年少者用補助乗車装置は確認されていないことから、基準の検討は困難
です。

対応不可
警察庁
国土交通省

KI-bliss商
事合同会
社

現在のミニカー規格（第一種原動機付自転車登録）では乗車人数は一人となっております。同様のサイズ、同様の駆動
機構を持った、3輪EVの場合、3名乗車が可能です。フルボディーの4輪車が1名乗車で、屋根のついたバーハンドルの3
輪EVが3名乗車可能であれば、より安全性が高く、雨風の防げる4輪のミニカーも3名乗車の認可がとれないものなので
しょうか？ヨーロッパや中国では３人乗りとして販売されており、なおかつ、一部のヨーロッパではＬ６ｅの免許区分にて免
許返納者の乗り物として認可されていると聞いております。環境にもやさしく、自宅で充電可能なミニカー登録のミニＥＶを
3名乗車可能な乗り物として認可いただきたいと考えております。昨年10月末より店舗を構えて来客の高齢のご夫婦など
は2人乗りであれば購入も検討したいといっていただいております。
イベントなどで出店しても多くの方が2人以上の乗車（大人１人に子供2人）ができればいいなと、ご要望受けております。
地方の公共交通が激減するなか、またガソリンスタンドの廃業が増える中、地域の元気な高齢者の足としてもっと活用い
ただきたいと思いますし、雨の中子供たちを前後に乗せて走る電動自転車を見ると大変な危険性を感じざるを得ませ
ん。是非ともご検討をお願い申し上げます。

第一種原動機自転車登録のミニ
カーにおいて、大人2人、もしくは大
人1名＋子供2名の乗車の規制緩
和ごご提案いたします。脱炭素社
会の実現に向け、ミニEVの活用の
場をひろげ、過疎地での公共交通
の減少やガソリンスタントの廃業に
伴い、自宅で給電可能なセカンド
カーとしての利便性を高めるととも
に電気自動車導入のきっかけにな
るようにしたい。

ミニカー登録のミニ
EVにて3名乗車の規
制緩和のご提案

5 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

25 令和6年7月19日 令和6年8月20日
キャッシュレスと手
数料

キャッシュレス決済の手数料に限度
を設ける。

キャッシュレス化を推し進めていらっしゃいますが、それに使用されるサービスの全てで3%～5%ほどの手数料を店舗側が
支払うこととなっており、これが大変な負担となっています。

その店舗側がキャッシュレス決済の際のみ手数料を上乗せする、もしくは現金であれば値引きする、と言った対策をとる
ことも考えられますが、こういった機運が高まると当然キャッシュレス化は進みません。

キャッシュレス化しなくても良いと言うならそれで一向に構わないのですが、あくまでキャッシュレス化を望むのであれば、
手数料やサービス提供者側の独占的立場の濫用には目を光らせておいた方が良いのではと思います。

個人
経済産業省
金融庁

【経済産業省】
クレジットカード決済サービスの利用に係る手数料は、店舗と決済事業者間の契約で定める事項であるた
め、クレジットカード決済の手数料を規制する制度はありません。

【金融庁】
資金移動業者、前払式支払手段発行者が提供するQRコード決済、電子マネー決済に係る手数料は、店舗と
決済事業者間の契約で定める事項であるため、上限を規制する制度はありません。

無し その他

【経済産業省】
経済産業省及び公正取引委員会では、クレジットカード市場の透明性を高め、加盟店と決済事業者等との

価格交渉を促進する観点から、Visa等の国際ブランドに対し、クレジットカード決済に係る事業者間の手数料
（「インターチェンジフィー」の標準料率やカード発行会社が受け取る手数料の平均的な料率）の公開を求め
てきたところです。

これを受け、2022年11月30日にはVisa、Mastercard及び銀聯から「インターチェンジフィー」の標準料率が、
2023年6月1日にはJCBから加盟店手数料の配分率が公開されました。こうした公表を受け、中小企業を含
めた加盟店と決済事業者等との価格交渉がさらに促進され、結果として手数料の引き下げにつながることが
期待されます。

併せて、2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策や生産性向上、消費者の利便性向上
等の観点から「キャッシュレス・ポイント還元事業」を実施した際には、中小・小規模事業者の加盟店手数料
の引き下げを目的に、本事業への参加にあたっては手数料率を3.25%以下へ引下げることを条件としていま
した。事業の実施により、加盟店手数料はいずれの決済手段であっても3％前半を占める割合が高く、事業
終了後においても3.25％以下の手数料率を参加要件とした効果が継続していると思料しています。

手数料率を3.25％以下としているサービスも増えてきており、2023年に中小店舗を対象に実施した調査で
は、クレジットカード加盟店手数料率の平均は2.65％となっております。同じ調査では、加盟店手数料率が
3.3％以上という回答も２～３割り程度みられ、導入時期が過去になるほどその割合は高い傾向がみられま
す。そのことからも、加盟店と決済事業者との価格交渉や、より手数料が低い決済事業者へ変更するなど、
加盟店が選べる選択肢も増加し、以前に比べると低い手数料率で加盟店契約を実現できるケースが増えて
いるものと認識しています。

【金融庁】
いわゆる加盟店手数料の水準は、各決済事業者の経営判断や事業者同士の交渉等の結果により決めら

れるものと考えておりますが、例えば、他業態を比較して適度な手数料水準であるか、加盟店に対して丁寧
な対応を行っているか等について、監督当局として各事業者の対応状況を注視してまいります。

26 令和6年7月19日 令和6年8月20日
240427ST41[2/3]／
収入印紙の払戻しを
認める

国税庁が公開する「収入印紙の交
換と印紙税の還付について」には、
「収入印紙を現金に交換することは
できません」とあり、間違って購入し
た収入印紙は払戻しできないらし
い。／その一方で「税務署では、契
約書や領収書などの印紙税の課税
文書に誤って過大に収入印紙を貼
り付けてしまったような場合には、
過誤納金として還付を行っていま
す」とあり、課税文書に収入印紙を
多く貼れば還付されるとある。／こ
れって矛盾してませんか？／間
違って収入印紙を購入しても余計
に貼って還付されるなら、払戻し制
度はそもそも必要ない。／それどこ
ろか、金券ショップで1％から2％引
きで購入すれば、その差額が利益
になる。／しかも、振込手数料は→

→国が負担する太っ腹。／平成17年まで利息の1円未満を切り上げていた郵便貯金は高利回りの裏技とされていたけれ
ど、収入印紙の還付手続も似たようなことが可能である。／課税文書だけでなく、登記申請の受付手続では申請書に不
備があっても受付処理を省略できず〔不登準31条3項、商登準40条3項〕、しかも受付後は直ちに貼付された収入印紙に
消印処理をするため〔不登準126条1項、商登準45条1項〕、貼付された収入印紙は受付時点で納付扱いになるからであ
る。／こうした事実上の払戻しが可能であるのに、払戻しを認めない手続に意味がありますか？／むしろ金券ショップの
手数料相当額を徴収して、高コストな還付手続を利用されないように制度に変更すべきだろう。／国税庁が還付金の振
込を熱心に勧めているように。／また、「１枚につき５円の交換手数料」で新しい収入印紙との交換を認めるなら、同じ手
数料で払い戻しても経済的な効果は変わらない。／そもそも収入印紙という制度自体がキャッシュレス時代にそぐわない
もので、規制改革実施計画（令和４年６月７日閣議決定）は「窓口でキャッシュレス納付が可能となるよう措置する」として
いるけれど、「電子マネーを使えなければ印紙納付を続けろ」という不便を放置したままであれば、印紙誤購入リスクは経
済的な弱者にだけ押し付けられる。／また、R4.8.24に提案してスルーされた「高額収入印紙の廃止」のように、どれだけ
偽造印紙が出回っているか、誰も分からないのである。／収入印紙での納付は将来的にはオンラインや店舗端末で発行
された納付番号によって代替できるから、その移行措置としても払戻しを認めるべきである。

商業登記
ゲンロン

財務省
総務省

収入印紙は各種の手数料等を納付するための手段として発行されているものであり、仮に払戻しを認めた
場合、このような収入印紙本来の役割を超えて送金の手段として用いられる恐れがあることなどから、現在、
収入印紙の払戻しは認めていません。

なお、収入印紙同様、前払式の支払手段である商品券やプリペイドカード等についても、同様の理由から、
原則、払戻しは認められていないものと承知しております。

なお、税務署が行う「印紙税の還付」及び「登録免許税の還付」は、印紙税法第14条及び登録免許税法第
31条の規定に基づき、印紙税及び登録免許税に係る過誤納金を還付する制度ですが、印紙税や登録免許
税に限らず、国税に係る過誤納金が生じた場合には、原則、金銭による還付を行うこととされており、収入印
紙そのものの払戻しとは趣旨が異なるものです。

収入印紙及び自動車
重量税印紙の売りさ
ばきに関する省令
（平成十五年総務省
令第六十九号）

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。

28 令和6年7月19日 令和6年8月20日
パワハラ要件の追

加

現在、厚労省が定義するパワハラ
は、（１）身体的な攻撃、（２）精神的
な攻撃、（３）人間関係からの切り離
し、（４）過大な要求、（５）過小な要
求、（６）個の侵害、という6類型に分
かれているが、もう一項目追加して
ほしいものがある。
それは、（7）ルールを特定の人物に
のみ押しつけたり適用したりする、
という内容である。

以前勤めていた会社のことだが、会社から正しい金額の給料が支払われなかったことが何度も続いたため、私は会社に
対して給料計算の間違いをなくすよう伝えたところ、会社は法律を逆手にとる形で、全従業員の中で私一人にだけ労基
法や就業規則を厳格に守りなさいと命令するようになった。

具体的は、私以外の従業員が定時を過ぎて残業することは何も問題ないが、私だけは定時退勤が強制され、1分でも定
時を過ぎると業務命令違反になって処分されるといった内容であった。もちろん私の雇用契約書にも残業有りとなってい
る。

他の従業員に対しては適当かつ曖昧に運用している労基法や就業規則を、目を付けた特定の従業員にのみ強制的に
適用し、全項目を厳守させることは明らかに不自然である。労基法や就業規則は、雇用されているすべての労働者に強
制適用されるものであり、この人にだけ任意で適用される類いのルールではないはずである。

私から給料をちゃんと払えと言われて、じゃあ君もルール全部守ってねという、会社が逆上して自棄を起こしたとしか思え
ない行為なのだが、厚労省が定めている現在のパワハラ定義では、上記のような法律を逆手に取った会社からの嫌がら
せ行為をパワハラとして認定できない。

現状の6類型のままでは、会社は私にルールを守らせているだけであって何も問題ない、ルールを守ることに文句を言っ
ている私の方が問題だと判断されてしまう。

以上のようなことから、パワハラの6類型に、（7）ルールを特定の人物にのみ押しつけたり適用したりする、といった内容
を追加してほしい。

個人 厚生労働省

・職場におけるパワーハラスメントについては、労働施策総合推進法において、事業主に対し、労働者からの
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務
付けています。なお、職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる、①優越的な関係を背景と
した言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③労働者の就業環境が害されるもの の３つの要
素を全てを満たすものをいいます。

また、いわゆるパワーハラスメント防止指針において、パワーハラスメントの代表的な言動の類型として、①
身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害
の６類型を示しておりますが、個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、上記の例は
限定列挙ではないことに十分に留意し、事業主が設置する相談窓口においては、広く相談に対応するなど、
適切な対応を行うようにすることが必要である旨を明示しています。

・労働施策の総合的
な推進並びに労働者
の雇用の安定及び職
業生活の充実等に関
する法律第30条の２

・ 事業主が職場にお
ける優越的な関係を
背景とした言動に起
因する問題に関して
雇用管理上講ずべき
措置等についての指
針２（７）

現行制度下
で対応可能

パワーハラスメント防止指針にお示ししている６類型は、あくまで、職場におけるパワーハラスメントの状況
は多様である中で、代表的な言動の類型としてお示ししたものであり、個別の事案の対応については、個別
の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、６類型は限定列挙ではないことに十分留意し、
事業主が設置する相談窓口においては、広く相談に対応するなど、適切な対応を行うようにすることが必要
である旨を既にお示ししているところです。

なお、パワーハラスメントに係る雇用管理上の措置等について労働者と事業主との間に紛争がある場合等
には、都道府県労働局において、調停を実施するなど紛争の解決援助を実施しているほか、ハラスメントの
相談窓口を設置し、労働者の相談に応じ、事業主に対する報告請求を実施しているところであり、法違反が
あれば、必要な助言、指導等を実施しているところです。詳細は、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）や
各都道府県労働局等に設置されている総合労働相談コーナーにご相談ください。

29 令和6年7月19日 令和6年8月20日

240504ST43[1/3]登
記申請中に証明書
を発行する場合は役
員変更補正をしない
念書を提出させる

登記申請に不備があった場合、登
記官が申請人に「補正を要する事
項」を示して是正を求め、申請人が
「補正を要する事項」を補正すれば
申請どおりに登記される。／では、
補正手続において申請人が「補正
を要する事項」以外の事項を無断
で訂正した場合は、申請内容が変
更されたものとして登記がされるの
か？／不動産登記では、補正の前
後で原因事実の同一性が維持され
ていなければ「補正」ではないとか
ナントカ。／これに対して商業登記
は「登記原因証明」という概念がな
く、単に添付情報として会社の自己
証明を提出させる制度であるため、
「株主総会議事録に書き忘れた」と
言えば済むのかどうか…。／これは
商業「登記申請の内容が印鑑証明
書の→

→記載事項に影響に及ぼさないと確認できるときには，印鑑証明書の交付が可能です」〔310402003回答〕という運用の
法的リスクの問題である。／新株予約権の申請中に印鑑証明書を請求し、新株予約権の補正手続において株主総会議
事録を差し替えて役員変更登記を追加することはできるのか？／これが理論的に可能であれば、上記印鑑証明書運用
は役員変更登記申請後の日付で変更前の役員について証明をすることになる。／R3期制改革705提案はこのリスクを回
避しながら証明書も発行できるよう、登記日付を申請日から登記完了日に変更するよう求めたものであるが、法務省は
制度の不備を認めながらも、「今後、各種法令等の改正を検討する際の参考とさせていただきます」回答のみで理論的
な説明をしなかった。／この回答を読む限り、議事録差し替え補正はできるんですよね。／しかし会社の都合で登記申請
中の印鑑証明書を発行する一方で、虚偽の証明書が発行される場合のリスクを国が負担することは妥当でない。／そこ
で、登記申請中の証明書発行という違法な手続を行うのであれば、証明書請求時、当該会社に「役員変更はありませ
ん」という念書を提出させ、補正手続で役員変更の追加を認めない取扱いをすべきである。／これによって会社は仮に役
員変更があっても登記懈怠リスクを負担する代わりに、登記申請中の証明書取得が可能になる。／登記申請中の証明
書発行手続において登記官が確認すべきは、役員変更があったかの事実ではなく、役員登記申請がされていない事実
だからである。／逆に、この確認をせずに「お客さまサービス」として証明書を発行するのは、商業登記の制度的な矛盾
である。

商業登記
ゲンロン

法務省
登記が完了するまでの間、当該会社の印鑑証明書及び登記事項証明書の発行が抑止されますが、登記

申請の内容が交付の請求があった証明書の記載事項に影響を及ぼさないことが確認できるときは、証明書
の交付が可能です。

商業登記法第1０条、
第１２条

対応不可

制度の現状のとおり、登記の申請から完了するまでの間は、登記申請の内容が証明書の記載事項に影響
を及ぼさない場合に限り、証明書の交付を行っており、交付後、当該証明書の記載事項に変更が生じるよう
な補正対応は行っていません。

したがって、役員変更補正をしない念書を提出させる必要はないものと考えます。

6 
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日

提案事項

30 令和6年7月19日 令和6年8月20日

240504ST44[2/3]新
株予約権の登記を
電子公告アドレス類
似の公示に置き換え
可能にする

R3規制改革643提案は、新株予約
権の登記を廃止すべきであるとした
ものである。／壱．株式の希薄化と
いう意味では、発行可能株式総数
と発行済株式数とですでに公示さ
れている。／弐．役員報酬という意
味では、日本の会社法は役員報酬
の個別開示をしていないし、登記は
新株予約権の個別保有も公示して
いない。／参．その割にブラック
ショールズモデルをテキストベース
で表示するとか、計算方法や取得
条件をダラダラ記録するとか手続コ
ストが高すぎる。／これに対して法
務省は、「新株予約権に係る事項を
商業登記事項から外すことは相当
ではないものと思料いたします」と
回答した。／壱．「その発行状況は
将来的な株式の希薄化の可能性を
知る→

→上で株主や潜在投資家にとって重要な情報」。／弐．「役員に対する報酬や資金調達の一環として利用されることもあ
るため、株主以外のステークホルダーにとっても重要な情報になり得る」。／参．「このような新株予約権の重要性に鑑
み、その発行状況等を登記事項として定めている」とする。／しかし、この説明は制度導入時の国会審議と同様に省益を
フワッと並べているだけで、商業登記制度で公示する説明ではない。／壱．希薄化の可能性は発行可能株式総数内で
取締役が第三者割当増資をする場合も変わらず、弐．役員に対する報酬は株主にしか関係ないし、資金調達が銀行借
入が公開されないのに新株予約権だけ公開しても意味がなく、参．ブラックショールズモデルを理解できる者は計算結果
を出力しろと言うだろう。／この理由に合理性がないことは縦割り110番事務局も認めており、縦割り110番の回答は「回
答取りまとめ日」から数日遅れで公開されるのが通常であるにもかかわらず、2022年5月13日を「回答取りまとめ日」とす
るこの提案は8か月遅れの2023年1月25日に公開しやがった。／ならば、提案内容を一部変更して再提案する。／新株
予約権登記の廃止ではなく、新株予約権の内容を公開している公示用アドレスを新株予約権の内容に代えて登記するこ
とを選択できるようにすべきである。／この方法であれば法務省が並べる制度趣旨に合致するともに、履歴事項証明書
の提出を求められたが新株予約権がかさばって値段が高くなるのは不愉快だというステークホルダーの要望も満たせ
る。／また、アドレスを登記することは公告方法でも行われており、これを新株予約権に導入しても支障はない。

商業登記
ゲンロン

法務省

会社法上、会社が新株予約権を発行したときは、その新株予約権の内容、数等を登記する必要があり（会社
法第911条第3項第12号）、その変更が生じた場合には2週間以内にその旨の変更登記をする必要もありま
す（会社法第915条第1項）。
ただし、新株予約権の行使に伴う変更登記については、毎月末日から2週間以内に行えば足りるとされてい
ます（会社法第915条第3項）。

会社法第911条第3項
第12号、第915条第1
項、第3項

対応不可

新株予約権は、所定の条件で株式の発行を求めることができるオプションであり、その発行状況は将来的な
株式の希薄化の可能性を知る上で株主や潜在投資家にとって重要な情報であるといえます。また、実務上、
新株予約権は様々な用途で用いられており、役員に対する報酬や資金調達の一環として利用されることもあ
るため、株主以外のステークホルダーにとっても重要な情報になり得るものと思料いたします。
現行法は、このような新株予約権の重要性に鑑み、その発行状況等を登記事項として定めているため、新株
予約権に係る事項を商業登記事項から外すことは相当ではないものと思料いたします。
なお、新株予約権に係る事項に代えて公示用アドレスを商業登記事項にすることは、公示の確実性等の観
点から相当ではないものと思料いたします。

31 令和6年7月19日 令和7年1月20日

240504ST45[3/3]不
登法17条の代理権
不消滅事由に代理
人の合併を追加する

本人と代理人の死亡を代理権消滅
事由とする民法111条は、法人の合
併にも適用される。／しかし、死亡
や合併は被相続人や消滅会社の
権利義務が包括的に承継される制
度であり、権利義務が承継されてい
るのに代理権だけ消滅させても意
味がない。／この不都合を回避す
るため、各種手続法には、死亡や
合併による代理権不消滅規定が設
けている。／ところが、それら代理
権不消滅規定も本人の死亡・合併
しか規定しておらず、代理人が合併
しても委任状の再交付が必要とな
る。／R5規制改革456提案は、民法
の代理権消滅規定から法人の合併
を除外すべきであるとしたものであ
る。／これに対して法務省は、「任
意代理においては、本人と代理人と
の間に→

→おける特別の信任関係が代理権の基礎となっているため、本人又は代理人が死亡した場合にも相続人との間で代理
権を存続させるのは不適当と考えられることによるもの」であるから対応不可であるとした。／では、この問題を不動産登
記制度に限定して検討した場合も、上記と同じ回答になるのか？／不登法17条の代理権不消滅規定が設けられた趣旨
は、委任状再交付による手続遅延が当事者の不利益になるためでもあるらしい〔新基本コンメンタールp64〕。／本人の
合併によって登記手続が遅延することが不都合であるならば、代理人の合併により手続が遅延することは、なおさら不合
理である。／不動産登記法に代理権不消滅規定が設けられた当時の国会でも、「実体上の権利関係というのは既に確
定しておる」から「本来そういうものを正確に反映するべき登記制度の理想にも反するような結果が生じてくる」という答弁
がされている。／この理は、本人のみならず、代理人についても当てはまる。／ただ、代理権不消滅規定が設けられた当
時は弁護士法人や司法書士法人制度がなかったために、本人についてのみ規定されたに過ぎない。／壱．これらの法
人を合併できるのは同種の法人だけで、弐．公告と催告が定められている合併手続に意味があるなら本人から異議が述
べられるはずで、参．各士業法の合併規定には権利義務の承継が定められていて、四．その社員は国家試験によって
能力が担保されているはずで、五．不動産登記は実体的に発生した権利関係を報告的に申請する画一的な手続である
ため、代理人の個性は重要ではない。／したがって、不登法17条に代理人の合併を代理権不消滅事由として追加すべ
きである。

商業登記
ゲンロン

法務省
不動産登記法第17条において、登記の申請をする者の委任による代理人の権限が消滅しない事由が個別
に定められています。

不動産登記法第17条 対応不可
任意代理においては、本人と代理人との間における特別の信任関係が代理権の基礎となっていることから、
代理人である法人が合併により消滅したにもかかわらず、一律に、代理権が消滅しないとする規律を設ける
ことは困難です。

32 令和6年7月19日 令和6年8月20日
県境をまたぐ廃棄物
処理(および火葬)

東京都と神奈川県のように主な県
境を山や海て隔てられていないか、
京都府と滋賀県のように１～２けた
の国道（国交省が直接管理する高
規格幹線道路）で結ばれている隣
県の基礎自治体同士で処理施設や
収集運搬の共同運営を可能にする
もの。また公営火葬場は自治体に
よっては環境行政部門でこみ処理
施設と一括りに管理されているの
で、併せて可能にする。

横浜市など財政規模が大きい自治体が設置するごみ焼却炉は、理論上ビール瓶も焼却可能な最新鋭の機器となってい
る。対して地方をはじめとした税収が少なく財政規模が小さい自治体では、焼却炉の更新費用も工面できず老朽化したも
のを延命措置しながら使用し続けている(焼却炉の更新は巨額の財政出動を伴う公共建築であるため自治体の首長およ
び議会選挙の争点になりやすい)。古い焼却炉は加熱燃焼のために大量の灯油を使用しており年間の化石エネルギー
消費量は莫大となっている。細かい分別が進んだことにより、可燃ごみは生ごみをはじめとした水分を多く含んでいるも
のばかりで焼却炉の燃焼効率が悪い現状だが、今後高齢化の進展により水分を多く含んでいる使用済み紙おむつの廃
棄量が増えるため、さらに燃焼効率が低下し灯油の使用量が増える。

また高齢化は死亡者が爆発的に増えることも意味しており、実際横浜市では火葬場の不足が問題となっており新規で火
葬場の建設を急ピッチで進めている
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/saijo/to-saijou-seibi.html
火葬場不足は人口の多い都市圏共通の問題であり、火葬の予約が1週間以上先しか空いていないことなど諸問題も発
生している。

個人
総務省
環境省
厚生労働省

【総務省】
地方公共団体が共同処理する事務の範囲に地方自治法上の制限はなく、複数の都道府県にわたって事務
の共同処理を行うことは可能です。

【環境省】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」といいます。）第６

条の２第１項には、「市町村は一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境
の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分…しなければならない。」と規定されており、
一般廃棄物の処理に関する事務を市町村の自治事務とし、市町村は、一般廃棄物の処理について統括的
な処理責任を有するとされています。

廃棄物処理法上、一般廃棄物の広域的な処理について禁止する規定はなく、近隣市町村が構成員となる
地方自治法上の一部事務組合・広域連合等を設立し、構成市町村のごみを処理することは可能です。

廃棄物処理施設整備計画（令和５ 年6月30日閣議決定）においても、「これまでも、各地域においては広域
化・集約化に向けた取組が行われてきたが、このような状況の中、将来にわたって持続可能な廃棄物の適正
処理を確保するためには、より一層の取組が必要となっている。」とした上で、「市町村単位のみならず広域
圏での一般廃棄物の排出動向を見据えた広域化・集約化を図る等、必要な廃棄物処理施設整備を計画的
に進めていくべきである。」とされており、これを踏まえ、環境省としても令和６年３月に「中長期における持続
可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化について」（令和６年３月29
日環循適発第24032923号）を通知するなどの取組を行っています。

【厚生労働省】
墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）において、近隣の基礎自治体同士で火葬場を共同運営
することを妨げる規定は存在しません。

【総務省】
（事務の共同処理の
代表的な手法である
一部事務組合の設立
について）

地方自治法第284条
第２項及び第293条

【環境省】
廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第６
条の２第１項

【厚生労働省】
墓地、埋葬等に関す
る法律第10条

【総務省】
現行制度下
で対応可能

【環境省】
現行制度下
で対応可能

【厚生労働
省】
現行制度下
で対応可能

【総務省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【環境省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【厚生労働省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

33 令和6年7月19日 令和6年8月20日
車検時にロービー
ム、ハイビームの両
方を測定する

車検時の検査項目について、ハイ
ビーム測定をロービーム測定に変
更するのではなく、両方を測定する
こととする

ヘッドライトは自動車に不可欠な装備です。このため、道路運送車両の保安基準には、ハイビームとロービームにそれぞ
れ、照射範囲や明るさの基準が定められています。
しかし、国土交通省はロービーム検査が不適合でも、ハイビームが基準適合なら車検に合格させて良いと、全国の陸運
事務所と民間車検場に通達しています。

これは、ロービーム対応測定器が普及していなかったり、性能が低かった為です。
国土交通省はロービーム検査への完全移行を発表しました。測定器の問題に加え、この発表ではハイビーム測定器は
しなくても良いとあります。機器が対応しないから測定しないというのも不適切ですが、
測定出来るハイビーム測定を止めることは理解出来ません。ロービームとハイビームの両方で車検を行うべきです

個人 国土交通省
 ・ 道路運送車両の保安基準において、前照灯の基準が定められており、基準適合性審査を実施する独立

行政法人自動車技術総合機構（以下「機構」という。）の審査事務規程により計測方法が定められています。

 ・ 道路運送車両の
保安基準第32条

 ・ 自動車技術総合
機構審査事務規程

対応不可

 ・ 機構における前照灯の審査については、、走行時にロービームが多く用いられていること、国際的にも
ロービームで検査が実施されていることを踏まえ、ロービーム検査への移行を進めております。

 ・ 限られた時間と設備の中で、多くの車両の適合性審査を実施する必要があることを踏まえると、ハイビー
ム・ロービーム双方を計測した場合、機構の各検査場における１日あたりの審査可能台数が著しく減少し、
予定どおりに車検を実施できない車両が生ずるなどの弊害が想定されることから、ご提案の計測内容の導
入は困難と考えております。
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34 令和6年7月19日 令和6年8月20日
自動車整備工場の
許可基準の合理化

認証整備工場の許可基準にあた
り、屋内作業場の幅と奥行きを測定
する際、作業に支障のない柱は無
いものと見なす。また、大型テント内
を屋内作業場として認める。

整備工場は運輸局長の認証を受けなければなりません。許可基準には屋内作業場の寸法要件が定められています。寸
法は柱間で測定するので、作業場には柱を設置できません。

しかし、作業場にはリフトを設置しており、リフトの支柱は寸法測定時に無いものとされています。リフト支柱側の柱であ
れば、実質的に作業に支障が無いはずです。細い支柱であっても、建物の耐震性を高め、屋根を断熱して作業環境を改
善することができます。

また、近年では衝突被害軽減ブレーキの調整に広い空間が必要になります。悪天候でも整備するには屋根が必要です
が、その目的から、屋根の下には人が滞在しません。よりコストの低い倉庫用テントが調整スペースと認められたなら
ば、先進的な整備を行う工場を大幅に増やすことが出来ます。
地域の整備工場を守る為には、柔軟な運用が必要です。

個人 国土交通省
 ・ 自動車特定整備事業の認証基準については、道路運送車両法施行規則第57条において、常時特定整備

をしようとする自動車を収容することができる十分な場所を有し、かつ、安全に整備を行うための作業場寸法
等が定められています。

 ・ 道路運送車両法
第80条

 ・ 道路運送車両法
施行規則第57条

対応不可

 ・ ご提案のうち、作業場寸法から作業に支障のない柱を無いものと見なすことについては、必要な作業ス
ペースが確保できず、安全に整備を行ううえで、支障があるため困難です。

 ・ また、大型テント内を屋内作業場として認めることについては、衝突被害軽減ブレーキの調整以外の作業
をテント内で行うことにも繋がりうる中、安全に整備を行ううえで、悪天候等に耐えうる十分な構造及び材質
等が確保されないことが懸念されます。

 ・ このため、ご提案の許可基準の導入は困難と考えております。

個人

学割で新幹線の切符を購入するには、学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証）が必要ですが、みどりの窓口に並ぼうと
しても、みどりの窓口の削減の影響もあって、駅によっては長蛇の列になっていて、諦めるケースがあるようです。一部の
自動券売機（話せる自動券売機、みどりの券売機プラスなど）でも購入できますが、都市部では利用できないことも多いと
思います。

学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証）という国鉄(日本国有鉄道)時代から続くアナログ規制が残っているため、これを
デジタル化することで国民に必要とされるマイナンバーカードになっていくと思います。

マイナンバーカード(スマホ搭載も含
みます)で学生の身分であることを
電子的に証明出来るなら、学割で
新幹線の切符をネット予約できるよ
うになり、国民に必要とされるマイナ
ンバーカードのメリットとして訴求で
きると思います。

本制度は学生・生徒の自由な権利として使用することを前提としたものではなく、修学上の経済的負担を軽
減し、学校教育の振興に寄与することを目的としており、旅客鉄道株式会社の企業努力により実現している
制度です。

本制度の趣旨を踏まえ、各学校による確認については、使用目的の適正化や不正使用の防止を図る観点
で一定程度必要と考えますが、学生等の利便性を図るため、旅客鉄道株式会社で定められている学割証の
マイナンバーカードの活用等を含め、旅客鉄道株式会社及び（独）日本学生支援機構と学割証の取扱いに
ついて協議させていただきます。

その他

旅客営業規則（旅客
鉄道株式会社）

学校学生生徒旅客運
賃割引証取扱要領
（（独）日本学生支援
機構）

学校学生生徒旅客運賃割引（以下「学割」という。）は、旅客鉄道株式会社（JR各社）が指定した学校の生
徒・学生が旅客鉄道株式会社（JR各社）の営業キロで片道100キロメートルを超える区間を乗車する際に、運
賃が割引になる制度であり、旅客営業規則に従い、各学校からの学割証の交付を受けて実施されておりま
す。

また、学割証は学生・生徒の自由な権利として使用することを前提としたものではなく、修学上の経済的負
担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として実施されている制度であるため、以下の目的を
もって旅行する必要があると認められる場合に限るとされております。
（１）休暇、所用による帰省
（２）実験実習並びに通信による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正課の教育活動
（３）学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正課外の教育活動
（４）就職又は進学のための受験等
（５）学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
（６）傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
（７）保護者の旅行への随行
（（独）日本学生支援機構 学校学生生徒旅客運賃割引証取扱要領
https://www.jasso.go.jp/gakusei/gakuwari/__icsFiles/afieldfile/2021/04/26/toriatsukaiyouryou_1.pdf）

【参考】JR東日本旅客営業規則 （https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02_setsu/02.html）
（学生割引証）
第29条 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、その在籍
する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号・部科及び学年（又は年次）・学生証、生
徒証又は児童証等（以下「証明書」という。）の番号・使用者の氏名及び年齢・有効期限（通信による教育を
行う学校にあっては、有効期間）・発行年月日・学校所在地（通信による教育を行う学校にあっては、面接授
業又は試験会場の所在地を含む。）、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印
の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車区間及び乗車券の種類を記入して提
出するものとする。
２ 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
３ 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学校用のものにあっては発行の日から3箇月間、通
信教育学校用のものにあっては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間と
する。ただし、一般学校用のもので、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第3
項又は同条第4項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券
の有効期間の開始日とする場合に限る。

文部科学省
国土交通省

マイナンバーカード
（スマホ搭載を含む）
に学生であることの
身分証明機能を搭
載すること

令和6年8月20日令和6年7月19日36

「国民を詐欺から守るための総合対策」（令和６年６月18日犯罪対策閣僚会議決定）及び「デジタル社会の
実現に向けた重点計画」（令和６年６月21日閣議決定）において、「対面でもマイナンバーカード等のICチップ
情報の読み取りを犯収法及び携帯電話不正利用防止法の本人確認において義務付ける。」とされたことも
踏まえ、既に関係省庁間で当該義務付けに向けた検討を進めているところです。

具体的な時期は未定ですが、関係法令の改正内容について早期に結論が得られるよう、引き続き検討を
進めてまいります。

検討に着手

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
（平成19年法律第22
号）第４条第１項

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
施行規則（平成20年
内閣府、総務省、法
務省、財務省、厚生
労働省、農林水産
省、経済産業省、国
土交通省令第１号）
第６条

携帯音声通信事業者
による契約者等の本
人確認等及び携帯音
声通信役務の不正な
利用の防止に関する
法律（平成17年法律
第31号）第３条

携帯音声通信事業者
による契約者等の本
人確認等及び携帯音
声通信役務の不正な
利用の防止に関する
法律施行規則（平成
17年総務省令第167
号）第３条及び第19
条

金融機関等の特定事業者は、顧客等との間で口座開設等の特定取引を行うに際しては、当該顧客等の本
人特定事項（氏名、住居及び生年月日）等の確認を行わなければならないこととされています。

また、携帯電話事業者も、契約の相手方の本人特定事項（氏名、住居及び生年月日）等の確認を行わなけ
ればならないこととされています。

これらの確認の方法として、マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類の提示を受ける方法が規
定されていますが、提示に加えて当該書類に組み込まれたICチップ情報を読み取る方法は規定されていま
せん。

警察庁
総務省
デジタル庁

個人

マイナカードだけでなく自動車運転免許証も IC カード化されている恩恵ゼロです。

「免許証番号を控えさせていただきますね。」
「券面のコピーを取らせていただきますね。」

って尋ねられるたびに「その労力、IC カードリーダーの購入費用より高くないですか？」って思います。このようなアナロ
グ規制が運用として継続されているため、犯罪者に悪用される社会になっています。せっかくの IC カードですから、IC
チップの電子的な検証を必須にしていただきたいです。

偽造マイナカードで携帯機種変→225万円のロレックス買われた！「被害は雪だるま式に」市議が警鐘鳴らす
（SmartFLASH） - Yahoo!ニュース
https://web.archive.org/web/20240506233006/https://news.yahoo.co.jp/articles/9f94c337fc2baa6c7890cd261abc2053
1999ba07

本人限定受取郵便 - 日本郵便
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/

券面の目視確認だけで本人確認す
ることにより、偽造マイナンバーカー
ドで金銭的な被害が生じているた
め、本人確認は券面の目視確認だ
けでなく、カードに搭載された IC
チップを電子的に検証することを必
須にすること。

マイナンバーカード
や自動車運転免許
証での本人確認は、
ICチップを電子的に
検証することを必須
にすること

35 令和6年8月20日令和6年7月19日
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37 令和6年7月19日 令和6年8月20日
個人住民税の普通
徴収のデジタル化を
推進すること

個人住民税の普通徴収が郵送での
対応となっているので、デジタル化
で省力化などの改善が見込まれる
と思います。

個人事業主や個人投資家などは個人住民税が普通徴収になっていると思いますが、

(1) 個人住民税が非課税の場合、何も郵送されてこない
(2) 個人住民税に還付がある場合、対象者には過誤納金還付（充当）通知書が郵送されるが、入金用の銀行口座が未登
録の場合、署名・捺印して返送すると後日に入金される

という特徴があると思います。稀に、郵送されてこないのを不審に思って問い合わせすると、システムへの入力漏れが発
覚して急ぎ郵送してくれたり、こちらの確定申告書の入力ミスで非課税(徴収済)・還付なしになっていたりして、自分の税
金のことなのに進捗状況が分からず、デジタル化してほしいと思っています。

このようなアナログ運用が残っているのは、書類の作成や郵送などの作業で、役所・役場の負担にもなっている面もある
と思いますし、公金受取口座とは別に、個人住民税還付用口座を登録する必要があるなど、煩雑な印象があります。改
善する方向でご検討ください。

個人 総務省 左記の提案理由に記載のとおり、納税通知書等については、現在、書面により通知されています。

地方税法
・法第43条
・法第319条の２

情報通信技術を活用
した行政の推進等に
関する法律
・法第７条

検討を予定
納税通知書等については、現在、納税者等からの求めに応じてeLTAX及びマイナポータルを活用して電子
的に送付する仕組みの導入に向けた取組を進めているところです。

38 令和6年7月19日 令和6年8月20日
自動車登録手数料
のダイナミックプライ
シング化

自動車の名義変更、一時抹消手数
料を月ごとの実費から定める。

自動車の一時抹消登録は自動車税課税の影響で3月に集中します。他にも年度末の影響から2 ,3月は販売、車検が集
中しています。従業員は登録窓口で長時間待たなければならず、非常に無駄な時間です。登録事務所はこの時期に臨
時職員を雇っていますが、その原資は通年で一律の手数料です。高速道路でも効果を上げているように、混雑期の料金
値上げは効果があります。

個人 国土交通省
自動車登録手数料については、道路運送車両法第102条第１項に基づき、実費を勘案して道路運送車両法
関係手数料令第１条で定められています。

道路運送車両法（昭
和26年法律第185号）
第102条第１項、道路
運送車両法関係手数
料令（昭和26年政令
第255号）第１条

その他

○ 国土交通省としては、オンライン申請である「自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）」を推
進し、運輸支局等における待ち時間の低減や混雑緩和に取り組んでいるところです。

加えて、令和５年１月からは電子車検証を導入し、一部の登録手続や、継続検査（車検）における電子車検
証の更新手続を運輸支局等に出頭せずに行うことができる記録等事務代行制度を開始しています。

○ ご提案の月ごとに自動車登録手数料を定めるダイナミックプライシングを導入した場合、変動する手数料
に対応するためのシステム改修が必要となり、その実費については全ての申請者にご負担いただく可能性
があります。

また、手数料の料金体系が複雑になることにより、職員が印紙を確認する時間が増える可能性がありま
す。

加えて、自動車販売店などの民間事業者における決算期などの商慣行、地方税である自動車税種別割は
４月１日に登録されている車両に課税される事情及び引越し時期などにより、２月～３月に手続をしなければ
ならない方が多いことから繁忙期となっており、仮に、繁忙期に対応した月ごとの手数料を導入したとしても、
手続をせざるを得ない方にとっては、時期を見直すインセンティブにはならず、さらに、繁忙期の手数料が過
度な負担となる可能性もあります。

以上のような懸念点があることから、月ごとに手数料を定めることは慎重になるべきと考えています。

国土交通省では、引き続き、運輸支局等における待ち時間の低減、混雑緩和に努めてまいります。

39 令和6年7月19日 令和7年1月20日

240511ST48[3/3]事
前通知の方書追加
に添付書類を義務
付け、虚偽の移転登
記を職権抹消する

所有権移転登記申請で登記識別情
報の提供がない場合、登記官が登
記名義人の登記簿上の住所に事前
通知を行うことによって登記義務者
の本人確認が行われる。／登記簿
上の住所は原則として登記名義人
が権利取得時に提出した住民票の
とおりに記録されるけれど、マンショ
ン名以降を登記するかは申請人の
任意とされている。／そのため、マ
ンション名以降が登記されていない
場合に事前通知手続をすると、郵
便が登記名義人が居住する部屋に
配達されない可能性がある。／そこ
で登記義務者として方書を申し出
れば、その方書に宛てて事前通知
が発送される手続になっている〔準
則44条1項〕。／しかしこの方法で
は、同じマンション内に居住する同
姓同名の→

→者が登記名義人の部屋番号とは異なる部屋番号を申し出ることで、別人に対する本人確認が可能であり、他人名義
の不動産を売却できてしまう。／もちろん、ニセ登記名義人は印鑑証明書から足がつき捕まること請け合いであるし、無
権利者から権利を取得しても対抗力はない。／法務省HPでも「仮に，登記名義人でない者が他人になりすまして不正な
登記をしたとしても，その登記は無効であり，その行為は犯罪となります。」という。／では、申請な登記名義人はどのよう
にしてこの無効な登記を抹消するのか？／法71条の職権抹消手続は法25条4号の申請権限を有しない場合を除外して
いることから無理っぽい。／そのため、裁判所で所有権抹消の判決を得た上で、当該登記申請することになるけれど、裁
判をしなければならないというのは、一般人にとって容易ではない。／裁判所が「かんたん所有権抹消パック」を用意する
ならいいんですけど。／このリスクは、部屋番号の申し出は「住所変更登記の省略」であるのに、権利取得時の戸籍の附
票や納税証明書が不要であることによる。／住所と氏名でしか確認していない、権利証の代替手段であるのに、手続が
ユルすぎませんか？／方書申出には住所証明書の添付を要件とすべきである。／その上で行政の責任として、虚偽の
登記を抹消する手続を用意する。／真正な登記名義人が権利取得登記時の住所と、虚偽の移転登記がされたときの住
所を証明して申し出た場合で、登記官が事前通知の送付先が間違っていたことを確認したときには、職権で当該登記を
抹消できるようにするべきである。／この事実は書面上の形式的審査で証明可能であり、登記官の審査権限とも矛盾し
ない。

商業登記
ゲンロン

法務省

事前通知は、登記記録上の登記名義人の住所地に宛てて、登記名義人が自然人であるときは本人限定受
取郵便により通知されます。
なお、申請情報の内容とした申請人の住所に、例えば「何アパート内」又は「何某方」と付記して事前通知書
を送付されたい旨の申出があったときは、その申出に応じて差し支えないとされています。

不動産登記法第23
条、第25条各号、第
71条
不動産登記事務取扱
手続準則第44条

事実誤認

御提案は、事前通知書の宛て先について不正な申出をすることで、登記名義人以外の同性同名の者が本人
になりすまして事前通知への回答を行い、不正な登記をすることが容易にできることを前提とするものと解さ
れます。
しかし、登記申請において、申請人は、厳格な本人確認がされ、事前通知に対して申請の内容が真実である
旨の申出をする際にも厳格な本人確認がされることになります。
このように、本人以外の者がなりすまして事前通知への回答をすることがないよう、厳格な措置が講じられて
いますので、御提案は前提において事実誤認があります。

40 令和6年7月19日 令和6年8月20日
商工会のガバナンス
改善のための員外
監事の解禁

商工会の監事について、会員以外
の専門家（公認会計士など）も選任
できるようにする。
地方自治法第199条第7項による財
政援助団体監査でガバナンス体制
も監査対象とする。

商工会は会員の中からしか監事を選任することができず、公認会計士などの専門家を員外監事として選任することがで
きない。また、外部監査の規定もない。
協同組合などの他の中小企業団体で認められている員外監事制度もないのは、「公的団体」「特別認可法人」である商
工会として問題であるし不平等だ。また、一般社団法人・一般財団法人ですら、規模の大きなものは会計監査人の設置
が義務付けられているなか、ガバナンスが脆弱な商工会は公的団体としての信頼を失ってしまうおそれがある。

このため、商工会についても員外監事を解禁し、ガバナンス改善に取り組めるようにし、社会からの信頼回復を図れるよ
うにしなければならない。
員外監事の解禁が急には無理だとしても、外部監査を奨励するなど考えてほしい。
商工会は、国・県・町村からの補助金により運営されているため、地方自治法第199条第7項による財政援助団体監査も
受けることがあるが、この際にガバナンス面についても監査を受け、体制が不十分な場合は、補助金の交付を控えるな
どとすれば、ガバナンスが緩い商工会が減り、真面目に遵法に運営されている商工会が増え、信頼回復にもつながって
いく。
商工会で資金の不適切な管理や補助金の不正受給が相次ぐ中、商工会のガバナンスを改善することで、地域の小規模
事業者も安心でき、経営指導の実効性もあがっていき、日本経済の発展に寄与する。

個人
経済産業省
総務省

【経済産業省】
商工会法第30条第1項にて「商工会に、役員として、・・・（中略）・・・監事二人以内を置く。」と定めており、第

30条第2項にて「役員は、会員（法人にあつてはその役職員）でなければならない。」と定められていることか
ら、商工会の監事は会員（法人にあってはその役職員）から選任することとされています。

【総務省】
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項において、監査委員は、必要があると認めるとき、又は

普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金等の財政的援助を与えてい
るものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができると定められていま
す。

当該監査は、公金の適正な支出を保障することを目的としています。

【経済産業省】
商工会法

【総務省】
地方自治法第百九十
九条第七項

【経済産業
省】
その他

【総務省】
その他

【経済産業省】
左記「制度の現状」のとおり、商工会の監事は会員から選任するとされていることから対応は不可ですが、
ガバナンス改善の取り組みとして、全国商工会連合会では、事業を適切かつ適正に運営するため、執行体
制やマニュアル等について外部有識者に検証・指摘をいただく業務監査委員会を開催する等、取組を実施し
ていると聞いております。

中小企業庁としては、まずは、外部有識者に検証・指摘をいただく業務監査委員会等を通じた、全国商工
会連合会によるガバナンスの強化の対応状況を踏まえて、全国商工会連合会と連携を密にし、商工会組織
のガバナンス強化の取り組みを推進してまいります。

【総務省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

9 
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

41 令和6年7月19日 令和6年9月17日

原動機付き自転車ミ
ニカー登録のミニEV
にて2名乗車（大人1
名、子供2名）の規制
緩和のご提案

第一種原動機付自転車登録の4輪
ミニカーにおいて、大人2名、もしく
は大人1名、子供2名の乗車の規制
緩和のご提案を申し上げます。
海外、特にヨーロッパや中国などで
はすでに2人乗車として認められた
みにEVを脱炭素社会の実現に向
け、4輪ミニEVの活用の場を広げら
れればと考えます。自宅で給電可
能なセカンドカーとしての利用増や
し、普通乗用車の電気自動車に対
する活用の促進、導入のきっかけ
になればと思います。

現在のミニカー規格（第一種原動機付き自転車登録）では、乗車人数は1名となっておりますが、同様のサイズ、同様の
駆動機構を持った3輪EVの場合、3名乗車が可能です。
屋根のついたバーハンドルの3輪EVが3名乗車可能であれば、フルボディー（両サイドにドア付き）の4輪車のほうがより
安全性が高く、雨風の防げる方が1名乗車でなくても良いのではないでしょうか？
ヨーロッパではすでL６eのカテゴリーにて2人乗りが認可されており、免許返納者などの足としても活用されております。
環境にもやさしく、自宅の１００Ｖ電源でも充電可能で、一晩の充電で約４０－５０ｋｍの走行が可能で、なおかつ最高速も
45km/hに抑えられており経済的にもやさしい、乗り物としてもっと活用できるかと思います。
地方の公共交通が激減する中、またガソリンスタンドの廃業が増える中、地域の元気な高齢者の足として活用頂きたい
とおもいますし、雨の中前後に子供を乗せて送り迎えをする若い世代の家族にももっと安全で快適な乗り物として活用し
てもらえればと考えます。
昨年10月末にミニＥＶの取り扱いショップを開業し、横浜市とのタイアップのイベントなどで展示、紹介させていただいてお
りますが、2人乗りのリクエストが多く市場も十二分にあると思います。是非ともご検討をお願い申し上げます。

KI-bliss商
事合同会
社

警察庁
国土交通省

番号24の回答をご参照ください。

42 令和6年7月19日 令和6年8月20日
入管手続における添
付書類の税務署受
理印の要求廃止

入管手続（たとえば、在留資格「技
術・人文知識・国際業務」の許可申
請）を行う際、雇用企業のカテゴ
リーの確認のため、前年分の職員
の給与所得の源泉徴収票等の法
定調書合計表の提出を求めてお
り、税務署の受付受理印のあるも
のを求めている。
国税庁・税務署では、令和７年１月
から申告書等の控えに収受日付印
の押なつを行わなくなるため、税務
署の受付受理印のあるものが存在
しなくなる。
税務署受理印のあるものの要求を
早急に廃止すべきである。

外国人を雇用する企業、担当者の事務負担が軽減される。
また入管局職員の事務負担も軽減される。

個人 法務省

一部の就労資格について、在留諸申請においてカテゴリー制を導入しており、一定の規模があると認めら
れる企業等において業務に従事するとした申請については、提出資料を簡略化しています。

この点、企業規模の確認を行うに当たり、税務関係書類（法定調書合計表・所得税徴収高計算書）の提出
を求めているところ、当該書類が正式に受理されたものであるとの担保として、当該書類に収受印等の押印
を求めています。

なし 検討に着手

令和７年１月から申告書等の税務関係書類の控えに収受日付印の押なつを廃止することについては、国
税庁のＨＰにおいても公表・周知されており、当庁においても把握しているところ、これを踏まえ、令和５年２月
に検討を開始しており、令和６年末までに結論を得るべく在留諸申請において提出を求めている税務関係書
類について、今後の運用も含め、検討を進めているところです。

43 令和6年7月19日 令和6年8月20日
自動車フレーム番号
の国際化

自動車の車体番号は型式-数字と
定められているが、異なるメーカー
で同じ型式が認められている為、車
体番号の重複が発生している。車
体番号をISO 3833に従って割り振る
ことで、不具合を解決する

自動車の車体番号は国土交通省の指導により国内モデルのみ日本仕様の車体番号が割り振られている。しかし、ホン
ダ フィットとスバル インプレッサなどで車体番号の重複が発生しており、車体番号だけで車を特定できない状況になっ
ている。iso3833によるvinコードは生産国、メーカー、制作年が識別可能な国際規格であり、不具合の解消のみならず、
自動車の輸出入等のグローバルな手続き円滑化にも資する。

個人 国土交通省

自動車の車台番号については、異なる自動車に同一の車台番号が打刻されることにより自動車を特定す
ることができなくなることを防ぐため、道路運送車両法に基づき、事前に国土交通大臣に届出しなければなら
ないとされ、車台番号の重複が生じないよう運用しています。

また、ISO規格（それと同等のJIS規格も含む。）に則ったVINの使用についても認めています。

道路運送車両法第29
条
自動車型式認証実施
要領 附則2

現行制度下
で対応可能

制度現状に記載のとおり、既に現行制度においてもISO規格に則ったVINの使用も認めています。

44 令和6年7月19日 令和6年8月20日
車検時のスピード
メーター検査の改善

車検時のスピードメーター検査につ
いて、メーターの撮影、スキャン
ツールとの連動等により判定記録
を残すことで、不適切な検査の余地
を無くす

車検時のスピードメーター検査は、タイヤをローラーに乗せてメーターを目視しながらアクセルをメーターが40km/hになる
まで踏み込み、ローラーの回転数から導かれる実速度と比較します。
この方法には安全上と不正防止の点で大きな問題があります。
フルタイム4WD、2デフ車は他のタイヤもローラーに乗せる必要がありますが、移動式ローラーは不安定で、車体の固定
や保持に時間と人手をかけても危険を感じます。
大型車はスピードリミッターで最高速度を90kmに制限していますが、通称Lジョイントと呼ばれる不正パーツでメーター速
度を実速度より遅くすることで、速度を早くする手口があります。この手法では、スピードメーター検査が不合格になりま
すが、メーターを目視する方法を逆手に取り、不正に合格を強要することがあります。目視以外の証拠が残らず、検査員
の不正が立証されることはほぼありません。
スマートフォンにはカメラもgpsも有り、スキャンツールも義務化された今、検査方法を見直すべきです

個人 国土交通省

 ・ 自動車の速度計については、道路運送車両の保安基準において、特定の速度における車両に備えられ
た速度計の指示値と速度計試験機による計測値の差が所定の範囲内であることと定めております。

 ・ また、指定自動車整備事業者における自動車の検査については、道路運送車両法において、当該事業
者が選任した自動車検査員の責任のもと、実施することとしております。

 ・ 道路運送車両の
保安基準の細目を定
める告示第226条

 ・ 道路運送車両法
第94条の4

現行制度下
で対応可能

 ・ 指定自動車整備事業者における自動車の検査については、自動車検査員の責任のもと実施することとし
ておりますが、不正の防止のため、事業者及び自動車検査員の判断において、検査時の記録を行う等によ
り、検査を正しく実施したことを示す証拠を残すことは可能です。

 ・ なお、自動車の速度計の検査におけるスキャンツールの活用については、あらゆる車両において同等の
性能確認が必要となるため直ちに採用することは技術的に困難ですが、今後の検査手法等の参考とさせて
いただきます。

45 令和6年7月19日 令和6年8月20日

東京都行政書士会
発行の会員証から
の自宅住所削除希
望

東京都行政書士会発行の会員証に
は会員の自宅住所が記載されてい
る。
必要性がないことと、個人情報保護
の２点から削除を希望します。

会員証を作成する上での手間が省力化され、会員の個人情報保護が強化される。 個人 総務省

・下記で記載する日本行政書士会連合会が発行する行政書士証票とは異なり、東京都行政書士会が発行
する会員証については、東京都行政書士会が独自に発行しているものである。
・行政書士法（昭和26年法律第４号）第六条の二第４項において、日本行政書士会連合会は、第２項の規定
により登録したときは当該申請者に行政書士証票を交付しなければならないとされている。

◆行政書士法（昭和26年法律第４号）◆
（登録の申請及び決定）
第六条の二 （略）
２ 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書
士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申
請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否し
なければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会
の議決に基づいてしなければならない。

一～二 （略）
３ （略）
４ 日本行政書士会連合会は、第二項の規定により登録をしたときは当該申請者に行政書士証票を交付し、
同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければな
らない。

行政書士法第六条の
二

対応不可
会員証の発行は東京都行政書士会が実施しており、ご提案の内容は日本行政書士会連合会を通じて東

京都行政書士会にお伝えします。

10 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

46 令和6年7月19日 令和6年8月20日
警備業法に係る届
出の郵送による提出
について

現在限定的に許可されている警備
業法に係る届出の郵送による提出
について、すべての届出について
郵送による提出を可能にする。

現在、警備業法に係る届出のうち以下の3項目についてのみ郵送での提出が認められている（警視庁HPより）。
〇警備業廃止の届出
〇認定証の返納の届出
〇警備業の合格証明書の書き換え申請に係る合格証明書の交付
この郵送提出でさえも、事前に 申請先（経由）警察署窓口へ郵送手続きの電話受付を行ってから郵送する必要がある。

警備業法上、役員に変更があれば変更届を提出する必要があるが、役員の変更が多い法人にとっては、毎回警察署へ
行くコストは決して無視できるものではない。
また、行政手続法第37条（または同趣旨の地方公共団体の条例による定め）に「（前略）当該届出が法令により当該届出
の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。」とあ
り、到達する手段は限定されていないにも関わらず郵送を認めないのは法律・条例違反ではないか。

個人 警察庁
警備業法に係る申請及び届出については、警備業法施行規則、警備員等の検定等に関する規則及び警備
員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則で定める書類を、経由すべき警察
署長を経由するなどして都道府県公安委員会に提出することとされています。

警備業法（昭和47年
法律第117号）

警備業法施行規則
（昭和58年総理府令
第１号）

警備員等の検定等に
関する規則（平成17
年国家公安委員会規
則第20号）

警備員指導教育責任
者及び機械警備業務
管理者に係る講習等
に関する規則（昭和
58年国家公安委員会
規則第２号）

現行制度下
で対応可能

警備業法の認定に関する事務等については、各都道府県公安委員会の権限に属する事務として行われて
おり、その具体的手続については、窓口、郵送等の方式で各都道府県の実情に応じて運用されております。
なお、警視庁では、警備業の認定事項変更の届出については、窓口又は郵送で受け付けておりますので、
御指摘の役員の変更についても郵送で届出いただくことが可能です。

47 令和6年8月22日 令和6年10月17日
不適合なフォグラン
プ使用の取り締まり

視界不良時以外のフォグランプ使
用を禁止し、違反を取り締まる

フォグランプはその名のとおり濃霧の中で用いるべきライトであるが、不必要に点灯している車両が多数ある。結果、特
にリヤフォグランプが後続車両の視界を妨げている。

個人
警察庁
国土交通省

道路交通法（昭和35年法律第105号）第62条は、車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責
任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第３章又はこれに基づく
命令の規定等に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれが
ある車両等を運転させ、又は運転してはならないことを規定しています。

そして、霧灯（いわゆるフォグランプ）の保安基準については、道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省
令第67号）が、前部霧灯については、自動車の前方を照らす照度を増加させ、後部霧灯については、自動車
の後方にある他の交通からの視認性を向上させるもので、いずれも、霧等により視界が制限されている場合
において、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に
適合するものでなければならないことを規定しています。これを受けて道路運送車両の保安基準の細目を定
める告示（平成14年国土交通省告示第619号）において、省令にも記載のとおり、霧等により視界が制限され
ている場合に前部霧灯及び後部霧灯を使用することを前提とした具体的な基準が規定され、照射光線は、
他の交通を妨げないものであること等が規定されています。

また、道路交通法第70条は、車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実
に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運
転しなければならないことを規定しています。

道路交通法第62条、
道路運送車両法第41
条第１項第13号、道
路運送車両の保安基
準第33条第２項及び
第37条の２第２項、
道路運送車両の保安
基準の細目を定める
告示第199条及び207
条、道路交通法第70
条

現行制度下
で対応可能

自動車の前面・後面を問わず、自動車が霧灯を備えるには、「制度の現状」に記載したような保安基準に適
合するものでなければならず、これに適合しない霧灯を備える自動車については、整備不良車両となります。

また、保安基準に適合する車両であっても、当該車両等の装置を確実に操作せず運転した場合は、安全
運転義務違反に該当します。

こうした道路交通法違反に対しては、各都道府県警察において取締りを行っており、整備不良車両に対し
ては、運輸支局等の関係機関と連携するなどした取締りも行っているところです。

48 令和6年8月22日 令和7年2月18日

240601ST56[2/3]
【法定相続情報一覧
図で印鑑証明書を
添付させ、任意代理
人制限を撤廃する】

R5規制改革80提案は、法定相続情
報証明制度における任意代理人の
資格を限定しているのは相続登記
未了が顕著な過疎地での制度利用
を著しく阻害することになるから、代
理人の資格制限を撤廃するべきで
あるとするものである。／これに対
して法務省は、「戸籍謄本等と同様
の個人情報を取り扱うことから、代
理人に成りすました者からの不正な
申出を防止するため」であると回答
した。／しかし、これは代理人資格
を制限する理由として意味がない。
／壱．本人や親族、国家資格者も
「不正な申出」をできるため、親族以
外の任意代理人であるから不正を
するというのは、ただの思い込みで
ある。／代理人を使って不正な申出
するのも、本人が不正な申出す→

→るのも変わらない。／弐．「戸籍謄本に記載された個人情報の取扱い」という観点から「戸籍法の職務上請求が認めら
れた国家資格者のみ認める」という制度は、ａ．職務上請求は新たに戸籍謄本を取得する制度であり、取得した戸籍謄
本を利用する法定相続情報証明制度とは手続が根本的に異なる、ｂ．従来から国家資格者が職務上請求を利用した不
正取得が問題となっているから「不正な申出」は国家資格者でも起こりうるという点で矛盾する。／参．「代理人のなりす
まし」が問題であれば、申出人と代理人について厳格な本人確認をすれば回避できる。／現行制度で本人確認が充分さ
れていれば代理人資格を制限する必要はないし、本人確認が不十分であれば、不正の余地がなくなる程度に厳格化す
べきである。／四．無資格代理人が法定相続情報証明制度を不正利用するつもりなら、最初から戸籍謄本を利用して不
正を行っているはずである。／仮に法定相続情報証明を利用しなければできない不正を問題にするならば、それは法定
相続情報証明制度そのものに内在する欠陥である。／R3行政改革186提案で指摘した、一覧図の余白に追記する方法
とか。／以上の理由から、任意代理人の資格を制限する法務省の説明には合理性がない。／とはいえ、前回の提案を
繰り返すのも芸がないので、今回は、親族と国家資格者以外の代理人は委任状に実印を押させ、本人の3か月以内の
印鑑証明書を添付させる制度改正を提案する。／これなら代理人を本人と同視できるから、「代理人に成りすました者」
の問題は怒らない。／ムダだと思うけど、法定相続情報証明制度が利用されず、過疎地での相続登記未了問題が続くよ
りマシでしょ。

商業登記
ゲンロン

法務省

不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号）第２４７条第１項に基づき、表題部所有者、登記名義人又
はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他のために必要があ
るときは、その相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、法定相続情報一覧図の保管及び
写しの交付の申出をすることができるとされています。

同条第２項第２号に基づき、当該申出は代理人によることも可能とされているところ、当該代理人は、申出
人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）
第１０条の２第３項に掲げる者に限るものとされています。

不動産登記規則（平
成１７年法務省令第
１８号）第２４７条第２
項第２号
戸籍法（昭和２２年法
律第２２４号）第１０条
の２第３項

対応不可

法定相続情報証明制度においては、戸籍謄本等と同様の個人情報を取り扱うことから、代理人に成りすま
した者からの不正な申出を防止するため、申出人を制度の現状に記載した者に限定しており、当該者以外に
代理を改めることは困難です。

また、本制度における代理人の範囲を拡大し、親族又は国家資格者以外の代理を改め、その場合には申
出人本人が委任状に実印の押印と印鑑証明書を添付させるとの御提案は、申出人の負担を増大させるもの
であり、対応することは困難です。

49 令和6年8月22日 令和7年2月18日

240601ST57[3/3]
【法定相続情報証明
制度で鉛筆書きの
一覧図の提出を認
める】

法定相続情報一覧図は、申出人が
作成した一覧図を登記官が証明す
ることによって戸籍と同等の情報と
して発行する制度である。／した
がって、この制度には2つのベクトル
がある。／一方は「一般人が作成し
た」私文書であり、もう一方は「登記
官が証明した」公文書である。／知
識のない素人が作成した私文書を
公務員が審査の上で承認するとい
うプロセスを経る。／そのため、私
文書段階では正しい形式に則って
作成されるとは限らず、数回の補正
手続を経て証明書が発行される事
態も起こりうる。／しかし、これは商
業登記で本人申請の補正率を低下
させるよう怒られた問題と軌を一に
しており、このような補正手続は、申
出人と行政機関の双方にとって→

→のムダである。／特に申請人側のムダは行政手続の制度設計において無視されがちで、「手間を掛けるのがイヤなら
司法書士に頼め」という法務省のスタンスは一貫している。／ココを変えないから、規制改革推進会議で怒られるのだ
よ。／そこで鉛筆書きの申出を認め、間違いがなければ法務局でコピーを取って作成者に記名させればいい。／登記申
請とは根本的に違うから、問題ないはず。／この方法の利点は、次の通り。／壱．申出後に不備を訂正する場合、修正
テープを使用するのであれば、提出後に登記官がこっそり訂正しても分からない。／むしろ、修正テープがない状態を原
本として保管すべきである。／証明書として発行されているからそのリスクはないと言うなら、そもそもデータがあればよ
く、原本保管は不要である。／弐．手数料無料で、戸籍の読み違えリスクを国が丸ごと負担する太っ腹な制度であるた
め、提出された一覧図をコピーして記名させるコストを負担しても、制度の本質は変わらない。／原本を返す返さないとい
う登記申請の発想ではなく、証明書との同一性を担保する原本を作成するのも手続のうちであると考えるべき。／参．手
書きで提出された一覧図に修正を加えれば更に読みにくくなり、提出先でもその判別が困難になる虞れがある。／提出
先に対して国が証明する制度であれば、より見やすい文書となるようにすべきである。／四．申出人の負担軽減として、
素人には間違いがあることを前提に、その訂正が容易な手続とすべきである。／過疎地に広がる、価値のない相続登記
未了土地対策として導入された制度が、専門家に依頼できるか、パソコンを駆使できる利用者に限定されるのは矛盾で
ある。

商業登記
ゲンロン

法務省

  不動産登記規則（平成１７年法務省令第１８号）第２４７条第１項に基づき、表題部所有者、登記名義人又
はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他のために必要があ
るときは、その相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、法定相続人情報（①被相続人の
氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日、②相続開始時における同順位の相続人の氏名、生年月
日及び被相続人との続柄）を記載した書面（法定相続情報一覧図）の保管及び写しの交付の申出をすること
ができるとされています。

不動産登記規則（平
成１７年法務省令第
１８号）第２４７条第１
項

対応不可

法定相続情報証明制度は、法定相続人情報が記載された法定相続情報一覧図を申出を受けた登記所に
おいて、その原本を保管するとともにその写しを交付する制度です。このため、保管を求める法定相続情報
一覧図が鉛筆書きで作成されている場合には、法定相続情報一覧図を作成した者以外の者が容易に改ざ
んすることが可能であること、法務局で法定相続情報一覧図の保管中にその記載が明瞭でなくなるおそれ
や原本の劣化によりその内容が判読できなくなるおそれがあることなどから、本提案に対応することは困難
です。

11 
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50 令和6年8月22日 令和6年9月17日

増築部分の建築設
備の構造強度を確
保する (建築基準
法)

平成17年6月1日国土交通省告示
第566号第3第一号イの規定に、「令
第129条の2の3」を加える。

大規模又は小規模な増築の場合、増築部分の建築設備について、構造強度の規定（建築基準法施行令(以下「令」と
いう。)第129条の2の3）が適用されます。(令第137条の2第一号イ(2)、ロ (2)及び第三号イ(1))

一方、中規模な増築(令第137条の2第二号）の場合は、増築部分の建築設備について、同規定の適用はありません。
(例外的に、令第129条の2の3第三号だけは適用されますが。（上記告示第1第一号イ））

建築基準法は最低の基準であり、中規模な増築の場合も建築設備の構造強度を確保する必要があると考えられるた
め、表題の通り提案します。

個人 国土交通省

大規模な増改築の場合、増改築部分の建築設備について、構造強度の規定（建築基準法施行令(以下「令」
という。)第129条の2の3）が適用されます。(令第137条の2第一号イ(2)、ロ (2))
一方、中規模及び小規模の増改築の場合、増改築部分の建築設備について、建築物全体として準ずる基準
（平成17年国土交通省告示第566号）に適合することでもよいとしています。(令第137条の2第二号、第三号
ロ)

・建築基準法施行令
第137条の2
・建築基準法施行令
第129条の2の3
・平成17年国土交通
省告示第566号

対応不可

令第137条の2各号で定める既存建築物の増改築における基準については、増改築の規模に応じた基準を
規定しているところです。
ご指摘の、令第137条の2第二号（中規模の増改築）については、増改築部分の床面積が延べ面積の1/20を
超え、1/2を超えない場合に適用されるものとして、イにおいて「①建築物全体として準ずる基準に適合してい
ること」、ハにおいて「②（増改築部分の床面積が延べ面積の1/2を超える場合（大規模の増改築）と同様に）
増改築部分については現行基準に適合させ、既存部分については準ずる基準に適合していること」のいずれ
かを求めています。これは、大規模の増改築と同じ基準②へ適合させる場合、改修範囲に比して多大な費用
負担が生じ、増改築が困難となると考えられることから、①を規定しているものです。
なお、同条第三号における、増改築部分の床面積が延べ面積の1/20以下、かつ50平方メートル以下の小規
模の増改築については、上記①、②に加え、主にエレベーター棟の増築を想定し、「③増改築部分について
は現行基準に適合させ、既存部分については構造耐力上の危険性が増大しないこと」という規定を設けてい
るところです。
こうした考え方により、建築設備についても、第二号においては増改築部分を含む建築物全体の準ずる基準
への適合を求めているところであり、令第129条の2の3に規定する基準への適合を求めることは考えており
ません。

51 令和6年8月22日 令和6年9月17日
産業医の巡視につ
いて「実地」規制の
緩和。

職場における労働者の安全と健康
の確保等を目的とする労働安全衛
生法は、一定規模以上の事業所に
産業医（事業場における労働者の
健康管理について専門的な立場か
ら指導・助言を行う医師）を選任す
ることを義務付け、また、選任され
た産業医には１か月に１回（要件を
満たす場合は２か月に１回）作業場
等を巡視することを義務付けてい
る。この産業医の巡視については、
後述する通知において「実地」で行
うものとされている。
生産性向上等の観点から、この「実
地」の限定を緩和し、危険物を扱っ
ていない等一定の要件を満たす事
業場において、例えばウェブカメラ
での代替等、巡視を遠隔で実施す
る方法を選択可能とできるよう提案
する。

○産業医の巡視は、労働者の疾病罹患の外部要因（病原体、有害物質、ストレッサー等）の発見・解決に資することは論
を待たない。

○しかし、政府のデジタル原則の下で点検等の遠隔実施が進められており、産業医の巡視も生産性向上等の観点から、
ウェブカメラ等による代替が必要と考える。厚労省の検討会においても、産業医の巡視へIT利活用可能化が要望されて
いる（産業保健のあり方に関する検討会 第１回～第３回の議論の概要）
○なお、実地での巡視には、匂いにより有害物質に気付ける等の利点はあるが、週に１回巡視する衛生管理者との連携
で解決可能と考えられる。また、有害物質を扱わない事業所も存在するため、一律に実地を義務付けるのは適当でな
い。

○また、産業医は、本業の診療の傍らで行う者がほとんどであるため（医師会が関わる産業保健の現状）、産業医活動
の生産性の向上は、本業の診療業務に好影響が生じ、医療提供体制の問題解決にも資する。また、労働時間の短縮等
を目的として開始された医師の働き方改革にも合致する。

○さらに、産業医選任義務に反している理由として、「産業医の委託費用を負担する余裕がない」、「産業医を引き受けて
くれる医師がいない」が合わせて20％超（平成30年労働安全衛生調査(実態調査)・ 事業所）。
○産業医の巡視コストが下がることで産業医の選任がしやすくなり、法の目的にも資する。

○近年はリモートワーク等特定の事業場に常駐する以外の働き方も増加。そのため、制度構築時と比較し、社会環境の
変化（作業場等における病気の発生要因の確認という必要性の相対的低下）も付言する。

個人 厚生労働省

近年のデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務を実施することへのニーズ
が高まっていることは承知しています。こういったニーズ等を踏まえ、令和3年3月31日基発0331第4号におい
て、情報通信機器を用いて遠隔で産業医の職務の一部を実施することについて、考え方及び留意すべき事
項を示しています。

・労働安全衛生規則
15条、令和3年3月31
日基発0331第4号「情
報通信機器を用いた
産業医の職務の一部
実施に関する留意事
項等について」

対応不可

・産業医による巡視においては、作業場等を巡視し、労働者にとって好ましくない作業環境や作業内容等を
把握するとともに、健康診断や健康相談だけからでは得られない労働者の健康に関する情報を得て、作業
方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、その場で労働者の健康障害を防止するための必
要な措置を講じる必要があります。
・労働者の作業環境の把握等に向けては、視覚や聴覚を用いた情報収集だけでなく、臭いや皮膚への刺激
等嗅覚や触覚による情報を得る必要もあることが想定されます。
・これらを踏まえ、産業医による職場巡視は実地で実施する必要があることと示しているところであり、現在に
おいてもこの状況は変わっていないと考えております。

△

52 令和6年8月22日 令和6年10月17日

警備業法に係る役
員変更の届出の提
出期限等の緩和に
ついて

警備業の認定を受けている法人の
役員に変更があった場合の提出期
限を、変更があった日から20日以
内ではなく、当該変更に係る登記完
了の日から10日以内又は20日以内
とするか、登記事項証明書の添付
を不要とする。

警備業の認定に係る変更の届出について、登記事項証明書の添付が不要である変更の届出は変更があった日から10
日以内の提出義務となっているが、役員に変更があった場合などでは、変更があった日から20日以内に登記事項証明
書を添付して変更の届出を提出する義務がある。
また、法人の役員に変更があった場合は、変更があった日から2週間以内に法務局へ役員の変更の登記を行う必要が
ある。
法務局での登記申請から完了までは、法務局の繁忙期においては約2週間要する。例えば、東京法務局のウェブサイト
で確認できる登記完了予定日においては本局登記部門の商業・法人登記について、令和6年6月5日（水）AMに申請する
と令和6年6月18日（火）AMが完了予定となっている。
この場合、仮に6月1日午前0時に役員変更があり、2週間以内の6月5日AMに登記申請を行っても、警備業の変更の届出
を提出するのに6月18日AMから6月20日の2日半しか猶予がないこととなる。登記事項証明書の添付が不要である変更
の届出は最低でも10日の期限の利益があるにもかかわらず、この場合では実質的に2日半しか期限の利益がなく、10日
と比較すると25％しか期限の利益がないのは著しい不均衡を生じている。
事業者自らでコントロールできない要素により提出期限までの日数が著しく短くなるのは不合理な規制であると考える。
また、登記上2週間期限の利益があるべきところを、警備業法により実質的に短縮するのは、警備業法による不当な規
制であると考える。
また、変更の届出の虚偽記載には罰則規定も設けられているため、登記事項証明書の添付まで求める必要は薄いと考
える。

個人 警察庁

警備業務の実施の適正を図る目的から警備業者は、警備業法（昭和47年法律第117号）第５条第１項各号
に掲げる事項に変更があったときは、主たる営業所の所在地の所轄警察署長を経由して当該営業所の所在
地を管轄する公安委員会に変更に係る事項等を記載した届出書を提出しなければなりません。この場合に
おいて、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければなりません。

また、当該届出書は、当該変更の日から10日（当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあって
は、20日）以内に提出しなければなりません。

したがって、御提案の、警備業の認定を受けた法人がその役員を変更する場合には、当該変更の日から
20日以内に、登記事項証明書等を添付し、変更に係る事項を記載した届出書を提出しなければなりません。

警備業法（昭和47年
法律第117号）第11条
第１項
警備業法施行規則
（昭和58年総理府令
第１号）第４条第１項
第２号、第17条第２
項

その他

変更の届出に関して、御指摘の登記事項証明書を含む、内閣府令で定める書類を添付する理由は、公安
委員会が管轄する都道府県の区域内における警備業について的確に実態把握を行い、行政上の指導監督
に資するようにするためです。

提案理由にあったように、登記事項証明書の手続等に相当日数を要するなど、その事情によっては弾力的
な対応を取ることもあり得ますので、変更の日から20日以内の届出が困難な場合には、事前に都道府県警
察に相談してください。

53 令和6年8月22日 令和6年9月17日
戸籍等証明書の広
域交付制度による発
行時間の改善要望

令和６年３月１日から戸籍法の一部
を改正する法律が施行され、戸籍
の証明書の請求が本籍地でなくと
も最寄りの市区町村の窓口で請求
できるようになった（以下、広域交付
制度）ところである。しかし、実際の
運用上は「請求から発行までの時
間・期間がかかり過ぎる」という大き
な問題がある。市区町村の窓口で
請求を行ってから、担当職員が戸
籍情報連携システムに「検索条件
を手入力」しているものと想定され、
検索結果の精度や本籍地の相手
方自治体の状況によっては発行ま
でに長期間かかるケースが多発し
ており早期の改善を要望する。

戸籍法の改正により、戸籍証明書の請求が本籍地でなくとも最寄りの市区町村の窓口で請求できるようになった。従来
は、本籍地を管轄する自治体に対して一つずつ請求する必要があったが、広域交付制度の開始により最寄りの市区町
村の窓口でまとめて請求できることになったことは利便性の改善に資するものと考えられる。しかし、実際の運用上は「請
求から発行までの時間・期間がかかり過ぎる」という大きな問題がある。市区町村の窓口で請求を行ってから、担当職員
が戸籍情報連携システムに検索条件を手入力しているものと想定され、検索結果の精度や本籍地の相手方自治体の状
況によっては発行までに長期間かかるケースがあり（2週間かかる事例あり）、本籍地自治体に郵送請求した方が確実か
つ早いという状況である。具体例として、東京都港区、東京都八王子市、大阪府大阪市の自治体のWeb上では「数日から
数週間の時間がかかる場合がある、急ぎの場合は本籍地の自治体に申請を」といった記載がある。
上記が喫緊の解消すべき課題だが、これ以外にも「窓口での請求しかできない、請求者が本人、配偶者、直系尊属、直
系卑属に限定されている、配偶者が請求できるのは婚姻後の戸籍に限られる、代理人による請求ができない、未電算化
戸籍や除籍は請求できない」等の制限があり、利用に要する時間が著しく長大であることと合わせると、実質的に本制度
を利用するメリットは極めて少ないと言える。紙や人手による運用、対面という既存のプロセスを前提に部分的なデジタル
化を行うのではなく、DXによる抜本的なプロセス改革を行い、実用的なサービスを提供するよう、政府による早期の対応
を要望する。

個人 法務省
戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第１７号）の一部が令和６年３月１日に施行され、戸籍に記

載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属については、本籍地の市区町村以外の市区町
村長に対しても戸籍証明書又は除籍証明書の請求をすること（広域交付）が可能となりました。

戸籍法第１２０条の２
現行制度下
で対応可能

広域交付の制度開始以降、一定数の利用が進んでおり、国民の利便性が向上しているところ、市区町村の
事務における戸籍の検索については、システム上の処理を迅速化させるなどの対応を実施しています。
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55 令和6年8月22日 令和6年9月17日

240608ST60[3/3]認
知無効訴訟で勝訴し
た場合はその裁判
費用を国が負担し、
父から徴収する

R5規制改革264提案は、自称父に
よる虚偽の認知届を防止するた
め、子の承諾書のない認知届には
DNA鑑定費用を予納する手続とす
べきとする提案である。／認知届は
父の意思のみで可能なため、虚偽
の認知がされれば子がその事実を
否定しなければならないからであ
る。／「少なくとも最近の戸籍実務
においては，認知者と被認知者との
間の生物学上の父子関係がない届
出であることが発覚した場合には，
認知は無効であると解して戸籍訂
正手続がとられている」〔戸籍制度
に関する研究会資料５〕とされてい
ても、どうやって「認知者と被認知者
との間の生物学上の父子関係がな
い」と証明するのか？／戸籍上の
父が戸籍訂正に協力的であるとは
想定し→

→にくく、結局、子が裁判費用を負担して強制力を発動するしかないだろう。／だからこそ、防止措置が必要なのである。
／これに対して法務省は、「事実に反する認知は無効であるとの改正前民法の規律を維持することとしたため、事実に反
する認知がされる事態を少なくするための見直しを行う必要性が従前より高まるような事態は生じない」から対応は必要
ないと回答した。／要するに、全体として件数が少ないから対策を取る必要はない、と。／この論法は無戸籍問題と同じ
であって、H19.6.6衆議院内閣委員会で当時の副大臣が「我々は現行制度のままでも、例えば、親子関係不存在とか強
制認知とか・・・現行法の中でも救済はできるというふうに考えております。」と答弁するように、ただの現状追認に過ぎな
い。／無戸籍問題では、この答弁の15年後に法改正がされた。／法務省の問題意識は毎回こんな感じで、問題が大きく
ならないと対応しない。／つーか、自分たちで原因を作っておきながら、さも救済者であるかのようなフリをする。／相続
登記未了問題とか。／法務省は認知無効の訴えの提起が7年間に制限されたとするけれど、裁判費用を負担できない子
はどうすればいいのか？／法テラスを使えという問題ではなく、そもそもの原因は国がユルユルな認知制度を設けている
ことに端を発しているわけで、それに基づく虚偽認知の解消は当然に国が費用を負担すべきではないか。／したがって、
低所得者の子が認知無効訴訟を提起する場合は全額国が費用を負担し、それ以外の場合は子が勝訴した場合には国
がその費用を支払うこととすべきである。／そして、その費用は虚偽の認知をした父に支払わせればよい。

商業登記
ゲンロン

法務省

〇 民法第779条は、嫡出でない子はその父又は母がこれを認知することができると規定しており、その要件
や方式については、民法第780条から第783条までに規定されているところ、父が未成年の子を認知する場
合には、母や子の承諾は要件とされておらず、また、DNA鑑定結果など生物学上の父であることを証明する
文書の提出は求められていません。
 
〇 認知の無効の訴えについては、令和４年１２月に成立し、令和６年４月１日に施行された「民法等の一部
を改正する法律」により、認知について反対の事実があることを理由として認知の無効を主張できる者が、子
又はその法定代理人、認知をした者及び子の母に限定された上、これらの者が認知の無効の訴えを提起す
ることができる期間を原則として認知等の時から７年以内に制限することとされました（民法第786条１項）。

また、子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間が３年を下回るときは、上記の出訴期
間が経過した後であっても、原則として、子が21歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することが
できるとされました（民法第786条２項）。

〇 現在の戸籍実務においては、認知者と被認知者との間の生物学上の父子関係がないことが発覚した場
合には、認知が無効である旨の確定判決を得た上で、訴えを提起した者が戸籍法第116条に基づき戸籍訂
正申請を行うことによって、戸籍訂正がされています。

〇 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とされており（民事訴訟法第61条）、認知無効の訴えにおいても、認
知無効を主張する原告が勝訴した場合、申立手数料等の訴訟費用は被告が負担することとなります。

民法第786条１項、同
条２項
民事訴訟法第61条
民事訴訟費用等に関
する法律第２条第１
号、第３条第１項、別
表第１の１の項
戸籍法第116条

対応不可

御提案の内容については、私人間の訴訟において国が訴訟費用を負担することの是非、訴訟費用を敗訴
当事者が負担する仕組み（民事訴訟法第61条）のある下で、これと別に国による第三者弁済の仕組みを設
けることの是非等について、慎重な検討が必要です。

56 令和6年8月22日 令和6年9月17日 車検場のカイゼン

車検では検査機械ごとにユーザー
に用紙を差し込ませて結果を印字
させている。結果の管理をデジタル
化することで、印字のための乗り降
りのロスを削減して業務を効率化す
る。

車検の流れ
1.窓口に車検証や紙の申請書！を提出して受付
2.レーンに一列に並ぶ
3.レーンに立っている担当が書類のバーコードを読みを渡して、ウインカー等が動くか確認され、書類にハンコ！！を貰う
4.検査機械に自走して乗り入れて検査を受け、結果を機械ごとに！！！印字機！！！！で記録する
5.検査場内の窓口担当が書類のバーコードを読み合格印！！！！！を押す
6.書類を別の窓口！！！！！！に提出して新しい車検証とステッカーを貰う

このように車検は極めて前時代的な方式で行われている。特に一列に並ぶ検査レーンで機械ごとに結果を印字させる意
味がわからない。機械をネットワークで繋ぐだけで良いし、そうでなくとも前後の順番が入れ替わらないので、出口で一度
に印字すれば十分である。記録用紙の利便性は否定しないが、それししても書類の確認、押印の手間が多過ぎて非効
率である。

個人 国土交通省

道路運送車両法に基づき、独立行政法人自動車技術総合機構において自動車の基準適合性審査（いわ
ゆる車検の「継続検査」等）を実施しています。

同機構の検査コースにおいては、受検者が個々の自動車毎に紐づいた検査票を持ち回り、当該票に検査
機器毎に対応した検査結果印字装置による記録を行い、検査官が最終確認した上で国に対して検査結果を
通知しています。

道路運送車両法第62
条第１項及び第74条
の２第１項
自動車技術総合機構
法第３条及び第12条

検討を予定

検査コースにおける検査記録のうち、マルチテスタコースにおいては、複数の検査機器（サイドスリップ・ブ
レーキ・スピードメーター・ヘッドライト）の複合化により、印字回数の低減をおこなっております。

また、受付窓口に自動受付機を設置するなど利用者負担の軽減策を進めてまいりますので、ご理解の程
よろしくお願いします。

57 令和6年8月22日 令和6年9月17日
入管庁は他省庁と
の協議を。難民申請
者の検討を。

日本の難民承認率はかねてから議
論になっている。一方、国際情勢の
悪化により、難民申請により国内在
留する方も増加している。入管庁が
これまで行ってきた在留管理を否定
するわけではないが、難民申請の
遅滞は政府の懈怠なので、当該期
間中の就労可能資格の付与など、
他省庁とも協議し、当該期間の在り
方を考えるべきではないか。先般の
死亡事故など、在留者への性悪説
が過ぎる。人材という観点からも横
断的な議論を求む。

入管法改正や社会実態を見るに、看過できなかったため。Ａ氏やＢ氏、Ｃ氏の実績やODAの経緯、平成から外国人労働
者が農業を支えていた事実からすると、現在の入管施策は一周遅れに見える。閣議決定である外国人共生施策に対し
ても、入管が一番消極的に見え、この際、入管庁は外国人との在り方を考えるべき。

個人 法務省

入管庁においては、難民認定申請の処理期間を短縮するため、これまで累次にわたり、審査体制の強化や
効率化を図りつつ、国籍別の主な申立て内容を踏まえた出身国情報の収集・活用や審査手法の見直しなど
に取り組んでいます。また、正規に在留している難民認定申請中の者については、申請が濫用的・誤用的な
ものでない場合に、一定の条件の下で就労を認めることとしています。
なお、外国人材の受入れにあたっては、これまでも関係府省庁と連携して検討を行っており、今後も政府全
体で議論を行ってまいる予定です。

事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

58 令和6年8月22日 令和6年9月17日
電気保安人材確保
に関する規制緩和

２つ提案させていただきます。
（１）規制改革・行政改革ホットライ
ン（縦割り110番）規制改革令和３年
度 回答 番号59の再掲となります
が、「第三種電気主任技術者の保
安監督範囲の引上げ」一定の要件
※の元、第三種電気主任技術者の
監督可能範囲を現行の5万Ｖより、
８万Ｖまで拡大することを要望。（対
応の分類では「対応を検討」とのこ
とですが、その後如何に？）
※一定の要件例

(1)特別講習を受講する。
(2)学歴による二種の認定取得区

分を満たしている場合は、監督可能
とする。
など
（２）外部委託承認制度における電
気管理技術者の資格範囲につい
て、第一種電気工事士を含めること

（１）第三種電気主任技術者の保安監督範囲は電圧５万Ｖ未満の事業用電気工作物の運用とされている一方で、これま
で電気保安人材の減少や再エネ発電設備等の増加により、電気保安人材の将来的な需給ギャップが懸念されるなか、
経済産業省においては、「電気保安制度ワーキンググループ」の中で、電気保安人材不足の解消を目的とし、主任技術
者制度の見直しを図っているところである。
第3回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ資料
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/003_01_00.pdf
(2) 主任技術者制度の見直し【課題と方向性】

第4回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気保安制度ワーキンググループ資料
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/004_01_00.pdf
要望類型（１）電気保安規制の要件見直し

将来的な電気主任技術者の需給バランスの崩れや地域偏在性が解消するため、第３種電気主任技術者の監督可能範
囲を現行の5万Ｖより、８万Ｖまで拡大することを要望する。

（２）将来的な電気主任技術者の需給バランスの崩れや地域偏在性が解消するため、外部委託承認制度における電気
管理技術者の資格範囲について、第一種電気工事士を含める。

個人 経済産業省

（１）電圧50,000V以下の事業用電気工作物（かつ、発電所にあっては出力5,000kW未満）に ついては、第三
種電気主任技術者により監督することが可能です。
（２）外部委託制度とは、一定の設備規模において、電気事業法第52条の２に規定する要件に該当する者と
委託契約を結ぶことにより、保安管理業務を外部に委託することができる制度です。要件の１つに電気主任
技術者免状の交付を受けており、必要な実務経験を有していることを求めております。

電気事業法施行規則
第５２条、５２条の２、
５６条

対応不可

第三種電気主任技術者の選任範囲の拡大については、太陽電池発電所の事故が増加していること、監督
可能範囲を拡大すること で電圧区分が変わり、格段に作業安全に対するリスクが高まります。
また、外部委託承認制度の資格範囲に第一種電気工事士を含めることについては、電気管理技術者等に求
められる資質及び電気主任技術者と第一種電気工事士の資格の特質性の違いから、認めることは難しいと
考えます。

59 令和6年8月22日 令和6年12月16日

240615ST61[1/3]代
理人が異なるオンラ
イン連件申請におけ
る添付書類省略拡
張とその明文化

不登規37条1項は、連件申請で複
数の申請に共通する添付書類があ
れば、一の申請にのみ添付すれば
よいとする。／登記研究378号によ
れば、この規定は、代理人が異なる
連件申請にも適用がある。／他方
67条は、連件申請において、前件で
発行された登記識別情報の提供を
後件で提供すべきときは提供したも
のとみなすとする。／前件で発行さ
れた登記識別情報は後件で添付で
きず、「添付された」ものとして取扱
うしかない。／添付情報である登記
識別情報には、当然に37条の適用
がある。／したがって、代理人が異
なる場合であっても、連件申請であ
れば一の申請に添付した登記識別
情報を他の申請での添付を省略で
きる。／ところで、オンライン申→

→請にあっては代理人が異なる場合はオンライン申請システムの仕様上、37条と67条が規定する「同時に」の要件を満
たすことが困難である。／そのため、オンライン申請における代理人が異なる場合の申請方法について司法書士会から
照会があり、法務省はH20.6.20第1737号回答でそれを了承している。／この照会では、前件の申請情報に後件申請の代
理人を記載し、後件の申請情報に前件の代理人と受付番号を記載するとする。／双方に記載がなければ、67条の適用
がない。／しかし、この取扱いは奇妙である。／前件にその記載がなくとも、前件には却下事由が生じないから、前件は
補正対象にならない。／したがって、前件申請に後件代理人の記載がない場合は不備を是正できず、後件が補正不能
の却下になるはずである。／とはいえ、それでは不都合だから、登記実務上、「従来の慣例というふうなことで補正をして
もらっている」〔S53.6.6衆議院法務委員会答弁〕という旧法の発想から抜け出せない。／この不合理を回避すべく、前件
の委任状と同一の印を用いて、後件の委任状に「本申請と同日に代理人〇〇が申請した所有権移転登記で発行される
登記識別情報を提供する件」として後件代理人に委任し、後件代理人が申請情報に前件の受付番号を記載して特定す
る方法を認めるべきである。／連件申請としての連続性は後件申請のみによっても確認できるし、本人の同一性は印影
で確認できる。／登記識別情報には各種特別の授権を要求しといて、代理人の一存で添付省略は変でしょ。／ついで
に、代理人が異なる連件オンラインでは、他の添付書類も省略できますよね？／1737号回答に明記しとくべき。

商業登記
ゲンロン

法務省

同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるとき
は、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りるとされています。
同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合（当該二以上の権利に関する登記
の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。）において、前の登記によって登記名義人となる者
が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、
当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなすとされています。

不動産登記規則第３
７条
不動産登記規則第６
７条

対応不可

代理人が異なる場合における不動産登記規則第６７条の解釈を示した御指摘の先例（平成２０年６月２０日
付け法務省民二第１７３７号回答）は、業として登記申請等の代理人となる司法書士の団体である日本司法
書士会連合会からの照会を受け、これに回答したものであり、添付情報全般を対象としたものではありませ
ん。
また、御提案の取扱いは、前件の申請代理人の知らないところで登記識別情報の援用がされるおそれがあ
るため、対応は困難です。

13 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

60 令和6年8月22日 令和7年2月18日

240622ST64[1/3]登
記事項証明書を請
求人以外に郵送す
る手続を認めること

不登規197条6項は、登記事項証明
書の交付は送付の方法によりする
ことができるとし、204条と商登規28
条2項はで手数料を納付せよと規定
する。／しかし、その宛先について
は規定がないから、請求人以外の
宛先への送付を希望することもでき
そうである。／具体的には、登記申
請において添付書類として使用す
るために登記簿謄本請求する場
合、その送付先を登記申請した登
記所の担当者宛にしてはならない
のか？／【必要性】たとえば、不動
産登記申請で法人の登記簿謄本の
添付が必要であったとする。／この
申請を沖縄の代理人が北海道の法
人の登記簿謄本を取得し、返送さ
れた謄本を北海道の不動産登記所
に送付する場合、普通郵便では片
道3日→

→かかるから9日を要する。／法務省がこだわる1週間という補正期間には間に合わない。／この日数は、1日も早く処理
してほしいという申請人の意向に沿えないという問題でもある。／逆に言えば、補正期間を1週間とする根拠が申請の早
期処理であるならば、行政機関としても早期処理が可能な手続を認めるべきである。／【許容性】R3規制改革78提案で
求めた、司法書士以外による登記事項証明書の取得ビジネスを認めることに対して、法務省は「司法書士会に入会して
いる司法書士又は司法書士法人でない事業者が、業としてこれらの業務を行うことはできません」とする。／裏を返せ
ば、司法書士が代理申請する場合は第三者へ送付しても問題なく、司法書士以外は登記申請を業としてできないから問
題は生じない。／それ以外の手続についても、行政機関へ送付を求めることが「業としての取得」に当たるのか？／【妥
当性】そもそもの問題は1兆円以上かけた登記情報システムで未だに証明書の添付省略が徹底されておらず、未だに謄
本提出を義務付けていることである。／法人番号が同一でなければ省略できないとか、他管轄根抵当の共同担保には
証明書が必要であるとか、どう考えても「世界最先端」なデジタル・ガバメント方針と相容れない規制が当たり前のように
残っている。／デジタル化を自画自賛しながら、無駄な規制も間違ってませんとというダブルスタンダードはやめません
か？／【適法性】送付先の規制としては、登記識別情報の交付についての規則63条がある。／これに対して証明書の取
得についてはこのような規定がないから、請求人は任意の相手先に証明書の送付を求めることができるというべきであ
る。

商業登記
ゲンロン

法務省
登記事項証明書の交付は、請求人の申出により送付の方法によることができるとされています。その場合に
は、請求人は、送付先の住所を提供又は送信しなければならないとされています。

不動産登記法第第１
１９条第１項
不動産登記規則第１
９３条第１項第7号
不動産登記規則第１
９７条第６項
商業登記法第１０条
第１項
商業登記規則第１０
７条第１項

事実誤認
請求人が送付先の住所として他の者の住所を提供又は送信した場合は、当該者に登記事項証明書を送付
することができますので、御提案は事実誤認です。

61 令和6年8月22日 令和7年2月18日

240622ST65[2/3]登
記識別情報を窓口
で集荷人が受領でき
るようにする

不登規62条2項は書面で登記識別
情報を受領する場合は特別の授権
を必要とすることを規定し、63条は
登記識別情報の受領方法について
規定する。／一般人が送付を希望
する場合は、本人限定受取郵便で
なければならない。／では、封筒等
に入れた状態での窓口交付は可能
なのか？／壱．登記申請時に登記
識別情報の受領についてのみの委
任状を添付し、代理人を日本郵便と
しておく。／登記識別情報の受領は
司法書士法3条1項1号の「登記に関
する手続」に該当するだろうが、郵
便物等についての許認可を得てい
る企業が集荷業務を行う場合は司
法書士法73条1項但書の「他の法
令に別段の定めがある場合」に該
当するため問題ない。／また、代理
人への→

→授権は本人の単独行為とされており、代理人の承諾は不要であるし、そもそも登記官にその実体関係を調査する権限
はない。／弐．申請人は登記所に対して登記完了の電話確認をした後、日本郵便に対してレターパックの集荷の依頼を
すると、集荷人が登記所で登記識別情報を受領する。／このとき、登記所職員は集荷人に身分証明書の提示を求める
と、身分証の提示くらいはするだろう。／不登準37条4項・5項の身分証の写しや押印については拒否するかも知れない
が、それは登記所が申請人に対して登記識別情報を発送するのと同じである。／郵便局は大口の需要家に対しては集
荷サービスを行っているから、大量に返送する登記所では登記識別情報の発送についても、来庁した集荷人に渡してい
るはずである。／では、そのとき準則41条1項の登記識別情報は「厳重に管理しなければならない」という規定に違反しな
いよう、本人確認をしているのか？／集荷人が怪盗キッドでないと言えるのか？／ここでの本人確認と窓口交付での本
人確認は、登記所と日本優美の双方にとって同義である。／参．登記識別情報が破れたり折れ曲がったりしないよう、ク
リアファイルに入れて交付することを希望する申請人に対しては、それに沿った方法で交付することは不登法の趣旨に
合致するし、登記所にとっての過度な負担にもならない。／レターパックに入れて交付することもできますよね。／結論．
集荷人で登記所窓口で登記識別情報の交付を受けることは可能であると考える。／その後に集荷人がどのような方法で
送ろうが法務省の知ったことではなく、それは司法書士が依頼人に対して登記識別情報を簡易書留で送付するのと同じ
である。

商業登記
ゲンロン

法務省
登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知
は、当該代理人に対してするものとされています。

不動産登記法第２1
条
不動産登記規則第６
２条第2項

対応不可
御提案の仕組みでは、登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人があるとはいえな
いため、対応することは出来ません。

62 令和6年8月22日 令和6年9月17日
リモートで行う職業
訓練は全国単位で
実施

ハローワークおよび都道府県労政
部門が実施するリモートでの委託
職業訓練について、厚労省本省と
委託先事業者による直接委託契約
に移行し時代によりマッチした訓練
体系を整備する。

本ホットラインの令和5年度規制改革回答378「障害者の職能開発」にて、障害者の職業訓練は都道府県が事業主体とな
り実施している旨を厚労省は回答している。この回答から訓練の業務委託は都道府県が事業者と契約しているものとみ
られる。都道府県(自治体)が行う契約事務については、総務省は地方自治法にて地域振興の観点から管内事業者を活
用するよう要請している(経産省中小企業庁も中小企業の振興の観点から同様の要請をしている)。このためリモート訓練
など地方の事業者が不慣れな事業では受講者の管理が容易な少人数の実施にとどめている可能性が高い。ZOOM等の
ウェブ会議ツールを用いたリモート訓練では居住地に関わらず日本全国はもとより世界中どこでも受講可能であるため、
都道府県単位で開講する意義が薄い。

個人 厚生労働省

職業訓練については、職業能力開発促進法に基づき都道府県単位で設置している地域職業能力開発促進
協議会（以下「地域協議会」という。）において、国及び地方等がそれぞれの役割を担いつつ、一体となって
公的職業訓練を効率的かつ効果的に実施するものとして「地域職業訓練実施計画」が定められ、この計画に
基づき実施されています。

都道府県が民間訓練実施機関に委託して実施する委託訓練についても、離職者の多様なニーズや地域産
業のニーズ等を勘案して設定されており、全日・通所制の訓練のみならず、在宅によるオンライン・e-ラーニ
ングコースの訓練なども実施されているところです。

職業能力開発促進法 対応不可

地域協議会において、国及び地方等との適切な役割分担を図るための仕組みがあることから、引き続き当
該仕組みを活用しつつ、今回いただいたご提案を踏まえ、今後ともオンラインも含めた職業訓練の着実な実
施に配慮して参ります。

なお、eラーニングコースについては、「居住地から通所可能な範囲に職業訓練を実施する機関が存在せず、
事実上、離職者訓練を受講することができない方」を対象としておりますので、居住地以外の地域の訓練の
受講が可能となっています。

63 令和6年8月22日 令和6年9月17日
障害者雇用法定雇
用率の事業所間取
引を可能とする

温室効果ガスの排出量取引(キャッ
プ&トレード)の手法を用いて、資本
関係が無い事業所間にて法定雇用
率の融通を可能とする。

現在40人以上の事業所(官公庁含む)では2.5～3.0%の法定雇用率が課されているが、現規制の定義における「事業所」
は全国ネットの企業の営業所や官公庁の出先機関も該当する。そのため人事を本社(もしくは本省・本庁)一括で行って
いる企業(省庁)では事業所単位では(正規雇用での)人件費の行使はできないため、拠点の運営経費を人件費として捻
出可能な現地採用のパートタイマー扱いで障害者を採用している。パートタイマーは専業主婦が多いことから厚生年金
における扶養の範囲内である年収130万円以内となるよう賃金を設定しているため、現地採用で雇用されている障害者
は同程度の待遇となり低賃金となっている。
また産業医や保健師は本社(もしくは大規模拠点)にしか常駐しておらず、出先に勤務する障害者は医療・福祉面のサ
ポートを受けることが不可能となっている。地域の障害者職業センターに相談することも可能ではあるが業務に起因する
ような問題はコンプライアンスの関係から深くは追及できない。その上官公庁は障害者職業センターや障害者就業・生活
支援センターについて雇用保険料が財源の労働保険特別会計で運営されているため、公務員は雇用保険の適用外であ
るという理由で利用できない。現地採用の経験がない出先においては、地域のハローワークを含む行政機関との付き合
いがない所もあるため、障害者と仕事をすることにイメージを抱けないことから抵抗感や不安感を感じており、それに起
因して無意識のうちに差別意識も醸成されてしまう。

個人 厚生労働省

・障害者の雇用の促進等に関する法律においては、第37条第１項において「全て事業主は、対象障害者の
雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで
対象障害者の雇入れに努めなければならない。」とされており、事業主については社会連帯の理念から、障
害者雇用を行わなければならないこととし、一般事業主については法第43条で一定の雇用率を達成しなけ
ればならない雇用義務がかけられています。
・また、同法第53条において、雇用率を下回った障害者雇用しか行っていない企業に納付金の納付義務を課
していますが、これについては、納付金を支払えば法第43条の雇用義務が免除される性質ものではなく、事
業主間の対象障害者を雇用に伴う経済的負担の平等化のための措置となっています。
・なお、ここでいう「事業主」とは、事業活動を行う主体をいい、個人企業にあってはその主個人、会社その他
の法人組織にあっては法人そのものをいい、企業内の事業所毎に雇用率を達成すべきものとはしていませ
ん。

障害者の雇用の促進
等に関する法律（昭
和35年法律第123号）

対応不可

・障害者の雇用の促進等に関する法律は、「制度の現状」に記載のとおり、全ての事業主が、社会連帯の理
念に基づき、障害者である労働者が職業的に自立しようとする努力に対して協力する責務を有するとしてお
り、具体的な措置として、全ての事業主に対し、その雇用する労働者の数に応じた法定雇用率（民間事業主
は2.5％）以上の障害者雇用を義務づけるほか、雇用義務を果たしていない事業主から、障害者の不足数に
応じて障害者雇用納付金を徴収する仕組みを設けております。このため、特定の事業主のみにより障害者
の雇用を実現することは同法の趣旨目的にそぐわず、一部の事業主が金銭の支払い等により、その義務を
免除される制度とすることは適当ではありません。
・一方、障害者の雇用については、障害者の法定雇用率制度や、納付金・調整金に基づく事業主間の経済
的調整のための規定などの措置を規定しています。こうした措置により、雇用者数は20年連続で過去最高を
更新するなど、障害者雇用は着実に進展しており、引き続きこうした現行の措置を総合的に講ずることで、障
害者の雇用の安定を図ってまいります。なお、国及び地方公共団体は、一般の民間事業主に対し率先して
対象障害者を雇用すべき立場にあることを踏まえ、法定雇用率が民間企業より高く設定されています。
・また、企業形態によりますが、法第44条・第45条の特例子会社制度、法第45条の２の企業グループ算定特
例、法第45条の事業協同組合等算定特例を利用することでより柔軟な採用を行うことも可能となっていま
す。
・さらに、御指摘の障害者の採用経験の無い企業については、ハローワークにおいて、採用、雇用管理等に
ついてのご相談をお受けしておりますので、必要に応じてご相談ください。本社で人事を担当する方も、事業
所において実際に採用、雇用管理等を行う方もいずれもご利用いただけます。

○

14 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

64 令和6年8月22日 令和6年9月17日
医師以外による死亡
認定

死亡届に添付する医師記入の死亡
診断書の提出義務が事実上医療
機関や介護施設（医師が常駐もしく
は迅速に駆けつける体制の整った
施設）以外での臨終を認めない規
制となっている。そのため死亡認定
を医療従事者である看護師等も行
えるようにして、自宅での臨終を可
能としてほしい。

死亡届を市町村役場が受理することによって、火葬や埋葬の許可証が発行され公営火葬場の予約も可能になる。しかし
法令様式の死亡届の右半分は医師が記入する死亡診断書 (もしくは死体検案書)であり、診断書も記載されることにより
死亡届の効力が発生するため医師が臨終に立ち会うか死体検案を行うことが必須となっている。往診および在宅診療を
行う医師は開業医でも極めて少数であり、勤務医は働き方改革等の影響で院外での医療行為を行うことはまずあり得な
い。それにより医師が常駐している病院や施設での死亡(もしくは死後に病院へ遺体持ち込み)しか死亡診断ができない。

また医療費抑制のため行政は健康政策を推し進めているため、年単位で医療機関を受診することのない国民が多くい
る。日本年金機構が平成22～23年度に行った75歳以上の年金受給高齢者の実地現況調査では後期高齢者医療保険を
1年以上使用していない国民が調査対象者の2割程度に上った。そこから10年以上経過しているため、医療保険を使わ
ない高齢者はそれ以上になっていると思われる。今後高齢者を中心に多死社会に移行するため、多忙な医師のみが死
亡認定ができることへの規制を改めなくてはならない。

個人 厚生労働省

死亡診断書（死体検案書）は、人の死亡に関する厳粛な医学的・法律的証明であり、死亡者本人の死亡に至
るまでの過程を可能な限り詳細に論理的に表すものです。したがって、死亡診断書（死体検案書）は、医師
の医学的な判断に基づき、死亡に関する医学的、客観的な事実を正確に記入する必要があるため、原則と
して、医師（又は歯科医師）でなければ、これを交付することはできません。

医師法第17条
医師法施行規則第20
条

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。 ○

65 令和6年8月22日 令和6年9月17日

難病など希少疾患
患者に対しては処方
薬の選定医療の段
階的適用を行う

難病およびがんをはじめとした対象
者が少ない特定の疾病に対する処
方薬については、治験及び創薬の
段階に応じた自己負担額とするよう
求めるもの。

2024年の薬価改定で後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品を引き続き使用したい際は、先発品と後発品
の差額の4分の1を自己負担する選定医療制度が同年10月より始まる。高齢化による医療費の増額で国庫が圧迫されて
いるための措置であることは理解するが、希少もしくは慢性疾患患者にとっては薬をやすやすと変えられない事情がある
ものもいる。

例えば指定難病の脊髄小脳変性症における処方内服薬として「セレジスト」があるが、発売から20年以上経過し特許切
れとなりジェネリックも販売されている。しかしこの薬は薬効が弱く完治が期待できる薬ではないため、主に対症療法とし
て用いられている(そのため服用していない患者も多数いる)。効能が弱いわりに薬価は700円以上のため高額な部類で
あるが(かっては薬価1000円を超えていた)、この薬を服用している患者は疾患に対する薬はこれしかないための消去法
的な選択であることの他に、より効果が出る薬が出てほしいと期待を込めて購入している。そうした期待とは裏腹に開発
中の新薬は国が示した治験基準をクリアできずにいる。脊髄小脳変性症は患者数が国内だけで1万人を超えるため現基
準による大規模な治験実施が可能だが、国内で確認されている希少疾患には患者数が全世界で１０００人に満たないも
のもあるため、大規模前提の現基準による治験が不可能となることが相次ぎ、創薬が滞っている現状がある。

個人 厚生労働省

長期収載品（後発医薬品のある先発医薬品であって、後発医薬品と価格差のある一部の医薬品をいう。以
下同じ。）の保険給付の在り方の見直しについては、社会保障審議会医療保険部会及び中央社会保険医療
協議会での議論、答申等を踏まえ、令和６年10月１日より、長期収載品の処方等又は調剤について選定療
養の仕組みを導入することとしています。

具体的には、長期収載品（ご指摘の「セレジスト（セレジスト錠５ｍｇ）」を含む。）について、処方箋が交付さ
れ、保険薬局において調剤される場合について、医療上必要があると認められる場合や、後発医薬品の在
庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合は、引き続き保険給付としつつ、それ以外の場
合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とし、保険給付は、長期収載品の薬価と後発医
薬品の最高価格帯の価格差の４分の３までとすることとしています。

保険医療機関及び保
険医療養担当規則等
の一部を改正する省
令（令和６年厚生労
働省令第35号）等

対応不可

難病などの希少疾患患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定
療養の対象とすることとしていますが、後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせ
による相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師等が判断する場合等、長期収載品の
処方等をする医療上の必要があると判断される場合は、引き続き保険給付の対象となります。必要に応じて
医師等にご相談ください。

66 令和6年8月22日 令和6年9月17日
障害者向けの有料
道路通行料割引手
法の見直し

行政内部でのシステム連携により
中請に必要な証明書類の添付を可
能な限り削減する。また料金所での
対面手続きについても見直しを行
う。

制度概要
https://www.w-nexco.co.jp/etc/handicapped/guidance.html

2023年から開始されたオンライン申請でも対面手続き同様の証明書類が必要となっており、マイナポータルで情報取得
可能な障害者手帳以外はスキャンもしくは撮影した画像のアップロードが求められている。車検証及びETC車載器の情
報は国交省のシステムで管理されているはずであり、省内での調整及びマイナンバーとの紐付けで国民からの提出は不
要となるはずだ。これに対し事前登録が必要な一般向けの割引制度では、ETCカードの番号入力だけで中請が完了して
おり、障害者割引制度のオンライン中請は昭和から続く対面手続きを踏襲しただけの非効率なシステムといえる。
https://www.driveplaza.com/etc/drawari/flow.html

また同年からレンタカー等登録車以外でも自身のETCカードを用いた障害者割引が使えるようになったが、ETCレーンは
入場時のみ使用可能で退出時は料金所の対面レーンで係員に障害者手帳現物とETCカードを提示しなければならな
い。料金所の対面レーンは人件費削減のため最小限としているところばかりであり、インターチェンジ及び料金所レーン
の構造によっては車の流れを遮るような危険な車線変更を余儀なくされることもあるため、これによる事故も起きる可能
性が高い。行政及び管理会社の事務都合によって事故が起きることはあってはならないため見直すことが必要だ。

個人
国土交通省
厚生労働省

○高速道路の障害者割引制度は高速道路会社により取り組まれているものであり、そのオンライン申請にあ
たっては、国土交通省より交付を受けた車検証の写し、ETC車載器情報についてはセットアップ店より発行さ
れた「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」について、スキャンもしくは撮影した画像を添付する等とされて
いるところです。

○また、障害者割引の適用にあたり、レンタカー等登録車以外の事前登録していない車両については、事前
に割引の対象となる要件に合致する車両であるか等の確認ができないため、料金を支払う料金所において
一旦停止いただき、要件の確認が行われております。

なし その他

オンライン申請の添付書類に関する提案につきましては、その運用主体である高速道路会社へ、情報提供
させていただきます。なお、オンライン申請につきましては、その運用主体である高速道路会社において、運
用開始後に利用者から寄せられた意見・要望等を踏まえ、書類添付箇所を分かりやすくする等利便性向上
のためのシステム改修に取り組んでいると聞いております。

また、制度の現状欄に記載のとおり、事前登録していない車両については、障害者割引の対象となる要件
に合致する車両であるか等の確認を行うため、料金を支払う料金所において一旦停止いただく必要がありま
す。なお、料金所周辺を含めた高速道路は安全を前提とした設計となっていることに加え、料金所手前への
案内看板設置やETCレーンの路面表示等により、事故リスク軽減を図る措置がされているものと承知してお
ります。

67 令和6年8月22日 令和6年9月17日
理事会設置型財団
法人の代表理事の
予選について

理事会において理事の互選により
代表理事を選任する理事会設置型
財団法人で、定時評議員会で理事
の任期が終了した代表理事を引き
続き代表理事として重任させるとき
に、当該定時評議員会で理事に重
任した後で理事会を開いて代表理
事を選定するのではなく、株式会社
と同様の条件のもとで定時評議員
会開催前の理事会において予め代
表理事として選定できるようにす
る。
名古屋法務局に相談したところ、株
式会社と違い財団法人は予選がで
きないと回答をいただきました。

財団法人は一般的に理事・評議員の人数が多く、代表理事が不在とならないように評議員会に引き続いて理事会を開催
することに膨大なコストがかかっています。

個人 法務省
一般財団法人において、理事は評議員会により選任されます。理事は３人以上でなくてはならず、理事全員
をもって構成される理事会において、理事の中から代表理事を選定しなければなりません。

一般社団法人及び一
般財団法人に関する
法律第１７７条、第６
３条第１項、第６５条
第３項、第１９７条、
第９０条第１項、第２
項第３号、第３項

事実誤認
御指摘のような代表理事の予選は、現行法上も、代表理事を予選することについて合理的な理由があり、か
つ、就任するまでの期間が比較的短期間であるとともに、予選の前後において、理事の構成に変動がない場
合であれば、可能と考えられます。

68 令和6年8月22日 令和6年9月17日
自衛隊駐屯地・基地
の立ち入り申請

自衛隊駐屯地/基地において中長
期の工事を行う際に立ち入り申請
(入門パス)の申請をしますが、提出
書類が下記のように基地/駐屯地ご
とにまちまちです。
a) 運転免許証またはマイナンバー
カードのコピー
b) 本籍地の記載された住民票(マイ
ナンバーカード,運転免許証のコ
ピー不可)
c) 所定書式の手書きによる履歴書
(空自 美保基地)

駐屯地/基地の規模や米軍と共用
の基地で必要な書類も違うかもしれ
ませんが、できるだけの統一をして
ほしいです。

必要書類の統一化により申請時の準備の手間が省ける。

すくなくとも、上記のc)の「手書きによる履歴書」については意図が全くわかりません。美保基地,美保分屯地は手書き以
外の書類は一切受け付けない方針なのでしょうか?

個人 防衛省

自衛隊の駐屯地・基地等の立入申請に当たっては、駐屯地・基地等ごとに、それぞれ必要な提出書類を定
めています。
航空自衛隊美保基地については、現在、立入申請を行う者に対して、内部規則により、申請者本人が直筆で
記入した所定の履歴書の提出を求めているところです。

左記のとおり
（駐屯地・基地ごとに
必要な提出書類を規
定）

検討を予定
まず、航空自衛隊美保基地の「手書きによる履歴書」については、手書きに限定する必要性はないと考えら

れることから、今後必要な見直しを検討致します。
他の駐屯地・基地等についても、ご意見を踏まえ改善できるよう不断に検討してまいります。

15 
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69 令和6年8月22日 令和6年9月17日

240629ST69[3/3]不
動産工事の先取特
権制度を、金融機関
の不動産取得の融
資にも拡張する

民法327条1項は、不動産工事の先
取特権を規定する。／表題登記が
されていない新築工事では、権利
登記はできないのが原則である。／
しかし、不登法86条はその特例とし
て、工事前に、施工者による表題登
記を認めている。／これは工事費
用を担保するには有効であるけれ
ど、先取特権として保護される債権
は工事予算額に限られ、担保権者
も工事施工者に限られるという点で
適用範囲が狭く、現代の不動産取
引の実態に即していない。／実際、
ほとんど利用されていないらしい。
／この制度は、明治時代の、施主
が近所の大工に頼んで家を建てる
慣習を前提にしているのだろう。／
こうした時代にそぐわない制度は、
相隣関係や債権関係を現代化した
よう→

→に、債権者が利用しやすい制度に改めるべきである。／現代では施主と大工の関係ではなく、金融機関による融資を
前提とすべきだ。／この改正を必要とするのは、R3規制改革492で建物表題登記と所有権保存登記の連件申請を提案し
たように、日本では表題登記と保存登記との連続性が遮断されているから、建物所有者に融資した金融機関は順位1番
の抵当権を確保できない虞れがある。／このリスクをカバーしていない登記制度では、金融機関は債権関係でしてしか
保護されない。／これでは、「取引の安全と円滑に資することを目的とする」不登法が機能していると言えないだろう。／
建物の新築に融資してその債権を担保できないのは、日本の投資環境として好ましくない。／安倍内閣はビジネス環境
の世界ランキングを上げることに躍起になっていたけれど、この不動産登記制度における矛盾は対象外だったらしい。／
表題登記と保存登記にタイムラグがあって抵当権を設定できないのは、先進各国で共通なんですか？／それならそれで
日本だけ出し抜いて、投資環境で優位に立てばいいわけで。／経済活性化。／そこで、手続法の伝統を墨守するなら実
体法で対応し、不動産工事の先取特権手続に、施主に融資した金融機関の貸付金を含めるよう民法を改正すべきであ
る。／実体法上も、金融機関の貸付金が建物に変わったのだから、金融機関に先取特権を認めても、他の債権者から文
句が出ないだろう。／不登法を変えて、表題登記と保存登記の連件申請を認めたほうが簡単だろうけど、最近こそ相続
登記で脚光を浴びている不登法よりも、民法を変えたほうが経済界から歓迎され、内閣の支持率も上がるんじゃないで
すか？

商業登記
ゲンロン

法務省

不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は管理をする者が債務者の不動産に関してした工事の
費用に関し、その不動産について存在します。
この先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加額についての
み存在します。
不動産の工事の先取特権について、工事を始める前に工事の費用の予算額を登記した場合には、抵当権
に先立って行使することができます。

民法第３２７条、第３
３８条、第３３９条

対応不可

不動産の工事の先取特権が認められている趣旨は、工事により債務者所有の不動産の価値が増加してい
るため、その工事をした者の代金債権に、先に設定されている抵当権に対しても優先する優先弁済権を与え
るのが公平であるという点にあります。
この趣旨が、不動産の工事代金を資金使途とする金融機関の貸付債権についても妥当するかについては明
らかでない上、使途の認定をめぐる紛争が生ずるおそれもあることから、不動産の工事の先取特権の対象に
金融機関の貸付債権を含めることは困難です。

70 令和6年8月22日 令和6年9月17日

住民票の写し等の
交付等の制限に係
る負担の軽減につい
て

住民票の写し等の交付等の制限、
いわゆる支援措置について
・一年間とされる措置の期間を撤廃
する
・現在被害を受けるおそれがあるか
ではなく、過去被害を受けたかどう
かを第一の条件とする
・支援措置の運用等について、マ
ニュアル等を整備する等、自治体ご
との差異をなくす措置を取る
・支援措置の申出のオンライン化す
る

住民票の写し等の交付等の制限、いわゆる支援措置を受ける場合、警察等に支援を必要とする意見書を書いてもらい、
それを自治体に提出する必要があります。しかし、過去の被害は変わりようがないのに、一年ごとの更新が必要なため、
その度に被害を申告する必要があり、申出者の多大な精神的負担となっています。DVや虐待等の加害者はいつ申出者
の人生に関与してくるか不明であり、その恐怖と不安から逃れるため、申出者は支援措置を申し出ています。加害者が
死亡等しない限り、この不安が解消されることはありません。万が一、状況に変化があり支援措置が必要なくなれば、当
人からその旨申し出ればよいのであって、期限自体が無意味であり、無駄な規制のため、即時撤廃を求めます。
また、そもそもの要件として、「現在被害を受けるおそれがあるか」を第一にされてしまうと、現在は加害者との関係を
断っているが、いつ加害者が自分に関心の矛先を向けるか分からず、そうなった場合の精神的負担等が甚大であるため
申出をする等の理由での申出が困難となります。自治体によっては柔軟な運用をされていますが、警察では現在の被害
等、要件等を厳しく詰問され、二次被害にあうことが多く、申出者の多大な負担となっています。現在の要件は被害者に
寄り添ったものではなく、変更を求めます。
書類の様式や運用が自治体によって異なるなど、若者が転居した際等の負担となっています。民間の支援団体が意見
書を提出しても断れる、男性というだけで断れる等、酷い運用をする自治体もあります。マニュアル等の整備を求めま
す。
申出者の負担軽減のため、将来的には、申出がオンラインで完結するよう求めます。

個人 総務省

・ＤＶ等支援措置については、被害者に係るＤＶ等被害の状況がケースごとにさまざまに変化し得ることか
ら、期間を一年と定め、申出があれば状況を確認して延長することとしています。これは、支援措置の期間に
ついては、ＤＶ等被害者の申出に基づき、住民基本台帳法で認められている住民票の写し等の交付制度の
特例的な取扱いを行うものであることから、一定の期間を区切って、状況等を確認し、適切に対応していくこ
と必要があるという理由によるものです。
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待に加え、これらに準ずる行為の被害を申し出た者
のうち、支援の必要性が確認された者に対して措置を行うものです。
・住民基本台帳事務は自治事務であるため、運用や様式の一切を国で一律に定めることはしていませんが、
全国的に統一された取扱いが必要な部分があることから住民基本台帳等の運用に関して事務処理要領を
定めており、各自治体は当該要領により事務処理を行っています。
・支援措置の実施に関する最終的な判断は市町村長において主体的に行う必要があり、延長の際には書類
の提出だけでなく、市町村において申請者の詳細な状況を確認する必要があるため、出頭を求めています。

住民基本台帳法 対応不可

・支援措置の期間については、ＤＶ等被害者の申出に基づき、住民基本台帳法で認められている住民票の
写し等の交付制度の特例的な取扱いを行うものであることから、一定の期間を区切って、状況等を確認し、
適切に対応していくことが必要と考えています。
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待に加え、これらに準ずる行為の被害を申し出た者
のうち、支援の必要性が確認された者に対して措置を行うものであるため、自治体の判断により今現在は避
難等により被害を受けていない場合においても、支援の必要性が判断されれば措置がされることとなりま
す。
・支援措置の運用等について、全国的に統一された取扱いが必要な部分については、事務処理要領を定め
ています。
・ＤＶ等支援措置に係る手続のオンライン化については、市町村長が主体的に行う支援措置に関する最終判
断において、対面で申請者の状況の聞き取り等を行う機会が失われることや、確実な本人確認ができず、な
りすましによる申請が行われる可能性があることなどを懸念する自治体もあることから、慎重に検討する必
要があります。

71 令和6年8月22日 令和6年9月17日
商工会・商工会議所
の広域連携促進の
ための規制緩和

商工会・商工会議所が広域連携を
しやすくなるよう、「商工会法第六十
条の規定により都道府県が処理す
る事務に関する政令」の規定を見
直す、または、「商工会法第六十一
条」に基づく権限委任の範囲を定
め、商工会・商工会議所が都道府
県の枠組みも越えて広域連携をで
きるようにしていく。

商工会は、商工会法６条ただし書きの規定により、複数の市町村を区域に設定して事業に行うことができるとされてい
る。
一方、商工会法の許認可手続は、「商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令」により、す
べて都道府県が行うようにされており、現実的に都道府県の区域を越えた設定ができなくなっている。法令上は許容され
ている（否定されていない）ものが、政令により制限されている状況にある。
商工会と性質が近い商工会議所も多くの許認可は都道府県が処理しているが、経済産業大臣や経済産業局が行うこと
も想定した規定になっている。例えば、商工会議所法第六十条の二による合併認可は経済産業大臣が行うことになって
いる。
仮に、県境を挟んだ二つの市町村を区域とした商工会議所が合併しようとする場合は、経済産業大臣が許認可を行え
る。一方、同一ケースでも商工会の場合は、政令によりこれが制限されている（どちらの都道府県が処理するか決められ
ていないので処理できない）ということになる。
「経済財政運営と改革の基本方針2024」でも「小規模事業者の持続的発展に向けて、2024年度中を目途に、商工会・商
工会議所の広域連携の促進を含め、小規模企業振興基本計画を見直す。」とされた。
商工会・商工会議所の広域連携、広域連携のための組織の在り方を検討していくためにも、商工会議所と同様に、商工
会も都道府県の区域にとらわれない活動・組織再編をするための制度整備が必要である。今後の広域連携促進に向け
た議論・検討にも支障が生じる。

個人 経済産業省
商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令（昭和三十五年政令第百四十九
号）第1号から第12号の規定により、商工会法で規定する経済産業大臣の権限に属する事務は都道府県知
事に移管されています。

商工会法 その他

現状の制度では左記の記載のとおり事務が都道府県知事に移管されているため、各都道府県の判断となっ
ています。
他方、商工会同士の連携に関しては、小規模事業者支援法第7条に基づく経営発達支援計画の認定におい
て、現行制度においても都道府県境を挟む複数単会による共同申請・認定が可能となっており、当該計画に
基づく取組によって、広域的な連携促進にもつながると考えております。

72 令和6年9月19日 令和6年10月17日

広告収益システムの
欠陥、およびSNS運
営企業の怠慢と増
長

SNSや動画投稿サイト、アフィリエイ
トサイトにおいて、閲覧さえ多けれ
ば金を払うという広告システムに規
制を課す。

他人への誹謗中傷や迷惑行為、倫理に反した行いでも、閲覧さえされてしまえば収益になってしまうというシステムが
社会倫理を低下させてしまっている。

「炎上しても稼げればいい」「たとえ嘘でも誹謗中傷でも知ったことではない」こんな考えの奴らばかりが得をしていくシス
テムは間違いなく歪んでいます。

震災の時も、インプレッション稼ぎの外国人による「生き埋めになっている、助けてくれ」といった趣旨の虚偽の投稿のせ
いで多くの人が惑わされ、結果人手を割かれたせいで本当に助けを求めている人救助が遅れたことすらある。

SNS運営側はもはやそう言った問題に対処する気もなく、「社会で対応しろ」などと、あたかも「騙される、炎上商法に
引っかかるお前らが悪い」などと宣う始末。自浄作用などには全く期待出来ません。

運営が何もしようとしない以上、これはもう、国が規制するしかありません。詐欺幇助や虚偽の流布、誹謗中傷、名誉毀
損を助長させているSNSおよび広告システムには法規制が必要と考えます。そもそも、テレビなどではすでにしっかりと広
告規制が敷かれているのに、インターネットにそれがないのはおかしいのです。

個人 総務省 総務省は、広告規制について所管しておらず提案内容に関係する制度を規定・運用していません。 なし その他

令和６年９月１０日に公表された「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」
のとりまとめにおいて、「インプレッション稼ぎ」や「アテンション・エコノミー」は、デジタル空間における情報流
通を巡る「構造的な」リスク・問題として挙げられています。
同とりまとめでは、これらのリスク・問題を踏まえて、情報流通の健全化に向けた「総合的な対策」を進めるこ
ととされており、デジタル広告及び配信先メディアの質の確保についても検討を進めて参ります。

ご提案いただいた内容は、参考とさせていただきます。

16 
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73 令和6年9月19日 令和6年10月17日
情報公開法改正：50
年後の原則公開制
度の導入

日本の情報公開法を改正し、政府
が保有する機密情報や行政文書を
原則として50年後に自動的に公開
する制度を導入します。
この制度により、情報が50年経過
後に自動的に公開される仕組みを
確立します。
例外として、国家安全保障に関わる
情報、個人のプライバシーに重大な
影響を与える情報、および特定の
企業の営業秘密を含む情報につい
ては、厳格な審査手続きと公的な
説明責任を課した上で、公開を延
期することができます。
また、デジタルアーカイブの整備と
活用を進め、国民が容易にアクセス
できるようにします。
これにより、政府の透明性を高め、
歴史的資料へのアクセスを促進し、
市民の知る権利を拡充します。

現在の情報公開法では公開期限の明確な設定がないため、先進国と比べて、政府の透明性が低い。米国の情報自由
法（FOIA）では一定期間後の自動公開が制度化されており、これによって政府の透明性と市民の知る権利が確保されて
いる。50年後自動公開制度は、国民の知る権利と政府の説明責任をバランスよく実現する手段である。
1.政府の透明性と説明責任の強化：
50年後の自動公開制度により、政府の透明性が高まり、説明責任が強化される。国民は過去の政府の活動や政策決定
過程を知ることで、民主主義の健全な運営が促進される。
2.歴史的資料の価値と学術研究の促進：
50年後の自動公開制度は、歴史的資料の価値を高め、学術研究の進展を促す。研究者の評価によって過去の政策の
評価や反省が行われ、将来の政策立案に役立つ知見が得られる。
3.国民の知る権利の拡充：
国民の知る権利は民主主義の根幹として、政府の活動に対する理解と監視に役立つ。50年後の自動公開制度により、
国民の政治に対する関心と参加意識が高まるだろう。
4.経済的効果と効率化：
情報公開が進めば、政府の政策決定や実施過程が透明化され、不正や腐敗の防止につながる。情報のデジタル化と公
開プロセスの効率化により、行政の運営コストの削減も期待できる。
5.国際的な信頼の獲得：
アメリカや欧州諸国などの先進国では、既に一定期間後の情報公開を義務付ける制度が導入されている。日本でも政府
の透明性を向上させることにより、国際的な信用が高まるだろう。
以上の理由から、50年後の原則公開制度の導入は、政府の透明性を高め、国民の知る権利を拡充し、健全な民主主義
が実現できる。

個人
内閣府
総務省

【総務省】
行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。）は、行政
機関の長に対し、現に保有する「行政文書」の開示を請求することができること等を定めたものです。

一方、各行政機関が保有する「行政文書」は、公文書等の管理に関する法律（平成21年法律第66号。以下
「公文書管理法」という。）に従って作成・保存されるとともに、同法に基づく保存期間満了後の取扱いとして
国立公文書館等に移管された特定歴史公文書等については、現に各行政機関において保有されている文
書に対する開示請求の仕組みを定めた情報公開法に代わり、公文書管理法に基づき閲覧等の一般の利用
に供されています。
御提案の内容については、こうした公文書の保存・利用の在り方などを定める公文書管理法でどのように扱
うかは別として、情報公開法の改正によって実現を図ることは適当ではないものと考えます。

【内閣府】
情報公開法においては、個人に関する情報等が不開示情報として規定されており、不開示情報を除いて開
示することとされています。他方、国立公文書等に移管された特定歴史公文書等についても、利用の請求が
あった場合には、利用制限事由（例えば、個人に関する情報等）を除き、利用させなければならないとされて
います。国立公文書館等における利用制限事由の該当性の審査に当たっては、文書が作成されてからの時
の経過を考慮することとされるとともに、時の経過を考慮するに当たっては、利用制限は原則として作成され
てから30年を超えないとする考え方が示されています（「特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する
ガイドライン」（平成23年4月１日内閣総理大臣決定）第11条及び留意事項）。なお、この考え方は、国際的な
慣行である30年ルール（1968年ICA（国際公文書館会議）マドリッド大会で出されたもの）を踏まえたものとな
ります。
さらに、同ガイドラインにおいては、国立公文書館等は、特定歴史公文書等のデジタル画像等の情報をイン
ターネットの利用により公開すること等の方法により、積極的に一般の利用に供するよう努めなければならな
いとされており（第22条第２項）、いわゆるデジタルアーカイブを推進しています。

【総務省】
・行政機関の保有す
る情報の公開に関す
る法律（平成11年法
律第42号）

【内閣府】
・公文書等の管理に
関する法律（平成21
年法律第66号）第５
条第１項、第８条第１
項及び第16条第１項
・「特定歴史公文書等
の保存、利用及び廃
棄に関するガイドライ
ン」（平成23年4月１
日内閣総理大臣決
定）

【総務省】
対応不可

【内閣府】
その他

【総務省】
制度の現状欄に記載のとおりです。

【内閣府】
現行の公文書管理制度においては、特定歴史公文書等の利用請求に係る審査において、時の経過を考

慮することとされ、その判断に当たっては、利用制限は原則として、行政文書として作成又は取得されてから
30年を超えないとする考え方を踏まえるものとされております。この点を踏まえつつ、利用制限情報について
配慮し、左記ガイドラインに沿って、特定歴史公文書等の利用を進めております。
また、国立公文書館等においては、特定歴史公文書等のデジタルアーカイブを推進しています。

こうした制度・取組を通じて、引き続き、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用
等を図ってまいります。

74 令和6年9月19日 令和6年10月17日
石綿に係る掲示の
様式統一

大気汚染防止法、石綿障害予防規
則において解体等工事時の掲示の
様式を定め、地方自治体が個別に
定めている石綿に係る掲示の様式
を廃止する。

大気汚染防止法や石綿障害予防規則において、解体等工事を行う場合に必要な掲示について定めがある。加えて地
方自治体によっては掲示の様式が要綱等により定められている。

この地方自治体によって定められている様式が法や規則の掲示事項を満たしていないために、規制を遵守しようとする
と石綿に係る掲示を２つ用意する必要があり、事務が煩雑である。また地方自治体により様式が異なるため、工事を行う
自治体により個別に掲示を用意する必要があり、事務処理上の手間となっている。

掲示の様式を上位法や規則で定め、各自治体の様式を廃止することで、新たに工事を始める際の事務処理内容が掲
示内容の修正のみで完結する。現行では各自治体が、個別に掲示様式を定めていないか調査するところから始めなくて
はならなかったところであるから、大幅な事務軽減である。

個人
環境省
厚生労働省

・大気汚染防止法第18条の15第５項、石綿障害予防規則第３条第８項等の規定に基づき、事前調査結果や
作業内容等について掲示が必要です。
・これらの法令では記載事項を定めるのみで、様式は示していないため、両法令の記載事項を網羅していれ
ば、他の法令等に基づく掲示と兼ねていただくことは差し支えないものと扱っており、地方公共団体が認める
場合は、地方公共団体が定める掲示と兼ねていただくことが可能です。

大気汚染防止法第18
条の15第５項、
石綿障害予防規則第
３条第８項 ほか

対応不可
地方公共団体は、法令に反しない範囲で条例制定権を有しており、地方公共団体がいわゆる上乗せ規制

制度等を設けている場合は遵守いただく必要があり、国が様式を統一できるものではありません。

75 令和6年9月19日 令和6年10月17日
社会保険労務士証
票の写しの添付の
廃止について

労働基準監督署管轄の就業規則
届等の手続について、社会保険労
務士が提出代行する場合、社会保
険労務士証票（写真付）の写しの添
付が必要になっている。

提出代行証明書を提出すれば、
社会保険労務士の確認はできる。

必要性がないことと、個人情報保
護の２点から、社会保険労務士証
票の写しの添付は廃止すべきであ
る。

電子申請を行う上での手間が省けることと、社会保険労務士の個人情報保護が強化される。 個人 厚生労働省

１ 令和３年４月１日以降、電子申請により提出代行を行う場合における手続の負担軽減を行うことにより、
労働基準法等に基づく手続の電子申請のさらなる利用促進を図る観点から、社会保険労務士又は社会保険
労務士法人（以下「社労士等」といいます。）が就業規則等の手続について提出代行を行う場合は、社労士
等の電子署名・電子証明書に変えて、提出代行に関する証明書（社会保険労務士証票の写し及び提出代行
に関する契約があることを証明する契約書）をＰＤＦ形式などで添付することにより、電子申請することが可能
となるよう通達（※）をもって当該手続を改めました。
※令和３年３月10日付け基監発0310第１号「社会保険労務士等が労働基準法等に基づく手続について電子
申請により提出代行を行う場合の取扱いについて」

２ 社会保険労務士証票の写しの添付を求める理由としましては、労働基準法等に基づく手続きの電子申請
の提出を代行する社会保険労務士が全国社会保険労務士連合会（以下「連合会」といいます。）に備える社
会保険労務士名簿に登録された者であって、これを証明する社会保険労務士証票（写真付）を有しているこ
と（※）を厳格に確認する必要があるため添付を求めているものです。
※社会保険労務士法（昭和43年法律第89号）第27条において社労士等でない者は他人の求めに応じて労働
基準法等に基づく申請書等の作成及び提出代行等を業として行ってはならないとされており、これに違反し
た者は同法第32条により１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされている。

３ また、提出代行に関する契約があることを証明する契約書の添付を求める理由としましては、使用者等
が自らの申請書等の提出に関する手続について、社労士等が代行して行わせることが明らかであって、使
用者等による記名等がなされ、かつ、電子申請による提出代行時において当該提出代行契約が有効である
ことを確認する必要があるため添付を求めているものです。

社会保険労務士法
（昭和43年法律第89
号）第27条

対応不可
電子申請手続において、制度の現状の２のとおり、非社労士による業務侵害行為を防止する観点から社会
保険労務士証票（写真付）の写しの添付を求めているものであり、ご理解いただきますようお願いいたしま
す。

76 令和6年9月19日 令和6年10月17日

たばこ事業法第36
条における定価外販
売規制に関する
キャッシュレス利用
に対する緩和

たばこ事業法第36条では、たばこ
小売販売業者において認可に係る
小売定価によらなければたばこを
販売してはならないと定められてい
る。また、財務省FAQにおいて、特
定地域でのキャンペーンや地域通
貨等のキャッシュレス決済手段の
利用によるポイント付与について
も、上記定価外販売に該当する旨
の説明がなされている。
これについて、近年のキャッシュレ
ス決済の普及、また、キャンペーン
を実施する地方公共団体における
地域振興等の観点からも、小売事
業者が直接関与しないポイント付与
施策について、同条の例外規定を
定めるたばこ事業法施行規則第35
条等において、小売事業者のたば
この定価外販売に当たらない旨を
明記いただきたい。

たばこを販売する可能性があることを理由に、キャッシュレス決済を用いた地域キャンペーンや地域通貨の取組に関与
できないことは、当該店舗が地域振興やキャッシュレス振興に関与できないことを意味する。加えて、店舗の売上にも影
響し、当該店舗の経営に悪影響を与えることも想定される。
前述のFAQによれば、たばことそれ以外を明確に区分けし、たばこについてはポイント等の付与を行えないこととすれば
問題ないとのことである。しかし、たばこ小売販売業調査（令和元年度）によれば、たばこ販売専業者の77.3%はたばこ以
外の商品も販売している兼業者であり、店舗運営の効率にも多大なる影響を与えるところである。
本提案の実現により、上記の自治体等の施策実施の趣旨である中小企業振興、キャッシュレスの普及を実現することが
できるとともに、たばこ小売事業者全体の安定性も確保できると考える。また、キャッシュレス決済手段を利用する消費者
においても、利用可能な店舗の識別性が増し、無用な混乱を防ぐことも可能である。
たばこ小売事業者自らが企画し、直接的に原資等を負担する形でのポイント付与については禁止するべきだが、たばこ
小売事業者がポイント等の値引きと認識される手法の原資を負担しない形態については、キャッシュレスの普及を阻害し
ないためにも定価外販売から除外すべきと考える。
手法として、たばこ事業法施行規則第35条への明記もしくは法解釈上、たばこ事業法第36条に定める文言通り、たばこ
販売事業者自身において定価外販売を行っていない場合（事後に、他者によりポイント付与等が行われる場合を含む）
は、同条に違反しないとのご判断を賜りたい。

一般社団
法人キャッ
シュレス推
進協議会

財務省

製造たばこの小売販売業者は、たばこ事業法に基づき認可された小売定価以外による販売（定価外販売）
が禁止されています。

キャッシュレス決済において、一般的に、全国広く均一に実施されるポイント付与施策の対象に製造たばこ
を含めることは、定価外販売に該当しないと判断しております反面、特定の小売販売業者や一部地域に限定
して実施されるポイント付与施策の対象に製造たばこを含めることは、定価外販売に該当するおそれがあり
ます。

たばこ事業法第36条
たばこ事業法施行規
則第35条

対応不可

製造たばこの流通へ不当な影響を及ぼさないようにする観点から、たばこ事業法において定価外販売を禁
止しております。

たばこ事業法施行規則等において、定価外販売の例外として、小売販売業者が直接関与しないポイント付
与を認めますと、特定の小売販売業者に限定して製造たばこの販売が促進されるおそれがあり、製造たばこ
の流通に不当な影響を及ぼしかねないことから、適当ではないと考えます。
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

77 令和6年9月20日 令和7年1月20日

240706ST70[1/3]氏
名変更登記に添付
する住民票は本籍
地の記載を不要とす
る

登記研究490号回答は、氏名変更
登記の添付書類として、本籍地の
記載がある住民票が必要であると
する。／氏名だけの変更であっても
住所証明が必要であるとする点は
ともかくとして、住所証明たる住民
票と氏名証明たる戸籍とのつながり
が本籍地の記載に限定されている
ことは疑問である。／本籍地が同一
性の証明として無意味である理由
は、その任意性にある。／変更の
経緯をすべて証明する必要がない
氏名変更登記では、戸籍発行後に
本籍地を移転して元に戻しても、同
一の本籍地として住民票を取得で
きる。／一旦移転した本籍地では
同一性の証明として意味がなく、せ
いぜい登記官の気休め、国賠訴訟
での言い訳にしかならない。／むし
ろ、容易に変→

→更できない生年月日のほうが本人の同一性の証明方法として優れている。／本人が覚えていないことも多い本籍地が
本人確認情報となっているのは、行政手続くらいではないか？／前時代の遺物である。／また、通常は記載事項を指定
して請求しなければ記載されない本籍地入り住民票を要件とすることは手元に住民票がある場合でも再取得が必要にな
るため、申請人の負担軽減という観点からも、通常の住民票や印鑑証明書で証明可能な生年月日で代替可能とすべき
である。／これは、政府の添付書面の省略方針とも合致する。／しかし、上記登記研究が「本籍の表示された」住民票の
添付を要するとしているのは、戸籍と住民票には必ず記載される生年月日では所有者の同一性を証明できないとみなし
ているからである。／この雑誌の質疑応答はS22の創刊号から司法省民事局の担当者が回答するとしており、上記回答
も当時の法務省民事局担当者が必要であると考えた結果だろう。／他方、S40.9.24民甲2824回答は住民票に氏名変更
の記載があれば戸籍を要しないとし、住民票の本籍地については言及していないから、本籍地の記載が住所証明書と氏
名証明書との接続にあることは明らかである。／改正不登法で所有者識別事項として記録される情報も、本籍ではなく
生年月日であるのは、法務省も同一性の確認には生年月日のほうが優れているし、それで充分であるという理由ではな
いのか？／これは個々の登記官に丸投げする問題ではなく、すでにS40.9.24民甲2824回答が出されているように、法務
省として統一した事務処理基準を設定し、全国一律に生年月日での証明書の接続を認めるべきである。

商業登記
ゲンロン

法務省

登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記を申請する際は、当該登
記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村
長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報（公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、
これに代わるべき情報）を提供しなければならないとされています。

不動産登記令別表第
２３の項

対応不可

氏名の変更を証する書面として戸籍事項証明書が提供された場合には、当該証明書では、登記名義人と戸
籍事項証明書に記載された人とが同一の人物であることを確認することができないため、本籍地が記載され
た住民票の写しの提供を受けて、登記原因や変更後の事項を確認しており、この場合に住民票の写しの「本
籍地の記載を不要とする」ことはできません。
なお、御提案の「生年月日での証明書の接続」については、そのような運用をしなくとも、現状、不都合は生じ
ないと考えていますが、今後の検討の参考とさせていただきます。

78 令和6年9月19日 令和6年10月17日
通関時の官報公示
整理番号の開示方
法について

輸入検討中の製品に、時には競合
社となる複数のサプライヤーからの
成分が含まれ、既存化学物質では
あるものの、企業秘密により官報公
示整理番号の開示を拒否され、輸
入出来ない状況にあります。
企業秘密をを守りつつ輸入機会も
失う事のないよう、フィリピンで運用
されているサプライヤーが当局へ直
接開示する仕組みを作って頂きた
い。

その仕組みを作る事で、複雑化するサプライチェーンの状況へ対応した、競合社間の企業秘密の非開示による輸入でき
ない状況を改善できると考えております。

本件の製品は、家畜の耳タグに使用する材料であるものの、輸入できないために、顧客は中国から完成品を購入してい
る状況で、我々の販売機会のみではなく、顧客の日本での製造機会の損失にもつながっています。

(ご参考)フィリピン当局の取組みについて
Confidential Business Information Requests
https://chemical.emb.gov.ph/
https://chemical-net.env.go.jp/pdf/20180222_Seminar_jpn.pdf#page=19

会社・団体 経済産業省

「（お知らせ）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について」
に基づき、既存化学物質（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）第２条第７項に規定す
る一般化学物質に限る。）を輸入する場合には、輸入申告書又はインボイスに化審法の官報公示整理番号
の記入を求め、事前に必要な手続きを経ることなしに新規化学物質等が輸入されることがないよう担保して
います。

なし 検討を予定
新規化学物質等が輸入されることがないことが担保された上で、一般化学物質がより円滑に輸入できる方法
について、2024年末頃から検討を開始し、2025年末までに結論を得ることを目標とします。

79 令和6年9月25日 令和6年11月13日 車庫証明の廃止

車庫証明は普通車に対して必要に
なっているが、軽自動車ではありま
せん。同じ自動車ですから廃止して
も全く問題ないと思います。
車を持っている国民に対し、無用な
費用と手間を少しでも無くする為に
早急に廃止して頂きたい。
無用な費用と手間を省くことにより、
他の消費を促すことになります。
又、無駄な仕事を省くことにより、生
産性が上がります。

品質管理では、無理、無駄、ムラを省くように言われています。
無駄を省くことは大事です。
必要のないことを強い続けることは、国民に無理を強いていることと思われます。

個人
警察庁
国土交通省

自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第145号。以下「法」という。）は、車庫等の保管
場所を有しない自動車が交通渋滞の原因となっていたことを踏まえ、自動車の保有者等に自動車の保管場
所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規
制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを
目的として制定されたものです。

法第４条により、自動車の新規登録、変更登録又は移転登録をする際には、警察署長の交付する道路上
の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面（いわゆる「車庫証明」）を運
輸支局等に提出しなければならないこととされています。

軽自動車については、法第５条及び第７条により新規に運行の用に供しようとする際及び保管場所を変更
する際には、警察署長へ届け出なければならないこととされています。

自動車の保管場所の
確保等に関する法律
（昭和37年法律第145
号）第１条、第４条、
第５条、第７条

対応不可

現在は、主として保管場所証明（以下「本制度」という。）により自動車の保管場所の確保等の履行が担保
されているところ、令和５年中になされた約760万件の保管場所証明申請のうち約１万件で適正な保管場所
が確保されていないことが認められており、本制度を廃止すればこうした車両の保管場所が適切に確保され
なくなるおそれがあります。

また、本制度により現在適正な保管場所が確保されている自動車についても、本制度の廃止により、道路
上で保管される自動車が増加することも見込まれるなど、交通の安全と円滑が阻害されるおそれがありま
す。

したがって、本制度は存続させる必要があります。

80 令和6年9月20日 令和7年1月20日

240721ST77[2/3]行
政区画変更等の非
課税証明書の添付
省略とか

登録免許税法5条5号は、行政区画
等の変更に伴う変更登記には登録
免許税を課さないとする。／行政区
画等の変更には地番が変更される
場合と、されない場合とがあり、そ
の両者が非課税である。／しかし、
非課税適用には財務省令で定める
添付書類が必要で、施行規則1条2
号は市町村長等による証明を挙げ
る。／したがって市町村合併があっ
た場合でも、非課税適用を受けるに
は証明書が必要になる。／実際、
R4規制改革67提案で証明書の添
付省略を提案したところ、法務省
は、不動産登記では「真実に反する
登記申請がされることを防止するた
めに必要な添付情報として、提出を
求めている」ため省略するできず、
商業登記では「市町村長の証明書
等が→

→添付されていない場合であっても、登記官は、住居表示等の事実の有無について審査を行いますが、当該申請に住
居表示の実施に係る市町村長の証明書等が添付されない場合には、当該登記について登録免許税が課されることとな
ります」と回答した。／この回答が奇妙であるのは、証明書を添付しなければ不動産登記では事実が分からないのに、商
業登記では職権で調査できるけれど非課税扱いにしないとする点である。／商業登記の登記官は証明書なしで事実確
認ができるなら、なぜ不動産登記の登記官は同じ方法で事実確認ができないのか？／同じ法務省で、同じシステムを使
用しているなら、その調査方法を横展開して行政事務の効率化を図るべきである。／次に、施行規則1条2号の施工事業
者による証明書は、不動産登記では法人の登記事項証明書で代替できるとされ、必ずしも施行事業者である必要はな
い。／しかし、施行事業者以外の市町村長が発行した戸籍の附票は不可とする対応があるらしい。／公的証明書であれ
ば可能とすべきである。／さらに、地番変更を伴わない市町村合併等では証明書の添付さえ不要ではないか？／不登
規92条も商登法26条も行政区画の変更があった場合のみなし規定で、登記官は職務上知ることができるから、不登規92
条2項は表題部の職権変更を規定している。／なぜ表題部の変更では職務上知ることができるのに、登記名義人の変更
では職務上知ることができないのか？／したがって、登録免許税法施行規則1条2号を速やかに改正し、行政区画変更
については証明書を不要とすべきである。／また、それ以外の場合は行政機関の情報共有によって添付不要の方針を
立てるべきである。

商業登記
ゲンロン

法務省
登記名義人の住所についての変更の登記を申請する際は、当該登記名義人の住所について変更があった
ことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報（公務員が職務上作成した情報がな
い場合にあっては、これに代わるべき情報）を提供しなければならないとされています。

不動産登記令別表第
２３の項
不動産登記規則第９
２条
登録免許税法第５条
第５項
登録免許税法施行規
則第１条第２号

対応不可

制度の現状欄に記載したとおり、登記名義人の住所についての変更の登記の申請をする場合には、「真実
に反する登記申請がされることを防止するため」、変更があったことを証する情報を提供する必要がありま
す。行政区画の変更があった場合における変更があったことを証する情報として、一般的には地方公共団体
が発行する行政区画の変更があったことを証する書面がこれに当たり、当該書面は、登録免許税法施行規
則第１条第２号に規定する非課税証明書として取り扱って差し支えないとされています。

なお、御提案の内容は、今後の検討の際の参考させていただきます。
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

81 令和6年9月19日 令和6年10月17日
保育人材の外国人
登用に向けて在留
資格制度の創設

少子化対策としての保護者が安心
して子どもを預けられる環境整備、
保育人材不足解消、乳幼児期から
の外国語教育、保育園・幼稚園の
グローバル化への対応等のため、
外国人の保育人材の在留資格制
度を創設すべきである。

現行の入管法において、保育士の職務内容に対応する在留資格が無いため、「保育士業務」という内容で技術・人文
知識・国際業務などの就労可能な在留資格を取得することはできない。つまり、在留資格を以っていわゆる保育士の職
務内容に外国人が従事することはできない。仮に外国人が保育士の職務内容に従事するためには、永住者、永住者の
配偶者等、日本人の配偶者等などの就労制限がない在留資格を持っていることが必要となる。

一方で、介護業界においては、外国人介護士の受け入れの仕組みは、ＥＰＡ（経済連携協定）、在留資格「介護」、技能
実習、特定技能の４制度があり、深刻な人材不足を解消する一つの方法として活用されている。また、家事支援人材の
受け入れについても国家戦略特区の中で認められている。

異次元の少子化対策のため、国は安心してこどもを預けられる体制を整備しようと、今年度から保育士の配置基準を
見直したが、人材不足により配置が進んでおらず、外国人登用に向けた在留資格制度創設が、人材確保策として期待で
きる。

保育の質の観点においても、乳幼児期からの外国語教育ニーズに応えることに加えて、保育所保育指針に「保育士等
はそれぞれの文化の多様性を尊重し、多文化共生の保育を進めていくことが求められる」とあるが、加速する保育園・幼
稚園のグローバル化の中で、外国人保育士は、ネイティブとして多国籍の子どもや保護者とコミュニケーションが取れる
ため、多文化共生保育を強力に支える頼もしい人材となる。

既に学童施設で語学教師として勤務する場合は、「技術・人文知識・国際業務」就労ビザが取得できることも参考に、検
討をお願い致したい。

株式会社
ポピンズ

法務省
こども家庭庁

【法務省・こども家庭庁】
現行の児童福祉制度においては、保育士試験に合格する等し、保育士登録を行ったもののみが保育士の

名称を用いて保育に従事することができるところ、保育士試験の受験資格において、国籍要件などは設けら
れていないため、外国人が保育士資格試験に合格すれば、保育士となることが可能です。

他方、現行の入管法においては、保育士として教育や保育に従事する活動に対応した在留資格はなく、
「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」などの就労制限がない在留資格を持つ者が保育士
試験に合格する等し、保育士登録する場合に限り、保育士として保育に従事することが可能です。

また、外国人が保育所において保育士以外、例えば語学講師を目的として就労する場合は、在留資格「技
術・人文知識・国際」等の下で当該職務に従事することは可能です。

【法務省】
出入国管理及び難民
認定法別表第一
【こども家庭庁】
なし

【法務省・こ
ども家庭
庁】
対応不可

【法務省・こども家庭庁】
保育を目的とした外国人材の受入れについては、保育所等における保育が、生涯にわたる人格形成にとっ
て極めて重要な時期に、その基礎を培うべく、教育と養護を行うものであり、我が国の保育士資格を有する
者により行うことが基本であること、保育現場における影響、日本人職員の処遇改善等の状況を考慮しつ
つ、保育現場も含めた幅広い関係者のコンセンサスを得ることが必要であり、新たな在留資格を創設するこ
とは困難です。

82 令和6年9月19日 令和6年10月17日

放課後児童支援員
の外国人登用に向
けて在留資格制度
の創設

少子化対策としての保護者が安心
してお子様を預けられる学童保育
環境整備、学童保育人材不足改
善、外国語教育ニーズや学童施設
のグローバル化への対応等のた
め、外国人の放課後児童支援員の
在留資格制度を創設

現行の入管法において、学童で就労する職員は「放課後児童支援員」の資格有無に関わらず、在留資格として認めら
れていない。したがって、学童で勤務する場合は、語学教師として「技術・人文知識・国際業務」就労ビザを取得するか、
永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等などの就労制限がない在留資格を持っていることが必要となる。

一方で、介護業界においては、外国人介護士の受け入れの仕組みは、ＥＰＡ（経済連携協定）、在留資格「介護」、技能
実習、特定技能の４制度があり、深刻な人材不足を解消する一つの方法として活用されている。また、家事支援人材の
受け入れについても国家戦略特区の中で認められている。

共働き家庭などの小学生を預かる「放課後児童クラブ」（学童保育）は、人手不足に陥っており、待機児童の解消に向け
た受け皿整備の足かせになっている。したがって、外国人登用に向けた在留資格制度創設が、人材確保策として期待で
きる。

学童保育の質の観点においても、外国語教育ニーズに応えることに加えて、加速する学童施設のグローバル化の中
で、外国人職員は、ネイティブとして多国籍の子どもや保護者とコミュニケーションが取れるため、多文化共生保育を強
力に支える頼もしい人材となる。

株式会社
ポピンズ

法務省
こども家庭庁
内閣府

【法務省・こども家庭庁】
放課後児童クラブ（児童福祉法第６条の３第２項における放課後児童健全育成事業）において放課後児童支
援員として従事するには、基礎資格（保育士等）または勤務経験（高卒後２年以上児童福祉事業に従事した
者等）を得た上で、各都道府県知事等が実施する認定資格研修を受講し認定を受ける必要があり、当該認
定には国籍要件は設けられていないため、外国人が当該認定を受ければ放課後児童支援員になることは可
能です。

他方、現行の入管法においては、放課後児童クラブで育成支援に従事する活動に対応した在留資格はな
く、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」などの就労制限がない在留資格を持つ者が上記
認定を受けた場合に限り、放課後児童支援員として従事することが可能です。

また、外国人が放課後児童支援員として育成支援を行う以外、例えば語学講師を目的として就労する場合
は、在留資格「技術・人文知識・国際」等の下で当該職務に従事することは可能です。

【法務省】
出入国管理及び難民
認定法別表第一

【法務省・こ
ども家庭
庁】
対応不可

【法務省・こども家庭庁】
放課後児童支援を目的とした外国人材の受入れについては、放課後児童クラブ従事者の業務内容が、小学
生（特別支援学校小学部の在籍児童を含む）に対する支援であり、日本語によるコミュニケーションや専門的
な知識等が求められていること、現場における影響、日本人職員の処遇等の状況を考慮することが必要であ
り、新たな在留資格を創設することは困難です。
また、提案にある外国語教育は、放課後児童健全育成事業に包含されるものではなく、付加的に行うものと
して整理しており、補助等は行っておらず、放課後児童健全育成事業において行われるべきものとは考えて
いません。

83 令和6年9月19日 令和6年10月17日
児童手受給資格を
明確にしてください

児童手当受給について、居住の実
態についての判断が不明確です。
各市町村で解釈が異なることがな
いように居住実態の判断基準を示
してください。
また、内閣府子ども・子育て本部児
童手当管理室配布の児童手当Q＆
A集問３－３の１つ目の〇は住民票
の有無が判断基準と記載されてい
ますが、２つ目の〇では適切な住
所の認定を行うと書いてあり、住所
の認定を誰が行うのかその解釈に
ついても明確にしてください。

例えば名古屋市や京都市は、HPに受給には居住の実態が必要である旨記載されています。しかし、居住の実態とは何
なのか判断基準が示されていません。
内閣府子ども・子育て本部児童手当管理室配布の児童手当Q＆A集問３－３にある適切な住所の認定を行うのは住民基
本台帳法所管課でしょうか、児童手当法所管課でしょうか。つまり、適切な住所が海外であると認識された人はまず住民
票を行政抹消され、それをもって児童手当の受給資格も失うということでしょうか。もしくは住民票が日本にある場合も児
童手当を受給できない場合もあるのでしょうか。
同じ状況の国民が児童手当をもらえる場合ともらえない場合があるのは憲法14条にも反していると感じます。
社会的な効果
基準が明確化され地域の差がなくなることで、国民の平等性が保たれます。

個人 こども家庭庁
児童手当の支給要件には、「日本国内に住所を有するもの」が含まれるところ、この住所とは、住民基本台
帳法上の住所を指すことから、住民基本台帳から、抹消され日本国内に住所がない方については児童手当
の支給は行われません。

児童手当法第３条第
１項及び第４条第１
項

対応不可

居住の実態の有無については、一般に生活の本拠があるかによって判断されますが、その判断基準は様々
な生活の状況により個別具体的な総合考慮に基づくものであり、一元的な基準をお示しすることは困難で
す。
児童手当の支給要件には、「日本国内に住所を有するもの」が含まれるところ、この住所とは、住民基本台
帳法上の住所を指すことから、住民票が日本国内にない場合には児童手当の支給は行われません。

【デジタル庁】
左記の引越手続のオンライン化について、更に多くの自治体でご活用いただけるよう、より一層の周知を図

るとともに、転入手続における完全オンライン化についても、引き続き検討を進める。

【自治体のフロントヤード改革（総務省）】
 オンライン申請や書かない窓口などの取組について、モデル事業などを通じ全国に展開してまいります。

【国土交通省】
制度の現状欄に記載のとおりです。
引越しOSSといったサービスも提供しており、本サービスをご利用いただくと、新しい車検証を郵送で受け取
ることができる上に、新しいナンバープレートへの交換についても、次回継続検査（車検）時までに、交換を猶
予することができますので、新しい車検証とナンバープレートを受け取るためだけに運輸支局等に来訪する
必要がありません。

【運転免許証の更新関係（警察庁）】
運転免許証の更新手続については、令和７年３月24日から、免許情報記録個人番号カード（いわゆる「マイ

ナ免許証」）を保有する方は、優良運転者又は一般運転者であれば、更新時講習をオンラインで受講するこ
とができるようになります。

また、制度の現状欄に記載のとおり、更新の際の手数料の徴収については、各都道府県の条例により定
められていることから、警察庁において具体的対応をお示しすることは困難です。

【デジタル
庁】
現行制度下
で対応可能

【総務省】
対応

【国土交通
省】
現行制度下
で対応可能

【警察庁】
対応（手数
料について
は対応不
可）

【デジタル庁】
住基法第24条の2
デジタル手続法第6
条
総務省関係法令に係
る情報通信技術を活
用した行政の推進等
に関する法律施
行規則（平成15 年総
務省令第48 号） 第4
条第１項

【総務省】
なし

【国土交通省】
道路運送車両法（昭
和26年法律第185号）
第12条

【警察庁】
道路交通法（昭和35
年法律第105号）第
101条から第102条の
３まで
道路交通法施行規則
（昭和35年総理府令
第60号）第29条
地方自治法（昭和22
年法律第67号）第228
条第１項及び第231
条の２第１項

・【地方公共団体の行政手続のオンライン化の推進（デジタル庁）】
2023年2月6日よりマイナポータルを通じて全ての市区町村でオンラインによる転出届の提出と、転入手続

のための転入先市区町村への来庁予定の連絡が可能となった。転出元市区町村は、転入先市区町村に転
出証明書の情報を事前に通知することとなり、転入先市区町村では、その情報と来庁予定の連絡を用いて、
転入手続に係る事前準備を行うことも可能となった。これにより、転出手続のための来庁が不要となったほ
か、転入手続においても、来庁時の待ち時間の短縮や紙面記入の省略等の効果が期待される。

・【自治体のフロントヤード改革（総務省）】
住民票の写しの交付請求などの自治体手続については、オンラインでの事前申請や、役所への来庁後に

マイナンバーカードを読み取って申請書を作成するなどの方法により、申請書記載の負担を減らす「書かな
い窓口」の導入が進んでいます。

・【車検証の住所変更関係（国土交通省）】
車検証の住所氏名等に変更があった場合には、変更登録を行う必要があります。最寄りの運輸支局等に来
訪された場合には、OCRシートに必要事項を記入いただき、住民票などの変更の原因を証する書面等の提
出が必要になりますが、お手持ちのパソコンやスマートフォンから電子的に申請が行えるサービス（自動車保
有関係手続のワンストップサービス（OSS））を提供しており、マイナンバーカードの利用により本人確認を電
子的に行うことで、住民票や印鑑証明書といった書面の提出が不要になります。

・【運転免許証の更新関係（警察庁）】
現行の運転免許証の更新手続では、講習や適性検査等を受けていただき、新しい運転免許証を交付する

必要があるため、運転免許センター等にお越しいただいています。
また、地方公共団体による手数料の徴収については、地方自治法（昭和22年法律第67号）の規定に基づ

き、条例の定めるところにより行うこととされています。

デジタル庁
総務省
国土交通省
警察庁

個人

引越しにともなう転入転出届といっ
た基本的なものから、車検証の住
所変更（ナンバー変更）、車庫証明
から、免許更新など、国が行う行政
手続きでは、必ず手続き毎に申請
書を記入して提出する必要がある。
2030年までに、マイナンバーカード
を使用した電子申請をした場合に
は、オンライン決済とし、窓口で紙
での書類提出や手続きを全廃し、
待ち時間ゼロで本人確認のうえす
ぐに交付、手続き完了させる。

2030年までに紙の
申請書等の全廃と
待ち時間ゼロ

春の引越しの際に、事前にデジタル庁が奨励しているマイナポータルを通じたオンラインによる転出届を行った。転出時
は良かったが、転入時に改めて紙の申請を書き、住民票写しや印鑑登録なども改めて申請書を書き提出することになっ
た。

また、車検証の住所変更に至ってはOCRシート含めて記入が必要な書類が多岐に渡り、、専門の業者出なければ非常
に難易度が高い。

自動車運転免許の更新も長時間も列に並び、おばさんに更新料を現金で支払い、印紙の貼られた申請書を受取り、自ら
住所氏名等を記入し、、という無駄な作業があまりに多い。

とにかく待ち時間が長い役所の窓口では、申請者と役所の双方の時間とお金というコストを削減するために、事前にオン
ライン申請とオンライン決済で完結させ、当日は本人確認と書類の受領のみ、本人確認と車台番号の確認とナンバープ
レートや車検証の受領のみ、予約時間に視力検査と講習の受講して新しい免許の受領のみ、手短に終えられるように
し、双方の生産性を向上させるべき。

あまりに時間がかかり効率がわるく、デジタル化とはほど遠い。

令和6年11月13日令和6年10月18日84
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85 令和6年10月18日 令和6年11月13日

刑法175条が保護法
益を満たさない事に
よる当該刑法の廃
止

刑法175条の保護法益として「性的
秩序を守り、最少限度の性道徳を
維持すること」（チャタレイ事件最高
裁判決）とされているが、PC及びス
マートフォンの普及に伴い、インター
ネットの利用率が84.9％となってい
る中で、誰もがわいせつ画像等に
触れる事が可能となっており、当該
法の保護法益が実質無意味なもの
となっていることから、刑法175条廃
止を提案する。

刑法175条の保護法益としては複数の学説が存在している。
１) 性道徳・性秩序の維持が保護法益とする説
2) 犯罪や重大な反社会的行為への因果関係がある限りで処罰に値するとする説
3) パンダリング理論
4) 他人の見たくない権利を保護法益とする説
5) 青少年の保護を目的とする説
この内、チャタレイ事件の最高裁判決（最高裁判所 昭和28年(あ)第1713号）においては1を採用している。
しかしながら、この判決は昭和32年に出ており、インターネットが普及する以前であり、インターネットが普及した今日では
誰もがわいせつ画像等に触れる事が可能となっており、当該法の保護法益が実質無意味なものとなっている。
また、2～5の説についても、証明・解釈・立証不可であり、保護法益とはなり得ない。
従って、保護法益が実質無意味となっている当該刑法は刑法の特性上相応しくなく、多くの疑念を生むことから廃止する
事を提案する。
廃止となった場合、既に約47兆円規模の所謂アダルト市場がさらに活発化するだけでなく、税収増の観点からも良いと思
われる。
また、当該刑法において度々問題視されている「表現の自由の萎縮効果」の緩和にも繋がる。

個人 法務省

刑法第１７５条は、第１項において、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布
し、又は公然と陳列した者及び電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者
を、第２項において、有償で頒布する目的で、第１項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者を
処罰することを規定しています。

刑法175条 対応不可
刑法第１７５条は、性道徳・性秩序の維持等を保護法益とするものであると解されており、同法益は現時点に
おいても保護に値するものである上、同条の構成要件が明確性に欠けるものでもないことから、同条を廃止
する必要はないと考えています。

86 令和6年10月18日 令和6年11月13日

ＦＩＴ住宅用太陽光発
電に蓄電池を後付
けする手続きの短縮
化

ＦＩＴ認定された住宅用太陽光発電
に蓄電池を後付けする場合、ＦＩＴ認
定の変更認定申請が必要である
が、申請から認定までに要する期
間が長く、設置の工事自体はすぐ
に完了するものの、いつまでも経っ
ても蓄電池が使えていない。
変更認定申請はＪＰＥＡ代行申請セ
ンターが窓口となって処理している
が、ＦＩＴの買取価格が変わらない変
更認定申請や簡易な変更認定申請
等を対象として、通年にわたって申
請を受け付けを行い、優先して速や
かに処理する別枠の窓口（ファスト
トラック）を設けていただきたい。

災害時の電源確保のために蓄電池の取付工事を契約したが、ＦＩＴ認定の変更認定申請の時期が年度末だったためか、
３か月を経過しても申請に対する回答がなく、蓄電池を使用開始できていない。今後、防災意識の高まりと蓄電池価格の
低下によって、事後的な蓄電池の取付を希望する家庭が増えると考えられるため、そのような頻繁に起こり得る変更手
続きについては、優先的に速やかに処理する別枠の窓口を設けて、手続きに要する期間の短縮化を図るべきと考えたた
め提案した。特に、住宅における蓄電池の普及は、災害対応の他にも、余剰売電の電気が減少することで再エネ賦課金
の抑制にも役立つため、積極的に導入が進むように制度を整えるべき。

個人 経済産業省
再エネ特措法に基づく認定を受けた太陽光発電設備において、蓄電池等の自家発電設備に変更が生じた
場合、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第十条および同法施行規則第九条十三
に基づき、変更事項について申請し、認定を受ける必要がございます。

再生可能エネルギー
電気の利用の促進に
関する特別措置法
（平成二十三年法律
第百八号）

対応不可

FIT/FIP 制度は、電気の使用者が負担する賦課金によって支えられている制度であり、当該制度の認定を
受けた事業者は円滑かつ適切な事業実施と安定的かつ効率的な発電を実施するための事業計画を策定
し、当該計画に沿って事業を実施していただく必要があります。
今回ご相談いただいた蓄電池の設置を含め、事業計画において変更（再エネ特措法施行規則に規定する軽
微な変更を除く）が生じた場合には、変更内容が再エネ特措法の認定要件を満たすか否か、再度審査する
必要が生じるため、事業者の方には変更認定申請を行っていただく必要があります。
再エネ特措法に基づく変更認定申請の審査においては、様々な変更項目・内容がありそれらに応じて優先
順位を設定することが困難であることや、審査の公平性の観点から、申請がなされたものから順次審査を
行っております。そのため、申請内容に応じて優先処理するファストトラックを設けることは現状想定しており
ません。他方、審査全体が円滑に行われるようシステム整備等の工夫を進めているところであり、引き続き、
審査の円滑化のためにどのような対応が可能か検討してまいります。

87 令和6年10月18日 令和6年11月13日

法人を対象とした貸
付けの契約における
契約締結前書面の
廃止

法人を対象とした貸付けに係る契
約の場合、契約締結前書面の交付
は原則不要としていただきたい。

・現在の貸金業法では、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする際、当該契約を締結するまでに、貸付の利率
等の当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならないとされている。
・本条の趣旨は、事前に契約の内容を説明する書面を交付することで、資金需要者に契約に先立って、十分に借り入れ
条件等を理解させ借入の判断ができるようにするためである。
・一方で本条のような契約締結前書面の交付は、貸金業者以外の金融機関が締結する同様の金銭消費貸借契約にお
いては必要ない。
・また法人については、個人とは異なり、日々の業務において、様々な契約行為が行われているのが一般的であり、契約
の判断力は個人に比べて優るといえる。
・資金需要者である法人からも「契約を締結するまでに」とはいえ、ほぼ時差なく交付される契約内容と同様の契約締結
前書面を含め、「貸金業者からの借入れは、書類が多く複雑である」との声がある。
・加えて、グループ会社間の融資においても貸金業者である以上、本契約締結前書面の交付をしなければならないのが
現状である。
・このような状況を鑑みれば、法人を対象とした貸付けに係る契約の場合、契約締結前書面の交付は原則不要としてい
ただきたい。

日本貸金
業協会

金融庁
貸金業者は、貸付けに係る契約等を締結しようとするときなどにおいて、顧客が借入条件等を十分に理解し
た上で借入判断を行えるよう、十分な情報提供を図る目的から、当該契約の内容を説明する書面等を交付
しなければならないこととしております。

貸金業法第16条の２ 対応不可

貸金業法上、資金需要者等が契約に先立って十分に借入条件等を理解した上で借入れの判断を行うこと
ができるようにする観点から、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締
結するまでに当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方となろうとする者に交付しなければなら
ないこととされております。

この点、貸金業者には、資金需要者等が個人であっても法人であっても区別なく同様の規制がかかること
となっているところ、法人は規模、形態等が多様であり、資金需要者等が法人であることのみをもって個人よ
りも契約判断力が優れているということは一概には言えないと考えます。

このため、法人向けの貸付けに係る契約の締結前書面の廃止については、資金需要者等の利益を損なう
おそれが必ずしも否定できないことから、慎重であるべきと考えております。

88 令和6年10月18日 令和7年1月20日

240810ST87[3/3]取
締役会設置会社に
おける完全親子会
社間の取引の添付
書面を明確化する

311204001提案は、取締役会設置
会社における利益相反取引の添付
書面について、規制緩和を求めた
ものである。／提案者は、ここで一
般的な利益相反と完全親子会社の
事例を挙げ、前者には取締役会議
事録、後者には完全子会社である
証明書が必要であるとした上で、ど
ちらも取締役会設置会社であれば
取締役全員の印鑑証明書の添付
が必要であるのに対し、取締役会
非設置会社であれば株主総会議事
録で済むため、取締役の印鑑証明
書が要らないのは不公平であると
いう。／これに対して法務省は、「利
益相反取引について、…承諾を証
する情報を記載した書面として認め
られるためには，…当該書面に記
名押印した者（作成者）の印鑑証明
書を→

→添付する必要があります。」として、この取扱いは正当であるとする。／しかし、完全親子会社の取引についてはそもそ
も利益相反が生じていないため、この回答は、提案の後半部分を完全に無視している。／取締役会設置会社において、
完全親子会社間の取引には、取締役全員の印鑑証明書が本当に必要なのか？／「特許権等の産業財産権」の利益相
反取引を解説した、特許庁の「移転登録申請における利益相反行為について」というページでは、完全親子会社間の取
引の添付書類は「契約日時点のものについて代表者により証明された株主名簿」と「株主名簿の認証日以降に認証され
た、発行株数の記載のある登記事項証明書」のみだとする。／利益相反取引は会社法の規定によるもので、取引対象
が不動産か特許権かで、手続に違いはない。／同様に、「表面的には利益相反行為だが、実質的には利益相反行為に
は該当しない場合」も、取引対象が不動産か特許権かで、手続が異なるのは奇妙である。／したがって、不動産登記に
おいても、完全親子会社間の取引については、「契約日時点のものについて代表者により証明された株主名簿」を提出
すればそれ以外の添付書面は不要とすべきである。／そうすると、H31時点で、完全親子会社間の取引に取締役全員の
印鑑証明書が不要であれば、法務省は、(1)についてのみ回答するのではなく、「(2)につき事実誤認」とも回答すべきでは
なかったか？／「都合の悪いことは無視し、都合のよいことだけ返事をする。」という〇〇話法だろう。／縦割り110番では
省庁の非を提案者に転嫁した「事実誤認」回答が頻繁に出されているが、政府は、提案者に対して誠実に回答すべきで
ある。

商業登記
ゲンロン

法務省
取締役と会社間において利益相反行為に当たる取引を登記原因とする登記を申請する場合には、取締役会
設置会社においては取締役会議事録を、取締役会設置会社以外の会社においては株主総会議事録をそれ
ぞれ提供しなければならないとされています。

不動産登記令第７条
第１項第５号ハ
会社法第３５６条第１
項、第３６５条

事実誤認

完全親子会社間の取引を登記原因とする登記の申請では株主総会議事録又は取締役会議事録の提供は
必ずしも要求されませんが、当該取引時点において完全親子会社であったことを証する情報の提供が必要
となります。どのような情報を提供すべきかについては個別の事案に応じて登記官が適切に判断しているも
のと承知しています。
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89 令和6年10月18日 令和6年11月13日
調理師試験は実務
経験なしにて受験資
格を与える。

今調理師試験は 実務経験２年で
受験資格を与えている。実務経験
なしで試験に合格しその後実務経
験２年で免状を与えることを提案し
ます。

福祉施設や病院などの厨房（ちゅうぼう）では、直営でも委託の場合でも、人手が足りていません。なぜか申し上げますと
コロナで仕事が減っていて飲食業界の方が働きに来てくれないのです。そこで提案として調理師試験実務経験なしで受
験資格を与えてほしいです。短期間で資格を取ることができ、調理師の職種選択肢が広げることが可能になり、人手不
足が解消する。

個人 厚生労働省

○調理師試験は、学校教育法第57条に規定する者で、多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は
営業で厚生労働省令の定めるものにおいて２年以上調理の業務に従事した者について、調理、栄養及び衛
生に関して必要な知識及び技能を有していることを確認するものとしています。この技能が、実務を通じて獲
得されていることを確認するため、調理師試験を実施しているものであり、受験するまでに経験していただく
こととしております。

調理師法（抄）
（昭和三十三年法律
第百四十七号）

対応不可

○前述のとおり、実務経験なしに、調理師試験を受験することは困難です。
○現行制度において、社会福祉施設や病院に配置される調理員は、調理師に限定する規定はありません。
このため、これらの施設で調理員として働く者については、現行制度においても働きながら調理師免許の所
得を目指していただくことが可能であると考えています。

90 令和6年10月18日 令和6年11月13日
商工会議所から商
工会への組織変更
のための制度整備

「商工会議所」から「商工会」への組
織変更のための制度整備を検討
し、小規模な「市」においても経営支
援・経営相談窓口の機能を維持で
きるようにしていただきたい。

地区が「市」の場合は「商工会議所」、「町村」の場合は「商工会」が基本原則となっていますが、いまや市制移行時の人
口・商工業者数を大幅に下回り、町村時代と同様の人口・商工業者数となっている「市」は珍しくありません。
商工会議所は、議員制度・会員外にも議員選挙権を与える特定商工業者制度など、その運営にはコストがかかります。
このため、よりシンプルで一般社団法人と同程度のコストで法人運営が可能な「商工会」に組織変更をしたいと考える「商
工会議所」もいるところです。
しかし、商工会議所法・商工会法の地区規定によって道が閉ざされています。逆の「商工会」から「商工会議所」への組織
変更は、前身組織の解散を挟まざるを得ませんが一応は可能です。一方、「商工会議所」から「商工会」への組織変更
は、解散を挟んだとしても、地区が「市」のままだとできません。
小規模な「市」においても経営支援・経営相談窓口の機能を維持できるように「商工会議所」から「商工会」への組織変更
のための制度整備を検討してください。
現在も、立地していた「町村」が「市」に移行した際にも「商工会」であることを選択した「商工会」は、引き続き「市」を地区
にした「商工会」で居続けていることからも、実態面からの問題はないはずです。

個人 経済産業省

まず、商工会議所の解散については商工会議所法第60条の規定により定められております。

その上で、商工会法第7条に「商工会の地区は、一の町村の区域とする。ただし、商工業の状況により必要
があるときは、一の市又は二以上の市町村の区域とすることができる。」と定められており、他の商工会の地
区又は商工会議所の地区と重複がなく、商工業の状況により必要があるときにおいて商工会区域を市とする
ことが可能となっております。
商工業の状況により必要がある場合についてはそこに商工業の総合的経済団体として商工会議所ないし商
工会を設立する必要があるにもかかわらず何らかの事情により商工会議所が未だ設立されていない等の事
情が考慮されます。

商工会議所法第60
条、商工会法第7条

現行制度下
で対応可能

「制度の現状」の記載のとおり、現行制度下で対応が可能です。

91 令和6年10月18日 令和6年11月13日

高機能工作機械の
準備（起動・データ取
込・材料取付・清
掃）、実行が「歯科技
工」に該当しないこと
の明確化

歯の補綴物（例えばかぶせもの等）
の作成は近年ハイテク化が進み、３
Dプリンターで造形する、自動加工
機械で材料を切削する等、高機能
の工作機械を用いることが一般的
となっている。
この過程で行う、当該工作機械の
準備（起動・データ取込・材料取付・
清掃）や、実行ボタンを押すという
事務的な操作であっても、「歯科技
工」に当たるものとされ、歯科技工
士以外が行うことは禁止されてい
る。
これらの事務的作業や操作を、歯
科技工士の指示に従って行うことを
条件に、歯科技工士以外でも行うこ
とが可能であることを明確化してい
ただきたい。

○歯の補綴物の作成等を内容とする「歯科技工」は歯科技工士しか行うことができない（A）。これは、当該行為には高度
な技術や歯科技工的な知見が必要であるためと考えられる。
○現在、補綴物の作成は、ＰＣで設計し座標データ化したうえで、３Ｄプリンタで造形又は加工機械が自動で材料を切削
したものを、研磨して仕上げることが一般的となっている。このうち、座標データはUSBメモリ等を介して工作機械へ送り、
工作機械の実行ボタン等を押すことにより、工作が開始される。
○現行制度では、歯の補綴物の作成等については、コンピューターを利用して行う過程も含め「歯科技工」にあたると整
理されており（B）、例えば実行ボタンを押す行為それだけをとっても歯科技工士が行う必要がある。
○しかし、機械の準備行為や実行ボタンを押す行為には歯科技工的な知見が必要ではなく、設計を歯科技工士が行い、
その設計通りに機械が加工を行い、最終的な確認を歯科技工士が行う（責任も歯科技工士が負う）のであれば、過程に
含まれる事務的行為を歯科技工士以外に任せても不具合は生じない。そこで、Bの通知を廃止し、準備（起動・データ取
込・材料取付・清掃）、実行は歯科技工士以外が行えることを明確化すべきである。
○類例として、薬剤師に関しては、薬剤の最終的な確認は薬剤師が行うこと等を条件に、薬剤の取り揃え等の機械的な
作業は薬剤師以外の者が行えることが解釈上明確化されており（C）、これと同様に考えることが可能と思われる。
○歯科技工士業界も例に漏れず人手不足が進んでいる他、歯科医療の質の高度化・国際競争力の強化のために必要
かつ重要な改革と考えられる。

個人 厚生労働省

歯科技工士法第２条第１項において、歯科技工とは、「特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充
てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工すること」と定義され、コンピューターを利用して行う過程も
含めて、歯科技工に該当するとお示ししています（平成28年４月11日医政歯発0411第３号）。
また、同法第17条第１項において、歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行ってはなら
ないと規定されています。

歯科技工士法第２条
第１項、第17条第１
項

検討を予定
歯科技工士の業務のあり方等については、検討を行っているところです。引き続き、関係団体等のご意見を
踏まえながら、対応を進めてまいります。 △

92 令和6年10月18日 令和6年11月13日
オンライン服薬指導
時の調剤制限緩和

利用者がオンライン服薬指導を希
望した際、利用者発のFAX等を受
けての処方箋原本なしでの調剤を
制限付きで認めて頂きたい

オンライン服薬指導を希望する際、現行の規制では処方医が備考欄にオンライン服薬指導希望の旨を記載し、発行医
療機関よりFAX等で送信されたものについてのみ原本なしでの調剤が認められている。この場合、処方箋は後日医療機
関から直接調剤薬局に送付されることとなっており、そのコストや事務処理負担を避けるためにオンライン服薬指導希望
に対応していないケースがある。また、医療機関で申し伝えが必要なため後からの切り替えができないというデメリットも
ある。
ただし、仮に患者からのFAX等のみを根拠に調剤を行うことを認めた場合、その処方箋が二重受付となるリスクも存在す
るため、現物交付前の処方箋原本確認・回収は必須である。
一方、現行でも在宅医療においてはFAX等での調剤が認められており（平成10年12月25日医薬企第90号 各都道府県
衛生主管部（局）長殿 厚生省医薬安全局企画課長通知）、この場合は訪問時に処方箋原本を確認・回収した上で服薬
指導及び交付を行うことが認められており、この方式であれば二重受付が起こることはない。オンライン服薬指導におい
ても同様の仕組みが考えられるのではないか。
これが実現した場合、利用者にとってオンライン服薬指導の選択が容易となり、より利用しやすい制度になることは想像
に難くなく、また処方箋を発行する医療機関の事務処理負担も期待される。

個人 厚生労働省

薬剤師は、医師・歯科医師からの処方箋により調剤を行うこととなっており、二重受付や改ざん防止等の観
点から処方箋の原本管理は重要であると考えています。ただし、患者がオンライン診療を受け、その後にオ
ンライン服薬指導を行う場合に、対面の場合のように医療機関から患者に処方箋を交付する機会が生まれ
ないことから、処方箋の備考欄への一定の記載を前提に、医療機関から送付された処方箋原本が薬局に到
着するまでの間、ファクシミリ、メール等により送付された処方箋を原本と見なして調剤等を行えると示してい
るところです。
一方、令和５年１月26日より電子処方箋の全国的な運用が開始されているところであり、電子処方箋を用い
れば、ファクシミリ、メール、郵送等を用いずに、医療機関が電子的に発行した処方箋を薬局で応需すること
が可能となっておりますので、ご活用をお願いいたします。

地域における医療及
び介護の総合的な確
保の促進に関する法
律（平成元年法律第
六十四号）第12条の
２

現行制度下
で対応可能

制度の現状に記載のとおりです。 △

93 令和6年10月18日 令和6年11月13日

調剤前に薬局で登
録医師の確認が必
要な医薬品の確認
方法の統一

調剤前に薬局で登録医師の確認が
必要な医薬品の確認方法（薬局の
事前登録の要否、確認窓口ＷＥＢ、
確認可能時間を２４時間に、確認書
類・確認事項・確認頻度、確認結果
による調剤可否や報告対応、等）の
統一を希望します。

調剤前に薬局で登録医師の確認が必要な医薬品の確認方法は文末の参考サイト等の記述の通り、薬剤ごとに、薬局の
事前登録の要否、確認対象薬剤と対象疾患の条件、確認窓口（各社コールセンター、ＷＥＢ等）、確認可能時間、確認す
べき書類・確認事項・確認頻度、確認結果による調剤可否や報告対応の差異などが多岐にわたり、その確認の意義・重
要性からも神経を使い、時間や手間もかかります。

薬剤師の重要な職務である公衆衛生の保持のため必要かつ担うべき業務であることは理解しており、また各社・各薬剤
の性質上確認内容等にある程度の差異が生じるのはやむを得ないとしても、確認の性質上の共通項が多く、医療ＤＸの
必要性が求められる中、もう少し共通化した確認方法が整備できないかと感じます。このため、可能な範囲でその統一を
希望します。

【参考サイト】
ｈｔｔｐｓ：／／ｋａｎｒｉ．ｎｋｄｅｓｋ．ｃｏｍ／ｉｙａｋｕ／ｉｙａｋｕ１０．ｐｈｐ
ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃｈｏｕｚａｉ－ｐｈａｒｍａｃｙ．ｃｏｍ／ｅｎｔｒｙ／ｄｏｃｔｏｒ＿ｃｈｅｃｋ
ｈｔｔｐｓ：／／ｐｈａｒｍａｃｉｓｔａ.ｊｐ／ｃｏｎｔｅｎｔｓ／ｓｋｉｌｌｕｐ／ａｃａｄｅｍｉｃ_ｉｎｆｏ／ｏｔｈｅｒ／３１３２／

個人 厚生労働省
個別に登録等が必要な薬剤の確認方法については、薬剤の品質、有効性又は安全性に基づき検討が行わ
れて、設定されています。

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律（昭和三十
五年法律第百四十五
号）

対応不可
制度の現状に記載の理由により、統一的な方法とすることは困難ですが、適切な運用については引き続き検
討して参ります。 △
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日

提案事項

94 令和6年10月18日 令和7年1月20日

240825ST92[2/3]復
代理人が登記識別
情報を受領する場合
には、復代理人への
直接授権を認める

登記研究801号は、司法書士法人
の使用人司法書士が登記識別情
報を受領するには、司法書士法人
を代理人とする委任状に登記識別
情報の受領と、登記識別情報の受
領につき復代理人の選任とが授権
され、使用人司法書士を代理人と
する委任状に登記識別情報の受領
についての授権が必要であるとす
る。／なぜ原代理人である司法書
士法人に登記識別情報の受領権限
が必要なのか？／【復代理】民法
106条1項は、「復代理人は、その権
限内の行為について、本人を代表
する」とする。／復代理人は原代理
人から与えられた権限の範囲内で
しか本人を代理できない。／そうす
ると、代理人には復代理人に授権
する権限がなければならないことに
なる。／しかし、→

私的自治として、本人が復代理人に直接委任することが禁止されるものでもない。／すなわち、本人は代理人に復代理
人の選任権を授与するとともに、直接、登記識別情報の受領を復代理人に委任していると構成できる。／1枚の委任状
に、復代理人選任の委任事項と、登記識別情報受領の委任につき復代理人を直接の代理人とする専任の白地委任とが
併存していることになる。／したがって、原代理人の受領権限を要件とすることは間違っている。／【登記識別情報の受
領】R3規制改革636提案は、申請人が登記識別情報を郵送受領する場合は本人限定受取郵便しか認められないのに、
司法書士が受け取る場合は書留が可能であるだけでなく、実態として依頼人に簡易書留で転送しているから、転送方法
を規制するべきだとしたものである。／これに対して法務省は、「代理人が受領した登記識別情報を記載した書面を、登
記識別情報の通知を受けるべき者に対して送付する具体的な方法については、当該代理人と当該登記識別情報の通知
を受けるべき者の間で決めるべきであって、不動産登記法令により、その具体的な方法を定めることはなじまないものと
考えます。」と回答した。／法務省が規制するのは、登記識別情報が登記所を出るまでであって、それ以降は私的自治
の問題として関与しないのだろう。／そうすると、復代理人が登記所で登記識別情報を受領した後、それを誰に渡そうが
私的自治である。／したがって、使用人司法書士が受け取った登記識別情報を司法書士法人に渡しても、原代理人たる
司法書士法人の受領権限は問題にならず、原代理人への「登記識別情報の受領」権限を要件とする上記規制は過剰で
ある。

商業登記
ゲンロン

法務省

登記識別情報の通知は、申請人である登記名義人に対して行うこととされているところ、登記識別情報の通
知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、この通知は、当該代理人に対して行うことと
されています。また、代理人が登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けている場合におい
て、復代理人が登記識別情報の通知を受けようとするときは、申請人の作成した委任状に、代理人に登記識
別情報の通知を受けるための特別の委任をする旨及び当該登記識別情報の通知を受けることに関して復
代理人を選任することができる旨が明記されており、かつ、代理人の作成した委任状に、復代理人に、復代
理人として当該登記識別情報の通知を受けるための権限を授与する旨が明記されている必要があります。

民法第106条第１項、
第２項
不動産登記規則第62
条第２項

対応不可

不動産登記規則が登記識別情報の秘匿性等に鑑み、その通知を受けるための特別の委任を受けた代理人
がある場合に限って代理人への通知をするものとしている趣旨を踏まえると、復代理人に登記識別情報の
通知をするためには、本人が代理人に特別の委任を行い、かつ、代理人が復代理人に特別の委任を行った
ことが確認される必要があります。
そのため、御提案に対応することは困難です。

95 令和6年10月18日 令和7年1月20日

240825ST93[3/3]復
代理には原委任状
に復代理人への登
記識別情報の特別
の授権を不要とする

登記識別情報の受領や暗号化を復
代理人にさせる場合、本人が原代
理人と復代理人の双方に授与しな
ければならない。／そんな通達が
あった気がする。／しかし、原代理
人に受領・暗号化権限があり、か
つ、本人が復代理人選任権限を授
与していれば、識別情報権限につ
いても復代理人に授与する意思で
あるとみるべきである。／【復代理
はメタ委任である】売買の登記申請
で、権利者と義務者が連名の委任
状を作成し、「1．…所有権移転登
記申請の件、1．登記識別情報の暗
号化及び受領の件、1．復代理人選
任の件」という委任をしたとする。／
規則62条2項により、登記識別情報
受領の委任は、当該登記申請とは
別にしなければならない。／しかし、
それ→

→は「登記申請手続に含まれない、登記申請手続と同等な」という意味で、それ以上の意味はない。／一方、復代理の
委任は委任状に記載された委任事項すべてを第三者に委任するメタレベルの委任で、こう解さなければ申請権限も授権
できない。／【補助者や事務員の受領を認めている時点で、事実上の復代理】指示書があれば補助者でも受領できる。
／郵送であれば事務員でも受領できる。／この時点で、105条が規定する「自己の責任で」第三者に受領させていること
になる。／委任者からすれば、第三者が被用者であるか委託先であるかに、実質的な違いはない。／復代理人選任の
許諾を得ている以上、登記識別情報受領についての特別の授権は不要と解すべきである。／【暗号化委任により第三者
への提供ができる】「登記識別情報の暗号化の件」という委任事項は相手方が特定されておらず、法務省のオンライン
サーバーに限らず、原代理人は誰に対しても登記識別情報を暗号化して送信することができる。／したがって、復代理人
は合法的に登記識別情報を知り得るし、上述のメタレベルの委任事項である復代理によって、代理人と同様に暗号化を
することができる。／暗号化の委任は、「登記識別情報が、それを知る権限がある代理人から提供されたかどうかを登記
官が確認する必要がある」〔R3行政改革152回答〕からである。／したがって、仮に暗号化につきメタレベルの委任が及ば
なかったとしても、復代理人が暗号化して提供するについての支障は生じない。／【結論】以上の理由から、本人から原
代理人への委任状に復代理人への登記識別情報の特別の授権がなくても、復代理人は登記識別情報を授受できると考
える。

商業登記
ゲンロン

法務省

登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、この通知は当該代理人
に対して行うこととされています。また、代理人が登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けて
いる場合において、復代理人が登記識別情報の通知を受けようとするときは、申請人の作成した委任状に、
代理人に登記識別情報の通知を受けるための特別の委任をする旨及び当該登記識別情報の通知を受ける
ことに関して復代理人を選任することができる旨が明記されており、かつ、代理人の作成した委任状に、復代
理人に、復代理人として当該登記識別情報の通知を受けるための権限を授与する旨が明記されている必要
があります。

民法第104条
不動産登記規則第62
条第２項

対応不可

登記識別情報は、不動産登記制度固有の本人確認資料となるものであり、その秘匿性は高いことから、安
全確保のために慎重な取扱いが求められます。
委任による代理人は、本人の許諾を得ていないときは、復代理人を選任することができません。
また、登記識別情報の通知を受ける具体的な委任関係は、本人がその代理人を特に信頼して認めて委任し
ているものと考えられることから、本人が作成した代理人への委任状に、登記識別情報の通知を受けること
に関して復代理人を選任することができる旨が明記されていない場合は、代理人から委任を受けた復代理
人と本人との信頼関係が認められないため、復代理人は登記識別情報の通知を受けることはできません。
よって、御提案に対応することは困難です。

96 令和6年11月15日 令和6年12月16日

り災証明（内閣府）と
被災建築物応急危
険度判定（国土交通
省）について

被災建築物応急危険度判定（国土
交通省）→り災証明（内閣府）・被災
度区分判定（国土交通省）の役割
分担が各省で示されているが、１本
化できないものか。

り災証明の発行に時間がかかりすぎており、復旧や生活再建の足かせとなっている。建築物の調査している所が同じで
あればその結果を活用するなど柔軟に対応いただきたい。

個人
内閣府
国土交通省

被災建築物応急危険度判定は、余震などによる二次災害の拡大防止のため、市区町村が被害の状況等
を踏まえ判定実施が必要と判断される場合に、二次被害を防ぐ必要があるエリアに重点化して行われるもの
です。

罹災証明書の交付の前提となる住家の被害認定調査は、住家の被害の区分を判定し、各種被災者支援
策の適用の判断材料とするため、市区町村が実施するものです。

被災度区分判定は、建築物の被災の程度を評価し復旧の要否（補修、補強、解体）を判定するため、建築
物所有者の任意の依頼に基づき建築士が必要な調査を行うものです。

これらは、それぞれの趣旨・目的が異なるものですが、例えば罹災証明書の交付の前提となる住家の被害
認定調査を実施するにあたり、被災建築物応急危険度判定が実施されている場合には、その内容を活用す
ることを可能としており（※）、令和６年能登半島地震においても応急危険度判定の結果が被害認定調査に
活用されたところです。

（※）災害に係る住家の被害認定基準運用指針（令和６年５月・内閣府（防災担当）抜粋）
「住家の被害認定調査を実施するに当たり、傾斜度など応急危険度判定に係る調査の内容と共通する部分
もあることから、本運用指針による被害認定調査に先立ち、応急危険度判定が実施されている場合には、調
査の目的等が異なることを踏まえた上でその内容を活用することも考えられる。」

【罹災証明書】
災害対策基本法（昭
和36年法律第223号）

【被災建築物応急危
険度判定、被災度区
分判定】
なし

現行制度下
で対応可能

現行制度において、被災建築物応急危険度判定の内容を被害認定調査に活用することを可能としていると
ころであり、その旨を自治体に周知するなど、引き続き、被害認定調査及び罹災証明書発行の迅速な実施に
努めてまいります。

97 令和6年11月15日 令和6年12月16日
自立支援医療（精神
通院医療）について

自立支援医療の制度を使うと医療
費が安くなり助かっていますが、病
院と薬局が事前に登録された場所
でなければならないという制約があ
ります。
そのため、外出先で急きょ別の病
院にかかったり、薬局にかかったり
すると、自立支援医療の制度が使
えず、医療費が高額になってしまう
ため、事前登録の制約を廃止しても
らいたいです。

自立支援医療の制度で病院と薬局を事前に登録しているのは、受診歴や処方歴をきちんと確認するためだと思います
が、マイナ保険証があれば、どこの医療機関でもこれらを確認することが容易になると思われます。
そのため、病院と薬局を事前に登録しなければならないという制約を設ける必要がなくなると思われるので、事前登録を
廃止すれば、例えば、外出先に薬を忘れてしまって、急きょ受診することになっても、自立支援医療の制度を使って受診
して、ふだんどおりの診察を受けて薬を入手できたり、ふだん使用している病院や薬局が災害の影響で使えなくなって
も、別の医療機関で自立支援医療の制度が使えたりするなど、事前登録を廃止することで、メリットがあると思われます。

個人 厚生労働省
総合支援法第54条第２項において、「市町村等は、支給認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定自立支援医療機関」という。)の中から、当該支給認定に
係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。」とされている。

総合支援法第54条第
２項

対応不可
自立支援医療は、良好な治療関係の継続や医療費の管理上の必要性から、また公費負担医療制度の適正
な利用の観点から、基本的に一ヶ所の医療機関での治療が想定されておりますので、支給認定の際に、受
診者が自立支援医療を受ける指定自立医療機関等を定めることを廃止とすることは困難です。

98 令和6年11月15日 令和6年12月16日
刑法第175条の廃止
または改正に関する
規制改革

 刑法第175条の表現の自由保護強
化として、成人向けコンテンツや文
化的表現に対する規制の緩和を提
案します。具体的には、芸術、文
学、メディアにおける表現の自由を
侵害しないよう、特に漫画、アニメ、
成人向けコンテンツに対する過度な
規制を見直し、クリエイターや出版
業界の活動を保障する例外規定を
設けます。これにより、創造性や文
化的多様性を守り、日本のクリエイ
ティブ産業の発展を促進します。

 曖昧な基準による法適用の不安定性:現行の刑法175条では、「わいせつ」の定義が不明確であり、司法機関による判断
が主観的になりがちです。これにより、同じ行為が異なる裁判所で異なる結果となる可能性があり、法の適用が不安定で
す。これを避けるため、具体的で明確な基準の設定が必要です。
 表現の自由の侵害:芸術や文学、メディアでの表現が、刑法175条により過度に制限されています。特に、日本の漫画、
アニメ、ゲーム産業においては、この規制が創造性や産業の発展を阻害していると考えられます。表現の自由を保護す
ることは、文化の多様性や産業の振興に寄与するものであり、法律の見直しが必要です。
 インターネット時代への対応遅れ:インターネットの普及により、刑法175条が意図する規制の効果が限定的になっていま
す。VPNを利用して海外のコンテンツにアクセスすることが容易な現代において、国内法のみでの規制は現実的でない
場合があります。この点を考慮し、現代の情報流通環境に適した規制の見直しが求められます。
 国際的評価の改善:一部の国際的な人権団体から、日本のわいせつ物に関する規制が厳しすぎると批判されています。
これにより、日本の人権状況が国際社会で低く評価されるリスクがあります。国際基準との整合性を図ることで、日本の
法制度が国際的に信頼されるものとなるよう改正が求められます。
 このように、刑法175条の廃止または改正は、現行法が抱える問題点を解消し、より公正で現代的な法制度の実現に寄
与するものであると考えます。

個人 法務省

刑法第１７５条は、第１項において、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布
し、又は公然と陳列した者及び電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者
を、第２項において、有償で頒布する目的で、第１項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者を
処罰することを規定しています。

刑法175条 対応不可

刑法第１７５条にいう「わいせつ」とは、最高裁判所の判例によれば、「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、か
つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことをいうと解されており、同条の構
成要件は明確性に欠けるものではなく、表現の自由を不当に制限するものではないことから、同条を廃止又
は改正する必要はないと考えています。
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99 令和6年11月15日 令和7年1月20日

育児休業給付金に
係る給付条件算定
期間の延長につい
て

育児休業給付金に係る給付条件と
して、育児休業開始前２年間ないし
は、条件を満たせば４年間に、みな
し被保険者期間が通算して12か月
あったときに支給するとなっている
が、この期間を４年間ではなく６年
間に延長していただきたい。

初婚における平均年齢が高齢化していく中、初産の平均年齢も高齢化している。その中で３人子どもを産みたいとなる
と、３人年子ないしは２歳差での出産計画をしている人も多いと考える（実際に自分もそのように考えている）。しかし、２
人までは年子で産んでも育休手当をいただくことができるが、３人目を年子ないし２歳差で産もうとした場合、「２年ないし
は４年以内にみなし保険期間が12か月」という条件を満たすことができず、経済的な理由から、本来出産したいタイミング
とは異なり、後ろ倒しして出産計画を立てるもしくは、年齢的な理由から、３人目をあきらめるという選択をする人が出てく
ると考える。政府としても少子化対策に本腰を入れている中で、ぜひこの法律を改革し、経済的な理由から３人目の出産
を諦めることのないようご支援いただきたい。

個人 厚生労働省

原則として、育児休業を開始した日前の２年間（※）に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月（育児休業
を開始した日前の２年間に賃金支払基礎日数の11日以上ある完全月が12か月に満たない場合は、賃金の
支払の基礎となった時間数が80時間以上である完全月）が通算して12か月以上あるときに育児休業給付の
受給資格者となる。
※育児休業を開始した日前の２年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支
払を受けることができなかった期間がある場合には、当該理由により賃金の支払いを受けることができな
かった期間を２年に加算した期間（その期間が４年を超えるときは４年間）

雇用保険法第14条、
第61条の７

対応不可
育児休業給付金の支給に、「制度の現状」に記載の一定の要件が定められている趣旨は、労使に負担いた
だく保険料を主な原資としている育児休業給付金について、給付と負担の一定の均衡を図ることで健全な財
政運営を行っていくことにあるため、その要件の変更は困難です。

100 令和6年11月15日 令和7年3月18日

240907Z01[3/3]裁
判所へ提出する登
記事項証明書の添
付省略。持分の記載
がない証明書の発
行。

R3行政改革187提案は、不動産所
有者が非常に小さな持分を他人に
移転して共有状態になれば、登記
情報のデータ量を無限に増やせ、
登記情報提供サービスでは公開さ
れなくなり、証明書もその手数料が
天文学的金額になるため、持分の
記載がない証明書を発行すべきで
あるとしたものである。／たとえば、
1兆の1兆乗した数字は、マイクロソ
フトのＡＩによると12兆桁になり、
GoogleのＡＩによると120億桁以上に
なるらしい。／これが分母2つと分
子1つで、3倍になる／登記情報提
供サービスは、指定法人である民
事法務協会の技術力に合わせて、
不動産では1メガバイトを超える登
記情報が対象外とされている(電登
法施行規則1条の2第→

→1項1号)。／1兆の1兆乗した数字の3倍は１メガ以上のデータ量になり、登記情報提供サービスでは提供されない。／
また、証明書にしても、持分の文字数を1枚1200文字と仮定すると、360億文字で3000万枚になり、50枚ごとに100円追加
されるから、たぶん1通6000万円になる。／足らなければ、さらに1兆乗してね。／ところで裁判所HPの「不動産執行申立
てに必要な書類等」では、「共通の必要書類等」として、「競売目的不動産の全部事項証明書」が必要らしい。／そうする
と、担保不動産を売却するのに6000万円の手数料が必要になって、事実上、競売妨害ができてしまう。／貸付金1000万
円を回収するのに、6000万円使う金融機関はない。／したがって、「持分の記載がない不動産の登記事項証明書を発行
することはできません」という現行制度は、事実上機能しなくなる。／この問題に対処するには、裁判所の提出書類であ
る登記事項証明書を不要にして、法務省からデータ送信するのが一番合理的である。／それでも担保権者である金融機
関は事前調査が一切できないから、やはり持分の記載がない証明書は必要だろう。／証明書の請求者がそれでいいと
言うなら、持分の記載がない証明書でも公示機能を果たしている。／また、「概算値3分の1」とか、「1兆分の1以下」とか
の公示をしてもいい。／ちょっと多めに払っておけば問題ない。／「不動産に関する取引の安全と円滑に資するため」に
は、証明書が発行できない状態を放置するより、請求者の要望を聞くべきである。／なお、本提案の内容は前回回答で
既に公開されており、大人の事情で非公開にしても意味がない。

商業登記
ゲンロン

法務省

不動産登記は、国民の権利の保全を図り、もって不動産に関する取引の安全と円滑に資するため、不動産
の表示及び不動産の権利を登記簿に公示する制度であり、登記事項証明書は、登記記録に記録されている
事項を証明するものです。
不動産に対する強制競売においては、申立書に登記事項証明書を添付して提出する必要があり、担保権の
実行としての競売においては、登記事項証明書を提出する必要があります。

不動産登記法第119
条
不動産登記規則第
196条、第197条
民事執行法第181条
第１項第３号
民事執行規則第23条
第１号、第173条

対応不可

制度の現状欄に記載のとおり、不動産登記は、国民の権利の保全を図り、もって不動産に関する取引の安
全と円滑に資するため、不動産の表示及び不動産の権利を登記簿に公示する制度であるため、その趣旨を
鑑みると、持分の記載がない不動産の登記事項証明書を発行することはできません。
民事執行の場面において登記事項証明書の提出を必要とするかどうかについては、令和５年６月１４日に公
布された民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法
律（令和５年法律第53号）の改正内容を踏まえて、最高裁判所において、今後、民事執行規則の改正等によ
る対応が検討されるものと承知しています（なお、同法による改正後の民事執行法第181条第１項第１号にお
いては、登記事項証明書の提出は、担保権の実行としての競売の開始のための要件とはされていませ
ん。）。

101 令和6年11月15日 令和7年1月20日
投資専門子会社に
よる他ファンドの事
務受託を解禁

・投資専門子会社の業務範囲に、
①投資運用関係業務受託業、②運
用の対象および方針を決定する権
限以外の運用を行う権限の全部の
受託を追加する

・我が国においてスタートアップ投資が拡大し、CVCや大学系ファンドなどが増大する一方、設立後間もないファンドにとっ
て、各種ファンド事務(ミドル・バックオフィス業務)は重荷である。
・スタートアップはもちろん、事業承継会社、事業再生会社へのバイアウト投資も行い、様々な投資案件の投資管理ノウ
ハウが集約・蓄積されている投資専門子会社が左記①②の業務を受託可能とすることで、我が国における新興ファンド
の設立・運営障壁削減に繋がる。これにより、我が国における新興ファンドが増加し、資産運用立国の促進及びスタート
アップの育成につながると考えられる。

都銀懇話
会

金融庁
銀行の子会社の業務範囲は、法令において規定されている業務に限られています。
投資専門子会社の業務は、出資等とそれに附帯する業務及びコンサルティングなどの一部業務に限定され
ています。

銀行法第16条の２第
１項第12号
銀行法施行規則第17
条の２第14項

対応不可

銀行の特定子会社（投資専門子会社）の業務範囲については、金融審議会「銀行制度等ワーキング・グルー
プ｣報告（2020年）において、『投資専門会社のハンズオン支援能力を強化するため、コンサルティング業務な
どを業務に追加することが考えられる。』とされたことを踏まえて2021年に業務範囲を拡大する改正を行った
ところですが、機能的に異なる「事務の受託」については追加されませんでした。投資専門子会社の業務範
囲を巡る上記経緯を前提に、投資専門子会社の意義や投資専門子会社の業務と事務受託業務との間で生
じうる情報管理上の問題等の論点等を整理したうえで、かかる改正の必要性を慎重に検討する必要があり
ます。

103 令和6年11月15日 令和7年1月20日
投資専門子会社の
投資対象拡充(合同
会社等)

・投資専門子会社による「他の株式
会社に対しその事業に必要な資金
を供給する業務」について、「他の
株式会社『等』に対しその事業に必
要な資金を供給する業務」として、
「合同会社である当該会社の社員
持分の取得および保有」、「当該会
社を相手方とする匿名組合契約の
出資の持分または信託の受益権の
取得および保有」、「当該会社を組
合員とする事業有限責任組合の出
資の持分の取得および保有」を追
加する

・投資専門子会社による「他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務」について、「他の株式会社『等』
に対しその事業に必要な資金を供給する業務」として、「合同会社である当該会社の社員持分の取得および保有」、「当
該会社を相手方とする匿名組合契約の出資の持分または信託の受益権の取得および保有」、「当該会社を組合員とす
る事業有限責任組合の出資の持分の取得および保有」を追加する。

都銀懇話
会

金融庁

銀行の子会社の業務範囲は、法令において規定されている業務に限られています。
投資専門子会社の業務は、出資等とそれに附帯する業務及び出資先等に対するコンサルティングなどの一
部業務に限定されています。
投資専門子会社の出資等については、銀行法施行規則第17条の3第2項第12号において、株式会社に対す
るものとされています。

²銀行法第16条の2第
1項第12号
・銀行法施行規則第
17条の2第14項
・銀行法施行規則第
17条の3第2項第12号

検討を予定

銀行の投資専門子会社（特定子会社）経由で出資するベンチャービジネス会社について議決権保有制限の
例外が設けられている趣旨の一つには、銀行グループによるベンチャービジネス会社支援への配意がある
ところ、投資専門子会社による資金供給方法の拡充については、具体的なニーズも踏まえながらその必要
性について検討して参ります。

新たな事業分野の開拓を幅広く支援する観点から、銀行グループが出資可能なスタートアップの範囲を拡充
するため、議決権の保有制限の例外となるベンチャービジネス会社の要件を緩和した銀行法施行規則の一
部を改正する内閣府令が令和６年11月30日に施行されました。改正後の制度の運用状況や議決権の保有
制限の例外措置の趣旨を踏まえ、更なる要件緩和の必要性について検討して参ります。

検討を予定

²銀行法第16条の2第
1項第12号
・銀行法施行規則第
17条の2第5項

銀行は、投資専門子会社を通じて新事業活動を行う会社へ出資等による資金供給が可能（基準議決権数を
超えた議決権保有が可能）ですが、銀行法施行規則第17条の2第5項において、当該出資等の対象となる会
社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発
行者である会社以外で、設立の日または新事業活動開始日以降20年を経過していない中小企業者に限定
されています。

金融庁
都銀懇話
会

＜クロスオーバー投資家の不在＞
・スタートアップが大きく成長していくには、シード・アーリー期から投資しているベンチャーキャピタルに代わって未上場段
階からエクイティを供給し、上場後も安定株主としてスタートアップに追加的なエクイティ供給を含む支援を行うクロスオー
バー投資家が不可欠であるが、わが国ではそうした投資家が極めて限られている。
＜スモールIPO先を始めとする上場後スタートアップへの投資家の不在＞
・また、わが国では、スタートアップへの投資額が依然小さく、非上場での資金調達に限界があるほか、非上場株式の流
通市場は未発達であり、M&Aの数も諸外国対比で少ないことから、スタートアップの役職員や投資家の換金手段が限定
的であり、事業が未成熟な状態であっても、早期のIPOを求める声をそらす方法が乏しい。
・これらの状況を背景に、事業が未成熟な状態でスモールIPOをしてしまうスタートアップ（以下「スモールIPO先」という）
が多数存在している。
・このようなスモールIPO先は時価総額が小さく、わが国においては機関投資家の投資対象になりづらいうえ、上場前か
ら投資を行っていたベンチャーキャピタル等の投資家が、IPOの後、早期に持分を売却することから、株価は下落傾向と
なるため、益々投資家をひきつけづらくなる。その結果、追加資金調達の道は極めて限定され、上場したスタートアップ
が、その後、満足に成長投資を行えなくなるケースが散見される。
・実際に東証の調査では、マザーズ・グロース市場に上場した会社のうち、上場後に公募を実施し、追加資金調達を行っ
た会社は僅か約14％にとどまっている。（2023年12月18日開催「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議（第１３回
資料）」より）
＜銀行の投資専門子会社に期待される役割＞
・銀行の投資専門子会社は以下のような性質を有し、中長期的にもスタートアップに寄り添った支援を行いやすいことか
ら、クロスオーバー投資家およびスモールIPO先を始めとする上場後スタートアップへの投資家の担い手となることが可
能ではないかと考えられる。
①ファンド規模：一般投資家等からの資金を原資とする機関投資家等と異なり、銀行の経営判断で、比較的機動的にファ
ンド規模を拡張することができる。
②支援姿勢：投資専門子会社への資金の出し手が、グループ全体で顧客との 取引妙味を追求することができる銀行で
あるため、長期的な目線で寄り添った支援を行いやすい。
③伴走支援能力：投資先に、銀行グループが連携してバリューアップ支援を提供できる。

・投資専門子会社による、(1) 投資
先ベンチャービジネス会社が上場し
た後の追加出資、(2)一定の要件※
を満たす上場後スタートアップに対
する新規出資を認めるため、ベン
チャービジネス会社の要件から、上
記①非上場または非店頭売買有価
証券発行会社を撤廃あるいは少な
くとも緩和する
※東証グロース市場等のスタート
アップ向け市場に上場、かつ、一定
の売上規模以内、等

投資専門子会社の
投資対象拡充(ベン
チャービジネス会社)

令和6年11月15日102 令和7年1月20日
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104 令和6年11月15日 令和7年1月20日

「ベンチャービジネス
会社」における中小
企業要件の撤廃・緩
和

・ベンチャービジネス会社の要件
（①非上場または非店頭売買有価
証券発行会社、②中小企業（中小
企業等経営強化法第2条第1項で定
義）、③設立後又は新事業活動開
始日以後10年未満）のうち、「②中
小企業（中小企業等経営強化法第
2条第1項で定義）」の要件を撤廃す
る
・撤廃が困難である場合、少なくとも
中堅企業（改正産業競争力強化法
（2024年9月2日施行）において中堅
企業者は「中堅企業者」とは、常時
使用する従業員の数が二千人以下
の会社及び個人（中小企業者を除
く。）」と定義。）まで含めるよう緩和
する

・スタートアップ企業は、事業が非連続的に成長していくことによって、レイター期以降には、資本金額や従業員数が急増
し、左記②中小企業（中小企業等経営強化法第2条第1項で定義）の要件に抵触してしまう先が生じる懸念がある。
・この懸念は、仮に左記①非上場または非店頭売買有価証券発行会社の撤廃・緩和が実現した場合には、より高まるも
のと考えられる。
・また、新たな事業分野を開拓する会社の中には、左記①非上場または非店頭売買有価証券発行会社および③設立後
又は新事業活動開始日以後10年未満をともに満たすものの、左記②を満たさない先として、中堅企業が想定される。
・中堅企業は、「国内で事業・投資を拡大し、地域での賃上げにも貢献している重要な存在」であるが、「中堅企業から大
企業へと成長する企業の割合は国際的に低い状況であり、国内外の大企業と競争していくための成長投資等を十分に
行えていないといった課題も存在」しているとされている（2024年3月13日中堅企業等の成長促進に関するワーキンググ
ループ「中堅企業成長促進パッケージ」）。
・わが国においては、中堅企業（非上場）であってもエクイティ資金を調達する手段は限定されており、成長投資等を十分
に行えていない要因の一つとなっていると考えられることから、新たな事業分野の開拓に係るリスクマネー供給等の担い
手として、銀行グループの投資専門子会社によるエクイティ支援を可能とするべき。
・このため、スタートアップ企業の非連続的な成長を継続的に支援して日本におけるユニコーンの数を増やしていく観点
や、新たな事業分野の開拓に挑戦するため成長投資を行おうとしている中堅企業をエクイティ面でも支援し、より多くの
中堅企業をグローバルに競争力のある大企業に成長させていくためには、左記②中小企業（中小企業等経営強化法第2
条第1項で定義）の要件の撤廃、少なくとも中堅企業まで含めるような緩和が必要と考える。

都銀懇話
会

金融庁

銀行は、投資専門子会社を通じて新事業活動を行う会社への出資等による資金供給が可能（基準議決権数
を超えた議決権保有が可能）ですが、銀行法施行規則第17条の2第5項において、当該出資等の対象となる
会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の
発行者である会社以外で、設立の日または新事業活動開始日以降20年を経過していない中小企業者に限
定されています。

²銀行法第16条の2第
1項第12号
・銀行法施行規則第
17条の2第5項

検討を予定

新たな事業分野の開拓を幅広く支援する観点から、銀行グループが出資可能なスタートアップの範囲を拡充
するため、議決権の保有制限の例外となるベンチャービジネス会社の要件を緩和した銀行法施行規則の一
部を改正する内閣府令が令和６年11月30日に施行されました。改正後の制度の運用状況や議決権の保有
制限の例外措置の趣旨を踏まえ、更なる要件緩和の必要性について検討して参ります。

106 令和6年11月15日 令和6年12月16日

銀行グループによる
外部ファンドを通じた
間接的な暗号資産
取得等の柔軟化

・態勢整備が求められる「暗号資産
を実質的な投資対象とするファンド
に対する出資等の間接的な方法」
に関して、企業会計や業法上、銀行
グループに該当しないファンドを通
じた暗号資産の間接保有といった
銀行グループの関与が低いものに
ついては、ファンドへの出資にかか
る実態に即し、態勢整備の対象か
ら除外していただくとともに、態勢整
備の対象から除外できる基準を明
示いただきたい

・「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2023 改訂版」を踏まえ、投資事業有限責任組合の取得可能資産に
暗号資産が追加される法改正が成立し、また、「資産運用立国実現プラン」を踏まえ、新興運用業者の積極活用等によ
る運用対象の多様化が図られていく中、今後、暗号資産を投資対象に含めるファンドが増加することが想定される。さら
に、Web3.0の推進やスタートアップ企業等への成長資金の供給が促進されていく中、今後、暗号資産を活用する企業自
体も増加するとともに、暗号資産自体を投資対象に含めていなくとも暗号資産にかかわるファンドは増加していくことが想
定される。
・上記潮流により、暗号資産にかかわるファンド・企業が一般化していく中、銀行グループによるファンドへの出資が、実
態にそぐわない形で、銀行グループの関与が低いものも含め広く態勢整備の対象となる場合、必要最小限度の暗号資
産取得等が求められる銀行グループは、保守的にファンド全般への出資を減速せざるを得ないこととなり、結果、銀行グ
ループによるファンドを通じたこれら企業への成長資金の供給が阻害される虞がある。

都銀懇話
会

金融庁

銀行グループによる暗号資産の取得は必要最小限度の範囲とする必要があり、かつ、銀行グループの業務
において、暗号資産の取得、保有又は処分等（暗号資産を実質的な投資対象とするファンドに対する出資等
の間接的な方法によるものを含む。以下「暗号資産の取得等」という。）が生じる場合には、銀行の固有業務
の運営への支障や銀行グループとして重大な損害等が生じるおそれがないよう、十分な態勢整備が行われ
ている必要があります。
銀行グループにおける暗号資産の取得等については、上述のとおり、施行規則第13条の６の10及び第13条
の６の11に基づく態勢整備がなされている必要があります。

主要行等向けの総合
的な監督指針Ｖ－６

検討を予定
銀行グループによる暗号資産の取得等に関しては、LPS法改正の動向に加えて、テロ資金供与やマネー・
ローンダリングに利用されるリスク、価格変動リスク、システムリスクのほか、銀行グループが保有する暗号
資産の取扱いに関する国際的な議論等の動向を踏まえ、慎重に検討する必要があります。

107 令和6年11月15日 令和6年12月16日

有価証券届出書の
届出免除基準の引
上げおよび簡素な開
示制度の導入

・有価証券届出書の届出が免除さ
れている「調達金額1億円未満」の
基準の引上げ
・有価証券届出書および有価証券
通知書について、スタートアップ支
援の観点や現在の市場環境も踏ま
え、募集金額の多寡等に応じ記載
内容をより一層段階的に簡素化し
た開示制度への見直し

・有価証券届出書の届出が免除されている「調達金額1億円未満」の基準の引上げ。
・有価証券届出書および有価証券通知書について、スタートアップ支援の観点や現在の市場環境も踏まえ、募集金額の
多寡等に応じ記載内容をより一層段階的に簡素化した開示制度への見直し。

都銀懇話
会

金融庁

（要望事項①・②）
・有価証券の募集又は売出しを行う発行者は、当該募集または売出しを行う前に、内閣総理大臣に有価証
券届出書を提出する必要があります。ただし、金融商品取引法第4条第1項ただし書において当該届出書の
免除規定を設けており、同項第5号において、発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募
集又は売出し（内閣府令で定めるもの）については、当該届出書の提出が免除されています。

・金融商品取引法第4
条第1項第5号、第4
条第6項、第5条第2
項
・企業内容等の開示
に関する内閣府令第
4条、第8条第1項第2
号、同府令第一号様
式、第二号の五様式

（要望事項
②）
対応

（要望事項
①）
検討を予定

（要望事項②）
・スタートアップ等への資金供給や投資家のリスク負担能力に応じた多様な投資商品の提供を促進するた
め、令和６年11月より、少額募集に係る有価証券届出書における開示内容の簡素化として、
①記載すべき財務諸表を、比較情報を含む最近事業年度の単体財務諸表のみとし、監査対象期を直近の１
期分に限定する
②サステナビリティ情報の記載を任意化する
③事業の内容、発行する株式の状況、コーポレート・ガバナンスに関する情報について、会社法上の事業報
告と同程度の記載で可とする
ことを内容とする「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正（案）」のパブリックコメントを実施してお
ります。

（要望事項①）
・一般論として申し上げると、スタートアップ等の非上場企業への投資は、企業の生存率が低く、また流動性
が低いことや情報開示が十分に行われないことなどから、一般的にハイリスクであり、高い専門性や金融リ
テラシー等が求められるものと考えられます。
・そのような中で、有価証券届出書の届出免除基準を引き上げた場合、信頼性のある情報開示のない募集
の範囲が広がることになるが、必ずしも高度な知識や経験を有しているわけではない一般投資家としては、
適切な投資材料がない中で、不十分な投資判断を迫られることになることから、慎重に検討する必要がある
と考えております。

金融庁
公正取引委員
会

【金融庁】
銀行の議決権保有制限は、担保権の実行等による株式の取得等については、やむを得ない場合として例

外的に１年間、基準議決権数を超えて議決権を保有することが可能であり、１年を超えて継続して保有する
場合には承認を要するとされているところ、議決権保有制限の趣旨や他の例外事由に照らして、要望の措置
の必要性について検討して参ります。

【公正取引委員会】
独占禁止法第11条第１項第１号から第３号まで及び第６号の「他の国内の会社の事業活動を拘束するお

それがない場合として公正取引委員会規則で定める場合」に該当する場合は、例外的に１年間、総株主の
議決権の５％を超えて保有することが可能であり、１年を超えて保有を継続するためには、あらかじめ公正取
引委員会の認可を受ける必要があるとされているところ、現物分配で株式を取得する場合について、独占禁
止法第11条の議決権保有制限の趣旨や他の例外事由に照らして、措置の必要性を検討します。

【金融庁】
検討を予定

【公正取引
委員会】
検討を予定

【金融庁】
銀行法第16条の4第2
項
銀行法施行規則第17
条の6第1項

【公正取引委員会】
独占禁止法第11条
私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関
する法律第十一条第
一項第六号に規定す
る他の国内の会社の
事業活動を拘束する
おそれがない場合を
定める規則

【金融庁】
銀行又はその子会社は、国内の会社の議決権について、合算して百分の五を超える議決権を取得・保有

してはならないこととされています。
その例外として、担保権の実行による株式等の取得等がありますが、その場合においても、内閣総理大臣

の承認を受けた場合を除き、１年を超えて保有してはならないこととされています。

【公正取引委員会】
独占禁止法第11条第１項では、事業支配力の過度の集中等の防止、特に金融会社と非金融会社が結び

付くことによって競争上の問題が発生することを防止する観点から、銀行業又は保険業を営む会社（以下
「銀行等」という。）が他の国内の会社（以下「株式発行会社」という。）の株式に係る議決権（以下単に「議決
権」という。）をその総株主の議決権の５％（保険業を営む会社にあっては10％）を超えて有することとなる場
合における議決権の保有等を規制しています。ただし、同項第１号から第３号まで及び第６号に該当する場
合については、同項の適用が除外されています。

しかしながら、これらの場合において、銀行等が、株式発行会社の総株主の議決権の５％を超えて有する
こととなった日から１年を超えて当該議決権を保有しようとするときは、あらかじめ公正取引委員会の認可を
受けなければならないとされています（同条第２項）。

都銀懇話
会

・銀行法施行規則第17条の6第1項
各号及び独禁法第11条第1項各号
に規定される議決権取得等制限の
例外事由に、投資事業有限責任組
合の有限責任組合員（外国の法令
に基づいて設立された団体であっ
て投資事業有限責任組合に類似す
るもののこれに相当する構成員を
含む）である銀行（銀行法について
は、銀行又はその子会社）の、当該
有限責任組合員に対する組合財産
の現物分配による株式等の取得
を、追加頂きたい
・また、当該取得に係る株式等の処
分には相応の時間を要すること等
に鑑み、当該取得により議決権取
得等制限を超えて取得/保有するこ
ととなった部分の議決権について、
当該取得/保有することとなった日
から1年を超えて（例えばさらに1年
間）保有しようとすることを、事前届
出を条件として認めて頂きたい
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・投資事業有限責任組合（外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するものを含
む。以下同じ）に係る組合契約においては、GP側の投資Exit活動の自由度確保を背景に、GP又は清算人が一定の場合
に組合財産である株式等を売却することなくLPに対して現物で分配できる旨の規定を定めることを求められることが多
い。しかし、実際に、GP又は清算人が期限内に組合財産である株式等を売却することが困難な場合等において、LPの意
向にかかわらず株式等が現物で分配されるケースが見受けられることに鑑みると、そのような現物分配が可能とされて
いる投資事業有限責任組合においては、現物分配によって意図することなく銀行法第16条の4第1項及び独禁法第11条
第1項本文に基づく議決権取得等制限（5%ルール）に抵触することが懸念されるため、そのような現物分配を可能とする
規定は、持分割合が5%を超えるようなLP出資を躊躇させる要因となっている。
・一方で、そのような現物分配をGP側が必要とする主な理由の一つは、実際上、特に市場性の無い株式等については、
処分期限内の売却を確約することができないといったもののように思われ、GP又は清算人による一定の場合における現
物分配を認める必要もある。
・したがって、当該現物分配の必要性と、現物分配による意図しない5%ルール抵触に対する懸念を解消して持分割合が
5%を超えるようなLP出資を活性化させるという要請とを、両立させるためには、LPである銀行の現物分配による株式等
の取得を、5%ルールの例外事由として認める必要がある。なお、現物分配の結果取得/保有することとなった株式等は、
通常、キャピタルゲインを得ることを目的として売却可能となるまでの当面の期間に限って保有されるものであり、事業支
配力増大のおそれも、銀行経営の健全性を損なうおそれも、銀行法施行規則第17条の6第1項各号及び独禁法第11条
第1項各号に定められた5%ルールの各例外と比して、特段大きいわけではないように思われる。
・また、現物分配による取得により5%ルールを超えて取得/保有することとなった部分の議決権について取得/保有が認
められたとしても、上述のような、売却が容易でない株式等が現物分配されるという実情に鑑みると、もし、1年を超えて
保有しようとする場合に、銀行法第16条の4第2項ただし書に基づく内閣総理大臣の承認や独禁法第11条第2項に基づく
公正取引委員会の認可を求めた場合には、当該承認や認可が得られない事態も想定して、売却が容易でない株式等を
時間優先で売却しようとせざるを得なくなり、譲渡価格等について不利な条件で妥結したり、対象会社の成長発展の支援
等の観点で必ずしも適切でない新株主しか選定できず、対象会社にとって不利益となったりする等の影響が生じることが
懸念される。
・そこで、現物分配による取得により5%ルールを超えて取得/保有することとなった部分の議決権については、このような
懸念や処分に相応の時間を要すること等に鑑み、当該取得/保有することとなった日から1年を超えて保有しようとするこ
とを、事前届出を条件として認めて頂きたい。

現物分配で株式を
取得するケースを議
決権取得等制限の
例外事由に追加

令和7年1月20日
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

109 令和6年11月15日 令和7年3月18日
特定投資家の範囲
拡大及び利便性向
上

・一般投資家から特定投資家への
移行が可能な個人の要件の一つで
ある「特定の知識経験を有する者」
に、企業経営の経験があり、事業リ
スクを理解する会社役員・経営幹部
を追加する
・投資家保護を担保しつつ、特定投
資家成りの要件を満たすと考えら
れる投資家に対する、特定投資家
成りに関する能動的な情報提供又
は勧誘が可能となるよう、「『特定投
資家への移行』の勧誘を行うことに
より投資者の保護に欠けることとな
るおそれがある場合」が具体的にど
のような場合か明確化する

・特定投資家に移行な可能な個人の範囲は、2022年7月に制度の見直しによって拡大しており、日本証券業協会による
特定投資家向け銘柄制度（J-Ships）の創設など、環境整備は進んでいるものの、2023年9月の創設から2024年2月まで
の6か月間で、J-Shipsで取り扱われた国内有価証券の件数は2件、取引総額は5億円弱となっており（日本証券業協会
「特定投資家向け銘柄制度（J-Ships）の統計情報」）、その活用が十分に進んでいるとは言えない状況。
・その理由としては、利用可能な特定投資家の数が少ない、取り扱われている商品の数が少ない、個々の投資家に対す
る特定投資家制度に関する情報提供の機会が不足しているなど、相互に関連する複合的な理由が考えられるが、ス
タートアップに対する資金供給を拡大していくには、そのような考えられる理由の一つひとつに対処していくことが必要。
・一般投資家から特定投資家への移行が可能な個人の要件の一つである「特定の知識経験を有する者」は、2022年7月
に制度の見直し後も、上記(2)④（ア）〜（エ）のように、金融関連の業務経験・資格、経済学・経営学の教職・研究、経営コ
ンサルタントといったものに限定されており、企業経営そのものに従事し、事業リスクを理解する会社役員・経営幹部が含
まれていない。
・自ら企業経営に携わり、事業リスクを理解している会社役員・経営幹部は、その情報収集力、分析能力やリスク管理能
力が上記(2)④（ア）〜（エ）に掲げる者に劣後するとは考えにくいことから、会社役員・経営幹部を「特定の知識経験を有
する者」に追加する必要がある。
・また、特定投資家成りの要件を満たすと考えられる個別の投資家に対し、金融機関が能動的に特定投資家制度に関す
る情報提供を行ったり、特定投資家成りへの勧誘を行ったりすることを許容することで、特定投資家制度への理解が広
がるものと考えられるが、現状、パブリックコメント結果により示された見解では、「『特定投資家への移行』の勧誘を行う
ことにより投資者の保護に欠けることとなるおそれがある場合」が具体的にどのような場合か不明瞭であることから、この
ような情報提供や勧誘を行うことが実質的に困難となっている。
・特定投資家成りの申し出を受けた後に、各金融機関において、当該人物が特定投資家になることを承諾するプロセス
が改めて存在しており、情報提供や勧誘を行うこと自体により、顧客保護に悖る金融商品取引が発生する懸念は少なく、
特定投資家制度の普及促進を図る観点から、投資家保護を担保しつつ、特定投資家成りに関する能動的な情報提供又
は勧誘が可能となるよう、「『特定投資家への移行』の勧誘を行うことにより投資者の保護に欠けることとなるおそれがあ
る場合」が具体的にどのような場合か明確化する必要がある。

都銀懇話
会

金融庁

（要望事項①）
特定投資家への移行の申出が可能な要件の一つである「特定の知識経験を有する者」については、金融

業に係る業務の従事経験者、経済学・経営学の教授又は准教授等、証券アナリスト・証券外務員（一・二種）
の資格保有者等、経営コンサルタント業従事経験者その他の者であってそれらと同等以上の知識及び経験
を有するもの（バスケット条項）、が規定されております。

（要望事項②）
特定投資家への移行の勧誘を行うことにより投資者の保護に欠けるおそれがある場合には、適合性の原

則に違反することになると考えられます。
また、特定投資家私募等において、一般投資家に対する勧誘を行う場合には有価証券届出書の提出等が

必要となります。

（要望事項①）
金融商品取引業等に
関する内閣府令第62
条第３項第４号

（要望事項②）
金融商品取引法第２
条第３項、第40条第
１項（パブリックコメン
ト）

（要望事項
①）
対応

（要望事項
②）
その他

（要望事項①）
令和７年３月、「金融商品取引業等に関するQ&A」を改訂し、有価証券についての金融商品取引契約の締

結に関する「特定の知識経験を有する者」の範囲（バスケット条項）において、一定の会社役員・経営幹部等
が基本的に該当すると考えられること等の明確化を行っております。

（要望事項②）
金融商品取引業者等による投資家への勧誘が投資者の保護に欠けるおそれがあるかどうかについては、

個別事例ごとに判断されるべきと考えられますが、一般論として、特定投資家へ移行をしていない顧客に対
して、特定投資家制度について説明することや、特定投資家への移行の意思確認を行うこと、特定投資家向
け銘柄制度（J-Ships）の概要を説明することは可能と考えられます。

なお、日本証券業協会の「特定投資家向け銘柄制度（J-Ships）」に関するQ&A」においては、特定投資家へ
の移行をしていない投資者のうち、特定投資家に移行するための要件を満たしているであろうと見込まれる
投資者に対して提供可能な情報の範囲や、投資者が実際に投資判断をするために必要な個別商品の説明
や勧誘は特定投資家に移行してから別途行う必要がある旨が示されております。

110 令和6年11月15日 令和6年12月16日

動産・債権譲渡登記
におけるオンライン
登記制度の有効活
用について

・オンライン登記制度を活用しやす
くなるよう、例えば電子証明書を伴
わないが一定の信頼性が認められ
る電子署名（例：一定の要件を満た
し、主務大臣が認定した事業者が
管理・提供するシステム（ブロック
チェーン技術を活用したもの等）に
より付与された電子署名等）を、動
産・債権譲渡登記規則第２６条第４
項第３号「その他当該措置を講じた
者を確認することができる電子証明
書であって、前二号に掲げるものに
準ずるものとして法務大臣の定める
もの」として、法務省告示などで明
確化すること

・証券化取引の対象となる大量の裏付資産の契約において電子契約のフォーマットの普及が進む中で、今なお全ての案
件において、債権譲渡登記時には双方の謄本原本と書面の申請書を印刷し、法務局へ持ち込んで登記する必要がある
など、プロセス全体の効率化のボトルネックとなっている

都銀懇話
会

法務省

動産・債権譲渡登記申請については、動産・債権譲渡登記規則第２４条第１項の規定に基づき、オンライン
により行うことができます。この場合には、申請人等は、動産・債権譲渡登記規則第２６条第１項各号に掲げ
る事項に係る情報に商業登記規則第３３条の４に定める措置を講じたものを送信しなければならないこととし
ています。
さらに、当該情報を送信するときは、当該情報の作成者が当該措置を講じたものであることを確認するため
に必要な事項を証する情報として、動産・債権譲渡登記規則第２６条第４項各号のいずれかに該当するもの
を併せて送信しなければならないこととしています。
なお、同号３号の規定による「法務大臣の定めるもの」としての電子証明書は、法務省HPにおいて掲載して
おり（URL）、現在４事業者を認定しています。

商業登記規則第３３
条の４
動産・債権譲渡登記
規則第２６条第４項

対応不可

御提案の例として示されている「ブロックチェーン技術を活用したもの等」による電子署名については、商業
登記規則等第３３条の４に定める措置がされておらず、オンライン申請による登記申請の方法を定める動
産・債権譲渡登記規則第２６条第１項の方式を満たさないものと考えます。
なお、動産・債権譲渡登記の申請については、「制度の現状」欄に記載のとおり、オンラインによる申請をす
ることが可能です。

（要望事項②）
日本証券業協会「店
頭有価証券に関する
規則」第３条

（要望事項①・③・④）
・金融商品取引法第2
条第3項第2号ハ
・金融商品取引法施
行令第1条の6、第1
条の7
・企業内容等の開示
に関する留意事項に
ついて（企業内容等
開示ガイドライン）4-1

（要望事項
②）
その他

（要望事項
④）
対応

（要望事項
①・③）
対応不可

（要望事項②）
日本証券業協会の自主規制ルール（店頭有価証券に関する規則）で原則禁止されています。

（要望事項④）
・閲覧できる者が特定投資家・適格機関投資家に限定されたウェブサイトを利用しない限り、インターネット等
による有価証券に係る情報提供は、一般投資家に向けた勧誘行為であるとみられ、「有価証券の募集又は
売出し」に該当します。

（要望事項①・③）
・少人数私募制度においては、有価証券の取得勧誘を行う相手方の人数が49名以下であることが要件とさ
れています。なお、当該取得勧誘の相手方の人数と、当該取得勧誘の前３か月以内に同種の新規発行証券
（届出書を提出している有価証券等を除く。）について取得勧誘が行われている場合におけるその相手方の
人数とを合計した数が50名以上となるときは、少人数私募には該当せず、有価証券の募集に該当することに
なります。

（要望事項②）
・金融商品取引法において、特定投資家向け有価証券に係るPTS取引が解禁されたことに伴い、日本証券
業協会において、勧誘可能な非上場株式の取引の範囲の拡大が図られています（令和５年７月１日施行）。
また、日本証券業協会では、株主コミュニティへの参加に係る勧誘が可能な者の要件拡大や企業価値評価
等が可能な特定投資家の範囲の拡大が図られており（令和６年11月12日施行）、これによっても非上場株式
の勧誘可能な範囲が拡大しているところです。

勧誘可能な非上場株式の取引範囲については、引き続き、投資者保護の観点を踏まえつつ、検討されるこ
とが必要と考えられます。

（要望事項④）
・プロ投資家によるスタートアップ等への資金供給や投資家のリスク負担能力に応じた多様な投資商品の提
供を促進するため、令和６年11月より、有価証券の取得者を特定投資家に限定するための合理的措置がと
られていることを前提に、特定投資家以外の者に対するインターネット等による有価証券に係る情報提供が
できるようにすることを内容とする、「企業内容等の開示に関する留意事項について（企業内容等開示ガイド
ライン）」のパブリックコメントを実施しております。

（要望事項①・③）
・一般論として申し上げると、スタートアップ等の非上場企業への投資は、企業の生存率が低く、また流動性
が低いことや情報開示が十分に行われないことなどから、一般的にハイリスクであり、高い専門性や金融リ
テラシー等が求められるものと考えられます。
・そのような中で、人数算定方法の「勧誘を行う相手方」から「取得者」ベースへの変更及び少人数私募制度
の人数上限「49名以下」の引上げをした場合、信頼性のある情報開示のない私募の範囲が広がることになる
が、必ずしも高度な知識や経験を有しているわけではない一般投資家としては、適切な投資判断材料がない
中で、不十分な投資判断を迫られることになることから、慎重に検討する必要があると考えております。

108 令和6年11月15日 金融庁
都銀懇話
会

・少人数私募制度の人数算定方法
を「勧誘」ではなく「取得者」ベース
に変更
・証券会社・登録金融機関等により
勧誘可能な非上場株式取引の更な
る拡大
・少人数私募制度の人数上限「49
名以下」の引上げ
・インターネット上での募集条件等
の公表については「勧誘」の対象外
と明確化

私募制度における各
種要件等の見直し

令和6年12月16日

・日本におけるスタートアップの数少ない資金調達手段の一つである少人数私募において、そもそも資金の出し手を探し
出すことが難しい中、人数上限を「49名以下」と相当に限定したうえで人数算定方法を「勧誘」ベースとすることは、勧誘を
実際に行って投資家の反応を確認する前に、当該案件に投資を行う可能性が非常に高い投資家をピンポイントで推測
することを強いるものであり、スタートアップの資金調達の機会を必要以上に制約しているため、「取得者」ベースへの変
更が必要。
・ 尚、仮にインターネット上での募集条件等の公表が勧誘の対象外として可能となったとしても、オンライン上での情報公
開だけでは、潜在的な投資家を自動的に掘り起こせるとは限らず、円滑な資金調達のためにはプッシュ型で勧誘を行
い、投資を行ってくれる者を探す必要があると考えられる。そのため、「声掛け」ベースでの人数算定方法から「取得者」
ベースへの変更が必要。
・ 一般投資家の保護は重要であるが、その保護の方法は、「勧誘」先の数を厳格に絞り込むのではなく、最終的に適合
性が確認できない投資家が「取得」をすることがないよう、投資家が購入する際の適合性確認プロセスを厳格化する等の
方法で対処すべき。
・併せて、現在は日証協の自主規制により、少人数私募で証券会社及び登録金融機関による投資勧誘が禁止されてい
るが、証券会社及び登録金融機関による適合性確認プロセスが入ることにより、むしろ非上場株式取引の安全性が高ま
ると考えられる。こういった積極的な意義があることから、証券会社及び登録金融機関が勧誘可能な非上場株式取引の
範囲を更に拡大するよう日証協自主規制の見直しを引き続き進めるべき。
・また、このように適合性確認プロセスを厳格化する等の方法を取り、一般投資家の保護が図れるのであれば、少人数
私募の人数算定方法を「取得者」ベースとしたうえで、人数上限を「49名以下」から引き上げ、スタートアップの資金調達
機会をより拡大していく必要。
・また、現行制度上、発行体が投資判断に必要な情報を潜在的な投資家に提供しようとしても、インターネット上での募
集条件等の公表が「勧誘」とみなされる懸念が存在。現状の少人数私募制度は、人数算定方法を「勧誘」ベースとするこ
とで、結果的に潜在的な投資家が発行体から投資判断に必要な情報を入手する機会を制限している。
・この問題は、人数算定方法を「取得者」ベースとすることで形式的には解消されるが、本来的には、発行体が投資判断
に必要な情報を投資家に提供し易くするため、インターネット上での募集条件等の公表は「勧誘」に該当しないことを明確
化する必要がある。更に、適格機関投資家私募・特定投資家私募は、適格機関投資家のみ・特定投資家のみを相手方
とする必要があり（金融商品取引法第2条第3項第2号イ・ロ）、それを担保するための措置も併せて義務付けられている
（金融商品取引法施行令第1条の4、同第1条の5の2）ことから、たとえインターネット等で募集条件を一般投資家が閲覧
したとしても、一般投資家は実際に購入することができず、同様にインターネット上での募集条件等の公表は「勧誘」に該
当しないとしても特段の実害は生じ得ない。
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

111 令和6年11月15日 令和6年12月16日

「従たる特定資産」
の要件緩和と「特定
資産」「不動産等」へ
の定義追加

・不動産証券化スキームにおける
データセンター（DC）の取扱いを可
能とすべく、以下の規制緩和を要望
i.（TMKスキーム）資産の流動化に
関する法律（以下、資産流動化法）
における「従たる特定資産」の要件
を、「経済的主従」を求めずに物理
的・機能的一体性のみを求める形
に緩和（「DCを構成する設備（サー
バー・電源設備・空調設備・ネット
ワーク機器等）」（以下、DC設備）を
「従たる特定資産」として許容）
ii.（REIT）投資信託及び投資法人に
関する法律（以下、投信法）の「特
定資産」、有価証券上場規程の「不
動産等」の定義にDC設備を追加

・証券化対象不動産の資産規模は50兆円を上る規模にまで拡大。マーケットとして十分に成熟しているものの、新たな社
会的ニーズへの対応が必要であるという認識。
・昨今、国内におけるDXが加速していることや国外事業者に対し経済安全保障や安定した電力供給体制を強みとして国
内へのDC誘致を行っていることなどから、DC投資が拡大し、その結果ファイナンスニーズが拡大している。DCはその特
性上サーバー等のDC設備という動産を含むことから、不動産証券化スキームに適用させるべく、不動産証券化スキーム
における用語の定義の見直しを要望いたしたい。
i.動産であるDC設備は不動産である躯体よりも価値が大きいことが大宗。その場合、TMKスキームにおいて、DC設備は
資産流動化法における「従たる特定資産」と認められず、信託設定義務や資産流動化計画（ALP）への記載義務が生じ
てしまうことから、DC設備を含めた一体的な採り上げの障壁となっている（金融庁「平成23年金融商品取引法等改正（6ヶ
月以内施行）に係る政令・内閣府令案等に対するパブリックコメントの結果等について（平成23年11月11日）」（以下、本
パブコメ。No.3、N.o4回答参照）。
ホテルのFF＆E（什器・備品）のように、DC設備についても「従たる特定資産」として取り扱い可能とすることで、DCの証券
化スキーム採り上げの利便性が向上するものと思料。「従たる特定資産」の要件に経済的主従は求めず（本パブコメ
No.6、No.7回答参照）、物理的一体性又は機能的一体性のみを要件とすることを要望いたしたい。
ii.DCは動産にあたる設備割合が大きい一方で、REITは主として「特定資産」に対して投資を行う必要があり（投信法第2
条第1項、「不動産」、「不動産の賃借権」及び「地上権」が「特定資産」に該当する（同法施行令第3条第3号ないし第5
号））、さらに上場REITは有価証券上場規程第1205条（2）aにより「運用資産等の総額に占める不動産等の額の比率が
70％以上となる見込みのあること」が求められるため、これらの法規制がDCのREIT組入の障壁となっている状況。DCの
REIT組入の促進及びDC専業REITの設立を可能とするべく、投信法第2条第1項及び同法施行令第3条各号で定める「特
定資産」及び有価証券上場規程第1201条（12）で定める「不動産等」の定義にDC設備を追加することを要望いたしたい。

都銀懇話
会

金融庁

① 資産流動化法上、特定資産に関しては、信託設定義務（法第200条第１項）、資産流動化計画への記載
義務（法第５条第１項）、譲受契約書等の当局への提出義務（法第４条第３項）等の規制が設けられていま
す。ただし、特定資産のうち、不動産等に付随して用いられる特定資産であること等一定の要件を満たすも
のについては、「従たる特定資産」として、信託設定義務の免除等の特例が設けられています。「従たる特定
資産」の要件のうち、「付随して用いられる」という点については、機能的な主従関係のほか、経済的な主従
関係も必要とされています。

② 投資法人は、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として設立されています。
特定資産の範囲については、有価証券、不動産、再生可能エネルギー発電設備などが政令で限定列挙され
ています。

①資産の流動化に関
する法律第4条第3項
第3号、同施行規則
第6条の2

②投資信託及び投資
法人に関する法律第
2条、同施行令第3条

①対応不可

②検討を予
定

① 現行の要件は、不動産等に付随して用いられる資産については、その性格上、投資者にとって価値等が
軽微な資産も多く、投資者保護上、一定の規制の適用を免除しても問題ないと考えられるとの背景を踏ま
え、設定されているところです。

仮に経済的な主従関係を求めないこととした場合、データセンターを構成する設備の価値が例えば不動産
等の価値を超えるような場合にも、信託設定義務等の規制が免除されることとなり、投資者保護上問題があ
ると考えられることから見直しは困難です。

② 投資法人の特定資産の追加の検討に当たっては、当該資産を投資法人の投資対象とすることについて
の具体的なニーズが存在することを前提として、資産としての独立性や個別性、投資適格性などを総合的に
勘案していく必要があります。提案の内容については、先ずは具体的なニーズ等について、関係者から幅広
い意見を聴取した上で、資産の種類ごとにどのような対応策が考えられるかを含め検討していく必要がある
と考えております。

112 令和6年11月15日 令和7年2月18日

確定拠出年金の運
用商品除外に関す
る同意取得要件の
緩和

・運用商品の除外を円滑に行うため
に、既存保有残高の売却を伴わな
い商品除外（閉鎖型除外）について
は、加入者の3分の2以上の同意取
得を不要とし、労使間合意のみで
除外を行うことを可能とする

・企業型確定拠出年金は2023年3月末時点で加入者数805万人、運用資産残高：18．8兆円に達しており、個人の老後に
向けた資産形成において重要な役割を担っている制度である。
・近年、投資信託の信託報酬率引下げ等に係る競争が活性化しており、企業型確定拠出年金においても、加入者利益
の観点から運用商品の入れ替えを求めるニーズが大きい。
・一方で、運用商品入れ替えのために既存商品を除外する場合には、加入者同意取得が必要であり、運営管理機関だ
けではなくDC実施事業主（企業側）の負担も大きいため、商品除外を敬遠し、事業主が運用商品の追加・見直し自体を
躊躇するケースも少なくない。また、金融庁「資産運用業高度化プログレスレポート 2023 ―「信頼」と「透明性」の向上に
向けて―」（2023年4月）62頁においても、商品除外手続きが必要であることから、運用商品の最新動向を踏まえた柔軟
な商品入れ替えが迅速に進まないことがあると指摘されている。
・閉鎖型除外の場合には、新たに除外対象商品の購入が不可となるだけであり、加入者の既存保有残高の強制売却を
伴わず、保有済みの商品の運用は継続されるため、長期積立分散投資の観点からも加入者に不利益を与える可能性は
僅少であり、加入者同意取得を不要としても大きな問題は生じないものと考えられる。むしろ、運用内容等が同様である
にもかかわらず手数料が低い等といったような加入者利益に資する運用商品への入れ替えが活性化することによる加
入者メリットが大きい。
・加入者同意取得を不要とした場合でも、労使間合意を前提とすることで運営管理機関の独断による運用商品の入れ替
えを防止でき、加入者の利益の保護は一定程度担保される。

都銀懇話
会

厚生労働省
確定拠出年金における運用商品の除外については、確定拠出年金法第26条に基づき、その商品で運用す

る者の３分の２以上の同意を得ることとされています。

確定拠出年金法（第
26条第1項）
確定拠出年金法施行
規則（第20条の2）
「確定拠出年金法に
ついて」（厚生労働省
年金局長通知平成13
年8月21日年発第213
号）（第6.1）

対応不可

確定拠出年金における運用商品の除外については、閉鎖型の除外の場合においても当該商品で運用を継
続できなくなる等の影響が生じることから、当該商品で運用している者の意見を十分に尊重する必要があり
ます。このため、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合等の同意
を得ることにより、運用商品を除外することを可能とする要件緩和は困難です。

113 令和6年11月15日 令和6年12月16日
非居住者の法人顧
客に対する本人確
認方法の見直し

・外国の中には、犯収法が認める本
人確認書類の取得が難しい国があ
る。例えば、官公庁が利用者の申
請に応じて随時、証明書を発行しな
い国や、法人登記事項証明書をオ
ンラインでしか発行しない国が存
在。このため、書面でなくオンライン
の証明書でも許容する、もしくは、
Notary Public（アメリカ型の公証人）
による確認等でも許容するような改
正をしていただきたい
・現在の犯収法では、外国の民間
企業の発行する公共料金の領収書
が補完書類として認められていない
ところ、海外では公共事業の民営
化が進んでおり、公共料金の領収
書が利用できない場面が多い。民
間企業が発行する領収書でも認め
ていただくよう改正いただきたい

・口座開設に際しての本人確認で必要な実務において各国制度との違いが生じていることから、口座開設に時間を要し、
結果として海外投資家による日本国債や日本株の売買等、日本の金融市場への参加の足かせともなっている状況の解
消を目指す。

都銀懇話
会

警察庁

外国に本店又は主たる事務所を有する法人の本人確認書類については、日本国政府の承認した外国政府
又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するものであって、犯罪による収益の移転防止に関
する法律施行規則（平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国
土交通省令第１号。以下「犯収規則」という。）第７条第２号に定めるものに準ずるもの（その法人の名称及び
本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。）等と規定しています（同条第４号）。
また、補完書類については、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他
これに類するもので、本人確認書類のうち犯収規則第７条第２号に定めるものに準ずるもの（法人の名称及
び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。）等を規定しています（同規則第６条第２項）。

・犯罪による収益の
移転防止に関する法
律施行規則（平成20
年内閣府、総務省、
法務省、財務省、厚
生労働省、農林水産
省、経済産業省、国
土交通省令第１号）
第６条第１項、第２
項、第７条

対応不可

外国における法人登記事項証明書等がオンラインでのみ発行されるものである場合であっても、当該書類に
ついて官公庁等が正当な権限に基づき発行した公的証明書であるといえるのであれば、オンラインで受領し
た当該本人確認書類の送付を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている顧客等である法人の本
店等に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便等として送付する方法により、非対面での
本人特定事項の確認が可能です（犯収規則第６条第１項第３号ニ）。
一方で、御提案のNotary Publicによる確認や、補完書類として外国の民間企業が発行する公共料金の領収
書による確認は、その発行主体が日本国政府の承認した外国政府等ではないことから、特定事業者がその
真正性を判断することは困難であると考えられ、それらを認めることは困難であると考えます。

114 令和6年11月15日 令和6年12月16日
海外の組合へのLP
出資に係る議決権
保有制限緩和

・海外の団体へのLP出資を通じて
取得・所有する国内の事業会社の
株式等についても、日本の組合へ
のLP出資を通じた場合と同様に、
議決権を行使できず、かつ、業務執
行組合員等に対し議決権行使につ
いての指図ができない場合には、
銀行法上の5％ルール等の分子か
ら除いてよいこととする、または5%
超取得する際の当局承認を不要と
する
具体例：銀行からLP出資した海外
VCが、日本企業へ投資を行い、そ
の結果、海外VCの設立準拠法に
よって、銀行がその日本企業の議
決権を5%超保有すると見做される
場合においても、当局承認を不要と
する

・議決権を行使できず、かつ、業務執行組合員等に対し議決権行使についての指図ができないにもかかわらず、日本と
海外とで規定が異なっていることで、海外の団体へのLP出資を通じた株式等の取得にあたって障害となり得る。

都銀懇話
会

金融庁

投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合の有限責任組
合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式（有限責任組合員が議決権を行使することができる
場合等を除く。）等については、議決権保有制限の対象となる議決権には含まれない旨の規定があり、海外
における同種の契約に基づき取得し、又は保有する株式等の取扱いについてもその対象とされています。

銀行法施行規則第１
条の３第１項第３号、
第４号及び第５号並
びに第３項

対応
海外組合へのLP出資等に係る議決権の取り扱いを明確化した銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令
が令和６年11月29日に公布、翌30日に施行されました。
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所管省庁への
検討要請日
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提案事項

115 令和6年11月15日 令和6年12月16日

銀行・証券会社によ
る非上場株式に係る
売買の媒介・勧誘行
為の解禁

・スタートアップ企業等の成長を支
援する観点から、
①金融商品取引法において、一定
の弊害防止措置（情報提供義務
や、監督指針に既に記載されてい
る優越的地位の濫用・利益相反の
防止に係る態勢整備への非上場株
式に係る売買の媒介・勧誘時に特
化した着眼点の(必要に応じた)追
記、複数銀行による株価算定の原
則化等）を講じた上で、相手方の対
象範囲を限定（J-Startup選出先、
産業革新投資機構又は中小企業
基盤整備機構から出資を受け入れ
ているベンチャーキャピタルファンド
から出資を受け入れている先等）
し、銀行(登録金融機関)による非上
場株式の売買の媒介・勧誘行為を
許容頂きたい
②投資家保護に配意しつつ、銀行
等による勧誘可能な非上場株式の
取引の範囲を拡大するよう日証協
自主規制の見直しを引き続き進め
て頂きたい

・ベンチャー企業や第二創業を目指す中堅企業など、新規事業の立ち上げ段階にある企業には、①エクイティによる資
金調達ニーズや、②販路や技術の補完を目的とした大企業等との出資を伴うアライアンスニーズが存在。また、③オー
ナー経営者が高齢である企業では、事業承継に伴う他企業等への株式売却ニーズが存在する。
・一方、大企業等側にも、④オープンイノベーションの促進や先端技術の獲得、新事業分野への進出等を目的として、優
れた技術を有するスタートアップ等へのマイナー出資ニーズが存在する。加えて、個人のいわゆるシリアルアントレプレ
ナーやエンジェル投資家についても、スタートアップへの投資ニーズがある。
・銀行等によるスタートアップ企業等の株式の譲渡に関する媒介・勧誘が解禁されれば、より積極的な形でこれらのニー
ズを結びつけることが可能（銀行は、特に、その幅広い顧客基盤を通じて、双方のニーズを把握。）となり、成長産業の育
成、ひいては日本経済の活性化に貢献できるものと考える。また、ＩＰＯ以外の投資の出口を整備することにもつながり、
起業の活発化や非上場企業へのリスクマネー供給を促す好循環も期待できる。
・特にヘルスケア領域をはじめとする研究開発型のスタートアップの育成は、日本が国際競争力を取り戻す為に重要。必
要な資金量も多く、事業会社による一層の投資促進が必須な状況。銀行等による資金調達媒介は我が国経済全体の活
性化にも資するものと考えられる。
・弊害の発生リスクについても、例えば、①非上場株式の電子募集取扱業務に係る情報提供義務（金融商品取引法第43
条の５）に準じた義務の導入や、②監督指針に既に記載されている優越的地位の濫用や利益相反の防止に係る態勢整
備に非上場株式に係る売買の媒介・勧誘時に特化した着眼点を(必要に応じて)追記すること、③投資家の範囲を限定
（いわゆる外形基準の導入）することにより投資家保護に欠ける取引を事前に排除することで対処可能と考えられる。

都銀懇話
会

金融庁

（要望事項①）
登録金融機関は、株券等について、私募の取扱いや金融商品仲介業務（金融商品取引業者の委託を受け

て、当該金融商品取引業者のために行う株券等の売買の媒介等）を行うことができますが、売買の媒介を行
うことはできません。

（要望事項②）
日本証券業協会の自主規制ルール（店頭有価証券に関する規則）で原則禁止されています。

（要望事項①）
金融商品取引法第33
条第２項第４号

（要望事項②）
日本証券業協会「店
頭有価証券に関する
規則」第３条

（要望事項
①）
その他

（要望事項
②）
その他

（要望事項①）
登録金融機関が、スタートアップ企業等の株式の売買の媒介を行うことは、優越的地位の濫用や利益相反

等の弊害の防止といった規制の趣旨を踏まえれば、現時点で検討することは困難です。

（要望事項②）
・金融商品取引法において、特定投資家向け有価証券に係るPTS取引が解禁されたことに伴い、日本証券
業協会において、勧誘可能な非上場株式の取引の範囲の拡大が図られています（令和５年７月１日施行）。
また、日本証券業協会では、株主コミュニティへの参加に係る勧誘が可能な者の要件拡大や企業価値評価
等が可能な特定投資家の範囲の拡大が図られており（令和６年11月12日施行）、これによっても非上場株式
の勧誘可能な範囲が拡大しているところです。

勧誘可能な非上場株式の取引範囲については、引き続き、投資者保護の観点を踏まえつつ、検討されるこ
とが必要と考えられます。

・産業競争力強化法
第21条の5
・経済産業省関係産
業競争力強化法施行
規則 第2条、第14条
の12
・革新的技術研究成
果活用事業活動の実
施に関する指針 一-
イ-(2)-③，④

産業競争力強化法第二条第十項において、「革新的技術研究成果活用事業活動」とは、新事業開拓事業者
が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの
資金の借入れを受けることが特に必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。」とされております。
このことから、本制度はスタートアップが革新的技術研究成果を活用して事業活動を実施するために資金の
借入れを受けることが特に必要なものに債務保証を行うものとなっており、資金用途を限定しているところ、
つなぎ融資に係る費用は対象外と整理されています。
なお、つなぎ融資に係るニーズはディープテック(大規模研究開発型)スタートアップに限定されるものではな
く、仮にディープテック以外のスタートアップへの適用を検討する場合は、革新的技術研究成果活用事業活
動の制度趣旨の範囲を超えることになります。

上場後のスタートアップやM&Aを含む事業活動の資金については、本債務保証制度の対象可否を精査した
いと考えております。

検討を予定
都銀懇話
会

・同制度に基づく債務保証制度は、研究開発型スタートアップ企業における大型の設備投資等を念頭に置いており、原
則3年以上の長期資金が対象。
・未上場のスタートアップ企業における資金調達手段としては依然ベンチャーキャピタル等からのエクイティによる資金調
達が大宗を占めるも、我が国でも、資金調達ニーズ発生から投資契約締結・出資金額の払込みに係る期間の所謂つな
ぎ資金に対するニーズが旺盛なものとなりつつある。
・米国はじめとする海外では、つなぎ資金へのベンチャーデット供給が盛んであり、このことが、研究開発の成果に基づい
た事業活動のため、大規模な資金調達を必要としており、エクイティ調達に係る調整に比較的時間を要するディープテッ
クベンチャーの発展を支えている。融資期間の長短に関わらず、融資が研究開発型企業の大規模事業活動を支える重
要な役割を果たしている実態が存在している。
・かかるつなぎ資金ニーズに対しても、本邦金融機関の審査ノウハウ等は概して発展途上であり、一定の政府支援を得
ながらの知見蓄積・対応力強化による円滑な資金提供環境の確立を目指すべく、制度の拡充の必要性が高いと考えら
れる。
・また、現在は、本制度利用対象企業は、非上場・非登録企業に対象が限定されている。
一方で、わが国では、スタートアップへの投資額が依然小さく、非上場での資金調達に限界が存在している中、ディープ
テックベンチャーを中心に、エクイティによる大規模資金調達の限られた手段として、早期のIPOを選択せざるをない事例
が多数存在している。こういった企業は、一般的な上場企業と異なり、依然として事業が発展途上にあることから、自社
の研究成果を活用した大規模な事業開発を行うために資金を必要としている。他方、こういった企業は上場企業乍ら、
Saas系のベンチャーであれば実態としてはレイター以前のフェーズにあると評価される状態であり、事業リスクが比較的
高いことも多い。更に、こういったスモールＩＰＯを選択せざるを得なかった企業は、規模が小さいために機関投資家の投
資対象ともなりづらくエクイティのみによる資金調達を行う難易度も極めて高い状況が散見される。このような状況を踏ま
えると、上場後スタートアップについても、債務保証制度を活用できるようにする必要性・有用性が高いと考えられる。
・更に、現行の債務保証制度はM&A資金支援を必ずしも排除していないと考えられるが、M&Aの場合は特に、買収を行う
側であるスタートアップの求めるスピード感が非常にタイトであり、一般のM&A同様、ブリッジローンを融資した後に、長期
融資にリファイナンスすることが一般的である中、リファイナンスについては、保証対象になっていないと考えられる。我
が国においても今後、スタートアップ同士のM&A件数を増やし、有力なスタートアップを創出していくためには、革新的技
術研究成果の活用につながるような一定のM&Aについてはリファイナンスも債務保証の対象に加えることを検討すべき
と考えられる。

・大型の設備資金等以外に、ベン
チャーキャピタルからのエクイティに
よる資金調達時における短期のつ
なぎ資金を対象とした貸付について
も、一定の要件（※）を満たした場
合に債務保証が可能な制度設計を
提案するもの
（※）例：1年以内に払込が完了する
エクイティファイナンスに向けたつな
ぎ資金
（「革新的技術研究成果活用事業
活動の実施に関する指針」における
資金使途に上記要件を追加）
・加えて、現在は、非上場・非登録
企業に対象が限定されているが、
上場後のスタートアップについて
も、自ら行った革新的な技術の研究
の成果を活用して行う事業活動で
あって外部からの資金借り入れを
必要とする場合は、本制度の対象
に追加することを提案する
・被買収企業とのオープンイノベー
ションが見込める等、自社の研究開
発成果を活かした事業の拡大に資
するM&Aについては、ブリッジロー
ンの長期リファイナンスについても
保証対象に含めることを提案する

令和6年12月16日令和6年11月15日

産業競争力強化法
に基づく「革新的技
術研究成果活用事
業円滑化債務保証
制度」の拡充

令和6年11月15日

117
本制度は、ディープテック（大規模研究開発型）スタートアップの量産体制整備のための資金等に係る民間金
融機関からの融資を対象としています。

経済産業省

116

独占禁止法第11条第１項第４号が議決権保有に係る期間制限を設けているのは、同項本文に規定する議
決権保有規制の適用を除外する期間を、議決権保有が投資目的であることが担保され、事業支配を目的と
する議決権保有ではないと認められる期間に限る趣旨ですが、組合契約上、議決権の行使及びその指図を
行うことができない場合であっても、議決権保有を背景とした実質的な影響力の行使等により、事業支配力
の過度の集中等の問題が生じるおそれが否定できないことから、期間制限を撤廃することは適当ではありま
せん。

また、当該期間を超過する議決権の保有に係る認可の基準については、「独占禁止法第11条の規定によ
る銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」において示しており、有限責任組合員が
議決権の行使及びその指図を無限責任組合員に行うことができない場合、キャピタルゲインを得ることを目
的とした当面の期間の議決権保有であれば、一定の期限を付して認可することが明らかになっていることか
ら、期間を延長することは必要とはなりません。

対応不可

独占禁止法第11条

独占禁止法施行令第
17条

独占禁止法第11条第１項では、銀行業又は保険業を営む会社（以下「銀行等」という。）が他の国内の会社
の株式に係る議決権（以下単に「議決権」という。）をその総株主の議決権の５％（保険業を営む会社にあっ
ては10％）を超えて有することとなる場合における議決権の保有等を規制しています。ただし、同項第４号に
より、銀行等が投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として株式を取得等することによ
り議決権を取得等する場合については、同項の適用が除外されています。

しかしながら、当該議決権を有することとなった日から政令（独占禁止法施行令第17条）で定める期間（10
年）を超えて当該議決権を保有する場合等については同項が適用されるため（同項第４号ただし書）、当該
期間を超えて議決権を保有しようとするときは、あらかじめ公正取引委員会の認可を受ける必要があります
（同項ただし書）。

当該期間を超過する議決権の保有は、認可制度の運用において、キャピタルゲインを得ることを目的とし
た当面の期間の議決権の保有であると認められる等の要件を満たせば、一定の期限を付して認められま
す。

公正取引委員
会

都銀懇話
会

・銀行が、ファンドへのＬＰ出資を通じた株式出資により企業に資金供給している場合において、当該企業の取り巻く環境
等によっては、必ずしも10年以内にファンドが株式を売却することができないケースもありうる。
・この場合、改正前の銀行法施行規則においては、10年を超えてファンドが保有する議決権は、議決権保有規制の適用
除外から除かれており、10年を超えたときから、議決権としてカウントする必要が生じていた。
・しかし、平成26年4月改正により斯かる制約は撤廃されており、ファンドが10年を超えて保有した場合も、議決権としてカ
ウントする必要はない。
・一方で、独禁法においては、引き続き同様の制約が残っており、ファンドが10年を超えて保有する場合は、議決権保有
規制上の議決権として合算する必要があり、5％を超えて保有することは禁止される。そのため、銀行は投資家として重
要な役割を果たしているところ、ＬＰに銀行が含まれる場合においては、組合の存続期間を10 年以内とすることや、組合
の存続期間が10年を超える場合であっても特定の銘柄につき10年を超えて保有しない旨定めることが一般的とされてお
り、10年を超える長期的な投資の妨げとなっている懸念がある。公正取引委員会の認可を受ければ、5％超であったとし
ても10年経過後も保有することが可能であり、「認可の考え方」の明確化が図られている一方、10年超の保有を通じた
キャピタルゲインの獲得を図る案件もあり、認可を必ず取得できるか否かはファンド組成段階では不明確であるため、認
可を取得できないケースに備えた手当をせざるを得ない状況。
・独禁法上の議決権保有規制は、銀行による事業支配力の過度な集中の未然防止と解されるが、ファンドの投資先の会
社の議決権を行使する権限を有するのはGPのみであり、ＬＰは当該権限を有さず、また、（独禁法11条1項4号において
除外されているとおり）議決権行使についてＧＰに指図することができないことが契約書に定められている。よってたとえ
10年を超えてＬＰ出資をしていても、ファンドの投資先の会社に対しＬＰである銀行の支配力が生じることはないことから、
所有期間の制限は設けなくとも規制の実効性は十分に確保できるものと考えられ、銀行法との齟齬は撤廃して頂きた
い。
・近時、VCファンドは、シード等のよりアーリーステージに投資するようになっており、ディープテックやバイオ・創薬などに
投資先が拡大。より長期での支援が必要となり、IPOまでの期間も長期化することを踏まえると、Exitまでの保有期間は
長期化する傾向にあり、米国では保有期間が10年超となるVCファンド設立の動きが拡大。また、バイアウト・ファンドにお
いては企業規模拡大による規模の経済や業界再編を狙って、同業他社の買収を繰り返すプラットフォーム投資の拡大に
よって、Exitまでの保有期間が長期化する傾向。斯かる環境を鑑みれば、10年という期間制限はファンドの投資戦略の
実態に即しておらず、スタートアップ支援や事業者ならびに業界の新陳代謝を促すために不可欠な銀行によるファンドへ
の円滑な資金供給を促進する上で、期間制限の撤廃が困難な場合は15年へ延長して頂きたい。

・銀行等の議決権保有規制の適用
除外事由から除かれる場合として
規定されている独禁法第11条第１
項第４号の「政令で定める期間を超
えて保有する場合」を撤廃
・上記が困難な場合、独禁法施行
令第17条の「政令で定める期間」を
15年に延長

独禁法上の５％ルー
ルの緩和

令和6年12月16日

27 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

118 令和6年11月15日 令和6年12月16日

銀行グループに属す
るベンチャーキャピ
タル及びその出資先
ファンドによる暗号
資産取得の柔軟化

・銀行法上の銀行グループに属す
るベンチャーキャピタル会社並びに
当社が無限責任組合員を務める投
資事業有限責任組合が、事業への
投資の目的を持った結果として暗
号資産を取得する場合は、上記態
勢整備の対象から除外することを
提案するもの

・現在、政府において、2024年にも投資事業有限責任組合法(LPS法)を改正し、投資事業有限責任組合が、出資の対価
として出資先より暗号資産の受領を可能とすることが検討されていると認識。
・他方、たとえLPS法改正が行われたとしても、上記監督指針により、銀行グループに属する投資事業有限責任組合は、
斯かる企業への出資が想定し難い状況。少なくとも、銀行グループに属さない投資事業有限責任組合対比では、出資の
対価として暗号資産を付与する企業への出資が加速しない可能性が高い。
・然しながら、欧米と比べ、我が国では従前から、銀行グループに属するベンチャーキャピタル会社や当社が無限責任組
合員を務める投資事業有限責任組合が、ベンチャー企業や他のベンチャーファンドに対する出資の主な担い手となって
いる。そのため、仮にLPS法改正されたとしても、同監督指針が存在する状況下では、国内でベンチャー企業等が暗号資
産を発行して行う資金調達や、配当としての暗号資産付与が、実際にはハードルが高いものとなる懸念が存在。
・斯様な懸念が生じることは、LPS法改正の趣旨と合致しないと思料されることから、左記要望を行うもの。
・尚、2020年5月に監督指針が施行された時点では、暗号資産発行による資金調達や配当としての暗号資産の付与を
行っているベンチャー企業等は僅少であったが、足許数年でこれらのニーズを持つ企業は急増。「出資への対価の一部
として、我社で発行する暗号資産を付与したい」という声なども顧客から実際に寄せられている状況であり、左記規制緩
和に対する社会的要請も高まっているものと考えられる。

都銀懇話
会

金融庁

銀行グループによる暗号資産の取得は必要最小限度の範囲とする必要があり、かつ、銀行グループの業務
において、暗号資産の取得、保有又は処分等（暗号資産を実質的な投資対象とするファンドに対する出資等
の間接的な方法によるものを含む。以下「暗号資産の取得等」という。）が生じる場合には、銀行の固有業務
の運営への支障や銀行グループとして重大な損害等が生じるおそれがないよう、十分な態勢整備が行われ
ている必要があります。
銀行グループにおける暗号資産の取得等については、上述のとおり、施行規則第13条の６の10及び第13条
の６の11に基づく態勢整備がなされている必要があります。

主要行等向けの総合
的な監督指針Ｖ－６

検討を予定
銀行グループによる暗号資産の取得等に関しては、LPS法改正の動向に加えて、テロ資金供与やマネー・
ローンダリングに利用されるリスク、価格変動リスク、システムリスクのほか、銀行グループが保有する暗号
資産の取扱いに関する国際的な議論等の動向を踏まえ、慎重に検討する必要があります。

119 令和6年11月15日 令和6年12月16日

ベンチャービジネス
会社への議決権保
有制限（5%・15%ルー
ル）

・投資専門子会社を通じたベン
チャービジネス会社への出資にお
ける条件の緩和
・具体的には、「設立後又は新事業
活動開始日以降10年未満」の条件
を緩和すること

・銀行グループ内のベンチャーキャピタルを活用しつつ成長企業支援を促進しているが、当該ベンチャーキャピタルは投
資専門子会社を活用した場合、左記条件があることで投資先・投資規模の制約が生じるため、投資専門子会社化を採
択できない。
・2021年11月の業務範囲規制緩和は、金融機関に対して有望な成長企業への積極的な資金供給を促しているものと理
解。一方、日本経済を支える成長企業は必ずしも「中小企業等経営強化法」で定められた「中小企業」に該当しないこと、
及び創薬分野等の特定領域においては企業が成長するまでに10年以上の期間を要する場合もあり、必ずしも一律10年
以内という基準が妥当ではない業種も存在することを踏まえると、政策目的に対して枠組みが機能しない場面があるも
のと考えられる。
・更なる規制緩和は、金融機関の広範囲な成長企業に対する投資専門子会社を活用した資金供給を促すことに繋がり、
翻って日本経済活性化に資すると考えられる。

都銀懇話
会

金融庁

銀行は、投資専門子会社を通じて新事業活動を行う会社への出資等による資金供給が可能ですが、銀行法
施行規則第17条の2第5項において、当該出資等の対象となる会社は、金融商品取引所に上場されている株
式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外で、設立の日または新
事業活動開始日以降20年を経過していない中小企業者に限定されています。

・銀行法第16条の2第
1項第12号
・銀行法施行規則第
17条の2第5項

対応
銀行の特定子会社（投資専門子会社）が出資可能なベンチャービジネス会社の設立年数等要件を20年とし
た銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令が令和６年11月29日に公布、翌30日に施行されました。

（要望事項①）
金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権

利に対する投資として、匿名組合契約に基づく権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財
産の運用を行うことを業として行う場合は、投資運用業の登録が必要になります。

（要望事項②）
第一種少額電子募集取扱業務として募集の取扱い又は私募の取扱いが行われた有価証券の発行価額の

総額に、当該有価証券の募集又は私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた募集又は
私募及び当該有価証券の募集又は私募と申込期間の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募
に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券（第一種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又
は私募の取扱いが行われた又は行われるものに限る。）の発行価額の総額を合算した額が、一億円未満で
あることが要件とされています。

金融庁
都銀懇話
会

（要望理由①）
・「シンジケート型株式投資型クラウドファンディング」は、通常の投資運用業と異なり、①第一種・第二種少額電子募集取
扱業が取扱うことを想定しているため、対象となる投資家や一人当たりの出資額に一定の制限があること、②本件ス
キームでは投資先の選定は投資家判断によるものであり、電子募集取扱業者は、事実上、投資家の出資に係る取次を
行っているに過ぎない（投資運用業のように「金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて」有価証券等への
投資を行うわけではない）こと、一方で電子募集取扱業者には一定の財産要件や義務（情報提供、発行体審査、投資家
保護等）が課せられていること等を踏まえると、本件スキームにおいて、電子募集取扱事業者に対し、さらに加重的に投
資運用業の行為規制（含む善管注意義務および忠実義務）や財産要件（投資運用業の場合は最低資本金および純資産
額が5,000万円以上）を求めるのは過剰であり、一定の緩和的な適用も許容されうると考えられる。（例えば、（ア）投資運
用業の登録を不要としたうえで必要な範囲で少額電子募集取扱業に投資運用業の行為規制等を課す、あるいは（イ）投
資運用業の新たな類型を創設、等）
・2024年6月公表「市場制度ワーキング・グループ」報告では、株式投資型CFと本要望書にて要望している「シンジケート
型株式投資型CF」との間の規制の平仄を合わせる旨の論点提起がされており、議論は前向きに進捗しているが、早期
に実現することが望ましいと考えられる。
（要望理由②）
・わが国株式投資型CFにおける発行体の調達上限額（１億円未満）は、当時の米国規制における年間107万ドルを参考
にしたと思われるが、現在、同上限は年間500万ドルに引き上げられている。また、英国における投資型CFは、一般投資
家一人あたりの投資上限は純資産額（本人の居住用不動産や年金資産等を除く）の10%以内と定められている一方で発
行体ごとの年間調達上限はない。

①少額電子募集取扱業が「シンジ
ケート型株式投資型クラウドファン
ディング」（注）を取り扱う場合の投
資運用業規制について特例を設け
て頂きたい（例えば、（ア）投資運用
業の登録を不要としたうえで必要な
範囲で少額電子募集取扱業に投資
運用業の行為規制等を課す、ある
いは（イ）投資運用業の新たな類型
を創設、または（ウ）投資家サイドの
限定（適合性テストや、利用資産の
上限設定））
②欧米の動向を踏まえ、株式投資
型クラウドファンディングにより発行
可能な有価証券の総額に係る上限
（１億円未満）の引上げあるいは投
資家一人当たり投資上限額は維持
しつつ発行可能総額の上限は撤廃
頂きたい
（注）個々の投資家がシンジケート
（ＳＰＶ等）への匿名組合出資を通じ
て、特定の企業に株式出資する形
態。クラウドファンディング事業者
は、投資家に対し、特定の企業へ
の投資を条件とする当該シンジ
ケートの出資持分の募集又は私募
を行った上で（少額電子募集取扱
業務の場合は第二種）、当該特定
の企業に株式投資を行う（投資運
用業）。なお、クラウドファンディング
事業者が自らの判断で投資先を決
定することは想定していない

株式投資型クラウド
ファンディングに係る
規制の見直し

（要望事項①）
・電子募集取扱業者が金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う場合は、投資者保護の観点から、
投資運用業の登録が必要と考えられます。
・金融審議会 市場制度ワーキング・グループ報告書（令和６年７月２日公表）に基づき、株主一元化のため
に単一企業が発行する非上場株式等のみに投資を行うファンドのみを運営する場合、実態に即した人的構
成・業務運営体制での投資運用業の登録が可能であることを金融庁のガイドライン等により明確化すること
を予定しております。

（要望事項②）
・投資型クラウドファンディングに係る企業による発行総額上限の引上げ及び投資家による投資上限の柔軟
化を含めた金融商品取引法施行令等の一部改正案について、令和６年11月26日～12月26日でパブリックコ
メントを実施しております。

（要望事項①）
金融商品取引法第２
条第８項第15号ハ、
第28条第４項第３
号、第29条

（要望事項②）
金融商品取引法第29
条の４の２第10項、
金融商品取引法施行
令第15条の10の３第
１号、金融商品取引
業等に関する内閣府
令第16条の３第１項

（要望事項
①）
検討に着手

（要望事項
②）
検討に着手

令和6年12月16日令和6年11月15日120
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

121 令和6年11月15日 令和6年12月16日
銀証間における法人
顧客情報の共有に
係る制限の撤廃等

・銀証間での法人顧客情報の共有
（金商業等府令153条1項7号）及び
勧誘規制（同項8号）に係るファイ
アーウォール規制を撤廃し、原則自
由化していただきたい。顧客等の利
益を害するような非公開の情報の
利用等については、利益相反管理
体制や優越的な地位の濫用防止等
の規律が既に定められている。
・また、兼職制度については銀証兼
職者が、銀行・証券双方において、
外務員登録することを許容（外務員
の二重登録規制撤廃）していただき
たい

・近年のファイナンス手段の多様化に伴い、顧客は資金ニーズや資本政策に応じて、エクイティ、メザニン、デットを組み
合わせて資金調達するようになっており、金融機関に対して、銀行・証券が取り扱うファイナンス手段をまとめて提案して
ほしいというニーズが高まっている。FW規制は、顧客によるこうした複数のファイナンス手段の円滑な比較・検討の妨げ
となっている。
・また、大手金融グループでは、各社専門性を活かしたより付加価値の高い金融商品・サービスの効果的・効率的な提
供やグループ全体の経営管理・リスク管理強化の観点から、金融グループ間の顧客情報の共有が重要なテーマとなって
いるが、銀証間のみに課される特異なFW規制は、これらの妨げとなっている。
・欧米主要国では、グループ内での法人顧客情報の共有は、原則自由に行なうことが可能とされているほか、わが国で
も、個人情報保護法に基づき（法人の場合はこれに準じて）共同利用制度により、一定の条件の下、銀証間以外はグ
ループ会社間の顧客情報の共有が可能。
・今般、上場企業等を対象として新たなオプトアウトが導入されたものの、企業群の多くを占める中堅・中小企業には適
用されず、同規制の見直しの趣旨である多様で質の高い金融サービスの提供を遍く実現するには道半ばの状況。
・FW規制の見直しは、我が国金融機関の国際的な競争力の確保、我が国金融・資本市場の発展、国際金融都市の実
現、幅広い法人顧客の資金調達・M&A、資金運用等のニーズに対する銀証一体でのより多様で質の高い金融サービス
の提供など、金融界のみならず、我が国経済・金融市場全体としての将来の在り方にもつながる問題。

都銀懇話
会

金融庁

登録金融機関である銀行とグループ証券会社の間での情報共有に係る規制は、以下のとおりです。
① 証券会社が、その親子法人等との間で、事前に発行者等（有価証券の発行者又は顧客）の書面又は電
磁的記録による同意を得る場合等を除き、非公開情報を授受することは禁止されています（金融商品取引業
等に関する内閣府令第153条第１項第７号、第２項）。
② 銀行の金融商品仲介業務に従事する役職員による以下の行為が禁止されています（同府令第154条第
４号）。
・ 親子法人等に、事前に顧客の書面又は電磁的記録による同意を得る場合等を除き、非公開情報（顧客の
有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別な情報に限る。）を提供すること。
・ 親子法人等から、一定の場合を除き、非公開融資等情報を受領すること。
③ 銀証兼職者は銀行及び証券会社それぞれが管理する非共有情報にアクセスすることができますが、業
務遂行上必要性がある場合に限られます（金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針IV- 3- 1- 4）。

上記①・②については、新たなオプトアウト制度として、上場企業等である発行者等の求めに応じて情報の
共有を停止する場合、その旨について、あらかじめ、上場企業等が知り得る状態に置いているときは、情報
共有の停止の求めがあるまで情報共有が可能となっております。

また、外務員については、一の役職員が二以上の金融商品取引業者・登録金融機関等の外務員としての
登録を受けることができないこととされております（金融商品取引法第64条の２第１項第３号）。

金融商品取引法第40
条第２号、第44条の
３第１項第４号、第２
項第４号、第64条の
２第１項第３号
金融商品取引業等に
関する内閣府令第
123条第１項第18号、
第24号、第２項
第153条第１項第７
号、第２項、第154条
第４号
金融商品取引業者等
向けの総合的な監督
指針IV- 3- 1-4

その他

上場企業等の情報授受規制及び手続きの簡素化については、金融審議会市場制度ワーキング・グループ
第二次報告（令和３年６月18日公表）における提言を踏まえ、令和４年６月22日に、金融商品取引業等に関
する内閣府令等を施行し、上場企業等を対象とした新たなオプトアウト制度の導入等を行いました。

その他の法人顧客情報の共有に係る規制等については、同ワーキング・グループ第二次中間整理（令和４
年12月21日公表）における「顧客情報管理や利益相反管理、優越的地位の濫用防止の実効的な確保等の
利用者保護の状況を適切に確認しながら、外務員の二重登録禁止規制や、中堅・中小企業や個人顧客の
情報の取扱い等に関するファイアーウォール規制のあり方について、利用者利便の具体的な向上にどのよう
につながりうるのかといった観点から、引き続き検討を行うことが考えられる。」との整理を踏まえ、今後引き
続き当ワーキング・グループにおいて検討していく課題です。

122 令和6年11月15日 令和6年12月16日
銀証間における個人
情報共有に係る規
制の緩和

・グループ内の銀行・証券会社間で
個人の顧客情報を共有する際、個
人情報保護法に基づくオプトアウト
制度の利用を許容していただきた
い
・法人と同様の金商法に基づくオプ
トアウト制度とする場合には、①顧
客情報を共有する個人に対する通
知に加えて、個人情報保護法（第23
条第2項及び第４項第３号）に準じ
た「本人が容易に知り得る状態に置
く」という方法を許容、②金融商品
仲介業務従事者をオプトアウト制度
の対象に追加、を措置していただき
たい
・それらも直ちに措置困難であれ
ば、少なくとも、同意取得方法は「書
面」を必須とせず、「口頭による確認
と記録保存」を許容していただきた
い

・個人の顧客情報を銀証間で共有するためには、書面による同意取得（オプトイン）が必要となっており、顧客・金融機関
双方にとって煩雑感・負担感が生じている。個人情報保護法上、グループ内における共同利用が認められているにもか
かわらず、銀証間にのみ個人情報保護法を超える規制は過剰と言わざるを得ない。
・金融審議会における過去の議論でも、個人についてオプトインを要する根拠は必ずしも明確にはされておらず、専門委
員からも「ファイアーウォール規制としてグループ内の銀行と証券会社だけに個人情報保護法を超えるレベルの保護措
置を講じるということに若干の疑問を感じる。個人のお客様に対して、規制を維持する目的は何なのか。グループ特有の
弊害等は何かといったところは不明瞭な部分がある。今後しかるべき時期に、グループ内の個人情報の共有についての
重畳的規制の撤廃について議論がなされることを期待」との指摘があった。
・ファイアーウォール規制の導入以降、大手金融グループでは、大手証券会社をグループに有するに至り、銀・証を含め
たグループ経営が進展しているほか、個人顧客でも、こうした動きを映じて大手金融グループへの総合的な金融サービ
スに対する期待、ニーズが高まっている。また、個人情報保護法に基づく個人データの保護に関する制度整備も進展し
たほか、近年では、金融分野における情報の利活用が大きなテーマとなっている。
・以上のように我が国金融機関、利用者、我が国の金融・資本市場を取り巻く環境は大きく変化しており、これらを踏まえ
て制度設計の見直しを改めて検討をお願いしたい。

都銀懇話
会

金融庁
金融グループ内の銀行・証券会社間で法人顧客の非公開情報を授受する場合には、オプトアウトの対象と

なりますが、個人顧客の非公開情報を授受するには、内部管理目的等の場合を除いて、顧客の書面又は電
磁的記録による同意を得る等の必要があります。

金融商品取引業等に
関する内閣府令第
153条第１項第７号、
第154条第４号

その他

手続きの簡素化については、金融審議会市場制度ワーキング・グループ第二次報告（令和３年６月18日公
表）における提言を踏まえ、令和４年６月22日に、金融商品取引業等に関する内閣府令等を施行し、事前同
意手続の簡素化（電磁的方法利用時の事前承認を不要とする等のデジタル化対応）等を行いました。

個人顧客の情報授受規制については、同ワーキング・グループ第二次中間整理（令和４年12月21日公表）
における「顧客情報管理や利益相反管理、優越的地位の濫用防止の実効的な確保等の利用者保護の状況
を適切に確認しながら、外務員の二重登録禁止規制や、中堅・中小企業や個人顧客の情報の取扱い等に関
するファイアーウォール規制のあり方について、利用者利便の具体的な向上にどのようにつながりうるのかと
いった観点から、引き続き検討を行うことが考えられる。」との整理を踏まえ、今後引き続き当ワーキング・グ
ループにおいて検討していく課題です。

123 令和6年11月15日 令和6年12月16日
発行体向けクロス・
マーケティングの解
禁

・銀行が、証券会社の発行体向け
証券業務に係る行為の一部を代行
することを、①市場誘導ビジネスの
対象拡大、又は②金融商品仲介行
為（登録金融機関業務）の対象拡
大（例えば、引受の媒介）によって
許容

・企業金融分野における顧客ニーズの高度化・複合化に伴い、金融機関は、単なる資金調達手段の提供ではなく、経営
課題に対する総合的かつ高度なソリューションをスピーディーに提供することを期待されているにもかかわらず、発行体
向けクロス・マーケティングが禁止されている結果、単一担当者による的確・迅速な提案やマーケティング等（下記）がで
きず、顧客利便性が損なわれる状況となっている。
〇証券会社の商品・サービスを含むファイナンス・メニューや複合的ディールの説明
〇上記商品・サービス等の内容や具体的条件に対する自己の評価の表明を行うこと
〇上記商品・サービス等の具体的条件の提示
・ユニバーサルバンク制を採用している欧州はもとより、米国でもかかるクロス・マーケティングは禁止されていないことに
鑑みれば、グローバルスタンダードの観点からも、内外制度環境の差が国際競争力の強化に影響を与えているとも考え
られ、わが国金融・資本市場の国際金融センターとしての魅力を高める上でも、規制緩和が有効であると考える。
・また、平成29年7月、第4回法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会にて、社債の管理の在り方に関して議論が行
われ、銀行界としては法務省から提案された新たな社債管理機関に対する賛同の旨を表明したところである。他方、わ
が国の社債市場においては、発行体・投資家の裾野の一層の拡大に向けた制度改善の余地があるとも触れており、社
債市場等の資本市場の活性化の観点からも、本要望のように、銀証間の連携強化により顧客利便性の向上に資する規
制緩和が措置されることが肝要と考える。

都銀懇話
会

金融庁

金融商品取引法第33条は、銀行等の金融機関による金融商品取引業を原則禁止としていますが、これは
金融商品取引業を兼業することにより生じる利益相反等の弊害を防止するためです。

この点に関しては、これまでにも証券会社との共同店舗、共同訪問が認められ、また、証券仲介業務を解
禁するなど利益相反が生じない範囲において規制緩和が行われています。

さらに、平成21年６月からは銀行等の職員が証券会社の職員を兼務することで、証券会社の職員として具
体的な条件の提示や交渉を行うことが認められました。

なお、銀行が金融商品取引法第33条の規定に反しない業務として発行体に対して行うことができるもの
は、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針Ⅷ－２－５において明確化されています。

金融商品取引法第33
条第１項（解釈）
金融商品取引業者等
向けの総合的な監督
指針VIII-２-５
銀行法第12条

対応不可

金融審議会市場制度ワーキング・グループ第二次報告（令和３年６月18日公表）において
「銀行の役職員が、引受に関するアドバイスや紹介にとどまらない具体的な条件の提示や交渉を行うことを
禁止する発行体クロスマーケティング規制や、1993年に業態別子会社形式による銀行・証券の相互参入が
認められた際に導入された、主幹事引受規制（証券会社がその親子法人等が発行する有価証券の引受主
幹事会社となることに関し、一定の要件を満たす場合を除き原則禁止）及び引受証券の売却制限規制（証券
会社が有価証券の引受人となった日から６か月を経過する日までの間において、その親子法人等に当該有
価証券を売却することが一定の場合を除き原則禁止）について、これらの行為は、利益相反や有価証券の
発行条件等が歪められる等の懸念が指摘されている。これらの規制については、適切な引受審査を通じた
プロセスの透明性を確保することが重要であり、慎重に検討する必要がある。」
との提言が示されたところであり、今後引き続き当ワーキング・グループにおいて慎重に検討していく課題で
す。

124 令和6年11月15日 令和6年12月16日
一般債引き受けに関
する弊害防止措置
の緩和

・左記規制の廃止若しくは、一部緩
和（制限期間の短縮化等）

・有価証券の取引公正性を図ることによる経済発展と、投資家保護を目的とした規制だが、法制定以降の一般債市場拡
大・流動性向上に伴い、制度撤廃、若しくは一定の緩和余地有りと思料。
・POT方式による起債が拡大し、発行体と投資家間の透明性が高まっている市場環境下であること、また、銀行およびそ
の関連金融商品取引業者はアームズ・レングス・ルールを遵守していることに鑑み、第三者との通常の取引と異なる条
件での金融商品取引が行われることは考え難い。
・金商法第15条第2項では、目論見書交付期間は6ヶ月から3ヶ月に改定されており、有価証券のプライマリーとセカンダ
リー市場の区別を3ヶ月間と規定している。

都銀懇話
会

金融庁
金融商品取引法第44条の３第１項第４号の規定に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第

１項第６号の規定は、金融商品取引業者が有価証券の引受人となった日から６か月を経過する日までの間
において、親法人等又は子法人等に当該有価証券を売却することを禁止しております。

金融商品取引法第44
条の３第１項第４号
金融商品取引業等に
関する内閣府令第
153条第１項第６号

対応不可

金融審議会市場制度ワーキング・グループ第二次報告（令和３年６月18日公表）において
「銀行の役職員が、引受に関するアドバイスや紹介にとどまらない具体的な条件の提示や交渉を行うことを
禁止する発行体クロスマーケティング規制や、1993年に業態別子会社形式による銀行・証券の相互参入が
認められた際に導入された、主幹事引受規制（証券会社がその親子法人等が発行する有価証券の引受主
幹事会社となることに関し、一定の要件を満たす場合を除き原則禁止）及び引受証券の売却制限規制（証券
会社が有価証券の引受人となった日から６か月を経過する日までの間において、その親子法人等に当該有
価証券を売却することが一定の場合を除き原則禁止）について、これらの行為は、利益相反や有価証券の
発行条件等が歪められる等の懸念が指摘されている。これらの規制については、適切な引受審査を通じた
プロセスの透明性を確保することが重要であり、慎重に検討する必要がある。」
との提言が示されたところであり、今後引き続き当ワーキンググループにおいて慎重に検討していく課題で
す。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

125 令和6年11月15日 令和6年12月16日
登録金融機関にお
ける非公開融資等
情報の遮断の撤廃

・非公開融資等情報の授受禁止規
制を撤廃し、顧客からの同意書有
無に関わらず銀行内の融資業務従
事者-金融商品仲介業務従事者間
での顧客に係る情報共有を可能に
する（但し、法人関係情報を利用し
た勧誘の禁止等の規制は撤廃せ
ず）

・顧客利便性が損なわれ、かつ規制遵守に伴う行内手続負荷も相応であり、規制撤廃を提案するもの。
・今般の社会背景や、企業代表者等による個人資産の証券関連投資運用需要の高まりを受け、銀行では法人営業担当
（≒融資業務従事者）と個人営業担当（≒金融商品仲介業務従事者）の垣根をなくし、取引先企業の資産及び代表者等
個人の資産状況双方把握の上での最適な提案の必要性が高まっている。
・同一行員において、ある会社（A社）以外の有価証券に係る金融商品仲介業務とA社の融資業務は兼務可能。ただし現
実的には、法人担当と個人担当を分離せざるを得ず、本規制は、顧客の財務状況を踏まえた最適な提案を行うための
障害となっている。実際には融資担当者はA社のみの融資を行っていることはなく、自らの融資担当先に係る金融商品
仲介業務を行うことはできず、仮に兼務させるとすれば、融資担当者毎に金融商品仲介業務として取扱い可能な有価証
券を変更する等を管理する必要があるが容易ではない。
・事前に顧客書面同意等があれば非公開融資等情報の授受は可能とされるが、オプトアウトは個人に適用できない等、
必ずしも容易ではなく、またオプトアウトがあった場合に担当者や管理体制の変更を都度要することから、遵守に伴う手
続が煩雑であり、顧客の投資運用ニーズ等を発掘した融資業務従事者から金融商品仲介業務従事者へのスムーズな
連携が阻害。
・そもそも規制趣旨が非公開融資等情報を用いて勧誘を行うことによる不公正な取引防止や顧客保護にあるとすれば、
法人関係情報に係る規制、優越的地位濫用に係る規制、金融機関における守秘義務、個人情報保護法等で手当て済。
また、利益相反行為の虞についても懸念される事態は上記規制遵守により防止されうる。また、登録金融機関は利益相
反管理体制の整備を求められており、管理対象には金融商品仲介業務も含まれている。本規制は、重畳的・抽象的な危
険に対して予防的に規制を課すものとなっており、顧客利便・顧客保護両立に向けた各金融機関の実情に鑑みた創意工
夫による取組み余地も許さないものとなっている。

都銀懇話
会

金融庁
登録金融機関において、金融商品仲介業務に従事する役員・使用人が、有価証券の発行者である顧客の

非公開融資等情報を、融資業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員・使用人から受領し、又は融資
業務若しくは金融機関代理業務に従事する役員・使用人に提供することは禁止されています。

金融商品取引法44条
の2第2項第3号
金融商品取引業等に
関する内閣府令150
条第5号
金融商品取引業者等
向けの総合的な監督
指針Ⅷ－１－１（８）

その他

上場企業等の情報授受規制及び手続きの簡素化については、金融審議会市場制度ワーキング・グループ
第二次報告（令和３年６月18日公表）における提言を踏まえ、令和４年６月22日に、金融商品取引業等に関
する内閣府令等を施行し、上場企業等を対象とした新たなオプトアウト制度の導入等を行いました。

ファイアーウォール規制に関するその他の事項については、同ワーキング・グループ第二次中間整理（令
和４年12月21日公表）における「顧客情報管理や利益相反管理、優越的地位の濫用防止の実効的な確保等
の利用者保護の状況を適切に確認しながら、外務員の二重登録禁止規制や、中堅・中小企業や個人顧客
の情報の取扱い等に関するファイアーウォール規制のあり方について、利用者利便の具体的な向上にどの
ようにつながりうるのかといった観点から、引き続き検討を行うことが考えられる。」との整理を踏まえ、今後
引き続き当ワーキング・グループにおいて検討していく課題です。

126 令和6年11月15日 令和6年12月16日
「のれん」の規則的
償却の見直し

・日本の会計基準において、「のれ
ん」の規則的償却を行わず、毎期
「のれん」の価値を評価し、必要な
減損処理を行う方法も認めること

・日本の会計基準では、「のれん」の処理について、規則的に償却することが定められている。そのため、のれん償却費
が買収企業の収益を継続的に圧迫することになるため、スタートアップ同士のM&A戦略並びに中堅・大企業による買収
の阻害要因になっているとの指摘がある。
・また、M&Aを通じてグローバルに展開しようとした場合でも、「のれん」の償却負担も踏まえて価格設定をする必要があ
り、他国の企業との入札競争で競り負ける可能性も高く、グローバルな成長の阻害要因にもなる。
・「規則的償却を行う方法」と「減損のみを行う方法」との選択適用を認めることで、スタートアップのM&A促進に繋がるこ
とが期待される。
・ 尚、IFRSを導入すれば、規則的償却は不要となるが、一方で、導入負担等の観点で国内スタートアップにはハードルが
高い。

都銀懇話
会

金融庁

のれんの会計処理については、企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」第32項において、「の
れんは、資産に計上し、20 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他の合理的な方法により
規則的に償却することとされている。」とされています。
また、同基準第108項において、「規則的な償却を行う」方法と「規則的な償却を行わず、のれんの価値が損
なわれた時に減損処理を行う」方法との選択適用は、利益操作の手段として用いられる可能性もあることか
ら認めないこととされています。

なし
〔参考：企業会計基準
第21号「企業結合に
関する会計基準」第
32項他〕

その他

左記「制度の現状」にも記載のとおり、「規則的な償却を行う」方法と「規則的な償却を行わず、のれんの価値
が損なわれた時に減損処理を行う」方法との選択適用は、利益操作の手段として用いられる可能性もあるこ
とから認めないこととされています。
また、国際的にも信頼性の低下などを理由として、のれんの会計処理に係る選択適用は認められておりませ
ん。
さらには、2023年６月に開催された企業会計審議会会計部会においても、のれんの会計処理に係る選択適
用については投資家などから否定的な意見が付されています。
こうしたことに鑑みると、のれんの会計処理に係る選択適用については慎重な検討が必要であると考えられ
ます。
なお、我が国においては、企業会計の基準は企業会計基準委員会（ASBJ）において定めることとされていま
す。

128 令和6年11月15日 令和6年12月16日
外国の資産運用会
社に出資する際の
業務範囲規制緩和

・「外国特定金融関連業務会社」が
主として営む業務（銀行法施行規則
17条の4の4）に、資産運用業を追
加していただきたい

・「貯蓄から投資」の促進が重要とされる中で、我が国における資産運用業高度化の必要性が増加。
海外資産の運用力を強化しつつ、我が国の顧客ニーズに沿った質の高い商品ラインナップを拡充する方法の１つとし
て、我が国AM会社及び我が国主要AM会社を保有する金融グループによる、海外AM会社の買収を促進することは有効
と考えられる。
・しかしながら、海外においては、資産運用会社本体が投資資産の価値の維持・向上のため、投資資産の性質に応じ、
一部他業を営んでいるケースも多く、現行法の下では日本の銀行又は銀行持株会社が海外のAM会社を子会社等にす
ることができないことが多い。
・また、近年、資産運用の領域における利益は堅調に増加傾向。そのため、外国の資産運用会社へ出資・買収すること
は、「海外で稼ぐ力」という令和3年改正銀行法の趣旨にかなうものである。

都銀懇話
会

金融庁
外国特定金融関連業務会社は、金融関連業務のうち法令において規定されている業務を主として営む外国
の会社に限られており、資産運用業については当該業務に含まれておりません。

銀行法第16条の２第
６項第１号
銀行法施行規則第17
条の４の４

検討を予定
外国特定金融関連業務会社は、銀行グループの｢海外で稼ぐ力｣の強化の観点から設けられた制度であり、
当該会社が主として営む業務に新たな業務を追加するには、当該制度趣旨や制度の運用状況、具体的な
ニーズを踏まえて慎重に検討する必要があります。

なし
〔参考：企業会計基準
適用指針第22号「連
結財務諸表における
子会社及び関連会社
の範囲の決定に関す
る適用指針」第16項
（4）他〕

左記「制度の現状」にも記載のとおり、実際の運用にあたっては、本規制は形式的ではなく、個々の案件の
実態に応じて当該条項の該当性について判断しているものと認識しております。また、本規制は金融機関だ
けでなく、全事業種共通の取扱いとして、「他の企業の意思決定機関を支配」しているか否かを  基準に連結
の範囲に含まれるか否かを判断することとされており、連結の範囲に含まれるか否かは投資家にとっても重
要な情報であるため、当該要件の見直し（緩和）については慎重に検討する必要があると考えられます。
さらに、既述のとおり、当該条項の該当性については個々の案件において個別で判断されていることから、
一律に要件を定める（明確化）ことについても慎重な検討が必要であると考えられます。なお、我が国におい
ては、企業会計の基準は企業会計基準委員会（ASBJ）において定めることとされています。また、日本公認
会計士協会（JICPA)等への働きかけに関しても、上記も踏まえた慎重な検討が必要であると考えられます。

その他127 令和6年11月15日 金融庁
都銀懇話
会

・既存の規則を適用した場合、投資先が連結子会社に該当する可能性もあるなかで、銀行グループとしては投資先企業
の事業そのものによる成果を期待して投資するものでなく、あくまでも有期かつEXITを見据えた投資である。左記を踏ま
えると、投資先企業の経営成績や財務状況を銀行グループの連結決算に反映させることは、銀行グループの正常な収
益力・健全性の把握を妨げる可能性がある。加えて、各種届出、バーゼル関連の計数作成等が必要になり、投資先企業
の管理部門に対して追加的な負担を課すことになり、投資先の成長の足枷となる懸念もある。
・当該出資により50％超を取得した場合、会計上は「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関す
る適用指針」（以下、「適用指針」）16（4）（以下、「VC条項」）により子会社該当性を検討することになる。
・なお、VC条項②には、子会社該当性の基準として、「当該他の企業との間で、当該営業取引として行っている投資又は
融資以外の取引がほとんどないこと」が規定されており、投資専門子会社による出資先企業との間に、為替取引をはじ
めとした銀行取引等を有するケースが多いなかで、銀行グループとしてはあくまでも有期かつEXITを見据えた業務として
の投資であるにも関わらず、会計上も形式的に子会社と判定され得る。
・また、適用指針16は、「財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配していない
ことが明らかであると認められる場合」の規定であるところ、人員派遣も論点となり得る。投資専門子会社が投資先に対
して人員（代表取締役、業務執行取締役含む）を派遣するケースがあるなかで、当該派遣は、投資先のコーポレート・ガ
バナンス体制や投資専門子会社の株主責任において重要で、これは投資先を将来的に子会社化することや銀行グルー
プによる投資先の支配を目的としたものではなく、あくまでEXITを見据えた投資先の企業価値向上と投資専門子会社の
投資規律の確保のためである。しかし、投資専門子会社から行う人員派遣は、一部の監査法人より、「企業会計基準第
22号 連結財務諸表に関する会計基準」上の「他の企業の意思決定機関を支配している」状態と見なされ、会計上も子会
社と判定されかねず、人員派遣を制約しなければならないケースが想定される。この結果、投資先へのガバナンスを効
かせづらくなる可能性、投資専門子会社がスピード感を持った業務執行が困難となる可能性が生じ、将来のEXITを見据
えたハンズオンでの投資先の支援に制限がかかってしまうことに繋がる。
・投資専門子会社の出資先にはVC条項を適用し非連結としている出資先と重要性で非連結としている出資先が併存し
ているものと思料。仮に重要性が高くなり連結対象となった場合、全く同様の目的による出資にも関わらず、グループ間
の取引が少額あるかないかでVC条項適用会社と連結子会社が存在することになり、投資家の判断にも影響を及ぼし得
る。

・投資専門子会社によるベンチャー
ビジネス会社、事業承継会社等へ
の出資に関して、出資先企業が銀
行グループの子会社に該当しない
旨の規定の新設又は解釈の明確
化（銀行法・会計規則上）
・上記出資に関する子会社判定の
更なる柔軟な対応に向けた、日本
公認会計士協会等への働きかけ

投資専門子会社の
出資先企業が銀行
グループの子会社に
該当しない旨の規定
（銀行法・会計規則
上）

我が国における連結の範囲に関しては、金融機関に限らず全業態において支配力基準が採用され、「他の
企業の意思決定機関を支配している企業」として連結財務諸表に関する会計基準第7項に列挙されている他
の企業は原則として「子会社」とされ、例外的に「他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかで
あると認められる企業」について、「子会社」に該当しないものとして、 連結の範囲から除外することが認めら
れています。
企業会計基準適用指針第22号第16項では、この適用除外の類型について例示列挙され、同項⑷において、
いわゆるVC条項と呼ばれる類型が示されているところ、当該規定の趣旨は当該取引のために議決権を行使
していても、投資先である他の企業と連結グループとみなされるような運営がなされておらず、他の企業の意
思決定機関を支配する意図はないと判断できるか否かという観点から要件が定められており、ご指摘の箇所
についてもこのような趣旨から一定の制限が付されているものと考えられます。
そして、実際の運用にあたっては、同条項を形式的に当てはめるのではなく、個々の案件の実態に応じて当
該条項の該当性について判断されているものと認識しています。
また、親会社は原則としてすべての「子会社」を連結の範囲に含めることとされておりますが、「子会社」に該
当する場合であっても、連結財務諸表に関する企業会計基準注３ により、重要性の乏しいものは連結の範
囲に含めないことができるとされています。

令和6年12月16日
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

129 令和6年11月15日 令和6年12月16日

資産運用立国を支
えるアセットクラスの
多様化（投資法人法
制の見直しに係る所
要の措置)

・我が国における魅力的な投資対
象を創出するため、米国はじめとす
る主要国同様に、投資法人が特定
資産として投資可能なインフラ資産
の範囲を拡大（データセンター・海
底ケーブル・航空機・携帯基地局・
道路・空港・鉄道・船舶・送電網・パ
イプライン等）していただきたい

・平成27年4月に社会インフラ整備への民間資金活用を更に加速させるべくインフラファンド市場が創設されたが、本邦
上場インフラファンド市場が対象とするインフラ資産の種類が米英など他の先進国対比でも限定的であり、つれて参加プ
レイヤーも限定され、諸外国対比でも小規模。
・一方、経済成長を支えるインフラ整備の重要性が高まり、投資も大規模化する中、オリジネーターのB/S負担増加によ
るオフバランスニーズが増加。
・加えて、投資家の低金利環境下で比較的高い利回りが期待できるインフラへの投資ニーズ、我が国におけるミドルリス
ク・ミドルリターンな投資対象の不足もあり、資産運用立国確立の観点からも益々のインフラファンド市場拡大が期待され
ている。
・このように、インフラ資産について、有価証券・不動産同様に投資を容易にする必要性が高まる一方、投信法が規定す
るインフラ資産（①再生可能エネルギー発電設備②公共施設等運営権）は今なお限定的であり、投資法人の市場参加
（インフラ市場拡大）の足枷となっていることから日本取引所の有価証券上場規程に規定されるインフラ資産等（①同②
同③道路・空港・鉄道・船舶・送電網・パイプライン等）をはじめ、今後成長が見込まれるデータセンター・海底ケーブル・
携帯基地局等のデジタルインフラや航空機等までの対象資産拡大が必要。
・尚、データセンター・航空機等、投資対象として期待されているインフラに関しては、セキュリティートークンを活用した新
しい運用商品としての検討も進められており、インフラ投資への潜在的な投資ニーズは実際に存在しているものと考えら
れる。
・また、海外においても株式会社・信託・組合等のSPCを通じてインフラを保有するケースがよくみられることから、投資対
象の取得・売買の容易さ、運用コストの削減等の観点で、株式保有制限の見直しも望まれる。

都銀懇話
会

金融庁

① 投資法人は、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として設立されています。
特定資産の範囲については、有価証券、不動産、再生可能エネルギー発電設備などが政令で限定列挙され
ています。

② 投資法人は同一法人の発行する株式の取得割合については50%以下とされています。

①投資信託及び投資
法人に関する法律第
２条、同施行令第３
条

②投資信託及び投資
法人に関する法律第
194条、同施行規則
第221条

①検討を予
定

②対応不可

① 投資法人の特定資産の追加の検討に当たっては、当該資産を投資法人の投資対象とすることについて
の具体的なニーズが存在することを前提として、資産としての独立性や個別性、投資適格性などを総合的に
勘案していく必要があります。このため、提案の内容や提案理由で列挙されているインフラ資産についても、
資産としての独立性や個別性、投資適格性等を検討する上で必要となる事実や具体的なニーズ、優先順位
等が明らかにされる必要があり、それを踏まえて対応していく必要があると考えております。

② 投資法人は、運用資産を保有し収益を分配する器（ビークル）であり、資産の運用以外の行為を営業とし
てすることができないとされています。また、投資法人による事業支配を制限する趣旨から、同一法人の株
式に係る過半以上の議決権保有が禁止されているところです。

このような投資法人の性質及び趣旨などに鑑みれば、過半議決権保有制限の見直しは困難です。

130 令和6年11月15日 令和7年2月18日

確定拠出年金運営
管理機関及び営業
職員による運用商品
推奨・助言規制の緩
和

・加入者等から具体的な運用商品
に関する推奨・助言の要請があった
場合等利益相反の懸念が少ない場
面における、確定拠出年金運営管
理機関及び確定拠出年金運営管
理機関である金融機関の営業職員
による加入者等への運用商品の推
奨・助言の許容

・政府による「新しい資本主義」の主要施策である「資産所得倍増プラン」では、家計に眠る現預金を投資につなげ、家計
の勤労所得に加え金融資産所得も増やしていくことが重要であるとされ、その手段として「中間層がリターンの大きい資
産に投資しやすい環境の整備」が謳われている。
・金融庁が2023年4月に公表した「資産運用業高度化プログレスレポート」では、わが国の企業型DCにおいて、元本確保
型商品（預金や保険等）の割合が高い状況にある点が課題として挙げられている。また、わが国の投資信託の販売にお
いてDC等直販を通じた購入者が少ない点も課題として挙げられ、「貯蓄から資産形成の流れを促すには、投資信託等の
販売チャネルが多様化し、国民が金融サービスをより身近に感じられるようになること、また、様々な販売チャネルでアド
バイス等のサービスの質を競い合うことが重要」と整理されている。
・上述の背景を踏まえれば、営業職員や加入者等向けサイトを通じた運用商品の推奨・助言を可能とする本要望は、税
優遇のメリットや資産形成の機会の活用を促進することを通じて、政府方針や行政が認識している課題解決にも資する
と考えられる。
・なお、個別の運用商品に係る推奨・助言を可能とすることについては、例えば高い信託報酬手数料の商品を優先的に
推奨するといった顧客本位でない商品提案がなされる虞もあるところ、加入者等から具体的な運用商品に関する推奨・
助言の要請があった場合に当該承認に限定して対応することや、推奨・助言を行う場合には合理的な根拠等を明示する
等の措置を講じることで対処可能であると考える。

都銀懇話
会

厚生労働省
金融庁

確定拠出年金運営管理機関が加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を
行うこと、又は指図を行わないことを勧めること、は認められていません。

確定拠出年金法第
100条第6号・第7号
確定拠出年金運営管
理機関に関する命令
第10条第2号

対応不可

確定拠出年金制度は、運用結果に対する責任を個々の加入者が負う年金制度です。そのため、加入者が
自己責任を負うことを前提に、事業主や確定拠出年金運営管理機関等の関係者が負うべき責務や禁止され
る行為等を明確化しており、関係者は加入者の利益のみを考慮して忠実に業務を行う義務があります。

現行法制の下でも、確定拠出年金運営管理機関が、客観的なデータや一般的なポートフォリオ理論に基づ
き試算される資産配分モデルを複数示すことのほか、それぞれの商品区分にどのような運用商品があるか
を提示（複数ある場合は複数）することは問題ありません。

そのうえで、確定拠出年金運営管理機関が、個別の運用商品の推奨・助言を認めることについては、例え
ば高い信託報酬手数料の商品を優先的に推奨するといった顧客本位でない商品提案がなされる可能性が
払しょくされていない現状においては、加入者等からの要請に限る場合であれ、こうした利益相反の懸念が
排除できないため、困難です。

①・内国投資信託受益証券に係る有価証券届出書や有価証券報告書といった開示書類については、【委託
会社等の経理状況】欄において、委託会社等（すなわち、発行者である、内国投資信託受益証券に係る投資
信託及び投資法人に関する法律第２条第11項に規定する投資信託委託会社又は同条第２項に規定する委
託者非指図型投資信託の受託者である同法第47条第１項に規定する信託会社等をいいます。）の財務諸表
又は中間財務諸表を記載することが求められています。
・ また、当該有価証券報告書については、特定期間（すなわち、内国投資信託受益証券の場合は、当該証
券の発行者の事業年度をいいます。）経過後３月以内に提出する必要があります。

②投資信託委託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、計算期間の末日ごとに運用報告
書を作成しなければならないとされています。運用報告書は、投資信託委託会社にかかるコストを考慮し、受
益者が運用状況を正しく把握するために必要な情報を提供する観点から、運用状況に係る重要な事項を記
載した交付運用報告書と、より詳細な運用状況を記載した運用報告書（全体版）に分けられています。また、
マザーファンドへ投資するファンドについては、運用報告書（全体版）、交付運用報告書ともに当該マザーファ
ンドにかかる事項も表示しなければならないとされています。

③金融商品取引業者等は、金融商品取引業の内容について広告等をするときは、当該金融商品取引業者
等の商号、名称又は氏名等のほか、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして、顧客が支払う
べき手数料等に関する事項や元本損失・元本超過損が生じるおそれがある場合にはその旨等を表示する必
要があります。

④商品の周知・宣伝を目的とした販売促進用の景品を提供する場合において、、商品名・業者名・元本損失
が生ずるおそれがある旨・契約締結前交付書面等の書面の内容を十分に読むべき旨のすべての事項のみ
が景品に表示されていれば、当該景品の提供は、広告等から除外されるとされています。

①金融商品取引法第
４条１項、第５条５
項、第24条第５項、第
24条の５第３項、特
定有価証券の内容等
の開示に関する内閣
府令第10条第１項、
第22条第１項、第28
条第１項、同府令第
四号様式、第七号様
式、第十号様式

②投資信託及び投資
法人に関する法律第
14条、投資信託財産
の計算に関する規則
第58条第2項

③金融商品取引法第
37条第１項、金融商
品取引法施行令第16
条第１項

④金融商品取引法第
37条第１項、金融商
品取引業等に関する
内閣府令第72条第３
号

①対応不可

②その他

③現行制度
下で対応可
能

④検討を予
定

①・ 発行者の保有する資産をその価値の裏づけとする資産金融型証券として特定有価証券を規定している
ところ、特定有価証券については、投資判断を行うためにはその価値の裏づけとされる資産の運用等に関す
る情報が重要であると考えられることから、特定有価証券に係る有価証券届出書等において、そのような情
報の開示を求めています。他方で、投資家の投資判断にとって、発行者の経理に関する情報も重要であると
考えられるため、【委託会社等の経理状況】欄において、発行者である委託会社等の経理に関する状況の開
示を求めている以上、当該欄自体の開示を不要とすることは困難であると考えられます。
・ また、特定有価証券に関する有価証券報告書の提出期限を現状よりも延長することについては、現在の
投資信託に係る開示実務や、特定有価証券以外の有価証券に係る有価証券報告書の提出期限との平仄を
踏まえ、慎重に検討する必要があると考えられます。

② 運用報告書は受益者が運用状況を把握し、投資判断を行うに当たって重要な情報を提供するものであ
り、運用報告書（全体版）については、必要な情報を詳しく記載することとされています。なお、当該情報提供
については、金融審議会「市場制度ワーキング・グループ顧客本位タスクフォース」中間報告の提言を踏まえ
金融商品取引法を改正し、金融商品取引業者等が書面とデジタル手段を顧客本位の観点から自由に選択
できるようにするための見直しを行ったところです（令和５年11月20日成立）。運用報告書上、マザーファンド
に関する記載について委託会社HP等から組込・参照する方式を許容することに関するご提案については、
顧客への適切な情報提供の観点から慎重に検討する必要があります。

③ 広告等においては、広告表示事項が金融商品取引業等に関する内閣府令第７３条の表示方法等に従
い一体として提供される必要がありますが、広告表示事項が１つの媒体にすべて表示されている必要までは
ありません。

広告本文と広告表示事項とが一体として提供されているか否かは個別事例ごとに実質的に判断されるべ
きものですが、たとえば、ウェブサイト上に商品名等の表示がある広告本文ページとは別に、当該ページから
ダウンロードできるPDFファイル等に広告表示事項を表示する場合については、一体として提供されていると
考えられます（但し、当該PDFファイルに容易に遷移できるよう、「手数料等の詳細はこちら」「リスクに関する
説明」などの文字を表示したリンクを当該広告本文ページの分かりやすい場所に表示するほか、当該広告本
文ページにおいて「金融商品にはリスク（元本損失を生じるおそれ）がある旨」「金融商品の購入には手数料
等その他の費用がかかる旨」及び「手数料等及びリスクの詳細はPDFファイルを確認すべき旨」を表示すべ
き）。

また、商品名等を紙媒体に表示し、他の広告表示事項（「手数料等」や「リスク文言」）については、当該紙
媒体に表示したQRコード等をスマートフォンで読み取ることでインターネット上で容易に確認できるといったよ
うな場合にも、広告表示事項が一体として提供されていると考えられます（但し、紙媒体による広告等の場
合、URLのみの記載ではリンク先表示の要件を満たさないおそれもあり、QRコードを貼付したうえで、QRコー
ドのリンク先URLを併記することは差し支えないものと考えられます。また、顧客がQRコード等を読み込むこ
とができないケースも想定されることから、広告表示事項を記した紙媒体を交付する準備があること、当該紙
媒体の交付を希望する場合の連絡先の表示等に加え、前記PDFファイル等の場合と同様に紙媒体本体に
「金融商品にはリスク（元本損失を生じるおそれ）がある旨」「金融商品の購入には手数料等その他の費用が
かかる旨」及び「手数料等及びリスクの詳細はQRコードによる遷移先を確認すべき旨」を表示すべき）

これらの解釈について、投信協の「広告等に関するガイドライン」等に示すことも考えられます。

④ 当該景品が、商品の販売促進のために利用される以上は、不特定多数の者に対して情報提供・金融取
引への誘引をなすものであり、投資者の投資判断に影響を及ぼすものであるため、投資者保護の観点か
ら、慎重に検討いたします。

131 令和6年11月15日 令和6年12月16日

資産運用業の高度
化に向けた顧客等
への情報提供手段・
内容の見直し

金融庁
都銀懇話
会

①直近事業年度の委託会社等の
経理状況の届出・報告が必要とさ
れる経過日数について、直近事業
年度の次の事業年度開始の日から
起算して例えば4月とすること
②マザーファンドや投資先に関する
記載事項について、ベビーファンド
やファンド・オブ・ファンズ形態のファ
ンドの運用報告書（全体版）中では
なく、委託会社がホームページ等に
掲載している情報を組込・参照する
方式（PDFファイル等の電子媒体へ
アクセスするためのURLやQRコード
の記載、リンクの埋め込み等）の許
容
③広告記載事項を別媒体（PDFファ
イル等の電子媒体）へ記載すること
及び販売用資料等において当該別
媒体に掲載している情報を組込・参
照する方式（広告記載事項へアクセ
スするためのURLやQRコードの記
載、リンクの埋め込み等）の許容
④投資信託の販売促進のための景
品等について、広告等に該当しない
ために必要とされる上記表示事項
の記載省略

①
・制定当初から「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」は「企業内容等の開示に関する内閣府令」に準拠し
ているが、投信の特性等に即した開示規則に改正すべき。
②
・マザーファンド等に関する記載事項が大部となり、受益者の情報検索等を阻害。
・運用報告書（全体版）の作成・委託コスト等の負担大。
・令和4年12月に公表された金融審議会市場制度ワーキング・グループ「顧客本位タスクフォース」中間報告の提言に基
づき、金融商品取引業者等がデジタルツールを効果的に活用して充実した情報提供を促すための法案（金商法等の一
部を改正する法律）が令和5年11月に成立・公布され、運用報告書の扱いは受益者への「交付」から「情報の提供」へと
変更される。将来、電磁的な情報提供手段として、PDFファイルだけでなくHTMLでの開示も検討されており、スマートフォ
ン等民間に広く普及した電子機器での表示に適合させることによって、投資者の理解促進が期待される。かかる背景の
中、電磁的方法を用いて「情報を提供」する際、大部の情報を同一ページに表示させることは利用者の利便性を損ない
かねない。電磁媒体の特性を活かして表示方法をデザインすることが肝要であり、本要望実現によりPDFファイル内に別
PDFファイルへの参照を埋め込む施策等が可能となれば、投資者の利便性と理解向上に資するものと考える。
③
・投信協の規則に定める適時開示情報では、広告記載事項が大部となり、情報検索阻害や閲覧コスト負担増の要因。
・適時開示情報の作成負担が近年増大。
・顧客保護が損なわれる虞は僅少(当該情報を除外しても目論見書や委託会社のHP等を通じ広告記載事項の提供手段
は確保可能。また、投信購入時は目論見書での広告記載事項同様の重要事項確認が必須であり、複数書類において顧
客へのリスク情報等提供手段が用意)。
④
・景品等制作に際し、記載事項検討・書面作成等の業務負荷、デザイン面・包装面での制約、資源浪費・費用増加等が
発生。
・投信の販売勧誘プロセスでは、法令上、リスク許容度確認、交付目論見書・重要情報シート等を用いた説明等を行うこ
ととされている。そのうち投資リスク・手数料等説明は、目論見書を主体に行うため、景品等から上記必要事項を除外し
ても、リスク情報等提供手段は確保可能。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

132 令和6年11月15日 令和6年12月16日
クレカ積立の上限10
万円の撤廃もしくは
引上げ

・ 同一人に対する有価証券の売買
をした月における信用の供与の上
限10万円の撤廃もしくは引上げ（～
30万円等※）
※新NISAの投資枠は最大360万円
/年につき、30万円/月積立の想定

・クレジットカード決済に伴う過当取引への対策は、金融商品取引業等に関する内閣府令第148条において「2か月未満
の期間内の一括決済」「累積投資契約」等の規定があること、また、クレジットカード会社には割賦販売法により支払可能
見込額の調査等の、信用供与に係る規制が課されていること等、別途講じられていることから、過剰な投資に伴う顧客の
財務状況悪化等の懸念を抑制する枠組みは既に存在。
・足許では、「貯蓄から投資へ」の流れ、新NISA制度における年間投資枠拡大等を受け、個人投資家の資産形成は機運
が高まり、証券口座の開設・クレジットカード決済による積立は大幅に増加。
・そのような中、新ＮＩＳＡにおける積立投資枠・成長投資枠が360万円/年に対し、クレジットカード決済による積立可能額
が10万円となる現状の制度は二重規制となっており、投資機会の損失が生じ得る。
・顧客にとってカード積立は利便性・利得性が高く、利用者数は年々増加傾向にあり、上限引き上げにより顧客の投資機
会の更なる捕捉、「貯蓄から投資へ」の資産形成トレンドの加速に寄与できるもの。
・投資家の利便性向上、国民の安定的な資産形成の促進への寄与が考えられることから、上限撤廃もしくは引上げ（～
30万円等）を要望する。

都銀懇話
会

金融庁

金融商品取引業者等は、原則として、金銭の貸付けその他信用の供与を条件として有価証券の売買の受
託等をする行為が禁止されていますが、①証票等を提示し、又は通知した個人から有価証券の売買の受託
等をする行為であって、当該個人が当該有価証券の対価に相当する額を2月未満の期間内に一括して支払
い、当該額が金融商品取引業者等に交付されること、②当該有価証券について売買を行った月における個
人の有価証券に係る対価に相当する金額が10万円を超えることとならないこと、③当該有価証券の売買が
累積投資契約によるものであること、といった特定の要件の全てを満たす場合等は例外とされています。

金融商品取引法第44
条の2第1項第1号
金融商品取引業等に
関する内閣府令第
148条第2号、第149
条第1号、第149条の
2第2号、第150条第1
号

その他
クレジットカード決済による有価証券の購入については、顧客の資力を上回る有価証券の購入を可能とし、
過当取引等による投資家保護上の問題が生じるおそれがあることから、 上限額を含む一定の要件の下で認
められて おり、 当該上限額の撤廃及び引き上げについては、慎重な検討が必要であると考えられます。

134 令和6年11月15日 令和6年12月16日

事業譲受けにより営
むプログラム販売の
付随業務該当性明
確化

・ベンダー等第三者から銀行が設
計・作成何れにも関与していないプ
ログラムの販売業務を譲り受ける
場合において、当該事業譲受けに
よるプログラム販売が「銀行が単独
で若しくは他の事業者等と共同して
設計し、若しくは作成したプログラム
又はこれに準ずるもの」に係る販売
に該当することの明確化

・経済・社会全体のデジタル化が加速し、銀行の取引先事業者等の業務のデジタル化に資するサービスの開発が進ん
でいるなか、事業者等のDX化支援高度化を目的としてベンダー等からの事業譲受けにより外部のノウハウ（銀行が設
計・作成何れにも関与していないプログラムを含む）を銀行が取り込むことは有効な手段の一つと考えられる。また、ベン
ダー側の事情によりプログラムの保有を銀行が行うケースも考えられ得るところ。
・現行の規制や金融庁の解釈では、こうしたプログラムの販売を銀行が行う上では当該プログラムが「銀行が単独若しく
は他の事業者等と共同して設計・作成したもの又はこれに準ずるもの」であることが必要であるが、上記のようなケース
においては、譲受け時点で当該要件を形式的に満たしていると判断することは難しい状況。
・現行規制下においても業務の遂行のために新たに経営資源を取得することは可能（主要行等向けの総合的な監督指
針Ⅴ-3-2-1（1））であるところ、事業譲受けにより当該プログラムに係る知見・ノウハウ等が銀行に蓄積される蓋然性が
高いものとして、【具体的要望内容】記載のケースにより取得したプログラム販売が銀行の付随業務に含まれることを明
確化頂きたい。

都銀懇話
会

金融庁

銀行がベンダー等第三者から設計及び作成のいずれにも関与していないプログラムの販売業務を譲り受
け、当該プログラム販売を行う行為が付随業務に該当するかについては銀行法第13条の2の5柱書括弧書に
おいて「当該銀行の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該銀行の営む銀行業に係る経営資源
に加えて、当該業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあつては、需要の状況によりその相
当部分が活用されないときにおいても、当該銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがな
いもの」とされていることを踏まえて、個別具体的な事案ごとに当該譲受けが「経営資源」となるものであっ
て、かつ、「需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該銀行の業務の健全かつ適
切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの」であるかどうかを判断し、その上で、同条第３号に該当するか
どうかを判断する必要がある。

銀行法第10条第２項
第21号

銀行法施行規則第13
条の２の５第３号

主要行等向けの総合
的な監督指針Ｖ－３
－２－２（４）

中小・地域金融機関
向けの総合的な監督
指針Ⅲ－４－２－２
（４）

対応不可

銀行がベンダー等第三者から設計及び作成のいずれにも関与していないプログラムの販売業務を譲り受
け、当該プログラム販売を行う行為が付随業務に該当するかどうかは、銀行法施行規則第13条の2の5柱書
括弧書も踏まえて、個別具体的な事案ごとに判断する必要があると考えられ、一律に明確化することは困難
です。

① 銀行持株会社の子会社等の業務範囲が限定されている趣旨は、銀行等の健全性確保や利益相反防止
等のためであるところ、銀行グループにおいて行うことのできる業務範囲の緩和については、当該制度趣旨
を前提として、経済状況の変化等を踏まえてその必要性を慎重に検討する必要があるため、直ちに措置す
ることは困難です。
②銀行持株会社に係る議決権保有制限については銀行の健全性の確保の観点等から設けられているもの
であり、当該制限を撤廃することには中長期的な検討を要するため、直ちに措置することは困難です。

①対応不可
②対応不可

①銀行法第52条の23
第１項、
主要行等向けの総合
的な監督指針Ｖ－３
－３
②銀行法第52条の24

①銀行持株会社の子会社等の業務範囲は、法令において規定されている業務に限られています。
②銀行持株会社又はその子会社は、合算して国内の会社（一定の会社を除く。）の議決権を十五パーセント
を超えて取得、保有することができません。

令和7年1月20日令和6年11月15日133 金融庁
都銀懇話
会

・銀行持株会社の子会社等におけ
る業務範囲規制の適用対象を子法
人等に限定し、関連法人等を除外
する（業務範囲規制の緩和）
・業務範囲規制の適用対象外とし
た国内の関連法人等につき、議決
権保有制限から除外する（議決権
保有制限の緩和）

銀行持株会社の関
連法人等における業
務範囲規制の見直
し及びこれに伴う議
決権保有制限の見
直し

1. 業務範囲規制の緩和
・現行の規制では、銀行持株会社の関連法人等（以下、単に「関連法人等」という。）にも銀行持株会社の子会社を対象
とした業務範囲規制が及ぶ。
・経済・社会全体のデジタル化が加速し、銀行業以外の民間事業者においてもブロックチェーンやAI等の技術革新や
オープンAPI を活用した多様な商品・サービスの提供が進んでいるなか、銀行グループの広範な顧客基盤へ先進的な
サービスを提供するために、海外を含めた非金融事業者との資本業務提携等の手段により外部のノウハウを銀行グ
ループが取り込むことは有効な手段の一つである。資本業務提携等につき、銀行持株会社の保有議決権が15％以下で
はその実効性を確保できないことが多く、銀行持株会社にて非金融事業者の議決権を15％超保有する必要性は高い。
・銀行子会社等の業務範囲規制が銀行における他業禁止の潜脱防止のために定められているところ、銀行持株会社子
会社等の業務範囲規制の趣旨は、それとの平仄を合わせる点にあると考えられる。また、銀行の他業禁止の趣旨は①
本業専念義務、②他業リスク波及の防止、③利益相反等の防止にあると考えられるところ、本要望はこれら趣旨を潜脱
しない。
・銀行持株会社の関連法人等について銀行業高度化等会社の認可取得を行えば足りるという意見も考えられる。しか
し、必ずしも認可が得られるものではなく、仮に当該認可を取得できたとしても、審査の対象となった事業の内容を変更
する場合や当該事業と異なる事業を新たに営む場合には、あらかじめ金融庁長官宛の報告や新たな認可取得が必要と
なる。銀行持株会社の（潜在的）出資先において事業ポートフォリオの見直しが頻繁に行われる等の場合、業務範囲規
制が新規事業の開始等に対する阻害要因となることから、銀行グループからの出資を回避する、当該出資先にて新規
事業を断念すること等が想定され、結果として銀行グループとのシナジー創出や、顧客への非金融含めた多様なサービ
スの提供機会を損なうことに繋がりかねない。
2. 議決権保有規制の緩和
・銀行持株会社は、原則として、その子会社と合算して国内の一般事業会社の議決権の15％超を保有してはならないと
される（銀行法52条の24第1項）。
前項の業務範囲規制緩和が行われたとしても議決権保有規制が維持されたままではその実効性が確保できないことか
ら、前項にて業務範囲規制の適用対象外とした国内の関連法人等につき、議決権保有規制からの除外を要望するも
の。
・議決権保有規制の趣旨は他業禁止の趣旨の潜脱防止にあるところ、本要望が当該趣旨の潜脱とならないことは前述
のとおりである。

令和6年11月15日135

ダブルギアリング規制は、金融機関の経営破たんの影響が他の金融機関に波及すること（システミックリス
ク）を抑制するため、金融機関が他の金融機関に対し行う一定の出資を出資元の自己資本から控除するも
のです。ただし、その存続が極めて困難であると認められる者、その存続が極めて困難となるおそれがある
と認められる者への支援のための出資については、当庁の承認があれば、特例として、ダブルギアリング規
制を適用しないこととしています（特例承認）。このため、特例承認の範囲について、「将来の一定期間に、最
低所要自己資本比率を下回るおそれが見込まれる」手前の段階の金融機関等を広範に認めることは適当で
はないと考えます。

対応不可

銀行法第十四条の二
の規定に基づき、銀
行がその保有する資
産等に照らし自己資
本の充実の状況が適
当であるかどうかを
判断するための基準
第８条第12項、20条
９項、第29条第９項、
41条８項

主要行等向けの総合
的な監督指針Ⅲ－２
－１－２－２

中小・地域金融機関
向けの総合的な監督
指針
Ⅲ－４－６－２

ダブルギアリング規制とは、金融機関の経営破たんの影響が他の金融機関に波及すること（システミック・リ
スク）を抑制するため、金融機関が他の金融機関に対し行う一定の出資等を出資元の自己資本から控除す
るものです。
ただし、その存続が極めて困難であると認められる者、その存続が極めて困難となるおそれがあると認めら
れる者への支援のための出資については、当庁の承認があれば、特例としてダブルギアリング規制を適用し
ないこととしています（特例承認）。
「存続が極めて困難となるおそれがある」と認められるか否かは、監督指針において、銀行の財政状態及び
経営成績並びに経済情勢及び経営環境のみならず、地域における金融仲介機能を継続的に発揮するため
の持続可能な収益性及び将来にわたる健全性その他の事情を総合的に勘案して判断し、例えば、銀行によ
る資本調達手段の取得時点では最低所要自己資本比率を下回る状況にはないものの、合理的な事業計画
に基づく収益の推移等を踏まえると、資金の援助その他の経営改善のための支援を受けられなければ、将
来の一定期間に、最低所要自己資本比率を下回るおそれが見込まれる金融機関等が含まれる旨を示して
います。

金融庁
都銀懇話
会

・銀行業界を取り巻く環境は少子高齢化による地域経済の相対的落込み、インターネット銀行やフィンテックの台頭によ
る競争激化等により近年複雑性を増してきており、各銀行が競争優位性を獲得するための手段の一つであるM&A戦略
の重要性が増してきている。
・銀行業界のM&Aは合併・経営統合（持株会社化）による規模拡大・集約化が中心であったが、企業文化の融合・人の融
和・経営姿勢の浸透等に多大な時間を要し、統合効果（収益・コストシナジー）を最大限引出すには不確実性が高いとい
う問題があった。これを踏まえ、最近では合併・経営統合以外のM＆A手法（資本提携、業務提携（※）によるアライアンス
戦略）を採用する銀行も増えてきている。
※資本提携は、対象企業の経営権を残しつつ一部株式を持つことで経営参画し協力関係を強化することをいい、業務提
携は互いの事業機能や経営資源の一部を融通し特定分野で活動協力することをいう。
・かかる中で、特例承認対象「その存続が極めて困難となるおそれがあると認められる者」について、現在の目線では、
将来的に最低所要自己資本比率を下回るおそれが見込まれる段階に至るまでは特例承認の対象に該当しないと解釈さ
れる。「地域における金融仲介機能の継続的な発揮」及び「金融システムの強靭性を確保し、将来のシステミックリスクを
抑制する」という観点からは、上記段階に至る前に金融機関の資金面の課題に対応することが望ましい。
・また、有価証券評価損や不良債権等、自己資本比率に反映されないリスクを金融機関が抱えている場合、自己資本比
率が実際のリスクよりも高くなる可能性がある。 現在の目線では、実際には大きなリスクを抱えている金融機関でも、外
見上は最低所要自己資本比率を上回っているため、特例承認の対象外と解釈される虞がある。
・地域における円滑な資金供給等を図る目的で、自己資本比率が4％（最低所要自己資本比率）を上回る見込みがある
銀行に対して、国が金融機能強化法に基づいて資本参加した実績がある。それらの銀行は資本参加がない場合でも平
均して7％半ば程度の自己資本比率を確保していることから、同様の目的を持つダブルギアリング規制の特例承認につ
いて、自己資本比率が8％を下回ることが見込まれる金融機関を対象に含めることの妥当性は認められるものと思料。
・金融機能強化法に基づく国の資本参加とは異なり、銀行等が他の金融機関に対して出資することはアライアンス戦略
の締結に繋がり、地域における金融仲介機能の向上等への寄与が期待できる。このため、本要望には金融機能強化法
がアライアンス戦略の機会を提供できない面を補完する意義も存在。

・「将来の一定期間に、最低所要自
己資本比率を下回るおそれが見込
まれる」手前の段階の金融機関等
も、ダブルギアリング規制の特例承
認対象範囲へ追加
・例えば、出資先が国内基準行の
場合「支援を受けられなければ自己
資本比率8％（最低所要自己資本
比率＋4%）を下回ること」が見込ま
れる段階で特例承認の対象として
頂きたい
※ 当面は「国内基準行」が行う出
資に限定するが、将来的には「国際
統一基準行」が行う出資にも適用す
る方向で検討して頂きたい

ダブルギアリング規
制（片持ちの場合）
の特例承認対象見
直し

令和6年12月16日

32 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

138 令和6年11月15日 令和6年12月16日
金融サービス仲介
業の取り扱い可能商
品の拡大

・金融サービス仲介業において、消
費者向けカードローンの仲介にか
かる規制解除もしくは規制緩和

・本件は、個人向け金融事業に新規参入を検討する法人顧客（一般事業者）から要望あったもの。我々金融機関におい
ても、近年は一般事業者と協業した新たな価値創造・価値提供を模索する中、現行規制がネックとなり、ビジネス機会の
逸失に繋がる可能性があることから本要望を提出。
・当該顧客は、新規参入手段として、銀行業・銀行代理業・金融サービス仲介業のうち、参入障壁や提供商品の範囲等
を勘案し、「金融サービス仲介業」の登録の取得を検討している一方、消費者向けカードローンが提供できない点がネッ
クになると考えている。
・本件については、過去に金融庁から「カードローンの返済方法の多様性や安易な借入れ等を通じた多重債務の発生防
止が求められる現状等を踏まえれば、顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするものと考える」とのパブリックコメント
を発信。
・銀行各社は多重債務の発生防止に向けた活動として、カードローンの審査基準や広告見直しによる自主規制のほか、
金融教育等を通じた啓蒙活動を実施。
・足元、カードローンはWEB申込完結が主流となっており、WEB申込フローにおいて一定の注意喚起を行うことを前提とし
て、態勢の整備は可能であるものと考えられる。
・また2020年6月の参議院・財政金融委員会における附帯決議においても、国民の金融リテラシー及び技術進展など環
境の変化に応じて検討を加え、必要な措置を講ずることとされていることから、今回金融サービス仲介業のカードローン
仲介における規制解除もしくは規制緩和を求めたい。

都銀懇話
会

金融庁
預金等媒介業務のうち、「顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするもの」として、個人顧客に対する極

度方式の貸付け等（当座貸越しを除く。）については金融サービス仲介業者が行える行為から除外されてい
ます。

・金融サービスの提
供に関する法律第11
条第2項
・同法施行令第17条
第2項

検討を予定

消費者向けカードローンについては、カードローンの返済方法の多様性や安易な借入れ等を通じた多重債
務の発生防止が求められることから、左記のとおり「顧客に対し高度に専門的な説明を必要とするもの」とし
て政令で定め、金融サービス仲介業者の取扱商品から除外しています。

金融サービス仲介業者の取扱商品の範囲については、商品設計の複雑さや日常生活への定着度合い等
をはじめ、顧客のニーズや、金融サービス仲介業者等による顧客保護のための取組を含む業務運営の実態
等を踏まえつつ、業界等の意見も伺いながら、見直しの要否を検討してまいります。

銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の向上を目指す観点から
設けているものです。

弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平成23年９月７日付で関
係内閣府令等を改正し、

・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防止措置等の見直しに

ついては、必要が生じた場合に行うこととしています。

検討を予定
保険業法施行規則第
212条、同第234条第
１項等

銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から次
のような弊害防止措置が設けられています。

・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

金融庁

対応不可

個人情報の保護に関
する法律第31条第１
項
個人情報の保護に関
する法律についての
ガイドライン（通則編）
3-7-1-1

個人関連情報取扱事業者は、提供先の第三者が個人関連情報（個人関連情報データベース等を構成する
ものに限る。以下同じ。）を個人データとして取得することが想定されるときは、個人情報の保護に関する法
律（以下「法」という。）第27条第1項各号に掲げる場合を除き、あらかじめ当該個人関連情報に係る本人の同
意が得られていること等を確認しないで、当該個人関連情報を提供してはならないこととされています。
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（通則編）3-7-1-1においては、「法第31条第1項の「個
人データとして取得する」とは、提供先の第三者において、個人データに個人関連情報を付加する等、個人
データとして利用しようとする場合をいう。」とされています。

個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第27条は、特に電子的に処理することが容易な個人デー
タが本人の意思にかかわりなく第三者に提供されれば、本人の全く予期しないところで当該個人データが利
用される等して、本人に不測の権利利益侵害を及ぼすおそれが高まることから、個人データの第三者提供に
ついて、利用目的が通知、公表されているだけでなく、原則として事前に本人の同意を得るべきこととしてい
ます。
さらに、法第31条は、提供元において個人関連情報に該当するものを第三者に提供する場合であっても、提
供先で個人データとして取得することが想定されるときは、個人データの第三者提供（法第27条）に準じる規
制を課すことで、本人関与のない個人情報の収集方法が広まることを防止することを目的としています。
この点、個人関連情報の提供を受けた第三者が当該個人関連情報を当該第三者の取り扱う個人データに
付加する場合のみならず、本提案のような個人データと照合して利用する場合についても、提供先において
当該個人データに係る本人が特定されることとなり、いずれも提供先の第三者において当該個人関連情報を
個人データとして利用しようとする場合であるという点で共通していることから、法第31条第1項の規律の対
象とすることが当該規定の趣旨からみて適当であると考えます。
また、法の下位規範であるガイドライン等において、利用停止等請求への応諾に関して一層の対応が推奨
等されていることは、以上の認識について影響を与えるものではないと考えます。

令和7年1月20日令和6年11月15日
都銀懇話
会

○顧客の抱える課題
・サイバー攻撃は高度化・複雑化しており、十分な対策を講じるためには相応の人材・費用等の経営リソースを要する。
また相応のリソースを割いたとしても完全に防ぐことは困難な性質のもの。
・特に人材含めたリソースに制約のある中堅・中小企業では、実際にサイバー攻撃を受けたことにより発生する各種費用
の支払や損害賠償請求等に応じる必要がある場合に、これを一定程度保険で補填していくニーズは高い。経産省『サイ
バーセキュリティ経営ガイドラインVer3.0.』においても、対策手段としてサイバーセキュリティ保険の活用が推奨されてい
る。
・一方で、サイバー保険の加入率が5割近くに上る米国と比較して、日本は1割程度、内容を理解している企業も4割程度
に留まるとの調査もあり、十分な対策が講じられているとは言えない状況。
○銀行等がサイバー保険の募集を行う意義
・銀行等は、事業性融資等の機会を通じて事業者の抱える課題を深く把握していることや令和３年改正銀行法によりDX
含めた幅広い領域でのコンサルティングやシステム・プログラム販売等も可能となったことで、融資先等の抱えるサイ
バーセキュリティ関連の課題も把握しやすくなっている。
・サイバーセキュリティ保険の募集を行うことができれば、企業への啓発活動や潜在的な経営課題への提案、ひいては
サプライチェーンの強靭化に貢献することが可能。
・またサイバーセキュリティに係る課題を聴取した際に、そのソリューションの一つとしてサイバーセキュリティ保険の募集
を行うことができれば、顧客利便性が高まると当時に、融資先の経営基盤の強靭化も図ることができる点でもメリットがあ
る。
○弊害防止措置
・規制緩和による弊害については、既に非公開情報保護措置、保険募集指針の策定・公表、法令等遵守責任者等の配
置、優越的地位濫用の禁止、他の銀行取引等に影響を及ぼさないことについての説明義務等が義務付けられていること
から、弊害防止措置は存在している。
・サイバーセキュリティ保険は保険期間も１年など比較的短期のものが多く、その間に事業を取り巻くリスクが大きく変化
する可能性は低いことから、再加入困難性は第一分野や第三分野の保険と比べて低い。また、保険金額の上限も設定
されていることが多いことから、意図的に高額の保険金額を設定し高額の代理店手数料を収受するようなことはできず、
銀行等による圧力募集が行われる懸念も低い。
・加えて、サイバーセキュリティ保険は、悪意ある第三者によって引き起こされたインシデント含め、ITシステム・電子デー
タを利用することに関連して企業自身に生じた損害又は第三者に対する損害賠償責任を補償することが主な内容であ
り、付保することで企業の信用力が高まり融資がしやすくなるといった効果もなく、銀行による抱き合わせ販売が行われ
る可能性は低い。
・これらを踏まえると、圧力募集が行われることを未然に防止する融資先募集規制、タイミング規制および知りながら規
制を撤廃しても、銀行等による優越的地位を濫用した保険募集等が行われる可能性は低く、現状の規制は過剰と思わ
れる。

・事業関連保険のうち、事業者向け
のサイバーセキュリティ保険に関す
る融資先募集規制、担当者分離規
制、タイミング規制及び知りながら
規制の撤廃

銀行又は銀行グ
ループ会社による事
業者向けサイバーセ
キュリティ保険に係
る募集制限規制の
撤廃

137

令和6年12月16日
個人情報保護
委員会
金融庁

都銀懇話
会

・令和元年の「個人情報保護法 いわゆる3年ごと見直し 制度改正大綱」において、個人情報保護法は経済成長等と個
人の権利利益の保護との両面で行き渡るような制度を目指すことが重要と規定。
・令和3年8月のパブリックコメントの【別紙２－１】意見募集結果（通則編）No.347では、「個人関連情報を個人データに付
加する場合のみならず、個人関連情報と個人データを照合する場合等には、『個人データとして取得する』場合に該当」、
との回答がなされているが、個人関連情報を個人データに付加する場合と、個人データと照合して利用するのみの場合
では、個人関連情報が利活用される範囲が異なり、これらを同一の規定で保護を行うことはバランスを欠いた規制と考え
る。
・具体的には、個人データに付加する場合は、付加される結果として情報の内容がリッチ化し、利用用途が多岐に渡り、
個人データに付加せずにデータを利活用する場合以上に個人の権利利益が害される可能性がある一方、個人データに
付加せずに個人データと照合するのみの場合は、提供先で保有している個人データはリッチ化せず、個人関連情報の利
用用途は限定的であり、個人の権利利益を害するリスクは低いと考えらえるもの。
・個人データの利用が利用目的の範囲内であったとしても、個人情報保護法ガイドライン（通則編）3-8-5-3において、「な
お、消費者等、本人の権利利益保護の観点からは、事業活動の特性、規模及び実態を考慮して、保有個人データにつ
いて本人から求めがあった場合には、自主的に利用停止等又は第三者提供の停止に応じる等、本人からの求めにより
一層対応していくことが望ましい。」とされ、特に金融機関については、金融分野における個人情報保護に関するガイドラ
イン第20条第2項第1号において「保有個人データについて本人から求めがあった場合には、ダイレクトメールの発送停
止など、自主的に利用停止等に応じること。」を個人情報保護宣言に盛り込むことが求められ、銀行としては全国銀行個
人情報保護協議会の「個人情報保護指針」Ⅱ３．において「会員は、本人から、ダイレクト・マーケティング（会員または会
員が個人情報を提供する先が、特定の商品またはサービスに適合する顧客を限定して行う、ダイレクトメールの送付や
テレマーケティングその他のセールス活動で、店舗等で直接面談して行うセールス活動を除くもの。）の目的で個人情報
を利用することの中止を求められた場合には、当該目的での個人情報の利用または提供を中止しなければならない。」
と定められており、銀行が本人からダイレクト・マーケティング目的での個人データの利用停止を求められた場合には個
人データの利用停止をする必要があることから、個人関連情報の提供先が個人データに個人関連情報を付加することな
く、個人データとの照合を行うだけの場合に、本人の同意を求めなくとも、本人が個人データの利用停止措置を求めたと
きに利用停止に応じることにより、個人の権利利益の保護は十分図られるものと考える。

・法第31条第1項の「個人データとし
て取得すること」を「個人データに付
加及び管理すること」へと改正する
こと。または、RTB取引において
SSP事業者がDSP事業者に対して
個人関連情報を提供する場合で
DSP事業者において当該個人関連
情報を個人データに付加しないとき
を法第31条の適用除外とする旨の
改正を行うこと
・個人情報保護法ガイドライン（通
則編）3-7-1-1にて、法第31条第1
項の「個人データとして取得する」と
は、提供先の第三者において、個
人関連情報を個人データと照合し
て利用することは含まれない旨を定
める。または、個人情報保護法ガイ
ドライン（通則編）3-7-1-1もしくはQ
＆Aにて、RTB取引においてSSP事
業者がDSP事業者に対して個人関
連情報を提供する場合でDSP事業
者において当該個人関連情報を個
人データに付加しないときは法第31
条第1項の「個人データとして取得
する」に該当しない旨を定める

個人関連情報の第
三者提供の制限等
における同意取得基
準の緩和及び明確
化

令和6年11月15日136
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

139 令和6年11月15日 令和6年12月16日
都銀等による信託業
務に係る規制緩和

・不動産売買の媒介、貸借の媒介・
代理等の不動産関連業務等を、都
銀本体、子会社、信託銀行子会
社、信託代理店に解禁
・不動産取引一任代理等（宅地建
物取引業第50条の2第1項）を都銀
本体、子会社、信託銀行子会社に
解禁

・一部の信託兼営金融機関は不動産業務を行っており、これらの金融機関において当該業務により、不動産仲介を行う
とともに当該不動産取得資金を融資する事例もみられるが、経営の健全性が損なわれている状況にもなく、都銀本体、
都銀子会社、信託銀行子会社および信託代理店に対して、併営業務の一部を制限することの理論的根拠は不明確。ま
た融資市場においては、公平な競争条件が形成されていない面あり。
・都銀または都銀子会社によるREIT運用会社設立、または買収を検討するも、宅地建物取引業、及び取引一任代理が
解禁されないため、参入できない。都銀または都銀子会社によるREIT運用会社設立、または買収を実現させるために
は、宅地建物取引業及び取引一任代理の解禁が必要不可欠。
＜メリット・ニーズ＞
①国土交通省が標榜する「REIT市場30兆円」に資する事業者の拡大。
②今後想定されるREIT救済において、都銀による支援体制の1つとなる可能性あり、個人投資家を含むREITエクイティ投
資家の保護に繋がる。
③都銀顧客には不動産売買ニーズ及び情報が数多くあり、顧客からも都銀の不動産ビジネス参入期待有り（上場REIT
の資産運用会社からの賃貸不動産売買情報提供ニーズなど）
④都銀で不動産仲介は、利益相反防止など金融機関の基準に基づいた顧客本位の不動産取引に繋がる。

都銀懇話
会

金融庁 一部の信託兼営金融機関を除き、銀行は不動産業務を行うことが禁止されています。

金融機関の信託業務
の兼営等に関する法
律第１条第１項
金融機関の信託業務
の兼営等に関する法
律施行令第３条
金融機関の信託業務
の兼営等に関する法
律施行規則第３条第
１項

検討を予定
銀行における不動産仲介業務への参入については、他業を営むことによるリスクの遮断、経営の健全性確
保といった他業禁止の趣旨を踏まえる必要があり、中長期的な検討を要するため、直ちに措置することは困
難です。

140 令和6年11月15日 令和6年12月16日

新しい店舗の在り方
やコミュニティハブ化
推進のための、銀行
保有不動産の賃貸
要件緩和

・ 「その他の付随業務」における不
動産賃貸規制に関して、公共要請
等のないグループ会社以外の第三
者への賃貸が柔軟に可能となるよ
う規制を緩和。容積未消化物件の
建替えを行う場合についても、規模
による制限を撤廃し、第三者宛に賃
貸できるよう規制を緩和

・昨今のデジタリゼーションの進展・消費者ニーズの変化や銀行来店者数の減少等に対応するため、各銀行は、デジタ
ル化時代に相応しい新しい店舗網構築に注力している。そのなかで既存店舗の統廃合やそれに伴う移転・新設など、店
舗を巡る動きが活発になることが想定される。
・このような展望を踏まえ、現状、売却・処分できない遊休不動産に加え、業務効率化・店舗軽量化等により発生した現
店舗の余剰スペースや、老朽化店舗等の建替時に能動的に生み出した余剰スペースについても、公的要請等の有無に
係らず、第三者への賃貸が可能となれば、地域のにぎわい創出・地域創生、持続可能な社会に向けた多様な貢献に繋
がる他、店舗維持コスト低減にも資するもの。
・また、容積未消化の自己所有ビルの建替えにあたって、自己利用部分の面積に制限されず、余剰区画の第三者への
賃貸が可能となることで、銀行が抱える築古物件の建替えが進み、地域のにぎわい創出・地域創生に繋がるもの。

都銀懇話
会

金融庁

銀行による保有不動産の賃貸については、その他の付随する業務（銀行法第10条第２項）として、賃貸の
規模等一定の要件のもとで行うことが可能となっております。また平成29年９月の監督指針の改正により、自
治体等の公共的な役割を有する主体からの要請に基づき賃貸を行う場合には、地方創生や中心市街地活
性化の観点から、保有不動産の賃貸の規模や期間について柔軟に判断しても差し支えないこととしておりま
す。

主要行等向けの総合
的な監督指針Ⅴ-３
－２－２（４）
中小・地域金融機関
向けの総合的な監督
指針Ⅲ－４－２－２
（４）

検討を予定

保有不動産の賃貸に係る要件については、他業を営むことによるリスクの遮断、銀行業務に専念すること
等による銀行等の経営の健全性確保といった他業禁止の趣旨を踏まえて規定しているところ、更なる緩和の
実施については、当該観点から慎重に検討する必要があります。

他方、銀行等が、最大限、地域企業の価値向上や地域経済の活性化に貢献できるよう、引き続き検討を行
います。

141 令和6年11月15日 令和6年12月16日
銀行業高度化等会
社「グループ」の取
得の許容

・認可を前提として、銀行業高度化
等業務を営む会社を子会社等とし
て保有する銀行業高度化等会社
「グループ」の取得を許容頂きたい
（ただし、当該「グループ」内の「銀
行業高度化等業務」以外の業務を
専ら営む法人については、一定の
時限（例えば、5年）を設けた上で、
現行規制に適うべく処置(※)を行う
ことを条件とする）。
(※当該法人の議決権の銀行グ
ループ外への売却、「資する業務」
や「見込まれる業務」以外の業務の
廃止など)

・「銀行業高度化等業務」を営む会社のノウハウ等を円滑に銀行グループに取り込み、有機的な統合を図り、銀行業の高
度化を推進する観点では、当該会社を傘下に保有する一般事業会社グループごと銀行グループ傘下に収めることが有
効となり得るものと考えられる。足下では、経済・社会全体のデジタル化への要請はますます加速しており、国において
はデジタル庁が設置されるなど、さらなる取組みの促進が必要な状況である。そうした中、銀行業以外の民間事業者に
おいても、ブロックチェーンやAI等の技術革新やオープンAPIを活用した多様な金融商品・サービスの提供が進んでいる
ことに加え、国外においては経済成長を促す観点からデジタル金融サービスによって金融包摂を進める動きも見られる。
かかる状況において、国内銀行グループにおいてはインオーガニックな手段（買収）によってデジタルイノベーションを促
進していく機会も増えている。
・一般事業会社グループごと銀行グループ傘下に収める場合、当該一般事業会社グループ傘下には「銀行業高度化等
業務」以外の業務を専ら営む法人が含まれることが想定されることから、時限（例えば、5年）を設けた上で、現行規制に
適うべく、当該法人の議決権の銀行グループ外への売却や、「銀行業高度化等業務」以外の業務の廃止等を条件とする
ことで、業務範囲規制や議決権保有制限規制の趣旨に適う運用を行うことは可能と思料される。

都銀懇話
会

金融庁

銀行及び銀行持株会社の子会社の業務範囲は、法令において規定されている業務に限られており、また銀
行の一般事業会社の議決権の保有については、銀行とその子会社で合算して５％以下とする上限規制が、
銀行持株会社の一般事業会社の議決権の保有については、銀行持株会社とその子会社で合算して15％以
下とする上限規制が課せられています。

銀行法第16条の２第
１項、第16条の４第１
項、第52条の23第１
項、第52条の24第１
項

対応不可

孫会社を含む銀行及び銀行持株会社の子会社の業務範囲が限定されている趣旨は、銀行等の健全性確保
や利益相反防止等のためであるところ、銀行グループにおいて行うことのできる業務範囲の更なる緩和につ
いては、当該制度趣旨を前提として、経済状況の変化等を踏まえてその必要性を慎重に検討する必要があ
るため、直ちに措置することは困難です。

142 令和6年11月15日 令和6年12月16日

子会社対象会社で
ない会社をグループ
内に有する企業を買
収する際の、業務範
囲規制の適用猶予

・買収時に、子会社対象会社の業
務以外の業務について、銀行法の
業務範囲規制を一定期間（例えば、
5年間）猶予して頂きたい

・買収対象となる会社が子会社対象会社（または子会社対象会社を主たる子会社とする持株会社）であったとしても、そ
の買収対象会社の子会社等において、銀行及び銀行持株会社の子会社が営むことができる業務以外の業務を一部でも
営んでいる場合は、買収そのものが認められない。
・そのため、現行法の下でこのような企業を買収する場合は、買収時までの当該事業の撤退や売却を条件として入札せ
ざるをえず、同制限のない国内銀行グループ以外の企業対比入札条件が不利となるほか、銀行グループの柔軟かつ機
動的な買収戦略の阻害要因となっている。
・また、経済・社会全体のデジタル化が加速し、銀行業以外の民間事業者においても、ブロックチェーンやAI等の技術革
新やオープンAPI を活用した多様な金融商品・サービスの提供が進んでいることに加え、国外においては経済成長を促
す観点からデジタル金融サービスによって金融包摂を進める動きも見られる。かかる状況において、国内銀行グループ
においてはインオーガニックな手段（買収）によってデジタルイノベーションを促進していく機会も増えているなかで、足下
では、外国のITプラットフォーマーによる国内決済サービス事業者を買収する事例も見られ、銀行法が阻害要因となって
銀行による入札条件が劣位するなど、将来的には国内の有望な金融関連事業者が海外企業に買収される機会が増加
する虞もある。
・なお、銀行又は銀行持株会社が、銀行業を営む外国の会社を子会社とする際に、当該外国の会社が子会社対象会社
以外の会社を子会社としている場合においては、子会社対象会社以外の会社が子会社となった日から10年を経過する
日までに所要の措置を講じることで、当該外国の会社を銀行又は銀行持株会社の子会社とすることが可能となってい
る。同様の発想により、本件要望に当たっても一定の時限等を設けた措置を講じることが考えられる。
・例えば、原則5年以内などの時限を設けて売却、業務取止めを行うのであれば、買収対象となる企業グループが銀行の
子会社が営むことができる業務以外の業務を営んでいても、銀行グループの健全性に与える影響は限定的であり、同等
の措置をお願いしたい。

都銀懇話
会

金融庁

銀行及び銀行持株会社の子会社（孫会社を含む）の業務範囲は、法令において規定されている業務に限ら
れています。
銀行の一般事業会社の議決権の保有については、上限規制（銀行とその子会社で合算５％以下）が課せら
れています。
また、銀行持株会社の一般事業会社の議決権の保有については、上限規制（銀行持株会社とその子会社で
合算15％以下）が課せられています。

銀行法第16条の２第
１項、第16条の４第１
項、第52条の23第１
項、第52条の24第１
項

対応不可

孫会社を含む銀行及び銀行持株会社の子会社の業務範囲が限定されている趣旨は、銀行等の健全性確保
や利益相反防止等のためであるところ、銀行グループにおいて行うことのできる業務範囲の更なる緩和につ
いては、当該制度趣旨を前提として、経済状況の変化等を踏まえてその必要性を慎重に検討する必要があ
るため、直ちに措置することは困難です。
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143 令和6年11月15日 令和6年12月16日

グループ会社の事
業性借入に対する
親会社による債務保
証の許容

・金融監督庁・大蔵省告示第9号第
1条第1項の「事業者」の範囲から、
「当該銀行又は当該銀行持株会社
の子会社等がその子会社等の債務
の保証を行う場合における当該子
会社等」を除外して頂きたい

・本告示の趣旨は、住宅ローンのように商品性や債務者の適格性が規格化されていない事業性融資について、銀行の
グループ会社が業として債務保証することにより、銀行の融資規律が弱まり、銀行グループとしてのリスク管理の適切性
や経営の健全性に懸念が生じることを未然に防止するものと理解。
・一方、企業の一般的な資金調達において自らの子会社の借入に対して親会社が債務保証し信用補完を行うことは元
来広く行われているものであるところ、銀行グループの子会社等が同様の目的で親会社としての債務保証を行うことまで
禁止することは、法が意図するものではないように思われる。
・他の銀行法上の規定との関係を考えても、同条の「事業者」が当該銀行のグループ会社である場合には、同グループ
会社との取引がアームズ・レングス・ルール（銀行法13条の2）の対象になることから、同グループ会社に対する貸付条件
は、他の通常の親会社保証付事業会社向け融資と比較して当該銀行に不利な条件となることが禁止される。そのため、
仮に、左記の具体的要望内容が実現したとしても、同グループ会社に対する融資規律は引き続き働き、銀行グループと
しての「リスク管理の適切性や経営の健全性」に懸念を生じさせるものではないと考えられる。
・したがって、本告示第1条第1項に定める「事業者」が、当該債務の保証を行おうとする当該銀行又は当該銀行持株会
社の子会社等の子会社等である場合については、本告示の対象外としても告示の趣旨を損ねることには必ずしもならな
いように思われる。
・子会社等が進出する海外の一部法域において、現地子会社の信用力を補完するとともに、親会社のコミットを確保し、
現地での安定的なサービス提供を促す観点から、現地法令により親会社保証等の差入れが必要となる場合が生じ、親
会社による信用補完が必要な海外現法の設立時やビジネス拡大時において、本規制の存在が資金調達の制約となり得
る事態が発生したこともあった。
・現在、本邦大手金融機関グループでは、銀行のみならず、金融関連業務子会社であるリース会社やコンシューマーファ
イナンス会社等でもグローバル化を進めており、かかる展開を後押しする観点からも、「事業者」と一律に禁止するので
はなく、法の趣旨に照らした例外や射程の明確化・柔構造化をご検討いただきたい。

都銀懇話
会

金融庁

銀行及び銀行持株会社は、子会社対象会社以外の会社を子会社とすることはできません。（銀行法第16条
の２、第52条の23、同法施行規則第17条の２、第17条の３、第34条の16）
貸付金担保の評価等に係る子会社対象会社としては、担保評価・管理会社（他の事業者の行う資金の貸付
けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理
その他当該財産に関し必要となる事業を行う業務を行う会社）が認められています。（銀行法施行規則第17
条の３第１項第９号、第34条の16第２項第９号）

銀行法施行規則第17
条の３第１項第９号、
第34条の16第２項第
９号

銀行法施行規則第十
七条の三第二項第三
号及び第三十八号の
規定に基づく銀行等
の子会社が営むこと
のできる業務から除
かれる業務等を定め
る件第１条第１項

検討を予定

現行制度上、銀行等が、当該銀行等が供与する事業性ローンに対し保証を行う会社を子会社とすることは、
銀行等グループとしてのリスク管理の適切性や経営の健全性等の点から、原則として禁止しています。
このため、当該規制の解禁については、事業性融資についてグループ会社により保証が行われる場合の銀
行・保証を行う子会社間の融資審査のあり方やグループベースでのリスク管理態勢の構築状況等を踏まえ
て、検討してまいります。

144 令和6年11月15日 令和6年12月16日

地域の活性化等の
実現のための大口
信用供与等規制の
非適用範囲拡大

・銀行法施行規則第14条6の2（法
第13条第1項及び第2項の規定を適
用しない信用供与等の相手方）に
「当該銀行を子会社とする銀行持
株会社の子会社である銀行（当該
銀行を除く）」を追加いただきたい
・もしくは、銀行法第13条第1項に規
定される、銀行の同一人に対する
信用の供与等の額が信用供与等
限度額を超えることとなるやむを得
ない理由として、「同一銀行グルー
プ内の銀行間での信用供与であ
り、地域の活性化等に資する場合」
を追加又は明確化いただきたい

・2020年4月1日施行の大口信用供与等規制の見直しにより、銀行グループ内取引については大口信用供与等規制の対
象から非対象となった。しかしながら、国際ルール上の「グループ」は子法人までが対象となるため、同一の銀行持株会
社傘下の子銀行間の取引は規制の適用対象となっている。
・また、2020年の本規制見直しでは、経過措置とされていたコールローンを規制の適用対象に含めることとなり、親子関
係でないグループ内商業銀行間でのコールローンに係る信用供与は規制対象となった。
・銀行持株会社の活用により、銀行グループのあり方は多様化しており、銀行持株会社の下に地域に根差した複数の銀
行が存在するケースも想定され得るところ。銀行持株会社のガバナンスにより銀行グループとしての最適な運用、調達を
行うことで、結果として地域の活性化等にも資するものと考えられる。「経済財政運営と改革の基本方針2022」（2022年6
月7日閣議決定）においても、「東京一極集中の是正、多極集中、社会機能を補完・分散する国土構造の実現に向け（中
略）従来の地方創生にも取り組むとともに、分散型国づくりを進める。地方発のボトムアップ型の経済成長を通じ、持続可
能な経済社会の実現や個人と社会全体のWell-being の向上、『全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会』を目指
す。」とされており、本要望の実現は政府方針とも合致すると考えられる。
・また、銀行法の趣旨も踏まえ、国内銀行グループでは、銀行持株会社によるグループベースでの信用供与のコントロー
ル・リスク管理・経営管理を行っているケースも多く、規制対象と認識しなくてもよい程度に与信者である銀行と同一と認
め得ることも可能。
・グループ外の受信者に対する過度の信用供与を規制する本法の主旨を勘案すると、同一グループ内の銀行間の信用
供与を規制することは本規制の根幹とまでは考えられず、地域の活性化等のために大口信用供与等規制の非適用とな
るグループ内銀行の範囲を拡大していただきたい。

都銀懇話
会

金融庁
同一の銀行持株会社傘下の子銀行間の取引は、大口信用供与規制が適用されます。
なお、銀行法施行令で定めるやむを得ない理由がある場合において、内閣総理大臣の承認を受けたとき
は、大口信用供与規制の適用を受けないことができます。

銀行法第13条第１項
及び第３項
銀行法施行令第４条
第９項及び第14項
銀行法施行規則第14
条の３第２項、第14
条の６の２

対応不可
大口信用供与等規制は、銀行等の資産の危険分散、銀行等の信用の広く適切な配分との目的の下、国際
的な議論を踏まえた枠組みとされているところ、同一銀行持株会社グループ内における子銀行間の信用の
供与等について、一律に規制対象外とすることは、上記の規制目的に照らし困難です。

145 令和6年11月15日 令和6年12月16日

子会社の変更や役
員の異動時等に係
る銀行代理業変更
申請の簡略化

・「支配関係にある会社の届出と異
動時の報告」「役員の兼職届出と異
動時の報告」の撤廃
・撤廃が困難である場合、異動報告
は「変更のあった時から30日以内」
ではなく、「年1回の現況を報告。有
価証券報告書提出会社は報告省
略可」等柔軟な対応ができないか
・例えば「グループ会社の役員を兼
職している場合は報告対象外」「社
外取締役は報告対象外」とするな
ど、報告を必要とする要件を絞って
いただきたい

・銀行代理業者の管理負担を軽減させることで、金融機関としては既存事業者との協業施策の運営安定化、協業範囲の
拡大のほか、新規事業者の参入を後押しすることにより、新たな事業価値創造・価値提供に繋がることが見込まれる。
・一般事業法人にとって、銀行代理業は本業ではないため、限られたリソースしか割くことができない現状がある中で、管
理業務負荷が重く、極力管理業務負荷の軽減をすることが望ましい。人事異動等発生（3か月に1度の頻度）の都度、関
係部署や関係子会社への確認を行うため、本件報告の関係者が増えている現状。
・平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により新たに銀行代理業制度が創設されたことで、一般事業
者の銀行代理業への参入が可能となり、利用者の金融サービスに対するアクセスの確保・向上及び金融機関の多様な
販売チャネルの効率的な活用が期待されることとなった。一般事業者が銀行代理業へ参入した場合に、抱き合わせ販売
（融資）や情実融資及び顧客情報の流用等の不適切な取り扱いが生じることのないよう、銀行代理業者の業務運営体制
の整備等が強く求められていることは留意しつつも、実情として管理業務負荷が一般事業法人にとって重いと感じている
点も事実。
・また、金融制度ワーキング・グループ（平成28年12月）の報告では、銀行代理業制度の課題として一部の届出義務等、
実務上、対応コストに比して十分な必要性が認められないと指摘のある項目に対し、その見直しについて検討を進める
べきであるとされ、平成30年6月に銀行代理業者の営業所の所在地の一時的な変更について届出が不要とされた。
・報告頻度や報告タイミングの変更など、既に銀行代理業を取得している事業者からの実情の声を反映した形で、上記
現行規制の緩和を要望するもの。

都銀懇話
会

金融庁
銀行代理業者が許可申請時に提出した申請書に記載した事項に変更があった場合には、その旨を内閣総
理大臣に届け出る必要があり、当該変更のあった日から30日以内に届け出る必要があるもの（商号の変更
等）と、半期に一括で届け出る必要があるもの（役員の兼職先の内容変更等）があります。

銀行法第52条の37第
１項、第２項、第52条
の39第１項、第２項、
第53条第4項
銀行法施行規則第34
条の34、第34条の
39、第35条第4項、第
8項、別表第二

対応
銀行代理業者の役員の兼職先の内容変更等に係る届出について見直しを行った銀行法施行規則の一部を
改正する内閣府令が令和６年11月29日に公布、翌30日に施行されました。

146 令和6年11月15日 令和6年12月16日
投資専門子会社の
業務範囲拡大

・投資専門子会社による、出資先等
以外へのコンサルティング業務も可
能とする
（※）コンサルティング業務には、投
資専門子会社による出資先案件の
ほか、銀行投資案件に関する業績
や株価評価、助言、モニタリングに
関する各種サポートを含む

・投資専門子会社には投資管理のノウハウが集約・蓄積されることから、投資業以外にも、銀行本体からの直接出資先
の案件ソーシングや期中管理（モニタリング）を受託して欲しいとのニーズあり。もっとも、ニーズに応えるためには、現
状、投資専門子会社の定義から外さざるを得ない。
・投資専門子会社では投資管理のノウハウが集約・蓄積されていることから、銀行や他業態からの業務委託は今後も増
加していくと考えられる。

都銀懇話
会

金融庁
銀行の子会社の業務範囲は、法令において規定されている業務に限られています。
投資専門子会社の業務は、出資等とそれに附帯する業務及びコンサルティングなどの一部業務に限定され
ています。

銀行法第16条の２第
１項第12号
銀行法施行規則第17
条の２第14項

対応
銀行の特定子会社（投資専門子会社）の併営業務として、出資先・出資見込み先以外へのコンサルティング
業務等を可能とした銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令が令和６年11月29日に公布、翌30日に施
行されました。
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147 令和6年11月15日 令和6年12月16日

銀行グループに属す
るリース会社に係る
収入制限規制等の

 撤廃又は緩和

・収入制限規制・附帯業務規制の
撤廃
・不動産オペレーティング・リースの
解禁

・金融領域に留まらず、顧客ニーズが多様化・高度化する中、銀行系リース会社にのみ、オペレーティング・リースに係る
顧客サービス提供に制限があり、適正な競争環境が整備されていない状況。
・規制格差の是正により、イコールフッティングが確保され、顧客ニーズに沿った柔軟なリース条件設定が可能となること
は、顧客本位の業務運営に資するのみならず、金融リース業界の健全化にも寄与するもの。
・リースを主たる業務としない子会社にも現行の規制が適用されるため、顧客ニーズへの柔軟な対応が困難となってお
り、規制の趣旨を踏まえても、当該規制を適用する合理性は乏しいと考えられる。
・リース子会社は現行規制においてもオペレーティング・リースの取り扱いが認められており、物件の保有リスクを管理す
る態勢やノウハウも蓄積出来ていることから、本規制の撤廃に伴う物件保有リスク等についてはコントロール可能と考え
る。

都銀懇話
会

金融庁

銀行、銀行持株会社の子会社が営むリース業務について、融資と同様の形態（いわゆるファイナンス・リー
ス）に係る収入を総リース収入に占める割合の50％以上とすること、及びリース業務に附帯する業務による
収入がリース業務による収入を上回らないようにすることという制約があります。
また、不動産を対象としたリース契約に当たっては、銀行がリース形態をとって一般向け不動産業務を営む
といった他業禁止の趣旨の潜脱を防ぐ観点から、教育・文化施設、社会福祉施設等の公的な施設の整備・
運営に係るものを除き、いわゆるファイナンス・リースに限って認められております。

銀行法施行規則第十
七条の三第二項第三
号及び第三十八号の
規定に基づく銀行等
の子会社が営むこと
のできる業務から除
かれる業務等を定め
る件第２条

主要行等向けの総合
的な監督指針Ｖ－３
－３－１（２）

中小・地域金融機関
向けの総合的な監督
指針Ⅲ－４－７－１
（２）

検討を予定

銀行、銀行持株会社の子会社が営むファイナンスリース以外のオペレーティング・リースについては、様々な
形態があり、銀行業務との機能的な近接性やリスクの同質性の確保の観点から検討を行う必要があります。
また、銀行子会社であるリース会社が、不動産を対象としたオペレーティング・リースを営むことについては、
銀行に他業禁止が課せられている趣旨に鑑み、銀行の健全性確保の観点から、慎重に検討を行う必要があ
ります。

148 令和6年11月15日 令和6年12月16日

証券専門会社の業
務範囲規制の緩和
（現物決済される外
国商品市場取引の
媒介業務）

・証券専門会社が商品を決済終了
後に保有せず、かつ、商品の保管・
運搬に伴い発生しうる危険を負担し
ない外国商品市場取引について
は、証券専門会社が媒介を行える
よう緩和して頂きたい
・なお、銀行本体でも同様の緩和が
可能かご検討頂きたい

・証券専門会社が従事できる外国商品市場取引は差金決済取引に限られており、現物決済取引についての顧客ニーズ
に応えられない状況となっている。証券専門会社が取引当事者とはならず媒介のみを行うケースにおいては、取引決済
方法に拘わらず証券専門会社として現物に係るリスクを負うものではない。異種リスク混入等阻止という子会社等業務範
囲規制の趣旨も踏まえ、証券専門会社の観点から、（１）当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとなら
ないこと、（２）当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと、の要件を満たす現物
決済取引の媒介が許容されるよう緩和頂きたい。
・なお、銀行本体が媒介する場合についてもリスクの状況に変わりはないと考えられる。

都銀懇話
会

金融庁
経済産業省
農林水産省

銀行及び銀行の子会社が代理又は媒介を行うことができる外国商品市場取引は、差金決済取引又は取引
当事者が商品の運搬・保有・保管リスクを負わない場合の現物決済取引に限られています。

銀行法第10条第２項
第15号、第16条の２
第１項３号
銀行法施行規則第13
条の２の３、第17条
の２第２項第３号、第
17条の３第２項第３
号

検討を予定
銀行及び銀行グループの経営の健全性に与える影響等を踏まえ、銀行及び銀行の子会社が媒介等を行う
ことができる金融等デリバティブ取引は一定の要件を満たすものに限られていますが、制度趣旨を踏まえ、
改正の必要性について検討して参ります。

149 令和6年11月15日 令和6年12月16日
銀行代理業者の主
たる兼業業務の要
件緩和

・「主たる兼業業務の内容が資金の
貸付け、手形の割引、債務の保証
または手形の引受その他の信用の
供与を行う業務」である者（すなわ
ち貸金業者・クレジット業者・保証業
者）についても、所属銀行と銀行代
理業者の間の利益相反行為等が
生じる恐れが僅少と認められる一
定の場合は、預金等担保貸付以外
の貸付の媒介を許容

・金融グループ内のカード会社、貸金業者（以下、「貸付等を主たる業務とする者」）等のうち、事業者向けの与信サービ
スを提供している者が、カード加盟店等の顧客から事業性融資のニーズを聴取した場合、当該「貸付等を主たる業務と
する者」等による貸出の媒介が可能になれば、所属銀行のチャネルの多様化につながるほか、顧客利便性の向上にも
資すると考えられる。
・現行法が「貸付等を主たる業務とする者」等による預金等担保貸付以外の貸付の媒介を原則として禁止している趣旨
は、所属銀行と銀行代理業者の利益が相反することを防止するものであると考えられるところ、例えば、①所属銀行と銀
行代理業者が親子関係や銀行持株会社傘下の兄弟会社関係にあるなど、構造的に利益相反が生じるおそれが低い関
係にあって、かつ、②当該銀行代理業者が所属銀行の審査に関与しない場合は、斯かる利益相反が生じるおそれは低
いと考えられる。
・そのため、顧客ニーズや顧客利便性に鑑み、「貸付等を主たる業務とする者」と所属銀行が親子関係等にありグループ
ベースのガバナンスが担保されており、かつ、「貸付等を主たる業務とする者」のサービスが顧客へ直接現預金を提供し
ないものである等の一定の条件を満たして利益相反行為等が生じるおそれが僅少な場合は、「貸付等を主たる業務とす
る者」等による銀行代理業務として貸付の媒介を認めて頂きたい。

都銀懇話
会

金融庁
貸付け等を主たる業務とする者が銀行代理業者である場合は、当該銀行代理業者の銀行代理業務のうち、
消費者向けの資金の貸付け等に係る契約締結の代理・媒介業務については、「預金等担保貸付」及び「規格
化された貸付商品で、かつ、貸付資金で購入する物件等を担保として行う貸付」に限定されています。

銀行法第52条の36第
１項、第52条の38第
１項
銀行法施行規則第34
条の37第７号

検討を予定

銀行代理業者の主たる兼業業務が資金の貸付けの場合、例えば、顧客が銀行から融資を受け、その借入
金をそのまま貸金業者へ返済するとすると、利益相反の弊害が生じる可能性があることから、このような規
制が課せられているところです。
このため、利益相反の弊害が生じるおそれが少ないと認められる商品の媒介について、利益相反発生の可
能性や顧客保護等の観点も踏まえ、検討を行います。

150 令和6年11月15日 令和6年12月16日

貸金業登録の無い
企業（事業法人、日
本に支店のない外
国銀行）の（シンジ
ケートローン組成時
及び債権譲渡時の）
貸付許容

・貸金業登録の無い企業（事業法人
等）のシンジケートローンへの参加
を認めること。（ただし、一方無制限
に貸金業登録のない事業法人の参
加を無制限に認めてしまうと、貸金
業法の規制が形骸化し、資金需要
者の利益を損ねるおそれがあるこ
とから、事業法人の規模等の条件
を満たすこと前提とする。）
・若しくは、貸金業法第2項第1項第
2号の対象に外国で日本の銀行法
又は貸金業法に相当する法律によ
り貸付けを業として行う規定がある
ものも含めることにより、日本に支
店を有しない外国銀行が貸金業法
上の登録を行わずとも日本でシン
ジケートローンに参加することが可
能かを明確化
・尚、外国金融機関による本邦内で
の貸付を全方位的に緩和するので
はなく、貸金業法の目的に鑑み、一
部（シローン組成時及び債権譲渡
時）について限定するものであり、
個人向け貸付等まで拡大すること
は意図していないもの

・現状、投資家層が金融機関等に限定されており、マーケットが伸び悩んでいるため。
・国内に営業所・事業所のない外国法人による貸金業登録が制度上予定されていない現行貸金業法の下で海外の金融
機関等による国内法人向けの貸付が必要以上に制限されている。
・昨今のグローバル化により本邦企業による海外企業の大型買収が増加する中、米ドル等の外貨建のファイナンスニー
ズが高まっているが、日本市場で組成するシンジケートローンに本邦に支店を有しない外国銀行を招聘できないことによ
り本邦企業の資金調達力に限界を生じさせている。
・本邦企業が本規制の影響を受けない海外市場での資金調達を志向する場合には、本邦市場が海外市場との市場間
競争において劣位に立つこととなり、本邦金融市場の国際競争力強化の為に上述の規制緩和が望まれる。

都銀懇話
会

金融庁

貸金業法において「貸金業」を営もうとする者は、２以上の都道府県内に営業所等を設置して営む場合は内
閣総理大臣の、１の都道府県内に営業所等を設置して営む場合は都道府県知事の登録を受けなければな
らないとされております（貸金業法第3条第1項）。
また、貸付けを業として行うにつき他の法令に特別の規定のある者が行うものは貸金業法の対象外とされて
おります（同法第2条第1項第2号）。

貸金業法第3条第1項
貸金業法第2条第1項
第5号
貸金業法施行令第1
条の2第1項

検討に着手
日本国内に営業所・事業所のない外国の会社等が、シンジケートローンに参加して行う国内法人への貸付

に係る制度については、実態を踏まえた上で、関係法令の趣旨等も勘案し、引き続き検討する考えです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

152 令和6年11月15日 令和6年12月16日
銀行の海外支店に
おける有価証券関
連業務の一部解禁

・銀行の海外支店に対し、現地法令
等遵守を前提として、有価証券関
連業務の一部（発行市場に関する
業務（引受・売出し））の解禁

・海外では、競合するグローバルバンクが、ローン・債券両睨みの営業に始まり、最終的な顧客ニーズが債券発行となっ
ても引受・売出しまでワンストップでのサービスを提供する中、邦銀は証券子会社との共同訪問、業務分担で対応してお
り、顧客にとっても利便性が損なわれている状況。代表的日系企業の社債発行においても、外国銀行が引受を行うケー
スも出てきている。例えば、オフショア人民元債の引受実績では本邦金融機関グループは圧倒的劣位の状況。
・ユニバーサルバンク制を採用している欧州や、規制が撤廃されている米国を本拠とする銀行が、有価証券関連業務を
含めた総合的なサービスをワンストップで提供していることに鑑みれば、内外制度環境の差が競争力に影響を与えてい
る場合もある。この点、進出日系企業の支援はもとより、邦銀の国際金融界における役割を高める観点からも、現地法
遵守を前提とした本件規制緩和を通じて、邦銀がワンストップでのサービス提供あるいはクロス・マーケティングによる
ニーズ対応を可能にすることは有効であると考える。
・銀行法上の他業禁止規制の趣旨は、銀行が銀行業以外の業務を営むことによる異種のリスクの混入を阻止する等の
点にあること（監督指針V-3-1(1)）、また、銀行グループの業務範囲規制についても、銀行の他業禁止の趣旨をグループ
全体に及ぼし、グループ全体として銀行に対する規制に準じた取扱いとすること（同V-3-1(2)）とされていることに鑑みれ
ば、現地法令等遵守と管理態勢構築を前提として、海外子会社に認められている一部有価証券関連業務を海外支店に
解禁することは、銀行法上の他業禁止規制の趣旨を必ずしも損なうものではないものと考えられる。
・仮に、銀行の本来業務あるいは財務等の健全性への影響に対する懸念が残るということであれば、例えば、自己資本
の一定割合とする等の業量を限定した範囲内に留める等の条件付きであっても解禁をお願いしたい。業務範囲として全
く否定されるものでなければ、クロス・マーケティングの実施や海外子銀行等の有価証券関連業務の代理・媒介を通じた
参入により、本来業務等への影響を極小化した上での対応も可能。

都銀懇話
会

金融庁
銀行が行うことのできる有価証券関連業務は、銀行法第10条第２項及び第11条に規定する業務に限られて
います。

銀行法第10条第２
項、第11条

検討を予定
銀行法において銀行の業務範囲として認められていない業務等であって、銀行の海外支店において現地当
局が認める業務を行うことの可否については、他業禁止の趣旨、優越的地位の濫用等の顧客保護上の観点
や競争力強化等の観点から慎重に検討していく必要があり、直ちに措置することは困難です。

153 令和6年11月15日 令和6年12月16日

商業銀行によるセ
キュリティートークン
（電子記録移転有価
証券表示権利等）取
扱い

・ 商業銀行がセキュリティートーク
ン（電子記録移転有価証券表示権
利等）の決済業務を行ううえで以下
の関連法制について明確化を要望
するもの
・関連法制：租税特別措置法〔第9
条の3の2、施行令第4条の6の2、施
行規則第5条の2第1項〕
・上記租特法にて上場株式・特定公
社債等について、社債、株式等の
振替に関する法律に規定された口
座管理機関（通常は証券会社）が
源泉徴収義務者・支払の取扱者と
なる旨が規定
・対象が振替社債ではなく、STの場
合でも同様である旨を明確化いた
だきたい（STの場合、源泉徴収義
務者は口座管理機関と同様の役割
を担うST取扱業者（通常は証券会
社）となる認識）

・情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律（令
和2年5月1日施行）により金商法が改正され、金融機関によるＳＴの取扱いが可能となった。
・2021年４月にはSTを取り扱う私設取引システム（PTS）運営会社である「大阪デジタルエクスチェンジ㈱」が設立され、セ
カンダリー市場の整備開始。2024年4月には、ST社債の利子等について、金融機関の受ける利子所得等に対する源泉
徴収の不適用制度が振替債と同様に適用対象となる等、ST普及の阻害要因となる事象が徐々に解消されつつある状
況。
・事業会社によるST社債の発行も事例が出始めていることもあり、商業銀行による取り扱い増加も想定されることから、
決済業務に係る関連法制の整備も急務。

都銀懇話
会

金融庁
財務省

特定公社債等の利子等を含む上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務を負う者は当該上場株式等の配
当等の「支払の取扱者で政令で定めるもの」とされているところ、「支払の取扱者で政令で定めるもの」とは、
上場株式等の配当等の支払を受ける者の当該上場株式等の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理をする
者で、かつ、「口座管理機関」（社振法２条４項）をいうものとされております。

振替社債（社債、株式等の振替に関する法律に基づきペーパーレス化された社債）に係るものに限らず、電
子記録移転有価証券表示権利等（いわゆるセキュリティトークン）であって社債に該当するものの利子等につ
いても、口座管理機関がその受領の媒介等を行うものであれば租税特別措置法第９条の３の２の対象となり
うるものと考えられます。

租税特別措置法第９
条の３の２第１項、租
税特別措置法施行令
第４条の６の２第２
項、租税特別措置法
施行規則第５条の２
第１項

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

154 令和6年11月15日 令和6年12月16日
提携教育ローンに対
する割賦販売法の
適用除外

・提携教育ローンを割賦販売法の
規制の対象外とすること

・平成20年改正後の割賦販売法下において、学校法人は加盟店として直接の法的義務を負うこととなり、借入人に対す
る取引条件の事前説明や契約に際しての書面交付、情報管理・苦情対応等に関するコンプライアンス体制整備等の対
応負担が発生。
・現在は①法令解釈の明確化等の実務的な取組では対応できない負担軽減の必要性があり、かつ、②トラブルの発生
状況等に鑑みて規制内容が過剰と考えられる状態に至っており、提携教育ローンについて、個別信用購入あっせんにお
ける規制対象の見直し要否を再度検討する必要があるものと認識。
・金融機関側でも、割賦販売法に基づく対応負担が発生することから、一部金融機関においては、改正のタイミングで、
提携教育ローンの取扱を停止・縮小した事例もあり（苦情処理等の提携先管理、指定信用情報機関への登録業務等
は、他の個人ロ－ン商品等への汎用性のない特別対応の位置付けであり、当該対応に数千万円規模のシステム開発等
コストが発生するケースあり）、法令対応のためのシステム開発コスト等の負担といった法令解釈の明確化等の実務的な
取組では対応できない問題により、誰一人取り残されずに可能性を最大限に引き出す学びを提供する環境創出に金融
機関として貢献することが難しい状況を懸念。
・提携教育ローンは学生獲得を目的とした営業活動の側面が限定的であり、学校法人による就学支援の性格が強い一
方、所轄庁・機関への各種報告義務、CICとの情報連携、新規申込時の支払可能額調査、営業部店への教育研修実施
等一連の法令対応負担が、金融機関における提携教育ローン導入（提供）のハードルとなっている。
・学校法人については、文部科学省・都道府県等所轄庁が運営調査・指導等の法令に基づく監督権限を有しており、悪
質な勧誘販売行為等の消費者トラブルのリスクが低減されると考えられる体制が整備されていることから、受益者（消費
者）保護は十分に担保されており、要望提出以降、顕著なトラブル事例は発生していない。また、金融機関においては、
割賦販売法の適用有無にかかわらず、消費者の返済能力の審査を実施していることから、過剰与信のリスクも低減され
ており、密接な牽連関係のみを根拠として割賦販売法の対象とまですることは、過剰な法規制であるといえる。

都銀懇話
会

経済産業省

銀行等の取扱う提携教育ローンに関し、銀行等・消費者間の金銭消費貸借契約と学校法人・消費者間の役
務提供契約との間に「密接な牽連性」が存在する場合は、割賦販売法第２条第４項に規定する個別信用購
入あっせん業に該当し、学校法人は割賦販売法第35条の3の2に基づく取引条件の表示や第35条の3の8に
基づく書面の交付を行うことが求められています。
なお、「密接な牽連性」の有無は、金銭消費貸借契約と役務提供契約の手続的一体性・内容的一体性や金
融機関と役務提供事業者との一体性（人的関係・資本関係等）の要素を考慮した上で、総合的に判断してい
ます。

割賦販売法（第2条第
4項、第35条の3の
23、第35条の3の60
第2項）

対応不可

本提案に関し、個別信用購入あっせんにおける規制対象の見直しの要否については、産業構造審議会割賦
販売小委員会において同様の趣旨の提案に係る審議をした上で、報告書において、「中小企業を含めた登
録個別信用購入あつせん業者が法の規定を遵守している中、現段階において、法の規定を適用除外とする
措置を要するほどの具体的な必要性が示されているとはいえません。」とされています。
なお、割賦販売法における加盟店に対する義務は取引条件の表示及び契約内容を記載した書面の交付の
みであり、提案理由にある情報管理・苦情対応等に関するコンプライアンス体制整備を義務付けておりませ
ん。加盟店による取引条件の表示や契約内容を明確にした書面の交付は、提携教育ローンの支払関係が
長期にわたって継続され、契約内容が複雑になることに鑑みれば、消費者保護の観点から必要であると考え
ます。

令和6年12月16日令和6年11月15日151

カバードボンドは発行体の資産の一部を倒産隔離して、発行体が破綻した際にカバードボンド保有者に対す
る優先弁済に充当するため、一般の預金者に対して弁済率の低下を通じた損失を与える可能性も否定でき
ず、預金者保護の観点から検討する必要性があると考えられます。
また、ルール下で発行されたカバードボンドにバーゼル適格が認められた場合には、投資家のすそ野の拡
大により発行体の安定した外貨調達や調達コストの低減にも資すると考えられますが、必要なルール内容に
関しては、諸外国のルールと比較しながら、慎重に検討する必要があります。

検討を予定なし
日本においては、諸外国で見られるようなカバードボンド発行に係る特別のルールは整備されておりませ
ん。

金融庁
都銀懇話
会

・本邦では、2018年11月に初めて住宅ローン債権を担保としたカバードボンドの発行が行われ、今後も、邦銀が海外展
開の拡大を図る上で、重要な外貨調達手段の一つとして発行が拡大する可能性がある。
・一方、カバードボンドの商品特性上、自らの資産を担保として調達を行うため、諸外国では、預金者及びカバードボンド
債権者の保護と金融システムの安定の観点等から、発行体の適格性や発行上限、カバープール（裏付資産）について法
令又は監督上一定の制限を設ける制度整備が行われている。特に2008年金融危機以降、海外金融機関は、安定的な
調達ツールとしてカバードボンドの発行を活発化させており、これに対応して、カバードボンド法制及び規制を導入する国
が増加している（2023年7月時点37か国で導入）。
・バーゼルⅢにおいても、このような「特別の公的監督」（Special Public Supervision）に服する銀行発行カバードボンドに
ついては、投資家である他の銀行側において、リスクウェイトの軽減措置等が定められているほか（バーゼルⅢテキスト・
CRE20.33以下）、流動性カバレッジ比率でもLvel2AのHQLAにカウントすることが認められている（同LCR30.43参照）。
・一方、現在、本邦ではカバードボンドに関する明確なルールが存在しないため、投資家は上記バーゼルⅢコンプライア
ントなカバードボンドとみなすことができず、邦銀は、①欧銀対比高い調達コストとならざるを得ないほか、②安定的な投
資家層の確保に制約が生じるなど、国際競争力の観点からも不利が生じている。実際上も、現に邦銀においてカバード
ボンドの発行事例が出てきている中で、当局の監督対象とすることは、預金者・カバードボンド債権者、金融システムの
安定等の観点から意義があると考えられる。
・足許の動向として、欧州委員会が、欧州カバードボンド指令（CBD）Article 31に基づき、2024年7月までに、欧州域外の
金融機関が発行するカバードボンドについて、欧州カバードボンドと同等の取り扱いを認める第三国同等性フレームワー
クの導入に係る調査報告を、欧州議会・理事会に対して提出する可能性が見込まれている。また、2023年7月、欧州委員
会は欧州銀行監督局（EBA）に対してCall for Adviceを発し、2025年6月末を期日として当該調査に関する協力を要請す
る等、第三国同等性フレームワークの整備に向けた議論は足許本格化してきている。当該議論の中で、日本および本邦
カバードボンドが、第三国同等性フレームワークの対象として認識されることが、国際競争力を確保する観点からも極め
て肝要である。
・以上の状況を踏まえ、本邦カバードボンドが第三国同等性フレームワークの議論から外れることが無いよう可及的速や
かに、カバードボンドに関する一定のルールを定めていただくことを要望する。

・ カバードボンド発行に係る以下の
ルールを定めていただきたい

〇発行体の適格性に関するルー
ル

〇カバープール（裏付資産）に関
するルール

・ 適格担保
・ 担保として差し入れる額（総資

産対比）
・ 超過担保の金額
・ 担保評価の回数

〇カバープールの管理に関する
ルール

・ 独立の監視人によるモニタリ
ング

〇カバープールや主要契約の開
示に関するルール

〇当局宛発行報告に関するルー
ル

健全なカバードボン
ド市場の発展の為の
ルールの明確化
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

155 令和6年11月15日 令和6年12月16日
貸金業法上の書面
交付義務を情報提
供義務へ変更

・割販法と同様に、書面交付義務か
ら情報提供義務へ転換し、顧客の
同意なくして電磁的方法による情報
提供を可能とする
・ただし、顧客から書面による情報
提供の求めがある場合には、当該
求めに従うべきことを前提とする

・近年、パソコンやスマートフォンは広く普及・浸透し、個人保有率は高い。
・こうした環境変化及びキャッシュレス決済推進の観点を踏まえ、2020年、割販法において、クレジットカード事業者が利
用者に対して行う書面交付義務を、情報提供義務に変更する（顧客同意なしの電磁的方法による情報提供を許容する）
改正がなされた。
・割販法は、契約の相手方への情報提供の充実や、利用者保護（過剰与信防止等）を主眼とし、貸金業法とは目的を共
通にするところもある法令。
・一方、貸金業法においては書面交付義務が情報提供義務に変更されておらず、平仄が合っていない。
・特に、貸金業も営むクレジットカード業者にとってはその影響は顕著で、改正割販法を踏まえ、クレジットカード商品に係
る書面交付を廃止し、全面的に電磁的情報提供を実施したいところ、キャッシング機能を有するクレジットカード商品は、
顧客の承諾がない限り、電磁的な情報提供に踏み切ることができず、依然として書面交付によらざるを得ない。
・なお、書面交付を電磁的情報提供に代えたとしても提供される情報量は不変であり、利用者保護の観点から問題はな
いと考えられる。

都銀懇話
会

金融庁

貸金業者は、貸付けに係る契約等を締結しようとするときなどにおいて、顧客が借入れ条件等を十分に理解
したうえで、借入判断を行えるよう十分に情報提供を図る目的から、当該契約の内容を説明する書面等を交
付しなければならないこととしております（貸金業法第16条の2、16条の3、第17条、第18条）。
なお、顧客の承諾を得た場合、これらの情報提供は電磁的方法によりすることができます。

・貸金業法第16条の
2、16条の3
・同第17条
・同第18条
・割賦販売法第30
条、30条の2の3、30
条の2の4

対応不可

割賦販売法と貸金業法は、いずれも信用供与のための仕組みを規制している点では類似するとも評価で
きます。しかし、クレジットカードを含む割賦販売は、財・サービスの対価の後払いとして利用される一方、貸
金業は、収入の補てんや遊興費、他人の債務保証・借金の肩代わりなどにも利用されている点で異なりま
す。

このため、貸金業の利用に際しては、割賦販売の利用時に比べ、契約の要否や内容を熟慮する機会をよ
り確実に保障する必要があると認識しています。したがって、貸金業法は資金需要者等の保護の観点をより
重視していることから、契約締結前及び締結時には書面による交付を原則とする必要があると考えます。

156 令和6年11月15日 令和6年12月16日

銀行持株会社にお
ける共通・重複業務
実施の実効性を高
めるための例外措
置について

・非公開情報授受規制の例外規定
（金融商品取引業等に関する内閣
府令153条第1項7号イ以下）として、
有価証券関連業を行う第一種金融
商品取引業者が銀行持株会社に対
して共通・重複業務にかかる業務を
委託する場合における、委託業務
の遂行に必要な情報の授受を行う
場合を追加する（委託先における他
の情報と混じるといったような弊害
を防止することを前提とする）

・金商法上の非公開情報授受規制は、優越的地位の濫用防止、利益相反取引の防止、顧客情報の適切な保護等を確
保する観点から設けられた規制である。一方で、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者とその親法人等であ
る銀行持株会社との間の情報授受に関しては、①銀行持株会社は銀行法上の業務範囲規制の観点から発行者等との
関係で営業活動を実施することはなく、②銀行持株会社にその子会社等から提供される情報について銀行持株会社内
において適切な分別管理（たとえば証券会社の顧客情報が他のグループ会社の情報と混在しないような措置等）等を講
じることができるのであれば、上記規制の趣旨に反するものでもなく、銀行など他の親法人等又は子法人等と同等の規
制を及ぼす必要はないとも思われる。現行法においても、一部の従属会社等に関しては親法人等又は子法人等から除
外されており）、このことは、委託業務の遂行に必要な情報の授受に関して、必ずしも非公開情報授受規制などの弊害防
止措置を取る必要がない場合を念頭に置いたものと理解している。
・以上のとおり、銀行持株会社が共通・重複業務を実施することによる効率的な業務運営や金融仲介機能の強化という
2016年銀行法改正の趣旨を没却させないため、また、その一方で銀行持株会社に関しては優越的地位の濫用防止、利
益相反取引の防止、顧客情報の適切な保護等の観点から有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者との間で情
報授受することのリスクが必ずしも高くないと思われることを踏まえ、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者と
その親法人等である銀行持株会社間の情報授受に関する規制緩和を要望する。

都銀懇話
会

金融庁

有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者とその親法人等又は子法人等との間で発行者等に関す
る非公開情報を授受するには、基本的に、当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意が必要であり、
銀行持株会社が有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者の親法人等に該当する場合も、この規制
の対象となります。

ただし、内部の管理及び運営に関する業務を行うために必要な情報を第一種金融商品取引業者がその親
法人等である持株会社へ提供する場合等が例外とされております。

金融商品取引法第44
条の３第１項第４号、
金融商品取引業等に
関する内閣府令第
153条第１項第７号

その他

上場企業等の情報授受規制及び手続きの簡素化については、金融審議会市場制度ワーキング・グループ
第二次報告（令和３年６月18日公表）における提言を踏まえ、令和４年６月22日に、金融商品取引業等に関
する内閣府令等を施行し、上場企業等を対象とした新たなオプトアウト制度の導入等を行いました。

ファイアーウォール規制に関するその他の事項については、同ワーキング・グループ第二次中間整理（令
和４年12月21日公表）における「顧客情報管理や利益相反管理、優越的地位の濫用防止の実効的な確保等
の利用者保護の状況を適切に確認しながら、外務員の二重登録禁止規制や、中堅・中小企業や個人顧客
の情報の取扱い等に関するファイアーウォール規制のあり方について、利用者利便の具体的な向上にどの
ようにつながりうるのかといった観点から、引き続き検討を行うことが考えられる。」との整理を踏まえ、今後
引き続き当ワーキング・グループにおいて検討していく課題です。

157 令和6年11月15日 令和6年12月16日

デジタル時代の顧客
接点拡充に向けた
チャネル規制への見
直し

・銀行の営業日・時間の柔軟化（顧
客のライフスタイルに合わせた自由
な営業日・時間設定の許容）
・国内における営業所の設置等に
係る規制の廃止（年に一度等の頻
度での、営業時間変更・休業等実
績を含む全営業所一覧報告等への
代替）

・産業のあらゆる分野でコンピュータが用いられ、インターネットで世界中が繋がるように、デジタル技術が様々な分野で
活用される時代となった。個人においてもスマートフォンの保有世帯の割合が約9割まで増加する等、人々の生活に欠か
せないものとなっている。
・銀行の提供するサービスについてもデジタル技術の進展とともに変容してきており、銀行の営業所を「事務処理の場」
から「コンサルティングへの場」へと再定義する動きが進んでいる。それに伴い、単純な手続きはオンライン化・セルフ化
の上営業所の事務スペースを減らし、テナントビルや商業施設等へ移転・設置する等の動きがみられる。
・顧客利便性の高い総合的なチャネル展開を進め、デジタル時代をフォワードルックに見通して新たな銀行像を形成して
いく上では、規制面からも後押しする必要がある。技術革新等の環境変化の速度がいっそう加速していく昨今の状況に
鑑みれば、ルールベースで詳細まで規定する現在の規制体系を、プリンシプルベースで金融機関の自律的な取組みを
促す規制体系に変革することで、顧客本位の店舗運営を深化していく契機とすることが重要であると考えられる。
・一般事業法人は、基本的に自社の経営判断において自由に営業日、営業時間、店舗のあり方について戦略展開を図
ることが可能であり、デジタル戦略と合わせた総合的な経営資源配分を自由度高く行うことができるが、銀行において
も、より柔軟な店舗戦略を可能とする規制とすることで、リアルチャネルとデジタルチャネルを組み合わせ、総合的に顧客
利便性を高めるチャネル戦略を実現するための経営資源配分を実現することが可能となる。
・令和4年7月に銀行等の休日承認・臨時休業等に係る諸手続きの見直し（法定営業日を休日とする営業所を新たに設立
する場合の事前承認不要化、法定営業日・法定営業時間以外における臨時休業に係る諸手続きの不要化等）が施行さ
れ、令和6年4月及び同年5月に休日設定承認に係る諸手続きの見直し（本店等の一部の営業所を除き、既に設置してい
る営業所等につき、休日を新たに設ける際の手続きが承認制から届出制へ変更／平日9時～15時は休まず営業する支
店の設置等に関し、事前届出が事後届出へ変更）が施行されたところであるが、営業日や営業時間といった概念の柔軟
化に向けた更なる規制緩和への期待を念頭に置いた上で要望を継続するもの。

都銀懇話
会

金融庁
銀行の休日、営業時間については法令に定めがあります。
また、国内における支店等の設置、位置の変更等をしようとするときは、内閣総理大臣に届け出ることとされ
ています。

銀行法第８条第１
項、第15条、第16条、
第53条
銀行法施行令第５条
銀行法施行規則第15
条、第16条、第17条、
第35条

検討を予定

監督上の必要性を踏まえたうえで、休日に関しては、銀行の営業所の休日を設ける際の手続きの見直しを
行った銀行法施行令等の一部を改正する政令を本年２月に、営業所の設置等の届出の見直しを行った銀行
法施行規則等の一部を改正する内閣府令を本年５月に公表し、それぞれ施行がされました。
銀行の休日、営業時間、国内における支店等の設置、位置の変更等に係る届出等は、銀行業務の高い公
共性に鑑みたものであるところ、更なる改正の必要性については当該観点から慎重に検討する必要があり
ます。

158 令和6年11月15日 令和6年12月16日

事業者が銀行との
API連携を通じて口
座番号をエンドユー
ザーに表示すること
について、電子決済
等代行業の対象か
ら除外

・口座番号を銀行法2条17項2号の
「口座に係る情報」から除外して頂
きたい
・もしくは、銀行法2条17項では、1
号・2号に該当する行為であっても
「その他の利用者の保護に欠ける
おそれが少ないと認められるものと
して内閣府令で定める行為」につい
ては電代業の対象から除外されて
いるが、口座番号のAPI連携につい
ては「利用者の保護に欠けるおそ
れが少ない」と整理して頂きたい

・家計簿事業者や会計ソフト事業者による預金取引その他の銀行取引情報の利活用のみならず、その他の銀行保有情
報についても利活用のニーズは高い。
・具体的には、属性情報や連絡先情報、本人確認情報を銀行からAPI連携を受け、eKYCの方法により本人確認を完了さ
せるとともに、銀行から取得した各種情報を入力補助に使う（プレ入力）といったニーズがある。
・このような入力補助への利用情報のラインナップとして、口座番号のニーズは強い。具体的には、取引の引落口座や事
業者からの入金口座の欄に銀行からAPI連携を受けた口座番号をプレ入力し、エンドユーザーの入力ミスによる口座番
号相違に起因するトラブルを防止するといったニーズがある。
・他方、口座番号は静的な情報であり一回取得すれば十分であることから、事業者に情報が蓄積する（流出時のリスクが
大きくなる）ことは想定しがたい。
・制度の現状を前提とする限り、このような口座番号の連携であっても電子決済等代行業の登録が必要ということになる
が、口座番号は静的な口座の識別子であって、そのためにスクレイピングを行うことは考え難く、性質としては属性情報
に近いものであると思料する。
・また、口座番号のAPI連携ニーズがある場面は、事業者サービスに係る決済等のために利用者の口座番号が必要とさ
れているケースであり、仮にAPIを使えない場合には事業者は利用者に口座番号の直接入力を求めるなど、APIの利用
有無に関わらず利用者の口座番号を取得することが想定され、口座番号情報の漏洩にかかる実質的なリスクは不変。

都銀懇話
会

金融庁

銀行法において、電子決済等代行業（預金者からの委託を受けて、IT技術を活用して、銀行に決済指図を伝
達し、又は銀行から口座に係る情報を取得し当該預金者に提供する営業）について、業規制（登録制）が整
備されています。これは、
①決済に関する銀行システムに接続するため、業者のセキュリティ等に問題があった場合には、銀行システ
ムの安全性を害するおそれがあること
②利用者の口座に係る情報、口座等の認証情報を預かるため、情報漏洩や認証情報を悪用した不正送金
等により、利用者が不利益を被るおそれがあること
といった理由により、オープン・イノベーションを推進しつつ利用者保護を確保する観点から整備されたもの
です。

銀行法第２条第21項
第２号

検討を予定

口座番号は極めて重要な情報であり、それを「口座に係る情報」から除外することは、利用者保護の観点か
ら適当ではないと考えられます。
ただし、具体的なニーズ等を踏まえつつ、どのような行為類型であれば利用者の保護に欠けるおそれが少な
いと認められるものとして内閣府令に規定することができるかどうかについては、引き続き検討致します。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

159 令和6年11月15日 令和7年1月20日
保険募集時の制限
に関わる規制の撤
廃

・「保険募集制限先規制」、「担当者
分離規制」、「タイミング規制」、「知
りながら規制」の撤廃、若しくは認
知症保険・介護保険に係る同規制
の撤廃、又は、第二分野の保険商
品の保険募集制限先規制、タイミン
グ規制及び知りながら規制の撤廃

・以下の場合等、顧客本位の商品・サービスの提供ができなくフィデューシャリーデューティー（FD）に反する。
①銀行との融資取引に無関係な一般従業員も規制され、顧客の自由な商品・サービス選択を阻害
②顧客の自由意思に基づく保険加入が阻害され、責任開始の遅れによる重大な不利益を顧客が被る可能性
（例えば、自動車保険については、一般的に自動車リース会社が車両リースと一体的に提供しているが、自動車リース会
社が銀行の特定関係者である場合、本規制による実務負担等を考慮した結果、保険を販売できず、結果として、顧客の
利便性が阻害されているケースがある。）
・既に優越的地位を不当に利用した保険募集の禁止や、他の銀行取引等に影響を及ぼさないことについての説明義務
等が措置されており、本規制は過剰。
・形式的な弊害防止措置を行うことで、これを担保しようとする銀行側の取組みに過度の負担がかかり、実務上の負担
大。
・加えて、顧客にとっても、専業の保険代理店より顧客に関する情報を豊富に取得することの多い銀行で募集を行うこと
で顧客本位の良質なサービスをワンストップで享受可能。

都銀懇話
会

金融庁

銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から次
のような弊害防止措置が設けられています。

・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

保険業法施行規則第
212条、同第234条第
１項等

検討を予定

銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の向上を目指す観点から
設けているものです。

弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平成23年９月７日付で関
係内閣府令等を改正し、

・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防止措置等の見直しに

ついては、必要が生じた場合に行うこととしています。

160 令和6年11月15日 令和7年1月20日

非対面保険募集の
推進を目的とした保
険事前同意取得規
制及び保険募集時
の制限に関わる規
制等の撤廃

・保険募集時の事前同意取得規制
の撤廃
（非公開金融情報保護措置、銀行
等の他の取引への影響を与えない
説明義務）
・保険募集時の制限に関わる規制
の撤廃
（保険募集制限先規制、担当者分
離規制、タイミング規制、知りながら
規制）

・コロナは5類感染症に移行したが、保障の重要性を改めて考える顧客も多く、保障性ニーズは一層高まっている状況。
銀行としても、こうした顧客ニーズに対して、タイムリーに最適な商品・サービスを提供することは社会的使命であり、フィ
デューシャリーデューティー（FD）の観点からも重要である。然しながら、コロナ禍、対面で面談すること自体にリスクを感
じる顧客も少なくなく、従来の対面ではなく、非対面での保険募集を希望する顧客も多く存在。銀行でも、顧客本位の営
業を実現するべく、保険ニーズのあるお客さまへの非対面でのアプローチを検討しているが、スムーズな保険提案の実
施が困難。また、特にネット完結のフローを検討する際において、各種規制を担保する開発等で、大きなハードルとなっ
ている状況。
・また、コロナ禍を経て、社会全体のデジタル化が一層進展するなか、国民生活にとって不可欠な保障を提供する保険
募集を開始する前に必ず説明しなければならない事項の説明方法が書面交付のみに限定されていることは、デジタル化
による社会全体の利便性向上を妨げる要因ともなっている。
・非対面での募集フローを構築することで、対面同様に顧客ニーズに対応したく、例えば書面の交付に代えて、電磁的方
法による提示（リモート面談時における共有画面での表示を含むパソコンやタブレット等での画面表示や電子メール送信
など電子媒体での提供）でも可能とすることは検討いただきたい事項として挙げられる。
・尚、令和３年1月21日公布・施行された「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」、「保険会社向けの総合的な
監督指針」にて「契約概要」と「注意喚起情報」の電磁的交付が可能となるも、上記課題を解消するものには至らないと考
えられる。

都銀懇話
会

金融庁

銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から次
のような弊害防止措置が設けられています。

・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

保険募集時に銀行等から保険契約者等に対し情報提供が必要な事項について、電磁的方法による情報
提供が可能な方法を追加する「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」、「保険会社向けの総合的
な監督指針」等の改正を行いました（令和３年１月21日公布・施行）。

保険業法施行規則第
212条、同第227条の
２、同第234条第１
項、同第234条の21
の２等

検討を予定

銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の向上を目指す観点から
設けているものであり、非対面での保険募集時においても同様です。

弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平成23年９月７日付で関
係内閣府令等を改正し、

・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防止措置等の見直しに

ついては、必要が生じた場合に行うこととしています。

161 令和6年11月15日 令和7年1月20日
保険募集における非
公開情報保護措置
の撤廃

・非公開情報保護措置については、
個人情報保護法に一体化する方向
で見直しを行い、保険業法施行規
則の規定は撤廃

・銀行が保険を販売する際にのみ適用される規制であり妥当性がない（銀行以外の代理店、例えば証券会社等は対象
外。銀行が保険以外の商品を販売する場合は対象外）。
・すでに個人情報保護法に基づく利用同意を取得しているのにも関わらず、保険募集、商品説明等を行う前に事前同意
を取得することは他に例がないこともあり、手続きが煩雑となっている（実務上、保険募集と他の金融サービスの提供を
区分することは困難であり、総合的な金融サービスの提供を阻害）。
・平成29年3月30日に金融庁より公表された「顧客本位の業務運営に関する原則」原則６のとおり、「金融事業者は、顧客
の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・
推奨等を行うべき」であり、顧客のライフスタイルの多様化を踏まえ、保有する情報を最大限活用して、顧客の最善の利
益を図りつつ、積極的に顧客にふさわしい商品の情報提供を行うべきである。
・2020年8月の「金融審議会市場ワーキング・グループ報告書」および2021年1月15日に金融庁より公表された「顧客本位
の業務運営に関する原則」（改訂版）の原則5のとおり、「複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧
客において「投資信託等他の金融商品との比較」を求められているにも関わらず、本制度の対応を挟むことで、他商品に
比べ情報提供のタイミングが他商品に劣後し、適切なタイミングでの分かりやすい情報提供の機会が阻害されている。

都銀懇話
会

金融庁

銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から次
のような弊害防止措置が設けられています。

・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

保険募集業務以外の業務（融資等）において取り扱う顧客の情報（非公開金融情報）の保険募集に係る業
務への利用について、当該業務に先立って書面又は電磁的方法による説明を行い、事前に顧客の同意を得
ることなく、保険契約の締結の代理や媒介をすることは禁止されています。また、保険募集において取り扱う
顧客の情報（非公開保険情報）を保険募集業務以外の業務に利用する場合も同様です。

保険業法施行規則第
212条、同第234条第
１項等

検討を予定

銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の向上を目指す観点から
設けているものです。

弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平成23年９月７日付で関
係内閣府令等を改正し、

・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防止措置等の見直しに

ついては、必要が生じた場合に行うこととしています。

162 令和6年11月15日 令和7年1月20日

保険募集時の制限
にかかわる規制の
撤廃（スマートフォン
アプリ等を通じた非
対面募集時限定）

・スマートフォンアプリ等を通じた非
対面での募集時における「保険募
集制限先規制」、「担当者分離規
制」、「タイミング規制」、「知りながら
規制」、「構成員契約規制」の適用
除外
・もしくは、圧力販売への誘引が乏
しい商品性を持つ保険商品（「海外
旅行保険」に準ずるもの）につい
て、上記規制の適用除外

・規制の趣旨は銀行の圧力販売防止であるところ、圧力販売の発生し得ない営業プロセス（ウェブページやスマートフォ
ンアプリ等による完全非対面での募集行為）によりお客さまが銀行を通じた保険加入を希望した場合にも各規制を適用
するのは、本来提供されるべき金融サービスを提供できないとの観点で、顧客本位の業務運営（フィデューシャリー
デューティー）に反する。
・また、FiｎTech進展により、スマートフォンアプリ等を通じた非対面での金融サービス提供が主流となる中、影響遮断措
置の説明等、書面による手続を強制する規制は、極めて非合理。
・加えて、非対面での保険募集の中心となる第二分野・第三分野の保険商品は、その他の保険商品と比して契約期間が
短期間かつ比較的少額で保険契約対象が明確であり、保険金額の上限が設定されることを踏まえると、信用供与の条
件とした保険募集や優越的地位を不当に利用した保険募集は認められない状況下、本規制を措置することは過剰であ
る。
・規制改革推進会議「規制改革推進に関する答申～デジタル社会に向けた規制改革の「実現」～」（令和3年6月1日）に
おいては、「デジタル時代に向けた規制・制度の見直しを進め、経済成長、国民の生産性・効率性の向上、個のエンパ
ワーの実現につなげていく必要がある」とされている。また、「金融審議会市場制度ワーキング・グループ中間整理」（令
和4年6月22日公表）、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和4年6月7日閣議決定）におけるデジタル化方針に
も資すると考えられる。

都銀懇話
会

金融庁

（弊害防止措置）
銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から次

のような弊害防止措置が設けられています。
・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

影響遮断措置についての説明等、保険募集時に銀行等が保険契約者等に対し実施しなければならない手
続において、書面の交付に代えて、顧客の承諾を得たうえで電磁的方法による説明事項の提供を可能とす
る「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令」、「保険会社向けの総合的な監督指針」等の改正を行い
ました（令和３年１月21日公布・施行）。

（構成員契約規制）
企業が、生命保険会社と募集代理店契約を締結して生命保険商品の募集を行う場合、従業員への圧力募

集等を防止する観点から、当該企業及びその企業と密接な関係を有する者（法人）の役員・従業員に対する
保険募集は一部の保険商品を除き禁止されています。

保険業法第300条第1
項第9号
同法施行規則第212
条、同第227条の２、
同第234条第１項及
び第４項、同第234条
の21の２等

検討を予定

（弊害防止措置）
銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の向上を目指す観点から

設けているものであり、非対面での保険募集時においても同様です。
弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平成23年９月７日付で関

係内閣府令等を改正し、
・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防止措置等の見直しに

ついては、必要が生じた場合に行うこととしています。

（構成員契約規制）
生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設けられている規制であり、非対面での保険募集時にお

いても同様です。その趣旨を踏まえつつ、引き続き慎重に検討を行う必要があります。
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ループにおけ
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日

提案事項

163 令和6年11月15日 令和7年1月20日
生命保険の募集に
関わる構成員契約
規制の撤廃

・構成員契約規制の撤廃（当該企
業及びその企業と密接な関係を有
する者の役員・従業員に対する保
険募集を禁止している規制の撤廃）

・以下の場合等、顧客本位の商品・サービスの提供ができなくフィデューシャリーデューティー（FD）に反する。
①構成員契約規制は、優越的地位の濫用や圧力募集の防止を目的として設けられた規定であるが、その実態に係ら
ず、事前かつ一律に募集を禁止する過剰規制。形式基準のため、顧客申出による場合も保険の販売が出来ず、顧客の
自由な商品・サービス選択を阻害。
②金融コングロマリット化が進み、資本提携先が多くなるほど、規制対象先が増加することになり、金融サービス機能の
充実を阻害している。
③顧客の自由意思に基づく保険加入が阻害され、責任開始の遅れによる重大な不利益を顧客が被る可能性がある。
・規制対象となる「密接な関係を有する者」（特定関係法人）の範囲が幅広く、直接出資関係のない大企業も含まれるな
ど、顧客の理解が得られないケースが多い。直近のケースでいうと、従業員1万人超の大企業に対して、銀行から１名業
務出向となった場合に、一律特定関係法人とみなされ、当該従業員1万人に対して保険提案が禁止されたケースがあ
る。顧客からの加入ニーズがあっても対応できない等、実態は圧力がかかるはずもない場合にも適用されるため、フィ
デューシャリーデューティーの観点からも課題。
・規制対象となる「募集人等の特定関係法人の特定関係法人」や、「募集人等の特定関係法人を特定関係法人とする法
人」などは、直接的な取引関係や出資関係がないことが多く、調査負担が極めて重い。

都銀懇話
会

金融庁
企業が、生命保険会社と募集代理店契約を締結して生命保険商品の募集を行う場合、従業員への圧力募

集等を防止する観点から、当該企業及びその企業と密接な関係を有する者（法人）の役員・従業員に対する
保険募集は一部の保険商品を除き禁止されています。

保険業法第300条第1
項第9号
同法施行規則第234
条第1項第2号
平成10年大蔵省告示
第238号
保険会社向けの総合
的な監督指針Ⅱ－4-
2-2(11)

検討を予定
生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設けられている規制であり、その趣旨を踏まえつつ、引き

続き慎重に検討を行う必要があります。

164 令和6年11月15日 令和7年1月20日
保険募集時の「知り
ながら規制」の緩和

・保険募集時の「知りながら規制」に
ついて、手数料不受領の場合にお
ける募集受付の許容

・特定関係者の「知りながら規制」の趣旨は、銀行等が自ら保険募集できない顧客に対し、特定関係者を利用して保険募
集を行うといった「保険募集制限先規制」の潜脱を防止することにあると考えられる。
・銀行等に対する「保険募集制限先規制」においては、手数料を受領しない場合、不適切な圧力募集が行われることがな
いとの理由から、特段の事情がない限り手数料を得ないで保険募集を行うことが認められている。
・募集制限先への不適切な圧力募集を防止する観点から、銀行の特定関係者による保険募集においては募集制限先に
対する影響力がより小さいと考えられることから、特定関係者の「知りながら規制」についても、募集に係る手数料を受領
しない場合の保険募集を許容頂きたい。
・顧客とっては、その勤務先に関わらず、他の金融商品（例えば投資信託やファンドラップ）との比較説明を踏まえた商品
選択が可能となる等、顧客本位の業務運営の観点でも充実した販売体制の構築に寄与するものである。

都銀懇話
会

金融庁

銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から次
のような弊害防止措置が設けられています。

・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

銀行等の特定関係者が、顧客が当該銀行等に係る銀行等保険募集制限先等に該当することを知りなが
ら、規制対象である保険契約の締結又は媒介を行う行為については、禁止されています。

保険業法施行規則第
212条、同第234条第
１項等

検討を予定

銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の向上を目指す観点から
設けているものです。

弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平成23年９月７日付で関
係内閣府令等を改正し、

・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防止措置等の見直しに

ついては、必要が生じた場合に行うこととしています。

銀行等の特定関係者が、顧客が当該銀行等に係る銀行等保険募集制限先等に該当することを知りなが
ら、規制対象の保険契約の締結又は媒介を行う行為を禁止する趣旨は、銀行等による、自らが保険募集で
きない顧客に対し特定関係者を利用して保険募集を行うといった、融資先への販売規制（保険業法上の規
制）の潜脱を防止することです。

銀行等による融資先への販売規制の潜脱については、銀行等の特定関係者が手数料を受領しない場合
にも起こり得ることから、手数料を受領しない場合における保険募集の許容については慎重に検討を行う必
要があります。

165 令和6年11月15日 令和6年12月16日

「銀行口座振替によ
る国税の収納事務
取扱要領」の一部改
正
～紙の納付書の発
送期限について～

・「5日前」を「5銀行営業日前」に改
正していただきたい
・「5銀行営業日前」までの送付、と
することで2営業日前に届く郵送物
を削減したい
・銀行営業日とは、銀行法に定める
銀行の休日「国民の祝日、12月31
日から翌年の1月3日までの日、土
曜日、日曜日」以外の日を指す

・銀行営業日は、銀行法に定める銀行の休日「国民の祝日、12月31日から翌年の1月3日までの日、土曜日、日曜日」以
外の日と定められているが、紙の納付書の発送期限について、休日を含めた日数が期限として設定されていることで、
銀行への書類の到着時期が納期に切迫している状況。
・加えて、納付書における納税者名と口座名義が一致しない等の形式不備が発生した場合は、税務署や口座店経由で
納税者への確認プロセスが発生するため、納期間際に送付された納付書について、確認作業時限がタイトになってい
る。
・また、2021年10月から、郵便局の普通郵便のお届け日数が繰り下げられたことで、これらの対応はより切迫し、現場で
の事務負担増加に繋がっている状況。斯かる状況も踏まえ、納税の事務手続きにおける紙媒体の削減や電子納付の義
務化に向けた要望提出を過去から行ってきているが、オンライン利用率や納税者の負担等各方面に配慮したうえで、社
会全体のコスト縮減を目指す中長期的な対応対応が必要であることから、喫緊の事務手続きにおける懸案解消に向け
て、本件要望するもの。

都銀懇話
会

財務省
「銀行口座振替による国税の収納事務取扱要領」に関わらず、口座振替納付に係る通知は、国税通則法

に基づき振替納付期日の４営業日前までに金融機関に到達するよう実施しております。

国税通則法第34条、
34条の２
国税通則法施行令第
７条

対応不可
制度の現状のとおり、口座振替納付に係る通知は銀行営業日を考慮して実施しておりますが、「銀行口座

振替による国税の収納事務取扱要領」は一般社団法人全国銀行協会より発遣された通達であるため、対応
出来かねることをご理解ください。

166 令和6年11月15日 令和6年12月16日

G-SIB破綻時のブ
リッジバンクによる外
国口座管理機関の
指定申請手続きの
緩和

・G-SIBが破綻処理に入った際ブ
リッジバンクがG-SIBの業務を継承
するにあたり、本邦法令及び制度に
従いブリッジバンクが各種資格を速
やかに取得し業務継承を滞りなく実
施するために、申請プロセスを効率
化して頂きたい

・破綻処理制度は、G-SIBが破綻した場合にもブリッジバンクへ経営や資産・負債を移転するなどし、主要業務を継続さ
せることで金融システムへ甚大な影響を与えることを回避すること、破綻に伴う損失の負担は破綻するG-SIBの株主・債
権者が吸収し（ベイルイン）、納税者の負担を回避することを求めている。
・G-SIBが破綻処理に入った際、ブリッジバンクはG-SIBのグローバルカストディアン業務を継承するにあたり、本邦法令
に基づき、各承認機関からの指定又は承認を受ける必要がある。申請から承認・官報掲載まで通常数ヶ月以上の手続き
期間を要するが、ブリッジバンクは必ずしも事前に決まっていないため、事前の資格申請は現実的ではない。
・ブリッジバンクが本邦法令に基づく資格申請を理由に、G-SIBからブリッジバンクへ速やかに業務が継承できない場合、
G-SIB傘下の本邦証券に投資する投資家への影響（決済及び決済に関連する権利等）が生じることが懸念されることか
ら、日本の現行の法制度が、G-SIBの業務をブリッジバンクが継承するにあたっての弊害に成り得る。
・G-SIBは再建・破綻処理計画を策定する中で、日本市場は資格申請から承認まで時間を要することから、資格取得を
理由にグローバルカストディアン業務をブリッジバンクに速やかに委譲できないことを危惧しており、解決策を講じる必要
があるとの指摘があり。本件緩和により、G-SIB等の海外機関投資家の破綻処理計画策定の円滑化に資するとともに、
海外から本邦への証券投資を促進に向けた一助となることが期待される。

都銀懇話
会

金融庁
法務省
財務省

社債、株式等の振替に関する法律では、海外投資家による日本の振替制度の利用促進を図るため、外国
の法令により証券の振替業務の免許を受けている者が、外国口座管理機関としての指定を主務大臣である
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣から受けることで、日本国内の口座管理機関と同様に振替業務を行う
ことが認められています。

当該指定を受けようとする者は、日本国内における自己の上位機関を通じ、主務大臣に対して必要書類を
提出することで当該指定の申請を行わなければならないとされ、必要資料に不備等がなければ、主務大臣
が当該指定をした旨を官報に掲載することで公示することとしています。

社債、株式等の振替
に関する法律第44条
第１項第13号
口座管理機関に関す
る命令第１条
口座管理機関に関す
る命令第３条
口座管理機関に関す
る命令第４条

検討を予定

制度の現状欄に記載の外国口座管理機関の指定については、当該指定に際し、振替業務の適切な遂行
を確保する観点から、外国政府等が十分な監督を行うことが確保されているかなどを勘案する必要があるほ
か、G-SIB破綻時の破綻処理手続の詳細や破綻処理手続におけるブリッジバンクの外国口座管理機関指定
の位置付け等、提案理由欄に記載の内容の背景となる立法事実の確認等も行う必要があることから、制度
改正の要否を含め必要な検討を行う予定です。
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167 令和6年11月15日 令和6年12月16日
電子確定日付による
第三者対抗要件具
備について

・商業登記電子証明書の電子確定
日付によって第三者対抗要件が具
備されるタイミングの明確化
・公証役場によらない電子的な対抗
要件具備方法として、規制サンド
ボックスの各実証実験のような高度
な情報通信技術を用いなくとも、す
でに広く普及しているアドビサイン
など一定の信頼性を担保できる署
名日時の記録文書をＥｍａｉｌを通じ
て当事者間で共有することでも、電
子確定日付としての効力を認めるこ
と

・対抗要件具備という、債権流動化では不可欠で反復継続して行われる大量の事務フローにおいて、紙ベースでのやり
とりという非効率な運用を、金融機関のみならず利用者にも強いることになっており、全体的なプロセス効率化の妨げ、電
子証明書・電子確定日付制度の普及の妨げとなっている。
・産業競争力強化法の特例における活用事例が増えることも望ましいが、ブロックチェーンなどの最新の情報技術を用い
ない場合でも、信頼性を担保する観点では十分と考えられる。そのため、電子確定日付の普及を促すため、当該特例を
超えた措置を求める。

都銀懇話
会

法務省
経済産業省

債権の譲渡は、確定日付のある証書によって譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなけれ
ば、債務者以外の第三者に対抗することができません。
公正証書や、公証人役場において私署証書に日付のある印章を押捺したものなどが確定日付のある証書に
当たります。
また、債権の譲渡の通知又は承諾が、産業競争力強化法に基づく新事業活動計画の認定を受けた事業者
によって提供される情報システムを利用してされたときは、その通知又は承諾を民法第４６７条第２項に規定
する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなすこととされています。

民法第４６７条第２項
民法施行法第５条
産業競争力強化法第
１１条の２第１項

対応不可
（産業競争
力強化法第
１１条の２に
ついては事
実誤認）

確定日付のある証書による通知又は承諾が債権譲渡の第三者対抗要件として規定されている趣旨は、当事
者が日付を遡らせることにより第三者を害するのを防止することにあり、類型的に日付の正確性等について
高度の信用性があると考えられる証書が確定日付のある証書として定められています。
どの時点で確定日付のある証書によって通知又は承諾がされたと評価できるかは、上記のような趣旨に照ら
し、個別具体的な事情に基づき判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難です。
なお、御指摘の商業登記電子証明書は、署名者が法人の代表者であること等を証明するものであり、日付
の正確性が担保されているものではないため、これを確定日付のある証書とすることは困難です。
また、産業競争力強化法第１１条の２については、御指摘の「高度な情報通信技術」や「ブロックチェーンなど
の最新の情報技術」を用いることが要件とされているものではありません。

168 令和6年11月15日 令和6年12月16日
外国法人の本人特
定事項の確認方法
について

・外国法人の本人特定事項の確認
方法として、名称についてGood
Standing Certificate 等の官公庁発
行書類の写しの送付を受けたうえ
で、本店又は主たる事業所の所在
地について当該法人の代表者等か
らの申告および日本国政府の承認
した外国政府または権限ある国際
機関のウェブサイトなどを確認する
方法（当該法人と対面しないで当該
申告を受けるときは、当該方法に加
え、当該顧客等の本店等に宛て
て、取引関係文書を書留郵便等に
より、転送不要郵便物等として送付
する方法）を追加していただきたい

・外国法人の本人確認書類は、名称のみの記載があるGood Standing Certificateの写の提出が一般的であり、本店又は
主たる事業所の所在地については官公庁ウェブサイトの情報（例：英Companies Houseや香港Companies Registryなど）
にて回答されるのが通例である。名称及び本店又は主たる事業所の所在地双方の記載された官公庁発行書類の提出
は米国・英国をはじめ慣行にないケースが多く、徴求交渉に時間を要する、または書類の提出を断られるケースが多い
ため。

都銀懇話
会

警察庁

外国に本店又は主たる事務所を有する法人の本人確認書類については、日本国政府の承認した外国政府
又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するものであって、犯罪による収益の移転防止に関
する法律施行規則（平成20年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国
土交通省令第１号。以下「犯収規則」という。）第７条第２号に定めるものに準ずるもの（その法人の名称及び
本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。）等と規定しています（同条第４号）。
また、本人確認方法については、本人確認書類の提示を受ける方法のほか、本人確認書類又はその写しの
送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている顧客等である法人の本店等に宛
てて、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便等として送付する方法によることが可能です（同規則
第６条第１項第３号イ及びニ）。

・犯罪による収益の
移転防止に関する法
律施行規則（平成20
年内閣府、総務省、
法務省、財務省、厚
生労働省、農林水産
省、経済産業省、国
土交通省令第１号）
第６条第１項、第７条

対応不可

法人の本人確認書類については、その名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものと規定
しています（犯収規則第７条第２号又は第４号）。これは、犯罪による収益を事後的に追跡するために顧客等
が一に特定されることが必要であることから、法人であれば名称のみならず本店又は主たる事務所の所在
地の記載があることを求めているものです。また、本人確認書類については、その書類の真正性を厳格に担
保するなどの観点から、顧客等が自らその真正性を確認した上で特定事業者に対して提示又は送付するこ
とが必要であると考えられ、特定事業者において外国政府等のウェブサイトをもって当該法人の本店等の所
在地を確認することは認められないと考えます。

169 令和6年11月15日 令和6年12月16日
公共機関の小切手
振出による支払の原
則の廃止

・国家公務員共済組合が支払を行
う場合、支払を受ける者を受取人と
する小切手振出が原則となってお
り、 地方公共団体が支払を行う場
合は現金払いが原則、指定金指定
団体の場合は現金交付に代え小切
手振出が原則となっているところ、
これら主体の小切手支払原則を廃
止し、支払方法のデジタル化を可能
にする趣旨の法令改正をして頂き
たい
・地公体の支払を（例外ではなく）原
則として口座振込に変更するよう法
改正をして頂きたい
・また、自動引落しも柔軟に活用可
能となるように総務省から通知を出
して頂きたい

・小切手は2026年度末までの完全電子化が予定されており、それに代わる支払方法の確立が急務。
・地公体は現行法令において口座振込による支払が可（債権者の同意があれば口座振込による支払が可）であるもの
の、地公体から原則対応を求められたときに銀行は拒否できない。
・また、それに加え、銀行口座を持たない住民への生活保護費や税金の還付金の支払等、小切手による支払が行われ
ている事務について、早急な対応が必要である。

都銀懇話
会

財務省
総務省

【財務省】
・国家公務員共済組合法施行規則第48条第1項第2号では「預金への振込み又は口座振替の方法」による
支払を認めています。

【総務省】
地方自治法第232条の６第１項ただし書において、「小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出が
あるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせること
ができる。」と規定されており、また、同法第232条の５第２項に規定されているとおり、支出の方法として、口
座振替によることが可能とされているところです。
なお、総務省においては、地方公共団体の公金の支出について、小切手の振出しに代えてインターネットバ
ンキングによる口座振替を活用することにより、小切手の現金化等に係る住民や指定金融機関等の事務負
担が軽減されるとともに、地方公共団体における小切手の管理等に係る事務負担も軽減されることが期待さ
れることから、積極的に導入いただきたいことを地方公共団体に対し通知するなど、これまでも公金の収納・
支払の事務のデジタル化に取り組んできたところです。

【財務省】
国家公務員共済組合
法施行規則第48条第
1項第2号

【総務省】
地方自治法法第232
条の５第２項、第232
条の６第１項ただし書

【財務省】
現行制度下
で対応可能

【総務省】
現行制度下
で対応可能
（自動引き
落としで行う
ことについ
ては検討を
予定）

【財務省】
・国家公務員共済組合法施行規則第48条第1項第2号で「預金への振込み又は口座振替の方法」による支
払を認めており、現行制度下で対応可能であるため、改正は不要です。

【総務省】
制度の現状欄に記載のとおり、口座振替については、現行制度下で対応可能です。
また、公金の収納・支払の事務のデジタル化については、地方税以外の公金についてもeLTAXを活用した公
金収納を可能とする法改正を行うなどの対応を行ってきたところであり、今後も積極的にデジタル化に取り組
んでまいります。
なお、地方公共団体の公金の支出を自動引き落としで行うことについては、その可能性を含め検討してまい
ります。

170 令和6年11月15日 令和6年12月16日
マンション管理業に
おける出納業務の
簡略化

・マンション管理適正化法第44条に
基づくマンション管理業者に関し
て、ガバナンス態勢や業務管理態
勢等に応じて、例えば所管省庁に
よる特認を前提とするなどし、保管
口座にかかる修繕費用や経費等の
出納業務について、電磁的方法に
よる送金（EB/IB）に限り認めていた
だきたい

・マンション管理業者が管理組合等から受領した管理費用等を分別して管理するための口座は、収納口座、管理口座の
二つに分別される。収納口座とは、受領した管理費用等を預入して、一時的に預貯金として管理するための口座で、毎
月の管理事務費以外の残高は、翌月内に保管口座に移し替えらえる。保管口座とは、受領した修繕積立金及び収納口
座から移し替えられた費用を預貯金として管理するための口座である。マンション管理業者は、保管口座にかかる管理
組合等の印鑑や預貯金の引き出し用のカードなどを管理してはならないとされている。
・しかしながら、過去のマンション管理業者による不正引き出しによる横領事件をきっかけに、マンション管理業者による
保管口座の印鑑・通帳、EB/IBにかかるパスワード及びキャッシュカードの保管については、マンション管理業者は行って
ならず、管理組合等が保管している。
・実際は、資金管理を行っているマンション管理業者の社員が、管理組合等理事長宛に訪問して、管理組合等の理事長
に払戻伝票に印鑑を押印してもらい、その伝票と通帳を銀行に持ち込み、修繕費用等の支払を行っているが、マンション
管理組合、マンション管理業者、銀行ともに事務負担が重たい状況である。
・そこで、マンション管理会社のガバナンス態勢やマンション管理業務等の管理態勢に応じて、例えば所管省庁による特
認を前提とするなどし、保管口座からの引き出しについては、EB/IBの利用に限り認めていただきたい。

都銀懇話
会

国土交通省

マンション管理業者が管理組合から委託を受けて修繕積立金等の財産を管理する場合には、法令上、収
納口座と保管口座の分離、収納口座から保管口座への毎月の移し換えの義務付け等、財産の分別管理に
関する所要の措置が講じられています。

管理組合の保管口座は、主に修繕積立金を保管するための口座であるため、支払等は日常的には発生
せず、口座残高も多額となる場合が多いことから、マンション管理業者による当該口座に係る印鑑及び預貯
金の引出用のカードその他これらに類するものの管理は禁止されています。（インターネットバンキングに係
るパスワードの保持等それをもってマンション管理業者が管理組合等の預貯金を自らの裁量で払い出すこと
ができる方法も同様に禁止されています。）

マンションの管理の
適正化の推進に関す
る法律第76条
マンションの管理の
適正化の推進に関す
る法律施行規則第87
条第４項

対応不可

管理事務のIT化については、管理組合やマンション管理業者等の事務負担軽減、業務効率化、利便性向
上等に資するため、積極的に活用することが重要であり、インターネットバンキング等の通帳や印鑑を有しな
い口座については、法令に規定する収納口座、保管口座等として活用することが可能です。

一方で、マンション管理業者による管理組合財産の恣意的な引き出しを防止する趣旨で、マンション管理業
者による管理組合保管口座の印鑑等の管理が禁止されていることを踏まえると、それが電磁的方法であっ
ても、管理事務においてマンション管理業者が保管口座であるインターネットバンキングに係るパスワード等
を管理し引き出すことを認めることについてのご提案は、管理組合財産を保護する観点から直ちに許容する
ことは困難と考えております。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

171 令和6年11月15日 令和7年1月20日
ローントレーディング
の特定取引取り扱い
の明確化

・銀行法施行規則第１３条の６の３
第２項第４号において、ローンのセ
カンダリートレーディング取引、特に
マーケットメイク・トレーディング収益
目的のセカンダリートレーディング
取引およびその財産を、「金銭債
権」の定義に含めるよう、改正（或い
は明確化）していただきたい
・尚、プライマリー業務（引受）関連
のセカンダリートレーディングは、バ
ンキング勘定での取扱いと整理さ
れるところ、それ以外のマーケットメ
イク・トレーディング収益目的のセカ
ンダリートレーディングを議論の対
象とする

・本邦銀行界として、マーケットメイク・トレーディング収益目的のトレーディングの拡大を通じ、企業向けの円滑なローン
引き受けサービスの提供や、投資家向けの投資機会の拡大を支援することで、本邦セカンダリーマーケットの拡大に貢
献することを企図している。
・他方で、当該業務を推進する中においては、特定取引勘定（トレーディング勘定）、非特定取引勘定（バンキング勘定）
のそれぞれにおいて、十分な内部管理態勢及び利益相反防止態勢を構築する必要があり、これらがハードルとなり、
マーケットメイク・トレーディング収益目的のセカンダリーローントレーディング業務を拡大していくことの足枷となっている
状況。
・米系・欧州系の大手行においては、銀行エンティティのトレーディングデスクでマーケットメイク・トレーディング収益目的
のセカンダリーローントレーディングを行うのは一般的であり、例えば、米州タームローンB(低格付け先)市場のみでも、
ハイイールド債券市場よりも大きな1兆5,000億ドルの市場規模があり、欧米銀30行以上が参画している状況。
・銀行法施行規則の改正が実現すると、邦銀勢においても、組織運営、自己資本規制、会計、収益管理の様々な観点か
ら、ローンのセカンダリートレーディングをトレーディング組織・勘定で集約しつつ、所定のリスクアペタイト内で業務を拡
大させることが可能になる。

都銀懇話
会

金融庁
特定取引勘定で経理することができる特定取引に該当する金銭債権の取得又譲渡は、銀行法施行規則第
13条の６の３第２項第４号に該当するものに限られます。

²銀行法１０条第２項
柱書および同項第５
号
²銀行法施行規則第１
３条の６の３第２項第
４号
²銀行法第十四条の
二の規定に基づき、
銀行がその保有する
資産等に照らし自己
資本の充実の状況が
適当であるかどうか
を判断するための基
準の一部を改正する
件（令和４年４月２８
日金融庁告示第２２
号）第１１条の２、第１
１条の３、第１１条の
４

検討を予定
行われている業務あるいは今後予定されている実態の実態を踏まえて、措置の必要性について検討して参
ります。

172 令和6年11月15日 令和6年12月16日

金商業等府令第119
条第3項に基づく事
故報告書の提出基
準緩和

金商業等府令第119条第3項の規
定による事故報告書の提出対象
を、財産上の利益の額1万円以上
に緩和

・報告対象は財産上の利益の額1円以上であるが、業務効率化の観点から少額（1万円未満）の場合は報告不要を認め
て頂きたいもの。引き続き事故のない業務運営を当然に推進するが、NISA制度の浸透等により「貯蓄から投資」への流
れが急速に進んでいるため、万が一の際の柔軟な対応としてご検討賜りたい

都銀懇話
会

金融庁

金融商品取引業者等は、有価証券売買取引等につき、事故による損失補填を行うためには、①あらかじめ
内閣総理大臣の確認を受ける場合、②裁判所の確定判決等を受けている場合、③顧客への支払額が定
まっている場合であって千万円を超えないこと等の要件を満たした場合、④事務過誤等により損失を及ぼし
た場合で帳簿書類等から事故であることが明らかな場合など、一定の要件を満たす必要があります。

その上で、③や④に該当した場合で、①の確認を受けずに損失補填を行ったときには、その金額の大小に
関わらず、所管の財務局長に報告を行う必要があります。

金融商品取引法第39
条第３項、金融商品
取引業等に関する内
閣府令第119条第１
項９号～11号、同条
第３項

その他

金融商品取引業等に関する内閣府令第119条第３項が適用されるケースは、公的な手続き等により和解が
成立している場合等とは異なり、基本的には金融商品取引業者等の内部手続きによる対応が行われるもの
となります。

そのため、金商業者の適切な業務運営の確保の観点からは、損失補填の金額が少額（1万円未満）であっ
たとしても、その原因や事後対応の状況等について、当局においてその詳細を把握すべきと考えられること
から、事故報告書の提出基準の緩和については慎重な検討が必要であると考えられます。

173 令和6年11月15日 令和6年12月16日
臨時報告書の提出
要件（特定子会社の
異動）について

・特定子会社の要件には、上記の
通り、①仕入・売上高要件、②純資
産要件、③資本金要件があるが、
③の資本金要件は廃止することを
ご検討頂きたい
・若しくは、③資本金要件は存置し
ながらも、同要件における「資本金」
を「資本金＋資本剰余金」に変更で
きないかご検討頂きたい

・特定子会社の異動は、企業内容に関して発生した重要な事実であるため、有価証券報告書提出会社の仕入や売上取
引、会社規模（純資産・資本金）に比して影響がある事実の場合は、臨時報告書の提出が必要とされるものと理解してい
る。
・しかしながら、会社規模を表すものと考えられる資本金は、合併、自己株式の処分等を通じ、資本剰余金への振り替え
が生じ、必ずしも会社規模を表すものではないケースも十分考えられる。即ち、提出会社の会社規模に比して資本金が
小さくなった場合は、実際には提出会社に及ぼす影響が軽微な子会社が特定子会社として開示され、投資家に対して重
要な影響がある事実との誤解を生じさせるおそれがある。また、提出会社にとっても、影響が軽微な案件についても臨時
報告書の提出を要し、通常業務の阻害要因となる（特に、SPCを活用したスキームを多用する場合、SPC設立や案件の
都度、臨時報告書の提出を要する）。
・したがって、③の資本金要件は廃止することをご検討頂きたい。なお、会社規模を表すものとしては、すでに②純資産
要件があるため、当該廃止の投資家への影響は限定的と考えられる。
・若しくは、③資本金要件の資本金を「資本金＋資本剰余金」に変更することで、形式的な資本金の減少影響は排除でき
るので、③資本金要件の廃止が難しい場合は、当該変更をご検討頂きたい。

都銀懇話
会

金融庁

・有価証券報告書の提出義務を有する会社について、その特定子会社の異動があった場合には、臨時報告
書の提出が必要とされています。
・「特定子会社」とは、以下のａ～ｃの特定関係のいずれか一以上に該当する子会社を指し、ｃにおいて、資本
金に係る要件が定められています。

ａ 提出会社の最近事業年度に対応する期間において、提出会社に対する売上高又は仕入高総額が提出
会社の売上高又は仕入高総額の10／100以上である場合

ｂ 提出会社の事業年度末日において、純資産額が提出会社の純資産額の30／100以上である場合
ｃ 資本金が提出会社の資本金の10／100i以上である場合

企業内容等の開示に
関する内閣府令第19
条第２項第３号、同
条第10項

検討を予定

・特定子会社に異動があった場合には、企業集団の構成に重要な影響があると考えられることから、臨時報
告書における情報開示を求めています。
・企業集団の構成に重要な影響があると考えられる子会社の範囲を限定する観点からｃのような資本金に係
る要件が定められているところ、かかる要件の見直しに際しては、開示制度全体における整合性や臨時報告
書の提出状況、投資者の投資判断に与える影響も踏まえて検討する必要があると考えられます。

174 令和6年11月15日 令和6年12月16日
実質的支配者リスト
制度の拡充

①登録機関への登録の義務化
②実質的支配者情報へのアクセス
権限の拡大
③手続きのオンライン化
④対象法人の拡大

・（要望１）欧州諸国では登録機関への登録を法的に義務化している国もあり、義務化によって情報の拡充や本制度の利
用向上といった効果が期待できると考えられるため。
・（要望２）欧州諸国にはアクセス権限を制限していない国もあるところ、マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策の重
要性に鑑みれば、同対策の一端を担う金融機関が実質的支配者情報を積極的に利用できる環境を整備することが適当
と考えられるため。
・（要望３）実質的支配者情報の登録、写しの請求・受領はすべて書面で手続が行われているところ、利用者法人の利便
性向上および上記のアクセス権限の拡大と併せることで本制度の実効性向上に寄与するものと考えられるため。
・（要望４）マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策の遂行の観点からは現行制度の対象法人では充分とはいえず、犯
罪収益移転防止法施行規則第11条第2項第2～4号に規定される実質的支配者の類型も対象とすることが適当と考えら
れるため。

都銀懇話
会

法務省

マネー・ローンダリング防止等の観点から、法人の実質的支配者を把握し、その透明性を高めることについ
ては、FATFによる勧告がなされるなど、国内外からの要請が強まっているところです。
この要請を受け、外部有識者による議論の結果を踏まえ、「実質的支配者リスト制度」を創設し、令和４年１
月からその運用を開始しています。
この制度は、FATFの第４次対日相互審査報告書の公表を契機として、政府において令和3年8月に策定・公
表した行動計画（「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」）にも盛り込んだものであり、
我が国の法人の実質的支配者の透明性の向上に貢献するものと考えております。

商業登記所における
実質的支配者情報一
覧の保管等に関する
規則（令和３年法務
省告示第１８７号）

(要望１及び
４)その他

(要望２及び
３)検討に着
手

(要望１及び４)
「実質的支配者リスト制度」が広く利用され、マネー・ローンダリング防止等の効果が十分発揮されるよう、ま
ずは本制度の周知・広報に努めてまいります。
法人の実質的支配者情報の申出を義務付ける法制度の導入等については、本制度の運用等も踏まえつ
つ、政府全体として検討すべき課題と認識しております。
なお、当省における本制度の周知・広報に加え、一部の金融機関においては、口座開設等の際に実質的支
配者リストの提出を求めているものと承知しており、実質的支配者リストを求めることを各金融機関のホーム
ページ等で明らかにしていただくことで、本制度の更なる利用促進につながるものと考えます。

(要望２及び３)
令和４年１２月２１日開催のデジタル臨時行政調査会において公表された「デジタル原則を踏まえたアナログ
規制の見直しに係る工程表」において、「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規
則」について、「令和４年度中に設置される有識者からなる研究会（ＨＰ公表）での法的論点の整理を含めた
検討を通じて、銀行等がオンラインで実質的支配者リストの写しを取得できる方法など利用者の利便性を向
上させる」ものとされており、令和６年９月に同研究会での議論の取りまとめが公表されてるところ、現在、議
論の取りまとめを踏まえて、具体的な方策の検討を進めているところです。
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

175 令和6年11月15日 令和6年12月16日

ペーパーレス化・印
鑑レス化に向けた預
金為替事務に関す
る各種要望

・納税の電子化推進
①申告のみではなく、電子納付まで
を義務化して欲しい。併せて取扱税
目を拡大いただきたい
②公金受取口座を任意ではなく、必
須化することで、送金通知書を廃止
し、振込に変更いただきたい
③ 請求明細は全てDVD媒体に集
約し、紙納付書による口振センター
や各口座店宛ての依頼を取り止め
ていただきたい

・お客さまの利便性の向上・事務の効率化を目的に従来からペーパーレス化・印鑑レス化を推進しているが、コロナ禍に
おいて非対面・非接触取引ニーズの高まりやテレワーク時は押印が不可能といった課題が顕在化。金融機関に対する
社会的要請が高まっている状況。
・かかる状況下において、法令による定めやこれまでの商慣習等がペーパーレス化・印鑑レス化の進展の阻害要因と
なっている。
・上記の背景を踏まえて、官民一体となってペーパーレス化・印鑑レス化に取り組み、取引の在り方やお客さまの動き方
を変革すべく、各種要望を提出するもの。

都銀懇話
会

①
財務省

②
デジタル庁
財務省

③
財務省

①電子納税については、「オンライン利用率引上げに係る基本計画」（令和３年10月18日財務省HP公表（最
終更新：令和６年10月21日））において、目標値を設定し、当該基本計画に基づき、普及・拡大に取り組んで
おります。

②公金受取口座の登録制度は、国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、
給付金等の受取のための口座として、任意で登録していただく制度です。

なお、納税者の方が口座振込による還付金の受取りを希望せず、郵便局窓口での現金の受取りを希望さ
れる場合、送金通知書を送付しております。

③国税の口座振替に係る納付書は、データ交換方式（DVD又はe-Tax）と書面方式があり、内訳としては、
データ交換方式のDVDが約７４％、e-Taxが約２４％で全体の約９８％を電子化しており、残りの約２％が書
面の納付書を各金融機関に送付しています。

①、③
国税通則法第34条、
34条の２

②
公的給付の支給等の
迅速かつ確実な実施
のための預貯金口座
の登録等に関する法
律（令和三年法律第
三十八号）第３条第１
項等

①、③検討
を予定

②対応不可

①電子納税の義務化については、オンライン利用率を踏まえつつ、納税者の負担にも配慮し、更なる利便性
向上や現金管理等に伴う社会全体のコストを縮減する観点から、法令、システム、予算面等含め導入可否
等の検討をしていきます。

②公金受取口座の登録制度は、国民がマイナンバー付きの口座を国に登録することで、様々な給付金を簡
単な手続で迅速に受け取れるようにするものであり、国民の皆様に利便性を感じてもらい、希望して（任意
で）登録を進めてもらうこととしています。
政府としては、より多くの方にご登録いただけるよう、各種媒体を通じた制度の周知や、金融機関経由の登
録の実施など、登録促進に向けた取組を引き続き実施して参ります。

なお、ご提案いただいた送金通知書の廃止につきましては、行政コスト削減の観点も踏まえ、口座振込に
よる受取りを選択していただくよう納税者に広くお願いしているところですが、一定程度、送金通知書に対す
る納税者ニーズもあることから、その点も考慮した上で検討していきます。

③国税の振替納税については、大多数が定まった日に口座引き落しを行っているものの、消費税中間分の
ように件数が少ない場合については、紙の納付書の処理を行っていることから、税務署・金融機関共に事務
コストがかかっていると認識しております。
この課題を解決するためには、税務署と金融機関がオンラインで納付書情報のやりとりを行うことが重要で
あると考えるため、従前よりe-Tax方式の利用拡大に取り組んでおりますので、引き続きご協力いただきます
ようお願いします。

176 令和6年11月15日 令和6年12月16日
証拠金規制における
内部監査要件の緩
和

・金融庁告示が定める算出過程の
運営状況が定着してきたことから、
毎年実施している内部監査要件の
緩和（効率化、負担軽減等）を図る
趣旨。具体的内容としては、下記の
通り
・内部監査を行う部門又は外部監
査を行う者のいずれかによって一
年に一回以上の頻度で検証を行う

・証拠金規制における定量的計算モデルを用いる方法による算出過程の運営については、2017年以降、長期に亘る監
査の実施と1・2線による検証態勢構築の結果、近年実施の内部監査においてクリティカルな発見・指摘事項が出ていな
い。斯かる中で、監査活動を効率化し、内部監査リソースをよりリスク度の高い分野の検証に投入するために、外部監査
人による検証も可能にするもの。

都銀懇話
会

金融庁

緩和要望の対象である内部監査の代替については、平成28年金融庁告示第15号第６条第６号に、「定量的
計算モデルを用いる方法による潜在的損失等見積額の算出過程について、原則として一年に一回以上の頻
度で内部監査が実施されること。」と規定されており、定量的計算モデルを使用する金融機関においては、外
部監査ではなく、各金融機関の内部監査による検証が求められております。

平成28年金融庁告示
第15号第６条第６号

対応不可

2024年9月公表の「金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート(2024)」で示したとおり、外
部専門機関は金融機関の内部監査部門の責任の下で活用されるべきであり、外部監査を内部監査の完全
な代替とすることは問題があると考えております。
なお、外部専門機関を内部監査のコソーシングとして活用することは、上記レポートにもある通り、監査の効
率性・実効性を向上させるうえで有用な手段の一つと考えられます。その場合は、内部監査部門自身の責任
の下で管理し、その成果物等から、内部監査部門内に、スキル・専門知識を蓄積し活用することが重要で
す。

177 令和6年11月15日 令和6年12月16日

内部格付手法の最
低要件遵守状況に
対する内部監査要
件の緩和

・金融庁告示が定める最低要件遵
守のための運営が定着してきたこと
から、毎年実施している内部監査要
件の緩和（効率化、負担軽減等）を
図る趣旨。具体的内容としては、下
記の通り
・内部監査を行う部門又は外部監
査を行う者のいずれかによって一
年に一回以上の頻度で検証を行う

・内部格付手法採用の最低要件遵守については、告示が制定された2006年度以降、長期に亘る監査の実施と1・2線に
よる検証態勢構築の結果、近年実施の内部監査においてクリティカルな発見・指摘事項が出ていない。斯かる中で、監
査活動を効率化し、内部監査リソースをよりリスク度の高い分野の検証に投入するために、外部監査人による検証も可
能にするもの。

都銀懇話
会

金融庁

緩和要望の対象である内部監査の代替については、平成18年金融庁告示第19号第203条に、「独立した機
能を有する内部の監査部署は、年1回以上の割合で信用リスク管理部署の管理状況、PD、 LGD及びEADの
推計値、該当するすべての最低要件の遵守状況等、内部格付制度及びその運用状況を見直し、その結果
に関する監査報告書を作成するものとする。」と規定されているため、内部格付手法を使用する金融機関に
おいては、外部監査ではなく、各金融機関の内部監査部署による検証が行われています。

平成18年金融庁告示
第19号第203条

対応不可

2024年9月公表の「金融機関の内部監査の高度化に向けたモニタリングレポート(2024)」で示したとおり、外
部専門機関は金融機関の内部監査部門の責任の下で活用されるべきであり、外部監査を内部監査の完全
な代替とすることは問題があると考えております。
なお、外部専門機関を内部監査のコソーシングとして活用することは、上記レポートにもある通り、監査の効
率性・実効性を向上させるうえで有用な手段の一つと考えられます。その場合は、内部監査部門自身の責任
の下で管理し、その成果物等から、内部監査部門内に、スキル・専門知識を蓄積し活用することが重要で
す。

178 令和6年11月15日 令和6年12月16日
業務報告書の作成
義務の緩和

・業務報告書の作成義務を緩和頂
きたい
・具体的には、銀行法で作成が義
務付けられている業務報告書およ
び経営実態報告は、互いに重複す
る記載項目が散見されることから、
重複する記載項目について見直し
頂き、経営実態報告に一本化する
などの効率化に向けた対応をお願
いしたい

・銀行法で提出が義務付けられている業務報告書は、有価証券報告書、統合報告書および経営実態報告の内容と重複
している内容が散見される。
・業務報告書について、他書類との重複した記載項目の例としては、以下があげられる。
「第１ 事業概況書」における「事業の概要」、「子会社等の状況」、「株主の状況」など
「第２ 連結財務諸表」、「第２中間連結財務諸表」
・また、有価証券報告書については業務報告書と同様に内閣総理大臣へ提出しており、その内容には上記同様重複が
みられる。
・そのため、重複感のある業務報告書と経営実態報告との間での一本化、または有価証券報告書を提出している銀行
持株会社・銀行に対する業務報告書提出義務の免除についてご検討頂きたい。これにより重複的な事務作業が削減さ
れ、例えば行内リソースを非財務情報開示の充実等にシフトすることが可能と考える。
・本要望は、令和5年11月20日に成立した「金融商品取引法等の一部を改正する法律」に盛り込まれた、金融商品取引
法上の四半期報告書を廃止し、取引所の四半期決算短信に一本化する内容とも方向性が整合すると考えられる。

都銀懇話
会

金融庁

銀行及び銀行持株会社は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した中間業務報告書及び業務報
告書を作成するとともに、銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産
の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければなら
ないこととされています。

銀行法第19条、第52
条の27

銀行法施行規則第18
条、第34条の24

検討に着手
業務報告書については、銀行法上の主たる監督手段であることから、提出不要とすることは困難です。他方
で、金融機関における事務負担軽減の観点から簡素化等を図る余地がないか検討を行ってまいります。
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

180 令和6年11月15日 令和6年12月16日

子法人等・関連法人
等新規取得時等の
重複的な行政手続
きの簡素化

・子法人等・関連法人等新規取得
時等における重複的な行政手続き
について、添付書類含め、一本化
等簡素化

・重複的な行政手続きを簡素化することによる負担軽減、手続き漏れの防止。
都銀懇話
会

金融庁

銀行法上、銀行又は銀行持株会社が特殊関係者を新たに有することとなった場合及びその特殊関係者が
特殊関係者でなくなった場合には、届出が必要です。
また、銀行が登録金融機関である場合や証券会社は、金融商品取引法上、他の法人その他の団体が親法
人等若しくは子法人等に該当し、又は該当しないこととなった場合には、届出が必要です。
更に、証券会社が銀行代理業者である場合、銀行法上、その子法人等、親法人等、親法人等の子法人等に
異動があった場合には、届出が必要です。

銀行法第52条の39第
１項、第２項、第53条
第１項第８号、第３項
第９号

銀行法施行規則第34
条の39、第35条第１
項第15号、第16号、
第３項第12号、13号

金融商品取引法第50
条第１項第８号

金融商品取引業等に
関する内閣府令第
199条第３号、第200
条第４号

検討を予定

各業法に基づく届出は、各業法の趣旨に照らし、監督上、必要なものとして届出を求めているものであります
が、その要否については引き続き検討してまいります。
なお、各業法等に基づく届出内容に重複がある場合については、手続きの簡素化の観点から、運用上の課
題として引き続き検討してまいります。

181 令和6年11月15日 令和6年12月16日
資本関連規制（自己
資本比率等）の適用
対象の整理

・自己資本比率およびレバレッジ比
率の適用対象の整理。
 G-SIBsに関しては、主要子会社で
ある傘下銀行に対する損失吸収力
はTLAC規制により確保されている
ことから、銀行連結と銀行単体を並
列に規制対象とすることは過剰であ
り、少なくとも銀行連結が規制対象
である上は銀行単体への規制は廃
止すべき。
＜整理案＞
自己資本比率：持株連結、銀行連
結（銀行単体を廃止）
レバレッジ比率：持株連結、銀行連
結（銀行単体を廃止）
資本バッファー比率：持株連結（不
変）
外部TLAC比率：持株連結（不変）
内部TLAC額：銀行連結（不変）

・持株会社の機能拡充に伴う銀行法改正やシングル･ポイント･オブ･エントリー（SPE）アプローチでの破綻処理態勢の整
備等、持株会社および傘下銀行を取り巻く環境は大きく変化しつつあり、既存規制の枠組みに新たな規制を単に追加す
るのでなく、それぞれ規制の目的や意図を踏まえつつ、重複する枠組みに関しては、随時整理を行っていく必要があり。
・米国では、バーゼルⅢのフレームワーク、ドットフランク法など各種資本規制において、持株連結・銀行連結のみを対象
としているが、銀行単体を規制範囲に含めないことによる影響は特段聞かれていない。米国規制環境で問題が発生して
いないことを鑑み、日本でも銀行単体への資本規制の必要性を定期的に検証していただきたい。

都銀懇話
会

金融庁 持株連結・銀行連結・銀行単体について、自己資本比率規制及びレバレッジ比率規制を課しています。
銀行法第14条の2、
52条の25 関連施行
令・施行規則・告示

対応不可
銀行法の目的である信用維持、預金者等の保護及び金融の円滑を図るためには、連結規制のみならず、単
体の規制を組み合わせて銀行の健全性を確保する必要があるところ、自己資本比率及びレバレッジ比率に
おける銀行単体の規制を廃止することは適当ではないと考えられます。

182 令和6年11月15日 令和6年12月16日

商品先物取引法に
おける六年ごとの外
務員登録更新の撤
廃

・外務員登録後、六年ごとに更新を
受けなければならないという規定を
撤廃

・銀行が取り扱うデリバティブ取引は、事業会社等の金利上昇リスク、為替変動リスク、商品価格変動リスク等のヘッジを
目的としたものが大宗であり、個人を対象としたデリバティブ単体取引は行っていない。その中でも店頭商品デリバティブ
取引については、金利スワップ等に比べ販売対象となる事業会社が限定的、かつ規制対象外または特定委託者に該当
しない場合であっても、特定当業者に該当することが多く、所謂プロに該当する顧客の割合が金商法よりも多いという事
実がある。
・また、デリバティブ取引の勧誘等を行うにあたり、外務員は店頭商品デリバティブ取引のみならず、デリバティブ取引に
関する幅広い知識を具備する必要があることから、銀行は日本証券業協会、金融先物取引業協会および日本商品先物
取引協会がそれぞれ外務員登録時に求める試験・研修以外にも職員に対し様々な研修コンテンツ・研修機会等の提供
を行い、十分な顧客保護・説明体制を確立している。
・わが国の商品市場の発展・活性化の観点からも、業者に対する過度な負担は排除すべきであり、六年ごとに更新を必
要とする規定を撤廃していただきたい。
・一方で商品市場の発展・活性化には顧客保護が大前提となることも事実であることから、外務員の更新に係る規定は、
日本商品先物取引協会の「会員等の外務員の登録等に関する規則」に委ねることとし、その場合も法人のみを販売対象
とする業者については、更新の対象外としていただきたい。

都銀懇話
会

経済産業省
農林水産省

商品先物取引法（昭和25年法律第239号。以下「法」といいます。）第200条第１項及び第７項の規定により、
商品先物取引業者の外務員は主務大臣（農林水産大臣及び経済産業大臣）の行う登録を受けなければなら
ず、一度登録を受けてもその更新を受けないまま６年を経過すればその効力は失われる（６年ごとに更新を
受けなければならない）とされています。法第200条第５項の規定により、主務大臣は、法第201条第１項の規
定に該当しない限りは登録を行わなければなりません。

商品先物取引法
（昭和25年法律第239
号）
第200条第７項

検討を予定
外務員登録の更新制度については、外務員の資質の向上により委託者保護の一層の充実を図る観点から
設けられております。こうした同制度の趣旨を踏まえつつ、法執行の実効性を確保する観点から、検討を
行ってまいります。

独占禁止法第11条の規制の趣旨は、銀行等が一般の事業会社と結び付くことによる競争上の問題を防止
することにあるため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第10条第３項に規定する他の国内
の会社から除くものとして公正取引委員会規則で定める会社を定める規則で規定する会社は、特定目的会
社及び金融に関連する業務を営む会社に限られています。

銀行法施行規則に規定される一定の銀行業高度化等会社については、議決権保有等による事業支配力
の過度の集中等の問題が生じるおそれが否定できず、銀行等が一定の銀行業高度化等会社の議決権をそ
の総株主の議決権の５％を超えて保有等しようとする場合、当該保有等による事業支配力増大の有無及び
株式発行会社の属する市場における競争上の問題の発生のおそれの有無について、株式発行会社ごとに
慎重に判断される必要があるため、当委員会が認可制度を通じて審査をする必要があります。

また、様式の統一や窓口の一本化については、銀行法と独占禁止法は法の趣旨が異なり、認可に当たっ
ての審査の内容が異なるため、当委員会では、銀行等による事業支配力の過度の集中等の防止という独占
禁止法第11条の規制趣旨の観点から独自に審査をする必要があります。

対応不可

独占禁止法第11条

私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関
する法律第10条第３
項に規定する他の国
内の会社から除くも
のとして公正取引委
員会規則で定める会
社を定める規則

公正取引委員
会

都銀懇話
会

令和6年12月16日

独占禁止法第11条第１項では、銀行業又は保険業を営む会社（以下「銀行等」という。）が他の国内の会社
の株式に係る議決権（以下単に「議決権」という。）をその総株主の議決権の５％（保険業を営む会社にあっ
ては10％）を超えて有することとなる場合における議決権の保有等を規制しています。

この制限を超過する議決権の保有等は、あらかじめ公正取引委員会の認可を受ける必要があり（同項ただ
し書）、認可制度の運用において、申請会社による当該議決権の保有等の必要性、当該議決権の保有等に
よる申請会社の事業支配力増大のおそれの有無及びその程度、並びに株式発行会社の属する市場におけ
る競争への影響を考慮して、認可の可否が判断されることとなります。

令和6年11月15日179

一定の銀行業高度
化等会社に係る銀
行法と独禁法におけ
る出資規制の統一

・銀行法と独禁法とは、法の趣旨が異なるとはいえ、類似の規定によって、各当局による二重の審査負担が生じており、
直接銀行を監督する金融庁が、公正取引委員会と連携して事業支配力の過度な拡大等を一括して審査することが効率
的。少なくとも、銀行持株会社グループ傘下にある銀行については、対象外にしていただきたい。
・また、以下のように、一定の銀行業高度化等会社については、独禁法第11条第1項の適用除外としても、独禁法の趣旨
に反しないと思われる。
・独禁法第11条第1項は、銀行による事業支配力の過度の集中を未然に防止し、公正かつ自由な競争を促進することを
目的として、銀行が「他の国内の会社」の総株主の議決権の5％を超える議決権を保有することについて、公正取引委員
会の認可を受けた場合などを除き、禁止している。
・独禁法第11条第1項の趣旨は、銀行が非金融事業を営む会社と結びつくことによって、公正かつ自由な競争が制限さ
れることを防止することにあると考えられる。
・そうであれば、銀行業高度化等会社であっても、子会社対象会社と同様に、金融業務と関連した業務を営む会社であ
れば、事業支配力の過度の集中による公正かつ自由な競争が制限されるおそれはないため、独禁法第11条第1項の規
制を及ぼす必要はないと考えられる。
・この点、独禁法第11条第1項の規制対象から除外されている子会社対象会社の一つに、金融関連業務（銀行法第16条
の2第1項第11号、同条第2項第2号）を営む会社があり、金融関連業務の一つである「経営相談等業務」（銀行法施行規
則第17条の3第2項第15号、同第13条の2の5第1号）は、ビジネスマッチング業務やコンサルティング業務のことであり、そ
の内容としては、DX支援に資する情報の提供なども含まれるとされている。このように、独禁法第11条第1項の適用除外
とされている金融関連業務の中には、銀行や金融グループに属さない一般事業会社がサービスを提供する業務も含ま
れている。したがって、独禁法第11条第1項の適用除外とする際に考慮されている金融業務との関連性の程度について
は、柔軟かつ幅広に考えられているといえる。
・令和３年銀行法改正の前は、銀行業高度化等会社は他業の要素を含むものも想定されるという理由から、銀行が総株
主の議決権の5％を超える議決権を保有する場合に金融庁の認可が必要とされていたが、令和３年銀行法改正により、
「一定の銀行業高度化等会社」については、他の子会社対象会社と同じく、総株主の議決権の50％を超える議決権を保
有しようとする場合に限り、金融庁の認可が必要とされた（なお、「他業銀行業高度化等会社」は、引き続き総株主の議
決権の5％を超える議決権を保有しようとする場合は金融庁の認可が必要）。
・以上のように、「一定の銀行業高度化等会社」は、銀行法上、金融と関連する業務を営む会社と考えられているのであ
るから、銀行がこれらの会社の議決権を保有しても、事業支配力の過度の集中による公正かつ自由な競争が制限され
るおそれはないといえる。したがって、「一定の銀行業高度化等会社」については、独禁法第11条第1項の適用除外とし
ても、法の趣旨に反しないと思われる（なお、さらに付け加えるならば、銀行・銀行グループ以外の担い手が存在しないと
いう観点から「一定の銀行業高度化等会社」として選定された業務については競争制限といった弊害が生じる懸念自体
が乏しいと思われる）。

・一定の銀行業高度化等会社（銀
行法第16条の2第1項第１５号、同
第4項及び同法施行規則第17条の
4の3）について、私的独占の禁止及
び公正取引の確保に関する法律第
十条第三項に規定する他の国内の
会社から除くものとして公正取引委
員会規則で定める会社を定める規
則（平成十四年十一月十三日 公
正取引委員会規則第七号）で定め
る会社に追加して頂きたい
・あるいは、様式の統一や、窓口の
一本化によって所管省庁が異なる
という理由で事業者の事務負担が
増えないよう配慮頂きたい
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

183 令和6年11月15日 令和6年12月16日

商品先物取引法に
おける6年ごとの商
品先物取引業者の
許可更新の撤廃

・商品先物取引業者が行う法第190
条第2項の規定に基づく6年ごとの
許可更新の撤廃

・商品先物取引業者が通常提出している書類（届出事項）と6年ごとの許可更新時に提出する申請書類との間に重複が
ある。
・許可を受けてから次回許可更新までの6年間の間にも、商品先物取引業者に問題があった場合には、許可取り消しが
なされることが法第236条に規定されている。
・許可申請時提出書面はその変更があれば提出がされており、また、主務大臣による商品先物取引業者の処分規定が
あることから、6年ごとの許可更新を撤廃していただきたい。
・もしくは、許可更新の簡素化を次の観点で検討いただきたい。具体的には、年次での事業報告の基準日（前年度末）と6
年ごとの許可更新の基準日を合わせたうえで、重複する事項はどちらかの書類に片寄せし、年度作業と6年ごとの作業
を統合いただくことを検討いただきたい。また、提出書類が会社ＨＰ上にあるものについては、ＨＰアドレスでの提出を認
めていただきたい。

都銀懇話
会

経済産業省
農林水産省

商品先物取引法（昭和25年法律第239号。以下「法」といいます。）第190条第１項及び第２項の規定により、
商品先物取引業を行うためには主務大臣（農林水産大臣及び経済産業大臣）の許可を受けなければなら
ず、一度許可を受けてもその更新を受けないまま６年を経過すればその効力は失われる（６年ごとに更新を
受けなければならない）とされています。主務大臣は、法第193条各号に掲げる基準全てに適合していると認
めるときでなければ、許可（許可の更新）をしてはなりません。

商品先物取引法
（昭和25年法律第239
号）
第190条第２項

検討を予定
商品先物取引業者許可の更新制度については、商品先物取引業者の資質の向上により委託者保護の一層
の充実を図る観点から設けられております。こうした同制度の趣旨を踏まえつつ、法執行の実効性を確保す
る観点から、検討を行ってまいります。

184 令和6年11月15日 令和7年1月20日

240914Z03[2/3]抵
当権者の取扱店の
登記を登記原因証
明情報以外の契約
書でも可能にする

登記研究535号は、抵当権者の取
扱店は登記原因証明情報又は委
任状に記載が必要であるとする。／
したがって、これらに取扱店の記載
がなければ、それ以外の金銭消費
貸借契約書や抵当権設定契約書に
取扱店が明示されていても登記で
きないことになる。／契約書を登記
原因証明情報の一部として提供し
ていれば、問題ない。／しかし、オ
ンライン申請において登記原因証
明情報に取扱店の記載がないこと
を、PDF送信後に気づいた場合は
どうするのか？／「個別具体的な事
案については、登記官の判断に
よって補正の機会が設けられてい
ます」〔R5行政改革34回答〕という法
務省の補正基準では、その可否が
登記官次第になってしまう。／ま
た、委任状→

→の再発行には時間がかかる場合があり、「申請における迅速な対応」〔R3行政改革265回答〕をするには、抵当権者の
便宜という、取扱店の表示の趣旨に見合った、弾力的な運用をすべきである。／取扱店の表示を追加的に証明しても、
オンライン申請におけるPDF送信の趣旨である「原因事実の発生」について、その証明を妨げるものではない。／そもそ
も、抵当権の取扱店の表示については、法務省は「通達により示しています」〔R3行政改革207回答〕とするように、民間
雑誌が登記原因証明情報又は委任状に限定していることは、何の根拠にもならない。／追加提出された契約書でも取扱
店の表示は確認できるし、取扱店の変更又は廃止の登記には原因が不要とする取扱いとの均衡でも、設定登記にのみ
登記原因証明情報を要求するのは不当である。／要するに、抵当権者の便宜のために認められた取扱店の登記は、抵
当権者がそのように希望していると登記官が判断できればよい手続にすぎない。／そうであれば、登記原因証明情報又
は委任状に限定する必要はなく、「申請人の便宜」と「登記申請の迅速な処理」を実現するため、取扱店の記載がある契
約書を追加的に提出することで登記すべきである。／仮にこれが登記官の判断という毎度おなじみ玉虫色回答になるな
ら、契約書を追加しても補正が認められず、取扱店の登記についてのみ却下される場合があり得ることになる。／それは
行政訴訟に発展した場合にも、維持できる主張なのか？／取扱店の登記についてのみ却下しても訴訟にはならないとタ
カをくくり、民間雑誌に依拠して行政手続きを決める実務慣行は「法律を誠実に執行し」ているとは言えないだろう。

商業登記
ゲンロン

法務省 抵当権の登記事項について、通達に基づき、抵当権者の取扱店の表示を登記することができます。
不動産登記法第８３
条

事実誤認
どのような情報の提供をもって抵当権者の取扱店の表示を登記することとするかは、登記官において個別

の事案に応じて適切に判断されており、御提案は、前提において事実誤認があります。

185 令和6年11月15日 令和6年12月16日
刑法第175条の廃止
に関する提案

日本の刑法第175条「わいせつ物頒
布等の罪」の廃止を提案いたしま
す。
現行のこの法律は、わいせつ物に
関する規制を定めていますが、現
代の社会環境や国際的な基準との
乖離が生じており、表現の自由や
文化の発展を阻害する懸念があり
ます。
そのため刑法第175条の廃止を求
めます。

(1) 表現の自由の尊重
刑法第175条は、わいせつ物の規制を目的としていますが、その「わいせつ」という概念が非常に曖昧であり、恣意的な
運用の可能性があります。このため、文学、芸術、映像、漫画などの創作活動に不当な制約を課す結果となり、クリエイ
ターやアーティストの表現の自由が脅かされています。表現の自由は憲法で保障されており、刑法第175条はこの基本的
人権を不当に制限していると言えます。

(2) 文化とクリエイティブ産業の発展
刑法第175条が存在することで、日本のクリエイティブ産業、特に漫画、アニメ、映画などの分野が不当に規制されること
があります。日本のサブカルチャーは世界的に高い評価を受けており、文化輸出産業としての重要性が増しています。こ
の法律の廃止は、より自由な創作環境を提供し、文化のさらなる発展と経済成長にも寄与するでしょう。

(3) 技術革新に対応できない現行法
インターネットやデジタルメディアの普及により、情報やコンテンツの流通は以前とは比べ物にならないほど多様化してい
ます。刑法第175条は、こうした技術革新に適応できておらず、現代の情報社会においてその実効性が低下しています。
規制の対象がインターネットを通じて無限に広がる現代において、旧来の規制手段である刑法第175条はもはや効果的
ではありません。

個人 法務省

刑法第１７５条は、第１項において、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布
し、又は公然と陳列した者及び電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者
を、第２項において、有償で頒布する目的で、第１項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者を
処罰することを規定しています。

刑法175条 対応不可

刑法第１７５条にいう「わいせつ」とは、最高裁判所の判例によれば、「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、か
つ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」ことをいうと解されており、同条の構
成要件は明確性に欠けるものではなく、表現の自由を不当に制限するものではないことから、同条を廃止す
る必要はないと考えています。

188 令和6年11月15日 令和6年12月16日

保険業法上、保険会
社が実施できる「そ
の他の付随業務」の
緩和・明確化

令和6年5月の金融庁の監督指針
の改正により、「保険会社の子会社
又は保険持株会社の子会社が行う
他の事業者の役職員に対する教
育・研修業務、経営相談等業務、金
融等に関する調査・研究業務及び
個人（事業を行う場合におけるもの
を除く。）に対して行う財産形成に関
する相談に応ずる業務に関する代
理・媒介業務」が「その他の付随業
務」に該当することが明文化された
が、上記に列挙されている以外の
保険会社又は保険持株会社の子
会社の業務についても、保険会社
が代理・媒介ができるように改正を
していただきたい。

現行の監督指針上、保険会社が、保険持株会社又は保険会社の子会社の行う業務を媒介・代理するには、当該業務が
「他の事業者の役職員に対する教育・研修業務、経営相談等業務、金融等に関する調査・研究業務及び個人（事業を行
う場合におけるものを除く。）に対して行う財産形成に関する相談に応ずる業務」に該当するか、監督指針III －２－１３－
２（２）に定める４要件を総合考慮して実施可能かを判断することとなる。
この点、保険持株会社又は保険会社の子会社が実施する従属業務・金融関連業務については、保険会社の業務との親
近性があり、かつ保険会社の余剰能力の有効活用につながることが多いと想定されるため、4要件に基づく判断を不要
とし、「その他の付随業務」として整理いただきたい。本整理により、保険会社の業務の効率化や事業化のスピードアップ
に資すると考える。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁
保険会社の営むことができる業務の範囲は、法令において規定されています。そのうち、「その他の付随業
務」については、監督指針において、保険業との機能的な親近性やリスクの同質性、余剰能力の活用に資す
るかといった一定の要素のもと、業務として行うことが可能と規定しております。

保険業法第97条第１
項
保険会社向けの総合
的な監督指針III－２
－13－２

検討を予定

今般の要望に係る「子会社の従属業務・金融関連業務」は、種類が多岐にわたるため、その性質上、監督指
針の四要素に照らし、個別具体的に慎重に判断せざるを得ないと考えております。そのため、現在列挙され
ている業務以外の業務を「その他の付随業務」と明記することについては、引き続き慎重に検討してまいりま
す。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

189 令和6年11月15日 令和6年12月16日

個人データの漏えい
報告における提供元
基準の運用につい
て

個人データの漏えい報告において、
漏えい等事案を発生させた事業者
以外では、特定の個人を識別する
ことができない場合、報告対象外と
していただきたい。
漏えい先では漏えいした情報によっ
て特定の個人を識別することができ
ず、本人の権利利益が損なわれる
おそれは小さいと考える。

書類の誤送付やメールの誤送信による個人データ漏えい時のリスク低減のため、発送元のみが個人を識別できる番号
等を付し、氏名や住所等、他の個人情報を仮名加工情報と同程度にマスク化しているケースがある。漏えいしたデータ
の中に、氏名等（特定の個人を識別する記述）が含まれず、なおかつ、本人に連絡等を行うための情報（住所、電話番号
等）が含まれていない類型については、本人に係るリスクは仮名加工情報に相当する程度には低いものと考えられる。
また、このような類型が定義されることで、事業者においても、個人データの取扱い過程における安全管理措置に対する
インセンティブが増し、より個人の権利利益の侵害リスクが低い状態でのデータの利活用を促進できると考える。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

個人情報保護
委員会

個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保
に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定める
ものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護
委員会に報告することとされています（個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）第26条第１項）。
個人情報の保護に関する法律施行規則（以下「施行規則」という。）第7条においては、漏えい等報告の対象
となる個人データを、「個人データ（高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を
講じたものを除く。）」と規定しており、この点、施行規則第７条第１号、第２号及び第４号に定める事態につい
て、漏えい等した情報が個人データに該当するかどうかは、当該情報を取り扱う個人情報取扱事業者を基準
に判断するため、報告対象事態に該当すれば、報告が必要となります。

個人情報の保護に関
する法律第26条1項
個人情報の保護に関
する法律施行規則第
7条

検討に着手

現在、個人情報の保護に関する法律のいわゆる３年ごと見直しに向けた検討を進めており、「個人情報保護
法 いわゆる３年ごと見直しに係る検討の中間整理」（令和６年６月27日公表）においては漏えい等報告・本
人通知の在り方についても具体的な検討事項に位置づけております。今回提案いただいた内容も参考に、
個人情報保護委員会がこれまでに受けた漏えい等報告の内容を検証した上で、上記制度の趣旨を損なわな
いようにしつつ、個人の権利利益侵害が発生するリスク等に応じて、漏えい等報告や本人通知の範囲・内容
の合理化を検討してまいります。

190 令和6年11月15日 令和6年12月16日

保険募集に係る説
明書面の保険契約
者等への電磁的提
供方法の多様化

令和３年の保険業法施行規則・監
督指針改正により、重要事項説明
書（以下、「重説」という。）について
は、電磁的方法による情報提供が
可能な方法が、従来の「メール・ダ
ウンロード・ＣＤ－ＲＯＭ」の３つから
「顧客専用ＷＥＢページ閲覧・一般
ＨＰ閲覧」を加えた５つに多様化さ
れたが、重説と密接に関係するクー
リング・オフ説明書の交付の方法に
ついては、従来の３つの方式に限
定されているため、本書面において
も電磁的方法の多様化を要望す
る。

・保険会社向けの総合的な監督指針II―４－２－２（２）(2)イ．に基づき、注意喚起情報として重説の中でクーリング・オフ
について記載する必要があることから、保険会社は重説とクーリング・オフ説明書を一体化してお客様に交付している。
・保険会社は、お客様がクーリング・オフ対象契約を選択する可能性を考慮して、重説にはクーリング・オフについて汎用
的に記載している（保険期間1年超を選択する場合にはクーリング・オフ対象となるため、例えば自動車保険のように保
険期間が1年以内の契約が大半である場合でも、お客様が保険期間1年超を選択する可能性を考慮して、重説にはクー
リング・オフの説明を記載している）。
・上述のとおり、お客様がクーリング・オフ対象契約を選択する可能性のある商品の重説を電磁的方法で提供する場合、
情報提供については保険業法施行規則第227条の2第5項に基づき５つの方法が容認されるが、クーリング・オフ説明書
部分は同規則第240条の2第1項に基づき３つの方法に限定されていることから、重説全体としては３つの方法により提供
せざるを得ず、顧客利便性が損なわれている状況にある。
・スマートフォンの普及など保険契約者を取り巻く情報通信技術は進展しており、クーリング・オフ説明書の交付の電磁的
方法を多様化する対応が行われることを希望する。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

金融庁
保険会社等が保険契約者等に保険契約の申込みの撤回等に関する事項を電磁的方法で提供する場合に
おいて、その方法は３種類（電子メール、ダウンロード及びCD-ROM）に限定されています。

保険業法第309条、
保険業法施行規則第
227条の２、第240条
の２等

検討を予定

クーリング・オフ説明書の交付の電子化を検討するにあたっては、書面交付義務が持つ消費者保護機能を
確保しつつ、デジタル技術の発展状況等に応じて柔軟に改善を図るといった視点を踏まえる必要がありま
す。

クーリング・オフ制度は、申込者がいったん契約の申し込みをした場合であっても、申込者に契約を再考
し、撤回できる機会を付与することで、顧客保護を図ることを目的としているものです。

一般的には、申込者は、クーリング・オフ説明書の交付（又は電磁的方法による提供）を受けた日又は申込
みをした日のいずれか遅い日から起算して８日以内であれば申し込みを撤回することができることから、その
交付（又は電磁的方法による提供）を受けた日が申込者にとって明確である必要があります。クーリング・オ
フ説明書（書面）の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法で提供する場合のその方法を
多様化することについては、そのような観点から慎重に検討する必要があります。

193 令和6年11月15日 令和7年2月18日
確定拠出年金 指定
運用方法の選定・提
示の義務化

指定運用方法の選定・提示を義務
化することを要望する。

確定拠出年金制度では、拠出した掛金を運用することにより、高齢期に給付を受ける制度だが、指定運用方法が選定・
提示されていない制度において、加入者が運用の指図を行わなかった場合、未指図個人別管理資産として管理され続
けることとなる。
指定運用方法が選定・提示されていないため、実態として未指図個人別管理資産として滞留している資産が一定量存在
している。運用をすることが前提の制度において、運用をしないまま現金として管理され続けることは、前提となる運用が
なされているとは言えず、また加入者の将来の給付額のために長期・積立・分散の利益を享受するためにも、新規の実
施事業所（新規の企業型年金規約）においては指定運用方法の選定・提示を義務化し、未指図個人別管理資産の滞留
を避け資産運用を行えることが望ましいと考える。
なお、既存の実施事業所（既存の企業型年金規約）においては指定運用方法の選定・提示に年金規約変更が必要とな
ることを踏まえ、努力義務とすることが望ましいと考える。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省
確定拠出年金法においては、企業型年金規約で指定運用方法を選定・提示することができ、加入者等が規
約に定める一定の期間を経過しても、運用指図を行わない場合は、当該加入者は当該指定運用方法に未
指図個人別管理資産の全額を充てる運用指図を行ったものとみなされます。

確定拠出年金法第23
条の2

対応不可

確定拠出年金制度は、個人が資産を自己の責任において運用の指図を行うものであり、加入者が運用商品
を選択しやすくするよう、実施事業所において継続投資教育が努力義務となっているなど、加入者の適切な
運用に資する措置を講じております。

指定運用方法は、加入者が一定期間運用の指図を行わないような例外的な場合のために整備した規定で
あり、加入者が自ら運用の指図を行っている事業所を含め、全事業所に対して、その設定を義務づけること
が適当どうかについては慎重な対応が必要です。

194 令和6年11月15日 令和7年2月18日
受給開始年齢基準
の統一

55歳未満で新規加入した場合は60
歳受給開始、55歳以上で新規加入
した場合は加入から５年経過で受
給開始に統一することを希望する。

現在60歳時点で加入期間が10年未満の場合は、5段階に分けて受給開始年齢が決定されるしくみであるが、加入者に
とってわかりにくい（複雑）しくみであることから、シンプルな制度に変更することを希望する。60歳以降の新規加入者は加
入から５年経過後としているため、「55歳以上で加入した場合の受給は5年経過後」としたい。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省

確定拠出年金では、単なる貯蓄とは異なり、年金性を担保するとい う制度趣旨のもと、受給開始可能年齢を
設定し、60 歳以上としています。また、老後の所得確保のための制度として一定期間の掛金拠出が必要で
あることから、短期間で支給に結びつかないよう 加入期間に応じた受給開始可能年齢を設けています。
・通算加入者等期間が８年以上10年未満→61歳
・通算加入者等期間が６年以上８年未満→62歳
・通算加入者等期間が４年以上６年未満→63歳
・通算加入者等期間が２年以上４年未満→64歳
・通算加入者等期間が１月以上２年未満→65歳
また、2020年の制度改正により60歳以上の者の加入が可能となったことに伴い、60歳以上の者で通算加入
者等期間を有しない者については、DC加入者となった日から５年を経過した日から老齢給付金の支給を請
求することができることとしています。

確定拠出年金法第33
条

対応不可

60歳以上の者で通算加入者等期間を有しない者については、DC加入者となった日から５年を経過した日か
ら老齢給付金の支給を請求することができることとしたのは、あくまでも例外的な措置であり、DCが単なる貯
蓄ではなく、現役時代から一定の金額を拠出し老後に備えるものであるという性質に鑑みると、支給要件とし
ての通算加入者等期間を５年に統一するというご提案に対応することは困難です。

195 令和6年11月15日 令和7年2月18日

確定拠出年金制度
における拠出限度額
の引上げまたは撤
廃

退職給付制度は企業の人事政策
や財務状況によって決まるべきもの
であるが、拠出限度額があるため
に複数の制度を組み合わせた複雑
な制度とせざるを得ない場合が生じ
ており、制度の普及・推進の観点か
ら、拠出限度額の撤廃またはさらな
る引上げを要望する。
iDeCoについても、国民の高齢期の
所得の確保を支援する観点から、
拠出限度額のさらなる引上げを要
望する。

・企業型DCの事業主掛金は当該企業の給与制度、退職給付制度や財務状況によって掛金額を設定するものであるが、
拠出限度額があるために企業型DCのみで退職給付制度を構築できず、他の制度と組み合わせて構築されるために、加
入者にとって理解の難しい制度となっている場合がある。
・企業型DCの制度設計の自由度を高めることは、同制度の普及に資すると考えられることから、企業型DCに係る拠出限
度額の撤廃、または少なくともさらなる引上げを検討していただきたい。
・iDeCoについても、さらなる普及・拡充を図ることや、国民が高齢期における所得の確保に係る自主努力を行うにあたっ
ての支援の充実を図る観点から、拠出限度額のさらなる引上げを検討していただきたい。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省

2024年12月より、確定拠出年金（DC）の拠出限度額について、確定給付企業年金（DB）等の他制度の掛金
額の実態を反映し、以下のとおり公平できめ細かな算定方法に見直されます。
・企業型DCについて、DB等の他制度の加入者の拠出限度額は、現行、月額2.75万円であるところ、月額5.5
万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額とする。
・iDeCoについて、企業型DCのみの加入者の拠出限度額は月額2.0万円である一方で、DB等の他制度の加
入者の拠出限度額は月額1.2万円であるところ、DB等の他制度の加入者の拠出限度額も月額2.0万円とす
る。
既に現行制度下で承認を受けた規約に基づいて企業型ＤＣを実施している企業については、既存規約に基
づいた従前の掛金拠出を可能とする経過措置を設けることとしています。

確定拠出年金法第20
条 確定拠出年金法
施行令第11条

検討を予定
確定拠出年金の拠出限度額のあり方については、社会保障審議会企業年金・個人年金部会における議論も
踏まえ、検討します。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

196 令和6年11月15日 令和7年2月18日
企業型年金規約に
記載する事項の簡
素化

企業型DC年金規約に記載すべき
事項が多く、制度導入時および制
度変更時における事業主、運営管
理機関ともに負担が大きくなってい
ることから、事業主と運営管理機関
との間の契約にかかるものは規約
の記載事項から除外することを要
望する。

企業型DCを導入する際に承認申請する規約に記載すべき事項が多く、事業主、運営管理機関ともに負担が大きい。ま
た制度導入後に制度変更する場合も、規約に記載している事項が多いことから規約変更が必要な事項となってしまい、
一部変更申請の簡素化は進められているものの、依然として負担が大きい。
事業主と運営管理機関との間の契約にかかるものは規約の記載事項から削除し、制度導入時および変更時における事
業主および運営管理機関の負担を軽減するためにも規約に記載する事項の削減を要望する。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省
企業型確定拠出年金（企業型DC）の規約変更等については、その内容に応じて、管轄する地方厚生（支）局
への申請や届出を必要としています。

確定拠出年金法第6
条、確定拠出年金法
施行規則第5条・第7
条

検討を予定
企業型年金の規約変更時における手続きのあり方については、社会保障審議会企業年金・個人年金部会に
おける議論も踏まえ、ご指摘の点も含めて検討します。

197 令和6年11月15日 令和7年2月18日

企業型年金規約（変
更）の承認申請・届
出手続きのペーパー
レス化（電子化）

「企業型年金規約（の変更）の承認
申請」「同変更の届出」に添付する
書類 のペーパーレス化（電子化）を
要望する。

現在、各種行政手続きが電子申請を導入しペーパーレス化が図られている中、企業型年金規約（の変更）の承認申請や
変更の届出は、（変更）承認申請書以下添付書類全てが紙での提出を求められている。これらをペーパーレス化（電子
化）し、電子申請を認めることを要望する。電子申請の導入により紙資源の消費量削減、保管スペースの削減、申請・承
認手続きの効率化が図られると考える。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省 現状では、一部の手続きについてe-Govをご利用いただくことで電子申請が可能となっております。

情報通信技術を活用
した行政の推進等に
関する法律第6条第1
項、厚生労働省の所
管する法令に係る情
報通信技術を活用し
た行政の推進等に関
する法律施行規則第
３条

検討を予定
現在においても電子申請を妨げるものではありませんが、現場のニーズや各厚生局の審査業務の現状等を
踏まえ、利便性向上について検討してまいります。

198 令和6年11月15日 令和6年12月16日
企業型年金における
中退共からの資産
移換要件の緩和

企業が中退共を任意で脱退した場
合に、資産を企業型ＤＣに移換でき
るようにする。

・中退共に加入している企業が、ポータビリティの拡充による従業員からの要望等により企業型ＤＣを導入するケースが
増加している。このような場合、確定拠出型である中退共から脱退し、中退共で溜まっている資産を企業型ＤＣへ移換し
たいとの要望は大きい。
・現行法制度では、中退共からの資産移換は法的要件を満たす場合（共済契約者が中小企業者でない事業主となったと
き）のみ認められているが、要件を満たさず資産移換ができないことを理由に企業型ＤＣの導入をあきらめるケースが発
生している。
・従業員に対して老後の資産形成マインドの醸成には企業型ＤＣを活用するのが有効と考える中小企業のニーズを満た
すためにも、中退共から企業型ＤＣへの資産移換の要件緩和を希望する。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省
共済契約者が中小企業者でない事業主となったことにより共済契約を解除した場合や合併等の場合の

み、企業型年金等への資産移換が認められています。

中小企業退職金共済
法第８条第２項第２
号、同法第17条第１
項、同法第31条の４
第１項
中小企業退職金共済
法施行規則第69条の
15、同規則第69条の
17第２号

対応不可
中小企業退職金共済制度と企業年金制度は、制度の趣旨や税制のあり方が大きく異なるところ、企業型年
金における中退共からの資産の移換は、合併等のやむを得ない場合に限り資産移換を認めるものであるた
め、かかる資産移管の要件を緩和することは困難です。

199 令和6年11月15日 令和7年2月18日
企業型DCのマッチン
グ拠出における事業
主掛金上限の撤廃

企業型DCにおける「加入者掛金の
額は事業主掛金の額を上限」とす
る現行の規定を撤廃する。

・企業型DCにおいては、規約に定めることにより、加入者が自らも掛金を拠出することができる加入者掛金の制度（マッ
チング拠出）があるが、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えてはならないと制限が設けられている。公的年金の補
完および自助努力による老後の所得確保を促進する観点から、マッチング拠出に関する金額の制限の撤廃を要望す
る。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省
企業型確定拠出年金の加入者掛金（いわゆるマッチング拠出）については、当該企業型確定拠出年金にお
ける拠出限度額内で、事業主掛金に上乗せして、加入者自らが掛金を拠出する制度です。加入者掛金の額
については、事業主掛金の額を超えないように企業型年金規約に定めるよう法律に規定されています。

確定拠出年金法第４
条第１項第３号の２、
第19条第３項、第20
条

検討を予定
マッチング拠出のあり方については、社会保障審議会企業年金・個人年金部会における議論も踏まえ、ご

指摘の点も含めて検討します。

200 令和6年11月15日 令和7年2月18日
iDeCoの拠出限度額
の統一

iDeCoの拠出限度額について、第2
号被保険者は企業年金の加入状
況等に関わらず一律同額としたうえ
で、第2号被保険者と第3号被保険
者についても一律同額（月額2.3万
円に統一）とする。

・現在厚生労働省にて検討されている企業年金（企業型DC・DB）加入者のiDeCoの拠出限度額を月額2万円に統一する
方針について賛成するが、制度をより分かりやすくする観点から、（企業型、DBの有無に関わらず）第2号被保険者全体
で月額2.3万円に統一することを要望する。
・上記により、第1号被保険者は月額6.8万円、第2号および第3号被保険者は月額2.3万円となり、普及促進を行うのに有
益と考える。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省

iDeCoの掛金については、確定拠出年金法施行令において、他の私的年金の実施状況や、公的年金の加入
状況等に応じて、拠出限度額を規定しています。
また、令和３年度税制改正において、企業年金（企業型DC・DB）に加入する者のiDeCoの拠出限度額の上限
を２万円に統一することが認められ、2024年12月から施行することとなりました。

確定拠出年金法第69
条、確定拠出年金法
施行令第36条

検討を予定
iDeCoの掛金の在り方については、社会保障審議会企業年金・個人年金部会における議論も踏まえ、ご指摘
の点も含めて検討します。

201 令和6年11月15日 令和7年2月18日

確定拠出年金 「DC
＋DBの掛金合算管
理」からiDeCoの掛
金除外

2024年12月に予定されるDC法改正
の「DC＋DB合算管理」において、
DCの掛金額からiDeCoの掛金額を
除外することを要望する。

2024年12月のDC法改正により「DCとDBの合算管理」が行われる予定だが、このDCの中にはiDeCoも含まれ、かつiDeCo
には経過措置が適用されないこと、iDeCoの最低掛金額は月額5,000円であることから、iDeCoの掛金拠出が行えない加
入者が発生することが考えられる。
22年度の法改正では、企業型DC加入者のiDeCo加入が年金規約の変更なしで可能になるなど、iDeCo加入を促進する
法改正が行われる一方で、本改正によりiDeCoへの拠出、iDeCoを活用した将来資金の形成が出来なくなる第2号被保険
者が発生する。
iDeCoは公的年金の補完及び個人の自助努力による老後の生活資金の安定形成を目的に促進されてきたものであり、
DBの「他制度掛金相当額」の個人毎の算出、管理が困難な中では、「企業型DC＋DB」のみを管理対象として、iDeCoは
除外することが望ましいと考える。

一般社団
法人日本
損害保険
協会

厚生労働省

2024年12月より、確定拠出年金（DC）の拠出限度額について、確定給付企業年金（DB）等の他制度の掛金
額の実態を反映し、以下のとおり公平できめ細かな算定方法に見直されます。
・企業型DCについて、DB等の他制度の加入者の拠出限度額は、現行、月額2.75万円であるところ、月額5.5
万円からDB等の他制度掛金相当額（事業主毎に算出）を控除した額とする。
・iDeCoについて、企業型DCのみの加入者の拠出限度額は月額2.0万円である一方で、DB等の他制度の加
入者の拠出限度額は月額1.2万円であることころ、DB等の他制度の加入者の拠出限度額も月額2.0万円とす
る。
既に現行制度下で承認を受けた規約に基づいて企業型ＤＣを実施している企業については、既存規約に基
づいた従前の掛金拠出を可能とする経過措置を設けることとしています。
また、ＤＢごとの掛金相当額を個人型ＤＣの拠出限度額に反映すると、ＤＣの拠出限度額を使い切ってしま
い、個人型ＤＣの掛金拠出ができなくなる場合、企業型ＤＣに加入していれば、いつでも個人型ＤＣの資産を
企業型ＤＣに移換し、引き続き、資産を積み増しながら運用することができます。また、ＤＢのみに加入する者
であって個人型ＤＣの掛金拠出ができないものについては、資産額が一定額（25万円）以下である等の脱退
一時金の要件を満たした場合に脱退一時金の受給を認めることとしているほか、ＤＢ規約に受換の定めがあ
る場合には、個人型ＤＣの資産をＤＢに移換することが可能です。

確定拠出年金法施行
令及び公的年金制度
の健全性及び信頼性
の確保のための厚生
年金保険法等の一部
を改正する法律の施
行に伴う経過措置に
関する政令の一部を
改正する政令

対応不可
企業年金に加入している方と加入していない方との公平性を確保しながら、私的年金制度全体で一定額の
非課税限度額を設けております。そのため、iDeCoの掛金額のみを拠出限度額管理の対象外とすることは、
企業年金加入者のみをさらに税制上優遇することにもつながりかねず、公平性確保の観点から、困難です。
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202 令和6年11月15日 令和6年12月16日

SNS、ストリーミング
サイト等の不適切な
アカウントの収益
化、サブスクリプショ
ンサービスの停止

Twitter（現X）、ニコニコ動画、ニコニ
コ生放送、YouTube、Twitch、ライブ
ドアブログ、各種ブログ等の媒体、
自作サイト
記載にないウェブサイトや今後出て
くるウェブサイトの一つで日本の法
律に違反している不適切な行為を
繰り返し行っているアカウントの所
有者に対して
国内外の全てのウェブサイトでの活
動の停止、アドセンス機能の利用
や、アカウントの運用により得たイ
ンプレッションによる報酬の受け取
りを不可能にし、サブスクリプション
サービス等の登録者に応じた報酬
の受け取りや、ありとあらゆる手段
での報酬の受け取りを停止にでき
る法規制を行うべきです。

国内外のプラットフォーム事業者は、ガイドラインやポリシーに差別的な考えや、誹謗中傷、他者の権利を侵害する反社
会的な行為や思想を賛美したり応援することを認めないことを表向きは表明していますが
Twitterで「A氏」というアカウントの所有者が事件と無関係な第三者に対して殺人鬼と言い、誤情報の拡散で700万を超え
る表示がされた被害が存在しても、Twitterの会社はアカウントの所有者を700万の関心を集める、広告収入を得る人物
と見ているので裁いていません。

Twitchで「B氏」というアカウントの所有者が、異なるプラットフォームで人種差別、性差別、障害者差別、自分が行ってき
た性犯罪等の自慢、30万の同時接続を超える不倫のエンタメ化が行われても、横断的な法規制がない現状では多くの
不適切な人間を抱えている人物が、一つのプラットフォームでサブスクリプションサービスの登録や、報酬の受け取りを停
止にされても、報酬を受け取れる別の手段やプラットフォームに移動するだけで根本的な解決に至らないのが現状です。

ニコニコ動画でライターではない個人が、C氏といった他者の肖像権を侵害した動画を時事ネタとして面白おかしくアップ
ロードする行為を運営者が咎めず、人気のコンテンツとして黙認しているプラットフォームの現状は異常です。
此等の過度なアテンション・エコノミーにおける、不適切なプラットフォームとコンテンツクリエイターの収益の停止、報酬の
受け取りに横断的な法規制をかけることは、政府広報のアカウントが不適切行為の禁止を訴えるよりも対策として効果的
で日本人の情操教育として必要不可欠です。

個人 総務省
情報流通プラットフォーム対処法では、インターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模プラット
フォーム事業者に対し、対応の迅速化や運用状況の透明化に係る措置を義務付けることとしております。

情報流通プラット
フォーム対処法

検討を予定
まずは情報流通プラットフォーム対処法の早期施行に向けて、引き続き省令整備等の取組を進めてまいりま
す。

203 令和6年11月15日 令和6年12月16日

金融庁公表 共通
KPI分析資料「運用
損益別顧客比率」業
種差別撤廃のお願
い

当社は、金融庁の「共通KPI分析資
料」で投資助言業者が除外されて
いることに異議を申し立て、業種差
別の撤廃を要望しています。金融
庁公表のKPI分析資料では範囲を
「投資信託」「外貨建て保険」に限定
し、一部「その他事業者」としてファ
ンドラップ事業者が掲載されていま
す。
当社がKPIとして提出したデータ
は、投資信託の共通KPI算出方法
に準じた形式で算出していますが、
金融庁回答は「投資助言のKPIは
投資信託のKPIとは違うため載せら
れない」との回答でした。
金融庁が投資ツールを投資信託・
ファンドラップ・外貨保険に限定する
ことは、
国民の金融事業者の選択肢を狭め
る形になるのではないかと憂慮して
おります。

金融庁公表の「共通KPIに関する分析」における業種差別撤廃のお願いです。 金融庁では投資信託・外貨保険の共通
KPIを分析・公表しています。 しかし、資産運用ツールは、投資信託や外貨保険だけでなく、多岐に渡ります。日米の中
央銀行が活用するETFや個別株、J-REITは上場商品で、透明性が高い資産クラスです。当社はこれら透明性が高く低コ
ストの資産クラスを用い投資助言を行う事業者です。 しかし、金融庁公表のKPI分析資料では範囲を「投資信託」「外貨
建て保険」に限定し、一部「その他事業者」としてファンドラップ事業者が掲載されています。今回、当社がKPIとして提出
したデータは、投資信託の共通KPI算出方法に準じた形式で算出しましたが、金融庁からは掲載できないとの回答でし
た。 金融庁が投資ツールを投資信託・ファンドラップ・外貨保険に限定することは、国民の金融事業者の選択肢を狭める
形になると憂慮しています。 投資助言業者がKPI分析資料に掲載されないことは業種による不当な差別に当たると考え
られ、資産運用立国を推進し中立なアドバイザー普及を目指す政府の態勢とは異なるものと考えます。 金融商品の販
売を行わない投資助言業者もKPI分析資料に掲載いただくよう、改革を強く要望します。

おカネ学株
式会社

金融庁

・ 金融庁は、金融事業者が自ら主体的に創意工夫を発揮し、ベスト・プラクティスを目指して顧客本位の良質
な金融商品・サービスの提供を競い合い、より良い取組みを行う金融事業者が顧客から選択されていくメカ
ニズムの実現に向けて、平成29年３月に「顧客本位の業務運営に関する原則」（以下「本原則」という。）を策
定・公表しました。
また、金融事業者の顧客本位の業務運営の定着度合を客観的に評価できるようにするため、金融事業者に
おける投資信託及び外貨建保険の比較可能な共通KPIを公表しています。
・ 共通KPIは、金融事業者間の比較可能性を確保するため、対象とする顧客・商品・取引や運用損益計算の
方法を定めています。金融事業者は、当該定めに従って「共通KPI」の各指標を算出し、金融庁に報告するこ
とができます。金融庁は、金融事業者から報告を受けた「共通KPI」を取りまとめて公表しています。
・ なお、「本原則」を採択するかどうか及び「共通KPI」の各指標を算出・公表するかどうかは各金融事業者の
経営判断に委ねられており、かつ、採択等を行わないことのみをもって当該金融事業者が不利益な取扱いを
受けること（あるいは採択等を行うことのみをもって有利な取扱いを受けること）はないため、本制度は規制に
は該当しません。

なし 検討を予定

・ 「共通KPI」の比較可能性を確保するには、その算出方法について一定の定義を設定することが必要です。
・ 金融事業者は、金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等インベストメント・チェーンの多岐に
わたり、様々な金融サービスを提供しています。そうした中で、現状の「共通KPI」の定義は、まずは、一般的
に、顧客との間で利益相反関係が生じる販売会社を念頭に、それらの事業者が共通して取り扱っている金融
商品に着目して、金融事業者のデータ管理に係るシステム上の制約等も踏まえて設定しています。
・ 家計の資産形成への取組姿勢の変化等を踏まえつつ、いただいた提案も参考として、顧客本位の業務運
営を推進する観点から「共通KPI」のあり方についても検討を行ってまいります。

204 令和6年11月15日 令和6年12月16日

管理者の設置を要し
ない家庭用管理医
療機器販売業にお
ける届出の見直し

管理者の設置を要しない家庭用管
理医療機器について、現在は管理
医療機器販売業の届出が必要と
なっているが、フランチャイズビジネ
スにおいて、フランチャイズオー
ナーにおける店舗単位での届出事
務、フランチャイズ本部による管理
事務が負担となっている。なお、コ
ンビニエンスストアにおける代表的
な取扱商品は湿潤絆創膏である
が、販売時の情報提供等は必須と
されていない。また、構造設備要件
も、商品の品質に大きく影響がある
とは考え難い。安全性に問題がな
い前提で、管理者の設置を要しな
い家庭用管理医療機器のみを取扱
う場合は届出不要としていただきた
い。

医療機器においては、平成14年の法改正時、そのリスクに応じた販売体制（許可等）が整備された際、主に家庭で使用さ
れるものについても医科向け医療機器と同様の制度設計が適用されたことから、平成17年6月～12月に 「家庭用の医
療機器等の販売管理者制度等のあり方に関する検討会（以降、「同検討会」という。）」にて実態に応じた合理的な販売管
理者制度の在り方が議論され、平成18年2月28日厚生労働省告示第68号にて「厚生労働大臣が指定する管理医療機
器」として管理者設置不要の家庭用管理医療機器が指定された経緯がある。同検討会報告書では、当該商品はリスクも
低く、また使用者に情報提供等を行うことも想定されていないため、販売管理者の設置なしに販売できることとすることが
「適当」とされた。販売店における製品の品質担保に関しては、左記の通り品質に影響するとは考えられず、また製品不
良等による製品回収時には一般雑貨や健康食品と同様に対応が可能である。制度の改正から約20年の間に、家庭用
管理医療機器での問題発生が極わずかであり、責任が販売者になるようなケースがない家庭用医療機器であれば、販
売時の届出を求めることは意味を成していないと考える。届出不要となることで、フランチャイズオーナー及びフランチャ
イズ本部の事務コスト、監視指導を行う管轄行政事務の双方の低減が期待される。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

厚生労働省

平成17年度に開催された「家庭用の医療機器等の販売管理者制度等のあり方に関する検討会」では、管理
者の設置が不要な家庭用管理医療機器について、「販売管理者の配置義務がなくなるものの、改正後の薬
事法の規定に基づき、都道府県にこれらの販売業の届出がなされることとなっている。このため、仮に、販売
店側が不良医療機器等を販売した場合には、薬事法（昭和35年法律第145号）第65条（不良医療機器の販
売、製造等の禁止）に基づき、罰則や行政処分等の措置を講じることが可能であり、国民の安全は確保でき
るものと考えられる。」との注釈がついております。また、「「当該医療機器の販売店側は、販売にあたって情
報提供等何もしなくてもよい」ということを意味するものではなく、販売管理者の配置義務がなくなった後にお
いても、例えば発疹・かぶれが生じる等、使用者から相談があった場合には誠実に対応する努力が必要であ
り、適切な指導を講じていくべきである。」と報告されております。

*記載に誤りがあったため修正（令和７年２月26日）。

医療品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律第39条の3、
医療品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律施行規則第
175条

対応不可

平成17年度「家庭用の医療機器等の販売管理者制度等のあり方に関する検討会」での検討結果も踏まえ、
現時点では家庭用管理医療機器について医療機器販売業の届出を廃止することは、国民の安全確保の観
点から、適切ではないと考えられます。また、管理者の配置義務がなくても、「当該医療機器の販売店側は、
販売にあたって情報提供等何もしなくてもよい」のではなく、使用者から相談があった場合には誠実に対応す
る努力が必要であり、医療機器の適正な使用のために必要な情報を提供するよう努めなければなりません
（薬機法第40条の4情報提供）。家庭用管理医療機器で、安全な使い方が販売時等に使用者に十分提供さ
れていないことが懸念されたために、適正使用の情報提供について徹底するよう周知をした事例もあり（平
成28年1月22日付け事務連絡「家庭用電気マッサージ器の適正使用に関する周知等について（情報提
供）」）、届出により販売業者を把握することは重要であると考えます。

205 令和6年11月15日 令和6年12月16日

一般用医薬品の特
定販売における、
ホームページ等の掲
載事項の見直し

一般用医薬品の特定販売を行う場
合に、特定販売を行っているホーム
ページ等に従事者の氏名と勤務状
況を掲載することが必要とされてい
るが、ストーカー被害やカスタマー
ハラスメント防止の観点から、従事
者のプライバシーに配慮した規定に
変更していただきたい。具体的に
は、氏名は姓のみ又は氏名以外の
呼称を認めること。また、勤務状況
においてもホームページ等に掲載
すべき事項から外していただきた
い。

一般用医薬品の特定販売を行う場合には、対象のホームページ等に現在勤務している薬剤師や登録販売者の氏名、担
当業務、勤務状況等を掲載することとされている。一方、実店舗での一般用医薬品販売においては、勤務する従事者に
フルネームの名札を付けさせることとされていたが、令和4年6月27日に厚生労働省から発信されている業務連絡「『一般
用医薬品販売制度に関するＱ＆Ａについて』の一部改正」において、「ストーカー被害やカスタマーハラスメントの防止等
の観点から、姓のみ又は氏名以外の呼称を記載した名札を付けることを認めても差し支えない」とされている。一般用医
薬品の特定販売の従事者は実店舗で業務に従事しており、通常の店舗販売であっても特定販売であっても、物理的にい
る場所は同じであり、ストーカー等のリスクについても同様である。店舗販売業における名札の記載が姓のみ又は氏名
以外の呼称を記載した名札も認められたことと合わせ、特定販売におけるホームページ等の記載についても、氏名は姓
のみ又は氏名以外の呼称を認めていただきたい。また、ホームページにおいて従事者の勤務状況を掲載することで、従
事者が当該店舗に何時いるのかが明確になり、ストーカー等のリスクをさらに高めるため、勤務状況については掲載す
べき事項から外していただきたい。デジタル時代に合わせた形でのプライバシーを配慮した規定をご検討していただき、
安心して従事者が働ける環境を整備していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

厚生労働省

薬局開設者及び店舗販売業者に対しては、薬局又は店舗の従業員が薬剤師、登録販売者又は一般従事者
であることが容易に判別できるよう、名札を付けさせる等の措置を講じることを医療品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第１号）第15条及び第147 条の２に
より求めております。そしてその名札については、「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」（平
成21年５月８日付け薬食発第 0508003 号厚生労働省医薬食品局長通知。最終改正：令和４年６月27日）に
よって、ストーカー被害やカスタマーハラスメントの防止等の観点から、「氏名に代わって、姓のみ又は氏名
以外の呼称を記載した名札を付けることを認めても差し支えない。」と示しているところです。
一方、問合せを行った場合に、担当者へのアクセスを確実にすること、医薬品の販売をどの資格者が行った
かを明確にすること、薬剤師・登録販売者の資格を有しているか利用者が確認できることを目的として、同規
則第15条の６第２号（薬局）及び第147条の７第２号（店舗販売業）により、薬局開設者及び店舗販売業者に
対してインターネットを利用した特定販売の広告に係る従事者の氏名を表示することを求めています。

医療品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律施行規則
（昭和36年厚生省令
第１号）第15条、第15
条の６、第147 条の
２、第147条の７

「薬事法の一部を改
正する法律等の施行
等について」（平成21
年５月８日薬食発第
0508003 号厚生労働
省医薬食品局長通
知。最終改正：令和４
年６月27日）

検討を予定
インターネットを利用した特定販売の広告に係る従事者の氏名の表示については、ご指摘のカスタマーハラ
スメント防止の観点や、無資格者のなりすまし等の薬事監視上の観点で支障が生じないか等の観点も踏ま
え、対応を検討したいと考えます。

△
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

206 令和6年11月15日 令和6年12月16日
薬局の立地・実態に
合わせた構造規制
の見直し

患者に対して適切な調剤が行われ
る環境が整えられるのであれば、薬
局の立地・実態に合わせ必要な構
造規制を見直していただきたい。具
体的には、オンラインでの営業に特
化した薬局においては、薬局の待
合室基準や保険薬局における「公
道に面する」という規制は不要とし
ていただきたい。

ＤＸが進む中、デジタルを活用すれば医薬品の安全性を確保する形で、オンラインでの営業に特化した薬局が技術的に
可能となってきており、医薬品アクセスを阻害しているエリアや時間帯への展開が可能となってきている。しかしながら、
薬局においては、「その過程で薬剤師が対面への切り替えを必要と判断する場合や患者が希望する場合には対面で服
薬指導を行う」こととなるため、「対面で服薬指導を行う体制の整備が必要」と厚生労働省から回答を得たところである。
調剤室の構造設備については、薬局が調剤業務を適切に行うために求められるものとされており、患者に対して適切な
調剤を行うことができる環境が整っていることが必要条件と読み取れる（規制改革推進会議 第9回 健康・医療・介護
ワーキング・グループ 令和6年3月28日）。患者に対して適切な調剤が行われる環境が整えられるのであれば、オンライ
ンでの営業に特化した薬局としては十分である。薬局における待合室基準や保険薬局における「公道に面する」という規
制は不要であると考えられることから、薬局の立地・実態に合わせ、必要な構造規制を見直していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

厚生労働省

《医薬品、医用機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法関係》
調剤された薬剤に係る情報提供及び指導については、医療品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の
確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第１号）第15条の13により、
・薬局内で行う場合は当該薬局内において薬局等構造設備規則第１条第１項第13号に規定する情報を提供
し、及び指導を行うための設備がある場所
・オンライン服薬指導を行う場合における当該薬局において調剤に従事する薬剤師と相互に連絡をとること
ができる場所
において行うよう規定しています。
そして、調剤された薬剤のオンライン服薬指導は「オンライン服薬指導の実施要領」（令和４年９月30日付け
薬生発0930第１号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知別添）に基づいて実施する必要があります。当該実
施要領に記載のとおり、薬剤師の判断若しくは患者の希望によりオンライン服薬指導から対面での服薬指導
に切り替えることは認められており、また、オンライン服薬指導を開始した後に、患者から対面での服薬指導
への移行の求めがあった場合に、オンライン服薬指導を行った薬剤師又は他の薬剤師によって当該求めに
対応可能とすることを明示的に求めています。
また、薬剤師法（昭和35年法律第146号）第21条により、調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあった場
合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならないと規定されています。

《保険薬局関係》
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和32年厚生省令第16号）第２条の３により保険薬局は保険医療
機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行ってはならないと規定しています。

《医薬品、医用機器
等の品質、有効性及
び安全性の確保等に
関する法律関係》

医療品、医療機器
等の品質、有効性及
び安全性の確保等に
関する法律施行規則
第15条の13、薬局等
構造設備規則第１条
《薬剤師法関係》
薬剤師法第21条など

《保険薬局関係》
保険薬局及び保険薬
剤師療養担当規則第
２条の３

対応不可

《医薬品、医用機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法関係》
制度の現状にも記載したとおり、調剤された薬剤のオンライン服薬指導を行おうとする場合において、その

過程で薬剤師が対面への切り替えを必要と判断する場合や患者が希望する場合には、そのことを以て調剤
を行わないのではなく、対面で服薬指導を行うことが必要です。そのため、調剤された薬剤に関する情報を
提供するための設備を有するなど、薬局に求められている構造設備の要件について遵守いただく必要があ
ります。

《保険薬局関係》
保険医療機関と同一敷地内に保険薬局がある場合、当該薬局の存在や出入口を公道等から容易に確認で
きるようにしていただく必要があります。

△

207 令和6年11月15日 令和6年12月16日
自治体の薬事監視
業務の全国システム
の統一化

自治体の薬事監視の仕組みが全
国で共通化されてないことにより、
薬事監視業務の連携が同一都道
府県までしかできていないことか
ら、一般用医薬品の遠隔での販売
において展開店舗の地理的条件の
制約となっている。そのため、デジ
タル庁が進めている地方公共団体
の基幹業務システムの統一・標準
化の対象に、薬事監視業務システ
ムも追加していただき、自治体の薬
事監視業務の軽減及び一般用医
薬品販売の規制改革に繋げていた
だきたい。

現在、厚生労働省において、デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方の見直しが行われており、薬剤師等の資格
者が店舗にいない場合でも、一般用医薬品を遠隔にて管理・販売可能とする薬機法改正の議論がされている。具体的に
は、薬剤師等が常駐しない店舗（以降「受渡店舗」という。）において、当該受渡店舗に紐付いた薬局又は店舗販売業（以
降「管理店舗」という。）の薬剤師等による遠隔での管理の下であれば、受渡店舗において一般用医薬品の受渡が可能
となる制度の新設である。しかしながら、この議論の中で受渡店舗と管理店舗の立地について「当面の間、同一都道府
県とすること」との意見が出ており、国民の一般用医薬品へのアクセスに課題があるエリアへの展開の足かせになり得る
ことが予想される。このような条件に至った背景には、受渡店舗と管理店舗が都道府県を跨ぐ場合を想定した際に、各自
治体の薬事監視業務のシステムが統一されていないため、連携ができないという自治体側の理由がある。一方、現在、
デジタル庁においては、地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化が検討されていることから、薬事監視に必要
な許可台帳や監視情報を管理の仕組みを全国で統一化し、更には各自治体の薬事監視業務の軽減に資するようなシス
テム化もできれば、上記の地理的条件が解除され、国民がより医薬品にアクセスしやすい医薬品販売制度に近づくと考
える。各自治体の薬事監視業務のシステム統一を早急に進めていただき、一般用医薬品販売の規制改革に繋げていた
だきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

厚生労働省
デジタル庁

薬剤師等が常駐しない店舗(受渡店舗)において、当該店舗に紐付いた薬局・店舗販売業（管理店舗）の薬剤
師等による遠隔での管理の下、医薬品を保管し、購入者へ受け渡すことを可能とする制度については、現在
厚生労働省に設置する審議会で議論・検討中です。

また、各自治体の薬事監視業務について、統一的なシステムは導入されていません。

なし その他

制度の現状に記載したとおり、一般用医薬品を遠隔にて管理・販売可能とする制度案については現在厚生
労働省に設置する審議会で議論・検討中であり、今回の要望は当該制度案が実現した場合の薬事監視業
務のあり方に関するものであることから、現時点で対応の方向性についてお答えすることは困難です。

なお、一般用医薬品を遠隔にて管理・販売可能とする制度案については、実現した場合、薬事監視上、一つ
の販売行為に対して複数の場所が同時に関係するような業務形態に対する監視を行うことが想定されます。
このような形態による薬事監視は現在行われておらず、同一自治体内における監視指導であっても、具体的
な確認事項等の監視手法の検討が必要となります。さらに、複数自治体にまたがっての業務形態の場合、
従来の監視指導以上に薬事監視を行う自治体間の詳細かつ迅速な連携が求められます。そのため、業許
可についてはまずは適切な範囲で実施すべきであり、薬事監視上の実効性が損なわれるおそれが少ないと
考えられる同一都道府県で行うことを検討しているものです。したがって、各自治体の薬事監視業務のシス
テムが統一されていないことが必ずしも遠隔販売の実施を同一都道府県内とする方向で検討している理由
ではありません。
当該制度案が制度化された場合、より広範囲での制度実施に向けては、薬事監視のあり方含め制度化され
たあとの状況を踏まえて検討することになると想定されます。

208 令和6年11月15日 令和7年1月20日

緊急通行車両等の
事前届出申請、緊急
通行車両確認証明
書発行及び通行標
章発行の簡素化、申
請のオンライン化

緊急通行車両等事前届出申請、緊
急通行車両確認証明書発行及び
通行標章発行を、内閣府が定める
指定公共機関については警察庁に
て総合受付窓口を設け、一括して
申請を受付ていただきたい。また、
手続きについて、「当該車両の使用
の本拠の位置を管轄する公安委員
会（警察署）等の窓口への届出・受
領」から「オンラインでの届出・受
領」(電子申請、メール・PDF等）とし
ていただきたい。

災害対策基本法施行令の改正で、緊急通行車両の標章等の交付を災害発生前に受けることができるようになった。事
前交付に必要な「緊急通行車両等事前届出の申請」には、「当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会（警
察署）等の窓口に申出」を行う必要があり、交付を受ける際も窓口に受領に行くか、届出時に郵送による返送依頼が必要
となる。また、有効期限（交付の日から5年後）が経過した場合、交付されている証明書及び標章を窓口に返納し、再度、
届出を行い再交付を受ける必要がある。一部の事業者においては、約7,000台のリース車両の手続きを128ヶ所もの所轄
警察署に届けているケースがあり、多いところでは一度に300台を超える届出を行っている状況である。これら手続きは
書面申請のため、公安委員会（警察署）にてデータ化の手入力が発生し、車両１台毎に交付される標章の交付番号や有
効期限等の記載等も手書きとなっており、非常に煩雑であるため、誤り等が発生する可能性が高まることが懸念される。
そのため、申請窓口の一元化及び、メール等による申請のオンライン化により、スムーズな申請や更新手続きができるこ
ととなり、事前申請が進み、災害時の物資供給がスムーズになると考える。また、書類準備や移動等の生産性向上、
リース期間満了による車両の入替え等も含めた正確性の担保にも繋がることや、車検証の写し等の書類も削減でき、環
境への配慮面でも有効だと考える（一部都道府県では「規制除外車両の事前届出」のオンライン申請が可能だが、コンビ
ニエンスストアの車両は対象外）。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

警察庁
内閣府
総務省

災害応急対策に従事する指定行政機関等（災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第50条第２項の規
定により災害応急対策を実施しなければならないとされている機関等を指します。）の車両については、災害
発生前でも、緊急通行車両であることの確認を受け、緊急通行車両確認標章と緊急通行車両確認証明書
（以下まとめて「標章等」という。）の交付を受けることができます。

これにより、都道府県公安委員会が災害対策基本法第76条第１項に基づく交通規制（緊急交通路の指定）
を行った場合に、指定行政機関等は、いち早く緊急交通路を使用して、被災地に向かい災害応急対策に当
たることが可能となります。

災害発生前の確認については、都道府県公安委員会や知事部局の窓口で必要な提出書類を準備の上、
申出を行うことにより受けることができます。

なお、車両の用途や活動地域が同じであれば、複数台の車両を一括して申出することができます。
標章等の返納については、災害対策基本法施行規則（昭和37年総理府令第52号）第６条の５に規定され

ており、以下のいずれかに該当することとなったときは、速やかに標章等を交付を受けた都道府県知事又は
都道府県公安委員会に返納しなければならないと規定されています。

①当該車両が災害応急対策を実施するための車両として使用されるものでなくなったとき
②標章等の有効期限が到来したとき
③標章等の再交付を受けた場合において、亡失した標章等を発見し、又は回復したとき

災害対策基本法第50
条第２項、第76条第
１項

災害対策基本法施行
令（昭和37年政令第
288号）第33条第２項

災害対策基本法施行
規則第６条の５

検討に着手

緊急通行車両の確認に係る申出の手続等については、災害対策基本法等に基づき都道府県公安委員会
又は都道府県知事が行うものとされており、御提案の警察庁での窓口一元化の実現は困難ですが、申請者
の負担軽減等を目的として、現在、関係省庁において当該手続のオンライン化等の検討を実施しておりま
す。

209 令和6年11月15日 令和7年1月20日
納品荷下ろし時にお
ける駐車規制緩和

「オンラインによる駐車許可証発
行」等に取組んでいただいており、
昨年度も更なる運用見直しに取組
んでいただいたが、オンラインによ
る駐車許可発行に関して、警察庁
にて進捗の管理を行い、全国統一
運用での日程調整を図っていただ
きたい。

オンラインによる駐車許可発行に関して、警察庁より運用方針を発信いただいているが、自治体毎で運用の進捗にバラ
つきがあり、結果として従前の方法に頼らざる得ない実態もあるため、全国統一運用での日程調整を図っていただきた
い。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

警察庁

道路交通法（昭和35年法律第105号）第45条第１項に基づき、都道府県公安委員会の定めるところにより警
察署長の許可（以下「駐車許可」という。）を受けたとき、車両は駐車規制の対象とされる道路の部分に駐車
することが可能となっています。

現在、駐車許可の申請については、警察庁のウェブサイトに警察行政手続サイトを開設し、過去に許可を
受けたものと同一の内容のもの等について、47都道府県においてオンラインによる申請が可能となっていま
す。

道路交通法第45条第
１項

検討に着手

 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和６年６月21日閣議決定）に基づき、駐車許可に係る申請手
続のうちオンライン化できていないものについても、オンラインによる申請等が可能となるよう検討を進めてお
ります。

また、オンライン申請等を可能とするような制度等を整備する際には、各都道府県警察と協力し、運用の開
始時期に差異が生じないよう取り組んでまいります。
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

210 令和6年11月15日 令和6年12月16日
住所変更時の車両
のナンバープレート
交換

住所変更時通常15日以内に実施し
なければならない車両のナンバー
プレート交換において、所有者と使
用者が同一且つ自動車ワンストップ
サービス（以降「ＯＳＳ」という。）を通
して所有車本人が変更手続きを行
う場合、ナンバープレートの交換は
次回車検時まで猶予がある。所有
者と使用者が同一ではないリース
車についても、同様の猶予を設ける
とともに、申請者の範囲を所有者や
使用者から委任を受けた行政書士
等まで拡大していただきたい。

全国にリース車両は約400万台存在し、その内の9割は事業者が使用している。事業者によっては頻繁に住所変更の伴
う異動や転勤があるが、都度、15日以内にナンバープレートの交換を実施することに苦慮している。また、ナンバープ
レートを交換するにあたり、業務に必要となる車両を1日代行業者に預け、その期間レンタカーを利用する運用としてお
り、その手間やドライバーの入替作業の負担が生じている。一方、個人の引越しにおいては、所有者と使用者が同一且
つＯＳＳを通して所有車本人が変更手続きを行う場合、旧車検証（写しも可）を運輸支局へ郵送し、運輸支局から変更後
の新車検証（備考欄に旧登録番号が記載されたもの）が郵送にて交付され、ナンバープレートの交換は次回車検時まで
猶予がある。そこで、次回車検までにナンバープレートの交換を実施する猶予について、所有者と使用者が同一ではな
いリース車まで対象範囲を拡大及び法人で使用している車両まで対象範囲を拡大していただきたい。また、法人リース
車の場合、所有者や使用者がナンバープレートの交換手続きを行うことは少なく、所有者から委任を受けた行政書士等
が実施するケースが大半なため、申請者の範囲も委任状を取付けることにより、所有者から委任を受けた行政書士等も
行えるよう検討していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

国土交通省

 政府全体で推進している引越しに伴う手続きの負担軽減の一環として、国土交通省では、令和４年１月よ
り、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例を運用しているところです。

この特例は、個人のオンライン申請の利便性の向上を図る一方、導入に係る登録現場等における影響を
抑えるために、自動車ワンストップサービス（ＯＳＳ）による申請を行う個人のみを対象としております。

道路運送車両法（昭
和26年法律第185号）
第11条、第12条、第
14条

対応不可

現行特例は、個人の引越しの際に平日に運輸支局等に出頭し変更登録の手続きが要することが負担と
なっていることを踏まえて導入された制度です。この点、法人所有の車両については法人の業務の一環とし
て運輸支局等での手続きが可能であり、個人のように平日の手続きが困難とは考えておりません。

また、仮にご提案の所有者と使用者が同一ではないリース車や法人で使用している車両を本特例の対象
とする場合には、登録現場の事務負担の増加やシステム改修費用の発生につながることから、特例の対象
に加えることは想定しておりません。

211 令和6年11月15日 令和6年12月16日

宅地造成及び特定
盛土等規制法に伴
う、工事主法人の許
可申請書類の免除

宅地造成及び特定盛土等規制法
施行規則第7条では、宅地造成等
に係る工事の許可の申請につい
て、必要書類を規定している。この
内、第7条第1項の第8号は、以下の
通り定めている（土石の堆積に関す
る工事に関する許可申請でも同
様）。
八 許可を受けようとする者が法

 人である時は、次に掲げる書
     類

イ 登記事項証明書
ロ 役員の住民票の写し若しく

 は個人番号カードの写し又
       はこれらに類するものであ
       って氏名及び住所を証する

書類
一定の基準を満たした法人（日経プ
ライム市場上場企業又はプライム
市場上場企業の100%子会社）につ
いては、「ロ」の書類を免除していた
だきたい。

宅地造成及び特定盛土等規制法（以降「同法」という。）は、「工事主」が「宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に
関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。」と定義され（同法第2条第7
号）、工事主が許可申請をするに際しては、法令に従い、①周辺地域の住民への説明会の開催その他の周知措置（同
法第11条）、②工事の許可条件の厳格化（同法第12条：技術的基準、工事主の資力及び信用、工事施工者の能力、利
害関係者全員の同意）、③工事主の氏名又は名称等の公表等が制度化されている。また、都道府県知事からの監督処
分の対象には、工事請負人だけではなく、工事主も含まれる（同法第20条第2項以下）。同法の趣旨は令和3年7月に静
岡県熱海市において発生した土石流災害等を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、土地の用途に関わらず、
危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するものとなる。提出書類について、一定の基準を満たす法人につい
ては左記「ロ」の書類を提出せずとも、工事主の氏名又は名称の確認が可能と考えることから、該当書類の提出を免除し
ていただきたい。これにより許認可取得期間の短縮が見込めると考える。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

国土交通省

本法は、令和3年7月に静岡県熱海市において発生した土石流災害等を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を
目的として、国民の生命及び財産の保護を図るため、土地の用途に関わらず、危険な盛土等を全国一律の
基準で包括的に規制するものである。

都道府県、指定都市及び中核市の長（以下、「都道府県知事等」という。）が、盛土等により人家等に被害を
及ぼし得る区域を、管内の地形、地質の状況や土地利用の状況等を調査した上で、宅地造成等工事規制区
域及び特定盛土等規制区域の指定を行うことができる。

規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可が必要となる。許可を受けようとす
る者は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第７条又は第６３条に定める申請書を都道府県知事等
提出し、都道府県知事等は、法第１２条又は法第３０条に基づき許可をする。

許可を受けようとする者が法人であるときは、同施行規則第７条第８号ロなどの規定により、役員の住民票
の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類を提出す
る必要がある。

宅地造成及び特定盛
土等規制法施行規則
第７条第１項第８号ロ
及び第２項第６号ロ
並びに第６３条第１項
第１号及び同条第２
項第２号

対応不可

盛土等による災害を防止し、国民の生命及び財産の保護を図るため、危険な盛土等を全国一律の基準で包
括的に規制する本法律の目的に照らして、宅地造成等に関する工事の許可を受けようとする者の属性に関
する情報を把握する必要があるため、許可を受けようとする者が法人であるときにおいても、当該法人の事
業規模にかかわらず、役員の氏名及び住所を証する書類等の提出について緩和することは困難である。

212 令和6年11月15日 令和6年12月16日

市街化調整区域へ
のコンビニエンススト
ア閉店跡地の利用
制限の緩和

各地域の市街化調整区域につい
て、地権者保護や環境問題の観点
からコンビニエンスストアの閉店跡
地を他業態で有効活用ができるよ
う、利用制限を緩和していただきた
い。

コンビニエンスストアが閉店した跡地を他の業態に賃貸する場合は、都市計画法34条1号、9号に基づく各自治体毎の基
準により、市街化調整区域へ後継テナント賃貸ができない場合がある。地権者は資金的にも厳しいため、建物解体後、
土地をそのまま放置する状況になり、街づくりの観点でも後継テナントをつけられないことに支障があると考える。結果と
して、許認可や安全上の問題もなく使用できる店舗をわざわざ解体するケースが多く、環境問題の観点からも時代に逆
行している状況である。地権者保護とＳＤＧs、環境問題、街づくりの観点から各地方自治体ごとの基準の緩和を進めて
いただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

国土交通省

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であることから、原則として開発行為が禁止されており、都市計
画法第34条に規定する一定の要件に該当する開発行為に限って認められております。
こうした開発許可制度の趣旨を担保するため、都市計画法第42条において、開発許可を受けた開発区域内
においては、当該開発許可に関わる予定建築物等以外の用途の変更は制限されており、都道府県知事が
支障ないものと判断をした場合に、許可しうることとされております。
開発許可事務は地方公共団体の自治事務であり、許可基準に該当するか否かの判断は、開発許可権者に
おいて上記趣旨を踏まえ、地域の実情等に応じて個別具体に判断することとなります。
なお、国土交通省としましては、平成28年に市街化調整区域における既存建築物の用途変更について、既
存建築物を地域資源として、既存集落のコミュニティ維持や観光振興等による地域再生に活用する場合に、
許可の運用の弾力化を可能とする技術的助言を発出しております。

都市計画法第42条第
１項

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

213 令和6年11月15日 令和6年12月16日 休日基準の緩和

休日の付与について、「午前0時か
ら午後12時までの24時間の暦日で
与えなければならない」とされてい
るが、暦日単位ではなく、継続24時
間以上の休息を休日として取扱うこ
とができるようにしていただきたい。

常態で深夜勤務する従業員（以降「深夜勤務者」という。）に対しては、連続した2暦日にて休日を取得させなければなら
ないと定められている。現状、満18歳未満の従業員が健康上、福祉上を理由に午後10時からは勤務ができないことか
ら、深夜勤務者を午後10時より勤務をさせている事業者が多い一方で、人手不足における人材確保の観点で、深夜0時
以降に出勤させる等の対応をしている実態もある。元々、2暦日の休日取得は、従業員の健康上の観点で定められてい
ると理解しているが、深夜勤務者は、午後10時から出勤開始の生活リズムになっているため、暦日単位での休日を強制
させることは深夜勤務者のためにはならず、ライフスタイルを制限させていると考える。そこで、番方編成による交替制継
続24時間以上の休息を休日として取扱うことができるという規定を、番方編成以外にも認めていただき、暦日でなくても
連続24時間以上の休息で休日と認めていただきたい。これにより、深夜勤務者のウェルビーイングの向上に繋がると考
える。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

厚生労働省

御指摘の「休日の付与」については、労働基準法第35条において週休制の原則が規定されており、また、
この「休日」は原則として暦日単位と解されています。他方、番方編成による交替制勤務の場合においては、
継続24時間の「休日」を与えれば差し支えないこととされていますが、これは労働者の負担等を考慮して、一
定の要件を満たした場合に限り認められているものであり、労働者保護の観点から、御指摘の「番方編成以
外」についても、継続24時間をもって休日を与えたとする解釈を新たにお示しすることは困難です。

労働基準法第35条 対応不可 「制度の現状」欄に記載のとおりです。

214 令和6年11月15日 令和7年1月20日
社会保険各種届出
時の性別省略

社会保険各種届出について、マイ
ナンバー付記をしている場合は、性
別を省略可能としていただきたい。

昨今、ＬＧＢＴＱへの関心の高まりから、性別の記載に難色を示す方が増加傾向にある。令和5年6月可決・成立した「性
的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和5年法第68号）」（以降
「ＬＧＢＴ理解増進法」という。）の目的として、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解増
進を図るとされており、デジタル庁が公表した令和8年からの導入を目指す新たなマイナンバーカードから、性別の表記
は削除される。社会保険各種届出については、制度上の要件や判定において性別を把握する必要がある場合があり、
性別欄の記載を設けなればならないとされているが、マイナンバーを記載することで、性別の把握が可能であること及び
マイナンバーの情報については、連携が必要な後続の機関においても取得が可能であることから、当該届出における性
別欄の記載については不要であると考える。そこで、マイナンバーを記載する場合に限り、社会保険の各種届出につい
て性別記入欄を省略としていただきたい。ＬＧＢＴ理解増進法も施行されており、性的指向・性自認の多様性に寛大な社
会の実現に近づくため、改善を検討していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

厚生労働省

（雇用保険）
雇用保険資格取得届等の様式には性別を記載いただく欄があります。

(健康保険・厚生年金保険)
届出の性質上性別の確認を要しないと判断した届書（「健康保険標準賞与額累計申出書」など7種類）につい
ては、届書から性別欄の記載を廃止する改正を令和7年1月までに実施することとしております。一方、健康
保険・厚生年金保険の各種届出において、記録を正確に管理する観点から既保有情報や住基情報と氏名、
生年月日、住所、性別の一致を確認する必要がある届書等について、性別の記載をいただいております。

雇用保険法第７条、
雇用保険法施行規則
第６条等

健康保険法施行規則
第24条 等

（雇用保険）
検討を予定
（一部）

(健康保険・
厚生年金)
対応（「健康
保険標準賞
与額累計申
出書」など7
種類の届出
についての
み）

（雇用保険）
雇用保険の資格取得においては、届出に記載いただいたマイナンバー・カナ氏名・性別・生年月日の４つの
情報をもとに住民基本台帳ネットワークの情報と照合し、齟齬がないかどうかを確認したうえでマイナンバー
を雇用保険被保険者番号に登録することとしております。
したがいまして、マイナンバー登録の正確性を担保するため、性別の情報も届出に記載いただく必要があ
り、ご理解いただきますようお願いします。
ただし、マイナンバー登録と関係のない手続において性別欄がある届出については、廃止等の対応が可能
か検討します。

(健康保険・厚生年金保険)
制度の現状欄のとおりです。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

215 令和6年11月15日 令和7年2月18日

二以上事業所勤務
者等における保険料
の還付・徴収制度の
見直し

二以上事業所勤務や同月得喪によ
り、保険料の還付や徴収が発生し
た場合、事業主が被保険者に対し
て還付や徴収を行わなければなら
ないが、被保険者本人に直接支払
い及び還付手続きを行う仕組みに
変更していただきたい。

二以上事業所勤務や同月得喪により、保険料の還付や徴収が発生した場合、事業主が被保険者に対して還付や徴収を
行わなければならない。二以上事業所勤務や同月得喪は事後にわかる（二以上事業所勤務については退職後が多い）
ため、被保険者への連絡や還付・徴収の処理が煩雑となる。また、二以上事業所勤務については届出も煩雑で業務の
負荷が大きい。今後、社会保険加入要件も緩和され、益々、副業・兼業による二以上事業所勤務者が増加することが見
込まれるため、事業主による還付・徴収対応を廃止とし、被保険者本人が直接支払い及び還付手続きを行う仕組みに変
更していただきたい。また、事業主負担分は手続き簡略化の観点から、被保険者の申請に基づく翌月請求若しくは年末
に一括しての請求としていただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

厚生労働省

健康保険法・厚生年金保険法の規定により保険料の納付義務者は事業主とされており、事業主は、被保険
者に対して保険料を源泉控除できることとされています。保険料の還付が発生したときは、国や保険者から
事業主に還付され、事業主から被保険者に還付されます。この取扱いは、二以上事業所勤務や同月得喪を
契機とした場合も同じです。

健康保険法第161
条、厚生年金保険法
第82条、健康保険法
施行規則第37条、厚
生年金保険法施行規
則第2条 等

対応不可
左記のとおり、法律上は納付義務者が事業主であることから、還付や徴収も事業主に対して行うこととしてお
り、ご提案はこの法律の枠組みを見直す必要があります。加えて、還付や徴収を被保険者に対して行う仕組
みが新たに必要になり、保険料の管理方法などにも大きな課題があることから、実施できません。

216 令和6年11月15日 令和7年2月18日
スポットワークの雇
用に関するガイドラ
インの制定

マッチングサービスによる「すきまバ
イト（いわゆるスポットワーク）」が増
加しているが、雇用管理が適切でな
いケースや、トラブルも散見される
ため、スポットワーク労働者の雇用
管理を適切に行うための留意事項
をまとめたガイドラインを制定してい
ただきたい。

深刻な人手不足や自由な働き方、兼業・副業の促進等を背景に、マッチングサービスによる「すきまバイト（いわゆるス
ポットワーク）」の利用が増加しており、業界最大手では令和6年2月時点での登録ワーカー数は700万人（3年前の3倍）、
活用事業者数は98,000社（3年前の4.3倍）であり、今後も増加することが予想される。雇用形態としては日雇労働被保険
者であり、現実的に日雇労働被保険者手帳や印紙の対応は困難である。また、単発アルバイトを同一事業所にて継続
勤務することで、雇用保険に加入されないケースも散見される。他にも、マッチング＝労働契約の成立と見做すのか、事
前キャンセルの規定、往路の通勤災害の問題、労働条件明示の問題、遅刻早退のルール、勤務時間の正確な把握、賃
金支払の問題、労務の提供を拒否されるケース等、トラブルも散見されるため、雇用保険の日雇労働被保険者のあり方
を見直すとともに、「シフト制労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項」と同じような「スポットワーク労働者の雇用
管理を適切に行うための留意事項」も制定していただき、国として柔軟な働き方を促進するように後押しをしていただきた
い。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

厚生労働省

・雇用保険法は、日雇労働者に対するセーフティネットとして一般被保険者とは区別して日雇労働者給付金
制度を設け、日雇労働者が失業した日の属する月の前２月において通算26日分の印紙保険料を納付した場
合には、ハローワークにおいて失業認定を行った上で、日雇い労働者給付金を支給することとしています。
・労働基準法においては、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労
働条件を書面の交付等の方法により明示しなければならないこと、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全
額を支払わなければならないこと等が定められています。また、労働時間の適正な把握についても、平成29
年１月20日策定の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」で考え方
をお示ししています。

・雇用保険法
・労働基準法

その他

雇用保険は、失業による所得喪失という保険事故に対処するため、一定の要件を満たす労働者が強制加
入という形で連帯しリスクを分散しているものです。

ご指摘のスポットワーク労働者について、現行の雇用保険における日雇労働被保険者の仕組みを見直し
た上で雇用保険に適用することについては、
・短期間で離転職が繰り返されること等により繰り返し保険事故となる所得喪失が発生することから、失業給
付の受給を目的とした「逆選択」や「循環的給付」の発生が懸念されること、
・保険制度として成立させるための給付と負担のバランスといった財政的な問題、
・就業実態が多様なスポットワーク労働者の認定の困難性（労働者性や失業状態等の認定）、
・事業主の申請手続き上の負担（保険料の確実な徴収、適切な給付を行うため、個々の就労状況をハロー
ワークに届出いただく必要）等の課題があり、慎重な検討が必要と考えています。

なお、御指摘の「すきまバイト（いわゆるスポットワーク）」の形態で就業する労働者であっても、就労先の使
用者は、労働基準関係法令に基づいて必要な措置を講じる必要があります。労働基準関係法令で定められ
ている内容については、リーフレットを作成の上、機会を捉え事業主の皆様等に配布するとともに、厚労省
ホームページに掲載していることに加えて、照会等については労働基準監督署の窓口等でも必要な相談対
応を行っているところ、これらの取組を継続することにより、引き続き法令の周知・啓発を行ってまいります。

その上で、「スポットワーク労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項」の制定につきましては、慎重
な検討が必要であり、今後の業務の参考とさせていただきます。

217 令和6年11月15日 令和6年12月16日

「兼業・副業」時の労
働時間通算時に
限って発生する割増
賃金の廃止及び「兼
業・副業」時の割増
賃金に関する内容
の就業規則の絶対
的必要記載事項へ
の追加

「兼業・副業」時の労働時間通算時
に限って発生する割増賃金につい
ては廃止していただきたい。また、
通算時の割増賃金が廃止とならな
い場合においては、その支払いを
行わない等の定めと労働者の合意
を得るよう、就業規則の絶対的必
要記載事項の賃金に関する内容
に、「兼業・副業」時の割増賃金に
関する定めを追加していただきた
い。

既に雇用している労働者より、雇用後に兼業・副業を行っていると申出があり、勤務時間を通算することで法定労働時間
を超過した勤務分に対し、割増賃金の支払請求を行うケースがある。また、この請求時期が遅いほど遅延損害金も高額
となり、企業の負担と労働者の機会損失となっている。企業は本人の申出以外に上述の事態を事前に把握する術を持た
ず、更に請求時には他社の資料を要することや計算の煩雑さもあり、一層の負担となる。労働基準関係法制研究会にて
検討されている、割増賃金の支払いに係る労働時間の通算管理の在り方について、「兼業・副業」時の労働時間通算時
に限って発生する割増賃金については廃止していただきたい。また、今後も「兼業・副業」時の労働時間通算時に割増賃
金が発生する場合においては、その支払を行わない等の定めと労働者の合意を得るよう、法制化を検討していただきた
い。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

厚生労働省

労働基準法第38条第１項では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の
適用については通算する。」と規定されており、事業場を異にする場合とは事業主を異にする場合をも含むと
されています（昭和23年５月14日付け基発第769号）。

そのため、副業・兼業をしている労働者の各使用者は、自らの事業場における労働時間制度を基に、他の
使用者の事業場における所定労働時間・所定外労働時間についての労働者からの申告等により、まず労働
契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、次に所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算する
ことによって、それぞれの事業場での所定労働時間・所定外労働時間を通算した労働時間を把握し、自らの
事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分について、時間外労働の割増賃金を支払う必
要があります。

労働基準法第37条第
１項、第38条第１項
労働基準局長通達
（昭和23年５月14日
付け基発第769号、
令和２年９月１日付け
基発0901第３号）

検討に着手

副業・兼業時の割増賃金の支払に係る労働時間の通算について、運用が複雑で企業側に重い負担となる
ために、副業・兼業の許可や受入れの阻害要因となっているとの指摘があり、令和６年１月より開催している
「労働基準関係法制研究会」においても、労働者の健康確保のための労働時間の通算は維持しつつ、割増
賃金の支払については通算を要しないよう、制度改正に取り組むべきではないかとの御意見があったところ
であり、引き続き検討してまいります。

218 令和6年11月15日 令和6年12月16日
カスタマーハラスメン
トの法制化

カスタマーハラスメント（以降「カス
ハラ」という。）に関して法制化し、カ
スハラを違反行為として明確に定義
するとともに、厳罰化を図るための
法令改正を検討していただきたい。
併せて、カスハラの問題について、
啓発活動を強化していただきたい。

消費者が理不尽な要求をするカスハラが社会問題化している現状を踏まえ、その対策として法制化の議論が活発になっ
ており、企業に対して従業員保護（必要な体制整備）の義務付け等が検討されている。しかしながら、これらの対策の背
後にある根本的な問題は、消費者側の権利の乱用や逸脱行為が増加していること、そしてカスハラに対する社会全体の
理解が未熟であることである。特に小売業界では、社会的通念を逸脱した悪質な態度や要求に直面することが多く、これ
が労務トラブルへと発展し、従業員の心身の健康を害するケースが出ている。更に、ＳＮＳ上での個人情報の露出等、イ
ンターネットを介した新たな問題も生じ、これが職場の安全維持を困難にし、人手不足の慢性化に繋がっている。このよう
な状況を受け、多くの企業や業界団体が独自に対処方針等を検討していることから、国としてカスハラを法制化し、カス
ハラを違反行為として明確に定義をするとともに、道路交通法における「妨害運転罪（あおり運転）」の創設に倣い、カス
ハラに対しても、罰則の導入や厳罰化をしていただきたい。また、本人の同意なくＳＮＳに動画や写真をアップロードする
行為に対しても、処罰の対象となるよう規制を強化していただきたい。そして、カスハラの問題を広く認知させるべく、消費
者への啓発活動を強化していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

厚生労働省
消費者庁

【厚生労働省】
カスタマーハラスメントについては、いわゆるパワーハラスメント防止指針において、事業主が行うことが望

ましい取組の内容を規定しているところです。
また、厚生労働省が2022年２月に作成した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」においては、カス

タマーハラスメントと考えられる言動や、カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組等をお示ししています。

【消費者庁】
消費者向け啓発としては、消費者が事業者に意見を適切に伝えるための啓発チラシや啓発ポスターを自治
体等に周知しています。

【厚生労働省】
・労働施策の総合的
な推進並びに労働者
の雇用の安定及び職
業生活の充実等に関
する法律第30条の２

・ 事業主が職場にお
ける優越的な関係を
背景とした言動に起
因する問題に関して
雇用管理上講ずべき
措置等についての指
針７

検討に着手
（罰則につ
いては対応
不可）

【厚生労働省】
法制化を含む、カスタマーハラスメント対策のあり方に関しては、令和６年８月に公表された「雇用の分野に

おける女性活躍推進に関する検討会報告書」において、労働者保護の観点から、カスタマーハラスメント対
策を事業主の雇用管理上の措置義務とすることが適当であることが示されたところです。現在、本報告書を
踏まえ、カスタマーハラスメント対策の強化としての雇用管理上の措置義務の創設や、カスタマーハラスメン
トの定義等についても論点の一つとして労働政策審議会雇用環境・均等分科会において議論がなされてい
ます。11月26日の分科会においては、これまでの議論を踏まえ、カスタマーハラスメント対策について、労働
者保護の観点から、雇用管理上の措置義務とする方向性を示した上でご議論いただいたところであり、この
議論も踏まえて、必要な対応について更に検討を深めてまいります。

なお、ハラスメントは働く方の尊厳や人格を傷つけ、職場環境を悪化させるものであり、許されない行為で
すが、ハラスメント行為そのものの禁止規定や罰則規定を設けることについては、対象となるハラスメント行
為の定義などに関して、なお慎重な検討が必要であると考えています。

また、厚生労働省が2022年２月に作成した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、カスタマー
ハラスメントと考えられる言動や、カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組等をまとめていますが、カスタ
マーハラスメントと考えられる言動の一つとして、「SNSやマスコミへの暴露をほのめかした脅し」をお示しして
います。

加えて、令和６年度は、いわゆるカスタマーハラスメント対策に関心を持つ業界団体が業界内の実態を踏
まえ、業界共通の対応方針等を策定・発信するまでの支援を行うモデル事業を、スーパーマーケット業にお
いて実施しています。引き続き、業界団体や企業における自主的な取組を促進するための支援を行ってまい
ります。

【消費者庁】
「消費者教育の推進に関する基本的な方針」（令和５年３月、閣議決定）において、消費者が事業者に適切に
意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながり得るものであり、消
費者市民社会の一員としての行動である旨を明示する一方で、消費者自身が「加害者」となってしまう例もみ
られる中で消費者教育の重要性は高まっていることや、適切な意見の伝え方等消費者としてより相応しい行
動を考えるきっかけとなるよう情報を提供すること等を盛り込んでいるところです。これに基づき、政府として
は、消費者向けの啓発チラシや啓発ポスターを、消費者教育ポータルサイトやSNS等を通じて消費者に対し
て周知するとともに、従業員向け消費者教育研修プログラムにカスタマーハラスメントに関する内容を盛り込
む等の取組も進めているところです。引き続き、消費者向けの周知・啓発を行ってまいります。

219 令和6年11月15日 令和6年12月16日

就労証明書のフォー
マット統一義務化及
びオンライン申請の
システム構築

就労証明書において、内閣府にて
示された標準様式フォーマットの使
用を義務化するとともに、各自治
体・保育園にて、必要事項のみの
記載となるよう運用を見直していた
だきたい。併せて、申請者（従業
員）、証明書作成者（事業者の人事
部員）、提出先（市区町村等）が一
貫して就労証明書を閲覧できる等、
オンライン申請を可能とするような
システムを構築していただきたい。

従業員が保育園の入所等にて申請する就労証明書について、令和6年4月入園分より内閣府の標準様式フォーマットが
示されたが、未だ自治体・保育園独自の提出が求められるケースが散見される。なお、自治体・保育園の大半が標準様
式フォーマットを使用するようになったものの、「必要不可欠な項目に限定した上で、追加的記載項目とすることも可能」と
されていることから、独自の項目が設けられるケースがあり、結果として必要項目の統一がなされていない状況である。
そのため、事業者側としては、生産性向上を目的にシステム化を検討しようにも、フォーマットのバラつきがシステム開発
の障壁となっていることから、必要事項のみの記載となるよう運用を見直していただきたい。また、申請者（従業員）、証
明書作成者（事業者の人事部員）、提出先（市区町村等）が一貫して同じシステムを閲覧できる等、オンライン申請を可
能とすることで、従業員による申請手続き、事業者の人事部員による作成時間の大幅削減、書類開封や従業員からの作
成状況等の問い合せ削減に繋がり、生産性向上にも繋がり、提出先（市区町村等）にとっても、システム上での確認が可
能になることで作業時間の削減が見込まれると考える。従業員、事業者の人事部員、市区町村等にとっても簡便な運用
となると考えることから、内閣府の標準様式フォーマットの提出を義務化するとともに、オンライン申請システムを構築し
ていただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

こども家庭庁

就労証明書については、子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）様式第一号において
標準様式を定め、原則的に当該標準様式を使用することとしています。
保護者は様式を企業に提出し（会社のシステム又は手渡しなど）、企業が作成後再び保護者に様式を戻しま
す。その後、保護者は保育所入所にかかる申請書類と共に就労証明書を自治体に提出します。（ぴったり
サービス又はメール添付或いは郵送など）

「子ども・子育て支援
法施行規則の一部を
改正する内閣府令」
（令和６年 内閣府令
第 84 号）
９月 30 日公布
同日施行

対応

令和5年12月に、子ども・子育て支援法施行規則に就労証明書の標準様式（様式第一号）を定め、原則使用
とすることとしましたが、追加的記載項目欄により自治体独自項目の設定が可能であったことから、企業の
負担軽減に繋がっていないのではないかとの意見があったことを踏まえ、令和6年5月に、全国の自治体に対
して意見照会を行った上で、令和6年9月に府令改正を行い、自治体が特に必要とする５項目を標準様式に
追加するとともに追加的記載項目欄を削除し、改正後の標準様式の利用促進に努めているところです。
現在は、改正後の様式を活用した初めての入所申請事務が行われているものと考えられます。その効果や
全国の自治体の標準的な様式の活用状況に関しましては、現在調査を行っており、実態把握に努めている
ところです。
また、オンライン化につきましては、現在でも保護者からの入所申請に際しての就労証明書添付について、
ぴったりサービスの利用は可能となっておりますが、企業が就労証明書を発行し、それを入所申請を行う保
護者に紐付けるまでのオンライン化につきましては、令和7年度末に構築予定の「保活情報連携基盤」により
可能になるものと考えており、令和6年度補正予算案に必要な経費を計上しております。保護者・勤務先企
業・自治体にとって負担軽減となる具体的なシステムの在り方につきましては、令和6年5月から、勤務先企
業を含めた幅広いステークホルダーを構成員として開催されている、「官民ワークショップ」（現在まで5回の
会議を実施。）の意見も取り入れながら、可能なものは保活情報連携基盤の要件定義に反映するなど、進め
て参りたいと考えております。
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220 令和6年11月15日 令和6年12月16日

育児休業取得者申
出書等、健康保険組
合と年金事務所での
連携

育児休業取得者申出書等、健康保
険組合の組合員が休業を取得した
場合、同一書類の健康保険組合と
年金事務所双方への届出が必要と
なっているため、年金事務所から健
康保険組合への連携を図り、届出
先を集約していただきたい。

現状、育児休業取得者申出書等、健康保険組合の組合員が休業を取得した場合に、健康保険組合と年金事務所双方
への届出が必要となるが、それぞれに提出する書類は同一の書類となっている。また、同一書類の確認及び誤りがあっ
た場合の返却については、双方に対して実施しないといけないため非効率である。公的保険である全国健康保険協会
（協会けんぽ）において年金事務所との連携ができている点を鑑み、健康保険組合においても、提出先を集約し、双方が
連携し情報共有が図られることで生産性向上に繋がると考える。産後パパ育休の創設により育児休業の分割取得が可
能となったこと及び現状、育児休業取得者が増加してることを鑑み、届出件数が今後も増加することが予想されるため、
改善を検討していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

厚生労働省

健康保険・厚生年金保険の被保険者が育児休業や産前産後休業を取得した際、被保険者の申し出により、
事業主が「育児休業等取得者申出書」や「産前産後休業取得者申出書」を、健康保険については保険者等
（日本年金機構又は健康保険組合）へ、厚生年金保険については日本年金機構へそれぞれ提出すること
で、健康保険・厚生年金保険の保険料については被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
健康保険組合加入者の場合、健康保険法に基づき健康保険組合に、厚生年金保険法に基づき日本年金機
構にそれぞれ届出いただくこととなります。

健康保険法第159
条、第159条の３
健康保険法施行規則
第135条、第135条の
２

対応不可

左記のとおり、健康保険組合に加入している事業所については、健康保険は健康保険組合、厚生年金保険
は日本年金機構が保険者となっているため、それぞれに届出いただいております。
なお、全国健康保険協会に加入している事業所については、健康保険の届出の窓口が日本年金機構となっ
ていることから、厚生年金保険の届出と一体的に行っております。
ご提案について、仮に実施する場合は、約1400ある健康保険組合と日本年金機構による情報連携の仕組み
が必要となるなど、大きな課題があることから、実施できません。

221 令和6年11月15日 令和7年1月20日
育児休業給付金延
長手続きにかかる記
載項目の統一化

保育所に入所できない場合の育児
休業給付金の延長にあたり、公共
職業安定所（以降「ハローワーク」と
いう。）へ「保育所への入所保留（不
承諾）通知等」（以降「不承諾通知
書」という。）の提出が必要となる
が、自治体によってはハローワーク
の求める事項の記載がなく、追加
の書類提出を求められている。追
加の書類提出が不要となるよう、不
承諾通知書の記載項目を各自治体
で統一していただきたい。

保育所に入所できない場合の育児休業給付金の延長にあたり、ハローワークへ不承諾通知書の提出が必要となるが、
自治体によって不承諾通知書の記載項目が異なる（入居希望日、子の生年月日の記載がない）ことを理由に、「その他、
必要によりハローワークより提出を求められた書類」として追加で母子手帳の写し等の提出を求められることがある。こ
の場合、事業者がハローワークと育児休業者の中継役となり回収作業を行っており、手続きの煩雑さが負担に繋がって
いる。ハローワークへの提出にあたり、追加で書類等の提出が必要とならないよう、各自治体にて不承諾通知書の記載
項目を統一していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

厚生労働省
こども家庭庁

入所保留通知書については、現在、自治体ごとに様式が作成されています。
なお、育児休業給付金については、原則として子が１歳に達する日前までの期間について支給します。保育
所等における保育の利用を希望し申込みを行っているが当面その実施が行われない場合など雇用の継続
のために特に必要と認められる場合には、例外的に子が１歳６か月（又は２歳）に達する日前までの期間に
ついて支給することとして、確認のために入所保留通知書の添付を求めています。

雇用保険法第61条の
７、雇用保険法施行
規則第101条の25、
第101条の26

対応

入所保留通知書については、現在、自治体ごとに様式が作成されているところ、地方公共団体情報システム
の標準化に関する法律（令和3年法律第40号）に基づく子ども・子育て支援に係る自治体の基幹業務システ
ムの標準化に伴い、当該通知書の様式については今後標準化される予定です。
また、育児休業給付金の延長手続きについては、令和７年４月より、ハローワークの審査に必要な事項を整
理した育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書を新たに定め、これに入所保留通知書・保育所
等の利用申込書の写しを添付いただくこととしており、ご指摘のような追加での書類等の提出が求められる
ことはなくなる予定です。

222 令和6年11月15日 令和6年12月16日
行政指導として行わ
れる扶養控除等の
見直し

税務署から行政指導として行われ
る扶養控除等の見直しについて、
事業者を介さず追徴対応を実施し
ていただきたい。

扶養控除は従業員の申告に基づき実施しており、扶養控除対象者の正確な所得は事業者では把握できない。「控除額
の見直し」の対象者は税務署からの情報によって申告に誤りがあることが明白であるが、事業者で追徴をするためには
扶養対象者の課税証明書の回収等、根拠資料の回収業務が必要となり、市区町村側の課税証明書発行業務も発生す
る。また、事業者では対象者の選定・連絡（退職済、在籍中かの調査）、直近3年分の課税証明書の提出依頼、回収管
理、再計算、納付の業務負担も発生している。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

財務省
「扶養控除等の見直し」は、国税当局が収集した資料により、扶養控除等の適用に誤りがあるのではない

かと考えられる方について、源泉徴収義務者の方に扶養控除等の適用の見直しを行っていただいた上で、
自主的に納付を行っていただくための行政指導です。

所得税法第190条、
第194条、第195条、
第195条の２、第196
条、所得税基本通達
194∼198 共−1

対応不可

扶養控除等の適用に誤りがある場合は、扶養控除等申告書等の記載事項の誤りにより、所得税法190条
に規定する源泉徴収税額に誤りが生じている状態です。そのため、徴収不足額が生じた場合には、源泉徴
収義務者は直ちにその不足額を徴収し、納付する必要があります。

源泉徴収義務者が当該徴収不足額を徴収して納付しないときは、所得税法221条第１項に基づき、税務署
長は、当該徴収不足税額を源泉徴収義務者から徴収することとされております（所基通194～198共－１,２）。
また、扶養控除等の見直しの結果、追加で納付すべき税額については、給与の支払を受ける方ご本人への
確認や源泉徴収に関する各種申告書、給与の支給状況等を確認しなければ確定することができないもので
す。

よって、ご提案いただきました、事業者（源泉徴収義務者）を介さず、追徴対応を実施することはできません
ので、引き続き、扶養控除等の見直しへのご対応をお願いいたします。

224 令和6年11月15日 令和6年12月16日

在留資格「特定技
能」の対象分野への
コンビニエンスストア
の追加

技能実習制度・特定技能制度に関
する制度見直しについて、技能実
習制度を発展的解消をし、育成就
労制度が創設されることになるが、
特定技能制度への「コンビニエンス
ストア」の分野追加を検討していた
だきたい。

令和6年4月19日付で、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領」が一部制定され、自動
車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が新たに追加された。併せて、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的と
する新たな在留資格として育成就労制度が創設される。コンビニエンスストアにおいても、特定技能制度の分野追加にお
いて求められる「中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確
保のための取組みを行なってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野（特定産業分野）」という要件
を踏まえ、各社生産性向上や国内人材の確保のための取組みを行っているが、昨今の環境の急速な変化、地方におけ
る人手不足も日々深刻化していることから、特定技能制度への分野追加をしていただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

経済産業省
法務省

特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や
国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野（特定
産業分野）において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるものであり、今まで、介護
分野等12の特定産業分野で受入れが認められてきたほか、令和６年３月には、自動車運送業、鉄道、林業、
木材産業の４分野が新たに特定産業分野として追加されました。
特定産業分野の追加については、新たに外国人材の受入れが必要となる分野の所管省庁から、生産性向
上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にあること等を示し、そ
れを踏まえ、その分野での受入れの適否を法務省を含む関係省庁で検討し、今後は、労使団体や有識者等
で構成する新たな会議体の意見を踏まえ、政府が判断することとなります。

・特定技能の在留資
格に係る制度の運用
に関する基本方針に
ついて（令和6年3月
29日閣議決定）
・出入国管理及び難
民認定法第二条の四
第三項

その他

コンビニエンスストアは、生活に密着する製品・サービスを提供する、なくてはならない存在となっていると認
識しております。
一方、生産性の向上についてはデジタル技術の導入による省力化への投資、国内人材の確保については
賃上げ等による処遇の改善の取組等、様々な観点について検討が現時点では不十分であり、さらなる検討
が必要と認識しております。
経済産業省としては、コンビニ業界における人手不足の課題の解消に向けて、引き続き意見交換をしてまい
りたいと考えております。

225 令和6年11月15日 令和6年12月16日
外国人留学生の資
格外活動時間の延
長

在留資格「留学」の資格外活動の
時間を週28時間（長期休業期間除
く）から延長していただきたい。

現在、コンビニエンスストアの店舗では全国で約70,000人（当協会調べ）の在留資格「留学」の方が勤務しており、大きな
人的資源となっている。しかしながら、資格外活動では長期休業期間を除き、週28時間以内の勤務しか認められておら
ず、勉学を目的とした資格であることは承知している一方で、日本人年少者である学生は週40時間以内の勤務が認めら
れている状況である。また、昨今の円安・物価高から、留学生の生活環境は厳しくなっており、資格外活動の時間の延長
は、労働力不足に直面している企業側と働く留学生側、双方に好影響をもたらすと考えるので、検討していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

法務省

留学生の資格外活動許可については、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で、いわゆるアルバ
イト的な活動を通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより、学業の遂行に資するという観点から、申請
に基づき、資格外活動許可として、一定の範囲内で就労活動を認めているものです。
このため、１日当たりのフルタイム勤務約８時間の半分である４時間を算定の基礎とし、これを７日間行うとい
う考え方に基づき、包括的に資格外活動許可を認める範囲を１週につき２８時間以内としています。

出入国管理及び難民
認定法及び同施行規
則

対応不可
資格外活動許可は、あくまでも留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で許可されるべきものであ
り、在留資格制度の適正な運用の観点からも、現在認められている資格外活動の範囲を緩和することは困
難です。

226 令和6年11月15日 令和6年12月16日

廃棄物の処理及び
清掃に関する法律に
おける逆有償に関す
る判断基準の緩和

特定のリサイクラーが廃棄物をリサ
イクルする場合、逆有償であっても
廃棄物の処理及び清掃に関する法
律（以降「廃掃法」という。）の適用
外として認可していただきたい。

「循環経済ビジョン2020」の中でも経済活動としての循環経済への転換が掲げられており、成長志向型の資源自律経済
の確立が求められている中、廃棄物における逆有償の判断が、資源循環の取組みを妨げている。廃掃法は、不適正な
処理や不法投棄を防ぐために必要な規制だが、一方で費用を負担してでも資源循環を進めていきたい企業の妨げとなっ
てしまう側面がある。取引が廃棄掃法に該当するかどうかの判断は、「経済的合理性」だけでなく、その他の要素も含め
て、総合的に判断されるとあるが、一般的な行政指導では、「経済的合理性」が重視されており、現在、経済価値の低い
資源を効率よく再利用することができない。資源循環の過程を明らかにすることを条件として規制を緩和していただきた
い。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

環境省

廃掃法の規制対象となる「廃棄物」は、同法第2条第1項において定められています。
この「廃棄物」に該当するか否かについては、管轄する自治体によって、「物の性状」、「排出の状況」、「通常
の取扱い形態」、「取引価値の有無」、「占有者の意思」のような各種判断要素を総合的に勘案して判断され
ることとなります。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第2
条第1項

対応不可

廃棄物は、不要であるために占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境
の保全上の支障を生じる可能性を常に有しているとの考えから、法による適切な管理下に置くことが必要で
す。
廃棄物に該当するかどうかは、各種判断要素を総合的に勘案して自治体により判断することになりますが、
たとえ最終的に廃棄物の再生等により再資源化等がなされるとしても、廃棄物はその処理の過程において
生活環境の保全上の支障を生じる可能性を有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要で
あり、資源循環に資することを理由として廃掃法の対象外とすることは困難です。

御提案の資源循環の過程を明らかにすることを条件として再資源化等を行う仕組みとして、廃掃法第9条
の8及び第15条の4の2に基づく再生利用認定制度等がございますので、これらを御活用いただければと思い
ます。
また、令和6年5月29日には「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」が成立しま
した。同法においては、再資源化事業等の高度化に係る国の認定を受けることで廃掃法上の許可を不要と
する制度を創設しましたので、同制度の活用も御検討ください。
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対応の
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ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針
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提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

228 令和6年11月15日 令和6年12月16日
食品リサイクル率算
定方式の改定

フードバンク団体等に寄贈した寄贈
品重量を、食品リサイクル率に算入
していただきたい。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針において、食品リサイクル率は「再生利用等実施率＝その年度の
（発生抑制量＋再生利用量＋熱回収量×0.95＋減量量 ）÷その年度の（発生抑制量＋発生量）」と定められている。こ
の計算方法について、廃棄前の食品ないしは再生利用されるような食品（販売期限切れだが、消費期限内の食品や規
格外品）をフードバンク団体等に寄贈した場合において、食品ロスの発生を抑制したものとして発生抑制量に算入するこ
ととしていただきたい。寄贈品は、食品廃棄物の発生を抑制し、社会的な貢献を果たす重要な要素であり、その価値を適
切に評価する必要があると考える。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

環境省
農林水産省

ご提案にある「廃棄前の食品ないしは再生利用されるような食品（販売期限切れだが、消費期限内の食品や
規格外品）をフードバンク団体等に寄贈した場合」といった廃棄することなく食用に供することを目的とした量
は、食品廃棄物等の発生量から除き、発生抑制量に計上することとしております。
このことについては、Q＆Aに公表されておりますが
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/attach/pdf/index-8.pdf）、引き続き周知
を行ってまいります。

食品循環資源の再生
利用等の促進に関す
る食品関連事業者の
判断の基準となるべ
き事項を定める省令
第二条付録第一

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

229 令和6年11月15日 令和6年12月16日

品質規程におけるバ
イオディーゼル燃料
の強制規格の対象
拡大

バイオディーゼル燃料（以降「ＢＤ
Ｆ」という。）の代替率毎に規格や製
造・消費の運用を定めていただきた
い。

揮発油等の品質の確保に関する法律の「強制規格」（成分規格）において、軽油代替率5%以下のＢＤＦ混合燃料は自動
車燃料として適用することが可能となっている。5%を超える場合には、「高濃度バイオディーゼル燃料等の使用による車
両不具合等防止のためのガイドライン」が定められているが、本ガイドラインは平成21年に策定されて以来、見直しが行
われていない。昨今、高純度バイオ燃料Ｂ30を使用した実証運行等も実施されており、ＢＤＦの代替率毎に規格や製造・
消費の運用を定めることが、更なる利活用に繋がると考える。ＢＤＦ混合燃料の活用は、ＣＯ2排出量の削減効果に加
え、資源循環型社会の実現にも寄与するものであることから、強制規格を新たに定めていただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

経済産業省国
土交通省

揮発油等の品質の確保等に関する法律は、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油及び
灯油について、適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を行い、消費
者の利益の保護に資することを目的としています。
バイオディーゼル燃料については、軽油に脂肪酸メチルエステルを５質量パーセントまで混和することが認
められています。

揮発油等の品質の確
保等に関する法律
第17条の７
揮発油等の品質の確
保等に関する法律施
行規則第２２条

検討を予定

現在、軽油代替燃料（FAME、HVO）のニーズが高まっている状況であると認識しております。御指摘の点も
踏まえ、軽油代替燃料の導入拡大に向けた必要な措置の検討を行ってまいります。なお、車両・供給設備等
への影響の確認、誤給油対策の検討や専門家等の意見の集約が必要であるため、現時点では検討開始時
期及び結論を得る時期については明示できません。

230 令和6年11月15日 令和6年12月16日

地球温暖化対策の
推進に関する法律に
基づく各都道府県、
市区町村への報告
書、計画書の統一化

地球温暖化対策の推進に関する法
律（以降「温対法」という。）に基づ
く、各都道府県、市区町村への報告
書、計画書について、様式、書式、
報告の範囲の行政毎の違いをなく
し、全国統一としていただきたい。

温対法において、「事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独、または共
同して温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置（他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与するため
の措置を含む。）に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない」とされている。各都道府県、市区
町村毎の条例等に基づき、報告が求められているが、現状、報告先毎に様式、書式、報告の範囲が異なるため、報告書
及び計画書の作成に時間と労力を費やしている。報告すべき内容は重複している点が多いことから、報告の内容が統一
されることで、事業者としてはデータの準備を効率良く対応できる。昨年度、環境省から「検討を予定」との回答があった
が、具体的に検討状況を教えていただきたい。なお、まだ検討段階であれば、温対法において自治体に策定が義務付け
られている実行計画の実績検証に用いられる側面を鑑み、国主導にて様式、書式、報告の範囲の行政毎の違いをなく
し、全国統一としていただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

環境省
地球温暖化対策計画書制度は、各地方公共団体で定める条例等に基づく制度であり、国に報告を求めるも
のではありません。報告書等については、各事業者による作成後、各地方公共団体に提出されるものと承知
しています。

各地方公共団体の条
例

対応

制度の現状欄に記載のとおり、地球温暖化対策実施報告書等は各地方公共団体で定める条例等に基づく
ものと承知をしており、環境省として報告書等の様式等を統一できる立場にはありません。なお、事業者の負
担軽減に向けた対応について、地方公共団体のご意見も踏まえつつ検討中であり、令和６年度中に結論を
得て、令和７年度以降に必要な対策を講じる予定です。

環境省

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

プラスチック容器トレイ等は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づき、各自治体が収
集する場合には、ペットボトル等と同様に、いわゆる「容リルート（指定法人ルート）」にのり、収集・再商品化がなされる。
スーパーマーケット等にて店頭回収された場合は、同様に「容リルート」にのせられるものと判断する自治体が多く、地域
住民の生活に根差した店舗の店頭にて回収が行われているが、他方、コンビニエンスストアにおいては、食品残渣や異
物等が混入する可能性があるとの理由から、廃棄物該当性について各自治体に判断を仰がなければならない状況であ
る。一部自治体においては有価物として認められているものの、その判断基準が統一されていないことから、全国での店
頭回収を行うには、1,700を超える各市町村と個別打合せを行わなければならず、リサイクル推進の障壁となっている。全
国に多数あるコンビニエンスストア等での店頭回収を加速させ、日本における容器包装リサイクルの一層の促進を図る
ために、省令等にて国として廃棄物に該当しない食品トレー等プラスチック商品等の基準及び方向性を明確にしていただ
きたい。

廃棄物の該当性を判断する際、そ
の物の性状、排出の状況、通常の
取扱い形態、取引価値の有無及び
占有者の意思等を総合的に勘案し
て自治体が判断するものとされてい
るが、プラスチック容器トレイ等、リ
サイクルに資する物については、一
定の判断基準を国に策定していた
だきたい。

対応不可

・廃棄物処理法第14
条第１項及び第６項

・廃棄物処理法施行
規則第８条の19第１
項第６号及び第７号、
第９条第１項第２号、
第10条の３第１項第
２号

・容器包装に係る分
別収集及び再商品化
の促進等に関する法
律（平成７年法律第
112号）

・「行政処分の指針に
ついて（通知）」（令和
３年４月14日付け環
循規発第2104141
号、環境省環境再
生・資源循環局廃棄
物規制課長通知）

・店頭回収された廃
ペットボトル等の再生
利用の促進について
（通知）（平成28年１
月８日付け環廃企発
第1601085号、環廃
対発第1601084号、
環廃産発第1601084
号、環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対
策部企画課リサイク
ル推進室長、廃棄物
対策課長、産業廃棄
物課長通知）

・プラスチック資源循
環法第39条、第41
条、第48条、第50条

「行政処分の指針について（通知）」（令和３年４月14日付け環循規発第2104141号、環境省環境再生・資源
循環局廃棄物規制課長通知）にもあるとおり、廃棄物は、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡する
ことができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通
常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであり、一般廃
棄物については市町村、産業廃棄物については都道府県等が判断することになります。

また、店頭回収されたプラスチック製の食品用トレイの取扱い（以下「食品用トレイ等」という。）については、
「店頭回収された廃ペットボトル等の再生利用の促進について（通知）」（平成28年１月８日付け環廃企発第
1601085号、環廃対発第1601084号、環廃産発第1601084号、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企
画課リサイクル推進室長、廃棄物対策課長、産業廃棄物課長通知）において、小売販売を業として行うもの
が自ら処理を行う場合として、市民の消費活動によって排出された廃ペットボトル等は本来一般廃棄物であ
るが、店頭回収された廃ペットボトル等が事業活動性の要件を充足し、「事業活動に伴って生じた廃棄物」と
認められる場合においては、産業廃棄物と解釈して差支えがないものとされています。なお、上記のような場
合であっても、当該店頭回収が開始された当初から、市町村の一般廃棄物処理計画の下で当該市町村から
一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者と委託契約を締結し、廃ペットボトル等の処理が適正に行わ
れている場合等においては、当該廃ペットボトル等について引き続き一般廃棄物として適正処理が継続され
ることを妨げるものではないとされています。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に係る法律（平成７年法律第112号）に基づき、市町村が食
品用トレイ等を指定法人に引渡す場合、原材料として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと、
容器包装以外の物が付着し、又は混入していないこと等を満たしていなければならず、異物等が入っている
場合、市町村が除去や洗浄等の中間処理を行うこととなるため、市町村が分別収集する容器包装廃棄物の
範囲については、各市町村が判断を行います。

また、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（以下「プラスチック資源循環法」という。）第39条
において、製造・販売事業者等による自主回収・再資源化事業計画の認定制度が設けられており、本制度に
より認定を受けた場合、同法第41条により、認定された自主回収・再資源化事業計画に基づく自主回収・再
資源化事業について、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要となり、地域に関わらず計画に基づいた事業
を行うことが可能となります。

さらに、対象の使用済プラスチック使用製品が産業廃棄物の場合、プラスチック資源循環法第48条におい
て、排出事業者による再資源化事業計画の認定制度が設けられており、本制度により認定を受けた場合、
同法第50条により認定された再資源化事業計画に基づく再資源化事業について、廃棄物処理法に基づく業
の許可が不要となり、地域に関わらず計画に基づいた事業を行うことが可能となります。

廃棄物は不要物であるため、占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環
境の保全上の支障を生じる可能性を常に有しています。このため、廃棄物に該当する物を処理する場合に
は、当該物の再生行為を含め、廃棄物処理法による適正な管理下に置き、生活環境の保全上の支障が生
ずるおそれのないことを確保した上で、廃棄物の適正な再生利用を推進していく必要があります。

御提案いただいている内容につきまして、左記「制度の現状」欄に記載のとおり、廃棄物該当性の判断は、
都道府県知事等が総合的に判断するものであり、提案理由に記載いただいている「容器包装に係る分別収
集及び再資源化の促進等に関する法律」に基づく収集に関しては、市町村が分別収集する容器包装廃棄物
の範囲について判断を行うものであるため、市町村との個別打合せが必要となるという課題については、廃
棄物該当性の判断基準の策定によって解決することはできません。

また、市町村が行う分別収集する容器包装廃棄物の範囲についての判断に関しては、やはり市町村が収
集物について除去や洗浄等の中間処理を行うことになる以上、市町村ごとの現状に即した適切な判断がな
されるべきであり、こちらについて一定の判断基準を設けることは困難です。

ただし、御記載いただいている「全国での店頭回収を行うには、1,700を超える各市町村と個別打合せを行
わなければならない」という課題については、左記「制度の現状」欄に記載のとおり、プラスチック資源循環法
に基づく自主回収・再資源化事業計画の認定を受けた場合、認定された自主回収・再資源化事業計画に基
づく自主回収・再資源化事業について、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要となり、地域に関わらず計画
に基づいた事業を行うことが可能となるほか、対象の使用済プラスチック使用製品が産業廃棄物であれば、
プラスチック資源循環法に基づく再資源化事業計画の活用が可能となり、同様に認定された再資源化事業
計画に基づく再資源化事業について、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要となり、地域に関わらず計画
に基づいた事業を行うことが可能となります。

令和6年11月15日227 令和6年12月16日
廃棄物該当性の判
断基準の策定
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

231 令和6年11月15日 令和6年12月16日

酒類販売管理者制
度の見直し（無人店
舗における酒類販
売）

デジタル技術を活用した年齢確認
且つ酒類陳列棚の遠隔監視ができ
れば、適正な酒類販売を管理でき
ると考えられるため、デジタル技術
活用を条件として無人店舗におけ
る酒類販売管理者制度の見直しを
検討していただきたい。

小売業においては、人手不足対策として無人店舗での酒類販売を行いたいが、店舗内に人がいない完全な無人店舗に
ついては、酒類販売管理者制度が要因で実現できない状況である。最も課題となる酒類販売においての年齢確認は、デ
ジタルを活用した年齢確認方法も一定程度認められ、非対面の販売は可能となってきている状況である。しかしながら、
酒類販売管理者制度においては、デジタルで確実な年齢確認を行えたとしても、「制度が無人を想定していない」という
理由で、無人店舗での酒類販売が認められない状況である。デジタル技術を活用すれば、20歳未満者に販売できないよ
うな取組みや適正な販売管理は可能であると考えるため、酒類販売管理者制度は残しつつ、無人店舗の場合の販売条
件を整備していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

財務省

20歳未満の飲酒防止や飲酒運転の防止などの社会的な要請の高まりに応えるため、致酔性を有する酒類
の特性に配意した販売方法と、酒類の販売業務を行うに当たって適用される各種の法令を遵守した適正な
販売管理を確保する必要があります。

このため、平成15年には酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（以下「酒類業組合法」といいます。）
の一部改正により、酒類小売事業者は各販売場ごとに酒類販売管理者を選任し、当該販売場において適切
な販売管理を確保させることが義務付けられました。

また、平成26年６月に、アルコール健康障害対策基本法が施行され、酒類業者はアルコール健康障害の
発生等に配慮するよう努める責務を有することとなり、酒類販売に対する社会的要請が一層高まっていま
す。

さらに、平成29年６月からは、酒類業組合法の改正により、酒類販売管理者に対し、酒類の販売業務に関
して遵守すべき法令の知識を最新のものに更新し、実効的な酒類販売管理を行わせるため、３年に一度の
酒類販売管理研修の受講が義務化されました。

・酒税の保全及び酒
類業組合等に関する
法律第86条の９
・酒税の保全及び酒
類業組合等に関する
法律施行規則第11条
の９
・酒税法第９条

対応不可

酒類の販売管理者制度の趣旨に鑑み、適正な販売管理とは、致酔性・依存性を有する酒類の特性を踏ま
え、年齢確認のほか、飲酒に起因する各種の事件、事故、トラブルの防止や、アルコール依存症患者や泥酔
者への酒類販売防止等の社会的要請に応えるものである必要があります。

これを踏まえ、国税庁では、無人レジ等のデジタル技術を用いて年齢確認等の酒類の販売管理を行う場合
であっても、酒類販売管理者等がバックヤード等に常駐して必要な管理監督を行わせるなど、適正な販売管
理を行う必要がある旨指導しています。

このようなことから、販売場においては酒類販売管理者又はそれに代わる者が常駐する必要があると考え
ています。

232 令和6年11月15日 令和6年12月16日
たばこ小売販売業
許可の規制緩和

たばこ小売販売業許可について、
以下3点について検討していただき
たい。
①距離基準の撤廃
②「低調店」基準の見直し
③無届休業店舗の扱い

コンビニエンスストアは、食料品から嗜好品まで様々な商品の販売が求められ、地域消費者の利便性向上に寄与してい
るが、たばこの取扱いの有無により出店を断念せざるを得ないケースや、販売許可の遅延が出店に影響を及ぼすケー
スがある。そこで、以下3点について検討していただきたい。
①距離基準の撤廃
たばこ販売の免許制については、既設たばこ販売店の保護の観点から距離基準が定められているが、距離基準が撤廃
されることにより、都市部のみならず、特に、地方にて買い物にご不便を感じている消費者に対し、コンビニエンスストア
の出店を通じ利便性の高いサービスの提供が可能になるものと考える。
②「低調店」基準の見直し
既設たばこ販売店の中には、営業時間が短い店舗もあり、多種多様な生活パターンがある現代の消費者の需要を満た
しているとは考えにくい（例えば、市街地の場合、月間15,000本未満、と定められているが、その本数で消費者の需要を
満たしているとは考えにくい）。
③無届休業店舗の扱い
距離基準内に販売の実態がないたばこ販売店があった場合、許可が遅れるケースがある。「低調店」や「容易に既設営
業所が見えない」という特例に該当していると考えられるため、その特例を適用するべきと考える。また、販売の実態がな
いたばこ販売店の近くで申請をした場合、許可が遅れるケースがあり、「低調店特例」や「視認特例」を適用するべきと考
える。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

財務省

①距離基準、②低調店
製造たばこの小売販売業を行う場合には、たばこ事業法に基づき、営業所ごとに財務大臣の許可を受けな

ければならず、その際、予定営業所と既設営業所との距離について、財務大臣が定める距離に達していない
場合は「不許可」となります。

ただし、既設営業所が販売数量の基準に満たない「低調店」に該当する場合は、距離制限を適用しない
「低調店特例」が設けられています。
③休業店

予定営業所の付近に、１月を超えて引き続き営業を休止していると認められる既設営業所があるときは、
当該既設営業所が休業店に該当するか否かを判定するための調査を行っており、当該既設営業所から小
売販売業の休止の届出がされていない場合には、事業者に確認のうえ、小売販売業廃止届の提出又は小
売販売業休止届出書の提出を指導しています。

たばこ事業法第22
条、第23条
たばこ事業法施行規
則第20条
大蔵省告示第74号
製造たばこ小売販売
業許可等取扱要領
製造たばこ小売販売
業許可等事務処理規
程

①、②対応
不可

③現行制度
下で対応可
能

①距離基準、②低調店
たばこ事業法における小売販売業の許可にかかる距離基準については、たばこ小売店の乱立を抑制する

ことにより小売販売業者の経営の安定を図ることに加えて、たばこの購入機会が過度にならないようにする
ことで20歳未満の喫煙防止の社会的要請やたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の趣旨等に応え
るという重要な役割を果たしています。したがって、引き続き必要な措置であると考えています。（また、「身体
障害者福祉法」及び「母子及び父子並びに寡婦福祉法」では、身体障害者等が小売販売業の許可申請をし
た場合、財務大臣は、当該者に許可を与えるように努めなければならないと規定されており、これを受け、距
離基準の特例として、身体障害者等から申請があった場合、距離基準を緩和し、原則の数値に8割を乗じて
得た数値を適用する取扱いをしています。仮に、距離基準を撤廃し、小売店が乱立することとなった場合、こ
れらの者の就労支援を図ろうとする福祉法令の趣旨を損なうおそれがある点についても考慮が必要です。）

また、最寄りの小売販売業者の営業所が、販売数量の少ない低調店である場合には、予定営業所との距
離は測定しない低調店特例が適用されることとなっており、引き続き維持する必要があると考えています。
③休業店

最寄りの小売販売業者の営業所が休業店（正当な理由がなく１月を超えて引き続きその営業を休止してい
る営業所）に該当するか否かを判定するための調査は小売販売業の許可申請の処分可否を判断する上で
不可欠なものです。

そのため、行政処分庁である財務局に対し、この調査を迅速に進めるとともに、当該調査により既設営業
所が休業店と認められる場合においては、速やかに予定営業所の許可手続きを行い、既設店の廃業手続き
によって遅延することのないよう指導しており、引き続き徹底してまいります。

また、小売販売店に対しては、営業を休止する場合や廃止した場合には、届出を行う必要があることを引
き続き周知してまいります。

なお、「低調店特例」や「視認特例」等の距離基準の特例については、個別の事案に応じて適用の可否を判
断しています。

233 令和6年11月15日 令和6年12月16日

自治体等地域キャッ
シュレス還元キャン
ペーンにおけるたば
こ販売

自治体等主催の特定地域内に限定
して実施される（後日付与等）キャッ
シュレスポイント等還元キャンペー
ンにおけるたばこ販売は、たばこ事
業法（以降「同事業法」という。）上、
定価外販売に該当するとされてい
るが、一部地域に限定した「一時
的」な施策が同事業法の趣旨を過
度に害しているとは考え難いため、
財務省より提示の判断基準フロー
チャートにある「4※」に関して、地方
公共団体における地域振興等の観
点からも、小売事業者が直接関与
しないポイント付与施策については
例外として認めていただき、例外規
定を定める同事業法施行規則第35
条等にその旨を明記していただき
たい。
※財務省ホームページ：
（https://www.mof.go.jp/faq/tab_sal
t/09af.htm）

同事業法第36条にて、たばこの定価外販売が禁止されており、現金値引きだけでなく、後日還元型のキャッシュレスポイ
ント還元等も同様とされ、「特定地域内」に限定して実施される自治体等主催のポイント還元施策に関しても定価外販売
に該当するとされている。コンビニエンスストア等、たばこ以外の商品も販売している場合は、たばことそれ以外を明確に
区分し、たばこについてはポイント等の付与を行えないこととすれば問題ないとされているが、「たばこ小売販売業調査
（令和元年度）」によれば、たばこ販売事業者の約8割はたばこ以外の商品も販売している兼業者であり、区分した会計
業務を行うことは店舗運営の効率に多大なる影響を与える。また、自治体等主催の施策では販売者と還元者が異なるた
め、販売者側では販売時点で購入者が該当者であるか、還元を受けるべき状態か等の判断が不可能である。仮に、販
売時に確認する場合、通常外のやり取りや、レジ対応時間の増幅等により生産性が低下し、場合によってはお断わりす
ることで購入者との間でトラブルに発展する懸念もあり、施策自体の参加を断念せざるを得ない状況である。小売事業者
自らが企画し、直接的に原資等を負担する形でのポイント付与については禁止するべきと考えるが、小売事業者が直接
的に関与しない形態については、昨今のキャッシュレスの普及を阻害しないためにも定価外販売の例外として認めてい
ただき、例外規定を定める同事業法施行規則第35条等にその旨を明記していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

財務省

製造たばこの小売販売業者は、たばこ事業法に基づき認可された小売定価以外による販売（定価外販売）
が禁止されています。

キャッシュレス決済において、一般的に、全国広く均一に実施されるポイント付与施策の対象に製造たばこ
を含めることは、定価外販売に該当しないと判断しております反面、特定の小売販売業者や一部地域に限定
して実施されるポイント付与施策の対象に製造たばこを含めることは、定価外販売に該当するおそれがあり
ます。

たばこ事業法第36条
たばこ事業法施行規
則第35条

対応不可

製造たばこの流通へ不当な影響を及ぼさないようにする観点から、たばこ事業法において定価外販売を禁
止しております。

たばこ事業法施行規則等において、定価外販売の例外として、小売販売業者が直接関与しないポイント付
与を認めますと、特定の小売販売業者に限定して製造たばこの販売が促進されるおそれがあり、製造たばこ
の流通に不当な影響を及ぼしかねないことから、適当ではないと考えます。

234 令和6年11月15日 令和6年12月16日
屋外広告物申請に
おける事務作業軽
減

屋外広告物許可申請の更新におい
て、自治体により、更新の度に、過
去提出済の書類提出を求められる
場合がある。また、更新申請書式
や必要となる添付資料が自治体毎
に異なることに加え、原則、紙運用
のために非効率であることから、申
請フォームの統一化及びデジタル
化を進めていただきたい。

各自治体の屋外広告物条例にて定められている屋外広告物許可申請について、許可期間を過ぎた場合に更新手続き
が必要となるが、自治体により、更新の度に、更新申請書の添付資料として賃貸借契約書の写し、登記簿謄本等の提出
を求められる場合がある。また、更新申請書式や必要となる添付資料が自治体毎に異なることに加え、原則、紙運用且
つ許可期間にバラつき等があるために、社内及び委託業者における業務効率化（ＤＸ化）等が進められない状況が続い
ている。そこで、屋外広告物申請フォームを統一化及びデジタル化し、初回申請時に提出した添付資料はデータにて保
管していただき、更新の際に変更があった場合のみ再提出とするような仕組みを構築していただきたい。これにより、官
民双方の効率化やデジタル化促進及びペーパーレスによるＣＯ2削減が期待できる。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

国土交通省

屋外広告物法第４条では、「都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を
維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件
の設置について，都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることがで
きる。」としています。これを受けて、それぞれの自治体の判断で許可対象となる広告物や許可にかかる条
件、手続を条例等で定めています。

屋外広告物法第４条 対応不可
制度の現状欄に記載のとおり、屋外広告物規制は各々の地方自治体の考え方や事情に応じて実施されて
いるため、その申請書式・添付資料・許可期間等の設定については、地方自治体の判断で合理的な対応が
可能となっています。

235 令和6年11月15日 令和6年12月16日

給水装置を必要とす
る設備設置に伴う、
水道局への申請方
法等の統一

コンビニエンスストアにおいて、カウ
ンター上に新たなファストフード設備
を設置する際は、必要に応じ各管
轄の水道局への申請を行っている
が、申請方法（紙面、電子）や、申
請に必要な書類が水道局毎に異な
り、対応が煩雑となるため書類を統
一化するとともに、電子申請に一本
化することを検討していただきた
い。また、給水装置改造の場合、申
請者を使用者に統一していただき
たい。

給水装置の新設、改造、修繕及び撤去工事を行う場合、各管轄の水道局への申請が必要となるが、現状、申請に必要
な書類が多く、管轄水道局により申請書式や申請方法が異なっていることから、管理が煩雑になっている。そこで、申請
に必要な書類を統一するとともに、紙面での申請を廃止し、電子申請に一本化していただきたい。また、地域によって
は、給水装置の改造は使用者責任として、使用者にて申請を可としているが、一方で、水栓所有者にて申請が必要な
ケースがあり、その場合、建物の貸主や、土地の地主への説明と承諾が必要となっている。この対応に、時間と労力とコ
ストが掛っているため、例えば、内装工事部分においては、使用者申請に統一する等、制度改善を行っていただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

国土交通省

指定給水装置工事事業者が行う給水装置の手続きについては、水道法施行規則第１２条の３第２号ホに規
定される「供給規定」に掲げる項目「給水装置の設置又は変更の手続き」が該当します。「供給規定」は各水
道事業者にて定めることとなっており、地域性や地方公共団体の他の公共土木工事との整合性を考慮して
いると認識しております。

水道法施行規則第１
２条

検討を予定
給水装置工事の申請手続等については、水道事業を運営している地方公共団体等の条例等に基づくものと
承知しておりますが、指定給水装置工事事業者の負担軽減の観点から、地方公共団体のご意見を踏まえつ
つ、必要な対応を検討してまいります。
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236 令和6年11月15日 令和6年12月16日
店舗の給水設備改
装における水道局の
規制緩和

新たに店舗を建築する際、又は内
装工事を行って店舗を開店する際、
給水工事を行うが、地域により給水
装置数により水道口径（メーター）
が決まっている。既存店舗におい
て、新たな販売設備の導入に伴い
給水装置が必要な場合、申請を行
うと、水道の増径が必要と判断され
る地域があるが、このような場合、
店舗の改装工事時の際に処置する
等の猶予措置をいただきたい。ま
た、ヘッダー方式の分岐工事も許
可していただきたい。

現在、多くの水道局は水道口径に基づいて給水装置数の上限を設定しており、店舗の開店時や環境変化に伴う新たな
販売・清掃設備の導入時には、この上限を超えると増径工事が必要とされる。この工事は多大な時間、労力、コストを要
し、長時間の断水により店舗利用者や従業員に大きな負担をかけている。そのため、既存店舗においては、改装工事時
に増径工事の処置をする等の猶予措置をいただきたい。また、給水装置の設置においては、ヘッダー方式が一般的であ
るが、一部の水道局ではヘッダーの先からの分岐工事が不可とされていることについて、分岐工事を許可していただき
たい。これにより、店舗は環境変化に柔軟に対応し、設備開発を進めることができるようになり、利用者の利便性向上に
繋がると考える。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

国土交通省
各水道事業体は地方公共団体等の条例に基づき、工事施工の詳細について施工基準や施行要領を策定し
ています。

なし 対応不可
国土交通省では、給水装置の設計・施工について、具体的な実施方法は定めておらず、各水道事業体の裁
量により対応されています。

237 令和6年11月15日 令和6年12月16日

小規模事業用電気
工作物における使用
前自己確認の規程
例外措置

使用前自己確認制度において、
50kW未満の出力で高圧受電してい
る屋根上設置の太陽光発電設備は
小規模事業用電気工作物と同じ扱
いとしていただきたい。また、以下2
点の試験は太陽光発電の性質や
負荷の状況に鑑み、確認内容を改
訂していただきたい。
①負荷遮断試験：
季節的要因や負荷設備の設置状
況に鑑み、現地試験が困難な場合
が多いため、工場試験の結果から
現地試験を省略できるよう確認方
法の内容を改訂していただきたい。
②負荷試験：
太陽光発電は水力発電等で用いら
れるような動力機構がなく、高調波
試験にも判定基準が設けられてい
ないため、本規程ただし書きにて、
「現地での全ての負荷試験は省略
できる」としていただきたい。

約20kWacの完全自家消費型太陽光発電設備（以降「ＳＣＰＶ」という。）を、近年、毎年約200店の高圧受電の新規開店店
舗の屋根に設置し、3年で計460店に設置しているが、この間に設計、施工及び天災を含めて一切事故はない。このよう
な中、令和5年3月に施行された小規模事業用電気工作物の使用前自己確認制度（以降「本制度」という。）に従い、点検
使用前自己確認が必要となった。しかしながら、本制度の施行背景はＦＩＴ制度開始以降、急速に増加した主に50kW未満
の野立て太陽光発電設備における公衆災害リスクへの懸念によるものと理解される。製品評価技術基盤機構(以降「ＮＩＴ
Ｅ」という。）の電気保安統計では小規模事業用電気工作物における事故原因の内、経年劣化による保守不備が大半で
あり、次に自然災害である。一方、元来比較的電気的リスクが低いと評価されていた50kW未満の太陽光発電設備におい
て、従来は500kW出力以上であった使用前自己確認項目（特に、負荷遮断試験、負荷試験の現地試験）が適用される合
理的な理由と、500kW出力以上と同等の電気的リスクと捉えられる実態が見当たらないと考える。ＳＣＰＶだけでなく高圧
連系の小出力太陽光発電設備は自家用電気工作物に該当するが、電気的には小規模事業用太陽光発電とリスクが変
わらず、電気主任技術者による相応の保安体制が確保されているため、本制度施行背景に照らして既に対応ができてい
ると考える。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

経済産業省

電気事業法第38条において小規模事業用電気工作物の要件として「低圧受電電線路以外の電線路により
その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること」と規定されています。
出力50kW未満であっても高圧設備と電気的に接続している太陽電池発電設備は電気事業法上は発電用の
電気工作物（発電所）となり、「自家用電気工作物」になります。
電気事業法第51条の2において「使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第39条第1項の
主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければ
ならない」と規定されています。

電気事業法38条第3
項一号ロ

電気事業法第51条の
2第1項

対応不可

電気事業法において、小規模事業用電気工作物の要件として「低圧受電電線路以外の電線路によりその構
内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの」としています。高圧設備と電気的に接続
されている太陽電池発電設備は、想定していない高圧の電流が流れこむ等によって、電気事故が発生する
リスクが大きくなるため、自家用電気工作物となり高い安全性を求められます。したがって小規模事業用電
気工作物と扱うことを認めることは難しいと考えます。
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈においては負荷遮断試験の検査方法に「必要な負荷運
転電の現地試験の実施が困難であった場合は、工場試験の結果から判断しても支障ないと認められるもの
については記録により確認できるものとする」と示しております。
負荷試験は、現地において機器各部からの異常な振動、音等の発生がないかを確認するものですので、現
地試験の省略は認められません。

238 令和6年11月15日 令和6年12月16日
高圧受電設備保安
点検頻度の緩和

高圧受電設備の月次点検につい
て、高圧設備の定期的な交換及び
高圧受電設備の監視システム（ス
マート保安）を設置することで、最大
3月に1度に延伸することが認めら
れているが、この点検間隔をさらに
緩和し、1年に1度に延伸していただ
きたい。

高圧受電設備の点検については、毎年実施の年次点検（最大3年に1回まで緩和可）及び月次点検（最大3ヶ月に1回ま
で緩和可）を電気主任技術者によって実施している。その内、月次点検は目視による点検であり、機器の数値を計測した
り、停電させて設備を点検したりはしていない状況である。現状、高圧受電設備については太陽光パネルを始めとした再
生可能エネルギー発電所の増加により設備数は増加傾向にあるが、電気主任技術者は高齢化や新規就業者の減少で
年々減少しており、このまま同じ体制で点検を行うと人手不足や保安点検費用の高騰等により、高圧受電設備が成り立
たなくなる恐れがある。そこで、高圧受電設備に監視装置を設置し、遠隔でも異常があれば確認できる仕組み（スマート
保安）を実装すれば、電気主任技術者による点検頻度を減らしてでも対応可能ではないかと考える。また、傾向として高
圧受電設備の各部品の故障は、20年を経過した頃から急増するため、15年単位にて高圧受電設備をオーバーホールす
ることで故障のリスクを軽減することにより、更に点検の間隔を開けることができないか検討していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

経済産業省
外部委託を受託する場合、主任技術者制度の解釈及び運用4.(7)①ニ、②及び③イに掲げる要件に従って、
月次点検及び年次点検を実施することと規定されている。

電気事業法施行規則
第53条第2項第五号

主任技術者制度の解
釈及び運用4.(7)①
ニ、②及び③イ

検討に着手

外部委託制度における点検周期の見直しについては、審議会において審議しながら、スマート保安技術の
活用促進も視野に、現在検討を進めております。
（令和６年３月19日 第15回 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 電力安全小委員会 電気
保安制度ワーキンググループ 資料３参照）
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/015_03_00.pdf

239 令和6年11月15日 令和6年12月16日

景品表示法における
総付景品及び一般
懸賞の景品類の最
高額の見直し

景品表示法（以降「景表法」とい
う。）における総付景品及び一般懸
賞の景品類の最高額について、以
下2点の見直しを検討していただき
たい。
①総付景品
取引価額1,000円未満の場合、景品
類の最高額が200円と定められてい
るが、物価高騰によりこれまで提供
できていた景品が提供できなくなっ
ているケースもあり、300円に引き上
げていただきたい。
②一般懸賞
懸賞に係る売上予定総額の2％と
定められているが、5％程度に引き
上げていただきたい。

近年、日本を含む多くの国々で物価が高騰しており、消費者の購買力が低下している。このような状況下で、消費の活性
化は経済の持続的な成長に不可欠であり、政府による積極的な対策が必要と考える。現行の景表法は、一般懸賞の景
品の最高額については売上予定総額の2%、総付景品については、取引価額1,000円未満の場合、200円が上限と定めら
れているが、この基準は平成19年に見直されたものであり、現行の景表法の規制内容が現在の経済状況に即していな
い可能性があり、見直しが必要であると考える。この規制が、企業のプロモーション活動を過度に制約し、消費喚起に繋
がる機会を失わせている可能性があるため、物価高の影響で消費者の購買意欲が低下している中、より魅力的なプロ
モーションが可能となるよう、景品の上限額の見直しを検討していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

消費者庁

不当景品類及び不当表示防止法（以下、「景品表示法」という。）における景品類の最高額、総額等の規制
は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するために必要なもの
として定められています。
①総付景品
景品表示法における景品規制のうち、懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店したりした人にもれ
なく景品類を提供する、いわゆる「総付景品」の限度額は、景品表示法第４条に基づき定められた「一般消費
者に対する景品類の提供に関する事項の制限」おいて、「景品類の提供に係る取引の価額の十分の二の金
額（当該金額が二百円未満の場合にあつては、二百円）の範囲内であつて、正常な商慣習に照らして適当と
認められる限度を超えてはならない。」と規定されています。
また、その運用基準についても「「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準につ
いて」 として定められています。
②一般懸賞
景品表示法における景品規制のうち、商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定の行為の優劣
等によって景品類を提供する、いわゆる「一般懸賞」の限度額は、景品表示法第４条に基づき定められた「懸
賞による景品類の提供に関する事項の制限」において、その最高額は「懸賞により提供する景品類の最高
額は、懸賞に係る取引の価額の二十倍の金額（当該金額が十万円を超える場合にあつては、十万円）を超
えてはならない。」と、その総額は「懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額
の百分の二を超えてはならない。」と規定されています。
また、その運用基準についても「「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準」 として定めら
れています。

・不当景品類及び不
当表示防止法第４条
・懸賞による景品類
の提供に関する事項
の制限
・一般消費者に対す
る景品類の提供に関
する事項の制限

その他

消費者が景品に惑わされて質のよくないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益
になります。また、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスの内容での競争に力を入
れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。
景品表示法における景品類の最高額、総額等の規制は、このような不当な顧客の誘引を防止し、一般消費
者による自主的かつ合理的な選択を確保することを目的として定められています。
具体的な景品類の制限額については、このような法目的の下、社会情勢の変化も踏まえつつ見直しに向け
た検討が行われるべきものと考えております。物価が高騰し、消費者の購買力が低下している時に、これら
の規制の緩和を行うと、かえって消費者の適正な商品選択がゆがめられる可能性も危惧されるという側面も
あるところ、こうした点も踏まえ、引き続き、社会情勢の変化を注視してまいりたいと考えています。

240 令和6年11月15日 令和6年12月16日
ＳＮＳ運営会社の規
制強化

ＳＮＳ等を運営する大規模プラット
フォーマー（以降「ＳＮＳ運営会社」と
いう。）に対し、以下5点の対応を検
討していただきたい。
①影響力に伴う責任の明確化
②不適切な情報（偽情報や誤情報）
に対する取材やファクトチェックの実
施
③不適切な情報掲載時の速やかな
訂正及び謝罪の義務化
④申入れ窓口の明確化とフローの
簡潔化
⑤申入れに対する回答の義務化

ＳＮＳ運営会社は、今や従来のマスメディア（新聞、テレビ等）と同等若しくはそれ以上の影響力を持ち、広告事業にて収
益を上げているが、その影響力に伴う責任を十分に果たしているとは言えない現状がある。不適切な情報（偽情報や誤
情報）の投稿によって、個人や企業に多大なネガティブな影響が及んでおり、その結果、個人が自死に追い込まれたり、
企業価値の棄損に繋がっている可能性が高いと考える。更に不適切な情報の投稿が、一部利用者（投稿者）の収益源に
なっていることも大きな問題である。一般のマスメディアは一定以上の取材等に基づき、不適切な情報（偽情報や誤情報
等）を掲載若しくは放映しないようにしており、誤情報等を掲載した場合には、訂正記事にて謝罪をし、自律的な倫理性を
高めるために、放送倫理・番組向上機構を組織し、常に適正化を図っている。ＳＮＳ運営会社も、一定以上の取材やファ
クトチェックを行うべきであり、不適切な情報の掲載予防並びに掲載した際の、速やかな訂正及び謝罪を行うことを義務
付けるべきである。また、ＳＮＳ運営会社への申入れ窓口を明確化し、フローを簡潔にすることで、利用者からの申入れ
がスムーズに行えるようにする等の仕組みの構築に加え、申入れに対する回答を義務化する等、情報流通プラット
フォーム対処法の更なる強化を図っていただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

総務省

情報流通プラットフォーム対処法では、大規模プラットフォーム事業者に対し、削除申出窓口・手続の整備・
公表や削除申出に対する一定期間内の判断・通知等の措置を義務付けることとしております。
まずは情報流通プラットフォーム対処法の早期施行に向けて、引き続き省令整備等の取組を進めてまいりま
す。

情報流通プラット
フォーム対処法

検討を予定
インターネット上の偽・誤情報対策に関しては、御指摘のプラットフォーム事業者をはじめとするステークホル
ダーの個々の自主的な取組のみに委ねていては対策が十分でないとの認識の下で議論を進めており、頂い
た御意見も参考としつつ引き続き検討を進めてまいります。
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241 令和6年11月15日 令和6年12月16日

「特例施設占有者」
の対象施設へのコン
ビニエンスストアの
追加

遺失物法における「特例施設占有
者」について、「不特定且つ多数の
者が利用する施設」にあたる施設と
して、コンビニエンスストアを対象と
していただきたい。

遺失物法（平成19年12月10日施行）において、一定の公共交通機関や百貨店、遊園地その他の不特定且つ多数の者が
利用する施設等、多くの落とし物や忘れ物を取扱う事業者を対象に「特例施設占有者制度」が創設された。遺失物法施
行令第5条第5号に規定されている要件を満たし、遺失物法施行規則第28条に基づき、当該事業者が公安委員会に「特
例施設占有者」と指定されることを申請し、公安委員会が指定することで、「特例施設占有者」となることが定められてい
るが、「不特定且つ多数の者が利用する施設」にコンビニエンスストアを対象としていただきたい。全国に約57,000店以上
の店舗を有するコンビニエンスストアにおいて、忘れ物の傘のリサイクル等ができれば、環境負荷等の軽減等に大きく寄
与できると考える。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

警察庁

遺失物法（平成18年法律第73号）において、「不特定かつ多数の者が利用する施設」に係る施設占有者が
特例施設占有者として都道府県公安委員会の指定を受けるためには、拾得等する物件の数が鉄道事業者
等に準じて多数に上ると認められることや物件を適切に保管するために必要な施設及び人員を有する者で
あること等が必要となります（遺失物法施行令（平成19年政令第21号）第５条第５号）。

なお、「忘れ物の傘のリサイクル」に関しましては、警察署長へ傘等の物件を提出していただき、警察署長
が公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する
ことができます（民法（明治29年法律第89号）第240条）。

遺失物法施行令第５
条第５号
民法第240条

事実誤認

コンビニエンスストアは原則「不特定かつ多数の者が利用する施設」に該当するところ、「不特定かつ多数の
者が利用する施設」に係る施設占有者が、遺失物法施行令第５条第５号に掲げる要件に該当するものとして
都道府県公安委員会に指定された場合には、特例施設占有者となることができます。

また、民法第240条に基づき傘等の拾得者が所有権を取得することができることから、現行の制度下にお
いても忘れ物の傘等のリサイクル等行うことは可能です。

242 令和6年11月15日 令和6年12月16日
スポーツ振興くじの
対象スポーツ拡大

日本スポーツ振興センターが主催
する「スポーツ振興くじ」について、
対象スポーツを拡大していただきた
い。特に、日本でプロリーグの歴史
が長い野球を対象とすることで、くじ
を介したスポーツ振興がより一層推
進されると考える。

日本スポーツ振興センターが主催する「スポーツ振興くじ」の対象スポーツに「ＮＰＢが統括するプロ野球」を追加・拡大す
ることで、現在、年間売上1,000億円規模であるスポーツ振興くじについて、大きな販売促進効果が期待できる。特に、野
球はプロリーグとしての売上高でサッカー（Jリーグ）に並ぶスポーツであり、くじのファン層拡大に大きな効果が期待でき
る。既に、超党派のスポーツ議員連盟でスポーツ振興の財源として議論されている経緯もあり、公共性も高いこの取組み
を実現していただきたい（令和6年1月の日本スポーツ会議でも本件について参加者から発言あり）。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

文部科学省

スポーツ振興くじ制度は、議員立法として平成10年に「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」及び同法
施行令等が施行され、これらの法令等に基づき平成13年からくじの販売を開始しています。
販売当初はくじの対象競技はサッカーのみでしたが、その後、超党派のスポーツ議員連盟の議論を経て、令
和２年の法改正（議員立法）により、バスケットボールが追加され、現在はサッカー及びバスケットボールを対
象競技としてくじを販売しています。

スポーツ振興投票の
実施等に関する法
律、同法施行令、同
法施行規則

その他
スポーツ振興くじの対象競技については、超党派のスポーツ議員連盟の議論を経て議員立法により法改正
が行われるものと承知しております。

243 令和6年11月15日 令和6年12月16日

コンビニエンスストア
にて提供する公共
サービスにおける
データ処理費用に関
する負担軽減

コンビニエンスストアについては、公
共サービスの提供窓口として、住民
票、印鑑証明書等の提供を行って
いる。
一方で、サービス利用に伴う費用と
しての複写防止処理等のデータ処
理料や、新たなサービス導入に関
わる開発費等も現状、事業者負担
となっているため、サービス提供の
持続性を維持・向上させるために
も、負担の在り方を見直していただ
きたい。

社会環境の変化に伴い、コンビニエンスストアについては、各自治体との連携のもと各種証明書（住民票、印鑑証明書、
各種税証明書ほか）を店舗内コピー機を利用し提供できるサービスを行っている。民間企業との取引であれば、サービス
利用に伴う費用である複写防止処理等のデータ処理料や、サービス導入に関わる開発費等は通例、依頼先企業の負担
となるが、行政サービスにおいては、事業者負担となっているのが実情となっている。人口減少が加速されるにあたり、
住民のタッチポイントとして、更なる行政サービスを担う可能性があるなかで、自治体への補助金交付等なんらかの支援
を継続的に行っていただくことで、事業者としても持続可能なサービスを提供していきたいと考えている。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

総務省
経済産業省

各種証明書のコンビニ交付サービスは、コンビニ事業者、地方公共団体情報システム機構及び各地方公共
団体の３者において契約関係が結ばれることにより成り立っている仕組みです。
なお、コンビニ交付サービスにおける各種証明書の交付通数は、近年急増しているところです（R2：820万通
→R3：1,397万通→R4：2,134万通→R5：3,190万通）。

なし 検討を予定

各種証明書のコンビニ交付サービスにおいて、コンビニ事業者は、証明書１通あたり117円の委託手数料を
収入として得ていると承知しています。
また、コンビニ交付サービスにおける各種証明書の交付通数は急増しているところであり、それに伴うコンビ
ニ事業者の委託手数料収入も増加していると承知しています。
しかしながら、コンビニ交付は国民に身近な拠点で証明書交付が可能となるなど、国民の利便性向上等の観
点から非常に大切な取組であり、関係者それぞれにとって持続可能な仕組みとしていくことが必要です。
コンビニ事業者にとって現在どのような負担が生じているのかお伺いさせていただきながら、今後の方向性を
検討して参りたいと考えています。

244 令和6年11月15日 令和6年12月16日

労働組合法施行令
第１１条における商
業登記法第１９条の
３を準用する改正

労働組合法施行令第１１条におい
て商業登記法第１９条の３を準用す
るよう改正すること。

労働組合については，労働組合法施行令第１１条において商業登記法第１９条の３（添付書面の特例。登記の申請書に
添付すべき登記事項証明書につき，会社法人等番号を記載した場合には添付不要となる ）を準用していない。
このため、例えば労働組合の主たる事務所移転について平成２９年７月６日付け法務省民商第１１１号民事局商事課長
通知を適用しようとしたとき、前提となる会社法人等番号の記載により登記事項証明書の添付省略が可能であることが
形式的には導けないため、事務の支障となることが考えられる。
他の法人等においては必要な商業登記法の準用を行っており、改正を願う。

個人 厚生労働省 ご指摘のケースにおいては、現状でも登記事項証明書の添付は不要であると承知しております。

労働組合法施行令第
11条
商業登記法第17条第
２項

事実誤認

商業登記法第19条の３は、商業登記法等の規定により登記の申請書に添付すべきこととなっている登記事
項証明書についての取扱いに係る規定であると承知していますが、労働組合法施行令第11条で準用する商
業登記法の規定において、登記事項証明書の添付を明示的に求めている手続はないと承知しています。
（労働組合法上も、登記事項証明書の添付を求める手続はありません）
一方で、管轄外への主たる事務所移転の登記申請における労働組合法施行令第11条で準用する商業登記
法第17条第２項第４号の「登記すべき事項」について、平成19年11月12日付け法務省民商第２４５１号法務
省民事局商事課長通知及び平成29年７月６日付け法務省民商第１１１号民事局商事課長通知により、新所
在地における登記の申請書には、本店を移転した旨及びその年月日の記載があれば足り、現状でも、登記
事項証明書の添付は不要であると承知しています。

245 令和6年11月15日 令和6年12月16日
No.1．非対面取引に
おける本人確認の
円滑化

事業者が犯罪収益移転防止法に基
づいて非対面取引における本人確
認を実施済みであり、かつ当該情
報が古物営業法の要件を満たす場
合、同一事業者やグループ企業内
で本人確認情報に齟齬がないこと
の確認をもって、再度の本人確認
に代替することを認めるべきであ
る。

古物を取り扱うオンラインプラットフォームやキャッシュレス決済は、今や日常に密接したサービスとなり、市場規模も
年々拡大している 。（※民間試算によれば、資源価格の高騰や円安による物価上昇を受け、2022年のリユース市場規
模は約2.9兆円、リユース経験人口は約3,400万人に上る。2009年以降13年連続で拡大、2030年には４兆円規模市場に
なると見込まれる。また、古物商等の許可件数も増加し、2022年度末には48万4,178件を記録した（警察庁）。2023年の
キャッシュレス決済比率は39.3％（126.7兆円）、うち電子マネーが5.1％（6.4兆円）、コード決済が8.6％（10.9兆円）に上る
（経済産業省）。）

古物営業法及び犯罪収益移転防止法においては、こうした経済活動を安全に行う目的で本人確認義務を実施してい
る。一方、利用者にとっては、同一事業者やグループ企業が提供するサービスで共通のID・パスワードを利用しているに
もかかわらず、都度本人確認を求められており、利便性を著しく損なっている。

犯罪収益移転防止法において認められる身元確認書類は、公的機関により発行され、かつ被証明者のみに交付され
るものに限定されており、古物営業法よりも厳格に運用されている。犯罪対策閣僚会議が取りまとめた「国民を詐欺から
守るための総合対策」（令和６年６月18日）においても、非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証
に原則として一本化するなど、本人確認の厳格化が定められた。犯罪収益移転防止法に基づく本人確認情報を利用す
ることで、より安全かつ確実な本人確認を実施することが可能となる。

また、本人確認情報に齟齬がないか、都度確認を行うことによって、古物営業法が求める古物の買受け等の相手方の
真偽を都度確認しつつ、利用者の利便性向上を両立することが可能となる。

（要望実現により）裨益する利用者は最大約3,400万人に上り、本要望によりリユースの活用が10％程度進むと仮定した
場合、約1,000億円の経済効果が見込まれる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

警察庁

古物営業法（昭和24年法律第108号）第１条では、同法の目的を、盗品等の売買の防止、速やかな発見等
を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、
及びその被害の迅速な回復に資することと規定しております。

相手方の真偽の確認については、同法第15条第１項において、古物商は、古物を買い受け、若しくは交換
し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、同項各号のいず
れかに掲げる措置をとらなければならないとされています。

また、非対面取引における相手方の真偽の確認の方法については、古物営業法施行規則（平成７年国家
公安委員会規則第10号）第15条第３項各号に規定されております。そのうち、第13号では、識別符号(不正ア
クセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第２条第３項に規定する識別符号をいう。)を付
し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者
がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確
かめることとされております。

古物営業法では、古物商は、帳簿等への記載等をしておかなければならないこと（同法第16条）、警察職員
は、必要に応じて立入り及び調査を行うことができること（同法第22条）等が規定されています。

古物営業法（昭和24
年法律第108号）第１
条、第15条第１項、第
16条、第22条

古物営業法施行規則
（平成７年国家公安
委員会規則第10号）
第15条第３項

対応不可

古物営業法は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な
規制等を行い、もって窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とし
ております。

グループ企業を含めた他の事業者による本人確認の情報を利用することをもって相手方の真偽の確認を
行うことについては、法目的を達成できなくなるため認められません。例えば、現行の古物営業法において、
古物商ではない他の事業者に対し、同法第16条に規定する帳簿等への記載等を行わせること、同法第22条
に基づく立入り及び調査を行うこと等はできません。また、古物商自らが本人確認をしない場合、他の事業者
から受け取った情報に不備が見つかったときに責任の所在が不明確になります。これらを補うためには、当
該他の事業者に帳簿等への記載等の義務を課したり、当該他の事業者を立入り及び調査の対象としたりす
る必要が生じ、かえって規制を強化することになるため、妥当ではないと思われます。

なお、古物の買受け等の相手方の真偽の確認については、古物営業法施行規則第15条第３項第13号の
規定により、一度本人確認の措置をとった相手方との間でＩＤ及びパスワードを設定し、その送信を受ける方
法等により、既に措置をとっていることを確かめることができた場合には、改めて同様の措置をとる必要はな
いとされています。
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246 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.2．育児・介護の
両立支援等に資す
る深夜労働の割増
賃金規制の見直し

真に自発的な本人の同意があり、
かつ労働者の自律的・主体的な働
き方が認められるフレックスタイム
制や裁量労働制の適用者等で、在
宅勤務を実施し労働時間終了後通
勤を要せず即時に休息ができる場
合には、本人の希望に応じ、深夜
労働を行った労働者に対する健康
診断又は産業医による面接指導な
どの健康管理措置を行うことを前提
として、以下のいずれかを認めるべ
きである。
①各月の深夜労働の回数制限を設
けたうえで、深夜労働に対する割増
賃金規制を適用しない（ただし、深
夜の勤務時間をあわせて１日の労
働時間が８時間を超えた場合は、
通常どおりの深夜割増賃金を払うこ
ととする）
②現行法で厚生労働大臣が必要と
認める場合はその定める地域又は
期間について深夜割増賃金規制の
対象時間を午後11時から午前６時
までとすることが認められていると
ころ、就業規則等により割増賃金規
制の対象時間を数時間後ろ倒しす
る

在宅勤務の普及により、日中に育児・介護等のために中抜けをするなど柔軟な働き方が定着してきている。そうした
中、育児・介護が落ち着いた夜間も含め、業務に集中できる就労時間帯を主体的に決めたいという在宅勤務者のニーズ
がある。企業側としても、個人の自律的で柔軟な働き方を後押しする観点から、上記のような個々人のニーズに応じた働
き方を認めていきたいと考えるところ、現行法では、深夜労働規制が適用されており、深夜残業を認めにくい状況にあ
る。

（要望実現により）労働者の健康に十分配慮しつつ、育児・介護等との両立をはじめとする、個々人の就労ニーズにあわ
せた柔軟な働き方が広がると期待される。

なお、2023年度の「規制改革・行政改革ホットライン」回答で厚生労働省は「深夜労働に対する割増賃金規制は、労働
強度に対する補償であり、かつ、健康確保のための長時間労働抑制効果も一定あると考えられる」としているが、本要望
は、自律的・主体的な働き方が可能である労働者が自発的に同意した場合に限定しており、そのため、会社が労働強度
の高い仕事を指示しているという厚生労働省の指摘はあたらない。また、例えば深夜労働に入る前の時間を含め１日８
時間を超えた場合は深夜割増賃金を支払うこと、適切な健康管理措置の実施を前提としていることから、長時間労働に
なるとの指摘もあたらない。当然、全面的な深夜割増賃金規制廃止を求めたり、健康確保を蔑ろにしたりする主旨では全
くない。厚生労働省には、労働者のニーズを的確にとらえたうえで、柔軟な検討を求める。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

厚生労働省

フレックスタイム制とは、一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び
終業の時刻を選択して働くことにより、労働者が仕事と生活の調和を図りながら効率的に働くことを可能とす
る制度です。

裁量労働制とは、業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務について、
労働時間の状況の把握に基づく労働者の健康確保と、法定労働時間を超える労働について、実労働時間数
に比例した割増賃金による処遇以外の能力や成果に応じた処遇を可能としながら、実労働時間規制とは別
の規制の下、使用者による実労働時間管理から離れて、業務の遂行手段や時間配分等を労働者の裁量に
委ねて労働者が自律的・主体的に働くことができるようにする制度です。

労働基準法においては、時間外、休日及び深夜の労働に対して、割増賃金を支払うべきことを使用者に義
務づけています。具体的には、使用者が午後10時から午前５時までの間において労働させた場合において
は、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の２割５分以上の率で計算した割増賃金
を支払わなければならないとしています。なお、厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その
定める地域又は期間については午後11時から午前６時までとすることができます。

労働基準法第32条の
３、第37条第１項、第
４項、第38条の３、第
38条の４

対応不可

労働基準法においては、使用者に対し、労働時間の位置が深夜という時刻にあることに基づき、その労働の
強度等に対する労働者への補償として、割増賃金の支払を要求しています。また、健康確保のための長時
間労働抑制効果も一定あると考えられることから、深夜労働に対する割増賃金規制を適用しないことについ
ては慎重な検討が必要です。

次に、深夜労働に対する割増賃金規制の対象時間を午後11時から午前6時までとする例外が認められて
いる趣旨は、日本の北東部と南西部とでは日の出・日没に１時間以上の差があることによるものですが、こ
れまでこの例外の対象となる地域又は期間を定めたことはなく、また、深夜という時間帯が事業場によって異
なるものではないことを踏まえますと、各事業場において深夜労働に対する割増賃金規制の対象時間を変
更することは適切でないと考えます。

なお、令和６年１月より開催している「労働基準関係法制研究会」において、割増賃金の意義や見直しの方
向性については、十分なエビデンスを基に、中長期的に検討していく必要があるとの御意見がありました。

いただいた御意見は今後の参考とさせていただきます。

247 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.3．完全無人店舗
における酒類販売時
のデジタル技術活用
に係る要件明確化

「酒税法及び酒類行政関係法令等
解釈通達」及び「酒類販売管理者
制度に関するQ&A」（国税庁）にお
いて、確実な年齢確認を実施できる
完全無人店舗においても酒類の販
売が可能であることを明示するよう
求める。そのうえで、年齢確認の際
に用いるべきデジタル技術の要件
を明確化すべきである。

人手不足の小売業において省人化や無人店舗のニーズが高まる中、有人店舗内セルフレジでの年齢確認に関して
は、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会が策定した「デジタル技術を活用した酒類・たばこ年齢確認ガイドライ
ン」（2023年１月）において、必要とされる年齢確認手法とその保証レベルについて一定の基準が示された。そのため、有
人店舗内の非対面の販売は可能となってきている。

また、酒類自動販売機については、国税庁として、酒類販売管理者の氏名、連絡先の所在地、電話番号の表示及び、
運転免許証やIDカードにより購入者の年齢を確認できる機能を備えた改良型機であること等を条件に酒類の販売を認め
ている。

一方で、完全無人店舗における酒類の販売条件については明文化されていない。デジタル技術を利用した完全無人店
舗での販売が可能か非公式に国税庁に確認したところ、酒類販売管理者制度が無人店舗の存在を想定していないので
判断できない旨の回答があった。

デジタル庁は2023年９月より、ライブイベントにおける酒類等提供時の年齢確認にマイナンバーカードを活用する実証
実験を開始した。一例としてマイナンバーカードの公的個人認証サービスと生体認証の組み合わせなど、デジタル技術
を用いて身元確認と当人認証を適切に行うことで、完全無人店舗であっても、未成年による飲酒の防止等、酒類の適正
な販売管理の確保は可能である。

（要望実現により）「経済財政運営と改革の基本方針2024」（骨太方針2024）が示した「業績改善にもつながるデジタル化
や省力化投資の取組を支援する」という方針のもと、デジタル化、自動化・省力化を推進することができる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

財務省

20歳未満の飲酒防止や飲酒運転の防止などの社会的な要請の高まりに応えるため、致酔性を有する酒類
の特性に配意した販売方法と、酒類の販売業務を行うに当たって適用される各種の法令を遵守した適正な
販売管理を確保する必要があります。

このため、平成15年には酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（以下「酒類業組合法」といいます。）
の一部改正により、酒類小売事業者は各販売場ごとに酒類販売管理者を選任し、当該販売場において適切
な販売管理を確保させることが義務付けられました。

また、平成26年６月に、アルコール健康障害対策基本法が施行され、酒類業者はアルコール健康障害の
発生等に配慮するよう努める責務を有することとなり、酒類販売に対する社会的要請が一層高まっていま
す。

さらに、平成29年６月からは、酒類業組合法の改正により、酒類販売管理者に対し、酒類の販売業務に関
して遵守すべき法令の知識を最新のものに更新し、実効的な酒類販売管理を行わせるため、３年に一度の
酒類販売管理研修の受講が義務化されました。

・酒税の保全及び酒
類業組合等に関する
法律第86条の９
・酒税の保全及び酒
類業組合等に関する
法律施行規則第11条
の９
・酒税法第９条

対応不可

酒類の販売管理者制度の趣旨に鑑み、適正な販売管理とは、致酔性・依存性を有する酒類の特性を踏ま
え、年齢確認のほか、飲酒に起因する各種の事件、事故、トラブルの防止や、アルコール依存症患者や泥酔
者への酒類販売防止等の社会的要請に応えるものである必要があります。

これを踏まえ、国税庁では、無人レジ等のデジタル技術を用いて年齢確認等の酒類の販売管理を行う場合
であっても、酒類販売管理者等がバックヤード等に常駐して必要な管理監督を行わせるなど、適正な販売管
理を行う必要がある旨指導しています。

このようなことから、販売場においては酒類販売管理者又はそれに代わる者が常駐する必要があると考え
ています。

248 令和6年11月15日 令和6年12月16日
No.4．社債権者集会
のバーチャルオン
リー開催の容認

社債権者集会についてもバーチャ
ルオンリー開催を可能とすべきであ
る。

社債発行会社の業績や財務状況が悪化し、社債の償還や利払い、財務上の特約の履行などが懸念される場合、社債
発行会社等が社債権者集会を開催し、社債権者の多数決により支払の猶予や特約事項の変更等を行うことがある。こ
の手続は、社債権者の円滑な意思決定を可能とし、社債権者保護に資するものである。したがって、必要なときに、社債
権者集会を機動的かつ効率的に開催できるようにすることが望ましい。

2021年の産業競争力強化法改正により、株主総会については、一定の要件を満たす場合にバーチャルオンリー開催
が認められている。一方、社債権者集会については、現行の会社法ではバーチャルオンリー開催が認められていない。

社債権者集会は緊急事に際して開催されるものであるため、機動的かつ効率的な開催を可能とする制度設計は株主
総会以上に必要と考えられる。社債権者の保護を強化する制度を整備することは、社債市場の活性化を通じて社債投
資家の裾野を広げ、ひいては会社による資金調達手段の多様化にもつながると期待される。

さらに、社債権者集会の決議は株主総会の決議と異なり、裁判所の認可を受けて初めて効力が生じる。すなわち、社
債権者集会の開催方法等が適切であったか否かは、裁判所が事後に判断することを踏まえ、社債権者集会の開催方法
については、株主総会よりも柔軟な対応が認められてもよいと考えられる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

法務省
会社法においては、社債権者集会を招集するに当たって、その「場所」を定める必要があるとされており（会
社法第７１９条第１号）、バーチャルオンリー社債権者集会の開催は認められていないものと考えられていま
す。

会社法第７１９条 検討を予定 法制審議会での調査審議を開始することについて、検討しています。

249 令和6年11月15日 令和7年1月20日

No.5．資金決済法に
おける前払式支払
手段の適用除外の
見直し

医師、弁護士、公益法人等に対して
発行する前払式支払手段について
も、資金決済法における前払式支
払手段の規定の適用除外とすべき
である。

資金決済法は、前払式支払手段の利用者を保護するため、その発行者に対して登録、資産保全、社内体制整備等の
義務を課している。ただし、「その利用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式支払
手段」については、利用者保護の必要がないため、適用除外とされている。

一方、医師、弁護士、公益法人等の取引は、商行為に該当しないことがある。例えば、医療法人が広告事業者からポ
イントを購入し、そのポイントを消費して広告サービスを利用する行為は、一般的に商行為に該当しない。そのため、そ
れらに対して発行される可能性がある前払式支払手段は、当該適用除外を受けることができない。したがって、当該前払
式支払手段の発行者には、未使用残高の２分の１以上の額の資産保全など、利用者保護のための措置が求められる。

しかし、医師、弁護士、公益法人等も、株式会社等と同様に、同種の取引を継続して行っているため、消費者と同様の
保護は必要ない。これらの職業や団体は、専門的な知識や一定程度の運営能力を持ち、利用者保護の観点からも過度
な規制は不要である。

（要望実現により）医師、弁護士、公益法人等へのキャッシュレス決済手段の提供が容易になり、その利用が拡大すると
期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

金融庁
法務省

・商行為に該当しない取引において使用するために発行する前払式支払手段については、資金決済法が適
用されます。
・一方、商行為となる取引においてのみ使用される前払式支払手段については、一般の個人が関与しない事
業者間で使用されることが想定されているところ、利用者保護という立法趣旨に鑑み、同法の適用除外とし
ております（資金決済法第４条第７号）。

資金決済法第４条第
７号

検討を予定

現行資金決済法において商行為となる取引においてのみ使用される前払式支払手段について適用除外とし
ているのは、一般の個人が関与しない事業者間で使用されることが想定されているためです。医師、弁護
士、公益法人等において一般の事業者と同等に利用者保護が求められないとは必ずしもいえないことから、
それら利用者の類型によって適用除外該当性を画することは困難です。
その上で、商行為に該当しない行為に使用するために発行する前払式支払手段について同法の適用を除
外することについては、利用者保護の観点から慎重に検討していく必要があり、直ちに措置することは困難
です。
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250 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.6．空間伝送型ワ
イヤレス電力伝送シ
ステムの普及に向け
た制度整備

空間伝送型ワイヤレス電力伝送シ
ステムについて、無線LAN等の「小
電力データ通信システム」と同様
に、技術基準への適合等を前提と
して電波法上の「無線設備」の対象
外とする、あるいは、一般消費者向
け等の規格を別途定めたうえで免
許を不要とすべきである。

電波の送受信により無線での電力伝送を可能とする空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムは、電波法上の「無線設
備」として位置付けられることから、設置にあたって総務大臣の免許を受ける必要があり、同システム普及の障壁となっ
ている。

（要望実現により）空間伝送型ワイヤレス電力伝送システムの普及によって、充電ケーブルの接続や電池の交換を行うこ
となく給電が可能となることから、利便性の向上とともに、IoTひいてはIoEのさらなる普及・発展を通じたSociety 5.0の実
現に寄与することが期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

総務省 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならないと規定されています。 電波法第４条 対応不可

有限希少な電波資源の公平かつ能率的な利用の確保のため、電波法に基づき、電波を送り、又は受けるた
めの電気的設備は、全て無線設備として規律されております（無線LAN等についても同様。）
空間伝送型ワイヤレス電力伝送システム（以下、「WPT」という）については、他の無線システムに有害な混
信を与えないことや、人体防護のための措置を行うことが必要であり、情報通信審議会における技術的検討
の結果、利用場所を屋内に限定することや他の無線システムに影響を与える可能性がある場合には運用調
整をすることなど、導入に当たり一定の条件を満たすことが必要とされております。このため、利用する際に
は無線局免許を得ることとなっています。
WPTを免許不要局とした場合、使用場所の限定や運用調整の実施が困難になると考えられることから、引き
続き免許局として規律していく必要があると考えます。

251 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.7．技適未取得機
器を用いた実験等
の特例制度の届出
制撤廃

①電波に関する外国の認証（FCC
ID、CEマーク等）を取得済みの場
合、または、②無線従事者が電波
法の技術基準に適合することを確
認している場合、については、特例
制度の届出を不要とすることを要望
する。

電波法の下、特定無線設備が電波法令の技術基準に適合していることを証明する日本独自の制度として技術基準適
合証明（技適）があるが、特例制度に基づく届出によって、180日以内の技適未取得機器の実験等が可能とされている。

しかし、180日以内に実験等を終えられるケースは少なく、また、同一目的での届出は認められていない。例えば、ある
企業では全届出の７～８割は180日以内に完了せず、特に量産開発の一環としての実験等を180日以内で完了すること
は困難である。

180日を超過した場合は電波暗室等の適切な場所を確保して実験等を行うか、技適を取得することになるが、レンタル
可能な電波暗室の数は限られており、移動工数も発生するため、実験スケジュールの長期化やコストの増加につながっ
ている。

日本ではこのような規制が存在するのに対し、欧州（EU加盟国：CE）、米国（FCC）等の諸外国においては、実験等を目
的とした場合には許可制・届出制を採っていない。

（要望実現により）無線機器の利用のさらなる拡大が見込まれる中、要望の実現によって、研究開発における時間・費用
の負担軽減（※例えば、技適未取得機器を用いた実験等の特例制度を年間20件程度届け出る企業では、180日以内に
実験等を終えられないケースが７～８割の場合、年間15件程度は技適を取得することになる。技適の申請費用は約100
万円／件のため、年間1,500万円程度の費用が生じている。また、技適の取得は平均２ヶ月の期間を要する） 、ひいて
は、全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、社会課題の解決につながるSociety 5.0 for SDGsの実現
に資することが期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

総務省

我が国の技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する無線設備を使用し
て実験等無線局を開設する場合、当該無線局を開設する者が総務省令に定めるところにより総務大臣に届
け出ることで、届出の日から総務省令で定める期間（180日）に限り、当該届出に係る無線設備を適合表示無
線設備とみなすとされています。

電波法第４条の２第
２項、第３項
電波法施行規則第６
条の３第２項

対応不可

海外の認証のみを取得している無線機器の中には、我が国で認められていない周波数や送信出力等を使
用するものが存在し、国内で使用した場合、我が国の電波環境に影響を与える恐れがあることから、当該機
器を用いて国内において利用する場合は、原則として技術基準適合証明等を受けることが必要となるとこ
ろ、電波法第４条の２第２項及び第３項において実験等無線局の特例制度として、期間と対象機器を限定
し、届出により当該機器を利用可能としています。

我が国の技術基準適合証明を取得していない場合において、実態として無線従事者が電波法の技術基準
に適合することを確認している場合であっても、機器の不良や不正な改造により、予期せぬ電力増加や他の
帯域の電波を発射することによる混信の可能性は否定できないため、開設の事実や無線設備の情報等を国
において適切に把握し監理できるよう届出は必要としています。

252 令和6年11月15日 令和6年12月16日
No.8．防災センター
設置義務基準の明
確化

同一エリア内の複数棟の防火対
象物を一括監視する防災センター
からの消防用設備等の遠隔監視
や、発災時の防災センター要員の
駆け付け体制を構築し、消防庁ま
たは自治体が認めた場合、複数の
防火対象物を集中管理できる防災
センターの設置を可能とする制度を
消防法に位置づけるべきである。

なお、当該制度における一元的に
管理することが許容される防火対
象物は、防災センター要員が駆け
付け可能な一定の範囲に限定する
ものとし、充分な安全性が担保され
ていると消防庁あるいは自治体が
認めた場合に限ることとし、基準の
細目までは定めず、個別の防火対
象物及び管理体制の実態に応じた
柔軟な制度とすべきである。

消防法施行規則第12条第１項第８号において、一定規模以上の防火対象物に防災センター等を設置するよう義務付
けられている。2018年度規制改革ホットラインの所管省庁の回答において、本規則は各棟に防災センターを設置するよう
に義務付けているわけではないとされているが、一部の自治体では、一定規模以上の防火対象物ごとに防災センターを
義務付ける条例を定めている。

このため、複数の防火対象物が集中的に整備されているエリアでは、防災センターや要員を棟ごとに確保する必要が
あり、ビル管理の人手が不足する中、DX等を活用した防災体制の効率化による人手不足の解消が喫緊の課題となって
いる。

（要望実現により）一部自治体の条例の見直しが促され、防災センター要員や防災業務の効率化が進展することが期待
される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

総務省

消防法施行規則においては、一定規模以上の防火対象物に設置される一部の消防用設備等について、総
合操作盤の設置が義務付けられており、具体的には、防災センター、中央管理室、守衛室その他これらに類
する場所（常時人がいる場所に限る。）に設置することとされています（消防法施行規則第12条第１項第８
号）。

なお、これとは別に、一部の自治体の条例においては、総合操作盤を防災センターで集中管理することや
防災センター要員の常駐などが義務付けられています。

消防法施行規則第12
条第１項第８号

検討を予定

「制度の現状」の欄に記載のとおり、消防法令においては防災センターの設置について義務付けられてい
ないところですが、消防庁では、不動産関係の事業者からヒアリングを行い、課題の抽出と整理を行っている
ところです。

今後、その結果等を踏まえ、必要な対応を検討して行く予定です。

253 令和6年11月15日 令和6年12月16日
No.9．携帯電話の法
人契約における本人
確認の効率化

追加申込時の担当者個人の本人
確認についても、法人のそれと同
様、過去の契約時における本人確
認情報と照合する方法を認めるとと
もに、法人にもID・パスワード・ワン
タイムパスワード等、顧客しか知り
得ない情報を用いた電磁的方法に
よる本人確認を認めるよう要望す
る。

法人が携帯電話を契約する際、①契約者である法人、②当該法人の担当者である個人、の両方について本人確認が
必要とされる。しかし、現状はオンライン取引が主流にもかかわらず本人確認手法がアナログかつ効率的でないため、円
滑なビジネスを阻害している。

具体的には、追加申込時の本人確認の簡略化が法人には認められている一方、担当者個人には一切認められていな
い。また、非対面での本人確認における電磁的方法の利用に関しても、担当者個人はeKYC（オンライン上での本人確
認）を利用できるにもかかわらず、法人には登記住所への転送不要郵便等の送達確認しか認められていない。このよう
に、法人と担当者個人それぞれに認められる本人確認の手法が整合的でないため、実態面で手続き簡素化につながっ
ていない。

今日の経済社会活動においてスマートフォンは不可欠なツールとなっており、約２万社の企業は毎月、回線の追加申し
込みを行っていると推定される。加えて、年間で複数回追加申込を行う企業まで含めれば32万社に上ると推定される（実
例を基に試算）。これらすべての契約において時間と手間を要する本人確認を行わなければならないことから、携帯電話
事業者と顧客である法人の双方に過度な事務負担が生じ、ビジネスのスピードを低下させている。

なお、犯罪対策閣僚会議が取りまとめた「国民を詐欺から守るための総合対策」（令和６年６月18日）では、携帯電話契
約時にマイナンバーカードを用いた本人確認の厳格化（非対面の本人確認手法は、マイナンバーカードの公的個人認証
に原則として一本化）が定められたが、現在の規定では公的書類の掲示を受けた携帯電話事業者が目視で確認してい
る。法人に対しても電磁的な方法を認めることは、本人確認の実効性の担保に資するものである。

（要望実現により）正確で安全・安心な本人確認とともに、携帯電話事業者と顧客である法人双方の事務負担の軽減及
びビジネスの円滑化の両立が可能となる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

総務省
警察庁

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する
法律施行規則（平成17年総務省令第167号）第３条第３項及び第４項において、既に役務提供契約を締結し
ている者と新たに役務提供契約を締結する場合については、簡易な方法による本人確認が認められていま
すが、法人契約における契約担当者の本人確認については、この簡易な本人確認方法は適用できないた
め、第４条に規定する方法に基づく本人確認を行う必要があります。また、法人契約における契約担当者の
本人確認については、本人確認書類もしくはその写しに記載された住居にあてて、契約の締結に係る文書を
書留郵便等により転送不要郵便等で送付すること等が必要になります。

携帯音声通信事業者
による契約者等の本
人確認等及び携帯音
声通信役務の不正な
利用の防止に関する
法律（平成17年法律
第31号）第３条

携帯音声通信事業者
による契約者等の本
人確認等及び携帯音
声通信役務の不正な
利用の防止に関する
法律施行規則（平成
17年総務省令第167
号）第３条及び第４条

検討に着手

「国民を詐欺から守るための総合対策」（令和６年６月18日犯罪対策閣僚会議決定）、「デジタル社会の実現
に向けた重点計画」（令和６年６月21日閣議決定）及び「不適正利用対策に関するワーキンググループ報告
書（令和６年11月29日）」も踏まえ、頂いたご提案を参考にしつつ、携帯音声通信事業者による契約者等の
本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律（平成17年法律第31号）及び携帯音
声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施
行規則（平成17年総務省令第167号）に基づく本人確認方法の在り方等について、検討を進めて参ります。
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254 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.10．届出電気通
信事業者及び媒介
等業務受託者の手
続き簡素化

通信事業を直接的に行わない事業
者が個々に届出や定期報告を行う
ことは不要とするよう要望する。例
えば、特定の機能のみのIoTサービ
スについては機器メーカーが代表し
て電気通信事業者としての届出を
行ったり、電気通信番号の報告義
務についてはメーカーが一括して定
期報告を行ったりすることなどが考
えられる。

近年のIoT技術の向上に伴い、通信以外の機器を扱うメーカーもIoTサービスを拡充する中、保守設備業者によるIoT活
用の遠隔監視・保守等のサービス提供と業務効率化のニーズが高まっている。

一方、電気通信事業法の下、通信機能を有するサービスの提供者（届出電気通信事業者）には、電気通信事業者とし
ての届出や年１回の電気通信番号の使用に関する報告義務が課されている。また、通信機能を有するサービスを顧客
に紹介する事業者（媒介等業務受託者）として販売代理店の届出を行わなければならないケースがある。

管理業務の効率化を目的にIoTを活用する場合、通信機器として別の管理が必要となり、修理・保守業務を生業として
きた業者にはハードルが高い。加えて、前記いずれの事業者に属するかの判断は、生業とする業務及び顧客との契約
のあり方により確定するため、業者が営業活動を開始する際にいずれの届出を要するか明確でない。そのため、IoTサー
ビスを拡充する機器メーカーが当該事項をサプライチェーン全体に周知徹底・管理することは極めて困難である。

（要望実現により）サプライチェーン全体における手続きの軽減はもとより、IoTサービスへの事業参入障壁が低下し、社
会全体のDX推進におけるより一層の加速が期待される。ちなみに2023年度の業務用空調機器設置台数80万6,200台の
うち、約８割はメーカー直系事業者以外が設置したものであり、本要望の実現による負担軽減、コスト削減効果は大き
い。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

総務省

【電気通信事業の届出関連】
電気通信回線設備を設置せずに他人の通信の媒介をする電気通信役務を提供するのであれば、電気通信
事業法第16条第１項の届出が必要となります。

【電気通信番号の使用状況報告関連】
電気通信番号を使用する電気通信事業者は、毎年度末における電気通信番号の使用状況について、電気
通信事業報告規則第８条に基づき総務大臣に報告することとされています。

【媒介等業務受託者関連】
電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒
介等の業務を行おうとする者は、同法第73条の２の届出が必要となります。また、届出媒介等業務受託者の
うち、法26条第1項第1号又は第2号に掲げる電気通信役務の契約の媒介について営業所等において利用者
に対して対面により業務を行う者又は媒介業務を再委託を行っている者は、電気通信事業報告規則第４条
の１１に基づく報告を要することとなります。

電気通信事業法第16
条第１項、第73条の
２
電気通信事業報告規
則第４条の11、第８
条

現行制度下
で対応可能

【電気通信事業の届出関連】
「提案の具体的内容」に記載いただいた「通信事業を直接的に行わない事業者」が他人の通信を媒介する

電気通信役務を自らが主体となって提供していない場合であれば、電気通信事業法第16条第１項による届
出は不要です。

なお、当該届出の要否については、「電気通信事業参入マニュアル［追補版］」「電気通信事業参入マニュ
アル（追補版）ガイドブック」により事例を示しています。

【電気通信番号の使用状況報告関連】
上記の届出が不要なIoTサービスについては、電気通信事業報告規則第８条の報告も不要です。
なお、IoTサービスに使用する電気通信番号については、従来使用されていた音声伝送携帯電話番号

（070/080/090）の需要増加に伴う逼迫対応のため、データ伝送携帯電話番号（0200で始まる14桁の番号）
が創設され、現在、移行が進められているところであり、こうした状況を把握し、有限希少な資源である電気
通信番号の適切な管理を行うために、上記の届出を要するIoTサービスを提供する事業者については、毎年
度、電気通信番号の使用状況の報告をいただいています。

【媒介等業務受託者関連】
上記の届出が不要と整理された業務については、あわせて同法第７３条の２の媒介等業務の届出も不要と

なります。
なお、IoTサービスを紹介する場合であっても単にパンフレットを頒布することや、内容を読み上げるだけで

あれば届出は不要となります。ただし、顧客の契約締結意思の形成に向けた働きかけを自ら行う場合であれ
ば届出対象となります。

255 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.11．建設工事請
負契約における署名
又は記名押印規制
の緩和

契約金額が小さく、契約期間が長
期間にわたらない建設業請負契約
においては、署名又は記名押印を
不要とするなどの緩和をすべきであ
る。

建設業請負契約は、一般的に契約金額が大きく、契約期間も長期にわたることから、契約締結後のトラブルを未然に防
ぐために、署名又は記名押印規制が課されている。しかし、請負契約の中には、契約金額が少額かつ契約期間が長期
にわたらない契約も存在する。こうした小規模契約を含め、全ての請負契約に対し、押印等の規制を設け続けることは、
IT・通信環境の進展に伴う現在の働き方に則しておらず、建設業の生産性向上を妨げる要因となっている。

なお、建設業請負契約は一定の技術的基準をクリアすれば契約を電子化することも認められているが、当該技術的基
準が不明確であること、電子署名にコストがかかること等の理由で、契約の電子化はまだ一般化していない。

（要望実現により）契約当事者双方において、物理的に紙に印刷して署名押印する業務が少なくなることで、現代の働き
方に則した契約業務となり、建設業界の生産性向上が期待できる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

国土交通省
建設業法（昭和24年法律第100号）においては、建設工事の請負契約の当事者は必要事項を記載した契約
書を署名又は記名押印して相互に交付しなければならないこととされている。

建設業法第19条第１
項

対応不可

建設工事は、その金額や期間に関わらず、当該工事に係る内容や責任主体を契約書として明確にすること
で後の紛争が防止されるだけでなく、請負契約が具有しやすい片務性の是正にもつながります。
署名又は記名押印は契約書の真正性を保証する上で重要な項目であり、法の規定の趣旨を踏まえれば引
き続き必要とされる措置であると考えられます。

256 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.12．建設工事請
負契約における電磁
的措置の技術的基
準に係るガイドライ
ン改定

「建設業法施行規則第13条の２第２
項に規定する「技術的基準」に係る
ガイドライン」を最新の情報通信技
術や社会情勢を踏まえた内容に改
定すべきである。その際、ブロック
チェーン技術のような最新技術や、
前述したグレーゾーン解消制度で
一定要件のもと認められた立会人
型電子署名（ガイドラインでは当事
者型電子署名のみを認めているよ
うな記述となっている）についても反
映すべきである。

建設工事の請負契約を電磁的に行う場合には、「建設業法施行規則第13条の２第２項に規定する「技術的基準」に係
るガイドライン」（以下、ガイドライン）を遵守することとなっている。

ガイドラインは通知から既に20年以上が経過しており、進歩の激しい情報通信技術や、ガイドラインの名称にある法令
条項すら最新情勢に対応していない（ガイドラインを規定する条項は建設業法施行規則第13条の２第２項から、第13条
の４第２項に改正されているが、ガイドラインの名称は古いままとなっている）。このため、事業者から見て制度が不透明
であり、契約のデジタル化を阻害する要因の一つとなっている。事実、「グレーゾーン解消制度」においても、国土交通省
が所管する公開案件58件中21件が、当該ガイドラインに係る照会となっている（2024年７月時点）。

なお、経団連の2021年度規制改革要望において契約の電子化を進める要望を行ったところ、国土交通省からはガイド
ラインの改定について必要な検討をする旨の回答があったが、現時点で改定に向けた動きが確認できない。期限を区
切って、早急にガイドラインを改定すべきである。

（要望実現により）建設業における契約のデジタル化が進み、テレワークの促進、契約コストの削減、取引データの蓄積
を通じた生産性の向上、信用情報の可視化など、経済の高付加価値化を進めることができるようになる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

国土交通省

建設業法（昭和24年法律第100号）においては、建設工事の請負契約に係る契約書を情報通信技術を利用
する方法によって締結できることとされている。
当該技術の基準については、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）においてその詳細が規定され
ている。

建設業法第19条第１
項、第３項
建設業法施行規則第
13条の４第２項

【建設工事
の請負契約
の電子契約
について】
現行制度下
で対応可能

【ガイドライ
ンの改定に
ついて】検
討を予定

建設工事の請負契約については、書面による契約に代え情報通信技術による契約方法も認められていま
す。情報通信技術に求められる技術的基準については、省令において定められているところ、その内容を詳
解するものとして「建設業法施行規則第13条の２第２項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン」が策定
されておりますが、2023年５月に「電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」を
作成し、同年10月には同ガイドラインの解説として「請負契約の電子化に伴う施工体制台帳に係る対応につ
いて」を示すなど、建設工事の請負契約の電子契約についてはこれまでも社会情勢の変化に応じた対応を
行っております。引き続き、関係各位のご意見も賜りつつ、必要な改定について令和７年度中に結論を得た
いと考えております。

257 令和6年11月15日 令和6年12月16日
No.13．建設リサイク
ル法の届出手続き
の円滑化

国は、「ローカルルール見直しに係
る基本的考え方」に示された「全国
的に共通の取扱いとすべき場合に
は、（中略）技術的助言のかたちで
運用のガイドライン等を周知するこ
とや、法令改正をすること等の必要
な措置を講ずる」に基づき、「提案
理由」欄に記載のローカルルールを
是正する技術的助言（例：国の標準
書式に基づくオンラインでの届出を
原則とする、押印不要を原則とする
等）を、各自治体に発出すべきであ
る。

コンクリートや木材等の「特定建設資材」を用いた工事の発注者や自主施工者は、「建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律（建設リサイクル法）」に基づき、同法第10条に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない
（対象建設工事の届出等）。

近年、当該届出をオンラインで完結することが可能となったことは、行政手続きの効率化及び事業者の事務負担軽減
の観点から評価できる。

しかし、一部自治体では、①オンライン非対応のため書面提出が必須、②国の標準書式とは異なる自治体独自の書式
での申請が必須、③委任状への押印が必須、といったローカルルールが未だ存在している。このため、事業者は工事場
所が立地する自治体固有の届出方法を都度確認し、必要に応じて対応を調整せざるを得ない状況にある。

（要望実現により）行政の効率化及び事業者の事務負担の軽減につながり、建設工事に係る資源の再資源化への取り
組みが一層促され、DXを通じたサーキュラーエコノミーの実現に寄与することが期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

国土交通省
環境省

建設リサイクル法の届出は、法第10条で「対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の
七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならな
い。」とされている。
様式については、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第２条第２項で定められている。
なお、届出については電子申請で対応することも差し支えない。

押印については、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令が令
和３年１月１日に施行され押印不要となっている。

建設リサイクル法第
10条関係
特定建設資材に係る
分別解体等に関する
省令第２条第２項

①、③対応

②対応不可

①については、国土交通省として、届出手続きのオンライン化を推進するため、都道府県建設リサイクル法
担当者会議を通じ、都道府県のオンライン化の状況の把握、情報提供等に取り組んでいます。

②については、原則法令に基づく様式を使用しているものと認識しておりますが、地域の実情に合わせて、
追加の情報等を求めるために、様式を加工することを妨げるものではないと認識しております。

③については、押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令が令和
３年１月１日に施工され押印不要となっており、押印不要の様式を都道府県に通知するなどの周知を図って
おります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

258 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.16．行政機関等
匿名加工情報の民
間事業者等による利
用促進

行政機関の保有する個人情報を加
工して作成する行政機関等匿名加
工情報を提供する制度における提
案募集について、例えば福岡市の
ように、回数や期間を撤廃し、定常
的なものとすることを要望する。ま
た、都道府県及び指定都市以外の
地方公共団体における当該制度の
適用を早期に実現するよう求める。

個人情報の適正かつ効果的な活用による新産業の創出、活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現という観点か
ら、行政機関の保有する個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報を提供する仕組みが実装されている。

これにより、個人データの利活用を通じて、新規事業の創出や住民サービスの向上等、事業者による価値創造が期待
される（想定される活用例：①学習コンテンツ利用状況や教員の指導計画を活用した新教材の開発、②介護関連情報を
活用したケアプランの開発、③健診情報や医療関連情報を活用したヘルスケアサービスの開発等）。

個人情報保護法施行規則では、行政機関等匿名加工情報の提供の「提案の募集は、毎年度一回以上、当該募集の
開始の日から三十日以上の期間を定めて」実施する旨定めているが、必要最低限の回数及び期間で提案募集を実施し
ている省庁や地方公共団体が少なくない。

こうした中、事業者はデータ取得に要する所定の手数料と、匿名加工費用（１回あたり数十万～数百万円）を支払って
いるにもかかわらず、以下の課題に直面し、費用対効果が著しく損なわれているのが現状である。
①事業によってデータの取得・活用が必要な時期が異なるため、提案募集のタイミングによっては時機を逸する場合が
ある
②提案募集の時期が不明瞭なため、予算化等を含む事業計画の策定が困難
③１年に複数回更新されるデータであっても、年に１度の提案募集であれば、鮮度の高いデータを取得することが困難

また、都道府県及び指定都市以外の地方公共団体では、当該制度の適用について経過措置が講じられているが、とり
わけ市民生活向上に資するサービス提供のために必要なデータは市町村が保有しており、早期の活用が求められる。

（要望実現により）提案書の審査基準等を個人情報保護委員会がより厳密に公表することによって、審査者（行政機関
等）及び提案者（民間事業者等）双方の負担軽減のほか、制度活用の活性化にもつながることが期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

個人情報保護
委員会

行政機関等匿名加工情報の提案の募集制度について、行政機関等は、毎年度１回以上、募集の開始の日
から30日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により、提案を募集しなければな
らないとされています（個人情報の保護に関する法律施行規則第53条第１項）。
また、都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団体及び地方独立行政法人については、行政機関等匿
名加工情報の提案の募集は、当分の間、任意とされています（個人情報の保護に関する法律第111条、個人
情報の保護に関する法律附則第７条）。

個人情報の保護に関
する法律第111条
個人情報の保護に関
する法律施行規則第
53条第１項
個人情報の保護に関
する法律附則第７条

【提案の募
集の実施時
期及び期間
について】
現行制度下
で対応可能

【提案の募
集の義務付
けについて】
その他

【提案の募集の実施時期及び期間について】
提案の募集は、行政における通常の事務の遂行に鑑み、毎年度ごとに、募集の期間を定めて実施すること
としています。制度の現状において記載のとおり、「毎年度１回以上、募集の開始の日から30日以上の期間
を定めて」行うものと定めていますが、現行制度においても、各行政機関等の判断により、期間を１年間と設
定することで、通年的に実施することが可能です。
また、個人情報の保護に関する法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）においては、「本制度の
理念にのっとり、提案募集は年度のうち可能な限り早い時期に開始し、また、提案者の利便と各機関及び法
人の事務負担等とのバランスを考慮し、30日にこだわらず、複数月にわたり提案募集の期間を設けるよう努
める。」とお示ししているところであり、提案者にとって利用しやすい制度となるよう、引き続き努めてまいりま
す。

【提案の募集の義務付けについて】
都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団体及び地方独立行政法人について、提案の募集の実施が、
当分の間、任意とされているのは、多くの地方公共団体において匿名加工に関する実務の蓄積がなく、ま
た、匿名加工に関する十分な知見を持った人材を確保することに困難が予見される状況においては、適正な
運営の確保に一定の懸念があることを踏まえたものです。
各行政機関等での行政機関等匿名加工情報の提供実績や、事業者ニーズの状況等も踏まえ、提案者に
とって利用しやすい制度となるよう、引き続き努めてまいります。

259 令和6年11月15日 令和6年12月16日
No.17．組織再編等
における公告事項へ
の法人番号の追加

法人に関する公告のうち、官報によ
る公告が法律上義務付けられてい
るもの（組織再編公告、減資公告、
倒産公告など）は、ひな型に法人番
号の記入欄を設けるなど法人番号
の記載を推進すべきである。

株式会社等の法人が組織再編、減資、または倒産手続を行う時などにおいて、債権者保護等の観点から官報による公
告が行われる。当該公告には、法人を特定する情報として法人の名称、住所、代表者氏名の３点が記載される。

しかし、これらの情報だけでは、法人を正確に特定できないことが多い。例えば、法人名称の変更やバーチャルオフィス
の利用、清算会社の設立等により、同一社名や同一所在地の法人が多数存在することがある。その場合、現行の法人
情報だけでは十分に特定できず、設立年月、法人の名称及び住所の変更履歴等を追加して確認しなければ、法人を判
別して特定できない。

加えて、金融業界を中心に多くの取引先を有する事業者においては、法人の特定に要する作業が大きな負担となって
いる。特に、合併等の場合、１つの公告に複数の会社の法人情報が掲載されるため、すべての法人情報を収集し、法人
を判別して特定する必要がある。

なお、政府の官報電子化検討会議「官報電子化の基本的考え方（2023年10月25日）」においても、官報に掲載された情
報について、機械可読なデータ構造とすることにより、「デジタル技術を活用した官報掲載情報の利活用が大きく拡大・進
化することが期待される」との考え方が示されている。公告への法人番号追加は、この方針と合致する。

（要望実現により）法人の照合が機械的に可能となり、情報の取得がより正確かつ確実になる。また、特定に係る作業負
荷が軽減する効果も期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

内閣府
法務省

官報の編集は、内閣府から当該業務を委託されている国立印刷局において行っているところ、会社法の規
定に基づき掲載される公告のひな型には、法律上必須の掲載事項ではない法人番号の記入欄を設けてい
ません。
また、破産法第32条第１項、民事再生法第35条第１項、会社更生法第43条第１項に基づき掲載される公告
については、各裁判所が、国立印刷局に、官報による公告のための原稿を入稿していますが、それらの原稿
に法人番号は記載されていません。

官報の発行に関する
法律第４条第２項第
３号
会社法第449条第２
項、第499条第１項、
第789条第２項、第
799条第２項、第810
条第２項、第816条の
８第２項
破産法第32条第１項
民事再生法第35条第
１項
会社更生法第43条第
１項

検討を予定

会社法の規定に基づき官報に掲載される公告については、掲載者が法人番号を掲載することができるよう、
内閣府において、国立印刷局と調整の上、ひな型に記入欄を設けることなどを検討してまいります。
なお、法人番号の掲載が可能となった場合でも、法律上必須の掲載事項ではないことから、法人番号を掲載
するか否かは掲載者の判断によるものとなることを申し添えます。
また、破産法第32条第１項、民事再生法第35条第１項、会社更生法第43条第１項に基づき掲載される公告
について、法務省は、司法府の自律的判断を尊重しつつ、各裁判所が入稿する原稿への法人番号の記載
が実現するように、必要な環境整備に取り組んでまいります。
なお、これらの規定は、各公告において、法人番号の記載を法律上義務付けるものではなく、法人番号を記
載するか否かは、各裁判所の判断によるものとなることを申し添えます。

260 令和6年11月15日 令和6年12月16日
No.18．使用済みの
靴の再資源化促進
に向けた制度整備

広域認定制度の対象として「靴」を
追加する、もしくは、2024年５月に
公布された「資源循環の促進のた
めの再資源化事業等の高度化に関
する法律」における大臣認定の対
象とすることを検討すべきである。

現在、世界では年間239億足の靴が生産されるが、その90％以上がごみとして廃棄され、その総量は年間約2,000万ト
ンに相当するとされている。使用済みの靴はごみとして廃棄されるのが一般的であるが、今後、この分野においても研究
開発等を通じて、サーキュラーエコノミーへの移行に取り組む必要がある。

しかし、使用済みの靴の排出元は各家庭であることが多く、一般廃棄物となるため、製造・販売事業者等による回収や
再生利用への取り組みが進みにくいのが実情である。

わが国においては、拡大生産者責任に則り、製造事業者等自身が自社の製品の再生又は処理の行程に関与すること
で、効率的な再生利用等を推進することを目的とする広域認定制度が設けられている。これまでに産業廃棄物では300
件以上、一般廃棄物でも50件弱の事例が認定されており、事業者による資源循環への取り組みを後押ししている。

（要望実現により）消費者が使用済みの靴を再資源化できるルートを確保し、それらへの認知が高まることに加え、使用
済みの靴をビジネスベースで再資源化する取り組みが促進されることが期待できる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

環境省

（広域認定制度）
一般廃棄物の収集運搬や処分を業として行う場合、当該事業を行おうとする区域を管轄する市町村長等の
許可を受けなければならないところ、広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物については、拡大生産
者責任に基づき製造事業者が自社の製品が一般廃棄物となったものを広域的に処理することにより、当該
一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保される場合、環境大臣の認定を受けることで、廃棄物処理
業の許可を受けずに行うことが可能となります。
その対象品目については、告示にて定められています。

（再資源化事業等高度化法）
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（令和６年法律第41号）の大臣認定の対

象について、同法第11条に規定する高度再資源化事業は、製造事業者の求める質及び量の再生材を提供
するための広域的な再資源化事業を認定するものですが、対象とする廃棄物に限定はかけていません。

基準を満たした場合に認定を受けることができるものであり、当該基準については、環境省が事務局を務
める静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会での議論等も踏まえ今後検討を進めてい
きます。

（広域認定制度）
廃棄物処理法第７条
第１項
廃棄物処理法第９条
の９
平成15年11月28日環
境省告示第131号

（再資源化事業等高
度化法）
資源循環の促進のた
めの再資源化事業等
の高度化に関する法
律第11条

（広域認定
制度）
対応不可

（再資源化
事業等高度
化法）
現行制度で
対応可能

（広域認定制度）
一般廃棄物の処理責任を有する市区町村が危険性、有害性などの点から処理困難なものについて、製造

事業者等が広域的に処理することで、「一般廃棄物の減量その他その適正な処理が確保される」場合に、こ
の取り組みを促進するため、広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物に追加してきたものです。

こうした広域認定制度の趣旨に鑑み、家庭から廃棄される使用済みの靴については、市区町村において回
収・処理体制がすでに確立されていることから、広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物に追加する
ことは困難です。

（再資源化事業等高度化法）
制度の現状欄に記載のとおりです。

261 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.19．消費者から
回収した再資源化目
的の廃棄物に関す
る輸出規制緩和

輸出先の国における再資源化が確
実であること、申請者が排出事業者
責任の観点から不適正処理の未然
防止策を講じることを前提に、自社
が製造・販売した使用済み製品を
国内で回収し、国外で再資源化す
る事業者については、回収した使
用済み製品を産業廃棄物として扱
い事業者が輸出申請できるように
すべきである。または、このような事
業者を一般廃棄物の輸出の申請対
象に加えるべきである。

廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出入規制は、国内における排出事業者責任の空洞化を防ぐ目的での国内処理の
原則や、国外において生じた廃棄物が国内における廃棄物の適正処理に支障をきたすことを防止する観点から制定さ
れている。こうして、廃棄物における不法な輸出入を厳しく取り締まることは、わが国の生活環境の保全や公衆衛生の向
上に寄与している。

一方で、循環経済の実現が国家戦略として位置付けられ、企業においても経営課題となっている昨今では、事業者が
再資源化等に取り組む際のビジネスモデルを検討する過程で、輸出規制の緩和がビジネスベースで取り組むうえで必要
との意見がある。具体的な一例としては、消費者から回収した使用済みの靴などを再資源化すべく、高度な技術を持つ
海外企業に処理委託を行うために輸出を行うといったケースである。現状では、こうしたケースであっても、廃棄物の輸
出と見なされ大臣の確認を受けなければならず、一般廃棄物にあたるとされた場合、その申請ができるのは市町村であ
り、「自らの事業活動に伴って生じた一般廃棄物を輸出する場合」を除き、事業者が申請者となることは想定されていな
い。なお、産業廃棄物については事業者が輸出の申請をすることができる。

（要望実現により）事業者がグローバルのサプライチェーンを活用して再資源化等の促進に取り組むことを可能とすると
期待できる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

環境省

廃棄物処理法第２条の２第１項において、国内の処理等の原則として、国内において生じた廃棄物は、な
るべく国内において適正に処理されなければならないとされています。これは、廃棄物の輸出については、で
きる限り自国内において処理するということが国際的にも認められている要請であり、この考え方を踏まえ、
国内処理の原則を明記しているものです。

また、同法第10条第１項柱書において、一般廃棄物を輸出しようとする者は環境大臣の確認を受けなけれ
ばならないこととされており、これは、廃棄物の国内処理の原則を具体化するとともに、国外での安易な処理
が行われることにより、国内の排出事業者責任の空洞化が生ずるなど、国内での適正処理に支障をきたす
ことを防止する観点から定められたものです。同項各号列記部分においてその輸出の要件が定められてい
るところ、確認の申請ができる者は、同項第４号及び廃棄物処理法施行規則第６条の26において、市町村及
び事業者（自らその事業活動に伴って生じた一般廃棄物を輸出するものに限る。）とされています。これは、
申請できる者として、廃棄物の処理責任を負うべき者に限ったものです。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律（廃
棄物処理法）第２条、
第２条の２第１項、第
10条、第15条の４の
７
廃棄物の処理及び清
掃に関する法律施行
規則第６条の26

対応不可

廃棄物処理法においては、汚染者負担原則に立ち、排出事業者責任により処理すべきものを産業廃棄物
とし、それ以外を市町村の統括的責任の下で処理すべき一般廃棄物として区分し、その区分に応じた処理
責任の下でそれぞれを適正に処理することとされています。そのため、排出時から最終処分完了までそれぞ
れ一貫した責任の下で適正に処理を全うすることが、生活環境の保全と公衆衛生の向上の観点から重要と
なります。

一般廃棄物の輸出に関しては、同法第６条の２第１項の規定により、市町村に一般廃棄物の統括的な処
理責任があり、最終処分が終了するまで適正な処理を確保しなければなりません。また、事業者の責務とし
て、同法第３条第１項で「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない」と規定されています。このような責任の下、同法第10条の規定において、一般廃棄物の
輸出確認の申請ができる者を廃棄物の処理責任を負うべき者である市町村及び事業者（自らその事業活動
に伴って生じた一般廃棄物を輸出するものに限る）としております。また、産業廃棄物の輸出に関しても、同
法第15条の４の７において、一般廃棄物の場合と同様の考えの下、輸出確認の申請ができる者を廃棄物の
処理責任を負うべき排出事業者等に限定しております。これらの規定の趣旨を鑑みると、廃棄物処理法第２
条の２第１項において、国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならな
いとされていること、できる限り自国内において処理するということが国際的にも認められている要請であるこ
とも踏まえ、確認の申請ができる者の範囲を法的な処理責任を持った者以外に広げることには慎重であるべ
きと考えております。
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日

提案事項

262 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.20．プラ新法での
自主回収・再資源化
に際しての再委託の
容認

再委託の受託者が「プラスチックに
係る資源循環の促進等に関する法
律（以下、プラ新法。2022年４月施
行）」の「事業者による自主回収・再
資源化事業計画の認定における収
集、運搬の受託者」の基準を満たす
こと、認定の申請者が排出事業者
責任を持つことを前提に、プラ新法
の認定の申請者と委託契約を結ん
だ受託者が、その他の収集・運搬
事業者にその業務の再委託を可能
とすべきである。

海洋プラスチックごみ問題、気候変動、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機に、日本国内でプラスチック
の資源循環を促進する重要性が高まっている。多様な物品で使用されるプラスチックに関して、包括的に資源循環体制
を強化する目的で、プラ新法が制定された。

プラ新法では、国の認定を受けることで廃棄物処理法上の特例を受けられる規定があり、特に第39条第１項「製造・販
売事業者等による自主回収・再資源化」では、政府からいくつかの事例が認定を受けている。プラスチック使用製品の製
造、販売又は提供する事業者が、自治体や消費者と協力して積極的に自主回収・再資源化を行っている。

一方で、プラ新法では、認定の申請者が、収集・運搬及び再資源化事業（処分・再資源化）を委託することは認められて
いるが、再委託は認められていない。全体としては廃棄物処理法からの緩和措置を恩恵として受けられるものの、効率
的な物流網の利用及び処分・再資源化には課題が残る。

（要望実現により）既にプラ新法の認定を受けている事業者が、実務上の過大な負担をすることなく、需給の状況に伴う
繁忙に取り組むことが可能となる。また、今後企業が制度の活用を考える際、ビジネスの実効性を踏まえた検討を行い
やすくなり、わが国におけるプラスチック資源循環の一層の促進が期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

環境省

プラスチック資源循環法第41条第５項に基づき、認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第７条第
13項、第15項及び第16項並びに第７条の５の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）又は廃棄物処理法第
12条第５項、第12条の４第１項、第14条第12項から第15項まで及び第17項並びに第14条の３の３の規定（こ
れらの規定に係る罰則を含む。）の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業
者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす、とされています。
これにより、廃棄物処理法に基づき、認定自主回収・再資源化事業者から処理の委託を受けた受託者は、さ
らにその処理を他人に委託してはならないことが求められます。

・プラスチック資源循
環法第41条５項

・廃棄物の処理及び
清掃に関する法律第
14条

対応不可

廃棄物は不要物であるため、占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環
境の保全上の支障を生じる可能性を常に有しています。このため、廃棄物に該当する物を処理する場合に
は、当該物の再生行為を含め、廃棄物処理法による適正な管理下に置き、生活環境の保全上の支障が生
ずるおそれのないことを確保した上で、廃棄物の適正な再生利用を推進していく必要があります。

左記「制度の現状」欄に記載したとおり、現行制度上では、認定自主回収・再資源化事業者から委託を受
けた者からのさらなる委託は禁じられており、この規制については、不要物であるため、占有者の自由な処
理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有してい
るという廃棄物の特性を踏まえ定められているものであり、改正等の対応は困難です。

一方で、御記載いだたいている課題については、今後よりプラスチック資源循環が促進されるよう、プラス
チック資源循環法の枠組みの中での解決策について検討したいと考えておりますので、課題や実現可能な
取組等について環境省にご相談ください。

263 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.21．排出場所と
同一敷地内での廃
棄物発電事業等の
容易化

排出事業者が、廃棄物を排出事業
者の敷地内から外部へ持ち出すこ
となく、同一敷地内で発電等による
熱回収等を実施すること、ならびに
廃棄物処理法上の基準に従って生
活環境保全上の支障が生じない措
置をとることを前提に、同一敷地内
での排出場所から発電設備等への
別法人間での廃棄物の移動につい
ては、廃棄物処理法上の適用対象
外とすることにより実務上の負担の
適正化を図るべきである。

廃棄物処理政策は、廃棄物の適正処理の確保を前提として、３Ｒの推進、地球温暖化対策への寄与といった様々な要
請に応えながら今日に至っている。廃棄物分野における地球温暖化対策に資する取り組みとして、熱回収を含めた廃棄
物による発電がある。発生抑制・再利用・再生利用のいずれもできずに「燃やさざるを得ない廃棄物」となったものから得
られるエネルギーを有効活用することは、循環型社会形成推進基本法でも「熱回収」として位置付けられている。

廃棄物の熱回収を排出事業者が実施するにあたり、その設備投資が課題となるため、リサイクル事業を実施するSPC
（Special Purpose Company：特別目的会社）等を設立して、資金を調達する手段が考えられる。

具体的な事業として、家畜糞尿を用いたメタンガス化発電事業（売電事業）を、排出事業者（畜産事業者など）の敷地内
で、排出事業者を構成員に含むSPCで実施するケース等が想定される。しかし、同一敷地内にも関わらず、排出事業者
と発電事業者（SPC等）が別法人であるために、排出場所から発電設備までの敷地内移動についても廃棄物処理法の適
用対象となりマニフェスト発行等の事務負担が生じることとなる。

（要望実現により）産業廃棄物の排出事業者が、自らの敷地内でメタン等を用いた発電等による熱回収を行いやすくな
り、循環型社会と低炭素社会の統合的実現に資する取り組みの促進が期待できる。

なお、廃棄物処理法第12条の７で「二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例」が設けられているが、「一体
的に経営をしていること」等の要件があり、SPCでは特例の認定を受けられない状況にある。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

環境省

廃棄物処理法第11条第1項より、産業廃棄物を排出した事業者（排出事業者）は、その産業廃棄物を自ら処
理する責任を負います。また、排出事業者は、産業廃棄物の処理を処理業者に委託する際、廃棄物処理法
第12条の3に基づく産業廃棄物管理票（いわゆるマニフェスト）の交付義務や、廃棄物処理法第12条第5項及
び第6項より契約書の作成等の、委託基準の遵守義務を負うこととなります。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第12
条第5項及び第6項、
第12条の3

対応不可

排出事業者が廃棄物の処理を委託する際に生じる産業廃棄物管理票交付義務とは、排出事業者責任の所
在を明確にし、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで、不法投棄等を未然に防
ぎ、適正な処理を確保するための制度によるものです。
廃棄物処理法の適用外とし、こうした産業廃棄物管理票交付義務や委託基準遵守を不要とすることで、排出
された廃棄物が適正に処理されたかどうか判断するための客観的な資料がなくなることとなり、また、排出事
業者責任の重要性に対する認識や排出事業者と処理業者との直接の関係性が希薄になるのみならず、不
適正処理を助長することになります。
また、同一敷地内で複数の法人が廃棄物の排出や処理を行うことで、その処理責任の所在が曖昧になりや
すいという構造に陥ります。
このような諸般の理由から、同一の事業場内で処理基準を遵守し、熱回収を行うことのみをもって廃棄物処
理法の適用外とすることは困難です。

264 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.22．親子会社間
における廃棄物の保
管・委託等の一体的
推進の容易化

廃棄物処理法の基準等を満たし、
①同一の敷地内かつ子会社の発
行済株式の総数を保有する（100％
の親子会社関係等、一体的な経営
を行っている）こと、②排出事業者
責任は親会社にあること、もしくは
親子会社間でそれぞれに共有した
うえで、親会社が同一敷地内の子
会社の廃棄物を集約して保管・委
託等を可能とすることで、事業者側
の実務負担をできるだけ効率化す
べきである。

事業者が産業廃棄物の処理を自ら行う場合、廃棄物処理業の許可は不要である一方、処理を他に委託する場合には、
委託先は処理の業許可を得ている必要がある。許可制度を設け、許可基準に適合する事業者が廃棄物処理を行うこと
で、生活環境保全上の支障が生じる可能性や不法投棄等の不適正処理を未然に防止している。

しかし昨今、経営効率化の観点から企業の分社化等が進む中、一つの事業者であったものが、同一敷地内で親会社と
子会社に分かれているケースが出てきている。こうした場合、従前（親会社と子会社に分社化される前）と排出や委託等
の実態が変わらないとしても、二つの事業者に分かれることで廃棄物の保管や処理委託等を個別に実施する必要があ
り、事業者側の負担となっている。

（要望実現により）適正処理の確保に係る社会全体のコストが下がることが期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

環境省

廃棄物処理法第12条の7に基づき、親会社が子会社の発行済株式の総数を保有しており、一体的な経営を
行うものといえるなど同条第１項各号に掲げる基準を満たすことで、都道府県知事が認定を行う制度があり
ます。当該認定を受けた親会社及び子会社は一つの事業者とみなされ、保管や処理委託を個別に行う必要
がなくなります。

廃棄物の処理及び清
掃に関する法律第12
条の7

現行制度下
で対応可能

制度の概要欄に記載のとおりです。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

廃棄物は不要物であるため、占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環
境の保全上の支障を生じる可能性を常に有しています。このため、廃棄物に該当する物を処理する場合に
は、当該物の再生行為を含め、廃棄物処理法による適正な管理下に置き、生活環境の保全上の支障が生
ずるおそれのないことを確保した上で、廃棄物の適正な再生利用を推進していく必要があります。

御提案いただいている内容については、不要物であるため、占有者の自由な処理に任せるとぞんざいに扱
われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる可能性を常に有しているという廃棄物の特性を踏ま
え、個別の各事案については実情を踏まえた適切な判断がなされることが必要であり、環境省において通知
を発出することは困難です。

ただし、仮に廃棄物と判断された場合であっても、御記載いただいている「廃棄物処理法上の許可車両で
の運搬が必要になるため、効率的な資源回収の妨げになっている」という課題につきましては、廃棄物の再
生利用の推進の観点から、再生利用を容易に行えるようにするために、左記「制度の現状」欄に記載のとお
り、例えば都道府県知事等の指定を受けた者の産業廃棄物処理業の許可を不要とするなどの特例を措置し
ており、店頭回収に係る廃ペットボトル等についても当該特例を適用することができます。

また、同「制度の現状」欄に記載のとおり、プラスチック資源循環法に基づく自主回収・再資源化事業計画
の認定を受けた場合、認定された自主回収・再資源化事業計画に基づく自主回収・再資源化事業について、
廃棄物処理法に基づく業の許可が不要となるほか、対象の使用済プラスチック使用製品が産業廃棄物であ
れば、プラスチック資源循環法に基づく再資源化事業計画の活用が可能となり、認定された再資源化事業計
画に基づく再資源化事業について、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要となります。

現行制度下
で対応可能

・廃棄物処理法第14
条第１項及び第６項、
第12条の３

・廃棄物処理法施行
規則第８条の19第１
項第６号及び第７号、
第９条第１項第２号、
第10条の３第１項第
２号

・「行政処分の指針に
ついて（通知）」（令和
３年４月14日付け環
境省環境再生・資源
循環局廃棄物規制課
長通知）

・店頭回収された廃
ペットボトル等の再生
利用の促進について
（通知）（平成28年１
月８日付け環廃企発
第1601085号、環廃
対発第1601084号、
環廃産発第1601084
号、環境省大臣官房
廃棄物・リサイクル対
策部企画課リサイク
ル推進室長、廃棄物
対策課長、産業廃棄
物課長通知）

・プラスチック資源循
環法第39条、第41
条、第48条、第50条

「行政処分の指針について（通知）」（令和３年４月14日付け環循規発第2104141号、環境省環境再生・資源
循環局廃棄物規制課長通知）にもあるとおり、廃棄物は、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡する
ことができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通
常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであり、一般廃
棄物については市町村、産業廃棄物については都道府県等が判断することになります。

例えば、産業廃棄物については、その収集、運搬又は処分（以下「処理」という。）を行う場合は、都道府県
知事等の許可が必要ですが、再生利用されることが確実であると都道府県知事等が認めた産業廃棄物の
みの処理業者であって都道府県知事の指定を受けたものについては、許可が不要（廃棄物処理法第14条第
１項、第６項、廃棄物処理法施行規則第９条第２号、第10条の３第２号）及び産業廃棄物管理票の交付を要
しない（廃棄物処理法第12条の３）という特例が設けられています。

店頭回収された廃ペットボトル等については、「店頭回収された廃ペットボトル等の再生利用の促進につい
て（通知）」（平成28年１月８日付け環廃企発第1601085号、環廃対発第1601084号、環廃産発第1601084号、
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室長、廃棄物対策課長、産業廃棄物課長
通知）において、小売販売を業として行うものが自ら処理を行う場合として、市民の消費活動によって排出さ
れた廃ペットボトル等は本来一般廃棄物ですが、店頭回収された廃ペットボトル等が事業活動性の要件を充
足し、「事業活動に伴って生じた廃棄物」と認められる場合においては、産業廃棄物と解釈して差支えがない
ものとされております。

また、プラスチック資源循環法第39条において、製造・販売事業者等による自主回収・再資源化事業計画
の認定制度が設けられており、本制度により認定を受けた場合、同法第41条により、認定された自主回収・
再資源化事業計画に基づく自主回収・再資源化事業について、廃棄物処理法に基づく業の許可が不要とな
ります。

さらに、対象の使用済プラスチック使用製品が産業廃棄物の場合、プラスチック資源循環法第48条におい
て、排出事業者による再資源化事業計画の認定制度が設けられており、本制度により認定を受けた場合、
同法第50条により、認定された再資源化事業計画に基づく再資源化事業について、廃棄物処理法に基づく
業の許可が不要となります。

環境省

スーパーマーケット等によるペットボトル等の店頭回収は、効率的・効果的な分別排出・回収・リサイクルに資する取り
組みであるとともに、住民の意識向上や環境教育の観点からも有益なものである。こうした店頭回収は、スーパーマー
ケット等を中心に自主的に取り組まれており、事業者からはこの取り組みを継続・拡大したいとの声がある。

店頭回収されたペットボトル等は、自治体から「資源物」と判断され、商品配送の帰り便等を活用した物流ルートにより
中間処理業者に引き渡されることで、社会全体でのコスト負担を下げる効率的な資源回収が実現している。

一方で、一部の自治体では、リサイクルを目的として店頭回収されたペットボトル等であっても、収集運搬費と引取価格
の比較による有価性の有無などを根拠に「廃棄物」と見做されることがあり、廃棄物処理法上の許可車両での運搬が必
要になるため、効率的な資源回収の妨げになっている。「廃棄物」への該当性は、輸送費の取扱等のみならず、物品の
性状や排出状況等のその他の要素も含めて総合的に判断されることとされており、各自治体の判断には差異がある。

（要望実現により）全国に多数あるスーパーマーケット等での店頭回収が加速し、わが国における容器包装リサイクルの
一層の促進が期待される。

各事業者が、適正処理を行うため
の処理委託契約を行うなどの措置
を講じている等、資源循環等を目的
とするペットボトル等の店頭回収を
行う場合には、これらを「資源物」と
見做すことを妨げるものではないこ
とを、国として各自治体に対し通知・
通達すべきである。

No.23．店頭回収さ
れたペットボトル等
の効率的な収集運
搬の加速化

令和6年12月16日令和6年11月15日265

61 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

266 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.24．小型家電リ
サイクル法の認定に
係る登録管理項目
の一部緩和

「使用済小型電子機器等の再資源
化の促進に関する法律（以下、小型
家電リサイクル法）」での大臣認定
に際して、回収拠点については、回
収拠点運営事業者（回収拠点とは、
街中に展開する店舗等を想定。運
営事業者とは、各店舗を運営する
企業の本社を想定）のみを大臣認
定の際の登録管理の対象とし、回
収拠点運営事業者の直営店舗やフ
ランチャイズ店舗等については登録
管理の対象としないことにより、携
帯電話等の使用済み製品の広域
回収を行おうとする認定事業者の
実務上の負担の軽減・適正化を図
るべきである。もしくは、2024年５月
に公布された「資源循環の促進の
ための再資源化事業等の高度化に
関する法律」における大臣認定の
対象として、携帯電話等の小型家
電の回収（消費者が使用済み製品
を持っていきやすい形での店頭回
収など）を検討すべきである。

今後需要の大きな高まりが予想される希少金属・レアメタルは、ほぼ100％を輸入に依存していることから、経済安全保
障上の課題となっており、その確保は国をあげて取り組むべき重要課題である。しかし、希少金属・レアメタルを製品内部
に含む使用済みの携帯電話（スマートフォンやフィーチャーフォン）は「処分方法や持ち込み先が分からない・廃棄機会が
ない」ことを理由に、約9,400万台もの端末が自宅等に保管されているとの推計もある。これらの回収について、消費者に
一層呼び掛け、適正な個人情報管理を行いつつ回収量を増やすことは、新しい社会課題である。

政府は、小型家電リサイクル法を2013年に制定し、国内の「都市鉱山」に埋蔵されている有用な資源を再資源化するこ
とを掲げ、大臣認定制度を設けている。しかし、大臣認定に際して、この認定を受けようとする事業者（再資源化事業者
等）は、回収拠点（ボックスの設置場所、対面回収を行っている場所）の名称や所在地などの登録が必要であることに加
え、認定後も回収拠点情報の管理及び変更手続きが都度必要となっている。これら手続の煩雑さが事業者側の実務上
の負担として大きいとの指摘がある。

（要望実現により）既に小型家電リサイクル法の認定を受けている再資源化事業者等の認定事業者は、不適正処理の未
然防止に十分に留意することを前提として、現状より広域かつ効率的に携帯電話等の小型家電の回収を行うことが可能
となる。加えて、国内の「都市鉱山」に埋もれた稀少資源の再資源化促進を通じた経済安全保障にもつながることが期待
できる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

環境省
経済産業省

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律（平成25年法律第57号）の大臣認定において、回
収方法の管理状況を把握するために別紙にて回収拠点の情報（氏名又は名称、回収拠点の所在地）の提出
を求めているところです。回収拠点の一覧については、すべての回収拠点が掲載されているホームページの
URLを提出することで、個別の回収拠点リストの提出に代えることができます。また、回収拠点に変更があっ
た場合でも、同じホームページ上で最新の一覧が確認できる限り、変更届出は不要です。この取扱いについ
ては、再資源化事業計画の認定申請の手引き及び別紙８の様式に記載しています。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律（令和６年法律第41号）の大臣認定の対
象については、同法第11条に規定する高度再資源化事業では、対象とする廃棄物に限定はかけていませ
ん。
基準を満たした場合に認定を受けることができるものであり、当該基準については、環境省が事務局を務め
る、静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会での議論等も参考に今後検討を進めてい
きます。

使用済小型電子機器
等の再資源化の促進
に関する法律（小型
家電リサイクル法）第
10条、第11条
資源循環の促進のた
めの再資源化事業等
の高度化に関する法
律第11条

その他 制度の現状欄に記載のとおりです。

268 令和6年11月15日 令和7年1月20日

No.26．職業紹介事
業における求人・求
職申込受理時の説
明手段のデジタル化

「職業紹介事業の業務運営要領」
の規定を改め、取扱職種の範囲等
に係る情報の明示義務については
電子メールによることを原則とし、
求人者または求職者が書面の交付
またはファクシミリの利用を求める
場合のみ、例外的にそれによること
とすべきである。

「職業紹介事業の業務運営要領」では、求人の申込みまたは求職の申込みを受理した民間職業紹介事業者に対して、
取扱職種の範囲等に係る情報を、原則、書面の交付によって、求職者・求人者に明示することが求められている。例外
的に、ファクシミリを利用する方法または電子メール等を利用する方法が認められているものの、書面の交付を受けるべ
き者（求人者・求職者）が当該方法を明示的に希望する場合に限られており、結果的に、職業紹介事業者における事務
作業の煩雑化につながっている。

ファクシミリまたは電子メール等を受信する手段を持たない求人者または求職者の立場を損ねることのないよう設けら
れた規制と考えられるところ、既に、通信手段としては電子メール等のデジタルツールの活用が一般化する中、書面によ
る交付を原則とする必要性は、ほぼ失われている。同時に、通信手段としてのファクシミリも、デジタル化・ペーパーレス
化の潮流をとらえ、例外的な方法として位置付けることが適当である。

（要望実現により）民間職業紹介事業者の事務作業の効率化が進展し、人材マッチングの効率化に資することが期待さ
れる。また、必ずしも書面交付を求めない求人者・求職者は、電子的方法で簡便に必要な情報を得ることが可能となる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

厚生労働省
電子メール等を受信する手段を持たない人にも確実に明示する必要があることから、書面被交付者が希望
した場合は電子メール等による明示を可能としているものです。

職業安定法第32条の
13
職業安定法施行規則
第17条の７、第24条
の５

検討を予定

電子メール等を受信する手段を持たない人であっても確実に明示がされる制度的担保という観点や、近年、
手数料を巡る請求トラブルが求人施設等と紹介事業者の間で多く生じるなど、条件等明示の重要性が増して
いること等を勘案すると、電子メール等を原則にするという御要望自体に対応することは慎重に考えるべきも
のと考えますが、求人者及び求職者が希望することで電子メールでの受領が可能である旨の周知を行うこと
を検討してまいります。

269 令和6年11月15日 令和7年1月20日

No.27．職業紹介事
業における職業紹介
責任者の専属要件
の見直し

職業紹介責任者の責務である、苦
情処理・情報管理・助言・指導など
について、メールやオンライン会議
ツールなどデジタル技術の活用に
よってリモートでの対応が可能な環
境を整備し、従来と同程度の統括
管理機能を維持できる場合には、
職業紹介責任者の専属要件を緩和
し、複数事業所の兼任を可能とす
べきである。このようなデジタル技
術の活用によるアナログ規制（常駐
専任要件）の見直しは、政府方針に
も合致するものである。

職業紹介事業における職業紹介責任者は、求人者又は求職者からの苦情処理や個人情報の管理、職業安定機関と
の連絡調整に係る統括管理等の役割を担っており、事業所ごとに専属の職業紹介責任者（法定の職業紹介責任者講習
を受講済かつ欠格事由に該当しない者）を選任する義務がある。

具体的には、当該事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人以下のときは１人以上の者を、50人
を超え100人以下のときは２人以上の者を、100人を超えるときは、当該職業紹介事業に係る業務に従事する者の数が
50人を超える50人ごとに１人を２人に加えた数以上の者を専属の職業紹介責任者として選任しなければならない。人手
不足が深刻化する中、限られた人的資源の下で事業を遂行している事業者にとっては、当該専属要件によって柔軟な人
員配置が阻害されている。

（要望実現により）職業紹介事業者が機動的な人員配置を実施することが可能となり、業務効率化並びに求人者・求職
者に対するマッチングサービスの質及び量の向上が実現し、労働市場における雇用のマッチング機能の強化、ひいては
わが国産業の競争力の維持・向上につながることが期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

厚生労働省

職業紹介事業所の現場における各般の事項（苦情の処理、個人情報等の管理、有料の職業紹介事業の業
務の運営及び改善に関すること等）に遺漏が生じないよう、これらを統括管理させ、及び従業者に対する職
業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、有料の職業紹介事業の管理を適正に行うに足りる能
力を有する者として、事業所ごとに専属の職業紹介責任者の選任を求めています。

職業安定法第32条の
14
職業安定法施行規則
第24条の６

検討を予定

職業紹介サービスの質については、求人側から、求人ニーズの把握や求職者の能力・適性の見極めも十分
にせず、送り込むだけの紹介が行われ、早期離職や手数料負担の原因になっているなど、苦情が多く寄せら
れており、丁寧なマッチングの促進とサービスの質の確保が課題となっています。（対面での説明や求人者
支援がない点が、事業者への不信感や、手数料負担に見合わないという認識につながっていることも多いで
す。）
また、求職者及び求人者から、事業者が苦情に対して適切に対応してくれない等の相談が寄せられ、都道府
県労働局が指導するケースもあり、こうした相談対応に遺漏のない体制が確保されることも必須です。
このため、要望に対する検討のアプローチとしては、単純な要件緩和ではなく、サービスの質の向上に係る
上記課題の解決に資する方法である必要があると考えられます。
具体的な措置が講じられるかどうかは予断できませんが、こうした視点等から具体的方法の案出ができるか
を要望主の意見も踏まえながら、検討することは可能です。
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【経済産業省】
日本では原子力関連資機材・技術の平和的利用や核不拡散を保証することを目的として、二国間原子力

協定を締結、またNSG（原子力供給国グループ）に参画しています。
二国間原子力協定及びNSGガイドラインに沿った輸出管理は外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」）及
びその関連政省令等により履行されています。現在、該当する原子力関連技術を移転する際は、外為法に
基づく輸出許可に加えて、二国間原子力協定やNSGガイドラインに基づき政府間保証の取得を行う外交手
続を行うこととなっています。具体的には、我が国の事業者が原子力関連技術を輸出する際に、事業者より
申請を受けた経済産業省より、外務省、在外日本大使館を経由して、仕向国政府から輸出先企業に輸出対
象技術の用途確認を行います。確認後、再び同じ経路で、仕向国政府より在外日本大使館、外務省を経由
して、経済産業省に平和利用である旨を確認した口上書が届き、経済産業省より輸出元企業に外交手続が
完了した旨を通知します。外交手続の完了を踏まえ、その後、その他の必要な要件を満たした場合に、輸出
許可の取得が可能となり、原子力関連技術の移転が可能となります。

【外務省】
核拡散防止は国際及び我が国の安全保障上、非常に重要。１９７４年のインドの核実験を契機に原子力供
給国グループ（NSG）が創立され、１９７８年にNSGガイドラインが制定された。その後、１９９８年の印パ核実
験や、２００３年に発覚した「核の闇市場」等、国際社会における核兵器の脅威が高まったことを受け、国連
安保理決議１５４０号が採択され、大量破壊兵器の輸出管理は、国連全加盟国の義務となった。また、２００
０年代以降、現在もなお継続している北朝鮮による核実験等は我が国及び国際社会の安全保障上重大な問
題である。以上のことから、核技術等の適切な管理を行うことは国際的な責務だと言える。

我が国は、すべての国際輸出管理レジームに参加し、厳格な輸出管理を実施しているところ、原子力供給国
グループ（ＮＳＧ）ガイドライン・パート１および二国間原子力協定の対象となる原子力関連資機材・技術を国
外に移転する際には、外国為替及び外国貿易法及び下位の政省令等に基づき、当該ガイドラインおよび当
該協定を遵守し、当該資機材・技術が核兵器の開発・製造等に転用されることのないよう移転先国の最終需
要者確認等について当該移転先国政府の保証を得た上で移転を許可している。

経済産業省
外務省

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

現在、「原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置」の「設
計、製造又は使用に係る技術」の外国への役務提供について、「特定技術」として、取引ごとに経済産業大臣から許可を
取得することが求められており、許可取得には、外交手続き含め半年以上を要する。

他方、米国においては、原子力技術に関する輸出規制である連邦規則10巻810条（10CFR810）により、日本を含む特
定国への技術輸出について、一般許可例外として許可申請が不要である。また、カナダから日本へ同様の技術を輸出す
る際も、外交手続きを伴わない申請プロセスを２～３ヶ月程度で役務取引許可が発行される。

現在、新型炉の商業化に伴い、新規参入の機会が拡大しているが、役務取引許可の取得に半年以上を要するため、
日本企業が入札へ参加できない、また、外国企業からの協業要請に応えられないといったケースが発生し、商機を逸す
る要因となっている。

（要望実現により）日本企業による原子炉関連技術の輸出拡大が見込まれ、GXに不可欠な原子力関連技術の競争力向
上が期待できる。

原子炉関連技術の海外向け役務提
供について、例えば、米国が
10CFR810にて同様の技術輸出を
許可不要と定めている国など、特定
国への技術輸出について、同盟国
である米国と同様の運用ができるよ
うにすべきである。

No.25．原子炉関連
技術の役務取引許
可に関する規制緩
和

令和6年12月16日

【経済産業省】
2024年9月より、日本から技術を移転している主要国（米、仏、カナダ、英、韓）に対して外交手続及び輸出

管理の運用についてヒアリングを行っており、それを踏まえて関係課室や外務省と調整・検討を行っていると
ころです。結論については、現段階で見通し不明だが、対応の可否等も含めて早い段階で示させていただき
ます。

またカナダについては、Canadian Nuclear Safety Commission（CNSC）が技術の詳細について評価を行い、
外交手続きの有無を判断しており、内容によっては外交手続きが発生いたします。

【外務省】
１．実態の把握

我が国から国外への個別移転案件について、外交手続開始のための訓令発出から相手国政府保証の取
得までの所要日数を調査。外交手続が比較的遅滞する対象国を特定。

２．対象国に対する以下の申入れ・働きかけを慎重に検討する。
（１）これまでも我が国から国外への個別移転案件に係る相手国政府保証の早期の取得に向けて申入れを
行ってきているが、この機会に改めての対象国政府に対する同国政府内の手続の迅速化の申入れ。
（２）対象国政府内の手続の透明性の向上に資する観点から、対象国政府との間で進捗管理を共有できるよ
うな体制構築についての働きかけ。

３．許可申請を行う企業への情報共有拡充について以下を慎重に検討する。
（１）外務省ホームページのNSG関連の記述の拡充。
（２）輸出管理関連の各種セミナー等において、NSG総会等の結果報告や国内事業者が遵守すべき事項の
説明。

【経済産業
省】
検討に着手

【外務省】
その他

【経済産業省】
二国間原子力協定
NSGガイドライン
外為法第25条第1項
外国為替管理令第17
条第2項

【外務省】
外国為替及び外国貿
易法第25条第１項
外国為替令第17条第
１項
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270 令和6年11月15日 令和7年1月20日

No.28．職業紹介事
業及び労働者派遣
事業における事業報
告書の様式見直し

職業紹介事業及び労働者派遣事
業における事業報告書について、
事業所ごとに作成する現行の様式
に加え、デジタル技術の活用によ
り、当該事業者に係る全事業所に
関する情報をまとめて入力・作成・
確認できる「一覧表」形式による事
業報告を可能とするよう様式を追加
すべきである。具体的には、表計算
ソフト「Excel」等を活用し、本店が一
括して電子データで作成可能な様
式を整えるべきである。

「一覧表」形式による事業報告は
事業所ごとの事業報告を包含する
ものであり、また、所要の操作に
よって必要な事業所に関する情報
を容易に抽出することができるた
め、各事業所の運営実態を的確に
把握するという職業安定法及び労
働者派遣法の趣旨にも合致する。

民間職業紹介事業者は、毎年４月末までに、事業所ごとに所定の様式（「職業紹介事業の業務運営要領」様式第８号・
様式第８号の２）に従って事業報告書を作成して取りまとめの上、事業主管轄労働局に提出をすることが義務付けられて
いる。

また、労働者派遣事業者も同様に、毎年６月末までに、事業所ごとに所定の様式（「労働者派遣事業関係業務取扱要
領」様式第11号）に従って事業報告書を作成して取りまとめの上、事業主管轄労働局に提出をする必要がある。

これらはいずれも、複数の事業所を有する事業者や取扱い業務が多岐に渡る事業者においては、本店で一元管理して
いるデータをもとに、事業所ごとの各項目の数値を所定の様式に転記して作成する必要がある。各事業者は、データの
整合性を確保しつつ事業所ごとの報告書を作成することに多大な労力と時間を費やしている状況である。

（要望実現により）職業紹介事業者及び労働者派遣事業者の業務効率化・生産性向上が実現し、労働市場におけるマッ
チング機能の強化、ひいてはわが国産業の競争力の維持・向上につながることが期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

厚生労働省 提案理由に記載の通りです。

職業安定法第32条の
16
職業安定法施行規則
第24条の８、同規則
様式第８号及び様式
第８号の２
労働者派遣法第23条
労働者派遣法施行規
則第17条、同規則様
式第11号

検討を予定
事業報告を提出する際の事務負担を軽減するという要望の趣旨を踏まえ、負担軽減の手法について、検討
してまいります。

271 令和6年11月15日 令和6年12月16日
No.29．副業・兼業に
おける「管理モデル」
の運用明確化

厚生労働省「副業・兼業の促進に関
するガイドライン」及び同わかりや
すい解説において、管理モデルを
用いる際、１）本人・本業先・副業先
の三者間の合意は必要でないこ
と、２）労働者と副業先との間の契
約では、上記①副業・兼業は管理
モデルを利用する、上記③本業先
と合意した「副業先の労働時間の
上限時間数」の範囲内で副業先に
おける上限時間数等を合意すれば
足りること、３）現行「副業・兼業の
促進に関するガイドライン」わかり
やすい解説にあるような、本業先に
おける管理モデル利用に際し、副
業先が一定条件を遵守することを
条件としないことを、それぞれ明記
し、運用を明確化することを要望す
る。

厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、管理モデルについて、「管理モデルについても、一般的には、
副業・兼業を行おうとする労働者に対して使用者Ａ（副業・兼業を行う労働者と時間的に先に労働契約を締結していた使
用者）が管理モデルにより副業・兼業を行うことを求め、労働者及び労働者を通じて使用者Ｂ（時間的に後から労働契約
を締結した使用者）がこれに応じることによって導入されることが想定される。」と記述している。これは、本業先と労働者
が、①「副業・兼業は管理モデルによること」、②「本業先の労働時間の上限時間数」、③「副業先の労働時間の上限時
間数等を合意すること」を超える要件を課している。

また、同「わかりやすい解説」13頁に記載のある、副業・兼業に関する合意書様式例②（「管理モデル」により会社が労
働時間管理を行う場合に労働者と合意する事項の例）には、（４）として、副業先企業が一定条件を遵守することを条件
に、副業・兼業を認めるものであることとあり、事実上、本業企業、労働者、副業先企業の三者合意を強いる内容となって
いる。

（要望実現により）副業・兼業に係る手続きの負担が軽減され、副業・兼業の促進につながり、労働者の自律的なキャリ
ア形成、企業の生産性向上が期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

厚生労働省

副業・兼業を労働者が行う場合、当該労働者からの申告等で確認した副業・兼業の内容にもとづき、自社
の所定労働時間と副業・兼業先の所定労働時間を通算し、時間外労働となる部分があるかを確認した結
果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分がある場合は、その超えた部分が時間外労
働となり、時間的に後から労働契約を締結した企業が当該時間外労働に対する割増賃金を支払うことになり
ます。

管理モデルとは、上記に代えて、時間的に先に労働契約を締結した企業における法定外労働時間と、時間
的に後から労働契約を締結した企業における労働時間を合計した時間数が時間外労働の上限規制である
単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内において、各々の企業における労働時間の上限を
設定するものであり、その範囲内で労働させる限り、他の企業における実労働時間の把握を要することなく
労働基準法を遵守することが可能となります。

現行において、管理モデルを導入する際、本業先企業、副業・兼業先企業、労働者の三者連名で合意する
ことまでは求めておらず、本業先企業が副業・兼業先企業に対して労働者を通じて管理モデルを導入するこ
とを求め、労働者及び労働者を通じて副業・兼業先企業がこれに応じることで導入することができます。

また、副業・兼業を行う労働者に対し、副業・兼業先が管理モデルを導入する場合に限り副業・兼業を認め
るとの取り決めをあらかじめ労働者と合意することや、副業・兼業の開始前に、あらかじめ使用者が副業・兼
業先企業における労働時間や通算した労働時間について上限を設定し、労働者にその範囲内で副業・兼業
を行うことを求めることは、現行制度上可能です。

さらに、副業・兼業を行う労働者について、本業先企業及び副業・兼業先企業は、他方の企業で実際に適
切な賃金が支払われていることを把握することまで求めているものではありません。

労働基準法第37条第
１項、第38条第１項
労働基準局長通達
（昭和23年５月14日
付け基発第769号、
令和２年９月１日付け
基発0901第３号）

検討を予定
「制度の現状」欄の３段落目以降で示した３点が明確となるよう、「副業・兼業の促進に関するガイドライン

わかりやすい解説」の改定を検討します。

272 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.30．外国語指導
助手（ALT）の資格
外活動の包括許可
の対象範囲拡大

地方公共団体等に雇用されている
外国語指導助手（ALT）にのみ認め
られている「資格外活動」の「包括
許可」の対象範囲について、民間企
業において雇用されている在留資
格「教育」のALTについても、その対
象とすべきである。

在留資格「教育」を取得している外国人は、日本の小学校、中学校、高等学校等において語学教育等の活動が可能で
あり、2023年末時点で約14,000人となっている。このうちの多くが外国語指導助手（ALT）として、地域の外国語教育の普
及や国際化の推進に貢献している。

しかし、在留資格「教育」では、幼稚園や保育園、大学等の高等教育機関、公民館等において外国語指導を行うことが
できない。このため、これらの活動を行おうとする場合、別途、「資格外活動」許可を受ける必要がある。「資格外活動」は
大きく、①一定の要件に合致し、１週について28時間以内の活動である場合に包括的に資格外活動が許可される「包括
許可」、②「包括許可」に掲げる範囲外の活動について、個々に許可される「個別許可」の２通りがある。近年では、幼稚
園や保育園における語学教育だけでなく、放課後の語学指導や語学キャンプ、大人を対象とした公民館での語学学習と
いった、生涯学習・リスキリングとしての語学教育のニーズは増加しており、在留資格「教育」での活動範囲を超えた「資
格外活動」の必要性が高まっている。

こうした中、在留資格「教育」を取得している外国人のうち、JETプログラム（語学指導等を行う外国青年招致事業）等を
通じて、地方公共団体等に雇用されているALT（2023年12月時点で約5,100人）は、「包括許可」の対象として認められて
いる。一方で、民間企業において雇用されているALT（同、約6,200人）は、「包括許可」の対象と認められておらず、幼稚
園や保育園、大学等の高等教育機関、公民館での外国語指導のそれぞれの活動ごとに、「個別許可」を受ける必要があ
り、その手続きは「包括許可」に比べて煩雑となっている。また、「個別許可」は教える場所に紐づいているため、病欠など
で急にシフト変更が必要になった際に、他の教員に振り替えることも難しい。

（要望実現により）民間企業で雇用されている外国人の負担軽減や教員シフトの柔軟化に加え、語学学習を通じた日本
人のリスキリングやグローバルな視野を持った人材育成につながることが期待できる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

法務省
文部科学省

在留資格「教育」に限らず、在留資格「教育、技術・人文知識・国際業務又は技能」の在留資格で在留する者
については、外国人材による地方創生支援を目的として、我が国の地方公共団体その他これに準ずるもの
と雇用に関する契約を締結しているものに限る等の条件の下、資格外活動許可の包括許可を認めている。

出入国管理及び難民
認定法施行規則第19
条第５項第２号

その他

御提案の中で言及されている包括許可の枠組みは、平成30年６月15日に閣議決定された「まち・ひと・しごと
創生基本方針2018」において、地方における外国人材の活用の施策として、地方公共団体等において雇用
される外国人材が柔軟かつ効率的に活動できるように包括的な資格外活動を新たに付与することとされ、当
該外国人の活動範囲の拡大を図ったものであり、民間企業に雇用されている外国人には適用できないもの
であるため、慎重に検討する必要があります。

273 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.31．鉄道システム
等のインフラ輸出に
資する在留資格「研
修」の要件緩和

在留資格「研修」における、鉄道シ
ステム等のインフラ輸出に資する民
間企業主体の研修について、一定
条件下での実務研修を可能とすべ
きである。一定条件として、例えば、
第三者機関への実習計画と実施後
報告の作成・提出の義務づけや、
公的機関での時間要件（実務研修
は、研修を受ける時間全体の三分
の二以下であること等）を踏襲する
ことが考えられる。なお、現行の技
能実習制度や企業内転勤といった
在留資格の場合は、受け入れる外
国人と雇用契約を結ぶことが前提
であるため、相手国のインフラ企業
が国営企業などで兼職の規制が厳
しい場合、当該機関からの日本で
の受け入れが困難となる。また、技
能実習制度は、リーダー層の受け
入れを想定した研修の趣旨とは異
なるため、在留資格「研修」での受
け入れが適切である。

在留資格「研修」は、外国人が日本の公私の機関で行われる研修制度を活用して、日本で技術や知識を学ぶ資格であ
る。現行の同在留資格は、ODA対象国等経済格差のある国からの受け入れを想定しており、日本の受入れ機関が研修
に要する諸費用を負担することが前提となっている。

こうした中、日本の鉄道システムなどの交通・物流インフラは、持続的な経済発展の基盤となるものであり、日本国内に
技術的優位性やノウハウの蓄積があるため、各国から依然として旺盛な需要があり、「実務研修」に対するニーズは大き
い。また、近年では、東南アジアを中心にODA卒業国が増え、送出国側に負担能力があるほか、とくにリーダー層からは
有償であっても「実務研修」を受けたいといったニーズが存在する。実際に、フランスやドイツ、中国では、自国の技術や
ノウハウの輸出を戦略的に進めるため、鉄道システムに関する有償の実務研修を積極的に受け入れている。

他方で、日本の在留資格「研修」における「実務研修」の実施は、国や地方公共団体のほか、国際協力機構（JICA）や
海外産業人材育成協会（AOTS）等の公的機関の招聘等、公的な要素を含む研修に限定されている。したがって、民間
企業主体による研修は、座学等の「非実務研修」のみが認められているため、研修者のニーズに応えられていない事例
が存在している。また、リーダー層で質の高い技術を学ぼうとする研修生は、一国ではなく、様々な国での研修を通じて
スキルアップを図っており、現行の制度では、日本が研修先の選択肢から外れており、諸外国へのインフラ輸出戦略にお
ける遅れがさらに拡大していくことが懸念される。

（要望実現により）質の高いインフラシステムの海外展開を通じて、日本企業の有する技術や品質への信頼の獲得、産
業競争力の強化、ひいては国際社会における日本の地位向上に寄与する。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

法務省

ご提案にも記載いただいているとおり、在留資格「研修」では、民間企業による実務研修が認められており
ません。これは、平成21年の入管法改正前の在留資格「研修」では、民間企業による実務研修を認めていま
したが、実務研修と労働の境が曖昧な部分があり、一部において、実質的な低賃金労働者として外国人を取
り扱う事案が発生したことを受けて、同改正法では在留資格「技能実習」を創設し、労働関係法令の適用を
受ける労働者とすることで外国人の保護性を高めるとともに、在留資格「研修」での民間企業における実務
研修を認めないこととした経緯があります。なお、非実務研修は講義形式によるものだけでなく、研修セン
ター等での試作品製造や、マンツーマン形式での指導の下で短時間の生産活動に従事させる等、商品の生
産又は有償の役務提供の過程の一部を構成する場合は、非実務研修も認められていますので、現行の在
留資格「研修」の枠内でも送出国のニーズに応える研修は可能と考えています。

外国人の技能実習の
適正な実施及び技能
実習生の保護に関す
る法律及び同施行規
則

対応不可 制度の現状欄に記載のとおりです。
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274 令和6年11月15日 令和7年1月20日

No.32．在留資格「特
定技能」のビルク
リーニング分野への
清掃サービス付帯
型住宅の追加

在留資格「特定技能」のビルクリー
ニング分野の業務内容について、
建築物衛生法に基づく特定建築物
等の清掃に限らず、清掃サービス
が付帯された住宅の専有部も含め
るべきである。

在留資格「特定技能」における、活動が可能となる特定産業分野のうち、清掃業務関連ではビルクリーニング分野が設
定されている。その業務内容は、建築物衛生法に基づく特定建築物（不特定多数が出入りするオフィスビルやホテル等）
の清掃等に限定されており、住宅の専有部は、個人の責任の下で維持管理すべきものとしているため、同法で規定する
特定建築物の対象からは除外されている。

他方で、共働き世帯の増加等により、住宅専有部においても、住民自らが清掃を行うのではなく、清掃サービスを活用
する世帯が増加している。また、近年は、清掃サービスが付帯された住宅がオフィスビルと併設する形で増えており、そう
した住宅の清掃サービスは、ビルクリーニングを行う清掃事業者が受託するケースもある。

こうした中、清掃事業者の現場では、日本人はオフィス専有部・共用部、住宅専有部・共用部等を一人で清掃すること
が可能であるが、特定技能の在留資格を持つ外国人は、住宅専有部の清掃が認められていないため、人員配置等にお
ける不都合が生じている。

なお、住宅の共用部については、建築物衛生法の特定建築物ではないものの、不特定多数が出入りする部分であるた
め、ビルクリーニング分野の対象とされており、特定建築物から除外されていることをもって、ビルクリーニング分野にお
ける特定技能外国人の業務の対象から除外されるものではないと考える。

（要望実現により）日本人と同様に、特定技能の在留資格を持つ外国人が、オフィス・住宅の専有部・共用部等、用途・区
分に縛られずに清掃業務に従事することができ、清掃分野における人手不足の緩和及び効率化が図られる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

厚生労働省
法務省

特定技能外国人制度（ビルクリーニング分野）は出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）を
根拠としています。同法第２条の４第１項の規定に基づき策定された「ビルクリーニング分野における特定技
能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領（平成30年12月25日。法務省、警察庁、外
務省、厚生労働省。以下「運用要領」という。）において、ビルクリーニング分野において受け入れる特定技能
外国人（以下「特定技能外国人」という。）が従事する業務を規定しています。

特定技能外国人が従事する業務は、「多数の利用者が利用する建築物（住宅を除く。）の内部を対象」とし
た清掃作業であると規定されているため、「個人の住戸の清掃」は主たる業務には該当しません。

また、「これら（ビルクリーニング分野）の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随
的に従事することは差し支えない」としています。（運用要領第３の１）ただし、主たる業務に従事せずに関連
業務のみを行うことは認められません。

・出入国管理及び難
民認定法（昭和26年
政令第319号）第２条
の４第１項
・「ビルクリーニング
分野における特定技
能の在留資格に係る
制度の運用に関する
方針」に係る運用要
領（平成30年12月25
日）第３の１（１））

その他
運用要領第３の１で述べる「これら（ビルクリーニング分野）の業務に従事する日本人が通常従事することと
なる関連業務」に該当する業務であれば、特定技能外国人が付随的に従事することは差し支えありません
が、厚生労働省は特定技能外国人が個人の住戸の清掃を行うことは想定しておりません。

275 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.33．在留資格「特
定技能」の航空分野
における在籍型出向
の認可

在留資格「特定技能」の航空分野に
おいて、特定技能の在留資格に係
る制度の運用に関する基本方針の
趣旨を踏まえつつ、例えば、以下の
要件を課すことで、委託先企業、委
託元企業双方向への在籍型出向を
認めるべきである。
①出向先において出向元企業で従
事する特定技能に定められた業務
に従事すること
②出向元企業が、定められた義務
的支援が不足なく行える体制整備
を施していること
③業務委託契約を前提に、委託前
教育、新たなスキル習得を目的とし
た出向派遣／受入れであることを
双方で合意していること

近年、訪日外国人旅行者は急増しており、日本の航空需要は大きく拡大している。こうした需要を支える業務の一つ
に、航空機が空港に到着してから出発するまでの限られた時間内に行われる地上支援作業である「空港グランドハンドリ
ング業務」があり、在留資格「特定技能」の航空分野において、人手不足の観点から外国人を受け入れている。

空港グランドハンドリング業界では、拡大する航空需要に対応するためにさらなる業務効率化を図る必要があり、教育
研修を通じたスムーズな習熟を図る手段の一つとして、在籍型出向（従業員の籍を出向元に置いたまま、出向先の業務
を行う仕組み）を活用している。客室清掃や手荷物搬送、コンテナへの積み込み業務等のスキルを身につけるために
は、安全の確保や特殊な技能が必要であり、在籍型での出向の受け入れによって短期間で教育や経験を積むことが最
も効果的な状況である。実際に、日本人の場合の在籍型出向期間の目安は、客室業務で３ヶ月程度、手荷物業務で最
長４ヶ月程度となっている。

一方で、特定技能外国人の雇用形態は直接雇用に限られており、在籍型出向が認められていない。したがって、出向
を通じたスムーズな教育研修や新たなスキル習得による迅速な受託体制の構築が困難となっている。

（要望実現により）人手不足である空港グランドハンドリング業務分野において、新規外国航空会社を受託できる人員を
増やし、受入れ体制を早期に整えることができる。その結果、訪日外国人旅行者数の政府目標（2030年に6,000万人）の
達成の一助となる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

法務省
国土交通省

特定技能制度では、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針に基づき、特定技能外国人
の雇用形態については、フルタイムとした上で、原則として直接雇用としています。また、当該外国人が所属
する機関は一つに限ることとし、複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認めていません。

特定技能の在留資格
に係る制度の運用に
関する基本方針（平
成30年12月25日閣議
決定）

対応不可

特定技能制度においては、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針に基づき、外国人の
雇用を安定させる、受入れ機関としての責務の所在を明らかにする等の趣旨から、雇用形態については、フ
ルタイムとした上で、原則として直接雇用とし、外国人が所属する機関は一つに限ることとし、複数の企業と
の雇用に関する契約は認めないこととしています。
そのため、在籍型出向は出向元機関及び出向先機関双方との間に雇用契約関係があるため認められませ
んが、転籍出向については、出向先事業主との間にのみ雇用関係があるため、出向先事業主が受入れ機
関としての要件を満たす等の所定の要件を満たせば認め得ることとなります。なお、転籍出向の場合は、特
定技能所属機関は出向先事業主となることから、在留資格変更許可申請の手続が必要になります。

276 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.34．在留資格「特
定技能」の鉄道分野
における在籍型出向
の認可

以下のような場合には、在留資格
「特定技能」の鉄道分野においても
在籍型出向を認めるべきである。
①出向先において、出向元企業で
従事する特定技能に定められた業
務に従事すること
②出向元企業が、定められた義務
的支援が不足なく行える体制整備
を施していること
③親会社と子会社、親会社と孫会
社の関係にある複数の法人の間に
おける在籍型出向であること
④同一の親会社をもつ複数の法人
の間における在籍型出向であること
⑤資本関係は無くとも業務の受委
託契約に基づき、事業上安定的な
関係が構築されている複数の法人
の間における在籍型出向であること

地球環境問題や脱炭素化が喫緊の課題となる中、環境優位性を持つ鉄道は都市圏輸送や都市間輸送においてます
ます重要な社会インフラとして期待されている。他方で、安全輸送に不可欠な保守分野を中心に、協力会社も含めた鉄
道業界全体で人手不足が深刻化している。こうした背景を踏まえ、2024年３月、在留資格「特定技能」において、鉄道が
対象分野に追加された。

鉄道は保線・信号通信・電力・車両メンテナンス等の様々な業務区分の技術が統合された大きなシステムにより成り
立っている。そのため、従事するにあたっては、全ての分野に共通する安全や各業務区分の基礎技術等の教育を行って
いる。この手段の一つとして、在籍型出向（従業員の籍を出向元に置いたまま、出向先の業務を行う仕組み）を活用する
ことで、より深い知識・技術の習得が可能となる。鉄道会社の場合、業務区分の一部を子会社等に委託し、親・子・孫会
社が一体となって鉄道を運行していることから、それぞれの会社に一定期間所属することにより、当該業務区分に関する
体系的な知識や機器の仕組みはもちろんのこと、より実践的な教育を行うことができる。

実際に、技能実習制度では在籍型出向が認められていることから、鉄道分野においても、出向先と出向元企業で連携
し、効率的な技術や知識の習得を行っている。一方で、特定技能制度は直接雇用に限られており、日本人や技能実習生
等で認められている在籍型出向による教育・訓練を行うことができず、特定技能外国人のキャリア形成に支障をきたす懸
念がある。

（要望実現により）新規で入国する特定技能外国人についても、在籍型出向の活用による幅広い深い知識・技術の習得
を通じて、国籍に関わらないキャリア形成が可能となる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

法務省
国土交通省

特定技能制度では、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針に基づき、特定技能外国人
の雇用形態については、フルタイムとした上で、原則として直接雇用としています。また、当該外国人が所属
する機関は一つに限ることとし、複数の特定技能所属機関との雇用に関する契約は認めていません。

特定技能の在留資格
に係る制度の運用に
関する基本方針（平
成30年12月25日閣議
決定）

対応不可

特定技能制度においては、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針に基づき、外国人の
雇用を安定させる、受入れ機関としての責務の所在を明らかにする等の趣旨から、雇用形態については、フ
ルタイムとした上で、原則として直接雇用とし、外国人が所属する機関は一つに限ることとし、複数の企業と
の雇用に関する契約は認めないこととしています。
そのため、在籍型出向は出向元機関及び出向先機関双方との間に雇用契約関係があるため認められませ
んが、転籍出向については、出向先事業主との間にのみ雇用関係があるため、出向先事業主が受入れ機
関としての要件を満たす等の所定の要件を満たせば認め得ることとなります。なお、転籍出向の場合は、特
定技能所属機関は出向先事業主となることから、在留資格変更許可申請の手続が必要になります。

278 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.36．建設業にお
ける営業所専任技
術者の複数営業所
兼務の容認

営業所専任技術者が２、３カ所の営
業所に限って兼務することを容認す
べきである。なお、質の担保につい
て懸念が残る場合には、いわゆる
建設業を副業的に営む兼業企業の
業種（例えば、電気通信工事業、電
気工事業、管工事業等）からまずは
兼務を認め、問題ないことを確認し
てから建設の専業業種（例えば土
木一式、建築一式等）に広げていく
ことも考えられる。

専任技術者の営業所への配置は、建設業29業種の全てにおいて、建設業許可取得要件の１つとなっている。営業所
専任技術者は、適正な請負契約が締結されるよう技術的な観点から契約内容の確認を行う等の職務に従事する。近
年、建設業界では、生産年齢人口の減少や高齢化等に伴い人手不足が顕在化しており、専任技術者の確保が難しい状
況が続いている。また、IT・通信環境の進展に伴う働き方の変化に加え、建設業界全体の生産性向上が求められてお
り、常識上通勤不可能ではない範囲内でのテレワークが専任技術者の常勤要件を満たすとする緩和措置がなされた
が、依然として専任要件は残っている。

こうした中、国土交通省の「適正な施工確保のための技術者制度検討会（第２期）」において、営業所専任技術者の営
業所同士の兼務については、技術的には可能とされたものの、特段の制限なく兼務を可能とした場合、営業所専任技術
者が適正な請負契約の締結等の本来の役割を果たせなくなることや、営業所の設置が容易となることで受注競争の激
化を招くおそれがあること等が課題であるとされ、実現が見送られた。

しかし、当該検討会で示された課題は、特段の制限をつけなかった場合の課題であり、当該検討会では、営業所専任
技術者が一定の条件のもと専任現場の監理技術者等を兼務することを可能とする方針が示されたところ、営業所同士
の兼務についても同様に、例えば、２、３カ所の営業所に限るなどの一定の条件を設け、専任技術者が、WEB会議システ
ム等のICT技術を用いることで、質を落とさずその役割を果たすことは十分に可能である。

（要望実現により）専任技術者の担い手不足の解消や、近年のデジタル技術を用いた働き方の変化への対応を進め、建
設業の生産性向上につながることが期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

国土交通省

営業所の専任技術者は、建設業法（昭和24年法律第100号）第7条第２号及び第15条第１項第２号におい
て建設業許可の要件の一つとして規定され、適正な請負契約が締結されるよう、技術的観点から契約内容
の確認を行うほか、請負契約の適正な履行が確保されるよう、現場の監理技術者等のバックアップ・サポー
トを行うことを目的としております。

 建設業法において、「営業所」とは本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をい
い、営業所の専任技術者はその「営業所」ごとに専任するものを設置することが必要です。また、「専任」の
者とは、その営業所に常勤（テレワークを行う場合を含む。）して専らその職務に従事することを要する者を
いい、他の営業所（他の建設業者の営業所を含む。）において専任を要する者は、原則として、「専任」の者と
はいえないものとして取り扱っております。

建設業法(昭和24年
法律第100号)第７条
第1項第２号、第15条
第１項第２号
建設業法施行令第１
条
建設業許可事務ガイ
ドラインについて（平
成13年国総建第97
号）

その他

営業所専任技術者にかかる生産性向上のため、適正な施工確保のための技術者制度検討会（第２期）
（R3.11～R4.5）において、「複数営業所の兼務」と「現場技術者の兼務」の可能性について検討が行われまし
た。

検討の結果、複数営業所の兼務については、適正な請負契約の締結等の営業所の専任技術者本来の役
割を果たせなくなるばかりか、営業所の数よりも少ない技術者数で許可を取得することが可能となり、営業の
実態に技術力（技術者数）が伴わない不良・不適格業者の参入が可能となるおそれがあること、また、営業
所の設置が容易となり、受注競争の激化を招くおそれがあるとして、まずは担い手不足解消の観点から、営
業所専任技術者と監理技術者等の兼任を措置することとされました。

この検討結果を踏まえ、令和６年６月に建設業法が改正されたところ、令和６年12月から営業所専任技術
者の現場技術者の兼務が施行されることから、その実施状況を当面注視する必要があると考えられます。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

令和6年12月16日令和6年11月15日279

令和6年12月16日令和6年11月15日280

令和７年度以降の改組を要する場合には基幹教員制度の適用が必ず求められるため、実質的には来年度
以降から基幹教員の制度適用が始まるところ、その状況を見据えつつ対応を検討するものと考えています。
また、教授会等の会議について、やむを得ず欠席することもあり得るものと承知しており、会議の全ての回に
出席しないと「教育課程の編成・運営に責任を負う」と認めないとは解していません。

検討を予定
大学設置基準第８
条、別表第１、別表第
２

大学の要望があれば特例の相談があると考えているため、具体的なニーズが出てくれば相談にのってまい
りたいと考えています。

その他
大学設置基準第57条
第１項、第２項

文部科学省

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

わが国の産業界では労働生産性の向上やイノベーション創出の必要性から、デジタル人材へのニーズが急速に高まっ
ている。こうしたニーズを背景に、高等教育機関におけるデジタル人材育成にも大きな期待が寄せられているものの、大
学等におけるデジタル関係の教育は実践性に欠け、企業での即戦力となる人材輩出が十分に行われていない。また、当
該分野で実務経験を有する教員は不足している。加えて、教員不足は、地方で顕著であり、地域におけるデジタル人材
育成の阻害要因にもなっている。

国は令和４年度に、成長分野における教員不足の解消、より柔軟な教育プログラムが編成されるように、大学設置基準
等の改正や特例制度の創設を行ったところである。大学設置基準等の改正や特例制度の創設は高く評価されるところで
あるが、新たに設けられた基幹教員の要件が依然として厳しく、実務家による教育活動の普及には至っていないこと、ま
た特例制度について初年度の申請が少数であったことなどに鑑みると、産業界の人材ニーズに即応するには程遠い状
況である。

（要望実現により）より多くの大学で、実務家教員による実践的で質の高いデジタル教育の提供が期待できる。また、当
該人材育成に取り組む大学の志望者増加、安定的な人材の輩出、ひいては産業競争力の強化等が期待できる。

実践的な教育が必要なデジタル関
連分野では、絶対数が不足し、大
都市圏に偏在する実務家教員で全
国的な需要を満たすため、大都市
圏の大学で行われるデジタル関連
の講座を地方の他大学等にも提供
し、単位互換を認めることが必要で
ある。現行制度下で特例を受けや
すくするため、以下の規制緩和の
包括的実施を求める。
１）現行制度では、教育課程等に係
る特例を申請した際に簡易な審査
により認定が行われるモデルケー
スとして、①同時双方向型オンライ
ン授業を活用した先導的な取組と
②学修の多様化・深化×大学間連
携、の２ケースが示されている。他
大学等との単位互換をモデルケー
スに追加し、他大学等との単位互
換の上限が60単位とされている制
限を免除する特例を受けやすくする
こと
２）先導的な取組のモデルケースと
して示されている【学修の多様化・
深化×大学間連携】では、①連携
大学間の協議会の設置と②連携協
定の締結など継続的な連携を確保
するための措置を講じた場合に、連
携協定に規定された連携開設科目
の単位を卒業要件となる修得単位
数に算入することができるとされて
いる。連携大学間の協議会を設置
しなくても、連携協定の締結など継
続的な連携を確保するための措置
を講じた場合に、連携協定に規定さ
れた連携開設科目の単位を卒業要
件となる修得単位数に算入できるこ
ととし、教育課程等に係る特例を申
請した際に簡易な審査により認定
が行われるモデルケースに盛り込
むこと

No.37．実践的なデ
ジタル人材育成を実
現するための大学
設置基準等の改正
②

大学設置基準に定められて教育課程等に関する事項に関し、文部科学大臣の認定を受けた場合は、特例
対象規定の全部又は一部によらないことができる大学として認定することができる「教育課程等に係る特例
制度」を令和４年度に創設しました。本特例の認定に当たっては、大学設置、大学教育等に見識を有する者
から構成される有識者会議（運営委員会）の公正な審査等を経ることとしています。

基幹教員制度については、令和４年度の大学設置基準改正時に新たに定義したものになりますが、以下の
①及び②を満たす教員が基幹教員となることが可能です。
①教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員
②A又はBのいずれか

（A）当該学部の教育課程における主要授業科目を担当する教員
（専ら当該大学の教育研究に従事する者に限る。）

（B）当該学部の教育課程における年間８単位以上の授業科目を担当する教員

専ら当該大学の教育研究に従事する者以外の者が基幹教員になるためには、育課程の編成等に責任を担
い、当該学部の教育課程における年間８単位以上の授業科目を担当する教員である必要がありますが、必
要最低教員数の１／４の範囲以内で置くことが可能となっています。

なお、令和７年度以降の改組を要する場合には基幹教員制度の適用が必ず求められるため、実質的には来
年度以降から基幹教員の制度適用が始まる状況です。

文部科学省

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

わが国の産業界では労働生産性の向上やイノベーション創出の必要性から、デジタル人材へのニーズが急速に高まっ
ている。こうしたニーズを背景に、高等教育機関におけるデジタル人材育成にも大きな期待が寄せられているものの、大
学等におけるデジタル関係の教育は実践性に欠け、企業での即戦力となる人材輩出が十分に行われていない。また、当
該分野で実務経験を有する教員は不足している。加えて、教員不足は、地方で顕著であり、地域におけるデジタル人材
育成の阻害要因にもなっている。

国は令和４年度に、成長分野における教員不足の解消、より柔軟な教育プログラムが編成されるように、大学設置基準
等の改正や特例制度の創設を行ったところである。大学設置基準等の改正や特例制度の創設は高く評価されるところで
あるが、新たに設けられた基幹教員の要件が依然として厳しく、実務家による教育活動の普及には至っていないこと、ま
た特例制度について初年度の申請が少数であったことなどに鑑みると、産業界の人材ニーズに即応するには程遠い状
況である。

（要望実現により）より多くの大学で、実務家教員による実践的で質の高いデジタル教育の提供が期待できる。また、当
該人材育成に取り組む大学の志望者増加、安定的な人材の輩出、ひいては産業競争力の強化等が期待できる。

実践的な教育が必要なデジタル関
連分野では、絶対数が不足し、大
都市圏に偏在する実務家教員で全
国的な需要を満たすため、複数の
大学・学部で教えることができる教
員を増やす必要があるが、基幹教
員の要件によって、それが阻害され
ている。これを解決するために以下
の規制緩和の包括的実施を求め
る。
１）現行の大学設置基準では、１つ
の大学・学部にのみ所属する教員
だけでなく、複数の大学・学部に所
属する教員についても、各学部で最
低限必要な基幹教員数の４分の１
までカウントできるが、複数の大学・
学部に所属する教員を基幹教員と
してカウントできる上限（４分の１以
内）を緩和すること
２）１つの学部で年間８単位以上の
教育課程に係わる授業科目を担当
することが基幹教員の要件とされて
いるが、当該授業科目の算定にあ
たり複数学部の合計で認めること
３）基幹教員の要件である「教育課
程の編成その他の学部の運営につ
いて責任を担う教員」について、企
業と兼務する者が教授会等にリア
ルタイムで参加する時間的余裕が
あるとは限らないことから、教授会
や教務委員会など当該学部の教育
課程の編成等について審議を行う
会議に一定以上出席する責務を有
し、かつ、当該会議に欠席した場合
には議事録等を参照する権限を有
する教員も含まれるなどの要件緩
和

No.37．実践的なデ
ジタル人材育成を実
現するための大学
設置基準等の改正
①
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

281 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.38．医薬品・治験
薬の原薬・中間製
品・製剤等の移動に
関する要件緩和

通常２～３ヶ月を要する微生物学的
試験などについては、欧米同様に
試験結果が判明する前に、「医薬
品」及び「治験薬」の原薬・中間製
品・製剤等を製造所から自社の管
理下にある他の部門や受託製造業
者へ移動させることを容認すべきで
ある。

欧米では、医薬品規制調和国際会議（ICH）における議論等も踏まえ、原薬に関する製造管理及び品質管理の標準的
なあり方を示した「原薬GMP（Good Manufacturing Practice）のガイドライン(ICH Q7)」に基づき、「医薬品及び治験薬」の
原薬・中間製品・製剤等は、その有効期間が短い場合や、長い時間を要する微生物学的試験（微生物限度試験、無菌試
験、抗体のウイルス否定試験など）などが課されている場合に、試験検査の結果を得ずとも、製造所から自社の管理下
にある他の部門や受託製造業者への移動が可能となっている。

一方、日本では、医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令（GMP省令）において、「医薬
品」の原薬・中間製品・製剤等は、長い時間を要する微生物学的試験など（通常２～３ヶ月）が課されている場合は試験
結果を得るまで製造所から自社の管理下にある他の部門や受託製造業者への移動が許容されていない（原薬などの有
効期間が短い一部のケースを除く）。また、治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準（治験薬GMP）において、「治
験薬」原薬・中間製品・製剤等に関してはそもそも条件が示されておらず、「医薬品」と同様の対応を求められている。

昨今、製薬企業は医薬品開発をグローバルで進めている中、欧米とは異なる日本独自の規制に即した医薬品・治験薬
の原料・中間製品・製剤等の管理手順を設けて対応する必要が生じており、この日本と欧米との規制差がわが国におけ
る医薬品開発の遅れにつながり、ひいては、わが国医薬品市場の国際的な競争力の低下につながる。

（要望実現により）治験薬や商用製品の初回出荷分の準備・製造のリードタイムの短縮による新薬の早期開発や、日本
の医薬品開発国としての競争力向上につながる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

厚生労働省

『令和３年４月28日 薬生監麻発0428第２号「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関
する省令（GMP省令）の一部改正について」第３ 逐条解説20.第12条（４）』において、「医薬品」の原薬、中間
製品、製剤等について、以下の場合には、全ての試験結果を得る前に移動することが許容されております。
ただし、市場出荷前の最終製品については、全ての試験が完了し、その結果を踏まえて出荷の可否を判定
する必要があります。
①その特性上、所定の試験検査の一部について結果が判明する前に製造所からの出荷の可否の決定を行
わざる得ない製品を製造する場合であって、当該項に示す条件を満たす場合
②その製造業者等の他の医薬品包装等区分製造所又は保管のみを行う製造所における保管のため製品を
搬送する場合

また、治験薬については、「医薬品」と同様の取扱いが可能であるか、治験依頼者の責任において判断する
ことで差支えありません。

令和３年４月28日
薬生監麻発0428第２
号「医薬品及び医薬
部外品の製造管理及
び品質管理の基準に
関する省令（GMP省
令）の一部改正につ
いて」第３ 逐条解説
20.第12条（４）

現行制度下
で対応可能

「制度の現状」に記載のとおり、一定の条件を満たす場合は現行制度で対応可能です。 △

治験の情報提供は、「薬事法にお
ける医薬品等の広告の該当性につ
いて」の対象外とした上で、厚生労
働省通知「治験に係る情報提供の
取扱いについて」を修正し、「治験に
係る情報を求める者」のみではな
く、広く国民に実施できるようにすべ
きである。元来、治験への参加には
治験実施医師の医学的な判断が必
要であり、各治験で規定された厳格
な適格基準を満たした者のみが、
十分なインフォームド・コンセントを
経て治験に参加することから、国民
への治験の情報提供は、本要件の
「顧客を誘引する（顧客の購入意欲
を昂進させる）意図が明確であるこ
と」に該当しないと考える。

 医薬品の製造販売承認申請に対して審査を行う独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA）は、申請資料の信
頼性の基準への適合性を確認するため、適合性書面調査を実施している。しかし、適合性書面調査は日本独自の施策
であり、海外の承認申請時に規制当局が同様の調査を実施することはない。適合性書面調査は申請資料中の品質試
験、非臨床試験及び臨床試験のいずれも対象になり得るが、このうち非臨床試験においてはnon-GLP試験（GLP（※
Good Laboratory Practiceの略称。医薬品の毒性及び安全性薬理に関する非臨床試験の実施の基準） 対象外の試験。
非臨床試験の中で毒性試験及び安全性薬理試験以外の試験を指す）が対象になり、試験の重要性やリスクを考慮して
PMDAが適合性書面調査対象試験を選定している。しかし、承認申請時には既にヒトの有効性及び安全性を確認する臨
床試験の結果が判明していることから、非臨床non-GLP試験の詳細な調査の必要性には疑問がある。適合性書面調査
を行わずとも、仮に、申請資料中の非臨床non-GLP試験の内容に疑義が生じた場合は、通常の承認審査プロセスで行
われている照会事項発出時に根拠資料の提出を求めることで代替可能と考える。

適合性書面調査用資料の条件や範囲の指定は調査の約１ヶ月前に提示を受けるため、それまで申請者は調査対象資
料を特定することができない。さらに、電子ファイル化した資料の提出は調査の約２週間前までと準備期間が短い。この
ため、申請者としては調査の対象になるかどうかにかかわらず、調査資料の準備に時間を要することが想定される試験
について、製造販売承認申請の前の段階から調査のための準備（試験に関連する全ての文書・データ類の電子化、共
同研究先・導入元への現地訪問による文書・データ類の内容の確認など）を行わざるを得ず、多大な時間及びコストを強
いられている。特に近年は海外のパートナー（CRO（※Contract Research Organizationの略称。企業、医療機関、行政機
関等の依頼により、医薬品等の非臨床試験並びに臨床開発及び臨床試験（治験）に関わる業務を、受託、または労働者
派遣等で支援する外部機関）／製薬企業／ベンチャー等）との協働事例が増えており、その場合準備に必要なコストが
顕著に増大する。また、日本独自の適合性書面調査に対して海外パートナーからの理解が得られず、準備に難渋するこ
ともしばしばある。さらには試験データ自体に問題が無いにもかかわらず、試験関連資料の不備（例えば使用動物の入
荷の記録がない、使用細胞入手の記録がない等）のために再試験を余儀なくされるケースがあり、特に動物実験を追加
で行う必要が生じた際には時間やコストだけでなく動物倫理の観点でも課題がある。再試験については最近PMDA及び
日米欧の製薬産業業界団体で新たな適合性書面調査のチェックリストを作成する対策が行われたが、まだ完全に解決さ
れたとは言えない。

世界的にも、GLP試験と異なり厳密な実施基準が定められていないnon-GLPの非臨床試験に対して調査が行われるの
は日本だけであり、グローバル開発を進める上での課題となっている。これは日本におけるドラッグラグ／ロスの一因で
あるとも考えられており、また医薬品の開発コストの増大にもつながっている。

（要望実現により）規制の国際調和の一環として，非臨床non-GLP試験を適合性書面調査の対象としないことは日本の
医薬品開発の環境改善につながるものと考える。

医薬品の承認申請における非臨床
non-GLP試験は適合性書面調査の
調査対象としない旨、通知にて発出
することを求める。

No.40．医療用医薬
品の非臨床試験の
適合性書面調査の
廃止

令和6年12月16日令和6年11月15日 △

令和6年12月16日令和6年11月15日 ◎282

・医薬品等の広告は、「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」（平成10年9月29日医薬監第
148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知）で示しているとおり、①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂
進させる)意図が明確であること、②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること、③一般人が認知でき
る状態であることのいずれの要件も満たす場合、これを広告に該当するものと判断しています。
・製薬企業が積極的に効能効果について情報提供を行うことは、例え臨床試験等の目的であることを明示し
たとしても、①及び③に該当することが否定できません。また、対象の未承認の一般的名称（成分名）又は開
発コードを明示することは、②に該当します。
・以上から、製薬企業が対象の未承認の一般的名称（成分名）又は開発コードを明示し、かつ、効能効果を
明示した上で治験情報を提供する行為は、上記①～③のいずれも満たすため広告に該当し、薬機法第68条
に抵触するため、これを認めることは困難です。
・令和５年１月24日付け通知に基づき、治験に係る情報を求める者に対して治験薬の名称や治験記号等の
情報提供が可能としており、製薬企業等のウェブサイトや治験情報の提供サービスとして広く国内で使用さ
れているjRCT（臨床研究等提出・公開システム）においても、治験薬の名称等を含め掲載及び情報提供が可
能となっています。

対応不可

・医薬品、医療機器
等の品質、有効性及
び安全性の確保等に
関する法律（昭和35
年法律第145号）第68
条
・「薬事法における医
薬品等の広告の該当
性について」（平成10
年9月29日医薬監第
148号厚生省医薬安
全局監視指導課長通
知）
・「治験に係る被験者
募集の情報提供の取
扱いについて」（平成
11年6月30日医薬監
第65号厚生省医薬安
全局監視指導課長通
知）
・「治験に係る情報提
供の取扱いについ
て」（令和５年１月24
日薬生監麻発0124第
１号厚生労働省医薬
局監視指導・麻薬対
策課長通知）

・未承認の医薬品の品質、有効性及び安全性は確認されたものではなく、公衆衛生上の懸念が生じるおそ
れがあるため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第
145号）第68条において、未承認の医薬品について、広告をしてはならない旨が規定されております。
・医薬品等の広告は、「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」（平成10年9月29日医薬監第
148号厚生省医薬安全局監視指導課長通知）で示しているとおり、①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂
進させる)意図が明確であること、②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること、③一般人が認知でき
る状態であることのいずれの要件も満たす場合、これを広告に該当するものと判断しています。
・治験薬の名称、治験記号等については、「治験に係る被験者募集の情報提供の取扱いについて」（平成11
年6月30日医薬監第65号厚生省医薬安全局監視指導課長通知）で、治験の実施に当たり被験者を募集する
ために情報提供を行う場合であって、治験薬の名称、治験記号等を表示しない場合は、上記②「特定医薬品
等の商品名が明らかにされていること」に該当しないことから広告には該当しないと示しているところです。
・さらに、令和４年度に「治験に係る情報提供の取扱いについて」（令和５年１月24日薬生監麻発0124第１号
厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知）において、治験に係る情報を求める者のみに対して情報
提供できるよう治験情報専用のウェブページを設けることや、治験に係る情報提供と販売情報提供活動等の
資料や情報とは切り分けること、臨床試験情報登録センター等に登録されている情報であること等をもって、
広告に該当しないと示しました。

厚生労働省

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

日本では、厚生労働省通知「治験に係る情報提供の取扱いについて」（令和５年１月24日薬生監麻発0124第１号）によ
り、製薬企業等による治験情報の提供に関する要件が示され、治験薬の名称や治験記号等が含まれる治験情報を提供
可能となった。しかし、その対象が「治験に係る情報を求める者」のみに厳格に限定されており、製薬企業が発信する治
験情報を国民が広く認識できる環境とはなっていない。製薬企業が「治験に係る情報を求める者」以外にも治験情報を提
供する際には、依然として、「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」（平成10年９月29日医薬監第148号）
の対象として、治験薬の名称や治験記号等の商品名を含む情報提供は不可とされている。

昨今、一般的に治験は、複数の国や地域で行う国際共同治験が多い。治験参加者の募集に関してもグローバルで統
一した手法が議論されることが多いが、日本については上述の規制があることにより、例外的な対応をとらざるを得ない
状況にある。例えば、米国や中国では、一般人を対象に治験参加者の募集を行う場合でも、治験薬の名称や治験記号
等の掲載に関する制限はない。また、特に米国においては、特定の治験に関する患者向けのセミナーやソーシャルメ
ディア等での情報提供を含む、積極的な患者組み入れ手法が行われているが、一方で、上述のように日本固有の規制
は、広く国民が自身の疾患にあった治験を探し適切な治験にアクセスすることの妨げになっていると考えられる。さらに、
治験への患者組み入れの遅延にもつながり、わが国における迅速な治験の実施の障壁になることでドラッグラグが生じ
る可能性がある。また、一般的に製薬企業において治験参加者の募集にグローバルで統一した手法を議論している中、
日本では、各治験で実施する情報提供が「治験に係る情報を求める者」のみを対象とした情報提供になっているか個別
事例ごとに都度確認・検討する必要があり多くの時間と労力を要し、効率的な治験の実施の障壁になっている。日本固
有の規制の存在が、企業が日本での開発自体を断念する一因となる可能性があり、最終的にドラッグロスにつながる懸
念もある。

（要望実現により）国民自らが治験薬の名称や治験記号等をもとに、治験に関する情報をWeb上で網羅的に検索すること
が容易となり、自身の疾患にあった治験を探して適切な治験にアクセスすることが可能になる。さらに、国内での迅速な
治験に寄与することで、わが国における治験の活性化、ひいては、ドラッグラグ／ロスの解消にもつながる可能性があ
る。

No.39．製薬企業か
ら国民への治験に
係る情報提供の実
現

283

医薬品の承認のために提出された資料については、その重要性に鑑みて、適切に信頼性が確保される必要
があります。適合性書面調査では個々の試験の承認の判断における重要性を踏まえて、調査対象資料を選
定する仕組みとなっており、ご指摘のnon-GLP非臨床試験が調査対象資料とならない場合もあります。ま
た、適合性書面調査の申請者側の準備や実施に係る負担の軽減を図るべく、①調査に係る準備期間の延
長、②原則、調査員による自己調査形式での実施、③提出対象となる根拠資料の限定などの措置も講じて
おり、引き続き、運用の改善に努めていきます。

現行制度下
で対応可能

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律第14条第３
項

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律施行規則施
行規則第43条

令和４年５月20日付
け薬生薬審発0520第
４号厚生労働省医
薬・生活衛生局医薬
品審査管理課長通知

承認申請時に添付される試験データのうち、non-GLP非臨床試験に係るデータの作成・収集にあたって
は、「厚生労働省令で定める基準」に従うことが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律（昭和35年法律第145号）第14条第３項に規定されており、医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第１号）第43条に定める申請資料の信頼
性の基準に適合しているか否かを適合性書面調査において確認しております。なお、承認申請資料に対す
る適合性書面調査では試験データの重要度も考慮して、調査対象資料を選定しております。

厚生労働省
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

286 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.43．PMDA（独立
行政法人医薬品医
療機器総合機構）の
プログラム医療機器
審査期間の改善

日本においても、最大の事務処理
期間の設定もしくは80％タイルでの
標準的事務処理期間の目標を90％
タイルにすることによる予見性の向
上、標準的事務処理期間の短縮に
ついて検討を行えるよう必要な措置
を構ずるべきである。

日本には高い技術力があるにも関わらず、審査期間が長いことが、プログラム医療機器の開発において欧米の後塵を
拝する要因の一つになっていると考えられる。

PMDAにおけるプログラム医療機器の審査については従来、「医療機器規制と審査の最適化のための協働計画2024」
にもある通り、標準的事務処理期間（例えば、新医療機器のうち通常審査品目の場合は12ヶ月とされ、優先審査品目の
場合は９ヶ月とされている。）が設定されているが、標準的事務処理期間を大幅超過しても審査終了時期の見通しがたた
ないことがあり、事業計画立案上の大きなリスクとなっている。

米国食品医薬品局（FDA）により求められる、クラスⅡ医療機器と一部のクラスⅠ医療機器を対象にした市販前届出
「510k」においては、書類受理後、90日で承認するか否か回答することを基本とし、100日を超える場合には提出者に対し
て未完了の旨を書面で通知し、早期の解決を図る体制を整えている。

（要望実現により）現在よりもプログラム医療機器の迅速な製品開発や上市につながる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

厚生労働省

医療機器の承認審査に関しては、産業界との協議を経て、令和６年３月に「医療機器規制と審査の最適化
のための協働計画2024」を策定し、医療機器の申請から承認までの標準的な総審査期間について標準的事
務処理期間として80%タイル値を設定しました。この総審査期間には、規制側での審査期間だけでなく規制側
からの照会等に対する申請企業側での対応期間も含まれていることから、総審査期間の目標達成は、
PMDAの努力のみならず申請企業側の対応能力にも大きく依存するところです。現状においても、例えば薬
事申請に不慣れなベンチャー企業等については、標準的事務処理期間を達成できていないこともあります。
そのため、この標準的事務処理期間について、最大事務処理期間を設定又は90％タイル値に変更した場
合、申請企業側の負担がさらに増える可能性が懸念されます。

プログラム医療機器については、令和5年9月6日に厚労省・経産省が公表した「プログラム医療機器実用化
促進パッケージ戦略２」（DASH for SaMD 2）に沿って、各種施策を着実に実施しています。総審査期間の短
縮に向けては、プログラム医療機器の開発及び薬事承認に必要な情報に関する動画や質問集の公開に加
え、産業界の要望等も踏まえながら審査のポイント及び認証基準等を作成し、順次公開しています。また、
二段階承認に係る取扱いを明確化するための通知を発出するとともに、関連する質疑応答集の発出や産業
界主導による事例集の発行を行い、協働計画2024にも掲げられた二段階承認に係るガイダンス等の発出・
改訂等を進めています。令和６年７月には、PMDAの「プログラム医療機器審査室」を「プログラム医療機器
審査部」に拡充し、審査体制を強化しつつあるところです。加えて、現在は、PMDAのプログラム医療機器に
特化した相談区分の新設に向け産業界との協議を進めています。

これらの施策により、薬事申請に不慣れなベンチャー企業等の育成を引き続き図り、プログラム医療機器の
早期国内導入を進めていきたいと考えています。

－ 対応不可
制度の現状に記載したとおり、近年、プログラム医療機器の迅速な製品開発や上市につながるための目標
や施策を複数立ち上げたところであり、これらの新たな試みを継続、充実化していくことで、プログラム医療機
器の更なる迅速審査に繋がるものと考えています。

△令和6年11月15日

通知においてお示ししたリアルワールドデータを外部対照等として利用することが想定される場合は、例示と
してお示ししたものであり、医薬品の評価に必要な臨床試験等については、医薬品、対症疾患等に応じて個
別に判断されるものです。評価資料の充足性や臨床試験計画等については、独立行政法人医薬品医療機
器総合機構に相談することが可能です。厚生労働省では、「リアルワールドデータ活用促進事業」により、疾
患レジストリ、医療情報データベース等のリアルワールドデータの薬事申請での活用に向けて、疾患レジスト
リ等の保有者によるデータの信頼性確保の取組を支援しているところです。

現行制度下
で対応可能

「「承認申請等におけ
るレジストリの活用に
関する基本的考え
方」について」令和３
年３月23日付け薬生
薬審発0323第１号／
薬生機審発0323第１
号 厚生労働省医
薬・生活衛生局医薬
品審査管理課長、厚
生労働省医薬・生活
衛生局医療機器審査
管理課長通知

「「承認申請等におけるレジストリの活用に関する基本的考え方」について」において、レジストリデータを活
用する場合の一つの例として、リアルワールドデータを外部対照等として利用することが想定される場合を挙
げ、希少疾病等での活用が想定されるとしています。また、基本的にはランダム化比較試験が可能な疾患又
は介入において、承認申請のための有効性及び安全性の主要な根拠となる試験としては、エビデンスの質
を考慮すると、ランダム化比較試験を実施すべきである一方で、患者数が少ない希少疾病や患者数が少な
い小児疾病を対象とする場合等のように、対照群を置いたランダム化比較試験が困難である場合に利用が
想定されるとして記載しています。

厚生労働省

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

令和6年12月16日

医療用医薬品の開発でリアルワー
ルドデータ（RWD）を利活用し、承認
申請をより効率的に進めるために、
例えば、まずはクリニカル・イノベー
ション・ネットワーク（CIN）構想（※レ
ジストリを医薬品や医療機器の開
発に利活用するため、疾患登録シ
ステムなどのネットワーク化を行う
国立研究開発法人日本医療研究
開発機構（AMED）のCINがサポート
しているレジストリには、糖尿病（J-
Dreams）や軽度認知症（オレンジレ
ジストリ）などがある） で検討されて
いる糖尿病や軽度認知症などの疾
患に対象を拡大することにより、CIN
構想におけるRWDであるレジストリ
データを、他の条件で治療がなされ
た仮想の群（外部対照）を設定し当
該医療用医薬品が投与された群と
比較する、または、臨床試験は対
照群を設定するのが通常であると
ころ、治療群のみで実施する際の
有効性を判断するための値（閾値）
等の設定に用いるなど、より多くの
疾患で承認申請にRWDを活用でき
るようにすべきである。

現在、日本における医療用医薬品の承認申請等において、リアルワールドデータ（RWD）を利活用するために発出され
た薬生薬審発0323第１号／薬生機審発0323第１号の４（２）により、ランダムに患者を複数の群に分け医薬品の効果を検
証するランダム化比較試験の実施が困難な疾患にRWDの利活用が限定されているため、RWDの利活用に関する議論が
停滞している。

（要望実現により）RWDを外部対照として用いる場合の方法論の議論やRWD利活用事例の蓄積が進み、医療用医薬品
の承認申請における低コスト化、効率化が図られ、日本の医薬品・医療機器等の開発競争力の強化が期待できる。ま
た、糖尿病や軽度認知症などの疾患への医療用医薬品に関して、承認申請におけるRWD活用の実績を積むことで、
RWD利活用のノウハウが開発者に蓄積する。これにより、ランダム化比較試験の実施が困難な希少疾患や小児疾患に
おいてもRWDを活用した承認申請が促進され、健康寿命の延伸が期待される。

なお、薬生薬審発0323第１号／薬生機審発0323第１号の６には、外部対照群として使用する際のバイアスに関する留
意事項の記載があり、可能な限り背景情報を揃える必要性などが記されている。ランダム化比較試験の実施が困難な疾
患はレジストリに登録されている患者数が少ないために、患者背景を揃えるためのデータ抽出が難しいことも想定され
る。一方で、現行制度のもとでは、糖尿病や軽度認知症などの疾患の方が患者背景を揃えるためのデータ抽出が容易
であるにもかかわらず、これらの疾患に対する医療用医薬品の承認申請におけるRWD利活用を阻まれるという矛盾が生
じている。
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No.42．医療用医薬
品の承認申請にお
いてリアルワールド
データ（レジストリ）を
利活用しうる対象疾
患の拡大

医薬品開発の効率化・促進に向け
て、アカデミアやASTMインターナ
ショナル・ISOなどの民間等の国際
標準化機関が作成した国際規格・
標準（コンセンサス・スタンダード）を
PMDAの薬事承認審査プロセスに
活用することを推奨する文書を厚
生労働省から発出していただきた
い。

No.41．薬事審査に
おける民間等の国
際標準化機関が作
成した国際規格・標
準の活用推進

令和6年12月16日令和6年11月15日284

医薬品及び再生医療等製品（以下、「医薬品等」という。）の評価に用いることが科学的に妥当であることを
前提に、団体等が策定した規格等による試験等による評価に基づいて承認申請を行うことは差し支えありま
せん。ただし、当該規格等による評価であるか否かにかかわらず、承認申請に係る医薬品等ごとに、審査に
おいてその医薬品等の評価に用いる妥当性等について確認する場合があることにご留意ください。なお、承
認申請前の時点においても、評価方法について独立行政法人医薬品医療機器総合機構に相談することが
可能です。

現行制度下
で対応可能

－

医薬品及び再生医療等製品（以下、「医薬品等」という。）の承認審査は、医薬品等の品質、有効性、安全性
について提出された資料に基づいて行うこととしており、当該資料の作成、資料の構成等に係る基本的な考
え方については医薬品規制調和国際会議（ICH）による各種ガイドラインに示しています。その上で、個別の
医薬品等の評価については医薬品等の性質等を踏まえて個別に行っているところ、当該医薬品等の評価に
用いることが科学的に妥当であることを前提に、団体等が策定した規格等による試験等による評価に基づい
て承認申請を行うことは差し支えありません。

厚生労働省

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

再生医療等製品の開発・実用化が急速に進んでいるが、再生医療等製品は従来の医薬品などとは異なる全く新しい製
品であるため、その安全性や品質の評価方法について国際規格・標準を整備し、活用する動きが世界で加速している。

アメリカ食品医薬品局（FDA）のバイオ医薬品の承認審査を行うCBER（Center for Biologics Evaluation and Research）
においては、再生医療等製品の開発と評価を促進するため、Voluntary Consensus Standard Recognition Program for
Regenerative Medicine Therapiesと称して、民間が作成した国際規格・標準を再生医療等製品の薬事承認審査プロセス
に活用するプログラムが2023年より開始されており、企業に民間が作成した国際規格・標準の積極的な活用を推奨して
いる。さらに、民間の国際規格・標準の設定機関であるASTMインターナショナルや国際標準化機構（ISO）が作成した国
際規格・標準を認定した上で、リスト化して公表している。

日本においては、厚生労働省及び医薬品医療機器総合機構（PMDA）が作成過程に参加し厚生労働省が通知するガイ
ドラインや、PMDAが作成に携わり厚生労働大臣が定める医薬品の規格基準書である日本薬局方が、薬事承認審査プ
ロセスに活用されている。企業は、規制当局が認定した規格・標準が整備されていれば、それに則って医薬品開発を実
施するため、様々な作業の選択や最適化を自ら検討する必要がなく、その規格・標準の要求事項に沿って医薬品開発を
進めることが可能である。また、薬事承認審査プロセスにおいても、企業にとっては規制当局が認定した規格・標準に
則った医薬品開発を実施した旨を説明することが可能であり、規制当局にとっても審査すべき要点が明確となって、審査
の省力化につながるため、両者にとってシンプルかつ系統的なやり取りが可能になる。しかし、日本においては、アカデミ
アや民間等の機関が作成した国際規格・標準については、薬事承認審査プロセスへの活用を推奨する旨が明示されて
いない。このため、企業としては、アカデミアや民間等が作成した国際規格・標準を積極的に活用することができず、日本
における医薬品開発の遅れの一因となっている可能性がある。

（要望実現により）アカデミアや民間等の機関が主体となって作成したものであっても国際的に合意・調和された規格や
標準を活用できるようになると、企業と規制当局間で規格や標準が共通言語となって系統的なやり取りが成立し、規制当
局にとっては審査の効率化につながり、企業にとっては医薬品の研究開発期間が短縮され、結果として患者に革新的な
医薬品を早く届けることができるようになる。また、再生医療産業を支援する周辺産業にとっても国際規格・標準に沿った
製品・サービスを開発できるようになり、関連産業の発展にも資することが期待される。
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287 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.44．再生医療等
製品の直接の容器・
被包への表示方法
の見直し

限られた製造量の製品を超低温環
境下での包装が可能な一部の設備
で包装する必要がある再生医療等
製品においては、直接の容器・被包
への邦文以外での法定表示、ある
いは、直接の容器・被包以外（例え
ば二次包装）への邦文での法定表
示を認めるように、同法施行規則を
改正すべきである。海外の例とし
て、EUでは各国現地言語での表示
の代わりに、英文でのラベル表示
が認められており、確立された設備
での包装・表示及び各国の需要に
合わせた製品供給を可能としてい
る。

細胞加工製品や遺伝子治療薬などの再生医療等製品は、製品の特性上、従来の医薬品と比較して製造量が少量であ
るケースが多い。限られた製造量の製品を、短い期間で医療現場の需要に応じて供給する必要があり、一般的な医薬品
と異なって、ある種オーダーメイドのような側面があるため、スケールを取った生産対応を図ることが難しい。また、再生
医療等製品の取り扱いにおいては、保管条件について－80℃以下などの超低温での保管が求められる製品が多く、超
低温環境下での包装が可能な設備が必要となる製品もある。通常、医薬品のラベル情報のうち、邦文表示が必要な情
報については、邦文化した該当情報をリラベル／オーバーラベルすることでラベル表示するケースが多いが、超低温環
境下でのリラベル／オーバーラベルは、粘着剤の選定や結露への対応などが必要であり技術的ハードルが高いのが実
情である。

このように再生医療等製品では、限られた製造量に対する包装を、超低温環境下での包装が可能な一部の設備で実
施する必要があるが、グローバルに製品提供する場合、各国言語での包装・表示の実施に関して課題がある。日本にお
いては、医薬品医療機器等法第65条の２で、再生医療等製品の製品名称等の法定表示事項について、「直接の容器」
又は「直接の被包」に邦文での法定表示が求められている。そのため、邦文以外で記載された製品を国内へ供給する場
合は、邦文表示の目的での超低温環境下でのリラベル／オーバーラベルの工程の立ち上げが必要となり、その工程が
製品品質に影響を及ぼさないことを担保するための追加の評価も要することから、日本への再生医療等製品の導入遅
延、ワーストケースでは日本への導入が見送られるリスクにもなりえる。技術的なハードルも高いこの追加工数を削減、
あるいは無くすことができれば、短期間での供給が求められるケースが多い再生医療等製品を、より迅速に医療現場へ
提供することが可能となる。

（要望実現により）製品サプライチェーンの柔軟性が向上し、日本への製品の早期導入・上市が可能になり、ドラッグロス
を防ぐことにつながると考える。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

厚生労働省

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令１号）
第228条の9において準用する同規則第218条に基づき、医薬品、医療機器等の品質有効性及び安全性の
確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第65条の２各号について再生医療等製品の直接の容器又は
直接の被包に邦文で記載することが求められています。

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律第65条の２
医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律施行規則第
228条の9

検討を予定
当該規定は、本邦で流通するにあたって必要な情報を適切に伝達するために求められているものです。再
生医療等製品における直接の容器への法定表示の記載が困難な場合があることを踏まえ、邦文表記規定
の例外を設けることも含め検討したいと考えます。

△

289 令和6年11月15日 令和6年12月16日
No.46．医療機関に
おける診療録の保
存要件の明確化

治療の「完結」の定義を明確にする
ための措置を講じ、診療録の破棄
が可能となる時期をデジタルで判別
できるようにすべきである。

現状、医療機関における診療録は、医師法第24条や保険医療機関及び保険医療養担当規則第９条において、「治療
の完結から５年間」の保存が義務付けられているところであるが、治療の完結は患者の症状によっては明確化できない
ため、診療録を破棄できず長年保管せざるを得ない。そのため、電子カルテシステム等を移行する際、不要である可能
性の高いデータも含めた移行が必要となり、医療機関やベンダにその移行作業の負担が生じている（例：600床規模の特
定機能病院の場合、移行する対象データが10年分の場合、データ移行に約10.3ヶ月要する。対象データには診療録に添
付されたデータ等を含む）。あわせて医療機関では、これらデータの保管や移行のコストも生じている。

海外では「最後のやり取り（最終診療日時）」や誕生日が起点とされており、保存期間を明確に判断できる。以下に２つ
例示する。
・アメリカ（HIPPA）・・・特定の種類の文書は記録が作成された時点または最後に発効した時点のいずれか遅い方から数
えて６年間の診療記録を保存する義務がある（医療記録の保存期間は州法に拘束されるため、州により異なる）。
・スウェーデン・・・成人は最後のやり取りから10年間。なお、未成年は18歳に達するまでの記録はすべて保管（患者デー
タ法（Patientdatalagen）及び国立公文書館の規則（Riksarkivets föreskrifter）によって規定）。

（要望実現により）破棄可能なデータをデジタルで機械的に判別・処理できるようになるため、医療機関やベンダが従来
要していた不要な過去のデータの移行作業や維持管理に伴う工数的かつ金銭的負担が低減する。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

厚生労働省

保険医療機関及び保険医療養担当規則第９条で、診療録については、完結の日から５年間保存することと
していますが、これは、医師法第24条第２項及び歯科医師法第23条第２項において診療録が５年間保存す
べきとされていることや、診療録が療養に関する記録物の中でも特に重要性が高いものであることを勘案し
定めているものです。

医師法第24条
保険医療機関及び保
険医療養担当規則第
９条

現行制度下
で対応可能

「完結の日」とは、個々の被保険者等につき、一連の保険診療が終了した日を指すものです。例えば、ある
被保険者の治療が９月１日に開始されて、10月25日に終了した場合には、その診療録の保存期間の起算点
は10月26日となります。

△

令和6年12月16日令和6年11月15日288

今回お寄せ頂いた、製造販売承認取得後の安全性に係る副作用等報告の検討は、2018年７月より業界およ
び行政にてワーキングチームを構成し、これまで議論を重ねてきたことと理解しております。 業界団体側で
他国におけるLocal appendixの内容や提出状況について調査を実施し、その結果を踏まえて、さらに検討を
進めることが合意されており、現在は、当該調査結果を待っている状況と承知しています。
感染症定期報告については令和６年度第４回厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において引き続き
感染症リスクの監視を前提として、形式的な定期報告を廃止しつつ、リスクが高い場合に速やかに評価・検
討結果の報告を求めるなど、より実効性のある制度への変更について検討しております。

検討に着手

医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律第68条の14
第１項、第68条の24
第１項
医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律施行規則第
63条など

厚生労働省

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

日本で医療用医薬品の承認後に提出が義務づけられている安全性に係る報告書「医薬品安全性定期報告」（報告期
間・頻度：承認後４～10年の間、最初の２年は半年毎、その後は１年毎）及び「感染症定期報告」（報告期間・頻度：承認
後販売終了までの間、半年毎）は定期的かつ中には、販売期間中永続的に報告が求められる一方、関連する報告書間
で情報の重複が見られ、資料作成に係る企業各社の負担が大きい。

「医薬品安全性定期報告」に関しては、海外でも販売されている医薬品の場合、Periodic Benefit-Risk Evaluation
Report（PBRER、定期的ベネフィット・リスク評価報告)と呼ばれるグローバルで統一された報告様式の提出も求められて
いる。海外では主にPBRERが安全性に係る報告書として提出されており、日本を含む全世界のデータに基づいた評価結
果が記載されるが、日本の「医薬品安全性定期報告」では、日本のデータに注目した評価結果を記載する必要がある。
PBRER及び「医薬品安全性定期報告」はいずれも重篤副作用の発現状況の検討や、医薬品使用時に特に注意が必要
な副作用のリスク最小化策の検討といった評価の切り口は共通しているが、日本での「医薬品安全性定期報告」の対応
のために重複した内容の資料を日本国内のデータのみと全世界のデータの２種類で作成・提出している状況である。

一方、「感染症定期報告」は、医薬品毎ではなく、「ウシ血清」等、医薬品の製造工程で使用する生物由来成分毎に提
出が求められている。同一の生物由来成分を複数の企業が使用することは多く、そのため、同一の生物由来成分に関
する（血液によるウイルス感染等であり、一般的な風邪等の感染症情報ではない）感染症情報を複数の企業が重複して
検索・評価・報告している状況である。加えて、「感染症定期報告」では検索・評価の結果、報告すべき情報が無い場合に
必要とされている報告書（ゼロ件報告）の場合も定期的に提出することが求められており、同一の生物由来成分を使用し
ている複数の企業は、「報告すべき情報はなかった」という内容で、情報が重複した報告書を企業ごとに作成・提出してい
る状況である。なお、海外においては生物由来成分の感染症情報に特化した集積報告書の存在は見受けられない。

（要望実現により）企業はこれまで上述の対応に要していた時間を削減することができる。結果として、官民ともにこれま
で以上に安全対策（新たな副作用情報の医療現場への注意喚起等）の効率的・効果的な評価に取り組むための業務軽
減につなげることができ、医療現場や患者の薬剤適正使用推進の促進につながり、一層の安全性向上に貢献できる。

「医薬品安全性定期報告」及び「感
染症定期報告」それぞれの報告要
件を見直し、重複する報告書類を
削減すべきである。具体的には以
下２点を要望する。いずれの要望も
通知の補足等で対応できるものと
考える。
①「医薬品安全性定期報告」の「別
紙様式３」は提出不要にすべきであ
る。日本における重篤な副作用は、
１例ずつ規制当局である医薬品医
療機器総合機構（PMDA）へ報告さ
れている。「別紙様式３」は、それら
重篤な副作用の報告件数を半年も
しくは１年の調査単位期間毎に集
計した表である。PBRERにも全世界
の重篤な副作用を当該調査単位期
間と累積で集計した表がある。いず
れも副作用の発生傾向の変化を確
認することで安全性における新たな
懸念の有無の調査に用いていると
推察する。別紙様式３では報告件
数の推移を見ることができるが、
PBRER集計表においても当該調査
単位期間の集積状況を累積の発生
件数と比べることで副作用の発生
傾向の変化を調査することは可能
と考える。このように、PBRERの内
容から総合的に当該薬剤の安全性
状況を確認できるため、「医薬品安
全性定期報告」の「別紙様式３」は
提出不要にして差支えないと考え
る。
②「感染症定期報告」のゼロ件の報
告書提出は不要とし、提出が無い
場合は「報告すべき事項は無し」と
みなすべきである。業界全体で年
間約1,000報の感染症定期報告の
提出のうち、約８割はゼロ件報告で
あり、ゼロ件報告の作成工数及び
当局の集計作業も踏まえればその
削減時間は膨大である。

No.45．医療用医薬
品における製造販売
承認取得後の安全
性に係る報告書類
の効率的な運用

・安全性定期報告へのPBRER活用に関してはこれまで業界団体と本制度の合理化について、検討を進めて
きたところです。検討の過程において、自国における当該医薬品の安全性情報を確認する必要が認識され
ており、欧米各国でもPBEREの提出時に、併せて国内データ（Local appendix）の提出が求められている状況
が確認されております。
 ・感染症定期報告に関しては、生物由来製品について、その原材料たる細胞組織等に未知の感染因子（細
胞、ウイルス等）を含有している可能性が否定できないことから、製品に直接的な影響が未だ不明の原料動
物等の感染症に関する最新の知見を常に把握し、それを集積したうえで感染症のリスクを多角的に評価・検
討することにより、原材料又は製品による感染リスクの可能性を常に認識するとともに、個別報告の集積に
よる頻度・傾向等の把握を容易とするよう導入したものです。

△

68 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

290 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.47．薬機法で定
める登記事項証明
書の添付を不要とす
る申請先の拡大

現在、「登記情報連携システム」に
ついては、デジタル庁及び法務省
によって、地方公共団体への利用
拡大に向けた取り組みが進められ
ているところ、デジタル庁及び法務
省はその早期実現を図るべきであ
る。また、地方公共団体への利用
拡大が実現した時点で、厚生労働
省は速やかに、都道府県への申請
においても登記事項証明書の添付
を不要とする旨の通知を発出すべ
きである。

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（以下、薬機法）においては、卸売販売業者
等に対し、法人の役員に関する証明書類として、登記事項証明書の提出を求めている。「デジタル技術を利用した申請
等手続の簡素化について」（令和４年12月13日付厚生労働省通知）により、厚生労働省本省及び地方厚生局において、
法務省が運営する「登記情報連携システム」を利用し登記事項を確認することが可能となったため、厚生労働省本省及
び地方厚生局への申請に際しては登記事項証明書の添付が不要となった。その一方で、同システムを利用できない都
道府県等への申請等に関しては、引き続き登記事項証明書の添付が必要とされている。

卸売販売業者は、薬事に関する業務に責任を有する役員（取締役）が交代するたび、管轄都道府県すべてに変更届を
提出しなければならないが、提出先の都道府県ごとに添付書類が異なり、かつ、前述の背景から登記事項証明書の添
付を省略できないのが現状である。卸売販売業許可を複数有している企業では、変更届に必要となる登記事項証明書
の分量も膨大となることから、登記事項に関する交付請求に係る卸売販売業者及び法務局双方の事務負担、紙資源の
大量使用といった社会課題が指摘されている。

（要望実現により）卸売販売業者の事務負担の軽減はもとより、法務局・各都道府県での業務効率化及び紙使用量の削
減等に資することが期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

厚生労働省
デジタル庁
法務省

卸売販売業者については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規
則（昭和36年厚生省令第１号）第153条第３項における許可申請の際に添付する書類として登記事項証明書
を求めるなどの規定があります。

医療品、医療機器等
の品質、有効性及び
安全性の確保等に関
する法律施行規則第
153条第３項など

検討を予定

登記事項証明書の添付が必要な地方公共団体の手続については、当面の措置として、現行の登記情報連
携システムの利用推進及び地方公共団体への大幅な利用拡大により添付省略を更に推進するとともに、令
和７年度以降、公的基礎情報データベース整備改善計画で定める国の行政機関や地方公共団体が利用で
きる登記情報についてのデータベース（ベース・レジストリ）を整備することにより、全国的に登記事項証明書
の添付省略を可能とする方針です。

「登記情報連携システム」又は「ベース・レジストリ」による登記事項証明書の添付省略が各自治体で導入さ
れた場合には、卸売販売業における各種申請手続をオンラインで行う場合の添付書類の扱いについて、「デ
ジタル技術を利用した申請等手続の簡素化について」（令和4年12月13日付け薬生薬審発1213第1号、薬生
機審発1213第2号、薬生安発1213第1号）などを参考に、今後の検討を行いたいと考えます。

292 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.49．戸建住宅な
ど低圧需要家のV2G
（BEVの充放電）を促
進するための発電
側課金の見直し

託送料金の発電側課金の適用基
準に関しては、同時最大受電電力
の計算の際、太陽光発電と蓄電リ
ソースは別として扱うなど、発電側
課金の適用基準の見直しを求めた
い。

近年、EVやPHEV等の電気自動車に蓄えられた電気を戸建住宅等で利用するV2H（Vehicle to Home）のほか、電気自
動車や家庭に設置した太陽光パネルで発電した電気を蓄電し、未使用分をグリッドに戻す仕組みであるV2G（Vehicle to
Grid）が普及し始めており、再生可能エネルギーを有効活用する一つの手段として注目されている。

そうした中、2024年４月から、太陽光発電と蓄電リソース（定置用蓄電池、BEV+V2H等）の出力が合算された同時最大
受電電力（設備の定格出力の合計）が10kW以上であれば発電側、つまり戸建住宅等に対して託送料金が課金されるこ
ととなった。しかし、蓄電リソースを導入する家庭のインセンティブは電気代を安くすることと考えると、再生可能エネル
ギーの固定価格買取制度終了後の売電単価が約７～８円/kWhである一方、電力会社から買う電気の単価は30円/kWh
程度のため、太陽光が発電している間は、蓄電リソースは充電する、即ち、太陽光発電と蓄電リソースから同時に放電
（逆潮流）しないのが、現行制度下で想定されるユースケースであり、太陽光発電と蓄電リソースは別として扱うことに合
理性がある。さらに、各戸建住宅等のV2Gで見込まれる収益に対して、発電側課金の影響は小さくないため、課金によっ
て収益が減ればV2G参加ユーザーが減ると予想され、再生可能エネルギーの活用を目指す社会にとってもマイナスであ
る。

（要望実現により）戸建住宅など低圧需要家のV2GやV2Hのさらなる普及を通じた再生エネルギーの有効活用が期待さ
れる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

経済産業省
今回のような発電併設蓄電池のケースにおいて、発電側課金の課金対象となる同時最大受電電力が、太陽
光発電と蓄電池の出力を合計した値となっているのは、系統への最大の逆潮を考慮した系統の設備形成を
実施するという考え方に基づいているためです。

電気事業法第18条
現行制度下
で対応可能

本件の場合、発電事業者側で逆潮流電力の過去実績値の提示などを行い、常時10kW未満となることの妥
当性を確保した上で、一般送配電事業者との発電量調整供給契約における同時最大受電電力の協議を行
えば、発電側課金の対象外とすることは可能です。

No.48．バイオ化成
品及びバイオ燃料
の原料確保・競争力
維持のための関連
規制の緩和

令和6年12月16日令和6年11月15日291

【農林水産省】
機構による売買契約の解除の対象となる砂糖等の用途の追加に当たっては、国内産糖及び国内産いもでん
粉の供給や糖価調整制度の収支に対する影響等について慎重な検討が必要です。現時点では、ご提案の
バイオ化成品及びバイオ燃料の詳細や想定される砂糖等の使用量等が明らかではなく、ご提案の内容を直
ちに採用することは困難です。ご提案を踏まえ、情報収集を行い、どのような対応が可能か、引き続き検討し
てまいります。

【財務省】
②酒税法は、酒税の適正公平な課税の確保の観点から、酒類を製造しようとする者は、酒類の製造免許を
受けなければならないと規定しており、免許を受けない者が製造した酒類の所持、譲り渡し又は譲り受けを
禁止しています。
酒類に該当するバイオエタノールは、他の酒類と同様に飲用可能であることから、酒類の適正な管理を図る
ため、酒税法の適用除外を認めることは適当でないと考えます。

【経済産業省】
②③アルコール事業法は、アルコールが酒類（酒税法第２条第１項に規定する酒類をいう。）と同一の特性を
有していること等を鑑みて、アルコールが酒類の原料に不正に使用されることを防止しつつ、工業用に確実
に供給されることを確保するため、事業者等に対する許可制度の導入等によってアルコールの適正な流通
管理を図るものであることから、適用除外を認めることは適当でないと考えます。

【農林水産
省】
検討を予定

【財務省】
対応不可

【経済産業
省】
②対応不可
③対応不可

【農林水産省】
砂糖及びでん粉の価
格調整に関する法律
（昭和40年法律第109
号）第５条第１項、第
８条第１項、第27条
第１項、第30条第１
項
砂糖及びでん粉の価
格調整に関する法律
施行令（昭和40年政
令第282号）第４条第
４号ハ、第37条第２
号ロ
砂糖及びでん粉の価
格調整に関する法律
施行規則（昭和40年
農林省令第43号）第
１条の２第２項、第40
条第２項

【財務省】
酒税法第２条（酒類
の定義及び種類）、７
条（酒類の製造免
許）、８条（酒母等の
製造免許）、９条（酒
類の販売業免許）

【経済産業省】
②アルコール事業法
第４条第３号
③アルコール事業法
第３条、第１６条

①【農林水産省】
○砂糖及びでん粉（以下「砂糖等」という。）を輸入する場合、その輸入者は、砂糖及びでん粉の価格調整に
関する法律（以下「法」という。）第５条第１項及び第27条第１項の規定に基づき、独立行政法人農畜産業振
興機構（以下「機構」という。）に輸入しようとする砂糖等を売り渡し、機構は法第８条第１項及び第30条第１項
の規定に基づき、当該砂糖等を輸入者に売り戻すことで、機構による買入れの価格と売戻しの価格の差額
を調整金として徴収し、輸入される砂糖等と国内産のてん菜及びさとうきびを原料として製造される砂糖（以
下「国内産糖」という。）及び国内産のばれいしょ及びかんしょを原料として製造されるでん粉（以下「国内産
いもでん粉」という。）の価格調整を行っています。
○ただし、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第１条の２第２項及び第40条第２項に列挙さ
れている一部の工業製品の主要な原料となる砂糖等については、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法
律施行令第４条第４号ハ及び第37条第２号ロの規定に基づき、売買契約が解除され、調整金が還付される
ことになっています。

②【財務省】
酒税法では、アルコール事業法の規定の適用を受けるアルコールを除き、アルコール分１度以上の飲料を
酒類と定めています。
製造又は販売するバイオエタノールが、酒税法で定める酒類に該当する場合、その製造又は販売に当たっ
ては酒類の製造又は販売業免許を取得する必要があります。
②【経済産業省】
バイオエタノールを工業製品や中間原料として研究開発を行う場合は、アルコール事業法第４条第３号に基
づき、経済産業大臣の承認を受ける必要があります。

③【経済産業省】
国内で工業製品の原料とするためにバイオエタノールを製造する場合は、アルコール事業法第３条に基づ
き、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。また、バイオエタノールを輸入する場合は、アルコール事
業法第１６条に基づき、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。

①
農林水産省

②
財務省
経済産業省

③
経済産業省

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

バイオテクノロジーによる物質生産及びその事業化には、製品の原料あるいは発酵プロセスの炭素源となる砂糖やで
ん粉といった資源の安定的調達と、現在最もバイオ化成品及びバイオ燃料の中間原料の主流となっているエチルアル
コール（＝バイオエタノール）の輸入・国内生産による柔軟かつ安定的な調達が求められている。

砂糖とでん粉は、国内生産・自給率の維持を目的として、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」に拠り、海外か
らの輸入に際し一旦政府管轄組織への売渡し・買戻しというプロセスを踏まねばならず、その際に国際市場価格の約２
倍の調整金が上乗せされ、国内流通時の価格は実質元価格の３倍の価格となり、砂糖とでん粉の輸入品を用いて化成
品を国内生産する際のコスト高要因となっている。一方、国内産砂糖の価格は、足元では国際相場の３倍程度、生産量
はバイオベース製品の事業化を支えるには圧倒的に少ない。でん粉もおおよそ同様である。

さらに、バイオテクノロジーを用いてエチルアルコール（＝バイオエタノール）を生産し、燃料や化学品の基礎原料として
利用するための研究開発及びその工業化においても課題が存在する。

バイオエタノールの生産を目的とした研究開発及び工業化を試みる場合、エチルアルコールとしての濃度が一定値未
満の場合は酒類の製造免許等について定めた「酒税法」、一定値を超える場合はエチルアルコールの工業利用に際し
酒類原料の不正な使用を防止し製造・輸入・販売に係る事業運営を適正なものとすることを目的とした「アルコール事業
法」に拠って、エチルアルコールの試験的な少量生産や工業利用を目的とした生産にも酒類の製造販売と同様の手続き
が求められ、研究開発や事業化検討の阻害要因となっている。例えば、研究開発のために試験的にバイオエタノールあ
るいはそのバイオエタノールを原料とし化学的プロセスを経てエチレンなどの基礎化学品を製造、さらに、その基礎化学
品を原料として石油化学の技術を応用し種々の化学品の製造に着手する際にも、事前に免許・許可を取得の上、生産
量・使用量・使用目的・廃棄量の事前届出と実績報告を行う必要がある。

また、「アルコール事業法」は、工業利用を目的としたバイオエタノールの国内生産及び海外からの輸入にも適用され
るため、前述のような手続きや管理が求められ、新規参入や規模拡大の妨げになるとともに、最終製品の製造コストを押
し上げる要因となっている。

（要望実現により）バイオテクノロジーを活用した化成品や燃料について、国内における研究開発及び事業化に際し、海
外との原料コスト差や取扱いの不便さが解消され、高付加価値品の国内生産が進むとともに、日本に技術力優位性があ
るバイオテクノロジー産業の国際競争力を高めることができる。

①工業での使用の場合は、バイオ
化成品製造及びバイオ燃料製造の
原料となる砂糖やでん粉について
「砂糖及びでん粉の価格調整に関
する法律」の特例措置として第３条
第２項（砂糖調整基準価格）、第５
条（輸入に係る指定糖の機構への
売渡し）、第８条（輸入に係る指定糖
の売戻し）及び第９条（輸入に係る
指定糖の売戻しの価格）から除外
すること
②バイオエタノールについて工業製
品や中間原料として研究開発する
際には、「酒税法」第７条（酒類の製
造免許）、第８条（酒母等の製造免
許）、第９条（酒類の販売業免許）及
び「アルコール事業法」第３条（製造
の許可）、第８条（変更の許可等）、
第９条（報告等）の適用除外とする
こと
③国内で工業製品の製造の原料と
するためにバイオエタノールを製造
及び輸入販売する場合にも、「アル
コール事業法」第３条（製造の許
可）、第９条（報告等）、第16条（輸
入の許可）、第17条（輸入の許可）
の適用除外とすること
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294 令和6年11月15日 令和6年12月16日
No.51．実証・試験目
的の車両輸出に必
要な書類の見直し

ナンバー付の車両を海外での実証
や試験に用いるために輸出する際
の提出書類を「登録識別情報等通
知書」のみとするべきである。

海外で自動車車両（以下、車両）を用いた実証や試験を行う際、ナンバー付の車両の場合は、ナンバーの一時抹消時
に発行される「登録識別情報等通知書」とともに、「輸出予定届出証明書」の税関への提出が求められる。一方、「輸出予
定届出証明書」は、「登録識別情報等通知書」発行時に同時発行できるものの、別途発行する場合には、手続きのため
に国土交通省の地方運輸局へ出向く必要があるなど、発行までに時間を要するため、輸出までにリードタイムがかかっ
ている。そのため、車両仕様によっては次の輸出便が１ヶ月後という状況もあり得る状態の中、適時の船積みのスケ
ジュールに遅れる可能性も出ている。

「輸出予定届出証明書」発行の有無に関わらず、実際に「登録識別情報等通知書」発行済みの車両が輸出されると、税
関から運輸局に連絡があるため、運輸局として輸出状況の把握は可能であり、「輸出予定届出証明書」によって当該車
両が輸出「予定」にあるか否かを把握するニーズはないと考えられる。また、「登録識別情報等通知書」の発行がなされ
ていない場合には輸出ができないため、「登録識別情報等通知書」の発行によって、盗難車の輸出等、第三者による無
許可の輸出は防ぐことができる。

（要望実現により）海外での実証や試験の重要性がますます増しているモビリティ分野において、適時の実証や試験の
実施が可能となる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

国土交通省

自動車を海外に輸出する場合は、道路運送車両法第15条の２に基づく輸出抹消仮登録又は同法第16条
第４項に基づく輸出予定届出を行う必要があります。

前者はナンバープレートが付いた登録車を輸出する際に必要な申請であり、輸出抹消仮登録が行われた
場合は運輸支局等から輸出抹消仮登録証明書が交付されます。後者は一時抹消登録されナンバープレート
が取り外された自動車を輸出する際に行う届出であり、同届出に対して運輸支局等から輸出予定届出証明
書が交付されます。

税関への輸出申告に際しては、上記の輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書のいずれかの提
出が必要であり、一時抹消等の際に交付される登録識別情報等通知書のみで輸出手続きを行うことはでき
ません。

道路運送車両法（昭
和26年法律第185号）
第15条の２、第16条

対応不可

輸出抹消仮登録や輸出予定届出は、盗難自動車の多くが海外に不正に輸出されていたことを受け、これを
未然に防ぐため自動車の輸出に関する行政手続きを厳格化するために導入された制度です。

仮にご提案のとおり輸出予定届出証明書を廃止すると、一時抹消された自動車が登録識別情報等通知書
とともに窃盗された場合、当該自動車が不正に輸出されることを防ぐことができなくなり、制度の趣旨が損な
われることから引き続き本制度を維持する必要があります。

295 令和6年11月15日 令和7年1月20日

No.52．ロボット農機
の圃場間等の公道
移動に関する規制
の緩和

「ロボット農機による圃場間等の農
道や公道移動」を特定自動運行の
目的に追加することを提案する。

人口減少下において農業の生産性を維持し発展させるためには、ICTを活用したスマート農業の実現が必須であり、ロ
ボット農機の自動走行を活用した農作業の自動化は、上記問題を解決する手段となりうる。しかし、農機の自由な自動走
行は圃場内や私道に限定されており、圃場間をつなぐ農道や公道の移動は許可が必要となっている（自動運転レベル４
を除く）。農機の自動走行には事実上制約が多く、現状は農機移動のたびに有人による操縦が必要となるため、作業効
率が大幅に低下し、上記問題の解決につながらない。

また、道路交通法では、レベル４の自動運転は「特定自動運行」と定義づけられており、これを行うには、対象地域を管
轄する公安委員会の許可を受けることが定められている。許可を受けるためには「特定自動運行計画」の提出が必要で
あるが、この計画に従って行われる特定自動運行は、「人又は物の運送を目的とするもの」に限定されている。

（要望実現により）ロボット農機の操縦のために人員を割く必要がなくなり、農作業の抜本的な生産性の向上につなが
る。また、ロボット農機の監視に場所の制約がなくなるため、障がい者等でも監視業務に従事することが可能となり、農業
者のダイバーシティも推進されることとなる。さらに、農家によるロボット農機の購入やロボット農機の監視・請負事業の
創出につながり、ロボット農機の社会実装につながることが期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

警察庁
国土交通省

【警察庁】
道路交通法（昭和35年法律第105号）上、特定自動運行とは「道路において、自動運行装置(当該自動運行

装置を備えている自動車が第62条に規定する整備不良車両に該当することとなつたとき又は当該自動運行
装置の使用が当該自動運行装置に係る使用条件(道路運送車両法第41条第２項に規定する条件をいう。以
下同じ。)を満たさないこととなつたときに、直ちに自動的に安全な方法で当該自動車を停止させることができ
るものに限る。)を当該自動運行装置に係る使用条件で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運
行すること(当該自動車の運行中の道路、交通及び当該自動車の状況に応じて当該自動車の装置を操作す
る者がいる場合のものを除く。)」と定義されている（同法第２条第１項第17号の２）ところ、同法第75条の13第
１項第５号の「人又は物の運送を目的とするもの」には、農業用トラクター等の農作業に使用する機械を運送
する自動車（農機）を運行することが含まれます。

ただし、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）に基づく道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令
第67号）第48条において、「自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有す
る軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。）には、自動運行装置を備える
ことができる。」と規定されており、大型特殊自動車等に当たる農機には自動運行装置を備えることができま
せん。

【国土交通省】
道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第48条において、「自動車（二輪自動車、側車付二輪
自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽
引自動車を除く。）には、自動運行装置を備えることができる。」と規定しており、ロボット農機を含む大型特殊
自動車及び小型特殊自動車は自動運行装置の装備対象としていない。

【警察庁】
道路交通法第２条第
１項第17号の２、第
75条の13第１項第５
号
道路運送車両法第41
条
道路運送車両の保安
基準第48条

【国土交通省】
道路運送車両の保安
基準第48条第１項

【警察庁】
現行制度下
で対応可能

【国土交通
省】
対応

【警察庁】
国土交通省において、自動運行装置を備えることができる自動車として大型特殊自動車等を追加する旨の

所要の措置が行われれば、ロボット農機が自動車に該当する場合には都道府県公安委員会の特定自動運
行の許可を得て、また、遠隔操作型小型車に該当する場合には都道府県公安委員会への届出を行うことに
より、圃場間移動及び格納庫から圃場までの公道移動を含む公道での走行が可能です。

【国土交通省】
ロボット農機の公道走行が可能となるよう、必要に応じて、関係事業者等にヒアリングを行った上で、自動運
行装置を備えることができる自動車として大型特殊自動車及び小型特殊自動車を追加する旨の「道路運送
車両の保安基準」（昭和26年運輸省令第67号）の改正その他所要の措置を令和６年度内に講ずる。

293

制度の現状に記載したとおり、歩道走行型ロボットに係る遠隔操作型の公道実証実験を行おうとする場
合、走行台数を「原則として１台ずつ増やすこと」としており、これは、１名の監視・操作者が走行させる歩道
走行型ロボットの数が増えることにより、その難易度や危険性は大きく高まることから、同時に監視・操作す
る歩道走行型ロボットは１台ずつ増やし、都度その安全性を確かめることが重要となるためです。特に、１名
の監視・操作者が１台の歩道走行型ロボットを走行させる公道実証実験から、同時に２台の歩道走行型ロ
ボットを監視・操作する公道実証実験に移行する場合には、難易度が大きく高まることから、十分な検討や必
要な安全確保措置を講ずる必要があります。

したがって、御提案の「目標台数に至るまでの全体計画を初回のみの提出とするなどによって、都度の申
請を省略できるようにする」ことはできません。

なお、公道実証実験の積み重ねや十分な安全確保措置等により、一度に２台以上走行台数を増やしても、
全ての歩道走行型ロボットを安全に通行させることが可能であると認められる場合には、同時に監視・操作
するロボットの台数を一度に２台以上増やして実証実験を行うことも例外的に許容される余地があります。

対応不可
道路交通法第77条第
１項第４号

歩道走行型ロボットに係る遠隔操作型の公道実証実験を行おうとする場合、道路交通法（昭和35年法律第
105号）第77条第１項に基づく道路使用許可を受ける必要があるところ、当該公道実証実験に係る道路使用
許可の申請に対する取扱いの基準を定めた「歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基
準」において、１名の監視・操作者が複数台のロボットを走行させる場合の基準について、同時に監視・操作
するロボットの数を増やす場合は、「原則として１台ずつ増やすこととし、都度、新たな実験として道路使用許
可申請を行うこと」としております。

警察庁

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

昨今、多くのまちで様々な関係者が公道での走行型ロボットの実証実験を行っており、実証実験は、走行型ロボット１
台のみを公道走行させる試験段階から、複数台を同時に走行させる試験段階へと移行してきている。一方、１つのプラッ
トフォームで複数台を同時に遠隔監視し、遠隔監視対象のロボットを１台増やす場合、その申請書類が同一であるにも
関わらず、同一書類を都度提出し、複数台の実験を行うまでに数ヶ月を要する状況にある。これが円滑な実証実験を実
行するにあたっての足枷になっている。

現状、公道での実証実験を行うための申請には、①ロボットデリバリー協会での安全基準適合審査に合格したロボット
について、都道府県公安委員会への届出による方法、②実証実験のたびに道路使用許可を申請し警察署にて協議を行
う方法の２通りが存在する。日常的な改良と実証実験を続けて行う必要があるロボット分野では、①の方法は現実的で
はなく、②の改良の都度道路使用許可を得て実証実験を行う方法が主流である。この方法では実質的に同様の申請内
容であっても、前述した通り、ロボットの台数を１台増やすごとに道路使用許可申請及び警察署での協議が必要であり、
実験者の実証実験データの取得と改良につなげるまでの時間的タイムロスに加え、台数項目以外は同一内容の申請に
ついて、協議の場を設け、書類確認対応を行う警察にとっても業務効率上負担になっていると考えられる。

（要望実現により）公道で台数のみを変化させて同様の条件下で実証実験を行う走行ロボットの道路使用許可に係る都
度の申請を省略し、走行ロボットの実用化のスピードアップとともに、警察をはじめとする関係者の業務効率化を図ること
ができる。ロボットの活用が叫ばれている現在において、実用化されたロボットの数が少ない、また、実用化されてもロ
ボットは結局１台しか走行していない例が多い中、安全性を担保した上でのロボットのさらなる活用によって、多様なサー
ビスの提供や生活の利便性向上につながることが期待される。

具体例として、都内で2025年度の実装を目指している2024年度の実証実験計画では、移動支援を目的とする走行型ロ
ボットの同時走行台数について、最終的な稼働台数を５台として計画を進めている。台数増の過程でトラブルがなく、順
調に実証実験を進めることができる場合でも、現行法制下では１回の道路使用許可に警察との事前の協議を含めて１ヶ
月以上の時間を要する。実証実験の実施許可が出た後、実験実施に係る周知としてのプレス対応、什器セッティング等
の準備のためにさらに１ヶ月程度の準備を要し、１台のロボット使用に係る実証実験で許可から実施まで２ヶ月程度を要
する計算となる。それを５回繰り返すため、すべての実証実験の完遂までに10ヶ月以上の時間が必要となる。仮に、今回
提案の申請手続きの見直しにより、警察との協議を初回のみとした場合には、２回目(２台目)以降の協議期間がなくなる
ことで、実証実験の完遂までを５ヶ月程度に短縮できる見込みである。上記では移動支援を目的とする走行型ロボットの
例を示したが、近い将来にこの他にも配送用や警備用、清掃用などの目的の異なる複数台の走行型ロボットで実証実験
を重ねていく予定である。そうした場合に、現行の台数項目以外に申請内容に変更点がない実態を踏まえ、スピーディに
実証実験を行える環境を整えることが、多様なサービスの実装を早期に確実なものとすることができ、警察関係者の業
務効率化にも資する。

遠隔操作型小型車（ロボット）の公
道走行許可申請について、申請す
る変更点がロボットの台数のみであ
り、同様の条件下で公道において
実証実験を行う走行ロボットにおい
ては、目標台数に至るまでの全体
計画を初回のみの提出とするなど
によって、都度の申請を省略できる
ようにするべきである。

具体的には、「歩道走行型ロボッ
トの公道実証実験に係る道路使用
許可基準」の策定について（通達）
（以下、通達）の６頁の「（６）遠隔監
視型の公道実証実験において１名
の監視・操作者が複数台のロボット
を走行させる場合の基準」の「※同
時に監視・操作するロボットの数を
増やす場合は、原則として１台ずつ
増やすこととし、都度、新たな実験
として道路使用許可申請を行うこ
と」の後に、「ただし、公道以外の場
所で複数台での実証実験を行った
実績がある場合は、その結果を添
付することにより、同時に監視・操
作するロボットの数を１台ずつ増や
し、目標の台数に達するまでの全
体計画の提出を１度に行ってもよ
い」といった趣旨の文言を追記する
などの対応を求めたい。

事業者においては日々、公道以
外の場所での検証を行っており、問
題なく動作する根拠を示すことが可
能である。また、警察庁の「歩道走
行型ロボットの公道実証実験に係
る道路使用許可基準」の１頁には
「いまだ技術的な安全性が確立され
ておらず～（中略）～原則として道
路交通法第77条第１項の道路使用
許可を受けなければならない」と書
かれているように、技術的な安全性
の確立についても示すことができ
る。

令和6年11月15日

No.50．遠隔操作型
小型車（ロボット）の
公道走行許可取得
手続きの効率化

令和6年12月16日
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296 令和6年11月15日 令和6年12月16日

No.53．有機農産物
の生産・販売拡大に
向けた認証要件の
緩和

現在は有機JASとして認証されない
水耕栽培及び施設栽培でも、米国
同様、「有機」や「オーガニック」と表
示して出荷・販売を行うことができる
よう、検査認証の要件の緩和を要
望する。

農産物に「有機」や「オーガニック」（以下有機とする）と表示して出荷・販売する場合、日本農林規格（JAS規格）で定め
られている有機JASの検査認証を受けなければならない。

この検査認証では、化学肥料や農薬の使用状況の他に、「土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させること」も
要件となっており、主にレタスはじめ葉物等の野菜で用いられる水耕栽培や施設栽培では、有機JASの認定を受けること
ができない。

（要望実現により）水耕栽培や施設栽培での有機農産物の生産・販売が拡大することが見込まれる。このような栽培方法
は、作物の生育が均一で比較的早く、かつ安定的に有機農産物の高収量が想定されるとともに、土壌を用いないクリー
ンな環境で栽培することにより、土壌病害や連作障害のリスクもない。また、高品質かつ値頃な価格で安全・安心な農産
物を安定的に供給することが可能になるとともに、生産者の手取りの拡大が達成できる。「みどりの食料システム戦略」
が策定されるなど、環境と調和のとれた農業活動がわが国においても課題となる中、持続可能な農業生産の実現につな
がることも期待される。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

農林水産省
有機農産物の日本農林規格（有機ＪＡＳ）においては、国際基準であるコーデックスガイドラインに準拠し、農
業の自然循環機能の維持増進を図るため、土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させることを生産の
原則としており、土壌を用いない水耕栽培は有機JASの対象外となっています。

・有機農産物の日本
農林規格 箇条4

対応不可
有機JASは、国際基準であるコーデックスガイドラインに準拠していること、国際整合性の観点からも米国以
外の日本の有機同等国はコーデックスガイドラインに準拠した原則に基づき水耕栽培を認めていないことか
ら、対応は困難です。

297 令和6年11月15日 令和6年12月16日
公文書開示請求の
電子化やキャッシュ
レス決済の導入等

公文書開示請求の電子化やキャッ
シュレス決済の導入については、こ
れまでも検討が進められているもの
と認識していますが、デジタル庁主
導のもと、更なる検討の加速をお願
いいたします。
早期の公文書開示請求の電子化
等が難しい場合であっても、せめ
て、各省庁の公文書開示請求に関
するホームページ上に、請求に係る
様式のWord版の添付をお願いいた
します。未だPDF版のみ添付してい
る省庁や独立行政法人等もあり、
請求のたびにPDFを印刷等する負
担を国民に強いているのが実態で
あるため、その点だけでも、全省庁
及び独立行政法人等に対し、デジ
タル庁主導のもと、期限を区切って
の改善を促していただきますよう、
お願いいたします。

公文書開示請求に係る事務負担を国民に強いているため。 個人
総務省
デジタル庁

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成11年法律第42号）及び独立行政法人等の保有する
情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）（以下、「情報公開法」と総称する）に基づく情報公開制度
において定められる開示請求の手続や開示請求手数料の納付は、情報通信技術を活用した行政の推進等
に関する法律（平成14年法律第151号）及び同法に基づく主務省令（総務省令）に基づき、各機関においてオ
ンラインで受け付けることとすることも可能です。

・行政機関の保有す
る情報の公開に関す
る法律（平成11年法
律第42号）
・独立行政法人等の
保有する情報の公開
に関する法律（平成
13年法律第140号）

その他

「制度の現状」欄に記載のとおり、情報公開法に基づく開示請求については、既にオンラインによることが可
能な制度となっています。
その上で、各府省等が、「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和６年６月21日閣議決定）に基づき、
それぞれの業務の実情を踏まえながら順次必要な措置を講じることとなっております。また、一部の機関で
は既にオンラインでの手続を可能としています。情報公開法を所管する総務省は、デジタル庁とも連携しな
がら、標準的な事務フローを整理するなどにより各府省等のサポートを行っており、各府省等で円滑にオンラ
イン化が図れるよう、引き続きこうした取組を続けてまいります。

298 令和6年11月15日 令和7年1月20日

投資専門子会社の
投資対象拡充（オー
ナー系中堅上場企
業）

・投資専門子会社による事業承継
支援を拡大するため、事業承継会
社における「非上場会社または非
店頭売買有価証券発行会社」との
要件を撤廃あるいは少なくとも緩和
（※）する
※具体的な緩和内容としては、非
上場会社だけでなく、東京証券取引
所プライム市場以外に上場されて
いる株式を発行し、かつ、創業者や
その親族が議決権の1/3超を保有
する会社も対象に含めるものとす
る。ただし、株式市場範囲や創業
者・親族の持株数については上記
に拘泥するものではない

・テクノロジーの進化に伴う産業構造の変化が非常に速いスピードで進み、人口減少・少子高齢化にいち早く直面する我
が国においては、スタートアップの成長、既存企業のイノベーション・事業承継・M&Aの促進等を通じた産業の革新が重
要な政策課題とされている。「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」（2024年6月21日閣議決
定）においても、「多様な事業承継を支援するため、金融・税制等の支援措置を検討」する旨が記載されている。
・2023年度のMBO（経営陣が自社株を買い取って上場廃止にする、事業承継手段で活用され得る手段の1つ）による株
式取得額は過去最高の1兆4,688億円に達し、2014年度（924億円）の約15.9倍（日本経済新聞電子版2024年7月2日5:00
付記事。レコフデータ調べ）となっており、事業承継は上場企業においても対応の必要性が高い経営課題であるといえ
る。特に、上場維持等に係るコストが相対的に高い中堅規模のオーナー企業においては、株式市場から外れることによ
り中長期的視野で事業承継に取り組む意義は大きいと考えられる。
・銀行・銀行持株会社の投資専門子会社は、長期的な目線で銀行グループの総合力を活かし投資先に寄り添った支援
（ガバナンス強化を目的とした投資専門子会社等からの人員派遣、銀行グループのコンサルティング会社を通じた後継
候補者育成、資金決済等に係る業務効率化支援、DX化・デジタル化支援等）を行いやすい等の優位性を有する一方、
現行規制下では既上場企業の事業承継を目的とした非上場化ニーズに対応することができない。
・以上を踏まえ、左記の通り投資専門子会社が議決権保有制限の例外として議決権を取得可能な事業承継会社の一部
要件撤廃あるいは見直しを要望するもの。

都銀懇話
会

金融庁

銀行は、投資専門子会社を通じて事業承継会社への出資が可能（基準議決権数を超えた議決権保有が可
能）ですが、銀行法施行規則第17条の2第6項において、対象会社は、金融商品取引所に上場されている株
式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外で、事業承継のために
支援の必要性が生じた会社等とされています。

・銀行法第16条の2第
1項第13号
・銀行法施行規則第
17条の2第6項

検討を予定
投資専門子会社を通じた事業承継会社の議決権取得制限の例外措置は、後継者不足という課題があるな
かで、地方創生や地域経済活性化の観点から、銀行グループが果たす役割の重要性に鑑みて設けられて
いるところであり、例外措置の拡充については、制度趣旨も踏まえて慎重に検討をする必要があります。

299 令和6年11月15日 令和6年12月16日

240928Z09[1/5]商
業登記証明書から
現在事項を除外し、
登記申請中でも証明
書を発行する

登記事項証明書は、その証明対象
である不動産や法人が登記申請中
であれば、発行できないらしい。／
しかし、現在事項に関わらない履歴
事項及び閉鎖事項のみの証明であ
れば、登記申請中であっても証明
書を発行することができるはずであ
る。／会社法人等番号制度の導入
により、証明書に商号本店の記載
がなくても、会社法人等番号で当該
法人の同一性を確認できるからで
ある。／もっとも、純粋に履歴事項
及び閉鎖事項のみの証明書を発行
するか、登記申請中の事項につい
てのみ非表示とする証明書を発行
するかは検討の余地がある。／R6
規制改革29回答は「登記の申請か
ら完了するまでの間は、登記申請
の内容が証明書の記載事項に影響
を及ぼさない場→

→合に限り、証明書の交付を行っており、交付後、当該証明書の記載事項に変更が生じるような補正対応は行っていま
せん」とするけれど、証明書発行の有無にかかわらず、登記申請の同一性が変更される補正はそもそもできないらしい。
／したがって、申請段階で確定した登記事項以外の現在事項については、証明書を発行することもできるはず。／現在
事項の記載がない証明書の利用法は次の通り。／不動産登記で代理権不消滅の委任状を添付して申請する場合や、
登記名義人の本店移転や商号変更について経緯だけを証明する場合、商業登記申請中であれば、会社法人等番号を
しても証明書の添付が必要らしい。／R4規制改革84〔85に変更〕回答は「当該会社等が商業登記申請中であるときは、
不動産登記申請の受付の時点において当該会社の登記情報を確認することができない」とする。／したがって、商業登
記申請中であるため現在事項証明書を添付して現在の登記事項を証明したけれど、履歴事項や閉鎖事項について追加
証明が必要であれば、別にそれらの証明書の添付しなければならない。／現在事項を含まない証明書は、会社法人等
番号による証明書添付省略を認めない法務省の施策の結果として必要になるのである。／また、行政機関に対して以外
の場面でも同様の場面はあるだろう。／証明書の発行は、法令上で証明書を再定義して、システムの改修をすれば可能
になる。／商業登記申請中であっても「取引の安全と円滑」〔商業登記法1条〕の必要性は変わらないにもかかわらず、当
該申請によって変更されない事項について証明書を発行しないのは、内閣として法律を誠実に執行しているとは言えな
い。／制度設計の問題。

商業登記
ゲンロン

法務省
登記が完了するまでの間、当該会社の印鑑証明書及び登記事項証明書の発行が抑止されますが、登記

申請の内容が交付の請求があった証明書の記載事項に影響を及ぼさないことが確認できるときは、証明書
の交付が可能です。

商業登記法第1０条、
第１２条

現行制度下
で対応可能

制度の現状のとおり、登記の申請から完了するまでの間は、登記申請の内容が証明書の記載事項に影響
を及ぼさない事項に限り、請求人の希望に応じて履歴事項一部証明書や現在事項一部証明書等の証明書
の交付を行っています。

したがって、現行の制度下でも申請によって変更されない登記事項に係る証明書の交付を行っておりま
す。
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300 令和6年11月15日 令和7年1月20日

240928Z11[3/5]不
動産の住所と氏名
の両方が変更されて
いる場合は一括での
変更を義務付ける

規則35条は令4条但書の委任を受
けて、一の申請情報によってするこ
とができる場合を列挙し、その8号
では、同一登記名義人の「氏名若し
くは名称又は住所」について「変更
又は更正」を挙げる。／小宮山・逐
条解説不動産登記規則壱による
と、この規定は、複数回の住所移転
登記を一の申請ですることができる
ようにするためのもので、S32第423
号通達を省令化したらしい。／複数
回の住所移転のための規定であっ
ても、実務上、変更と更正を同時に
申請する「原因 錯誤、年月日住所
移転」が認められているから、「変更
又は更正」の「又は」は「及び」の場
合を含む。／そして、中間住所で登
記することは認められないから、
「一の申請情報によっ→

→て申請することができる」ではなく、令5条の「一の申請情報によってしなければならない」という意味である。／しかし、
8号の矛盾はこれだけではなく、住所と氏名の両方が変更されている場合についても、「できる」ではなく、「しなければな
らない」と規定すべきである。／法64条1項が同一の表現をしているように、「氏名若しくは名称又は住所」の「又は」は「及
び」の場合を含む。／そうすると、登記名義人の住所と氏名の両方が変更されていた場合は、「住所又は氏名」の変更登
記について「一の申請情報として申請することができる」と規定するなら、原則通り、住所変更登記と氏名変更登記とを分
けて、「二の申請として」も申請できることになる。／たとえば住所変更後に氏名変更し、新住所が記載された旧氏名の住
民票を添付して住所変更登記を申請することを認められるのか？／これは、「申請すれば通ってしまうけれど、やっては
いけない」という性質の問題ではない。／規則35条8号を正確に表現すれば避けられたのに、不正確に規定したことで申
請人を混乱させているのである。／法務省は、こうした省令制定段階での間違った表現については、自らの責任を認め
ない。／たとえば、登記識別情報・登記完了証・原本還付書類の交付方法が別々に規定されているため、申請人が意図
せずバラバラの方法で交付を求める虞れがあることを指摘したR3規制改革600提案とか、宅地・鉱泉地以外の地目につ
いて面積が10平米の場合に小数点以下を記録するのは立法経緯、実務の双方の観点から間違っていると指摘したR5規
制改革444提案のように。／省令の表現が間違っていれば訂正すればよいだけである。

商業登記
ゲンロン

法務省

申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならないとされて
います。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登
記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記で
あるときは、この限りでないとされています。

不動産登記令第４条
不動産登記規則第３
５条第８号

事実誤認
不動産登記規則第３５条第８号は、申請人等の負担軽減を図るため、登記の目的及び登記原因に応じ、一
の不動産ごとに作成して提供しなければならないとする申請情報の取扱いの例外を定めたものであり、申請
人に義務付ける趣旨で制定されたものではありません。

301 令和6年12月12日 令和7年1月20日
キャッシュレス手段
による収納代行受付

コンビニエンスストア全体で年間10
億件規模の受付を行っている収納
代行サービスの支払方法は原則、
現金により支払いとなっている。こ
の収納代行票のコンビニエンススト
ア店頭での支払いにおいて、一般
商品同様に現金以外にもクレジット
カード・電子マネー・バーコード決済
による支払いを認めていただきた
い。

コンビニエンスストアにおける収納代行サービスが原則、現金のみの扱いとなっている以下2点について、特別ルール・
規制の撤廃について検討していただきたい。
①収益の逆ザヤ問題
収納代行サービスは預り金がいくらであろうが1件数十円の収入という体系に対して、キャッシュレス決済に対してコンビ
ニエンスストア側が支払う決済手数料は預り金額に対して％換算のため、収支が合わない。この解決案として、収納代行
に対する特別料率や、収納代行のキャッシュレス決済時においてはお客様より別途、外手数料を徴収することが考えら
れる。
②割販法による制約
クレジットカード事業者と締結する加盟店契約における「加盟店（コンビニエンスストア）」は割賦販売法上の「販売業者・
役務提供事業者」を指しているが、収納代行においてコンビニエンスストアは「販売業者・役務提供事業者」にあたらない
ため、クレジットカード決済の決済対象とすることができていない。収納代行のコンビニエンスストア店頭でのキャッシュレ
ス支払いが実現することで、更なるキャッシュレス比率の向上、セルフレジでの収納代行の受付を視野に入れて検討す
ることができるようになる。
※セルフレジでの受付は別途、押印や印紙貼付をどうするかという問題もある

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

経済産業省
金融庁

②割販法による制約
割賦販売法では、販売業者又は役務提供事業者に該当しない者はクレジットカード決済を行うことができな
い旨の規制はありません。

事実誤認 制度の現状欄に記載のとおりです。

302 令和6年12月12日 令和7年1月20日

バリアフリー設備を
設置する際の工事
費及び維持管理費
の補助等

障害者差別解消の取組みとして、
多様な人材が働く場、買い物をする
場を推進するため、駐車場やトイレ
等におけるバリアフリー設備の導
入、そして安心して使用し続けるこ
とができる維持管理を目的とし、以
下3点を検討していただきたい。
①バリアフリー設備の導入係る費
用に対する補助金制度
②小売事業用の土地及び建物の
賃貸借契約におけるバリアフリー設
備設置面積は賃料の対象外とする
若しくはバリアフリー設備面積分の
賃料見合いの補助金制度
③バリアフリー設備を維持管理に係
る費用に対する補助金制度

コンビニエンスストアにおいて、令和6年4月1日より合理的配慮の提供が義務化されたことに伴い、バリアフリー設備の導
入・工事を進めている。一方で、従来の通常規格では発生しない工事費用、車椅子やベビーカーを考慮した店舗面積拡
大に伴う賃料増加、バリアフリートイレの清掃やパーキング・パーミットの不正利用防止及び抑止のための告知物や監視
カメラ等の維持管理費等、店舗経営経費の増加要因が多岐にわたり、障害者差別解消に理解を持ちつつも、経済的理
由で導入が進められない店舗も存在している。一部自治体において、導入費用や工事費用を補助しているが、国からも
同様に補助金制度等を検討していただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

国土交通省
経済産業省

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成25年法律第65号）第11条第1項の規定に基づ
き、主務大臣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に即して、不当な差別的取扱いの
禁止及び合理的配慮の提供に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針（以下「対応方針」という。）
を定めるものとされており、、事業者は「対応指針」を参考にして、障害者差別の解消に向けて自主的に取り
組むことが期待されております。

障害を理由とする差
別の解消の推進に関
する法律第11条第１
項

その他

制度の現状にも記載のあるとおり、コンビニエンスストア事業者は「経済産業省所管事業分野における障害
を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を参考にして、障害者差別の解消に向けて自主的に取
り組むことが期待されております。
 
またテナント店舗内部のバリアフリー化に関する事項については、大手コンビニエンスストア事業者が加盟す
る業界団体である日本フランチャイズチェーン協会に対して、国土交通省住宅局参事官（建築企画担当)付
から「テナント店舗のバリアフリー化の促進について（依頼）」との事務連絡を令和5年7月20日に発出しており
ます。
 
その上で、ご提案いただきました内容のうち、①バリアフリー設備の導入に係る費用に対する補助金制度に
つきましては、「バリアフリー環境整備促進事業」において、地方公共団体を通じて、小規模店舗をはじめとし
た既存建築ストックの一定のバリアフリー改修工事に対して支援をしております。

303 令和6年12月12日 令和7年1月20日
電動アシスト付自転
車の規制緩和の要
望

電動アシスト付自転車の規制を以
下のように改正することを提案する

道路交通法施行規則（人の力を補
うため原動機を用いる自転車の基
準）

一
ロ
二十五キロメートル毎時未満の速
度で自転車を走行させることとなる
場合において、原動機の出力が二
百五十ワット以下であること。

ハ 二十五キロメートル毎時以上の
速度で自転車を走行させることとな
る場合において、原動機を用いて人
の力を補う力が加わらないこと。

令和5年7月1日に施行されたいわゆる電動キックボード等の特定小型原動機付自転車が解禁されたことにより現行の電
動アシスト付自転車は当規制によりパーソナルモビリティとしての地位や需要が相対的に低下していると言わざるを得な
い。

また我が国の電動アシスト付自転車の規制は世界と比較しても最も厳格な規制を敷いている国の一つであり、その規制
により我が国の電動アシスト付自転車は国際的競争力を削がれ、また外国から電動アシスト付自転車を輸入する際の
障壁になっている。

世界で最も多くの国が採用している欧州連合の規制(モーター出力最大250W、最高速度25km/h)と揃えることにより、電
動アシスト付自転車の輸出入の増大、電動アシスト付自転車の産業活性、消費者の利便性向上、高齢者の負担軽減、
二酸化炭素排出の削減、国民の健康増進、自転車ツーリズム向上、レンタサイクル等インバウンド需要の増大、警察行
政の簡素化などの効果が見込まれる。

個人
警察庁
国土交通省
経済産業省

現状、人の力を補うため原動機を用いる自転車は、道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）第１
条の３に基づき、そのアシスト力に係る基準が以下のものであるとされています。
○ 24キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機
を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値
以下であること。
(１) 10キロメートル毎時未満の速度 ２(三輪又は四輪の自転車であって 牽引されるための装置を有するリ
ヤカーを 牽引するものを走行させることとなる場合にあっては、３)
(２) 10キロメートル毎時以上24キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値か
ら10を減じて得た数値を７で除したものを２から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であって 牽引されるため
の装置を有するリヤカーを牽引するものを走行させることとなる場合にあっては、走行速度をキロメートル毎
時で表した数値から10を減じて得た数値を３分の14で除したものを３から減じた数値)
○ 24キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力
を補う力が加わらないこと。

なお、いわゆる電動アシスト自転車のアシスト力に係る基準に該当しない車両は、原動機付自転車等に区
分されることとなりますが、当該車両の運転に必要な運転免許を保有するなど関係法令に従うことにより、公
道において走行することは可能です。

道路交通法（昭和35
年法律第105号）第２
条第１項第11号の２
道路交通法施行規則
第１条の３

対応不可
現状、電動アシスト自転車による交通事故が増加傾向にあることや、日本と海外の道路事情が異なること

を踏まえると、アシスト力に係る基準の見直しを行うことは、交通の安全を確保する観点から適当ではないも
のと考えています。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

304 令和6年12月12日 令和7年1月20日
No.15．金融機関に
おけるマイナンバー
の利用範囲拡大

マイナンバー法（行政手続における
特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律）によって限
定されているマイナンバーの利用
範囲を拡大することで、金融機関間
での名寄せ利用を可能とするととも
に、相続財産の管理証券会社や被
相続人の口座有無を特定する仕組
みを構築するよう要望する。

証券業界においては、年々相続の申出件数が増加しており（ある証券会社では2018年度：約５万件 → 2023年度：約６
万件と増加）、今後も引き続き増加が見込まれている。また、被相続人が複数の口座を保有するケースも少なくないこと
から、証券会社・相続人双方に口座の特定等の負担が生じているのが現状である。さらに、NISA（少額投資非課税制度）
口座と特定口座等、一人で複数の口座を保持する顧客が増加する中、金融機関は同一人物の特定（名寄せ業務）に苦
慮している。

（要望実現により）マイナンバーの利用拡大に加え、事業者と相続人等、国民全体の利便性向上に資することが期待さ
れる。

一般社団
法人日本
経済団体
連合会

デジタル庁
総務省
金融庁

個人番号を利用することができる者及び利用することができる事務の種類については、番号利用法第９条各
項において規定されており、当該規定の範囲内で、当該事務処理に必要な限度においてのみ個人番号を利
用することができます。

・行政手続における
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律

その他

個人番号の利用範囲については、幅広く利用できるようにすることが国民の利便性向上に資するとのご意見
がある一方、プライバシー保護等の面から幅広く利用することを懸念するご意見もあるところ、ご提案にある
ような業務における将来的な個人番号の利用については、個人情報保護への懸念も踏まえ、国民の理解を
得つつ、適切に対応してまいります。

305 令和6年12月12日 令和7年1月20日
賃金台帳への性別
の項目の削除

労働基準法108条に賃金台帳を作
製するよう義務付けています。法令
には記載事項に性別の項目があり
ます。しかしながら、賃金台帳を作
製する上で性別の欄が必要なのか
疑問があります。労働者名簿に性
別の欄があり、こちらで対応可能で
あり、賃金台帳は労働時間数が重
要であるのに性別を記載させる意
味がわからないため削除を検討し
てほしいです。

無駄な項目は削除して簡素化することが望ましく、昨今、履歴書や次期マイナンバーカードの券面も性別の欄は性的少
数者に配慮して削除しています。わざわざ賃金台帳に性別を記載させる合理的な理由が存在しないように思えるため不
要なものは削除した方がいいため審議会で検討した上で削除するよう要請したいです。

個人 厚生労働省

・労働基準法第107条は、使用者による労働者名簿の調製について規定しており、御指摘の性別について
は、労働基準法施行規則第53条第１項第１号により、労働者名簿への記載事項として定められています。
・労働基準法第108条では、使用者による賃金台帳の調製について規定しており、御指摘の性別について
は、労働基準法施行規則第54条第１項第２号により、賃金台帳への記載事項として定められています。

労働基準法第107
条、同法第108条
労働基準法施行規則
第53条、同令第54条
及び同令第55条の２

現行制度下
で対応可能

御指摘の「性別」の記載については、労働者名簿及び賃金台帳のいずれにおいても記載事項として定めら
れているところですが、これらは法令上記載しなければならない項目が具備されていれば、必ずしも別個に
作成しなければならないものではなく、あわせて１つの台帳を作成することも可能とされています（労働基準
法施行規則第55条の２）ので、「性別」の記載が重複することなく当該書類を作成することは現行法令下にお
いても適法に可能です。

306 令和6年12月12日 令和7年1月20日

有料の物限定で、わ
いせつ表現の解禁
(175条の改正につい
て)

わいせつ表現を、有料の物に限っ
て全面解禁して頂きたいです。

ネットで検索すれば児童でも簡単に
わいせつ物に触れてしまえるので、
わいせつ物の写真やイラスト等の
SNSへの無償投稿は今まで通りモ
ザイク処理を施し続けます。
そして、現物や成人向けサイトで配
信されている「有料」のアダルトビデ
オや雑誌、漫画、ゲームやアニメ、
イラストなどに限りわいせつ表現を
全面的に解禁して頂きたいです。

・社会的な効果

現行の175条のままですと、表現者やわいせつ物を見たい人の自由が妨げられてしまっています。
しかし、175条の廃止や全面的な規制の撤廃してしまうと望まない性器を不意に目撃してしまったり、広告などによる街中
の景観や治安、モラルの低下などに繋がってしまいます。
そこで、成人向けとした販売場所のみかつ有料で購入した物のみの解禁であれば、無修正のわいせつ物を見て恐怖心
や嫌悪感を感じる人や児童の目には滅多なことでは触れず、見たい人だけが見られるような、双方が損をしないようにな
ると思われます。

・経済的な効果

無修正のものを見たいという需要は高く、消費者が国外のアダルトビデオや雑誌を購入したり、表現者の一部には(限り
なく黒ですが)国外のサイトに投稿や、パブリッシャーに料金を支払うなどをして無修正で出してしまう人もいます。
本来国内に落とすことができたはずの資産が国外に流れてしまっています。
そして国外の消費者からは、「日本の物はモザイク処理がされているから買わない」という声も上がっています。
さらに、日本が最前線を走っていた二次元の分野では国外発の市場が段々と大きくなってきており、日本＝二次元が崩
れてしまうと自国が得られたはずの利益が国外に流れてしまいます。
なので日本が最前線で走れている内に、二次元においてはどの分野においても覇権を取る必要があると考えられます。
そのためには規制を一部緩和し、表現者が自由に表現できる幅を広げていくことが大切かと思われます。

個人 法務省

刑法第１７５条は、第１項において、わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布
し、又は公然と陳列した者及び電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者
を、第２項において、有償で頒布する目的で、第１項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者を
処罰することを規定しています。

刑法175条 対応不可
刑法第１７５条は、性道徳・性秩序の維持等を保護法益とするものであると解されているところ、わいせつ物
の頒布等により同法益が侵害され得ることは、当該わいせつ物が有料か無料かによって異なるところはな
く、処罰の必要性は認められ得ることから、同条を改正する必要はないと考えています。

307 令和6年12月12日 令和7年1月20日
銀行等による保険販
売における弊害防止
措置の維持

・銀行等による保険募集に際し、銀
行等が遵守すべき弊害防止措置に
ついては、保険契約者等の保護の
観点から、引き続き維持していただ
きたい。

・保険業法等では、銀行等が保険募集を行う際、預金・融資等の取引で得た情報を不当に保険販売に利用することや、
銀行等がその特性上有する優越的地位や影響力を行使して圧力募集をする等、保険契約者等の利益を害することを防
止するため、保険募集にあたり銀行等が遵守すべき弊害防止措置について規定している。
・「銀行等」と「事業資金等を借り入れている利用者」という両者の力関係から、銀行等による圧力販売等の問題は表面
化しにくく、また生命保険が長期性・再加入困難性といった特殊性をもつことにより、被害者の事後救済が困難であること
も想定されるため、弊害防止措置の規定全般について存置する必要があると考えられる。

明治安田
生命保険
相互会社

金融庁

銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から次
のような弊害防止措置が設けられています。

・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

保険業法施行規則第
212条、同第234条第
１項等

検討を予定

銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の向上を目指す観点から
設けているものです。

弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平成23年９月７日付で関
係内閣府令等を改正し、

・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防止措置等の見直しに

ついては、必要が生じた場合に行うこととしています。

308 令和6年12月12日 令和7年1月20日

企業による従業員に
対する生命保険の
募集における消費者
保護ルールの維持

・法人である生命保険代理店等が
その役員・使用人等の密接な関係
を有する者に対して生命保険の保
険募集を行うことを禁止する、いわ
ゆる「構成員契約ルール」について
は、保険契約者等の保護の観点か
ら、引き続き現行ルールを維持して
いただきたい。

・保険業法等では、使用者と使用人間の雇用関係等に基づいた生命保険募集を行うことを防止するため、法人である生
命保険代理店等がその役員・使用人等の密接な関係を有する者に対して生命保険の保険募集を行うことを禁止してい
る（いわゆる「構成員契約ルール」）。
・雇用関係に基づく圧力募集等は問題が表面化しにくく、また、生命保険がもつ長期性・再加入困難性に鑑みると、被害
者を事後的に救済することが困難な場合も想定されることから、保険契約者等の保護のため事前規制として同ルールが
導入されている。昨今の雇用情勢の悪化から、使用者と使用人の雇用関係に基づく、使用者の使用人に対する立場の
優越度はさらに高まっており、同ルールの存置が必要な状況にあると考えられる。
・上記状況を勘案し、保険契約者等の保護の観点から、同ルールに関しては引き続き現行ルールを維持していただきた
い。

明治安田
生命保険
相互会社

金融庁
企業が、生命保険会社と募集代理店契約を締結して生命保険商品の募集を行う場合、従業員への圧力募

集等を防止する観点から、当該企業及びその企業と密接な関係を有する者（法人）の役員・従業員に対する
保険募集は一部の保険商品を除き禁止されています。

保険業法第300条第1
項第9号
同法施行規則第234
条第1項第2号
平成10年大蔵省告示
第238号
保険会社向けの総合
的な監督指針Ⅱ－4-
2-2(11)

検討を予定
生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設けられている規制であり、その趣旨を踏まえつつ、引き

続き慎重に検討を行う必要があります。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

309 令和6年12月12日 令和7年1月20日

公益法人が役員変
更登記をした際に、
行政庁への変更届
を不要とする件につ
いて

不動産登記の情報が登記所から地
方自治体へ通知されるのと同様
に、公益認定を受けた法人の役員
変更の登記があった場合に、登記
所から所管する行政庁へ登記情報
を通知することで公益認定法の変
更届を不要とする。

公益認定を受けている法人が役員変更を行うと法務局への役員変更登記と行政庁へ役員の変更届を提出する必要が
あり、二度手間となっている。

個人
内閣府
デジタル庁
法務省

公益法人は、一般社団法人の場合にあっては、「理事の氏名」、「代表理事の氏名及び住所」、「監事設置
一般社団法人であるときはその旨及び監事の氏名」、「会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨
及び会計監査人の氏名又は名称」、一般財団法人の場合にあっては、「評議員、理事及び監事の氏名」、
「代表理事の氏名及び住所」、「会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名
又は名称」に変更があった場合は、２週間以内に、変更の登記をしなければならないこととされています（法
人法第303条）。また、理事、監事、評議員又は会計監査人の氏名若しくは名称に変更があった場合は、遅
滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならないこととされています（公益認定法第13条第１項第４号及び
公益認定規則第11条第２項第１号）。

一般社団法人及び一
般財団法人に関する
法律（平成十八年法
律第四十八号）

公益社団法人及び公
益財団法人の認定等
に関する法律（平成
十八年法律第四十九
号）

公益社団法人及び公
益財団法人の認定等
に関する法律施行規
則（平成十九年内閣
府令第六十八号）

情報通信技術の活用
による行政手続等に
係る関係者の利便性
の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率
化を図るためのデジ
タル社会形成基本法
等の一部を改正する
法律

検討に着手

これまで、法人の名称、所在地、代表者氏名等の登記事項に変更があった場合、様々な法令に基づき、当
該変更について、届出を行わなければならないとされていたところ、令和６年通常国会において、「情報通信
技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るた
めのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」が成立し、今後は、登記事項と同一の項目の変更
に関し、行政機関等が情報連携により入手した場合は、他の法令に基づく変更の届出が行われたことと「み
なし」、当該他の法令に基づく変更の届出を不要とする特例が創設されたところです。

御指摘の公益法人の役員変更届についても、同特例の運用を含む情報連携の推進について、関係省庁で
連携し検討してまいります。

310 令和6年12月12日 令和7年1月20日

銀行等による保険募
集に関する弊害防
止措置等の実効性
確保

銀行等による保険募集に関し、銀
行等が遵守すべき弊害防止措置に
ついて、保険契約者等の保護の観
点から引き続き維持し、実効性を確
保していただきたい。

・銀行等による保険募集においては、銀行等による事業性資金の融資先や融資申込中の顧客が「当該銀行等の影響力
を受けやすい（平成２３年９月、コメントに対する金融庁の考え方）」ことから、銀行等が事業性資金の融資業務を通じて
有する多大な影響力を利用して不適切な保険募集を行うことにより顕在化しにくい被害が発生する等、特有の弊害が生
じる。このため、銀行等による保険募集は「保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合（保険業法第２７５条）」に
限り認めるものとされ、消費者や中小企業等の視点に立って弊害防止措置等が設けられている。
・銀行等による保険募集の実態に係る３年間のモニタリング結果等を踏まえて必要な見直しが行われた際にも、「モニタ
リング結果では、銀行等による優越的地位の濫用防止に向けた体制整備が不十分であるといった検査指摘が引き続き
見られたことから、これらの規制は引き続き維持する（平成２３年９月、コメントに対する金融庁の考え方）」こととされてい
る。
・これらの措置等は、適切かつ健全な保険募集の秩序を維持し、保険契約者等の保護を図る上でいずれも必要不可欠
であることから、その実効性を確保していただきたい。

第一生命
保険株式
会社

金融庁

銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から次
のような弊害防止措置が設けられています。

・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

保険業法施行規則第
212条、同第234条第
１項等

検討を予定

銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の向上を目指す観点から
設けているものです。

弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平成23年９月７日付で関
係内閣府令等を改正し、

・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防止措置等の見直しに

ついては、必要が生じた場合に行うこととしています。

311 令和6年12月12日 令和7年1月20日

法人における従業員
等に対する生命保
険募集に関する消
費者保護ルールの
維持

生命保険募集人である法人がその
従業員等に対して行う生命保険の
募集に係るルールについて、保険
契約者等の保護の観点から、引き
続き維持していただきたい。

・生命保険募集人である法人がその従業員等に対して生命保険の募集を行うことについては、法人がその従業員等に
有する強い影響力を利用して不適切な保険募集を行う等の弊害が発生する蓋然性が大きい。このため、現行の制度で
は、生命保険募集人である法人が行う生命保険の募集の範囲について、一定の制限が設けられている。
・現行の制度は、適切かつ健全な保険募集の秩序を維持し、保険契約者等の保護等を図る上で必要不可欠なものであ
り、引き続き維持していただきたい。

第一生命
保険株式
会社

金融庁
企業が、生命保険会社と募集代理店契約を締結して生命保険商品の募集を行う場合、従業員への圧力募

集等を防止する観点から、当該企業及びその企業と密接な関係を有する者（法人）の役員・従業員に対する
保険募集は一部の保険商品を除き禁止されています。

保険業法第300条第1
項第9号
同法施行規則第234
条第1項第2号
平成10年大蔵省告示
第238号
保険会社向けの総合
的な監督指針Ⅱ－4-
2-2(11)

検討を予定
生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設けられている規制であり、その趣旨を踏まえつつ、引き

続き慎重に検討を行う必要があります。

312 令和6年12月12日 令和7年3月18日

241012Z19[2/4]連
件申請の一部の取
下事由で、他の申請
も代理人が取下げで
きる制度の創設

R4規制改革103提案は、登記申請
に取下げ事由がない場合でも申請
意思撤回の委任状なしで取下げ可
能とすべきとしたものである。／こ
れに対して法務省は「その取下げ
が申請を撤回するものである場合
は、申請人の意思を担保することが
できないため、改めて委任状を添付
する必要があります。」という理由で
対応不可とした。／しかし、連件申
請で予定順位1番の抵当権設定登
記申請に不備があった場合、予定
順位2番の抵当権設定も取下げな
ければ申請人の意思に反した登記
がされる。／そこでR5.6.10に、連件
申請の一部に却下事由があった場
合は取下げる旨の意思を申請委任
状に明記すれば、代理人の権限で
迅速に取下げ手続ができると提案
し→

→たところ、提案自体がスルーされた。／このような委任も私的自治として有効と考えるが、法務省が気に入らないなら、
制度的にパッケージ化された連件申請制度を創設するよう提案する。／現行の連件制度は、登記識別情報やそれ以外
の添付情報の共通化、あるいは同順位申請という追加的オプションを可能とするものである。／これと同様に、連件申請
でその一部に取下事由があった場合は、代理人の権限で不備のない申請についても取り下げるオプションを提案する。
／申請意思と取下げ意思とが両立しないことが委任状を必要とする趣旨であれば、「前件添付」や「同順位」のように申
請人があらかじめオプション利用を明示して連件申請全体を取下げ可能とする制度を用意すればいい。／これはオンラ
イン申請における登録免許税の一括納付制度と、同じ考え方である。／登録免許税は申請ごとに納税義務者が定めら
れているにもかかわらず、オンライン申請では異なる納税義務者の申請についても一括して電子納付が可能になってい
る。／理論的には納税義務者概念を無視した取扱いであるため、政府の制度導入予定がなければ、縦割り110番で提案
しても、納税義務者が異なることを理由に「対応不可」になっていただろう。／戸籍附票の保存期間を150年とすべきであ
るとした280630021提案や、本籍地以外の市町村で戸籍謄本を取得できるようにすべきであるとした290926005提案が対
応不可と回答された後、2，3年で法改正されて実現したように、縦割り110番の「対応不可」にはその程度の意味しかな
い。／したがって、連件申請の不備のない申請も、代理人の権限で取り下げることは不可能ではない。

商業登記
ゲンロン

法務省
申請代理人が登記の申請を取り下げる場合において、その取下げが申請の中止のためにするものであると
きは、本人の特別の授権を要します。

昭和29年12月25日民
事甲第2637号通達

対応不可

連件申請中の前件の申請に不備があるが、後件の申請には不備がないような場合において、登記の実行が
可能な後件の申請を取り下げることは、却下事由に該当しないにもかかわらず、その登記を実行しないことと
なるため、登記官において、その取下げが申請人の申請意思の撤回によるものであることを確認するために
特別の授権があることについての委任状が提供される必要があります。したがって、御提案に対応すること
は困難です。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

313 令和6年12月12日 令和7年1月20日

銀行等による保険募
集に係る弊害防止
措置の維持および
実効性確保

・銀行等による保険募集に係る弊
害防止措置については、消費者保
護の観点等から、引き続き、「融資
先募集規制」を中心とした諸ルール
の基本的な枠組みを維持し、かつ、
その実効性を確保することが必要
不可欠である。
・また、平成２４年４月のルール見
直しにおいて、実効性確保のため
の措置が図られた「預金誤認防止
措置」「非公開情報利用時における
同意取得」、および、融資先募集規
制等の対象から除外され、消費者
保護の観点から問題が生じる懸念
がある一時払終身・一時払養老保
険について、適切な監督・運用をお
願いしたい。

・銀行等は、その業務において、顧客の預金・決済情報という秘匿性の高い情報を独占的に取り扱っており、また、法人・
個人の融資先事業者に対して多大な影響力を有することから、保険業法施行規則等において、消費者保護および公正
な競争を確保する観点から、非公開金融情報の保護や、融資先への保険募集の制限ならびに融資先担当者による保険
募集制限等に関するルールが定められている。
・これらのルールは、銀行等による保険募集が段階的に解禁されていった際に、銀行等の預金・決済業務や融資業務の
特殊性と影響力に鑑み、消費者や事業者の保護、ならびに公正な競争を確保するために整備されてきた必要不可欠な
制度である。
・なお、生命保険は保障期間が長期間に亘り、かつ、再加入が困難であることから、一旦弊害が生じてしまうと事後的に
当該顧客を救済することは極めて難しい。また、銀行等の融資先事業者等に対する影響力が大きいことから、弊害事例
が潜在化する懸念もある。銀行等による保険募集については、これらの事情も踏まえた検討を行う必要がある。
・制度導入時のこれらの課題性は、現時点においても全く解消されていないため、これらのルールについて、消費者・事
業者の保護や公正な競争を損なわないよう、引き続き、適切な監督・運用にご尽力いただくようお願いしたい。
・特に、平成２４年４月のルール見直しにおいて、実効性確保のための措置が図られた「預金誤認防止措置」「非公開情
報利用時における同意取得」、および、融資先募集規制の対象から除外され、消費者保護の観点から問題が生じる懸念
がある一時払終身・一時払養老保険について、適切な監督・運用をお願いしたい。

日本生命
保険相互
会社

金融庁

銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から次
のような弊害防止措置が設けられています。

・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

保険業法施行規則第
212条、同第234条第
１項等

検討を予定

銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の向上を目指す観点から
設けているものです。

弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平成23年９月７日付で関
係内閣府令等を改正し、

・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防止措置等の見直しに

ついては、必要が生じた場合に行うこととしています。

314 令和6年12月12日 令和7年1月20日

生命保険募集にお
ける従業員等の保
護等に係るルール
の維持および実効
性確保

法人である生命保険募集人等（以
下「法人生保代理店等」）による、そ
の役員・使用人その他当該法人生
保代理店等と密接な関係を有する
者に対する生命保険募集に係る
ルールについて、引き続き、現在の
基本的な枠組みを維持するととも
に、その対象に派遣労働者を含め
ていただきたい。

法人生保代理店等は、母体企業の従業員等（密接な関係を有する者）に対して多大な影響力を有することから、生命保
険募集を行った場合、職制上の地位を利用した圧力募集が行われ、従業員等が意に反する保険加入を強いられる懸念
がある。
現行制度は、過去、実際に圧力募集被害が発生した事実を踏まえて、一定の保険契約について、法人生保代理店等
（法人代理店が密接な関係を有する法人を含む）の役員・使用人に対する保険募集行為その他の保険契約者等に対す
る業務上の地位等の不当な利用による保険募集行為を禁止したものであり、従業員等の保護のためには必要不可欠な
ルールである。従業員等自身が職制上の圧力に抵抗することは極めて困難であり、近年の雇用環境の悪化によって、こ
れらのルールの必要性はますます高まっている。
なお、生命保険は、その保障期間が長期間に亘り、かつ、再加入が困難であることから、一旦弊害が生じてしまうと事後
的に当該従業員等を救済することは極めて難しい。また、法人生保代理店等は、その従業員等に対して、雇用関係等に
基づく大きな影響力を有していることから、弊害事例が潜在化する懸念もある。当制度については、これらの事情も踏ま
えた検討を行う必要がある。
ただし、現行制度の保護対象は、法人生保代理店等の役員・使用人とされており、法人生保代理店等と直接の雇用関係
にない派遣労働者は含まれていない。しかしながら、近年、雇用・就労形態の多様化が進んでいること、派遣労働者につ
いて派遣先企業が直接雇用するかどうかの決定権を持つなどの影響力を有していること等を踏まえれば、派遣労働者も
当制度の保護対象に追加することが必要である。

日本生命
保険相互
会社

金融庁
企業が、生命保険会社と募集代理店契約を締結して生命保険商品の募集を行う場合、従業員への圧力募

集等を防止する観点から、当該企業及びその企業と密接な関係を有する者（法人）の役員・従業員に対する
保険募集は一部の保険商品を除き禁止されています。

保険業法第300条第1
項第9号
同法施行規則第234
条第1項第2号
平成10年大蔵省告示
第238号
保険会社向けの総合
的な監督指針Ⅱ－4-
2-2(11)

検討を予定
生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設けられている規制であり、その趣旨を踏まえつつ、引き

続き慎重に検討を行う必要があります。

315 令和6年12月12日 令和7年1月20日

法人である生命保険
代理店による保険募
集における消費者保
護ルール（いわゆる
構成員契約ルール）
の維持

法人である生命保険代理店がその
従業員等に対して行う生命保険の
募集に係るルール（いわゆる構成
員契約ルール）について、消費者の
権利保護の観点から、引き続き維
持していただきたい。

・職制上の地位（職場の上下関係等）を不当に利用した従業員への圧力募集を未然に防止し、従業員による自由な商品
選択の機会を確保する等の観点から、法人である生命保険代理店については、当該法人の従業員等の密接な関係を有
する者に対して、所定の生命保険契約の申込みをさせる行為が禁じられている（いわゆる構成員契約ルール）。
・生命保険商品には長期性、再加入困難性等の性質があり、仮に圧力募集等の不適切な行為があったことが事後的に
立証されたとしても、保険契約者等の救済を図ることが困難となる場合も想定され、事後的な代替規制ではこうした弊害
を未然に防止することは不可能と思われる。
・このように、本ルールは、生命保険商品の特性を踏まえつつ、従業員として相対的に弱い立場に立つ消費者の権利保
護のために設けられたルールとしてこれまでも有効に機能してきており、引き続き維持すべきものと考えられる。

住友生命
保険相互
会社

金融庁
企業が、生命保険会社と募集代理店契約を締結して生命保険商品の募集を行う場合、従業員への圧力募

集等を防止する観点から、当該企業及びその企業と密接な関係を有する者（法人）の役員・従業員に対する
保険募集は一部の保険商品を除き禁止されています。

保険業法第300条第1
項第9号
同法施行規則第234
条第1項第2号
平成10年大蔵省告示
第238号
保険会社向けの総合
的な監督指針Ⅱ－4-
2-2(11)

検討を予定
生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設けられている規制であり、その趣旨を踏まえつつ、引き

続き慎重に検討を行う必要があります。

316 令和6年12月12日 令和7年1月20日
銀行等による保険販
売における弊害防止
措置の実効性確保

銀行等による保険販売に関し、銀
行等が遵守すべき弊害防止措置に
ついて、保険契約者等の保護の観
点から引き続き実効性の確保に努
めていただきたい。

・銀行等は、その預金業務や融資業務等を通じて、顧客の資金状況を正確に把握できる立場にあるとともに、特に中小
零細企業などの融資先の顧客に対しては強い影響力を与えうる立場に立つことが少なくない。銀行等によりこれらの情
報や影響力を不適切に利用して保険募集が行われた場合、仮に不適切な募集行為があったことが事後的に立証された
としても、生命保険商品の長期性、再加入困難性等の性質から、保険契約者等の救済を図ることがより困難となる場合
も想定される。
・こうした点を踏まえ、銀行等に対しては、非公開情報保護措置、融資先販売規制等の各種措置が講じられているが、こ
れらの弊害防止措置は、消費者利便にも配慮しつつ、消費者保護の観点や中小零細企業の視点に立って設けられたも
のであり、保険契約者保護の観点から必要不可欠なルールである。
・平成２４年４月より、一部見直しが行われたルールが適用されたが、見直し後においてもその枠組みは維持されてお
り、前述のルールの必要性は変わらないと考えられる。今後も、引き続き実効性の確保に努めていただきたい。

住友生命
保険相互
会社

金融庁

銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から次
のような弊害防止措置が設けられています。

・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

保険業法施行規則第
212条、同第234条第
１項等

検討を予定

銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の向上を目指す観点から
設けているものです。

弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平成23年９月７日付で関
係内閣府令等を改正し、

・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防止措置等の見直しに

ついては、必要が生じた場合に行うこととしています。

317 令和6年12月12日 令和7年1月20日

独占禁止法第11条
における信託勘定に
対する議決権保有
規制の見直し

独占禁止法第11条に定める銀行に
対する議決権保有規制につき、信
託銀行が信託勘定で保有する株式
に係る議決権（委託者等が議決権
を行使できる場合等を除く。以下同
じ。）について、規制の対象から除
外していただきたい。

・独占禁止法第11条に定める議決権保有規制については、平成26年4月1日付「独占禁止法第11条の規定による銀行又
は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」（以下、ガイドライン）の改正により、信託銀行が信託勘定で保
有する株式に係る議決権について、認可要件の一部撤廃等の認可条件が緩和されたものの、依然事務負荷および信託
勘定に係る株式に対する機動的・効率的な運用への支障が残ることから、更なる緩和をお願いするもの。
・独占禁止法第11条は、「事業支配力の過度の集中の防止」および「競争上の問題の発生の防止」の観点から、豊富な
資金量を有し、融資を通じて他の会社に大きな影響力を及ぼし得る銀行および保険会社に対して、株式に係る議決権の
保有規制を課している（信託銀行は銀行勘定と信託勘定で保有する株式に係る議決権を合算し5％以内）。
・信託勘定で保有する株式に係る議決権は、委託者又は受益者が指図を行うことができるものを除き、信託銀行が自己
の意思に基づき行使することができるが、信託法等の法令に則り信託の目的に従って受益者の利益のために行使する
ものであり、その行使結果を公表している。また、銀行勘定で保有する株式に係る議決権とは分別して議決権行使を行う
態勢を整えている。それにより、信託銀行の銀行勘定が信託勘定を利用して事業会社と結び付くことによる競争上の問
題の発生のおそれはない。
・一方で、当該規制を遵守するためには、銀行勘定・信託勘定間で部門の分離を図っているにもかかわらず、銀行勘定・
信託勘定それぞれで保有する株式に係る議決権数の合計、および議決権を新たに保有する場合だけでなく発行会社の
資本政策（自己株式の取得等）によっても変動する議決権保有割合を管理する必要があり、そのための事務負荷、シス
テム・ルール等の整備負担には重いものがある。特に、議決権保有割合の管理事務のために職員が出社せざるを得な
いケースもあり、アフターコロナにおける働き方改革に伴う在宅勤務推進の観点からも望ましくない状況（最大数千に及
ぶ保有銘柄について管理するため、通信機器の環境等の問題により在宅での取扱いが困難）。
・また、ガイドライン改正により認可要件は緩和されたものの、信託銀行が信託勘定で保有する株式に係る議決権が当
該規制の対象から除外されない限り、依然、認可が得られず、信託銀行が信託勘定で運用する株式について意図しない
タイミングでの処分を余儀なくされるリスクがあることから、認可申請が必要とならない範囲内での株式の取得にとどめ
る、すなわち、一部の株式の取得を断念せざるを得ず、受益者の利益の極大化を図ることの障害になりかねない。
・以上の趣旨を踏まえ、信託銀行が信託勘定で保有する株式に係る議決権につき、独占禁止法第11条に定める銀行に
対する議決権保有規制の対象から除外していただきたい。
・直ちに対応が困難な場合、銀行勘定と信託勘定における議決権の分別行使体制について予め認可を受けることで、以
後銘柄毎に5％を超過した場合にも都度の認可を不要としていただきたい。

一般社団
法人 信託
協会

公正取引委員
会

独占禁止法第11条第１項では、銀行業又は保険業を営む会社が他の国内の会社（以下「株式発行会社」と
いう。）の株式に係る議決権をその総株主の議決権の５％（保険業を営む会社にあっては10％）を超えて有
することとなる場合における議決権の保有等を規制しています。ただし、同項第３号により、金銭又は有価証
券の信託に係る信託財産として株式を取得等することによる議決権の保有等（信託勘定での議決権の保
有）については、同項の適用が除外されています。
  同条第２項では、第１項第３号の場合にあっては、信託銀行が委託者又は受益者から指図を受けず議決
権を行使できるような場合に限り、株式発行会社の議決権（信託勘定で保有する議決権と銀行勘定で保有
する議決権を合算したもの）をその総株主の議決権の５％を超えて有することとなった日から１年を超えて当
該議決権を保有しようとするときは、あらかじめ公正取引委員会の認可を受けなければならないとされていま
す。当該認可に当たっては、ガイドラインにおいて、信託勘定で保有する議決権が銀行勘定で保有するもの
とは別個に行使され、かつ、これを担保するための社内体制の整備がされていること等の要件を満たせば、
期限を付さず認められます。

独占禁止法第11条 対応不可

信託勘定で保有する議決権が信託法等の法令に基づき信託の目的に従って受益者の利益のために行使
するものであること等の信託勘定の特性については、現行の独占禁止法においても既に考慮されており、１
年間は認可を要せずに総株主の議決権の５％を超える議決権（信託勘定で保有する議決権と銀行勘定で保
有する議決権を合算したもの）を保有することが認められているとともに、認可を受ければ１年を超えて保有
することが可能です。

加えて、提案者の要望内容も踏まえて、公正取引委員会は、「独占禁止法第11条の規定による銀行又は
保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」を平成26年４月に改定し、信託勘定で保有する議決
権について、認可要件の一部を廃止するとともに、認可に当たって期限を付さないこととするなど、規制を大
幅に緩和しました。

一方で、信託勘定で保有する議決権の行使と銀行勘定で保有する議決権の行使が別個に行われる体制
の確保については、法令上、これが担保されているものではないため、株式発行会社の議決権をその総株
主の議決権の５％を超えて有することとなった日から１年を超えて当該議決権を保有しようとするときは、認
可制度を通じて、信託銀行が事業会社と結び付くことによる競争上の問題の発生のおそれの有無を株式発
行会社ごとに審査する必要があります。

また、当該規制は、銀行又は保険会社による事業支配力の過度の集中等を防止し、公正かつ自由な競争
を促進することが目的であるところ、議決権の取得又は保有と無関係に事前に認可することは適当ではあり
ません。
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

318 令和6年12月12日 令和7年1月20日

増改築等の理由に
よる営業所等の一
時的な位置変更に
係る手続きの緩和

信託兼営金融機関、信託会社およ
び信託契約代理店が増改築その他
のやむを得ない理由により一時的
に位置を変更する場合について、
届出不要としていただきたい。

・信託兼営金融機関、信託会社および信託契約代理店は、増改築その他のやむを得ない理由により一時的に位置を変
更する場合を含め、営業所等の位置を変更する場合には届出が必要とされている。
・一方、銀行及び銀行持株会社については、一時的に位置を変更する場合については届出不要とされている。また、銀
行代理店についても、平成30年6月1日より、届出不要と規制が緩和されている。
・銀行代理店における規制緩和の理由として、「対応コストに比して十分な必要性が認められない」ことが挙げられている
※。
・また、信託契約代理業を営んでいる銀行等（信用金庫、信用組合を含む）は、一時的に位置を変更する場合について、
銀行法等に基づく届出は不要とされているにも関わらず、信託業法に基づく届出への対応が必要となっており、銀行法
等と信託業法の平仄がとれていないことにより一定の対応コストが発生している。
・ついては、信託兼営金融機関、信託会社および信託契約代理店が増改築その他のやむを得ない理由により一時的に
位置を変更する場合について、届出不要としていただきたい。
・この見直しにより、事務負担の軽減につながる。
※ 金融審議会「金融制度ワーキング・グループ報告書」（平成28年12月27日公表）

一般社団
法人 信託
協会

金融庁
信託兼営金融機関、信託会社及び信託契約代理店は、増改築その他のやむを得ない理由により営業所を
一時的に位置を変更する場合を含め、営業所の位置を変更する場合には届出が必要とされています。

兼営法第8条、信託
業法第12条、第71条

検討を予定
信託兼営金融機関、信託会社及び信託契約代理店の所在地については、免許・登録申請事項の変更事項
として、顧客保護や行政上の適切な監督を担保する観点から、監督当局が届出を求めているところですが、
その必要性を踏まえつつ検討してまいります。

320 令和6年12月12日 令和7年1月20日

管理型信託会社お
よび自己信託業務
における登録事項の
変更に伴う届出期限
の緩和

信託業法第12条第2項に基づく変
更届出の期限を、同法第71条に基
づく変更届出の期限と合わせて、
「その日から30日以内」に緩和して
いただきたい。

＜管理型信託会社における登録事項の変更に伴う届出の概要＞
・信託業法第12条第2項に基づき、同法第8条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、「その日から2週間以内」
に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
＜自己信託業務における登録事項の変更に伴う届出の概要＞
・信託業法第50条の2第12項により適用される同法第12条第2項に基づき、同法第50条の2第3項各号に掲げる事項に変
更があったときは、「その日から2週間以内」に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
＜現行規制・制度の問題点（規制改革の必要性）＞
・変更事由発生から2週間以内に、役員等の住民票等の添付書類を準備することが、スケジュール上タイトであること。
・信託契約代理店業務においても、同様の変更届出が必要である（信託業法第71条）が、2017年4月の法改正により、そ
の届出期限を「その日から2週間以内」から「その日から30日以内」に延長いただいた。
・管理型信託会社および自己信託業務における登録事項の変更に伴う届出期限についても同様に、届出期限を延長い
ただきたい。
＜規制改革の効果＞
・届出書類の短期間での準備の負担の軽減。
（役員等の変更は、期初発生することが多いが、決算対応等各種期初対応と重なる繁忙期であることから、短期間での
準備負担は大きく、延長いただけると業務平準化にも繋がるもの）
・負担軽減・業務平準化による業務運営の安定化、および軽減されたリソースによる顧客宛て業務の更なる推進。

一般社団
法人 信託
協会

金融庁
管理型信託会社及び自己信託業務における登録事項に変更が生じたときは、信託業法第12条第2項（同法
第50条の2第12項において適用する場合を含む。）に基づき、2週間以内に、その旨を届け出る必要がありま
す。

信託業法第12条第2
項、第50条の2第12
項、信託業法施行規
則第23条第１項、第
51条の９第１項

検討を予定

登録申請事項に変更があった場合の届出の提出期限については、管理型信託会社及び自己信託登録者の
届出実務の実態や監督上の必要性を踏まえつつ検討してまいります。
なお、管理型信託会社及び自己信託登録者の当該変更に係る届出書の添付書類については、やむを得な
い事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りることとされています（信託業法施行規
則第23条第１項ただし書き（同規則第51条の９第１項において適用する場合を含む。））。

321 令和6年12月12日 令和7年1月20日
金融サービス仲介
業に「信託媒介業
務」を追加すること

「金融サービス仲介業」へ「信託媒
介業務」（「預金等媒介業務」「保険
媒介業務」「有価証券等仲介業務」
「貸金業貸付媒介業務」と同様に
「顧客に対し高度に専門的な説明を
必要とするもの」を除く）を追加いた
だきたい。

＜現行規制・制度の概要＞
・2021年11月1日施行「金融サービス仲介法制」により、１つの登録で銀行・証券・保険すべての分野のサービス提供が
可能な「金融サービス仲介業」が創設。
・現在「金融サービス仲介業」では、「預金等媒介業務」「保険媒介業務」「有価証券等仲介業務」「貸金業貸付媒介業務」
の取扱いが認められている。
＜現行規制・制度の問題点（規制改革の必要性）＞
・信託分野では、国民（顧客）の資産形成ニーズや次世代への資産承継ニーズ等を解決する多様な商品やサービスが
存在するものの、現在「金融サービス仲介業」では「信託媒介業務（仮称）」の取扱いが認められていない。
・なお、施行時のパブリックコメント（2021年6月2日公表）では、「信託契約代理業に係る媒介業務（中略）についても、取
扱いを希望する意見もあるので、今後の金融サービス提供法の実施状況を見直して改正等される機会には、上記の類
型の取扱いについても検討をお願いしたい。」との意見に対し、金融庁からは「金融サービス仲介業の対象となる商品・
サービスや相手方金融機関の範囲については、商品設計の複雑さや日常生活への定着度合い等をはじめ、顧客のニー
ズや金融サービス仲介業者による顧客保護のための取組を含む業務運営の実態等も踏まえつつ、必要に応じて見直し
の要否を検討していくべきものと考えます。」との考えが示されている。
＜規制改革の効果＞
・少子高齢化の環境下、資産運用・管理や資産承継機能を有する信託商品へのニーズが向上。
・金融サービス仲介業者が信託分野の媒介業者となることで、幅広い顧客層に信託商品を提供することが可能となるこ
と。
・また、金融サービス仲介業者が、顧客に対して既存の銀行・証券・保険分野に加え、信託分野も含めた多様なサービス
をワンストップで提供可能になることで、顧客の利便性が向上すること。

一般社団
法人 信託
協会

金融庁
「金融サービス仲介業」とは、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介
業務のいずれかを業として行うことをいうとされており、信託契約の締結の媒介を行う業務は金融サービス仲
介業として行うことのできる業務として規定されていません。

・金融サービスの提
供に関する法律第11
条第1項等

検討を予定

金融サービス仲介業として取り扱うことのできる商品・サービスについては、商品設計やサービスの複雑さ、
日常生活への定着度合い等をはじめ、顧客のニーズや、金融サービス仲介業者等による顧客保護のための
取組みを含む業務運営の実態等を踏まえつつ、業界等の意見も伺いながら、見直しの要否を検討してまい
ります。

319

（１ポツ目）
制度の現状欄に記載のとおりです。

（２ポツ目）
電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍について、引き続き市区町村等と連携しながら該当する

国民に対して電子化によって享受できるメリットを丁寧に説明することで、改製不適合戸籍そのものの解消を
促す予定です。
（３ポツ目）

法務省では、デジタル庁と連携し、法定相続情報証明制度に係る申出及び一覧図の写しの交付をオンライ
ン化するための方策について、民間事業者等の意見を聴きながら、費用対効果や証明書の提出先となる各
種機関における電子署名の検証等の体制の整備状況を考慮して検討しています。
（４ポツ目）

「規制改革実施計画」には、「法務省は、現状では、相続人が自ら戸籍証明書等を収集して行政機関や金
融機関等の民間事業者に法定相続関係を証明する必要があり、相続人の負担となっているところ、行政が
保有している戸籍情報に基づき、戸籍上の証拠が残存する範囲において相続人の関与なく機械的に法定相
続人を特定し、相続人の手続負担を回避する仕組みの構築の実現可否について、デジタル庁と連携して検
討し、結論を得る。」と記載されており、これに基づいて検討をしているところです。

（１ポツ目）
現行制度下
で対応可能
（２ポツ目）
検討を予定
（３ポツ目）
検討に着手
（４ポツ目）
検討に着手

（１ポツ目）
オンライン申請につ
いて、戸籍法施行規
則第79条の２の４第
１項
戸籍電子証明書につ
いて、戸籍法第120条
の３第１項
（２ポツ目）
戸籍法第118条第１
項、戸籍法施行規則
第69条及び平成６年
11月16日付け法務省
民二第7000号民事局
長通達第１の２（４）
（３ポツ目）
不動産登記規則（平
成17年2月18日法務
省令第18号）第247条
第2項及び同条第5号
（４ポツ目）
戸籍法第10条、第10
条の２及び第120条
の２

（１ポツ目）
各本籍地に対する戸籍証明書のオンライン申請は、現行制度下でも市区町村の判断により開始することが

可能であり、行政手続において利用できる戸籍電子証明書については、令和６年３月から発行が可能となっ
ております。
（２ポツ目）

電子情報処理組織による取扱いに適合しない戸籍のうち記載された文字を原因とするものについては、当
該戸籍の在籍者による誤字の解消を欲しない旨の申出を受けて電子情報処理組織による取扱いを行ってい
ないものが大半であり、現在の在籍者が誤字の解消を行うことで電子情報処理組織による取扱いを行うこと
ができます。
（３ポツ目）

法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出は、申出書を登記所に提供してしなければならないこ
ととされています。

また、登記官は、添付された書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報
一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の
写しを交付することとされています。
（４ポツ目）

戸籍の情報は、戸籍法の定めるところにより、請求権のある者に戸籍証明書を交付することにより更改さ
れる仕組みとされています。

法務省
一般社団
法人 信託
協会

＜戸籍証明書等一式（除籍・改製原戸籍を含む）の収集にかかる負担軽減＞
・相続人は、自らが法定相続人であることを証明するため、行政機関や各金融機関等の依頼に基づき、被相続人の死亡
から遡って出生に至るまでの戸籍証明書等一式を提出している。
・現在、戸籍証明書等の取得に係る申請は一部の市町村でオンライン化されているものの、多くの場合で市町村への出
頭又は郵送を要し、交付媒体は紙に限定されている。
・従前、戸籍証明書等は本籍地ごとに交付を申請する必要があったものの、令和6年3月より、本籍地以外の市区町村で
の取得が可能となった（以下、「広域交付」という）。しかし、電子化されていない戸籍証明書等※は対象外となっており、
この場合、市区町村に出頭または郵送での交付申請が必要である。

※電子化されていない戸籍証明書等（戸籍法施行規則第69条各号）
・電子情報処理組織による取り扱いに適合しない戸籍
・除籍簿につづられた除かれた戸籍

＜法定相続人の特定にかかる負担軽減＞
・行政機関や各金融機関では、相続人から提出された戸籍証明書一式をもとにそれぞれで法定相続人を特定する作業
をしており、事務の重複が生じていた。また、相続人も戸籍証明書等をそれぞれに提出する必要があり、負担がかかって
いた。以上の問題を解消する観点で、平成29年5月に全国の登記所にて「法定相続情報証明制度」が開始され、各種相
続手続きの際には認証済みの法定相続情報一覧図を提出することで、戸籍証明書等の提出を省略することができるよう
になった。
・しかし、相続人は戸籍証明書や法定相続情報一覧図を準備のうえ登記所に出頭または郵送にて申し出る必要があり、
認証された法定相続情報一覧図の交付媒体は当然に紙である。
・また、戸籍情報は行政機関が保有するものであるが、相続人が自ら戸籍証明書等を収集し、法定相続関係を証明しな
ければならない点も、相続人の負担となっている。
＜規制改革の効果＞
・以上の見直しにより、相続人における相続手続きに要する時間の短縮や複数の戸籍証明書等の収集に要するコストの
削減、金融機関・行政機関における相続手続きの迅速化・効率化が見込まれる。

・戸籍証明書等について、「取得申
請のオンライン化」及び「電子交付」
を全国で実現していただきたい。
・電子化されていない戸籍のデータ
化を可能な限り促進し、「広域交付」
において取得可能な戸籍の範囲を
拡大していただきたい。
・法定相続情報証明制度について、
「申出のオンライン化」及び「電子認
証付きの法定相続情報一覧図の交
付」を実現していただきたい。
・行政機関が保有している戸籍情
報に基づき、相続人の関与なく機械
的に法定相続人を特定する仕組み
を検討いただきたい。

相続手続きのデジタ
ル化

令和7年1月20日令和6年12月12日
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

323 令和6年12月12日 令和7年1月20日
定年延長等に伴う確
定給付企業年金の
規約変更の取扱い

・定年延長等に伴う確定給付企業
年金の受給開始時期の変更は、法
令上、多くのケースにおいて給付の
額の減額に該当することから、規約
変更時に給付減額の同意手続が必
要だが、旧定年時の給付額が下が
らない等の場合においては、減額に
該当しない取扱いを可能とするこ
と。
・受給権保護の観点を踏まえた一
定の要件を満たす場合において、
規約変更時の同意手続の簡素化を
可能とすること。具体的には、不同
意申出方式による減額同意等を可
能とするよう、規約変更の申請書類
を柔軟化する。

・確定給付企業年金の規約において、定年を延長する場合、多くのケースにおいて給付の額の減額に該当することか
ら、労働組合や加入者等の煩雑な同意手続きが必要となるが、高齢期の雇用の拡大を推進する面からも、簡素な同意
手続きとすることが考えられる。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省

確定給付企業年金制度では、実施事業所の労働協約等の見直しや経営悪化などを理由に規約変更を行う
場合に、給付の額を減額することが可能です。ただし、給付の額を減額する規約変更を行う場合には、減額
の対象者の３分の２以上の者から同意を取得する必要があります。
また、加入者の給付の額を減額する場合には、加入者の３分の１以上で組織される労働組合があるときに
は、その労働組合の同意が必要となり、受給権者の給付の額を減額する場合には、減額前の規約に基づく
最低積立基準額を一時金として支払う措置を設ける必要があります。
減額の判断は、加入者や受給権者の給付の現在価値と最低積立基準額が規約変更前後で減少する場合
等が挙げられます。

確定給付企業年金法
施行規則第５条、第
６条、平成14年3月29
日年発第0329008号
「確定給付企業年金
制度について」第１の
２

検討に着手
定年延長等に伴う規約の変更手続きについては、社会保障審議会企業年金・個人年金部会における議論の
整理（令和６年12月27日）を踏まえ、検討中です。

324 令和6年12月12日 令和7年1月20日

中小企業退職金共
済から確定給付企
業年金への移行の
弾力適用

・中小企業者が確定給付企業年金
を実施する場合において、中小企
業者に該当しなくなった場合や合併
等に限らず、中小企業退職金共済
の解約手当金を被共済者に返還せ
ず確定給付企業年金の掛金に充当
することを認めること。
・特に合併等においては、現状では
既存の確定給付企業年金にのみ移
行が認められているが、合併後の
一定期間内に新たに実施する確定
給付企業年金への移行を認めるな
ど、合併時における移行における制
限を緩和すること。

・現状、中小企業者にとって、中小企業退職金共済は、本来の目的である退職時の所得確保の役割のみならず、公的年
金開始までの従業員の老後の所得確保の役割を果たしている。
・そのような中、現在、中小企業退職金共済から確定給付企業年金への移行は、中小企業退職金共済の実施事業主が
中小企業者に該当しなくなった場合や合併等を伴う場合のみに限定されている。
・老後の所得確保に向けて多様な選択肢を与えるよう、上記要件に限定することなく、中小企業退職金共済から確定給
付企業年金への移行の弾力適用を求めるものである。
・合併等においては、退職金制度を統一するにあたって中小企業退職金共済を解約し確定給付企業年金を導入したいと
いうニーズが存在する一方、現状では既存の確定給付企業年金への移行のみ可能である。例えば、合併後の人事制度
を再構築するためにやむを得ず必要となる期間として、合併後１年以内に設立された確定給付企業年金への移行を含
めるなど、当該制限を緩和することは確定給付企業年金の普及に有用と考える。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省
共済契約者が中小企業者でない事業主となったことにより共済契約を解除した場合や合併等の場合にの

み、確定給付企業年金等への資産移換が認められています。

中小企業退職金共済
法第８条第２項第２
号、同法第17条第１
項、同法第31条の４
第１項
中小企業退職金共済
法施行規則第69条の
15、同規則第69条の
17第１号

対応不可
  中小企業退職金共済制度と企業年金制度は、制度の趣旨や税制のあり方が大きく異なるため、合併等の
やむを得ない場合に限り資産移換を認めるものです。

325 令和6年12月12日 令和7年1月20日

確定給付企業年金
の年金支給義務等
を移転させる仕組み
の導入

確定給付企業年金について、企業
の年金支給義務等を移転させる仕
組みを導入すること。

・確定給付企業年金では、将来的に「年金での受給の増加によるリスクの増大」、「長期金利（割引率）の低下による退職
給付債務の増大」等により事業主の維持コストや負債が増大する可能性があるが、年金の資産と債務の全部または一
部を保険会社などの第三者に移転する仕組み（バイアウト、バイイン等）を活用することで、将来リスクが顕在化した際に
事業主が被る当該コストや負債の増大の影響を消滅・削減させることが可能となる。
・また、事業主が終身年金や有期年金受取を採用した確定給付企業年金制度を有し続けることが困難となった場合で
あっても、当該仕組み等を活用して財務リスクや運用リスクの移転・軽減、事務負荷の軽減等を行うことが可能となれ
ば、制度が約する給付と同等の給付が維持できる可能性が増すほか、加入者（受給者）は年金受取りが維持されること
が期待できる。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省
確定給付企業年金制度では、事業主等が確定給付企業年金を終了するまでは給付に関する支払義務を
負っています。

確定給付企業年金法
第88条

対応不可
閉鎖型DBのバイアウト等のような年金支払義務を社外に移転させる仕組みについては、導入の必要性・可
能性のほか、受給権の保護、ガバナンスの確保等の幅広い観点を考慮して、慎重に対応いたします。

326 令和6年12月12日 令和7年1月20日

確定給付企業年金
の非継続基準の掛
金拠出の基準の見
直し

・確定給付企業年金の非継続基準
の財政検証において、非継続基準
に抵触し「積立比率に応じた方法」
により特例掛金を算定する場合に
おいて、継続基準による掛金を考
慮した算定方法とすること。
具体的な措置としては、
・非継続基準の抵触に伴い実施す
る「積立比率に応じた方法」に基づ
く特例掛金の算定基準に、「(1)：非
継続基準による掛金額」と「(2)：(1)と
同一拠出年度の継続基準による掛
金額（例えば特別掛金額とリスク対
応掛け金額の合計額）」との「丈比
べ」を行う仕組を導入し、(1)が(2)を
上回る場合に当該上回る額のみを
特例掛金として拠出させることとす
ること。

2018年6月の省令改正は、非継続基準の抵触に伴い実施する「積立比率に応じた方法」に基づく特例掛金の計算におい
て、翌事業年度拠出の場合と翌々事業年度拠出の場合の算定基準の均衡を図る意義深いものと考える。一方、改正後
の算定基準は、特例掛金の拠出年度において、すでに拠出することが予定されている特別掛金等だけで非継続基準の
積立水準が回復することが見込まれる場合でも、特例掛金の拠出が必要になることが起こり得る。これは、積立不足を
継続基準の観点から把握し、標準掛金に追加して拠出する特別掛金等により対応している部分を、重複して非継続基準
の掛金拠出の対象としていることに要因がある。本提案は、非継続基準による掛金を合算した掛金を拠出しなかったとし
ても、非継続基準と継続基準のそれぞれで求める積立不足の解消に向けた拠出水準は確保でき、受給者保護は図られ
ることから、見直しを求めるものである。なお、2021・22年度における同様の提案に対する回答は、特例掛金を翌々事業
年度に拠出する場合における翌事業年度末の不足額の見込み方について懸念されているものと理解している。一方、今
回の提案内容は、翌事業年度末の不足額の見込みは平成28年の改正後の算定基準のまま、当該不足に対応する特例
掛金の計算において、特例掛金と同時期に拠出される特別掛金等を考慮することを意図している。特例掛金は、原則そ
の拠出年度の前事業年度末の不足に対して拠出されるものであるため、その拠出年度における特別掛金等を考慮した
場合でも、平成28年の改正前に生じていた掛金収入以外に起因する積立金の増減を考慮できていない問題は再起しな
いものと思料する。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省

事業主は、毎事業年度の決算において、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、その不足
額を基準として、積立比率に応じ算定した額を、掛金として拠出しなければならないとされており、当該算定
額は翌事業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出することとされています。
・積立不足に伴い拠出すべき掛金を翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては、当該事業
年度までに発生した債務を分割して償却することを可能としています。
・積立不足に伴い拠出すべき掛金を翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては、当該事
業年度までに発生した債務に翌事業年度中の最低積立基準額や掛金の変動による積立金の増減を加味し
た債務を分割して償却することを可能としています。

確定給付企業年金法
施行規則第58条、第
59条

対応不可
特例掛金と他の掛金は、拠出する目的が異なるものであることから、拠出事業年度におけるのこれらの掛金
の相殺は、目的に即した必要な掛金が拠出されない懸念が生じ得るため、慎重な対応が必要です。

77 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要
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日

提案事項

327 令和6年12月12日 令和7年1月20日
リスク分担型企業年
金の取扱い柔軟化

・リスク分担型企業年金について、
制度普及の阻害となりうる事項につ
いて柔軟な取扱いを可能とするこ
と。
・具体的な措置としては、確定給付
企業年金からリスク分担型企業年
金に制度移行する場合に、制度移
行前の確定給付企業年金での最低
積立基準額を上限として一括拠出
を可能とすることが考えられる。

・確定給付企業年金からリスク分担型企業年金に制度移行する際に、将来の財政状況が良好（積立金額と掛金収入現
価の合計が通常予測給付現価と財政悪化リスク相当額の２分の１の合計を上回る場合）である場合であっても、積立金
額が移行前の最低積立基準額より小さな場合、リスク分担型企業年金では最低積立基準額が積立金額と同値となるた
め、移行後の最低積立基準額が減少すると判定され、加入者等から減額同意が必要となる。このことは、事業主がリス
ク分担型企業年金の導入を躊躇する要因のひとつであると考えられる。
・リスク分担型企業年金は、新たなタイプの企業年金として、企業年金の普及に資する制度と期待される一方、2017年1
月の導入以降、採用件数は23件にとどまっている（2024年4月1日時点）。
・本要望の実現により、移行前後の最低積立基準額が一致することから減額同意が不要となるため、企業においてリス
ク分担型企業年金の更なる普及が期待される。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省

確定給付企業年金制度における掛金は、過剰な掛金拠出による恣意的な損金算入を防止する観点から、厚
生労働省令で定められる一定の方法により拠出するものとなっており、一括しての掛金拠出が認められるの
は、DB制度の終了時等に限られ、リスク分担型企業年金への移行を含む設計変更に伴う掛金の一括拠出
は認められていません。

確定給付企業年金法
施行規則第５条、平
成14年3月29日年発
第0329008号「確定給
付企業年金制度につ
いて」

対応不可 掛金の拠出方法の見直しについては、恣意的な損金算入を防止する観点からも、慎重な対応が必要です。

328 令和6年12月12日 令和7年1月20日

確定給付企業年金・
確定拠出年金にお
ける申請・届出手続
きの電子化

・確定給付企業年金や確定拠出年
金の規約申請時に必要な書類（過
半数代表等の同意書等）について、
自署だけでなく「電子証明書付ファ
イル」による提出も可能とすること。
・「減額同意書」は電磁的方法が可
能であり、実例も出ているため、正
式な通知で具体的な方法も含めご
連絡いただくこと。
・また、確定給付企業年金（基金
型）の場合、各申請・届出時に代議
員会会議録の抄本又は謄本の写し
を添付するが、代議員会会議録に
ついては「署名」が前提となってい
るため、記名等でも可能とするこ
と。

確定給付企業年金において、「確定給付企業年金に関する承認・認可申請等にかかる事務処理の改善について（平成
22年4月28日事務連絡）」内の「事務処理簡素化にかかる照会及び回答（Q＆A）」において、規約申請時に必要な「過半
数代表の同意書」から押印は省略された。一方で、e-Gov等紙以外の方法で提出する場合、同意書原本に「自署」のうえ
スキャナ読込み等でファイル化する必要があり、在宅勤務等、必要機材が整わない環境においてはファイル化が困難で
あり、電子申請等が実現出来ない状態となっている。（加入者個人から取得する「減額同意書」は電磁的方法により加入
者の同意を得たことを証した書類で対応可能。）減額同意に関しては、同「（参考）別添１の確認事項の詳細内容」「12減
額理由書・同意書」に、給付減額における加入者の3分の2以上の同意に際して「電磁的方法」が可能とされているが、具
体的な方法の記載がなく、都度当局宛確認しなければならない。（「Microsoft Forms」及び「Adobe Sign」は利用可能と認
められたことがある。）なお、確定拠出年金においても同旨の状態である。
また、確定給付企業年金（基金型）の規約変更等の手続きにおいて作成する代議員会会議録について、確定給付企業
年金法施行令第18条第2項では「署名」を前提とした手続きが残存する。昨今の在宅勤務等でも対応ができるように、上
記同意書と同様に、「署名」を前提としない手続きが必要と思料する。
本要望の実現により、申請書等の電子化に伴う事業主等の負担軽減を通じ、確定給付企業年金及び確定拠出年金の
効率的な制度運営に資することが期待される。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省

確定給付企業年金及び確定拠出年金における同意取得手続に関する押印は省略可能としております。
両制度において、労使合意手続きにおける同意書に自署を求めておりますが、電子化等に際しては、
・その同意は、真に本人が同意したことが推定できると認められる方法によるものであること
・その同意を記録した書類を提出すること
の要件を満たす場合に、電磁的方法による同意も認める取扱いとしているところです。

また、規約変更等の手続において作成する代議員会会議録については、確定給付企業年金法施行令第
18条第２項で、「議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない」とされて
いますが、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえ、当面の措置として、企業年金
基金における代議員会の会議録について署名がなくても差し支えないものとして取り扱っているところです。
なお、この場合、代議員会において何らかの形で代議員の了承を得てから、そのような取扱いをすることが
望ましいです。

確定給付企業年金に
関する承認・認可申
請等にかかる事務処
理の改善について
（平成22 年４月28 日
事務連絡）、平成13
年９月27日企国発第
18号「確定拠出年金
の企業型年金に係る
規約の承認基準等に
ついて」、押印を求め
る手続の見直しのた
めの厚生労働省関係
省令の一部を改正す
る省令、確定給付企
業年金法施行令第18
条第２項

検討を予定 ご提案の事項については、ニーズ等を踏まえて検討してまいります。

329 令和6年12月12日 令和7年1月20日

確定給付企業年金
における承認・認可
申請手続きの簡素
化

・規約変更において、届出・申請書
類・申請手続の簡素化を図ること。
（合併等に伴う従来の加入者範囲
を変更しないための規約変更は、
届出不要とする。基準給与の増額
のうち、ベースアップによるもので、
財政再計算が不要なものは届出不
要とする。規約変更理由書、労使協
議の経緯の添付を不要とする、ま
たは記載要件を明確化・様式化す
る。提出申請書類数を一律１セット
にする。様式Ａ２／Ａ３の区分を廃
止し一本化する。様式Ｃ２-エを廃
止する。各申請書類の宛名は「厚
生労働大臣」又は「○○厚生（支）
局長」の併記を可能とする。実施事
業所追加等をする際の新規適用届
等の写し提出の代替として、当局に
て適用事業所検索システムで確認
する。）

・確定給付企業年金の規約の変更等にかかる手続きは、原則として厚生労働大臣へ申請書を提出し、承認・認可を受け
なければならず、届出で足りる範囲は限定的である。
・厚生年金基金は最多でも１，８００基金程度であったため承認・認可申請制度での運営が可能であったと思われる。一
方、令和６年３月末時点で１２，０００件以上存在する確定給付企業年金においては、承認・認可申請手続きの簡素化が
図られなければ、厚生労働省の承認・認可が遅延することが懸念されることから、規約の変更等にかかる承認・認可申
請手続きの簡素化が不可欠であると考える。
・これまでも事務処理の簡素化等が図られてきたが、本要望の趣旨を実現するためには更なる簡素化が必要であり、事
業主等の負担軽減を通じ、確定給付企業年金の一層の普及および健全な制度運営を図ることが期待される。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省

確定給付企業年金規約の変更は、確定給付企業年金法において、厚生労働省令で定める軽微な変更を除
き、厚生労働大臣の承認を得なければならないと規定されています。このため、厚生労働省令で定める軽微
な変更に該当しない変更については、厚生労働大臣の承認が必要です。確定給付企業年金規約について
は、確定給付企業年金法等により、一定の事項の記載を義務付けています。

確定給付企業年金法
第４条、第６条、第７
条、第16条、第17条
確定給付企業年金法
施行規則第７条、第
９条、第10条、第15
条、第17条、第18条

検討を予定
確定給付企業年金に関する手続の簡素化については、事務負担を軽減することに加え、加入者等の権利保
護の観点も踏まえた上で、引き続き検討します。

330 令和6年12月12日 令和7年1月20日

確定給付企業年金
における組織再編に
伴う受給権者の権利
義務移転に係る同
意取得要件の緩和

・実施事業所の受給権者に関する
権利義務移転を申し出る際の同意
取得について、個別で同意取得を
するのではなく、受給権者に十分な
情報提供を行ったうえで、例えば、
不同意（不承諾）申出方式での取得
を可能とする等の緩和をすること。

・受給権者の権利義務移転の申し出にあたっては、対象者の個別同意が必要とされているが、既に退職等している受給
権者の同意取得に要する負担は大きく、受給権者は移転の対象外とすることが多い。
・権利義務移転・承継を理由として受給権者の給付減額を行うことは法令で認められておらず、その他移転時の不利益
がないことを受給権者に明らかにすることで、同意取得の手続きとして、不同意申出方式での取得を認める等の簡素化
をしても受給権者の不利益とはなりにくいものと考える。加えて、分割・統合等によるその他の確定給付企業年金間の移
行等は労働組合等の同意取得で対応可能であり、受給権者の同意は求められていない。
・企業の事業再編が進む中、確定給付企業年金制度においても権利義務移転・承継の手続きを簡素化する選択肢を設
ける事により、受給者保護に配意しつつ、事業主にとって制度運営の負担を低減させることができるものと考える。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省
事業主等が受給権者に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出る場合には、受給権者の同意を
得なければならないとしています。

確定給付企業年金法
施行令第50条第７項

対応不可
受給権者の権利義務移転については、受給権者の給付を支給する確定給付企業年金の実施主体が変更と
なることとなるため、受給権者の権利保護の観点から、同意取得要件の緩和について、慎重な対応が必要
です。

78 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

331 令和6年12月12日 令和7年1月20日

確定給付企業年金
および確定拠出年
金の給付設計要件
の柔軟化

・確定給付企業年金および確定拠
出年金の給付設計要件を柔軟化す
ること。具体例は以下のとおり。
・確定給付企業年金の年金給付の
保証期間及び確定拠出年金の支
給予定期間の上限を20年から30年
へ延長すること。
・確定給付企業年金において、同一
の加入者又は加入者であった者に
ついて、給付区分ごとに異なる年金
支給開始要件を設定することを可
能とすること。
・退職金制度から確定給付企業年
金制度への移行範囲を現在より広
げることが可能となるよう、退職金
制度の一環である早期に脱退した
者の給付の額が有利である給付
（転職支援制度・早期退職優遇制
度等）についても、確定給付企業年
金制度への移行を可能とすること。

・社会情勢の変化等に伴い、確定給付企業年金や確定拠出年金に現在課されている給付設計要件について見直しの検
討が必要となっているものと思料する。
・例えば、平均寿命、健康寿命の延伸に伴い、年金の支給期間や支給開始年齢等に関するニーズは多様化している。ま
た、高齢期における生活の多様化により、転職支援や早期退職優遇等は老後の所得確保手段として確定給付企業年金
制度の目的に反しないものと考えられる。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省
確定給付企業年金の老齢年金の保証期間及び確定拠出年金の支給予定期間の上限は20年としていま

す。また、給付区分ごとに異なる年金支給開始要件を設定することや、早期に脱退した者の給付の額を有利
に設定することは制度上認められていません。

確定給付企業年金法
施行令第25条、確定
拠出年金法施行規則
第4条第1項第1号二・
第2号ニ、確定給付
企業年金Q&A番号
30、平成14年3月29
日年発第0329008号
「確定給付企業年金
制度について」第3の
1

対応不可

確定給付企業年金の老齢年金の保証期間及び確定拠出年金の支給予定期間は、遺産形成となることを防
止する観点から20年以内とされているものであり、老後の所得確保という企業年金制度の趣旨に照らして慎
重に検討する必要があります。
確定給付企業年金制度の目的が老後の安定的所得の保障であるところ、給付区分ごとに異なる年金支給
開始要件を設定することや、早期に脱退した者の給付の額を有利に設定することは、制度の目的を逸脱す
る取扱いとなることが懸念されることから、慎重な対応が必要です。

332 令和6年12月12日 令和7年1月20日
確定拠出年金にお
ける支給要件の緩
和

・企業型における退職時の脱退一
時金について、外国籍の企業型加
入者が国外に転居し厚生年金適用
事業所に使用されなくなった場合等
の脱退一時金について支給要件を
緩和すること

・現状の規制は以下のとおり。
(1)原則６０歳に到達するまで受給不可。
(2)資産が極めて少額（１．５万円以下）である場合は受給可能
(3)個人型確定拠出年金の加入資格がなく、通算拠出期間が短い（５年以下）または資産額が少額（２５万円以下）の場
合は、受給可能。
・上記(2)に該当する外国籍の方の帰国時の措置は、2022年5月に施行されたが、それ以外の外国籍の企業型加入者が
国外に転居し厚生年金適用事業所に使用されなくなった場合、企業型・個人型確定拠出年金の加入者資格がなく、加入
者として掛金の追加拠出が出来ないにもかかわらず、個人別管理資産に手数料がかかり、場合によっては個人別管理
資産が減少する方が発生することや国外から日本に対して書面の手続きを行わなければならないこと等から、退職時に
おいて脱退一時金を受け取りたいという強いニーズがある。また、加入者の被災等により厚生年金適用事業所に使用さ
れなくなった場合に、一時金を速やかに受け取りたいというニーズがある。以上をふまえ、企業型の脱退一時金支給要
件の緩和を要望するものである。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省

確定拠出年金制度における脱退一時金の支給要件は以下のとおりとなっています。
【企業型年金】
〈個人別管理資産額が15，000円以下である場合〉
以下のいずれにも該当する者
・企業型年金加入者、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でない
・最後に企業型年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から６月以内
〈個人別管理資産額が15，000円を超える場合〉
・上記の２要件に加えて、個人型年金の脱退一時金の受給要件（「最後に企業型年金加入者又は個人型年
金加入者の資格喪失した日から２年以内」の要件を除く）を満たしている者
【個人型年金】
以下のいずれにも該当する者
・60歳未満である
・企業型年金加入者でない
・個人型年金に加入できない
・20歳以上60歳未満の日本国籍を有する海外居住者でない
・障害給付金の受給権者でない
・通算の掛金拠出期間が５年以下又は資産額が少額（25万円以下）
・最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格喪失した日から２年以内

確定拠出年金法附則
第２条の２第１項、第
３条第１項、確定拠
出年金法施行令第59
条第１項及び第２項、
第60条第１項から第
３項まで

検討に着手
確定拠出年金における支給要件の緩和については、社会保障審議会企業年金・個人年金部会における議
論の整理（令和６年12月27日）を踏まえ、検討中です。

333 令和6年12月12日 令和7年1月20日

確定給付企業年金
の規約変更時にお
ける「軽微な変更」の
基準緩和

・就業規則等における定年延長を
背景として老齢給付金または脱退
一時金の全部若しくは一部の支給
の繰下げの申出をすることができる
ことを規約に定める規約変更を行う
場合に、同時に加入者の規定を変
更する（規約に規定する資格喪失
年齢を経過した者を加入除外とす
る）規約変更について、「軽微な変
更（労使合意が必要な届出）」として
取扱うこと。

・法令解釈通知第１の３（４）の改正により、老齢給付金の支給の繰下げ又は脱退一時金の全部若しくは一部の支給の
繰下げの申出ができる旨を定めた規約変更は、右記施行規則第７条に規定する「軽微な変更（労使合意が必要な届
出）」として取り扱われている。一方、就業規則等における定年延長を背景に老齢給付金等の支給繰下げを可能とする
規定（以下、同規定）を規約に定める場合、同時に加入者の規定変更（例えば、規約においてＤＢ加入者を「就業規則に
規定する社員（以下、同社員）」と規定しており、定年延長によりＤＢの資格喪失年齢を経過した者も同社員に含まれるこ
ととなった場合に、同社員からＤＢの資格喪失年齢を経過した者を加入除外とする規約変更。変更前後で対象者の範囲
に実質的な影響なし）による規約変更も行う必要があるが、これは「軽微な変更」には該当せず、現状、同規定を設けるこ
とを主たる目的とする規約変更の多くが承認申請の手続きを取らざるを得ない状況である。（例：定年を「60歳に達する
日」から「65歳に達する日」に変更することで、ＤＢにおいて同規定を規約に設ける際、加入者の規定を『本制度の加入者
は、・・・就業規則（令和●年●月●現在において効力を有する・・・）第▲条に規定する社員（60歳に達する日に到達して
いない者に限る。）とする。（※下線部分を追加）』と変更する場合）
・高年齢者雇用安定法の改正を受け、今後更に定年年齢を引き上げる事業主の増加が見込まれるが、給付減額に該当
せずDB給付を受ける時期の選択肢を追加する手段として繰下げ規定の追加を選択する事業主を支援する意味におい
ても、手続きの簡便化を提案する。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省

確定給付企業年金制度では、実施事業所の労働協約等の見直しや経営悪化などを理由に規約変更を行う
場合に、給付の額を減額することが可能です。ただし、給付の額を減額する規約変更を行う場合には、減額
の対象者からの３分の２以上の同意を取得する必要があります。
また、加入者の給付の額を減額する場合には、加入者の３分の１以上で組織される労働組合があるときに
は、その労働組合から同意を取得することが必要となり、受給権者の給付の額を減額する場合には、減額前
の規約に基づく最低積立基準額を一時金として支払う措置を設ける必要があります。
減額の判断は、加入者や受給権者の給付の現在価値と最低積立基準額が規約変更前後で減少する場合
等が挙げられます。

確定給付企業年金法
施行規則第５条、第
６条、平成14年3月29
日年発第0329008号
「確定給付企業年金
制度について」第1の
2

対応不可
定年延長等に伴う規約の変更手続きについては、社会保障審議会企業年金・個人年金部会において様々な
意見が示されていることも踏まえ、慎重に検討いたします。

334 令和6年12月12日 令和7年1月20日
確定拠出年金の運
用の方法の除外に
係る要件緩和

・確定拠出年金の運用の方法の除
外について、加入者等の同意が不
要となる事由を追加すること

・確定拠出年金において運用の方法を除外するためには、除外しようとする運用の方法を選択して運用の指図を行って
いる加入者等の３分の２以上の同意が必要とされている。
・当該同意取得の手続きが煩雑であり、運用の方法の入替えが進んでいない現状を踏まえ、加入者等の不利益にならな
いと考えられる運用の方法の除外（例えば、同一の運用商品に投資するインデックス型の投資信託で、より信託報酬率
の低い投資信託に入替えを行う場合等）の場合は、加入者等の同意なく除外することを可能としていただきたい。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省
確定拠出年金における運用商品の除外については、確定拠出年金法第26条に基づき、その商品で運用す
る者の３分の２以上の同意を得ることとされています。

確定拠出年金法（第
26条第１項）
確定拠出年金法施行
規則（第20条の２）
「確定拠出年金法に
ついて」（厚生労働省
年金局長通知平成13
年８月21日年発第
213号）（第6.1）

対応不可

確定拠出年金における運用商品の除外については、当該商品で運用を継続できなくなる等の影響が生じ
ることから、当該商品で運用している者の意見を十分に尊重する必要があります。運用の方法の除外のう
ち、加入者等の不利益にならないものを特定することは困難であり、当該商品で運用している者の３分の２
以上の同意なしに、運用商品を除外することを可能とする要件緩和は困難です。

335 令和6年12月12日 令和7年1月20日
老齢給付金の一部
の支給の繰下げの
取扱い

・定年後継続勤務等の普及に伴
い、確定給付企業年金の老齢給付
金の受給権者の所得状況は多様
化しているが、一方で、現行の確定
給付企業年金制度では、老齢給付
金は「全額を年金または一時金で
支給を受ける」または「全額の支給
を繰下げる」取扱のみが認められて
いる。
・現状を踏まえ、「老齢給付金の一
部を年金または一時金で支給し、
一部の支給を繰り下げる」取扱を可
能とすること。

・上記のとおり個々受給権者の所得状況に応じて、選択肢の拡大を図るため。
一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省

確定給付企業年金制度における老齢給付金の支給の繰下げについては、老齢給付金の支給の要件を満た
す者であって老齢給付金の支給を請求していない者は、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給
付金の支給の繰下げの申出をすることができるとされています。老齢給付金の支給要件は以下のとおりと
なっています。
・加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったとき
に、その者に支給するものとする。
・六十歳以上七十歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
・五十歳以上規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなっ
たときに支給するものであること（規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定めら
れている場合に限る。）。

確定給付企業年金法
第36条、第37条

対応不可

確定給付年金制度は、老後の所得の確保を図る目的で設けられた年金制度であるところ、年金制度である
以上、給付の裁定時に支給期間や毎年の受取額を決定し、毎年定期的に支給されるべき仕組みであるた
め、老齢給付金の一部の支給の繰下げの取扱いについては、制度の目的を逸脱する懸念があることから慎
重な対応が必要です。
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

336 令和6年12月12日 令和7年1月20日
事業主による個人情
報利用範囲の拡大

・企業型確定拠出年金における、事
業主が取り扱える加入者の個人情
報の範囲を拡大

・企業型確定拠出年金において、事業主が運営管理業務を運営管理機関に委託する場合は、自身の業務の範囲内にお
いてのみ加入者の個人情報が取り扱える
・事業主が自身で運営管理業務を行わない場合でも、事業主自身が従業員へ継続教育や運用に関する情報提供を実
施することがあり、例えば、現在利用が認められていない以下の個人情報は効果的な教育を行うために有効であると考
えられるため、利用を認めていただきたい。
－加入者毎の運用利回り
－加入者毎の資産配分の状況 等

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省
事業主は、企業型年金の実施に係る業務に関し、企業型年金加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管
理資産額その他の企業型年金加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業
務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならないとしています。

確定拠出年金法第第
43条

対応不可
自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を加入者等に対し提示す
ること（法100条の禁止行為）を防ぐため、事業主が取り扱うことのできる個人情報は、一定の業務の範囲内
に限られており、慎重な対応が必要です。

337 令和6年12月12日 令和7年1月20日

運用の方法の除外
手続き時に事業主
から加入者への案
内を可能とする

・確定拠出年金の実施事業主が加
入者の個人情報を利用できる業務
として「運用の方法の除外手続き」
を追加し、運営管理機関だけでな
く、事業主からの案内を可能とする

・事業主は、自身の業務遂行の範囲のみで加入者の個人情報を利用できるとされており、運用の方法の除外時に、除外
対象となる運用の方法へ運用指図している加入者等への案内は認められていない
・運用の方法の除外手続きの際には、除外対象となる運用の方法へ運用指図している加入者等に運営管理機関から個
別通知が送付され、また、運用の方法の除外後は、除外された商品を保有していた者へ運用指図の勧奨を行うが、事業
主は上記の規制によりこれらの行為に関与することができない
・加入者にとって、事業主からの案内は有用であり、不利益にならないと考えられるため、個人情報の利用が認められる
「事業主の業務の範囲」に「運用の方法の除外手続き」を追加いただきたい。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省
事業主は、企業型年金の実施に係る業務に関し、企業型年金加入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管
理資産額その他の企業型年金加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業
務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用しなければならないとしています。

確定拠出年金法第第
43条

対応不可
自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運用の方法を加入者等に対し提示す
ること（法100条の禁止行為）を防ぐため、事業主が取り扱うことのできる個人情報は、一定の業務の範囲内
に限られており、慎重な対応が必要です。

338 令和6年12月12日 令和7年1月20日

公的個人認証サー
ビスによる死亡の事
実・死亡日情報の
データ連携の実現

・公的個人認証サービスを利用する
民間事業者は、顧客の死亡により
署名用電子証明書・利用者証明用
電子証明書が失効状態となった場
合、プラットフォーム事業者経由で
電子証明書の失効状態及び失効
理由を地方公共団体情報システム
機構（Ｊ－ＬＩＳ）に確認することがで
きるが、現行の失効理由
（「affiliation Changed」）からは確定
的な死亡事実の把握ができない。こ
のため、顧客の同意に基づいてＪ－
ＬＩＳから提供される特定署名用電
子証明書記録情報の中に、死亡の
事実及び死亡日が含まれるように
する等、民間事業者が死亡の事実
及び死亡日を把握するための措置
をしていただきたい。

・現行の公的個人認証サービスの仕組みでは、失効理由である「affiliation Changed」の中に「死亡」以外にも「職権消除」
が存在することから、民間事業者は顧客の死亡疑義を把握することしかできず、確定的に死亡の事実を把握することが
できない。
・とりわけ生保会社では、死亡保険について、公的個人認証サービスを通じて、顧客の死亡疑義情報を受け取り、生命保
険会社側から能動的に保険金の請求案内を行うことが考えられるが、現行制度では死亡事実の確認が別途必要とな
る。
・また、年金支払いに関して、生命保険会社が公的個人認証サービスを通じて顧客の生存情報を受け取ることにより、顧
客の生存中は、年金支払時に必要な公的書類の提出を省略し、年金支払を行うことができている。しかし、顧客が亡く
なった際には、死亡情報・死亡日情報を取得することができないことから、残余年金の未払分支払のため、遺族から当該
顧客（被保険者）の死亡が確認できる書類（戸籍抄本、住民票等）を提出いただく必要がある。
・本要望が実現されれば、生保会社は住民票等の公的書類を受領することなく、死亡保険金や未払年金の支払事由該
当の確認ができ、顧客利便性が大きく向上する。本要望については、令和6年6月公表の規制改革実施計画において、
「令和7年度結論」と記載いただいているところ、引き続き、公的個人認証サービスを通じ、死亡の事実及び死亡日が含ま
れるような措置をご検討いただきたい。

一般社団
法人生命
保険協会

デジタル庁
総務省
法務省

死亡の事実及び死亡日は、署名用電子証明書はもちろん、そもそも認証業務情報（電子署名等に係る地方
公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第４４条第１項）にも含まれておりません。
また、特定署名用電子証明書記録事項とは、署名用電子証明書が失効した場合に新たに発行された署名
用電子証明書に記録されている４情報（住所、氏名、生年月日、性別）及び発行の番号をいいます。署名用
電子証明書は、住民基本台帳に記録されている者が発行申請を行うことができるものであり、死亡した者に
ついては、住民基本台帳から除かれることとなるため、特定署名用電子証明書記録事項の前提となる新た
な署名用電子証明書を発行することができません。そのため、御提案をそのまま実現することは困難です。

電子署名等に係る地
方公共団体情報シス
テム機構の認証業務
に関する法律第１８
条第３項、第４４条第
１項

その他
令和６年６月21日閣議決定の規制改革実施計画に記載のとおり、デジタル庁、総務省、法務省で連携し、公
的個人認証制度以外の方法を検討してまいります。

339 令和6年12月12日 令和7年1月20日
住所照会の申請方
法の電子化

・確定拠出年金の運営管理機関や
確定給付企業年金の受託機関につ
いては、全国一律に電子的かつ簡
素な申請による住所照会を可能と
すること。

・確定拠出年金や確定給付企業年金において、制度加入者であった方等へ郵便物を送付した際に、郵便物が不着とな
る場合があり、その場合には、各市区町村の役所に住所照会のための住民票の取寄せを文書・郵送にて行っている。
・その際には、各市区町村の役所にて、取寄せ方法や必要書類が異なるとともに、照会の都度、免許書等の本人確認書
類の添付が求められる。
・これらを効率化する観点から、例えば、現在、確定給付企業年金の事業主・基金や企業型確定拠出年金の事業主で認
められている住基ネットでの住所照会を運営管理機関や受託機関でも可能にする等、全国一律の電子的かつ簡素な申
請による住所照会を可能とすることを要望するものである。
・特に、確定拠出年金については、事業主裁定ではなく受給権取得後75歳までの間に運営管理機関経由で受給権者本
人から請求いただく取扱であり、事業主に対し企業年金連合会への情報収集等業務の委託を依頼することが困難な状
況のため、引き続き検討いだきたい。

一般社団
法人生命
保険協会

厚生労働省
総務省

企業年金連合会は、住民基本台帳法に基づき、住基ネットによる住所照会が可能とされていますが、確定給
付企業年金（DB）を実施する事業主・基金や企業型確定拠出年金（DC）を実施する事業主は、自ら住基ネッ
トを利用することはできません。
このため、住基ネットを利用できる企業年金連合会が、DBを実施する事業主・基金やDCを実施する事業主
から情報収集等業務の委託を受けて住所情報を照会し、DBを実施する事業主・基金やDCを実施する事業
主に対して、住所情報の提供を行うこととしています。
また、令和５年５月から、事業者については、顧客申込み等の際に、公的個人認証サービスを利用して本人
確認を行う場合には、本人からの同意を得ることにより顧客の変更後の住所等を、プラットフォーム事業者を
介して、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）から取得できる「公的個人認証サービスを利用した最新の
利用者情報（基本4情報）提供サービス」が利用可能となっています。

住民基本台帳法第30
条の９、別表第一77
の４ 住民基本台帳
法別表第一から別表
第六までの総務省令
で定める事務を定め
る省令第１条第116
項第９号から第16号
確定拠出年金法第48
条の２ 確定給付企
業年金法第93条

対応不可

運営管理機関や受託機関が自ら住基ネットを利用することについて、個人情報保護の観点から、住民基本
台帳法による情報提供を受けることのできる主体は住民基本台帳法において、行政機関等に限られており
ます。利用可能者の拡大については、上記の観点から、十分な検討が必要です。
なお、DBを実施する事業主・基金やDCを実施する事業主が、企業年金連合会に情報収集等業務の委託を
行い取得した住所情報については、委託業務の範囲内でかつ適正な管理を前提として、受託機関や運営管
理機関に提供することは可能です。
また、制度の現状に記載のとおり「公的個人認証サービスを利用した最新の利用者情報（基本4情報）提供
サービス」を利用いただくことで、本人同意は必要になりますが、変更後の住所等を取得することが可能です
ので、事業主等が必要な手続を行うことで、対応いただくことも考えられます。

340 令和6年12月12日 令和7年1月20日

子会社における役員
選任議案の議決権
行使にかかる行為
時事前届出につい
ての免除制度の新
設

・外為法上の「外国投資家」に課せ
られる、子会社における取締役又
は監査役の選任議案への議決権
行使にかかる行為時事前届出に関
して、以下のケースについては、例
えば取得時事前届出に代わるよう
な届出を最初に提出することで、以
降は行為時事前届出が免除される
制度をご検討いただきたい。
①告示改正による指定業種追加の
ケースで、当該追加指定業種を営
む会社の株式を告示改正前に取得
して支配権を取得していた場合
②投資先非上場会社が、事業承継
や新規事業を通じて指定業種を開
始した場合
③元々内資企業であった企業の株
主構成が変化して居住者外国投資
家となった場合

・現行ルールでは、取得時事前届出の承認を経て50％以上の株式を取得している子会社については、取締役又は監査
役の選任に係る議案にかかる行為時事前届出が免除できるとされているが、上記①～③の場合においては当該免除事
由を満たすことができず、議決権行使の都度、届出を実施し続ける必要がある。
・取締役又は監査役の選任に係る議案について、都度、事前届出を実施し続けることは、取得時事前届出を一度提出す
ることに比してコストや事務的な負担が大きい。また、生保会社のように多くの投資先を有する投資家は、議決権を株主
総会当日ではなく、事前に行使することが一般的であり、議決権行使実務に一定の影響が生じる。
・子会社が指定業種に指定される時期や、子会社となった時点の差異により、このような負担の差が生じることは合理的
ではないと思われるため、取得時事前届出に代替する免除事由を設けていただきたい。
・この点、昨事務年度は上記③について要望を出させていただいていたところ「ご指摘の「基準日を定めて取得時事前届
出と同内容の審査を行い、これを満たした場合にのみ都度の同意を不要とする」制度については、現行制度の根幹に関
わる内容であり、その実現の可否については慎重な検討が必要ですが、いただいたご意見は今後の制度改正における
参考にさせていただきます」とのご回答をいただいている。③のみならず、①②のようなケースにおいても手当が望ましい
ことを踏まえ、制度の見直しをご検討いただきたい。

一般社団
法人生命
保険協会

財務省

外国為替及び外国貿易法（以下「法」といいます）に基づく投資審査制度は、外国投資家からの株式取得等
の対内直接投資等により、国の安全等を損なうことがないよう、これを審査する仕組みです。
具体的には、株式取得等に係る届出審査を通じて、外国投資家が本邦企業に影響力を行使し、国の安全等
に係る技術情報の流出や事業活動の喪失等につながることを防止しております。
取締役又は監査役（以下「取締役等」）の選任に係る同意については、会社の経営に重要な影響を与える議
案であることから、対内直接投資等の一類型とし、事前届出審査の対象としています（法第26条第２項第５
号、対内直接投資等に関する政令第２条第11項第１号）。
この点、外国投資家が株式取得等の事前届出を行って50％以上の議決権を保有している会社に対する取
締役等の選任に係る同意については、当該外国投資家の事前届出を審査する際、当該会社を支配したとし
ても、国の安全等の観点から特段問題がないと判断したものであることから、改めて役員選任に係る同意を
審査する必要性に乏しいため、外国投資家の手続負担軽減の観点から、手続を不要としています（対内直
接投資等に関する命令第３条第２項第７号）。

外国為替及び外国貿
易法第26条第２項第
５号、対内直接投資
等に関する政令第２
条第11項第１号、対
内直接投資等に関す
る命令第３条第２項
第７号

対応不可

取締役等の選任に係る同意は、会社の経営に重要な影響を与える議案であり、もっぱら国の安全等に関わ
る技術情報の流出や事業活動の喪失等につながることを防ぐ目的から、同意の都度審査を行うことが原則
です。株式取得等の事前届出を行って、50％以上の議決権を保有する会社について、例外的に同意を不要
としているのは、すでに株式取得時の届出審査において、当該会社を支配したとしても、国の安全等の観点
から特段問題がないと判断したものであり、新たに取締役等の選任に係る同意を行っても、国の安全等の観
点から問題がないと類型的に認められるからです。
この点、外国投資家となる以前から子会社であった指定業種を営む会社に対して、親会社が、外国投資家と
なった後に行う取締役等の選任に係る同意については、上記のような株式取得時の審査を経ていないことか
ら国の安全等の観点から問題がないと類型的に認められるものではなく、あらためて国の安全等の観点から
審査を行う必要があり、届出手続きを不要とすることは困難です。
同様に、告示改正により指定業種が追加される前から外国投資家が株式を取得していた場合や、事業承継
や新規事業により指定業種を開始した場合についても、株式取得時の審査を経ていないことから、届出手続
きを不要とすることは困難と考えられます。
また、ご指摘の「基準日を定めて取得時事前届出と同内容の審査を行い、これを満たした場合にのみ都度
の同意を不要とする」制度については、現行制度の根幹に関わる内容であり、その実現の可否については
引き続き慎重な検討が必要ですが、提案の具体的内容における①～③を含め、いただいたご意見は今後の
制度改正における参考にさせていただきます。
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

341 令和6年12月12日 令和7年1月20日
独禁法上のスタート
アップ企業への出資
規制の緩和

・スタートアップ企業（以下、SU企
業）への資金提供の促進の観点か
ら、保険会社によるSU企業の議決
権保有期間制限の延長・撤廃をご
検討いただきたい。

・資産運用立国実現プランでは、日本経済の持続的成長に向けて、SU企業への資金供給を促進させるための環境整備
等を行う必要がある、との課題が認識されている。
・しかし、投資事業有限責任組合を通じたSU企業への資金提供について、独禁法上10年を超える議決権10%超の保有に
は制限があり、公正取引委員会の認可を受ける必要がある。国内の会社設立から新規上場までの平均年数は10年を超
え*、15年程度は企業の成長発展等の支援に通常必要な期間と考えられるが、LPに保険会社が含まれる場合、認可申
請及び議決権の合算管理等に相当程度のリソースを割く必要があることから、10年を超える長期的な投資の妨げとなっ
ている懸念がある。
・また、現状、SU企業の小粒上場や、上場後にVCの経営サポート等がなくなることによりSU企業の持続的成長に向けた
支援が途絶えてしまう点が課題となっている。議決権保有期間制限が延長されれば、保険会社による長期的な投資を促
すことが期待できる。
・加えて、当該規制は、保険会社による事業支配力の過度な集中の未然防止と解されるが、ファンドの投資先の会社の
議決権を行使する権限を有するのはGPのみであり、LPは当該権限を有さない。独禁法11条1項4号において除外されて
いるとおり、LPは議決権行使についてGPに指図することができないことが契約書にも定められており、ファンドの投資先
の会社に対しLPである保険会社の支配力が生じることはない。

*グロース市場の平均は13年、57%以上の企業が10年を超えている（2023年1月～12月の新規上場企業の実績、日本取
引所グループの公表データより作成）

一般社団
法人生命
保険協会

公正取引委員
会

独占禁止法第11条第１項では、銀行業又は保険業を営む会社（以下「銀行等」という。）が他の国内の会社
の株式に係る議決権（以下単に「議決権」という。）をその総株主の議決権の５％（保険業を営む会社にあっ
ては10％）を超えて有することとなる場合における議決権の保有等を規制しています。ただし、同項第４号に
より、銀行等が投資事業有限責任組合の有限責任組合員となり、組合財産として株式を取得等することによ
り議決権を取得等する場合については、同項の適用が除外されています。

しかしながら、当該議決権を有することとなった日から政令（独占禁止法施行令第17条）で定める期間（10
年）を超えて当該議決権を保有する場合等については同項が適用されるため（同項第４号ただし書）、当該
期間を超えて議決権を保有しようとするときは、あらかじめ公正取引委員会の認可を受ける必要があります
（同項ただし書）。

当該期間を超過する議決権の保有は、認可制度の運用において、キャピタルゲインを得ることを目的とし
た当面の期間の議決権の保有であると認められる等の要件を満たせば、一定の期限を付して認められま
す。

独占禁止法第11条
独占禁止法施行令第
17条

対応不可

独占禁止法第11条第１項第４号が議決権保有に係る期間制限を設けているのは、同項本文に規定する議
決権保有規制の適用を除外する期間を、議決権保有が投資目的であることが担保され、事業支配を目的と
する議決権保有ではないと認められる期間に限る趣旨ですが、組合契約上、議決権の行使及びその指図を
行うことができない場合であっても、議決権保有を背景とした実質的な影響力の行使等により、事業支配力
の過度の集中等の問題が生じるおそれが否定できないことから、期間制限を撤廃することは適当ではありま
せん。

また、期間の延長については、当該期間を超過する議決権の保有に係る認可の基準について、「独占禁止
法第11条の規定による銀行又は保険会社の議決権の保有等の認可についての考え方」において示してお
り、有限責任組合員が議決権の行使及びその指図を無限責任組合員に行うことができない場合、キャピタル
ゲインを得ることを目的とした当面の期間の議決権保有であれば、一定の期限を付して認可することが明ら
かになっていることから、期間を延長することは必要とはなりません。

344 令和6年12月12日 令和7年1月20日

住宅用太陽光発電
のＦＩＴ認定手続の短
縮化及び運用の見
直し

住宅用太陽光発電のFIT認定手続
きについて、以下を要望する。
(1)10kW未満の太陽光発電のFIT認
定にかかる期間の短縮をしていた
だきたい。一般送配電事業者との
技術的な検討が完了していることを
鑑みて審査内容の簡易化や、WEB
申請での内容判定の自動化等、標
準処理期間が短縮されるように改
善を図られたい。人的・物的リソー
ス不足により短縮困難であれば、申
請手数料を取る等により、増強を図
ることも含めて検討いただきたい。
(2)一般送配電事業者との手続きと
FIT認定を切り離し、FIT認定取得前
であっても系統連系を完了して太陽
光発電を使用開始できるようにし、
後からFIT売電を開始できるようにし
ていただきたい。

家庭用太陽光発電の設置にあたっては、まず一般送配電事業者に受給契約申込をして接続契約の合意を得た上で、
FIT認定の申請を行い、FIT認定取得後に特定契約を締結して使用開始・売電開始に至る。工事自体は数日で終わるの
に対して、使用開始までの申請等の期間には約半年を要しており、太陽光導入に興味を持った需要家を長く待たせてい
るという現状である。近年では蓄電池を併設する需要家も多く、自家消費量が増えているため、FIT認定を取得しない選
択肢もあるが、それでもFIT認定取得を望まれる需要家が多い。
(1)について、標準処理期間は２～３か月と設定されているものの、それ以上の期間がかかることも多く、抜本的な改善を
図られたいので要望するものである。
(2)について、FIT認定の申請時点において一般送配電事業者との間で系統連系に係わる技術的な確認（接続契約の合
意）は完了していることから、FIT認定の取得を待たずして、太陽光発電設備の工事や系統連系・使用開始を行えるよう
にしてほしいというものである。この場合、太陽光発電設備の使用開始後、FIT認定を取得した後に、あらためて一般送
配電事業者と特定契約を締結してFITによる売電を開始する。近年は自家消費によるメリットが大きく、FITによる売電の
開始が後になったとしても、いち早く設備を使い始めたいというニーズがあるためである。また、FIT制度が年度毎の申請
になっていることから１～３月の申請が翌年度扱いになるため、１年の中で施工時期が偏りやすく、認定の取得時期によ
らずに工事や使用開始ができることは、工事会社としても施工時期の平準化に繋がる。

ヘリオスパ
ワージャパ
ン合同会
社

経済産業省
FIT/FIP制度における住宅用太陽光発電設備の認定にあたっては、審査の標準処理期間を三ヶ月としており
ます。

再生可能エネルギー
電気の利用の促進に
関する特別措置法
（平成二十三年法律
第百八号）

対応不可

（１）FIT/FIP制度においては再エネ特措法に基づいて認定を行っており、事業計画が再エネ特措法に定める
要件を満たすかを含め、必要な審査を行っているものです。申請手数料については現時点では検討しており
ませんが、審査全体が円滑に行われるようシステム整備等の工夫を進めているところであり、引き続き、審
査の円滑化のためにどのような対応が可能か検討してまいります。

（２）再エネ特措法施行規則第五条１項二ｂの三において、「特段の理由がないのに当該認定の申請に係る
再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。」と定めております通り、FIT
制度においては認定の取得前に発電事業を開始することを制度上想定しておりません。

345 令和6年12月12日 令和7年1月20日

銀行等による保険販
売における弊害防止
措置の維持・強化及
び実効性確保

銀行等による保険販売について
は、消費者保護や公正な競争条件
を確保する観点から弊害防止措置
が設けられているが、２０１２年４月
に一部の規制が緩和された以降も
依然として圧力募集等の問題事例
が発生しているため、弊害防止措
置の維持・強化、実効性確保に向
けた対応が必要と考える。
具体的には、「融資先販売規制」に
ついては２０１２年４月に除外された
一時払終身保険・一時払養老保険
を対象商品に戻すことも含めた規
制の強化、「非公開金融情報保護
措置」「保険商品と預金との誤認防
止措置」についてはその維持と実効
性確保に向けた対応をお願いした
い。

銀行等による保険販売には弊害防止措置が講じられているが、生保労連が再三に亘り圧力募集等の問題が発生してい
る実態を訴えてきたにも関わらず、２０１２年４月に「融資先販売規制」の対象商品から一時払終身保険・一時払養老保
険が除外された。しかし、２００６年９月以降、生保労連が社外の調査機関に委託し定期的に実施している事業主を含む
一般消費者を対象としたモニターアンケート（計１２回・直近では２０２４年９月に２，０００名を対象として実施）では、いず
れにおいても一時払終身保険・一時払養老保険を含む各種生命保険商品について「銀行との取引を考えてやむを得ず
加入した」「銀行員から強く勧められて断れず加入した」との回答が多数あった。また、「生命保険の加入を融資の条件と
された」等の消費者の声も数多く寄せられている。このように、銀行による圧力募集が依然発生していることは明らかで、
一時払終身保険・一時払養老保険を対象商品に戻すことも含め「融資先販売規制」を強化願いたい。
また、２０１２年４月に改正された「非公開金融情報保護措置」「保険商品と預金との誤認防止措置」についても、前述の
モニターアンケート及び問題事例収集活動において、「退職金が振込まれた直後に銀行から生命保険の提案があった」
「提案された商品が生命保険であることさえもよく理解できなかった」等の回答、消費者の声が多数あり、このことからも
弊害防止措置が有効に機能しておらず、消費者保護上の問題が生じている実態が浮き彫りになっている。こうした状況
から、「非公開金融情報保護措置」「保険商品と預金との誤認防止措置」の維持とその実効性確保に向けた対応が必要
と考える。

全国生命
保険労働
組合連合
会

金融庁

銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から次
のような弊害防止措置が設けられています。

・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

保険業法施行規則第
212条、同第234条第
１項等

検討を予定

銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の向上を目指す観点から
設けているものです。

弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平成23年９月７日付で関
係内閣府令等を改正し、

・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防止措置等の見直しに

ついては、必要が生じた場合に行うこととしています。

346 令和6年12月12日 令和7年1月20日
生命保険販売に係
る構成員契約ルー
ルの維持

生命保険販売に係る構成員契約
ルールについては、生命保険募集
人である企業（法人、以下同じ）代
理店が当該企業の従業員（構成
員）等に対し、雇用関係等を背景と
した圧力募集を行うことを防止する
ため措置されているものであり、消
費者保護の観点から引き続き維持
していただきたい。

生命保険募集人である企業代理店は当該企業の従業員等に対し雇用関係等に基づく大きな影響力を持っている。企業
代理店が当該企業の従業員等に対し生命保険販売を行った場合、影響力を利用した圧力募集が行われる懸念がある。
直近でも「お客さまが企業代理店等から圧力を受け、生命保険等の加入を強要された」等の声が多く寄せられている。
一般の募集チャネルでは、問題があれば苦情等によりその問題が顕在化する一方、強者（企業、上位役職者等）への苦
情や批判は潜在化する傾向にあるため、雇用関係に基づいた圧力募集は問題が生じても顕在化しにくく、消費者（従業
員等）が泣き寝入りを強いられる。このような雇用関係に基づく使用者の使用人に対する影響力が強い状況下では問題
が深刻化する可能性が高く、構成員契約ルールの必要性は高いと考える。
また、圧力募集により従業員等が不本意な生命保険商品に加入した場合、保険金等の支払までには長期間経過してい
ることが多く、また、一般的に生命保険商品は契約加入時の年齢や健康状態等によって保険料等の引受条件が決定さ
れることから再加入の困難性があり、問題が発生しても事後的に救済することは極めて難しい。加えて、生命保険の保
障額は高額なことが多く、消費者被害は甚大となる。
生命保険商品の募集には消費者ニーズにきめ細かく対応したコンサルティングが不可欠である中、構成員契約ルール
は圧力募集から消費者である従業員を保護し、保険商品の主体的な選択機会を十分確保する上で必要不可欠なルー
ルであるため引き続き維持していただきたい。

全国生命
保険労働
組合連合
会

金融庁
企業が、生命保険会社と募集代理店契約を締結して生命保険商品の募集を行う場合、従業員への圧力募

集等を防止する観点から、当該企業及びその企業と密接な関係を有する者（法人）の役員・従業員に対する
保険募集は一部の保険商品を除き禁止されています。

保険業法第300条第1
項第9号
同法施行規則第234
条第1項第2号
平成10年大蔵省告示
第238号
保険会社向けの総合
的な監督指針Ⅱ－4-
2-2(11)

検討を予定
生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設けられている規制であり、その趣旨を踏まえつつ、引き

続き慎重に検討を行う必要があります。
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347 令和6年12月12日 令和7年1月20日
公立学校の学校授
業への民間企業等
の参加を促進する

公立学校で教員が行っている学校
授業を積極的に民間企業等が参入
できるように、民間企業の参入障壁
を撤廃する。それにより、教員の負
担を減らすとともに、子どもたちの
様々な個性に合わせた教育を効率
よく実施できるようにする。

現状、学校授業が積極的に外注されていないが、体育授業である水泳の授業などで民間企業への外注が行われている
事例も存在する。また、複数の民間企業が積極的に水泳以外にも体育関連の授業の受注を行なっているようである。
しかし、それ以外の学校授業については外注が何故、積極的に外注が実施されないのか。教職員の負担増や少子化に
伴う、志願者数の減少などを考慮すると、体育授業だけでなく様々な学校授業において、民間企業等のノウハウを積極
的に活用すべきであり、外注をする必要があるのではないか。

何故、ここまで学校授業の民間企業等の参入が進まないのだろうか。教職員にしかできない業務に集中し、それ以外
の業務を削減、負担を減らすべきである。近年、子どもたちの個性に合わせた教育のニーズが高まっており、民間企業
のノウハウは不可欠である。多種多様なタイプの子どもに対するケアも必要不可欠であり、現在の学校やその教職員だ
けでは対応が困難になってきている。
一方、民間企業の運営する学習塾や各種教室に通う子どもたちが増加しており、民間企業に教育に必要な知識、技術が
十分蓄積されている。学校での教員による学校授業を全て実施する必要性が、相対的に減少していると言えるのではな
いか。学校授業を実施する者を教員免許保有者に固執するなら、民間企業等にも多くの教員免許保有者が存在するは
ずである。また、働き方も民間企業の方が多様である。よって、民間企業等の参入障壁を撤廃すべきである。

個人 文部科学省

学校教育の直接の担い手である教員の職務は、人間の心身の発達に関わり、幼児、児童、生徒の人格形
成に大きな影響を及ぼすものであるため、このような重要な職務に従事する者としての資質の保持及び向上
を目的として、原則として教員は、教育職員免許法により授与する各相当の免許状を有する者でなければな
らない旨が定められています。このような趣旨から、学校教育を教員免許状を有する「教員」以外が行えるよ
うにする場合、学校の在り方自体も含めた極めて広範かつ慎重な検討が必要になると考えております。

一方で、免許を有する教師の指導計画の下、地域社会など多様な主体との連携・協働をしつつ教育活動を
行っていくことは重要と考えており、現在においても、企業や各分野の専門家、大学等と連携した教育活動が
多く見られているところです。

また、御提案にもあるように、民間企業等にお勤めの場合であっても、教員免許状を有している方であれ
ば、教員として任命され学校教育を担っていただくことが現行制度上も可能です。さらに、現在教員免許状を
有していない者であっても学校教育を担うことができる制度として、都道府県教育委員会への届出をもって教
科の領域の一部を指導可能とする「特別非常勤講師」制度や、当人の教科に関する専門的な知識経験等を
評価して授与する「特別免許状」が設けられております。

文部科学省としましては、冒頭の背景も踏まえた上で、上記のような取組を推進しつつ、民間企業とも連携
を図りながら、教職員・生徒にとって望ましい環境の整備を進めております。

教育職員免許法第３
条第１項、第３条の２
第１項、第４条第３項

その他 制度の現状欄に記載のとおりです。
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刑法第175条の廃止
に関する提案

日本の刑法第175条「わいせつ物頒
布等の罪」の廃止を提案いたしま
す。
現行のこの法律は、わいせつ物に
関する規制を定めていますが、現
代の社会環境や国際的な基準との
乖離が生じており、表現の自由や
文化の発展を阻害する懸念があり
ます。
そのため刑法第175条の廃止を求
めます。

(1) 表現の自由の尊重
刑法第175条は、わいせつ物の規制を目的としていますが、その「わいせつ」という概念が非常に曖昧であり、恣意的な
運用の可能性があります。このため、文学、芸術、映像、漫画などの創作活動に不当な制約を課す結果となり、クリエイ
ターやアーティストの表現の自由が脅かされています。表現の自由は憲法で保障されており、刑法第175条はこの基本的
人権を不当に制限していると言えます。

(2) 文化とクリエイティブ産業の発展
刑法第175条が存在することで、日本のクリエイティブ産業、特に漫画、アニメ、映画などの分野が不当に規制されること
があります。日本のサブカルチャーは世界的に高い評価を受けており、文化輸出産業としての重要性が増しています。こ
の法律の廃止は、より自由な創作環境を提供し、文化のさらなる発展と経済成長にも寄与するでしょう。

(3) 技術革新に対応できない現行法
インターネットやデジタルメディアの普及により、情報やコンテンツの流通は以前とは比べ物にならないほど多様化してい
ます。刑法第175条は、こうした技術革新に適応できておらず、現代の情報社会においてその実効性が低下しています。
規制の対象がインターネットを通じて無限に広がる現代において、旧来の規制手段である刑法第175条はもはや効果的
ではありません。

個人 法務省 番号98の回答をご参照ください。

351 令和7年1月23日 令和7年2月18日

燃料としてLPガスを
積んでいるキャンピ
ングカーをフェリーに
乗せることを可能に
する

・「国土交通省」では「キャンピング
カー」「キャンピングトレーラー」の要
件として、「ＬＰガス容器等」の設置
を要件としている

・「国土交通省」では、船舶に危険
物を積載した自動車を乗せることを
禁止している

・「キャンピングカー」等には、調理
用の燃料としてLPガスを搭載してい
るが、LPガスを貨物として積載し
て、運搬することを目的としたもの
ではない

・以上のことから、「キャンピング
カー」等として、最低限必要なLPガ
スを積載してフェリーに乗船するこ
とを認めてほしい

・「国土交通省」では「キャンピングカー」「キャンピングトレーラー」の要件として、「ＬＰガス容器等」の設置を要件としてお
り、LPガス等がないと、「キャンピングカー」等として認められない
    ※「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて

・「国土交通省」では、船舶に危険物を積載した自動車を乗せることを禁止している
しかし、自動車には、燃料として「ガソリン」や「軽油」などの危険物を積んでいるが、貨物・積載物としてではなく「燃料」

としてのものは認められている

・「キャンピングカー」等には、調理用の燃料としてLPガスを搭載しているが、これは、あくまでもその自動車を「キャンピン
グカー」等として、機能させるための燃料であり、LPガスを貨物として積載して運搬することを目的としたものではない

・以上のことから、「キャンピングカー」等としての要件である、最低限必要なLPガスを積載して自動車は、（貨物として大
量に積載するタンク車両とは異なることから、）フェリーに乗船することを認めてほしい

個人 国土交通省

自動車の用途等の区分について（依命通達）の細部取扱いにおいて、キャンピング車及びキャンピングト
レーラの要件として、コンロ等に燃料を供給するためのＬＰガス容器等の常設の燃料タンクを備える場合に
は、当該燃料タンクの設置場所は車室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されていること
等を定めています。

車両を船舶に積載し運送する場合は、危険物船舶運送及び貯蔵規則体系に基づき、車両は危険物として取
り扱われ、同規則体系の規制の適用を受けます。ただし、カーフェリー等の車両区域に車両を積載し運送す
る場合は、その車種によらず、車両で使用するLPガスボンベ等が脱落することのないよう確実に取り付けら
れ、かつ当該ガスを含む燃料等に漏洩がない車両については、危険物として取り扱いません。

「自動車の用途等の
区分について(依命通
達)」の細部取扱いに
ついて

危険物船舶運送及び
貯蔵規則第8条
船舶による危険物の
運送基準等を定める
告示第6条、第7条、
別表第１（備考6の
P912並びに備考10の
SP388、SP961及び
SP977）

現行制度下
で対応可能

安全上の観点から、キャンピング車やキャンピングトレーラにコンロ等に燃料を供給するためのＬＰガス容器
等の常設の燃料タンクを備える場合について、その設置場所に関する要件を定めておりますが、必ずしもＬＰ
ガス容器等の設置を求めるものではありません。

船舶による危険物の運送基準等を定める告示別表第１備考10のSP961に基づき、車両区域に積載される車
両は、その車種によらず、燃料や電解液の漏洩のないものであって、同表備考6のP912並びに備考10の
SP388及びSP977を満たすものは、危険物として取り扱わないこととされています。そのため、現行制度にお
いても上記の規定を満たす場合は、危険物船舶運送及び貯蔵規則体系の他の規定の適用を受けずに海上
運送可能です。
なお、P912は、車両を無外装で運送するための条件の規定、SP388は、車両で使用するものが脱落すること
のないよう確実に取り付けられているものは危険物としない規定、SP977は、ナトリウムイオン電池に対し安
全基準（IMDGコード2.9.5）への適合を求める規定です。ナトリウムイオン電池を搭載していない車両には
SP977は適用されません。
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１．銀行および銀行
の子会社・兄弟会社
の業務範囲規制の
見直し

銀行の業務範囲規制について、営
むことができる業務を限定列挙する
方式を廃止し、営むことができない
業務を列挙する方式（ネガティブリ
スト方式）に見直す。
銀行の子会社・兄弟会社の業務範
囲規制を撤廃する。

○構造的な人口減少・少子高齢化等による人手不足への対応、地政学的な緊張の高まり等を起因とする資源価格高騰
等への対応など、地域の中小企業が向き合うべき課題は山積しており、地方銀行に対する取引先企業の経営改善や地
方創生に向けた支援へのニーズは高まっている。
○改正銀行法（2021年11月22日施行）において、銀行本体の付随業務として、銀行業の経営資源を活用して営むデジタ
ル化や地方創生など持続可能な社会の構築に資する業務が追加された。今後、多様な顧客ニーズへの迅速な対応や、
地方創生への積極的な取り組みを一層進めていくため、銀行に課されている業務範囲規制の考え方を抜本的に見直し、
営むことができる業務を限定列挙する方式を廃止していただきたい。
○営むことができない業務を列挙する方式（ネガティブリスト方式）となれば、地方銀行は、金融と非金融を組み合わせた
幅広いサービスを、より柔軟に提供することが可能となり、地域経済の持続的発展への貢献という使命を一層果たせると
考える。
〇また、同法において、銀行業高度化等会社の業務の外縁が拡大され、銀行の子会社・兄弟会社において、地域の活
性化に資する業務など幅広い業務を営むことが可能になったが、それには内閣総理大臣の認可を得る必要がある。
○加えて、銀行・銀行持株会社を頂点とするグループ（以下、銀行グループ）には業務範囲規制が課されている一方、銀
行を保有する事業会社グループには同規制は課されておらず、競争条件の公平性が確保されていない。事業会社グ
ループに対し、事後的に規制を強化することが現実的ではないとすれば、競争条件の公平性を確保する観点からは、銀
行の子会社・兄弟会社の業務範囲規制については、撤廃する必要があると考える。
○銀行および銀行グループに対して業務範囲規制が課せられている趣旨について、一般的に①利益相反取引の防止、
②優越的地位の濫用の防止、③本業専念による効率性の発揮、④他業リスクの排除、が指摘される。

①②については、銀行法（利益相反管理態勢の整備）、独占禁止法（優越的地位の濫用の防止）による防止措置が講
じられており、必ずしも業務範囲規制は必要ないと考える。

また、③本業専念による効率性の発揮については、金融を取り巻く環境変化に伴い、顧客が銀行に求めるサービスが
多様化していく中で、限定列挙された業務範囲は、時代の変化に柔軟に対応できないと考えられる。

さらに、④他業リスクの排除については、銀行を保有する事業会社グループにおいて、他業リスクが顕在化した事案は
承知していない。自己資本比率規制など他の規制上の措置を講ずることによって健全性を確保すれば、必ずしも業務範
囲規制は必要ないと考えられる。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

金融庁
銀行本体並びに銀行及び銀行持株会社の子会社の業務範囲は、法令において規定されている業務に限ら
れています。

銀行法第10条～第12
条、第16条の２、第52
条の23
銀行法施行規則第17
条の３、第34条の16

対応不可

ご提案いただいている銀行本体の業務範囲をネガティブリスト方式とすること及び子会社・兄弟会社の業務
範囲規制撤廃については、異種業を営むことによる預金や貸付といった銀行の本業への影響、銀行が異種
業を営むことに対する社会的なニーズ、異種業のリスクの混入防止、利益相反取引の防止等、多角的な観
点からの慎重な検討が必要となるものであり、措置することは困難です。
なお、これまでも、銀行本体・銀行の子会社の業務範囲については見直しがされてきており、提案理由として
記載いただいている「多様な顧客ニーズへの迅速な対応や、地方創生への積極的な取り組み」については、
銀行法第10条第２項第21号（当該銀行の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該銀行の営む銀
行業に係る経営資源を主として活用して営む業務であって、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の
持続可能な社会の構築に資する業務として内閣府令で定めるもの）で規定されている銀行本体の業務や、
銀行法第16条の２第１項第15号（情報通信技術その他の技術を活用した当該銀行の営む銀行業の高度化
若しくは当該銀行の利用者の利便の向上に資する業務若しくは地域の活性化、産業の生産性の向上その
他の持続可能な社会の構築に資する業務又はこれらに資すると見込まれる業務を営む会社）で規定されて
いる子会社の業務により、広く対応が可能とされているものと考えます。
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２．不動産仲介業務
の解禁
②信託兼営金融機
関による不動産仲介
業務の解禁

信託兼営金融機関による不動産仲
介業務の取り扱いを解禁する。

○要望項目「２．①銀行または銀行の子会社・兄弟会社による不動産仲介業務の解禁」を直ちに措置することが困難な
場合は、信託兼営金融機関による不動産仲介業務の取り扱いを解禁していただきたい。
○2002年の「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」の改正で、普通銀行本体での信託業務が認められた際、信
託兼営金融機関が営める業務から不動産仲介業務を含む不動産関連業務が除かれたが、同法の施行時に既に存在
し、不動産関連業務を営んでいた信託銀行は引き続き当該業務を営んでよいこととされた。
○制度上、同じ信託兼営金融機関であるにもかかわらず、一部の銀行にのみ不動産関連業務の取り扱いが認められて
いることは不合理である。
○2002年の法改正時から存在していた信託銀行は不動産業務を扱っていることを考えると、信託兼営金融機関に不動
産業務を禁じている意義はない。また、銀行間のイコールフッティングの観点から規制の不平等が生じている。
○また、大都市圏を除く地方には信託銀行の店舗が少なく、信託銀行が主力業務としている不動産サービスの提供に関
して地域間格差が生じている。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

金融庁 銀行は、一部の信託兼営金融機関を除き、不動産業務を行うことが禁止されています。

金融機関の信託業務
の兼営等に関する法
律第１条第１項
金融機関の信託業務
の兼営等に関する法
律施行令第３条
金融機関の信託業務
の兼営等に関する法
律施行規則第３条第
１項

検討を予定
銀行における不動産仲介業務への参入については、他業を営むことによるリスクの遮断、銀行業務に専念
すること等による銀行等の経営の健全性確保といった他業禁止の趣旨を踏まえる必要があり、中長期的な
検討を要するため、直ちに措置することは困難です。

○現状、地方銀行は、取引先より不動産売買に関する支援をしてほしいとのニーズが寄せられた際には、不動産業者を
紹介して対応している。しかし、不動産売買に係る情報を銀行以外の者に知られたくないとする顧客もいる。銀行または
銀行の子会社・兄弟会社において不動産仲介業務を行うことができれば、取引先への経営支援をワンストップで提供可
能となる。
○また、地方銀行は、地域に根付いた独自の不動産情報を豊富に保有しており、地域の不動産業者に対して売却先・賃
貸借先等を紹介・仲介することが可能である。地方銀行による紹介・仲介を可能とすることは、地域の不動産業者にとっ
ても有益である。
○メガバンクは、グループ内に不動産業務を営む信託銀行を有している。欧州の銀行も従来から不動産仲介業務を扱っ
ていると認識しており、これらを踏まえれば、銀行グループで本業務を扱うことにリスク上の問題はないと考える。
○例年、金融庁は「検討を予定」と回答しており、早期に検討を進めていただきたい。
○少なくとも、銀行業務と一体性がある次のようなケースについては、他業禁止の観点を踏まえても問題ないと考える。
 (a) 事業承継・相続に係る不動産の売買

取引先から銀行に対し、経営者名義の事業用不動産の売却・整理等を含めた事業承継の相談が多く寄せられている。
また、銀行が提供する遺言信託および遺産整理業務の申込者・相続人からは、相続人名義の不動産の売却・整理等を
含めた相続の相談が多く寄せられている。銀行が事業承継支援や相続支援の一環として不動産仲介を行うことができれ
ば、顧客の利便性が高まる。
 (b) 事業再生に係る不動産の売買

取引先が事業再生に取り組む際、経営改善計画に遊休不動産の売却を盛り込むケースが多い。銀行が再生支援の一
環として不動産仲介を行うことができれば、円滑な不動産売却が可能となり、事業再生の実現可能性が高まる。
 (c) 担保不動産の売却

最近、高齢化の進展により、相続発生時の債務引受けやリバースモーゲージの返済手続き等に伴う担保不動産の売
却に関する顧客のニーズが高まっており、銀行が不動産仲介を行うことができれば、顧客の利便性が高まる。
 (d) 地方自治体の再開発事業、コンパクトシティ形成事業等に限定した不動産の賃貸

地方銀行は地域に根付いた独自の不動産情報を豊富に保有している。地方銀行が関与している地方自治体の再開発
事業、コンパクトシティ形成事業において、こうした情報を活用し、テナント誘致に取り組むことができれば、より円滑に事
業成果を出すことにつながる。また、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、地方移住への関心が高まる中、銀行
が保有する空き家の情報を活用したマッチングに取り組むことができれば、移住ニーズへの迅速な対応、社会課題であ
る空き家問題の解決に資する。

銀行による保有不動産の賃貸については、その他の付随する業務（銀行法第10条第２項）として、賃貸の規
模等一定の要件のもとで行うことが可能となっております。また平成29年９月の監督指針の改正により、自治
体等の公共的な役割を有する主体からの要請に基づき賃貸を行う場合には、地方創生や中心市街地活性
化の観点から、保有不動産の賃貸の規模や期間について柔軟に判断しても差し支えないこととしておりま
す。

金融庁

銀行における不動産仲介業務への参入については、他業を営むことによるリスクの遮断、銀行業務に専念
すること等による銀行等の経営の健全性確保といった他業禁止の趣旨を踏まえる必要があり、中長期的な
検討を要するため、直ちに措置することは困難です。

検討を予定
銀行法第12条、
第16条の２第１項、
第52条の23第１項

銀行本体並びに銀行及び銀行持株会社の子会社の業務範囲は、法令において規定されている業務に限ら
れています。

金融庁

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

令和7年1月23日355

353

銀行または銀行の子会社・兄弟会
社による以下の分野に限定した不
動産仲介業務の取り扱いを解禁す
る。
(a) 事業承継・相続に係る不動産の
売買
(b) 事業再生に係る不動産の売買
(c) 担保不動産の売却
(d) 地方自治体の再開発事業、コン
パクトシティ形成事業等に限定した
不動産の賃貸

２．不動産仲介業務
の解禁
①銀行または銀行
の子会社・兄弟会社
による不動産仲介業
務の解禁

令和7年2月18日令和7年1月23日

令和7年2月18日

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

○銀行がＩＴ技術等を活用しながら業務効率化を進める中で、店舗等の保有不動産の余剰スペースが増加しており、今
後さらに増加する方向にある。こうした中、銀行は、賃貸による余剰スペースの有効活用を検討している。
○例えば、次のようなケースである。
・店舗の統廃合等により、事業に使用しなくなった土地・建物を賃貸する。
・店舗の移設・新設、改築等に際し、事業に必要とされるものよりも広い建物を作り、事業に使用しないスペースを賃貸す
る。
・店舗の駐車場等を賃貸する。
・ホール、社宅等の福利厚生施設を賃貸する。
○銀行の保有不動産は、駅前や繁華街等の好立地に所在し、建物も頑健で駐車場を併設していることが多いなど、立
地・ハードの両面で優れた特性を有している。このため、地域の事業者等から、銀行の保有不動産を賃借したいとのニー
ズが寄せられている。また、建設業者や設計会社等から、銀行店舗等の建替えに際して、高層化のうえ外部に賃貸する
ことにより、地域活性化の観点から土地の有効活用を図るべきであるとの提案を受けることも多い。
○しかし、銀行が保有不動産を賃貸する場合、金融庁の監督指針上の要件（「賃貸等を行わざるを得ない場合」であるこ
と、経費支出が必要最低限にとどまること、賃貸規模が過大でないこと等）を満たしていることを自ら挙証しなければなら
ない。このため、銀行が賃貸を躊躇し、上記のようなニーズや提案に応えられないケースがある。
○現状、「国や地方自治体のほか、地域のニーズや実情等を踏まえ公共的な役割を有していると考えられる主体」（以
下、公共的主体）からの要請があれば、外部賃貸に係る要件の一部を弾力運用することが認められている。しかし、公共
的主体が、私企業である銀行に要請することを躊躇したり、要請を得られるまでに長期間を要するケースが多い。
○公共的主体からの要請がない場合でも自由に賃貸ができるよう、監督指針を見直していただきたい。
○銀行が、自ら保有し、遊休化した不動産を賃貸することが、他業禁止の趣旨（本業専念による効率性の発揮、他業リス
クの排除）に反するとは考えにくい。また、銀行は、銀行法や独占禁止法によって、利益相反の弊害を生じさせない態勢
整備義務や、優越的地位の濫用の禁止も課せられている。以上のように、銀行が保有不動産を賃貸することにより問題
が生じる懸念はないと考えられる。
○監督指針の見直しにより、医療、福祉、教育、商業など、地域の生活インフラに係る事業者等に対し、銀行が保有不動
産を自由に賃貸することが可能となれば、地域活性化の促進、にぎわいの創出に大いに貢献できると考えられる。
○また、人口減少や超低金利環境の長期化等によって地方銀行の収益環境が厳しい中、店舗等の保有不動産の減損
の可能性を検討しなければならない状況が生じている。自由に賃貸することが可能となれば、保有不動産の経済価値が
上がり、減損を回避できる可能性が高まるほか、銀行の収益性改善の一助となると考えられる。

銀行の保有不動産を、地域の事業
者等に自由に賃貸できるよう、監督
指針を見直す。

３．銀行の保有不動
産の賃貸の柔軟化

保有不動産の賃貸に係る要件については、他業を営むことによるリスクの遮断、銀行業務に専念すること
等による銀行等の経営の健全性確保といった他業禁止の趣旨を踏まえて記載しているところ、更なる緩和の
実施については、当該観点から慎重に検討する必要があります。

他方、銀行等が、最大限、地域企業の価値向上や地域経済の活性化に貢献できるよう、引き続き検討を行
います。

検討を予定

主要行等向けの総合
的な監督指針Ⅴ-３
－２－２（４）
中小・地域金融機関
向けの総合的な監督
指針Ⅲ－４－２－２
（４）
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規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

356 令和7年1月23日 令和7年2月18日
４．銀行持株会社に
よる保有不動産の
賃貸の解禁

銀行持株会社が保有する不動産の
余剰スペースの外部賃貸を認め
る。

○銀行持株会社は、持株会社グループの経営管理およびこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができな
い。
○現状、銀行持株会社が保有する不動産に余剰スペースが生じても、外部の事業者に賃貸することは認められていな
い。
○銀行が保有不動産を賃貸できる範囲（「その他の付随業務」の範囲）と同程度まで、銀行持株会社が保有する不動産
の余剰スペースを賃貸することが可能となれば、医療、福祉、教育、商業など、地域の生活インフラに係る事業者等に賃
貸し、地域活性化の促進、にぎわいの創出に大いに貢献できると考えられる。
○銀行持株会社は、グループに属する会社に対してであれば、認可を得たうえで保有不動産の賃貸を実施することが許
容されている。余剰スペースに限定すれば（「その他付随業務」と同程度に限定）、賃借先をグループ会社から第三者に
広げても、銀行持株会社によるグループの経営管理が疎かになるとは考えられない。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

金融庁

銀行持株会社の業務範囲は、グループの経営管理及びこれに附帯する業務に限られており、銀行持株会社
が保有する不動産を外部の事業者に賃貸することは認められておりません。なお、銀行による保有不動産
の賃貸については、その他の付随する業務（銀行法第10条第２項）として、賃貸の規模等一定の要件のもと
で行うことが可能となっております。また平成29年９月の監督指針の改正により、自治体等の公共的な役割
を有する主体からの要請に基づき賃貸を行う場合には、地方創生や中心市街地活性化の観点から、保有不
動産の賃貸の規模や期間について柔軟に判断しても差し支えないこととしております。

主要行等向けの総合
的な監督指針Ⅴ-３
－２－２（４）
中小・地域金融機関
向けの総合的な監督
指針Ⅲ－４－２－２
（４）

検討を予定

銀行持株会社の業務範囲は、銀行持株会社グループの経営の健全性確保の観点から、グループの経営
管理及びこれに附帯する業務に限られているところ、緩和の実施については当該観点から慎重に検討する
必要があります。

他方、銀行持株会社グループが、最大限、地域企業の価値向上や地域経済の活性化に貢献できるよう、
引き続き検討を行います。

357 令和7年1月23日 令和7年2月18日

５．継続的顧客管理
に係る銀行の調査
に対する顧客の回
答義務化

マネー・ローンダリングおよびテロ
資金供与対策のための継続的顧客
管理に係る銀行の調査に対する顧
客の回答を義務化する。

○マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のため、銀行は、定期的に顧客情報を確認し、その結果を踏まえて顧
客のリスク評価の見直し等を行う継続的顧客管理を行うことが求められている。「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策
に関する行動計画（2024-2026年度）」（2024年４月17日公表）においては、継続的顧客管理について、実効性を確保して
いくことが掲げられている。
○銀行は、定期的な顧客情報の確認のため、コストをかけて顧客に対する調査票の郵送等を行っているが、継続的顧客
管理に対する顧客の理解が進んでおらず、回答率が低い状況にある。
○ドイツやスウェーデンなど海外では、継続的顧客管理が完了しない場合、銀行が顧客の口座を閉鎖するよう、制度上
で明確化されているケースもあると承知している。
○法令上、銀行の調査に対する顧客の回答が義務化されれば、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の高度
化・効率化に資すると考える。
○昨年度要望に対し、警察庁・金融庁は「特定取引がなされる機会をとらえて取引時確認を行う場合において、（中略）
取引時確認に応じない顧客に対しては取引履行を拒むことができる」と回答しているが、特定取引（注）がなされる機会
は限定的である。「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」では、マネロン・テロ資金供与リ
スクが高いと判断した顧客については、定期的な顧客情報の調査頻度の増加等を図ることを含めて、リスクに応じた厳
格な顧客管理を実施することとされている。このため、当該機会における取引時確認だけでは不十分なケースがあり、別
途、銀行は継続的顧客管理に係る調査を行っている。
（注）200万円を超える大口現金取引等の取引、および取引顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引。

また、警察庁・金融庁は「約款にあらかじめ、本人特定事項に変更があった場合又は特定事業者が届出を求めた場合
には当該事項を特定事業者に届け出るべき旨及びこれらの届出を行わない場合には取引を制限する旨を盛り込むこと
により、顧客の回答を得られやすくなる」、「顧客からの回答がないという事実をもって顧客リスク評価を見直すことも可
能」と回答している。しかし、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」において、「マネロン・
テロ資金供与対策の名目で合理的な理由なく謝絶等を行わないこと」とされ、同ガイドラインのＦＡＱにおいて、「これ以上
手段を尽くすことが困難な状況になった場合、当該顧客に対してどのような制限を行うことが必要かということを、リスク
に応じて、総合的に検討する」とされる中、顧客からの回答がないことのみをもって取引制限をすることは困難である。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

警察庁
金融庁

金融機関等の特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に
行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講じることとされていま
す。

また、金融庁は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」において、金融機
関等に対し、
・取引類型や顧客属性等に着目し、これらに係る自らのリスク評価や取引モニタリングの結果も踏まえなが
ら、調査の対象及び頻度を含む継続的な顧客管理の方針を決定し、実施すること等を含めた、継続的な顧
客管理を実施すること
・必要とされる情報の提供を利用者から受けられないなど、自らが定める適切な顧客管理を実施できないと
判断した顧客・取引等については、取引の謝絶を行うこと等を含め、リスク遮断を図ることを検討すること
等を求めるとともに、ガイドラインで対応を求めている事項に対する完了期限（2024年３月）を設け、各業態団
体を通じて、各金融機関等に態勢の整備を要請し、各金融機関より結果の報告（2024年４月）があり、当該
報告を受けた態勢整備状況の確認を実施しているところです。

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
（平成19年法律第22
号）第４条、第５条、
第６条、第７条、第８
条及び第11条

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
施行令（平成20年政
令第20号）第６条及
び第７条

金融庁「マネー・ロー
ンダリング及びテロ
資金供与対策に関す
るガイドライン」（ⅱ）
顧客管理（カスタ
マー・デュー・ディリ
ジェンス：CDD）

現行制度で
対応可能

御提案の趣旨は、昨事務年度と同様に、①取引時確認事項に係る最新の情報について、特定事業者が顧
客に質問した場合に顧客から回答が得られることを法的に担保したい、②顧客が質問に応じない場合の当
該顧客との取引の制限を制度化してほしい、という点にあると考えております。

これらの点については、特定取引がなされる機会をとらえて取引時確認を行う場合において、犯罪による収
益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号）第５条に基づき、取引時確認に応じない顧客に対しては
取引履行を拒むことができるほか、その他の機会に顧客に質問する場合でも、例えば、約款にあらかじめ、
本人特定事項に変更があった場合又は特定事業者が届出を求めた場合には当該事項を特定事業者に届け
出るべき旨及びこれらの届出を行わない場合には取引を制限する旨を盛り込むことにより、顧客の回答を得
られやすくなると考えております。

358 令和7年1月23日 令和7年2月18日
６．行政による法人
の実質的支配者情
報の把握

行政が法人の実質的支配者情報を
把握するために、実質的支配者リ
スト制度において、法人の実質的支
配者情報の登録を義務化する。ま
た、オンラインにより実質的支配者
リストの写しの交付を受けることが
できる仕組み等を、早期に構築す
る。

○法人の実質的支配者情報を把握することは、国際的・国内的にも重要な課題である。
○銀行は、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等に基づき、継続的顧客管理の一環と
して、実質的支配者情報の把握に努めている。また、2022年１月より、株式会社の申出により、商業登記所が実質的支
配者情報を保管し、その旨を証明する「実質的支配者リスト制度」が開始された。
○しかし、本制度については、以下のような課題がある。
・制度の利用が法人の義務ではなく任意である。
・実質的支配者情報が変更になった場合の商業登記所への申出が任意である。
・対象となる実質的支配者の類型が当該法人の議決権の25％超を保有するもの（犯罪による収益の移転防止に関する
法律施行規則第11条第２項第１号）に限定されている。
○したがって、実質的支配者リスト制度において、法人の実質的支配者情報の登録を義務化することにより、行政が全
法人の実質的支配者情報（注）を把握するとともに、経済制裁対象者に該当しないことの確認を行い、その結果に銀行
がアクセスすることが可能となれば、実質的支配者情報の把握の強化および効率化につながる。

（注）出資、融資、取引等を通じて支配的な影響力を有するもの等（犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則
第11条第２項第２～４号に規定する類型）を含む。
○また、「商業登記所における実質的支配者リスト制度の利便性向上に関する研究会」において、「申出会社以外の者
（銀行等）が、オンラインにより実質的支配者リストの写しの交付を受けることができる仕組みを構築すること」について、
検討が進められている。2024年９月に公表された同研究会のとりまとめでは、「実現に向けて、（中略）実質的支配者リス
ト規則の所要の改正も含め、検討を進め、可能なものから順次実施すべきである」とされており、実質的支配者リスト制
度の活用促進のため、早期に検討を進めていただきたい。
○併せて、「規制改革実施計画」（2024年６月21日閣議決定）において、①株式会社が役員の変更登記申請等を行う際
にも、実質的支配者リストの商業登記所への保管申請を当該株式会社に求める方策や、②金融機関等の特定事業者が
取引時確認を行う際に、実質的支配者リストを顧客等を介さず商業登記所から直接取得することを可能とする方策等に
ついて、「令和６年度に着手し、速やかに措置」とされており、早期に検討を進めていただきたい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

法務省
警察庁
財務省
金融庁

マネー・ローンダリング防止等の観点から、法人の実質的支配者を把握し、その透明性を高めることについ
ては、FATFによる勧告がなされるなど、国内外からの要請が強まっているところです。

この要請を受け、外部有識者による議論の結果を踏まえ、「実質的支配者リスト制度」を創設し、令和４年１
月からその運用を開始しています。

この制度は、FATFの第４次対日相互審査報告書の公表を契機として、政府において令和３年８月に策定・
公表した行動計画（「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」）にも盛り込んだものであ
り、我が国の法人の実質的支配者の透明性の向上に貢献するものと考えております。

商業登記所における
実質的支配者情報一
覧の保管等に関する
規則（令和３年法務
省告示第187号）

検討に着手

法人の実質的支配者情報の把握に向け、まずは「実質的支配者リスト制度」が自発的に広く利用され、法
人の透明性向上及びマネー・ローンダリング防止等の効果が十分発揮されるよう、本制度の周知・広報に努
めてまいります。

また、令和４年12月21日開催のデジタル臨時行政調査会において公表された「デジタル原則を踏まえたア
ナログ規制の見直しに係る工程表」において、「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関
する規則」について、「令和４年度中に設置される有識者からなる研究会（ＨＰ公表）での法的論点の整理を
含めた検討を通じて、銀行等がオンラインで実質的支配者リストの写しを取得できる方法など利用者の利便
性を向上させる」ものとされており、令和６年９月に同研究会での議論の取りまとめが公表されたことを踏ま
えて、具体的な方策の検討を進めているところです。

なお、法人の実質的支配者情報の申出を義務付ける法制度の導入等については、本制度の運用状況等も
踏まえ、法人の透明性向上及びマネー・ローンダリング防止等の観点から、政府全体として検討すべき課題
と認識しております。

359 令和7年1月23日 令和7年2月18日

７．本人確認手続の
デジタル化等のため
の本人確認書類の
見直し

本人確認手続のデジタル化のた
め、マイナンバーカードに掲載する
顔写真の写実性を向上させる。

○政府は、本人確認書類として、マイナンバーカードの取得を推進している。マイナンバーカードに掲載する顔写真は一
定の規格が定められているものの、画像加工（目を大きくしたり、顔のパーツを変形させる等）してはいけないという定め
はない。地方公共団体によっては加工した写真であっても発行を認めているところがあり、対面取引におけるマイナン
バーカードによる本人確認に支障をきたす場合がある。マイナンバーカードに掲載する写真の規格および運用を、旅券
（パスポート）用写真と同水準にする等、厳格化していただきたい。
○昨年度要望に対して、「次期個人番号カードタスクフォースにおいて、申請時に添付する顔写真の撮影基準の明確化
や申請時の顔写真の品質チェック強化等の徹底について検討を行う」としており、早期に検討を進めてほしい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

デジタル庁
総務省

 マイナンバーカードに表示される顔写真の取り扱いについては、「個人番号カードの交付等に関する事務処
理要領」（総務省作成）において、「個人番号カードに添付された写真と交付申請者との同一性を、顔認証シ
ステムを活用しながら確認する。(中略)当該判定において同一性が確認できるとされた場合には、特段の事
情のない限り、交付して差し支えない。一方、当該判定において同一性が確認できないとされた場合には、
原則として交付しない。ただし、複数の職員によるなど、目視により厳格な確認を行い、同一性が確実に識別
できると認める場合には、交付して差し支えない。」としており、市町村においてこれに沿った事務運用を行っ
ています。

行政手続における特
定の個人を識別する
ための番号の利用等
に関する法律に規定
する個人番号、個人
番号カード、特定個
人情報の提供等に関
する命令（平成二十
六年総務省令第八十
五号）

第二十一条 令第十
三条第一項の規定に
より交付申請書に添
付する写真は、申請
前六月以内に撮影し
た無帽、正面、無背
景のものとする。

その他

マイナンバーカードに表示される顔写真の取扱については、地方公共団体情報システム機構のマイナン
バーカード総合サイト等で周知を行っておりますが、「次期個人番号カードタスクフォース最終とりまとめ」（令
和5年3月18日）において「申請時に添付する顔写真の撮影基準の明確化や申請時の顔写真の品質チェック
強化等の徹底について検討する。」とされたことを踏まえ、加工された顔写真の使用に係る留意点等につい
ての周知を図るなど、引き続き適切に対応して参りたいと考えています。
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対応の
分類 対応の概要
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ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

361 令和7年1月23日 令和7年2月18日

10．在留カード等に
おけるアルファベット
氏名の記載の必須
化

在留カード・特別永住者証明書の
発行において、アルファベット氏名
の記載を必須とする。

○銀行は、外国為替及び外国貿易法に基づく経済制裁措置に対応するため、取引等の相手方が制裁対象者でない旨
を確認している。
○上記確認の一環として、財務省「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」におい
て、銀行等の外国為替取引等取扱業者には、顧客のアルファベット名を情報システム等に登録し、フィルタリングすること
等が求められている。また、アルファベット名を把握していない顧客の預金口座等については、顧客と接触する機会等を
とらえてアルファベット名の入手に努めることとされている。
○他方で、外国人顧客の口座開設時等において、当該顧客から提示を受けた在留カード・特別永住者証明書等の本人
確認書類にアルファベット名が表記されていないケースがある。

― 出入国管理及び難民認定法施行規則において、在留カードの氏名はローマ字により表記するものとされているが、
ローマ字氏名を表記することにより著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると認めるときは、
ローマ字氏名を省略することができるとされている。

なお、「特別の事情」の具体例としては、特別永住者・永住者であって日本で出生した者や、朝鮮籍の者等、有効な旅
券を提示できない場合が挙げられる。
○本人確認書類によりアルファベット氏名を確認できない場合には、別途、顧客に公的書類（住民票等）の追加提出を求
めたり、ヒアリング等により確認しているが、顧客・銀行の双方にとっての負担となっている。また、ヒアリングによりアル
ファベット氏名を確認する場合、表記ゆれ等のおそれもある。
○在留カード・特別永住者証明書へのアルファベット氏名の記載を必須とすることで、顧客・銀行双方の負担が軽減され
るほか、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の管理の高度化に寄与すると考えられる。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

法務省
財務省
金融庁

在留カード及び特別永住者証明書（以下「在留カード等」という。）の氏名については原則ローマ字で記載す
ることとしていますが、ローマ字により氏名を表記することにより中長期在留者が著しい不利益を被るおそれ
があることその他特別な事情があると認めるときは、ローマ字に代えて、漢字等を使用した氏名を表記できる
こととしています。

・出入国管理及び難
民認定法施行規則第
１９条の６第１項及び
第１９条の７第４項
・日本国との平和条
約に基づき日本の国
籍を離脱した者等の
出入国管理に関する
特例法施行規則第４
条第１項及び第５条
第４項

対応不可
在留カード等の氏名表記を例外なくローマ字とした場合、ローマ字氏名を表記することにより著しい不利益

を被るおそれがあることその他の特別の事情がある者への配慮を欠くこととなるため、対応困難です。

「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」や「犯罪収益移転危険度調査書」、「疑わしい取引の参考事例」
について、現在の内容の質や量を維持して作成するには、一定の時間を要することから、やはり作成・公表
の頻度を引き上げることは困難であると考えています。なお、御意見のございました「活用類型」については、
「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」において、都道府県警察の捜査等において活用された疑わしい
取引に関する情報数、端緒事件数、検挙事件数（端緒事件を除く。）を掲載しております。

他方で、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する情報提供の拡充については、これらの資
料のほか、現在も実施している各研修会や特定事業者への個別訪問等を通じて、今後も努めてまいりたいと
考えています。

その他

犯罪による収益の移
転
防止に関する法律
（平
成19年法律第22号）
第
３条第１項及び第３
項並びに第８条第１
項及び第２項

犯罪による収益の移
転
防止に関する法律施
行
令（平成20年政令第
20
号）第16条

犯罪による収益の移
転
防止に関する法律施
行
規則（平成20年内閣
府、総務省、法務省、
財
務省、厚生労働省、
農
林水産省、経済産業
省、国土交通省令第
１
号）第25条、第26条
及び
第27条

「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」については、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19
年法律第22号）をはじめとする各種法令の改正内容、特定事業者から届け出られた疑わしい取引の件数の
集約や捜査機関等における活用状況、マネー・ローンダリング事犯の検挙状況、特定事業者による取組、国
際的な活動状況等多岐に渡る内容を記載しており、警察庁内外の機関とも連携の上、各種調査等を行い作
成しております。

また、国家公安委員会では、犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転の状況に
関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取引の種別ごとに、当該取引による
犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載した「犯罪収益移転危険
度調査書」を作成・公表しているほか、金融庁では「疑わしい取引の参考事例」を公表しております。

さらに、JAFICにおいては、関係省庁等と連携して特定事業者を対象とした研修会を実施しているほか、特
定事業者に対して個別訪問等を行っており、これらの機会を通じて活用事例等の情報提供を実施しておりま
す。

金融庁
警察庁

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

○銀行におけるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策は、時々変化する国際情勢や、これに呼応して進化す
る他の金融機関等の対応に強く影響を受けるものであり、銀行においては、こうした動向やリスクの変化等に機動的に対
応していく必要がある。
○銀行がより高度なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策を実施するために、警察庁が公表する「犯罪収益移
転防止に関する年次報告書」の頻度の引き上げや掲載情報の拡充（届出に係る時期や地域性の分析、活用類型（注）の
明示等）により、疑わしい取引の届出に関する情報提供を拡充してほしい。

（注）活用類型は、詳細な活用状況ではなく、例えば、照会・捜査着手・検挙といった大まかな類型で提供していただくこ
とを要望する。
○また、金融庁が公表する「疑わしい取引の参考事例」や国家公安委員会が公表する「犯罪収益移転危険度調査書」に
ついて、犯罪の手口が多様化する現状を踏まえ、公表頻度を引き上げる等によりタイムリーな情報を提供いただきたい。
○加えて、疑わしい取引の届出の精度を一層向上させ、捜査機関に自行の届出をより有効に活用してもらう観点から、
自行が届け出た「疑わしい取引の届出」の活用状況（活用件数や活用類型等）について、捜査機関から銀行に対して情
報を提供いただくような枠組みを構築してほしい。
○昨年度要望に対し、「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」の作成頻度の引き上げは困難と回答されているが、地
政学上の緊張が高まりマネロン等対策の重要性が増している中で、以上のような情報提供の拡充が実現すれば金融機
関のマネロン等対策の高度化に資するため、前向きに検討いただきたい。

「疑わしい取引の届出」の捜査機関
における活用状況等について、銀
行への情報提供を拡充する。

９．「疑わしい取引の
届出」に関する情報
提供の拡充

銀行等による保険募集規制については、保険契約者等の保護を図りつつ利便性の向上を目指す観点から
設けているものです。

弊害防止措置については、モニタリング結果や関係者からのヒアリングを踏まえ、平成23年９月７日付で関
係内閣府令等を改正し、

・融資先募集規制の対象商品から一時払終身保険等を除外するほか、
・預金との誤認防止措置について、実効性確保のための措置を講じる

等の見直しを行ったところであり、平成24年４月１日から施行されています。
銀行等による保険募集の状況については、引き続き実態把握に努め、今後の弊害防止措置等の見直しに

ついては、必要が生じた場合に行うこととしています。

検討を予定
保険業法施行規則第
212条、同第234条第
１項等

銀行等による保険販売については、保険契約者等の保護を図りつつ、利便性の向上を目指す観点から次
のような弊害防止措置が設けられています。

・非公開情報保護措置
・融資先販売規制
・タイミング規制
・担当者分離規制
・預金との誤認防止措置

金融庁

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

○現状、銀行の保険窓販における圧力販売は見られないにもかかわらず、弊害防止措置によって、金融サービスのワン
ストップ化が達成できず、融資先からの申込みを謝絶せざるを得ないなど、顧客の利便性が著しく損なわれている。
○例えば、法人の経営者からは、万一の場合に備える生命保険や、火災、賠償責任等に備える損害保険など、事業活
動を取り巻くリスクを補償する法人向けの保険について、融資先に対するコンサルティングの一環として販売してほしいと
の声が寄せられている。しかし、こうしたニーズに応えることすら、弊害防止措置により、できない状況にある。
○昨年度要望に対し、金融庁は「弊害防止措置等の見直しについては、必要が生じた場合に行うこととしている」と回答
している。保険窓販を巡る状況には次のような変化が生じており、弊害防止措置の見直しの必要が生じていると考える。

・銀行は、顧客本位の業務運営体制（フィデューシャリー・デューティー）の観点から、わかりやすい情報提供、個別の顧
客にふさわしいサービスの提供、手数料の明確化等に取り組んでいる。

・銀行の保険ショップなど、顧客が保険購入を目的に来店することが明白である場合や、ウェブページ・スマートフォンア
プリ等による完全非対面で契約が完結する保険等では、圧力販売は生じ得ないと考える。
○直ちに弊害防止措置を廃止することが困難な場合、以下のような緩和を措置いただきたい。
(a) 損害保険を融資先販売規制の対象外とする
生命保険のように長期性、再加入困難性がないことから弊害防止措置の対象とする必要がない。
最近、台風や豪雨など大規模な災害が多発していることを受け、取引先の危機意識が高まり、天災に備える損害保険を
提案してほしいといった要望が増えている。
2019年７月16日、中小企業の事業継続力強化の支援を行うこと等を目的とした「中小企業強靭化法」が施行された。本
法律に基づく基本方針において、中小企業は、自然災害発生時にも事業活動を継続できるよう、損害保険への加入等の
リスクファイナンス対策を講ずる必要があるとしている。銀行による取引先への損害保険の販売は、本法律の趣旨に沿う
ものである。
(b) 融資先（従業員50人以下）の従業員を融資先販売規制の対象外とする
役員等ではない従業員は自らの勤務先がどの銀行から融資を受けているかを知らないことが多い。家計における安定的
な資産形成が求められる中、本規制は、保険を活用した資産形成や保障の充実等を図るための提案を阻害している。
(c) 特例地域金融機関の小口規制を緩和する
特例地域金融機関（注）は、１契約者あたりの通算保険金額・給付金額に制限（小口規制）があり、顧客の必要保障額を
満たす保険提案を行うことができないケースが多く、顧客利便性を著しく損ねている。１契約者あたりの通算保険金額・
給付金額の上限を引き上げるべきである。

（注）特例地域金融機関の場合、融資先販売規制の対象となる法人の従業員数が20人以下（特例地域金融機関でな
い場合50人以下）に緩和される一方、販売商品が小口に限定される。
(d) 非公開情報保護措置の適用除外の範囲を拡大する
非公開情報保護措置は、銀行が固有業務を行うことを通じて得た顧客情報を保険募集に利用すること等を禁止してい
る。本規制は、銀行にのみ課されており（例えば証券会社等は対象外）、合理性がない。直ちに廃止することが困難な場
合、まずは保険募集の準備行為（保険の募集を目的としたリストの作成等）を本規制の対象外としていただきたい。

11．銀行の保険窓販
に係る弊害防止措
置の廃止または緩
和

令和7年2月18日令和7年1月23日362

令和7年2月18日令和7年1月23日360

銀行の保険窓販に係る弊害防止措
置（融資先販売規制、担当者分離
規制、タイミング規制、非公開情報
保護措置、知りながら規制）を廃止
またはさらに緩和する。
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363 令和7年1月23日 令和7年2月18日
12．生命保険の募集
に係る構成員契約
規制の廃止

生命保険の募集に係る構成員契約
規制を廃止する。特に、生命保険
募集人と人的関係（役職員の兼職、
出向等の人事交流）を有する法人
に関する規制については廃止す
る。

○生命保険募集人（銀行等）と「密接な関係」（一定の資本関係や人事交流等）を有する法人の役職員に対しては、当該
役職員が自らの意思で保険商品の購入を銀行等に申し出た場合であっても、銀行等は当該商品の説明すらできないこ
とになっている。本規制は顧客の利便を損ない、銀行等における生命保険販売の障壁となっている。
○銀行から役職員が出向している法人や、役職員が兼職している法人については、人的関係が密接とみなされる。その
結果、銀行から担当者が１名だけ出向している先や役職員数が数百名超の大手企業など圧力販売が起こり得ない先ま
で規制対象となるなど、不合理な規制となっている。例えば、地方銀行の場合、地域の企業や大学等から人員の派遣要
請を受け、企業等の人手不足への対応や地方創生への貢献の観点から、それに応じるケースが増加しているが、そうし
た場合でも出向先の全役職員に対して生命保険募集はできなくなる。
○加えて、銀行等が生命保険を募集する際は、商品内容やリスク等の説明を行う前に顧客の勤務先を確認する必要が
ある。個人情報への関心が高まる中、このような不自然な確認事務を行うことにより、顧客に無用な不信感を惹起する結
果となっている。
○保険窓販に関する圧力販売については、独占禁止法の禁止規定が存在しているほか、要望項目「11．銀行の保険窓
販に係る弊害防止措置の廃止または緩和」で述べた窓販を巡る状況を踏まえれば、本規制は不要である。
○直ちに本規制を廃止することが困難な場合、生命保険募集人と人的関係を有する法人について、役員でなく一般職員
としてのみ出向している場合や、出向人数が僅少である等の圧力販売が起こり得ない先について、本規制の対象外とす
ることを措置いただきたい。
○昨年度要望に対し、金融庁は「検討を予定」と回答しており、早期に検討を進めていただきたい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

金融庁
企業が、生命保険会社と募集代理店契約を締結して生命保険商品の募集を行う場合、従業員への圧力募

集等を防止する観点から、当該企業及びその企業と密接な関係を有する者（法人）の役員・従業員に対する
保険募集は一部の保険商品を除き禁止されています。

保険業法第300条第1
項第9号
同法施行規則第234
条第1項第2号
平成10年大蔵省告示
第238号
保険会社向けの総合
的な監督指針Ⅱ－4-
2-2(11)

検討を予定
生命保険契約の長期性、再加入困難性等に鑑み設けられている規制であり、その趣旨を踏まえつつ、引き

続き慎重に検討を行う必要があります。

364 令和7年1月23日 令和7年2月18日
13．銀証間の情報授
受規制の撤廃

銀行グループ内の銀行・証券会社
間での情報授受規制を撤廃する。

○銀行グループ内の銀行・証券会社の間で顧客情報を共有するには、あらかじめ顧客の同意を得る必要があり、顧客・
金融機関双方にとって負担がある。
○本規制は、①顧客情報保護、②利益相反による弊害防止、③優越的地位の濫用防止の観点から課されているとされ
ている。
○①については、個人情報保護法上、グループ内における個人データの共同利用が認められており、銀証間の情報共
有について、事前の同意を必要とすることは、過剰規制と考える。
○②③は、情報共有自体ではなく、情報の不適切な利活用の防止を目的としており、これは同意の取得により達成でき
るものではないと考える。不適切な利活用を防止するため、別途、銀行法（利益相反管理体制の整備）、独占禁止法（優
越的地位の濫用の防止）、金融商品取引法（優越的地位を不当に利用した金融商品契約の締結・勧誘の禁止、顧客の
利益が不当に害されないような情報管理・体制整備）による防止措置が講じられており、それらの実効性を高めるために
当局によるモニタリングが行われている。
○銀行・証券会社間での情報授受規制が撤廃されれば、銀行グループによる総合的な金融サービスを迅速かつ適切な
タイミングで提供できる。顧客の潜在的な投資ニーズの喚起や投資促進にもつながるため、政府が掲げる「資産所得倍
増」にも資するものと考える。
○「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024改訂版」（2024年６月21日閣議決定）において、「銀証ファイア
ウォール規制（金融グループの銀行・証券間で、顧客の非公開情報を同意なく共有することを禁止する規制）の在り方や
必要とされる対応につき検討を行う」とされている。銀行グループ内の銀行・証券会社間での情報授受規制を撤廃するよ
う、早期に検討いただきたい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

金融庁
金融グループ内の銀行・証券会社間で法人顧客の非公開情報を授受する場合には、オプトアウトの対象と

なりますが、個人顧客の非公開情報を授受するには、内部管理目的等の場合を除いて、顧客の書面による
同意を得る等の必要があります。

金融商品取引業等に
関する内閣府令第
153条第１項第７号、
第154条第４号

その他

銀行グループ内の銀行・証券会社間での情報授受規制については、金融審議会市場制度ワーキング・グ
ループ報告書（2024年7月2日公表）において、「2022 年６月に、上場企業等に関する顧客情報をグループ内
の銀行・証券会社間等で共有する場合は顧客の事前同意を不要とする規制緩和が行われたことを踏まえ、
現在、金融庁において、金融機関における優越的地位の濫用防止態勢、利益相反管理態勢及び顧客情報
管理態勢の整備状況についてモニタリングが行われているところである。」、「銀証ファイアーウォール規制に
関する議論を行う際には、当該モニタリングの結果を踏まえる必要があると考えられるため、継続的に検討し
ていく。」と整理されたことを踏まえ、今後引き続き検討していく課題と考えています。

365 令和7年1月23日 令和7年2月18日

14．確定拠出年金運
営管理機関による運
用商品の推奨を禁
止する規制の緩和

確定拠出年金の加入者等の安定
的な資産形成を図る観点から、加
入者等からの求めに応じて、確定
拠出年金運営管理機関が個別の
運用商品に係るアドバイスを行うこ
とを可能とする。

○確定拠出年金運営管理機関（以下、運営管理機関）は、もっぱら加入者等の利益のみを考慮して、中立的な立場で運
営管理業務を行う必要があるとされており、加入者等に対して、運用商品の提示や情報提供は行えるものの、個別の運
用商品の推奨は禁止されている。
○現状、運営管理機関である銀行において、運用商品の提示や情報提供を行った際、加入者等から、具体的にどの商
品で運用するかについて相談に応じてほしいとの声が寄せられている。しかし、本規制により、こうした相談に応じること
ができない状況にある。
○運営管理機関が加入者等の適合性等を踏まえ、ふさわしい運用商品についてアドバイスを行うことが可能となれば、
運用相談に応じてほしいという加入者等のニーズに応えられるほか、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画
2024年改訂版」（2024年６月21日閣議決定）に掲げられている家計の安定的な資産形成の推進にもつながる。
○加入者等からの求めがある場合に限り、個別の運用商品に係るアドバイスを行うことを可能とすれば、加入者等の利
益のみを考慮して中立的な立場で業務を行うという運営管理機関の位置づけに反しないと考えられる。
○また、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」の改正（2023年11月）に伴い、運営管理機関に
は、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」とする
誠実公正義務が課された。このような義務が課されたことで、昨年度要望への回答で厚生労働省・金融庁が指摘した
「利益相反の懸念が排除できない」という課題は一定程度解消されたと考えられ、こうした動きを踏まえて検討いただきた
い。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

厚生労働省
金融庁

確定拠出年金運営管理機関が加入者等に対して、提示した運用の方法のうち特定のものについて指図を行
うこと、又は指図を行わないことを勧めることは認められていません。

確定拠出年金法第
100 条第６号、第７号
確定拠出年金運営管
理機関に関する命令
第 10 条第２号

対応不可

確定拠出年金制度は、運用結果に対する責任は個々の加入者が負う年金制度です。そのため、加入者が
自己責任を負うことを前提に、事業主や確定拠出年金運営管理機関等の関係者が負うべき責務や禁止され
る行為等を明確化しており、関係者は加入者の利益のみを考慮して忠実に業務を行う義務があります。

現行法制の下でも、確定拠出年金運営管理機関が、客観的なデータや一般的なポートフォリオ理論に基づ
き試算される資産配分モデルを複数示すことのほか、それぞれの商品区分にどのような運用商品があるか
を提示（複数有る場合は複数）することは問題ありません。

そのうえで、確定拠出年金運営管理機関が、個別の運用商品の推奨・助言を認めることについては、例え
ば高い信託報酬手数料の商品を優先的に推奨するといった顧客本位でない商品提案がなされる可能性が
払しょくされていない現状においては、加入者等からの要請に限る場合であれ、こうした利益相反の懸念が
排除できないため、困難です。

366 令和7年1月23日 令和7年2月18日

15．税金・公金・公共
料金の収納における
銀行の記録保存義
務の撤廃

税金・公金・公共料金の収納におけ
る銀行の取引記録の保存（７年）を
不要とする。

○銀行は、犯罪収益移転防止法に基づき、税金・公金・公共料金の支払いについて取引記録の保存が求められるが、コ
ンビニは不要となっている。
○税金の収納票等で金融機関控えがない場合、顧客に取引記録の作成に協力していただく負担を強いている。同じ
サービスであるにもかかわらず、コンビニと対応が異なることは顧客の理解を得られない（現場の混乱を招いている）。
○税金・公金・公共料金の支払いがテロ資金供与やマネー・ローンダリングとは関係のない取引であることは明らかであ
り、そのような取引の記録保存を犯罪収益移転防止法で義務付ける必要はないと考える。
○地方税については、関係機関における事務負担の軽減および納税者の利便性向上のため、2023年４月１日から納付
書に地方税統一ＱＲコードが付されている。取引記録の保存義務が撤廃されれば、さらなる事務負担の軽減に資する。
○例年、警察庁および金融庁より「国または地方公共団体に対する金品の納付または納入であっても、当該金品が犯罪
による収益であるおそれが全くないとはいえない」旨の回答があるが、コンビニによる収納には取引記録の保存を不要と
しているのに対し、銀行による収納には同記録の保存を必要としている。犯罪による収益の移転防止の観点から、両者
の扱いに差を設けている理由を明確に示していただきたい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

警察庁
金融庁

金融機関等の特定事業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成19年法律第22号。対応の概
要欄において「法」といいます。）第４条の特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引等一定の取
引を除き、取引に係る記録の作成及び保存を義務付けられています。

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
（平成19年法律第22
号）第７条

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
施行令（平成20年政
令第20号）第６条及
び第15条

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
施行規則（平成20年
内閣府、総務省、法
務省、財務省、厚生
労働省、農林水産
省、経済産業省、国
土交通省令第１号）
第22条、第23条及び
第24条

対応不可

国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入及び電気、ガス又は水道水の料金の支払い（以下「公
金納付等」といいます。）であっても、これらの取引原資が犯罪による収益であるおそれが全くないとはいえ
ず、テロ資金供与やマネー・ローンダリングに係る取引に関する事後的な資金トレースを可能とする必要が
あります。

また、金融機関が取り扱う公金納付等については、疑わしい取引の届出義務の対象であり、取引記録の作
成及び保存が行われていれば、届出の作成にも資すると考えられます。

FATF勧告（マネー・ローンダリング及びテロ資金対策のための国際基準）においても、金融機関は、権限あ
る当局からの情報提供の要請に対し迅速に応じることができるよう、国内取引及び国際取引に関する全ての
必要な記録を保存することが求められているところです。

したがって、公金納付等における取引記録の保存を不要とすることは困難であると考えています。
なお、コンビニエンスストアにおける収納代行業務については、現時点で、法上の規制は行われていないと

ころですが、マネー・ローンダリング対策上の問題が生じることのないよう、引き続き、その実態注視等に努
めることが重要であると考えています。
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369 令和7年1月23日 令和7年3月18日
18．成年後見制度の
見直し

顧客が成年後見制度の利用を検討
する際、申立て手続に係る手間や
費用等から利用を見送るケースが
あるため、地方公共団体において
申立てを受け付ける（家庭裁判所に
申立てを取り次ぐ）等、成年後見制
度の見直しを行う。

○銀行では、職員が認知症等について十分に理解し応対できるための研修等を実施しており、認知判断能力の低下し
た本人との取引においては、顧客本人の財産保護の観点から、親族等に成年後見制度等の利用を促すのが一般的と
なっている。
○成年後見制度の利用にあたっては、家庭裁判所への申立てが必要となっており、その手続きに要する時間や費用の
負担、第三者に資産を委ねることへの抵抗感等を理由に、顧客が利用を躊躇するケースがある。成年後見制度の利便
性が高まるよう、改善していただきたい。
○昨年度の法務省からの回答にもあるとおり、インターネットを利用して家庭裁判所に対する申立てができるようになるこ
とは、利便性の向上に一定程度寄与するものと考えられるが、成年後見制度の申立人は高齢者である場合も多く、必ず
しもインターネットを利用できるとは限らない。申立てにあたっての手続き（必要書類の準備等）に煩雑さや分かりにくさを
感じ、成年後見制度の利用を躊躇するケースも多いことから、申立人にとって身近な存在である地方公共団体のサポー
ト体制を拡充してほしい。具体的には、各地公体で設置されている相談窓口の周知・広報や、家庭裁判所への申立てを
地公体が取り次げるようにすること等を検討いただきたい。
○また、成年後見制度の利用にあたって、後見人等への報酬額がネックとなる場合も多い。例えば、東京家庭裁判所で
は、成年後見人への基本報酬の目安として、月額２万円（管理財産額が1,000万円未満の場合）を示しているが、管理財
産額が少額の場合には基本報酬の目安も引き下げること等を検討いただきたい。
○その他、利便性の向上等の観点から、成年後見人の選定への不服申立てを可能とする、審理期間の短縮等を検討し
ていただきたい。
○なお、「成年後見制度利用促進専門家会議」において、本制度の利用促進に向けた検討が進められている。上記のよ
うな見直しも含めて検討していただきたい。
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法務省
厚生労働省

【法務省】
成年後見制度のうち、法定後見制度は、判断能力の不十分な者を保護し、支援するために、本人の判断

能力に応じて、家庭裁判所が成年後見人、保佐人又は補助人を選任し、これらの成年後見人等が本人を法
律的に支援する制度です。

成年後見制度の利用は、本人やその親族等による申立てに基づき、家庭裁判所が審判をすることによって
開始されます（民法第７条等）。家庭裁判所は、後見等開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選
任するものとされており、成年後見人等の選任の審判に対する不服申立ての制度は設けられていません（民
法第８４３条第１項、家事事件手続法第１２３条等参照）。

家庭裁判所は、成年後見人等及び成年被後見人等の資力その他の事情によって、成年被後見人等の財
産の中から相当な報酬を成年後見人等に与えることができます（民法第８６２条等）。

【厚生労働省】
令和４年３月に閣議決定された「第二期成年後見制度利用促進基本計画」（以下、「第二期計画」という。）に
基づき、関係省庁等において、成年後見制度の利用促進に向けた取組が行われています。

第二期計画においては、権利擁護支援に関する相談窓口を明確にした上で、本人や家族、地域住民などの
関係者に対し、成年後見制度を含む権利擁護支援の理解の促進を図ることとされており、全国1,741市町村
のうち、成年後見制度に関する相談窓口を設置しているのは1,676市町村、そのうち窓口について周知をして
いるのは1,658市町村となっています（令和６年４月１日時点）。また、厚生労働省においても、成年後見制度
利用促進ポータルサイトで、各市町村の相談窓口についてご案内しております。

【法務省】
民法第７条、第８４３
条第１項、第８６２
条、家事事件手続法
第１２３条等

【厚労】
成年後見制度の利用
の促進に関する法律
（平成28年法律第29
号）

【法務省】
検討に着手
（一部（必要
な範囲で成
年後見制度
を利用可能
として利便
性を高める
ことについ
て））

【厚労】
現行制度下
で対応可能

【法務省】
成年後見制度に関する家庭裁判所に対する申立ては、裁判手続（司法手続）ですから、その申立てを行政

機関である地方公共団体が受け付ける（取り次ぐ）こととすることは困難です。
なお、現在においても、申立人が地方公共団体の相談窓口を含む各種の相談窓口で相談をして申立てに

必要な書類を準備し、その書類を家庭裁判所に郵送又は持参する方法で申立てをすることも可能です。ま
た、令和５年６月に成立した「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法
律の整備に関する法律」（令和５年法律第５３号）によって、成年後見制度に係る申立てを含め家庭裁判所に
対する申立てをインターネットを利用してすることを可能とする法改正がされており、この改正法の施行後
は、インターネットを利用して申立てをすることにより、申立人において手続に要する時間に係る負担を軽減
することが可能になると考えられます。

また、成年後見人等の報酬については、家庭裁判所（裁判官）が、個別事案における事情を考慮して事案
に即した報酬額を判断しているものと承知しています。御指摘の報酬の目安は、各家庭裁判所においてこれ
までに事案に即して判断された裁判例等を踏まえた実績を基に示されたものであって、法令等によって定め
られたものではないと承知しています。

なお、成年後見制度については、令和６年４月以降、法制審議会民法（成年後見等関係）部会において、制
度の見直しに関する調査審議が行われています。同部会では、具体的な利用の必要性を考慮して法定後見
を開始し、必要性がなくなれば終了する仕組み等も検討事項とされており、引き続き、成年後見制度をより使
いやすいものとする観点から調査審議が行われます。

【厚労】
全国の成年後見制度の相談窓口につきましては、引き続き成年後見制度利用促進ポータルサイト、ニュース
レター等において周知を行います。
また、厚生労働省が都道府県・市町村職員等を対象に実施する「成年後見制度利用促進体制整備研修」に
おいて、成年後見制度の周知・広報の必要性について理解を促すとともに、その効果的な手段を紹介するこ
とで、適切な周知・広報が実施されるよう取り組んでまいります。

銀行の投資専門子会社によるベン
チャービジネス会社等への出資に
関して、当該出資先企業が銀行グ
ループの子会社に該当しない旨を
明確化する。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

○銀行の投資専門子会社による出資先企業が子会社に該当しない要件については、企業会計基準委員会の「連結財
務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」第16項(4)（以下、「ＶＣ条項」）において、当該出
資先企業との間で、「営業取引として行っている投資又は融資以外の取引がほとんどないこと」等の要件が定められてい
る。
○日本公認会計士協会が銀行等監査人あてに出状した通達（2022年５月13日付）において、連結財務諸表における子
会社の該当性判断については、銀行法等で議決権保有期間の上限が定められていること等を考慮して、実態を踏まえ
た判断が必要とされている。
○こうした中、出資先企業に対し、銀行グループがソリューション提供（コンサルティング、ビジネスマッチング、人材紹
介、リース等）等の取引を行うことによって、監査法人から「『投資又は融資以外の取引がほとんどない』とは言えず、子
会社に該当する」と機械的に判断されるケースがある。
○銀行の子会社に該当する場合、出資先企業に四半期毎の決算情報の提供や、銀行の子会社として一定水準のガバ
ナンス（社内規程の整備等）を求めることとなる。議決権保有期間に時限がある中、出資先企業に一時的にこうした対応
への負担を強いることとなり、出資先企業の業務運営に支障が生じる可能性があるため、将来の成長・株式売却を見据
えたソリューション提供等を断念せざるを得ない。
○銀行法において、投資専門子会社が議決権保有制限を超えて出資できる要件には、出資先企業の議決権を保有する
期間の上限が規定されており、支配目的ではなく、キャピタルゲイン目的の議決権保有であることは明らかである。ま
た、2021年11月に施行された改正銀行法では、ハンズオンによる支援を強化するため、投資専門子会社が営める業務と
してコンサルティング業務が追加されている。
○出資先企業に銀行グループがソリューション提供等の取引を行った場合であっても、出資先企業が連結財務諸表にお
ける子会社に該当しないよう（実態に応じて柔軟に子会社の該当性判断を行うことができるよう）、ＶＣ条項の見直し、もし
くはＡＳＢＪやＪＩＣＰＡからのＶＣ条項の解釈に係る通達等の発出を通じ、明確化していただきたい。
○なお、昨年度要望に対し、金融庁は「本規制は金融機関だけでなく、全事業種共通の取扱い」であること等を理由とし
て、ＶＣ条項の見直しに対して慎重に回答している。しかし、以下のような観点を踏まえると、ＶＣ条項の見直しには一定
の合理性があるものと考えられ、是非検討を進めていただきたい。
・ＶＣ条項が策定された時点（2008年）においては、銀行グループによるベンチャービジネス会社等への出資はそれほど
行われていない状況にあったと思われるが、2021年に銀行法が改正され、銀行の投資専門子会社によるベンチャービジ
ネス会社等への出資要件が緩和されるなど、他の事業種に比べ、銀行を取り巻く規制環境等が大きく変化していること。
・銀行法の改正に関し金融庁は、銀行の投資専門子会社の出資要件を緩和した目的として、「出資を通じて地域の『面
的再生』などを幅広く支援」できるようにすることを挙げており、こうした規制緩和を受けて、地方銀行は地域の取引先等
の支援を進めていること。
・銀行グループは、出資先を含む取引先に対して、ビジネスマッチングや人材紹介、リース等の様々なサービスを提供し
ており、ＶＣ条項における「営業取引として行っている投資又は融資以外の取引がほとんどない」という要件が、取引先の
支援を進めるうえで大きな阻害要因となっていること。

左記「制度の現状」にも記載のとおり、本規制は金融機関だけでなく、全事業種共通の取扱いとして、「他の
企業の意思決定機関を支配」しているか否かを基準に連結の範囲に含まれるか否かを判断することとされて
おり、連結の範囲に含まれるか否かは投資家にとっても重要な情報であるため、当該要件の見直し（緩和）
については慎重に検討する必要があると考えられます。
また、当該条項の該当性については個々の案件において個別で判断されていることから、一律に要件を定
める（明確化）ことについても慎重な検討が必要であると考えられます。
なお、我が国においては、企業会計の基準は企業会計基準委員会（ASBJ）において定めることとされていま
す。

その他

（a） 専修学校のうち専門課程及び高等課程については、高等学校及び大学と同様、法令上、入学資格が
定められており、生徒の実在性が担保されていることから、簡素な顧客管理が認められております。一方、専
修学校の一般課程については、入学資格の定めがなく、専修学校自体の実在性は担保されていても、他の
課程と比較して生徒の実在性の担保が法令に基づくものではないことから、簡素な顧客管理を認めることは
困難です。

なお、入学金等の振込用紙には、専修学校の課程を明記するよう、専修学校に周知しているところです。

（b） 幼稚園については、法令上、幼稚園自体の実在性は担保されていても、年齢以外に特段の入園資格
が定められておらず、学齢簿の作成や義務教育学校の卒業等を入学資格とする他の学校と比較して園児の
実在性の担保が法令に基づくものではないことから、簡素な顧客管理を認めることは困難です。

対応不可

なし
〔参考：企業会計基準
適用指針第22号「連
結財務諸表における
子会社及び関連会社
の範囲の決定に関す
る適用指針」第16項
（4）他〕

金融庁

我が国における連結の範囲に関しては、金融機関に限らず全業態において支配力基準が採用され、「他の
企業の意思決定機関を支配している企業」として連結財務諸表に関する会計基準第7項に列挙されている他
の企業は原則として「子会社」とされ、例外的に「他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかで
あると認められる企業」について連結の範囲から除外することが認められています。
企業会計基準適用指針第22号第16項では、この適用除外の類型について例示列挙され、同項⑷において、
いわゆるVC条項と呼ばれる類型が示されているところ、当該規定の趣旨は当該取引のために議決権を行使
していても、投資先である他の企業と連結グループとみなされるような運営がなされておらず、他の企業の意
思決定機関を支配する意図はないと判断できるか否かという観点から要件が定められており、ご指摘の箇所
についてもこのような趣旨から一定の制限が付されているものと考えられます。
そして、実際の運用にあたっては、同条項を形式的に当てはめるのではなく、個々の案件の実態に応じて当
該条項の該当性について判断されているものと認識しています。
なお、ご指摘の日本公認会計士協会が銀行等監査人あてに出状した通達につきましては、企業会計基準適
用指針第22号第16項(4)のうち「営業取引として行っている投資又は融資以外の取引がほとんどないこと」で
はなく「売却等により当該他の企業の議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な計画があること」に関
する考え方を示したものであると理解しております。

金融機関等の特定事業者は、顧客との間で特定取引（１０万円を超える現金送金等）を行う際には、原則、
本人特定事項の確認（取引時確認）を義務付けていますが、学校教育法第１条に規定する小学校等に対す
る入学金、授業料その他これに類するものの支払に係る取引は、簡素な顧客管理を行うことが許容される取
引として、取引時確認等は不要とされています。

警察庁
金融庁
文部科学省
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令和7年2月18日

17．出資先企業に対
する銀行グループの
関与方法の柔軟化

令和7年2月18日令和7年1月23日368

令和7年1月23日367

○2016年10月より、入学金・授業料等の支払いに関する取引については、マネー・ローンダリングに利用されるおそれが
極めて低いため、「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」として取引時確認が不要となった。
○しかし、以下の取引は、「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」に該当しないと整理されているため、マネー・
ローンダリングに利用されるおそれは極めて低いと考えられるにもかかわらず、銀行は取引時確認を行っており、顧客に
過重な負担を強いている。これらの取引も「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」に含めるべきである。

(a) 専修学校の一般課程の入学金・授業料等の支払い
専修学校のうち高等課程および専門課程への入学金・授業料等の支払いは「簡素な顧客管理を行うことが許容される取
引」の対象となっているものの、一般課程は対象となっていない。専修学校の設置には学校教育法に基づき都道府県知
事の認可が必要であり、認可にあたって都道府県が適合性を確認していることから、マネー・ローンダリングに利用され
るおそれは極めて低い。高等課程・専門課程と一般課程でマネー・ローンダリングに利用されるリスクは同じであると考え
る。
また、高等課程・専門課程と一般課程で対応が異なることは、顧客の理解を得られにくい。さらに、振込依頼書に課程の
別が記載されておらず、かつ、顧客もどの課程かを認識していないことがあり、その場合には都道府県のホームページで
確認する必要が生じるなど、窓口での対応負担が生じている。
昨年度要望に対し、「専修学校の一般課程については、入学資格の定めがなく、（中略）他の課程と比較して生徒の実在
性が担保されていない」と回答されている。そもそも「実在性が担保されていない」生徒に対して入学許可を与えている可
能性があるとすれば、それを改善すべきではないか。

 (b) 幼稚園の入園料・授業料等の支払い
大学等の学校あての入学金・授業料等の支払いは「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」の対象となっている
が、その対象となっている大学等に附属する場合であっても、幼稚園あての支払いは対象となっていないことが顧客の理
解を得られにくい。
幼稚園は学校教育法において入園資格の定めが設けられており、また、その設置には学校教育法に基づき都道府県知
事の認可が必要であって、認可にあたって都道府県が適合性を確認していることから、マネー・ローンダリングに利用さ
れるおそれは極めて低い。

昨年度要望に対し、「年齢以外に特段の入園資格が定められておらず、（中略）園児の実在性が担保されていない」と
回答されている。上記(a)と同様、そもそも「実在性が担保されていない」園児に対して入学許可を与えている可能性があ
るとすれば、それを改善すべきではないか。

以下の取引について、「簡素な顧客
管理を行うことが許容される取引」
である入学金・授業料等の支払い
に該当することとする。
(a) 専修学校の一般課程の入学金・
授業料等の支払い
(b) 幼稚園の入園料・授業料等の支
払い

16．「簡素な顧客管
理を行うことが許容
される取引」である
大学等に対する入
学金・授業料等の支
払いに該当する取引
の拡充

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
（平成19年法律第22
号）第４条、第６条及
び第７条

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
施行令（平成20年政
令第20号）第６条、第
７条及び第15条

犯罪による収益の移
転防止に関する法律
施行規則（平成20年
内閣府、総務省、法
務省、財務省、厚生
労働省、経済産業
省、国土交通省令第
１号）第４条

87 



規制改革・行政改革ﾎｯﾄﾗｲﾝ検討要請項目の現状と対応策

制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

370 令和7年1月23日 令和7年2月18日

19．銀行の投資専門
子会社等による出資
先企業の「みなし大
企業」からの除外

銀行の投資専門子会社等による事
業承継会社等への出資に関して、
出資先企業を「みなし大企業」から
除外する。

○中小企業では経営者の高齢化や後継者難により、事業承継が喫緊の課題となる中、地域金融機関への期待は大き
く、様々な施策を推進し、支援を行っている。
○こうした中で、事業承継会社等の企業価値向上のため、銀行の投資専門子会社や投資専門子会社が組成するファン
ドを通じて事業承継会社等に出資する場合において、出資先企業がいわゆる「みなし大企業」に該当するとして、経済産
業省や中小企業庁等の一部の補助金事業等の対象外となる場合がある。

― 中小企業基本法上には「みなし大企業」の規定はない。しかし、大企業から一定の割合で出資を受けているなど大
企業の支配下にある会社については、いわゆる「みなし大企業」として、例えば「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力
化等の大規模成長投資補助金」、「サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業費補助金」、「ものづくり・商業・サービス生産
性向上促進補助金」等において補助対象外とされている。
○銀行の投資専門子会社等が出資を行う企業は中小零細企業が多く、補助金・助成金の適用対象外となることで、設備
投資等の局面において出資先企業が不利益を被るおそれがある。
○銀行の投資専門子会社は、支配目的ではなく事業承継支援等を目的にしており、株式の保有期間にも制限があるとこ
ろ、出資先企業が以上のような不利益を被るのは不合理であると考えられる。そのため、出資先企業の円滑な事業承継
等に資する観点から、銀行の投資専門子会社等による出資先企業を「みなし大企業」から除外するよう、経済産業省や
中小企業庁等の一部の補助金事業を見直していただきたい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

経済産業省

「中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金」、「サービス等生産性向上ＩＴ導入
支援事業費補助金」、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」においては、みなし大企業の例外
として、中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社、投資事業有限責任組合契
約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合に該当する者については、大企業と取り扱わないものと
規定されています。

その他
経済産業省や中小企業庁、資源エネルギー庁が実施する補助事業については、各事業の目的とする政策
効果に沿って、個別に要件を設定しています。今後公募を開始する補助事業についても、その事業の目的に
応じて、適切な補助対象者を検討いたします。

371 令和7年1月23日 令和7年3月18日
20．福祉医療機構に
おける担保順位の
取り扱いの改善

福祉医療機構と民間金融機関との
協調融資案件において、同機構の
担保順位を第一順位とする運用を
撤廃し、同機構と民間金融機関の
担保順位を同順位とする運用に変
更する。

○独立行政法人福祉医療機構の融資については、2019年３月より、民間金融機関の先順位債権（普通抵当に限る）が
ある案件について、事業者の意向を踏まえたうえで、担保順位の入れ替えは行わない取り扱いに見直された。
○他方で、福祉医療機構と民間金融機関との協調融資案件においては、同機構の担保順位を第一順位とし、民間金融
機関の担保順位は劣後する運用となっている。なお、このような運用は、㈱日本政策金融公庫、㈱日本政策投資銀行、
㈱商工組合中央金庫等の他の政府系金融機関との協調融資においては行われておらず、福祉医療機構独自の運用と
なっている。
○例えば、病院の建替え等の案件では、長期かつ多額の融資を行うため、民間金融機関としては、上記の担保順位の
運用があることにより、担保の保全面が障壁となり、与信等の対応が制限される可能性があるなど、銀行による事業者
支援の幅が狭まるケースも考えられる。
○福祉医療機構において、政府系金融機関の立場として「民業補完」を徹底する観点から、当該運用を撤廃し、同機構と
民間金融機関の担保順位を同順位とする運用に変更するよう、厚生労働省から同機構に対して働きかけていただきた
い。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

厚生労働省
こども家庭庁

福祉医療機構による福祉医療事業者への融資においては、利用者保護の視点から施設運営の継続を最
優先に位置付けた運用に努めているところです。また、貸付原資は公的資金を活用しているため、貸し倒れ
た場合は公費の投入が必要となることから、償還確実性を図る必要があります。
そのため、原則として、次に該当する物件の担保提供が必要となります。
  ① 融資の対象となる施設及び事業の運営に利用する敷地（原則として、抵当権は第１順位）
  ② 上記①の敷地上に建築する（存在している）全ての建物 等

なお、上記については福祉医療機構独自の取扱いではなく、政策融資において同様の取扱いを行っている
独立行政法人等もあると認識しております。
（提案記載の他の3機関は株式会社で、個別法に民業補完や圧迫回避に関する規定があるなど、福祉医療
機構と設立形態・目的等が異なります。）

注）福祉医療機構と民間金融機関との協調融資は、いわゆるシンジケート・ローンのように同一条件で行う融
資ではなく、同じ融資案件に対して情報交換・連携を行いそれぞれの条件で融資を行うものです。

なし 対応不可

福祉医療分野は、保険料や公費等国民の負担を財源とした公定価格制度により運営されており、関係法
令に基づき地方公共団体が策定する計画等に沿った施設・事業の整備や各種管理監督によって、サービス
提供体制を持続的に確保することが求められています。

こうした特性を踏まえ、福祉医療事業者の負担を軽減し、施設整備や経営を支援するため、公的資金を貸
付原資とした政策融資制度を設け、その実施機関として福祉の増進・医療の普及向上を目的とする福祉医
療機構が担っているところです。

厚生労働省所管のもと、福祉医療機構において、政策実現のための施設・事業の整備、サービスの持続
性、公的資金の償還確実性を最優先に融資制度を運用することに努めており、追加的な財政負担が生じる
ことのないよう、それらを適切に担保するため、融資対象物件の抵当権に係る第一順位の原則は引き続き必
要です。

こうした取扱いは、福祉医療機構の設立形態や目的等を鑑み、確実に確保されるべき社会保障を支える政
策金融として必要な取扱いと認識しております。

そのうえで、融資対象物件であっても、民間金融機関の先順位債権（普通抵当）があるものについては、事
業者の意向を踏まえたうえで担保順位の入れ替えは行わない（第一順位としない）こととした2019年3月以降
の取扱いのほか、協調融資の際や意見交換会などを通じて福祉医療機構の知見やノウハウを民間金融機
関に提供・共有する取組を積極的に行うなど、民間金融機関と協調した融資の活用については引き続き適
切に取り組んでまいりたいと考えています。

372 令和7年1月23日 令和7年2月18日

21．個人番号（マイ
ナンバー）の銀行業
務・事務における活
用

個人番号（マイナンバー）を銀行の
業務・事務で活用することを可能と
する。

○2024年４月１日、「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」が施行され、
銀行は、マイナンバーの預貯金口座付番の促進に向けて取り組みを進めている。
○最新の住所等の基本４情報の提供が2023年５月に開始されるなど、政府等においてマイナンバーの活用が進められ
ているが、マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野でのみ活用可能となっており、銀行の業務・事務では活用で
きない。
○銀行が業務・事務にマイナンバーを活用することが可能になれば、業務・事務の効率化につながる。例えば、顧客が
複数の口座を保有している場合、マイナンバーをキーとした検索を行うことで当該顧客の口座の特定が容易になり、住
所・氏名変更手続きや相続手続き等について、より効率的な対応が可能となる。さらに、銀行の顧客情報データベースが
最新の状態に保たれることで、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策のための継続的顧客管理の効率化・実
効性向上につながる。
○昨年度要望に対し、デジタル庁・金融庁・総務省は「対応」と回答しているが、要望の一部に対応されたものと認識して
いる。社会保障・税・災害対策の分野に限らず、個人番号（マイナンバー）を銀行の業務・事務で活用することを可能とす
るよう、検討していただきたい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

デジタル庁
総務省
金融庁

・個人番号を利用することができる者及び利用することができる事務の種類については、番号利用法第９条
各項において規定されており、当該規定の範囲内で、当該事務処理に必要な限度においてのみ個人番号を
利用することができます。
なお、令和５年のマイナンバー法の改正により、社会保障制度、税制、災害対策分野以外の行政手続におい
てもマイナンバーの利用の推進を図ることとしています。

・行政手続における
特定の個人を識別す
るための番号の利用
等に関する法律

その他

・個人番号の利用範囲については、幅広く利用できるようにすることが国民の利便性向上に資するとのご意
見がある一方、プライバシー保護等の面から幅広く利用することを懸念するご意見もあるところ、ご提案にあ
るような業務における将来的な個人番号の利用については、個人情報保護への懸念も踏まえ、国民の理解
を得つつ、適切に対応してまいります。

373 令和7年1月23日 令和7年2月18日

22．行政機関等から
の口座振替依頼や
振込依頼等の電子
化（a）

行政機関等からの口座振替依頼や
振込依頼等について、書面を廃止
し電子化する。
(a) 税務署からの納税に係る口座
振替依頼

○現状、行政機関等からの口座振替依頼や振込依頼等が書面で送付され、書面ベースでの事務処理に係る負担（現物
保管、期日管理等に係る負担）が課題となっている。例えば、以下のようなケースがある。

(a) 税務署からの納税に係る口座振替依頼
国税の振替納税（注）については、納税者が口座振替依頼書を申請期限までに税務署等に提出することになっている。

国税庁は、税務署に提出された依頼書を取りまとめ、各銀行の口座振替の事務処理を行う事務センター等に対し、デー
タ形式で送付している。

（注）納税者名義の預貯金口座から、口座引落しにより国税（申告所得税、消費税等）を納付する手続き。事前に税務
署または希望する金融機関に対し、振替依頼書を提出する必要があるが、次回以降は自動的に振替納税が行われる。

しかし、申請期限を超過した口座振替依頼については、税務署から該当口座のある銀行の営業店に対し、個別に書面
で送付されている。これにより、口座振替の手作業での処理や、口座振替結果に係る書面の返送等の事務が発生してい
る。

昨年度要望に対し、財務省は「従前よりe-Tax方式の利用拡大に取り組んでいるところ、引き続きご協力いただきたい」
と回答しているが、e-Tax方式を利用しても、申請期限を超過した口座振替依頼については、税務署から銀行へ書面で
送付される対応となっている。申請期限超過後の口座振替依頼についてもe-Tax方式で送信可能とすること等により、金
融機関がe-Tax方式を利用しやすい環境を整備し、税務署から銀行への紙媒体での口座振替依頼の送付が無くなるよう
推進いただきたい。

○口座振替依頼や振込依頼が書面ではなく電子化されれば、銀行はもとより、口座振替・振込を依頼する行政機関等に
おいても、事務負担の軽減や郵送費用の削減等につながると考える。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

財務省

国税の口座振替に係る依頼書は、オンライン（e-Tax)により提出する方法を導入しており、電子化に対応して
います。
国税の口座振替に係る納付書は、データ交換方式（DVD又はe-Tax）と書面方式があり、内訳としては、デー
タ交換方式のDVDが約７４％、e-Taxが約２４％で全体の約９８％を電子化しており、残りの約２％が書面の
納付書を各金融機関に送付しています。

国税通則法第34条、
34条の２

検討を予定

国税の振替納税については、大多数が定まった日に口座引き落しを行っているものの、申請期限に関わら
ず消費税中間分のように件数が少ない場合については、紙の納付書の処理を行っていることから、税務署・
金融機関共に事務コストがかかっていると認識しております。
この課題を解決するためには、税務署と金融機関がオンラインで納付書情報のやりとりを行うことが重要で
あると考えるため、従前よりe-Tax方式の利用拡大に取り組んでおります。
紙の納付書の処理を行っている分につきましても、多くの金融機関においてe-Tax方式を活用していただくこ
とを前提として、更なるオンライン化を行いたいと考えておりますので、引き続きご協力いただきますようお願
いします。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

374 令和7年1月23日 令和7年2月18日

22．行政機関等から
の口座振替依頼や
振込依頼等の電子
化（b）

行政機関等からの口座振替依頼や
振込依頼等について、書面を廃止
し電子化する。
(b) 年金事務所からの高齢任意加
入の厚生年金保険料納付に係る口
座振替依頼

○現状、行政機関等からの口座振替依頼や振込依頼等が書面で送付され、書面ベースでの事務処理に係る負担（現物
保管、期日管理等に係る負担）が課題となっている。例えば、以下のようなケースがある。

(b) 年金事務所からの高齢任意加入の厚生年金保険料納付に係る口座振替依頼
高齢任意加入の厚生年金保険料納付に係る口座振替依頼については、一部の年金事務所から該当口座のある銀行

の営業店に対し、個別に書面で送付される。
昨年度要望に対し、厚生労働省は「日本年金機構においては、システムの刷新を行っているため、現段階においては、

高齢任意加入の厚生年金保険料納付にかかる口座振替依頼の取扱の変更に係るシステムの改修を行うことは難しい」
と回答しているが、日本年金機構のシステム刷新の現状や、本要望に関するシステム改修がいつ頃行える見込みか、具
体的に回答いただきたい。

○口座振替依頼や振込依頼が書面ではなく電子化されれば、銀行はもとより、口座振替・振込を依頼する行政機関等に
おいても、事務負担の軽減や郵送費用の削減等につながると考える。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

厚生労働省
高齢任意加入の厚生年金保険料納付に係る口座振替については、年金事務所において、口座振替用納入
告知書を作成の上、該当口座のある銀行の営業店に対し、個別に書面で送付しています。

厚生年金保険法第４
条の３第７項、第83
条の２

対応不可

現状、口座振替事務は、社会保険料の口座振替納付に係る契約において、「社会保険料の預金口座振替取
扱要領」（以下「取扱要領」という。）に基づき行うとしているところです。
口座振替依頼を行う場合の電子媒体の仕様は取扱要領で定めており、当該仕様どおり電子媒体を作成する
にあたっては、日本年金機構の社会保険オンラインシステムによって作成するほかないが、現在、日本年金
機構においては、システムの刷新を行っているため、現段階においては、高齢任意加入の厚生年金保険料
納付にかかる口座振替依頼の取扱の変更に係るシステムの改修を行うことは困難です。

375 令和7年1月23日 令和7年2月18日

22．行政機関等から
の口座振替依頼や
振込依頼等の電子
化（c）

行政機関等からの口座振替依頼や
振込依頼等について、書面を廃止
し電子化する。
(c) 自衛隊からの各種振込依頼（委
託国庫送金の書面での依頼）

○現状、行政機関等からの口座振替依頼や振込依頼等が書面で送付され、書面ベースでの事務処理に係る負担（現物
保管、期日管理等に係る負担）が課題となっている。例えば、以下のようなケースがある。

(c) 自衛隊からの各種振込依頼（委託国庫送金の書面での依頼）
自衛隊からの各種振込依頼については、自衛隊から日本銀行を通じて、日本銀行の代理店となっている銀行の営業店

に対し、書面で送付される（委託国庫送金の書面での依頼）。
昨年度要望に対し、防衛省は「今後、支払単位の見直しやシステム構築・改修も含めて、支出官払への移行を進めて

いく」と回答しているが、書面での依頼が順調に減少している地域もある一方、ほとんど減少していないという地域もあ
る。全国的に書面での依頼が減少するよう、防衛省には、各地域での取組状況に差異がないか確認いただいたうえで、
支出官払への移行を推進いただきたい。

○口座振替依頼や振込依頼が書面ではなく電子化されれば、銀行はもとより、口座振替・振込を依頼する行政機関等に
おいても、事務負担の軽減や郵送費用の削減等につながると考える。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

防衛省

○ 国の支出は、各省各庁の長の委任を受けた支出官が行う支出官払が原則ですが、自衛隊においては、
その運用や任務の特殊性を踏まえて、資金前渡官吏による支払（振込または現金による資金前渡払）が行
われております。
○ 支出官払においては、官庁会計システムを用いて債権者へ電信振込で支払うことが通常ですが、資金
前渡払の場合には、ご提案理由に記載のように、口座振替・振込依頼が書面においてなされております。
○ これに関して、会計業務の効率化に向けた改善計画（平成28年７月29日旅費・会計等業務効率化推進
会議決定）においても、資金前渡払から支出官払への移行が示されております。

なし 対応

〇給与等の一部の経費については、既に支出官払へ移行済みです。
○その他の経費についても、政府の方針に従い、支払単位の見直しやシステム構築・改修に対応中です。

その上で各地域での取組状況に差異はなく、システム構築・改修が完了次第、全国的に支出官払への移
行が進む予定です。
○なお、制度の現状にも記載のとおり、自衛隊においてはその運用や任務の特殊性を踏まえて資金前渡官
吏による支払が必要な場合が一定程度残るため、完全な支出官払への移行（資金前渡払の廃止）は難しい
ものと考えております。

376 令和7年1月23日 令和7年2月18日

22．行政機関等から
の口座振替依頼や
振込依頼等の電子
化（d）

行政機関等からの口座振替依頼や
振込依頼等について、書面を廃止
し電子化する。
(d) 戦没者等の遺族等に対する記
名国債（特別弔慰金国庫債券）の
交付

○現状、行政機関等からの口座振替依頼や振込依頼等が書面で送付され、書面ベースでの事務処理に係る負担（現物
保管、期日管理等に係る負担）が課題となっている。例えば、以下のようなケースがある。

(d) 戦没者等の遺族等に対する記名国債（特別弔慰金国庫債券）の交付
戦没者等の遺族等に対する弔慰金は、記名国債（特別弔慰金国庫債券）をもって交付することとされている。日本銀行

の代理店となっている銀行においては、記名国債の交付や償還金の支払いに係る事務負担が重くなっている。
昨年度要望に対し、厚生労働省は「受給者であるご遺族など関係者からは、国債による支給が良いというご意見を多く

いただいており、1965年の創設以来慣れ親しんでいる仕組みを変更することは、受給者に混乱を与えかねない」と回答し
ている。国債による支給を望む方々がいらっしゃることについては理解するが、振込等による支給を追加的な選択肢とし
て設ければ、受給者への混乱も生じないと考えられるため、検討いただきたい。

○口座振替依頼や振込依頼が書面ではなく電子化されれば、銀行はもとより、口座振替・振込を依頼する行政機関等に
おいても、事務負担の軽減や郵送費用の削減等につながると考える。また、戦没者等の遺族等に対する弔慰金が記名
国債の券面による交付ではなく振込により支給されれば、銀行はもとより、受取人（遺族等）の利便性も向上すると考え
る。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

厚生労働省

・先の大戦で国に殉じた軍人軍属等の方々に思いをいたし、戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周
年、70周年といった特別な機会を捉え、国として弔慰の意を表すため、一定範囲の遺族に対して特別弔慰金
を支給しています。
・支給は無利子の記名国債の交付により行われ、毎年の償還日に均等に支払いを受けます。
・平成27年から、御遺族の高齢化等を踏まえ、５年償還の国債を５年ごとに２回交付するとともに、償還額を
年５万円に増額しています。
・平成２７年改正分の２回目の交付分は、令和２年４月１日より請求受付を開始し、令和５年３月31日に請求
受付を終了しました。

戦没者等の遺族に対
する特別弔慰金支給
法（昭和40年法律第
100号）第5条

対応不可

・御指摘については、特別弔慰金は国としての弔慰の意を表すために支給しているものであり、国としての弔
慰の意を受給者の方々に一層実感いただくためには、交付国債という形あるもので支給することが適当と考
えており、追加的な選択肢を設けることは考えておりません。
・また、従来の国債による支給の事務に加えて、振込支給に要する事務（振込処理、口座情報管理等）が新
たに発生し、併存することで、支給事務全体に遅れが生じる恐れがあり、受給者の利益の観点からも、国債
による償還が適当であると考えます。

377 令和7年1月23日 令和7年2月18日

22．行政機関等から
の口座振替依頼や
振込依頼等の電子
化（e）

行政機関等からの口座振替依頼や
振込依頼等について、書面を廃止
し電子化する。
(e) 地方公共団体からの国民健康
保険団体連合会指定の振込用紙に
よる振込依頼

○現状、行政機関等からの口座振替依頼や振込依頼等が書面で送付され、書面ベースでの事務処理に係る負担（現物
保管、期日管理等に係る負担）が課題となっている。例えば、以下のようなケースがある。

(e) 地方公共団体からの国民健康保険団体連合会指定の振込用紙による振込依頼
地公体からの各都道府県の国民健康保険団体連合会（以下、国保連）への振込については、多くの地公体において、

銀行の営業店に対し、書面により依頼されている。また、振込人名の前に、指定の10桁の番号を入力して送金することを
求められ、銀行が当該10桁の番号を手入力している。振込用紙は国保連指定の書式となっており、銀行の振込用紙と異
なるため、１件ずつ振込処理する必要があるほか、さらに、国保連の取りまとめ金融機関あてに、納入済通知書を郵送
する必要があり、事務負担となっている。

昨年度要望に対し、厚生労働省は「提案については、国民健康保険中央会より国民健康保険団体連合会へ情報提供
させていただく」と回答しているが、対応に改善が見られない地域も多い。書面ではなくデータ伝送によって振込依頼を行
う地公体も存在するため、厚生労働省より国民健康保険中央会等に対し、そのような好事例を横展開するよう要請いた
だきたい。

○口座振替依頼や振込依頼が書面ではなく電子化されれば、銀行はもとより、口座振替・振込を依頼する行政機関等に
おいても、事務負担の軽減や郵送費用の削減等につながると考える。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

厚生労働省

地方公共団体からの国民健康保険連合会（以下、国保連）への振込方法については、国保連ごとに現状
が異なっています。

いくつかの国保連に確認したところ、国保連指定の振込用紙はありますが、使用を必須とはしておらず、ま
た、インターネットバンキングの導入や口座振替等への手続きへの移行を進めている国保連もあると承知し
ております。

なし
現行制度下
で対応可能

昨年、いただいた提案については国民健康保険中央会を通じて国保連へ情協提供させていただいたところ
です。

好事例などを横展開することは、事務負担軽減等にも資することになりますので、今後、国民健康保険中
央会を通じて国保連に周知したいと考えております。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

378 令和7年1月23日 令和7年2月18日

22．行政機関等から
の口座振替依頼や
振込依頼等の電子
化（f）

行政機関等からの口座振替依頼や
振込依頼等について、書面を廃止
し電子化する。
(f) 地方公共団体からの全国市町
村職員共済組合連合会指定の振
込用紙による振込依頼

○現状、行政機関等からの口座振替依頼や振込依頼等が書面で送付され、書面ベースでの事務処理に係る負担（現物
保管、期日管理等に係る負担）が課題となっている。例えば、以下のようなケースがある。

(f) 地方公共団体からの全国市町村職員共済組合連合会指定の振込用紙による振込依頼
地公体からの各都道府県の市町村職員共済組合への振込については、地公体から銀行の営業店に対し、書面により

依頼される。振込用紙は全国市町村職員共済組合連合会指定の書式となっており、銀行の振込用紙と異なるため、１件
ずつ振込処理する必要があり、事務負担となっている。

昨年度要望に対し、総務省は「まずは、地方公共団体から地方公務員共済組合への払い込みがどのように行われてい
るのか実態を把握したうえで、その対応の可否について検討していく」と回答している。実態把握の結果や、それを踏ま
えた対応方針について回答いただきたい。

○口座振替依頼や振込依頼が書面ではなく電子化されれば、銀行はもとより、口座振替・振込を依頼する行政機関等に
おいても、事務負担の軽減や郵送費用の削減等につながると考える。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

総務省
地方自治体から共済組合への掛金・負担金の振込方法について、インターネットバンキングを利用して振込
を行っている地方自治体もあれば、共済組合指定の振込用紙を用いて金融機関に対して振込依頼を行って
いる地方自治体もあるところ。

なし 検討に着手
現状を受け、振込依頼を行う地方公務員共済組合に対し、地方自治体が進めるインターネットバンキング

の活用等公金取扱全般のデジタル化の取組を踏まえた対応について周知してまいりたい。

379 令和7年1月23日 令和7年2月18日
23．地方公共団体の
支出における小切手
振出の廃止

地方公共団体の支出にあたっての
小切手振出を不要とすること等によ
り、インターネットバンキングによる
口座振替への切替等を推進する。

○政府の「成長戦略実行計画」（2021年６月18日閣議決定）では、「本年夏を目途に、産業界及び金融界による自主行動
計画の策定を求めることで、５年後の約束手形の廃止に向けた取組を促進する」「小切手の全面的な電子化を図る」とさ
れた。
○これを受け、銀行界は、2026年度末までに、手形・小切手の交換枚数をゼロにする目標を掲げ、インターネットバンキ
ング（以下、ＩＢ）等の電子的決済サービスの利便性向上、地公体を含む取引先への導入促進に取り組んでいる。その一
環として、小切手帳の新規発行停止の方針を決定した金融機関も増えてきている。
○今後、小切手帳の新規発行停止の方針を決定する金融機関は増加する見込みであり、地公体における支出について
も、小切手の振出からＩＢ等の電子的決済サービスに切り替える必要がある。総務省からも、地公体向け通達において、Ｉ
Ｂによる口座振替の方法により支出することが可能である旨を通知いただいているが、地公体との取引の現場では、以
下の課題に直面している。
①地方自治法第232条の６第１項および同施行令第168条の３第２項の規定により、「支出方法の原則は小切手であ
る」、「ＩＢでは、支出にあたって必要な『会計管理者の通知』を充足できない」として、ＩＢ等の利用に応じてもらえない。
②ＩＢによる支出を行っている地公体においても、メインの会計口座とは別に、ＩＢによる振込用口座を開設し、上記の「会
計管理者の通知」を充足するために、都度、わざわざ小切手等を用いて、メインの会計口座から振込用口座への資金移
動を指示したうえで、振込用口座から債権者の口座へ振込を行っているケースがある。そのため、小切手の削減につな
がっていないうえ、地公体も金融機関もＩＢを用いる事務負担削減効果を享受できていない。
○これらの課題を踏まえ、総務省において、次の対応を措置いただきたい。
①ＩＢ等の利便性向上、金融機関における小切手帳の新規発行停止の動向を踏まえ、地方自治法第236条の６第１項お
よび同施行令第168条の３第２項を改正し、地公体の支出にあたっての小切手の振出や、紙媒体での「会計管理者の通
知」を不要とする。
②「会計管理者の通知」については、ＩＢによる口座振替をもって同通知に当たるという解釈を、地公体への通達等により
改めて周知する。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

総務省
地方公共団体の支出は、小切手による振出しに限らず、口座振替の方法によりすることができることとされ

ています。

地方自治法第232条
の５第２項、第232の
６第１項、地方自治
法施行令第168条の
３第２項

その他

地方公共団体の支出は、小切手による振出しに限らず、口座振替の方法によりすることができることとされ
ています。

また、「指定金融機関等に取り扱わせている公金収納等事務に要する経費の取扱い等について（通知）（令
和４年３月２９日付け総行行第８５号・総税企第３５号）」及び「指定金融機関等に取り扱わせている公金収納
等事務に係る経費負担の見直しの状況に係る調査及び公金収納等事務の効率化・合理化に係る取組に関
する留意事項について（令和５年６月１３日付け総行行第２３２号）」により、インターネットバンキングによる
口座振替は、地方自治法第２３２条の５第２項に規定する口座振替に該当するものであり、会計管理者が指
定金融機関等に対してインターネットを経由してインターネットバンキングによる口座振替の方法により支出
することを指示することは、地方自治法施行令第１６８条の３第２項の「会計管理者の通知」に該当するもの
であると考えられる旨を通知し、インターネットバンキングによる口座振替の活用を地方公共団体に促してき
たところです。このことについては、今年度も「指定金融機関等に取り扱わせている公金収納等事務に係る
経費負担の見直しの状況に係る調査について（令和６年８月１４日付け総行行第３８７号）」の発出に併せ
て、「指定金融機関等に取り扱わせている公金収納等事務に係る経費負担の見直しの状況に係る調査及び
公金収納等事務の効率化・合理化に係る取組に関する留意事項について（令和５年６月１３日付け総行行第
２３２号）」を地方公共団体に再周知しています。

380 令和7年1月23日 令和7年2月18日
24．地方公共団体に
おける定額小為替
証書の利用の廃止

地方公共団体における定額小為替
証書の利用を廃止する。もしくは定
額小為替証書の銀行への持ち込み
を取り止める。

○住民票や戸籍謄本を郵送で請求する際、地方公共団体は、定額小為替で代金を支払うよう求めている。地方公共団
体が受領した定額小為替証書の多くは指定金融機関に持ち込まれており、枚数精査や電子交換所へ送信するための
データ化等が事務・管理負担となっている。
○政府の「成長戦略実行計画」（2021年６月18日閣議決定）では、「本年夏を目途に、産業界及び金融界による自主行動
計画の策定を求めることで、５年後の約束手形の廃止に向けた取組を促進する」「小切手の全面的な電子化を図る」とさ
れた。
○これを受け、銀行界は、2026年度末までに、定額小為替証書を含めた電子交換所における交換枚数をゼロにする目
標を掲げ、自主行動計画を策定している。
○自主行動計画において、定額小為替証書の取扱いは、「関係者（ゆうちょ銀行）と削減に向けた協議を継続していく」と
しているが、手形・小切手と比べて削減のペースは鈍く、交換枚数ゼロの目標の達成に向けたボトルネックの一つとなっ
ている。
○上記のとおり、政府方針を踏まえ、銀行界では自主行動計画に基づく取り組みを進めているところ、それを後押しいた
だく観点から、定額小為替証書の廃止に向けた検討を進めるとともに、すぐに廃止が困難な場合には、地方公共団体が
定額小為替証書を郵便局に持ち込み、換金してから指定金融機関の口座に入金するよう、取り扱いを変更いただきた
い。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

総務省
住民票等の手数料の納付方法については、法令で定められているものではなく、各地方公共団体の条例

や規則等において定められているものと承知しています。
その他

住民票等の手数料は、事務に要する経費と、役務の提供を受ける住民の利益とを勘案しつつ、当該団体
における他の手数料等との均衡を考慮して市町村の条例で定めるものですが、その納付の方法について
は、各市町村において検討頂き、適切に判断されているものと承知しております。

地方公共団体における公金納付については、住民の利便性向上や公金収納事務の効率化の観点から、
キャッシュレス決済を含む多様な方法により行えるようにすることが重要であり、地方自治法に基づく指定納
付受託者制度等により、クレジットカードやスマートフォンアプリ等による決済を可能としてきたところです。

これに加え、現在、納付書を発行して納付を行う地方税以外の公金について、地方税ポータルシステム
（eLTAX）を活用した納付が可能となるよう取組を進めているところであり、こうした取組を着実に進めることに
より、地方公共団体の公金納付のデジタル化を推進してまいりたいと考えております。

なお、地方公共団体が定額小為替証書を郵便局に持ち込み、換金してから指定金融機関の口座に入金す
るよう、取扱いを変更することについては、各地方公共団体と指定金融機関の間で協議いただく必要がある
と考えています。

381 令和7年1月23日 令和7年2月18日

25．地方公共団体に
おける定期的な支出
における自動口座引
落の許容

地方公共団体における定期的な支
出（金融機関への手数料支払い、
公共料金支払い、元利金返済等）
について、口座引落による支出を可
能とする。

○2024年10月より、内国為替制度運営費が、地公体における銀行間の為替取引を伴う公金の支出にも適用されることと
なった。これに伴い、地公体から金融機関への手数料の支払件数が増加することが想定される。
○現状、金融機関が地公体から手数料等を受領する場合、支払方法（小切手、インターネットバンキング（以下、ＩＢ））を
問わず、地方自治法施行令第165条の２に基づき、金融機関から請求書を発行し、それを起点に地公体が支払いを指図
している。このため、内国為替制度運営費の適用開始後は、請求書発行負担が大幅に増大することが懸念される。
○総務省は、地公体あて通達において「ＩＢによる口座振替の方法により支出することが可能である」旨を通知している
が、ＩＢによる支出を導入しても、「自動口座引落」（事前に設定した口座から定期的に必要な資金を引き落とすこと）の利
用は不可とする地公体が大多数となっている。
○これは、地公体において、総務省通達上の「口座振替」は、「支払いの必要が生じた都度、ＩＢで振込の操作をすること」
を指しており、支出にあたっては「債権者からの申出」（地方自治法施行令第165条の２）や「会計管理者の通知」（同第
168条の３第２項）が必要とされる以上、「自動口座引落」は含まないと解釈していることが要因である。
○こうした状況を踏まえ、総務省におかれては、「既存の通知における、ＩＢによる口座振替には、都度の振込だけでなく
『自動口座引落』も含意しており、事務負担軽減の観点から自動口座引落を積極的に利用推奨する」旨を通知いただく
等、地公体における定期的な支出（金融機関に支払う各種手数料や元利金返済、公共料金の支払い等）については、
「自動口座引落」の利用を可能としてほしい。
○「自動口座引落」の利用が可能となれば、金融機関の請求事務が軽減されるだけでなく、地公体にとっても、「会計管
理者の通知」を都度取得するための手続き（小切手の振出やＩＢでの振込操作）が不要になる等、事務負担の大幅な削
減効果が期待される。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

総務省
地方公共団体において、指定金融機関等に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、会計管
理者は、指定金融機関等に通知して、口座振替の方法により支出をすることができるとされています。

地方自治法第232条
の５第２項、
地方自治法施行令第
165条の２、第168条
の３第２項

検討を予定
地方公共団体の公金の支出を自動引き落としで行うことについては、その可能性を含め検討してまいりま
す。
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382 令和7年1月23日 令和7年2月18日
26．各種共済制度の
申込受付等のデジタ
ル化

中小企業退職金共済制度の申込
書について、オンラインによる提出
とする。また、特定業種退職金共済
制度の掛金納付について、共済手
帳に共済証紙を添付する方法を廃
止し、電磁的方法とする。

○中小企業退職金共済制度の申込書は、金融機関窓口において書面により提出することとされており、書面・対面ベー
スでの事務処理に係る負担が課題となっている。
○この共済制度の実施主体である勤労者退職金共済機構のホームページ経由等で顧客が直接オンラインにより申込書
を提出することが可能となれば、顧客の利便性向上、同機構および金融機関の事務処理の効率化、負担軽減につなが
る。
○昨年度要望に対し、厚生労働省は「契約申込手続きのオンライン化について、将来的な実現の必要性は認識してい
る。（中略）2026年10月に予定している新基幹システムリリース以降に具体的な検討を進めていきたい」と回答いただいて
いるが、回答いただいたスケジュールに沿って、着実に検討を進めていただきたい。

○また、特定業種退職金共済制度の掛金は、共済手帳に共済証紙を添付する方法により納付され、共済契約者は金融
機関窓口で共済証紙を購入しなければならず、共済契約者・金融機関双方にとって負担がある。同制度のうち、建設業
退職金共済制度については、2020年10月より、電磁的方法（ペイジーまたは口座振替）による納付が可能となった。清酒
製造業退職金制度および林業退職金共済制度も含め、掛金納付が電磁的方法に一本化されれば、事務処理の効率
化・負担軽減につながるため、検討いただきたい。
○昨年度要望に対し、厚生労働省は「電磁的方法を導入する場合、システムの構築および運用には相当のコストがかか
るところ、建設業以外の特定業種がそのコストを負担できるか等について慎重な検討が必要」と回答している。しかし、銀
行では共済証紙に関する残高管理等の負担を強いられており、このような社会的コストがあることや、デジタル社会の形
成という政府の目標等も踏まえて、電磁的方法の導入を前向きに検討いただきたい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

厚生労働省

○中小企業退職金共済制度の申込書は、退職金共済契約申込書及び•預金口座振替依頼書等の必要書類
を、金融機関又は委託事業主団体の窓口に提出して行います。

○特定業種退職金共済の掛金は、共済契約者（事業主）が金融機関窓口で共済証紙（日額）を購入し、被共
済者（労働者）に賃金を支払う都度、被共済者の共済手帳に就労実績に応じて共済証紙を貼付し、これに消
印する方法によることとされておりましたが、建設業退職金共済制度については、2020年10月より、電磁的
方法（ペイジーまたは口座振替）による納付が可能となっています。

中小企業退職金共済
法第44条第５項
中小企業退職金共済
法施行規則第４条第
１項、第86条、第86条
の３
令和２年４月22日厚
生労働省告示第191
号

その他

○契約申込手続きのオンライン化について、将来的な実現の必要性は認識しています。
中退共では、現在、基幹システムの再構築を実施しており、仕様凍結期間に入っているため、令和８年１０月
に予定している新基幹システムリリース以降に具体的な検討を着実に進めていきたいと考えています。

○ 特定業種退職金共済制度は、事業場を転々と移動する方々のための制度であるという特殊性を踏ま
え、就労実績に応じた掛金納付を行うことができる、共済契約者及び被共済者双方にとって簡便な方法とし
て共済手帳への証紙貼付の方法を設けています。

建設業退職金共済における電磁的方法の導入の際、中小規模の事業主には、引き続き証紙貼付方法に
より掛金を納付したいとの要望もあったことから、共済契約者の利便にも配慮して、建設業退職金共済にお
いては証紙貼付方法と電磁的方法による納付との併存方式を採ることとし、電磁的方法への一本化はしな
かったところです。

また、建設業以外の特定業種についても、現行の証紙貼付方法による掛金納付に関し、金融機関におけ
る共済証紙の残高管理等の業務負担にかかる社会的コストがあること、ならびにデジタル社会の形成という
政府の目標については承知しているところであります。

しかしながら、電磁的方法の導入については、社会情勢の変化と導入時及び導入後に継続して発生する
運用コストの双方を見極めることが重要であることから、引き続き慎重に検討を行う必要があるものと考えて
おります。

383 令和7年1月23日 令和7年2月18日

27．捜査機関からの
捜査関係事項照会
や口座凍結要請の
電子化等

捜査機関からの捜査関係事項照会
や口座凍結要請について、書面の
郵送やＦＡＸによる方法を廃止し、
電子化する。また、捜査機関から金
融機関への口座凍結要請の連絡を
早期化する。

○金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」において、捜査機関からの外部照会の
状況や凍結要請等の分析が求められている。
○現状、捜査機関からの外部照会や凍結要請等は紙を媒体として各金融機関に通知されている。照会や凍結要請につ
いて、行内の状況確認・回答作成、効率的な分析等の対応のため、通知情報を銀行でデータ化している。
○「規制改革実施計画」（2022年６月７日閣議決定）において、「デジタル庁とも連携の上、刑事手続におけるデジタル技
術の活用のために必要不可欠となるシステム構築を含めたデジタル基盤の整備に向けた取組を推進し、2026年度中
に、新たなシステムを利用した活用施策を一部開始することを目指す」とされている。捜査機関からの捜査関係事項照会
や口座凍結依頼の電子化が実現すれば、銀行の事務・管理負担の軽減に加え、マネロン等対策の高度化・効率化に資
する。
○昨年度要望に対し、警察庁・金融庁・デジタル庁は「検討に着手」としており、捜査関係事項照会および口座凍結要請
の双方について、いつ頃までに電子化を実現する想定か、具体的なスケジュールを示していただきたい。
○また、電子化と併せて、捜査機関から金融機関に対する口座凍結要請等の連絡を早期化していただきたい。例えば、
マネロンを行う犯罪組織を摘発した場合等において、容疑者逮捕の公表から口座凍結要請までに期間を要すると、その
間に資金移転が行われるリスクも生じうる。金融機関において、口座凍結や取引停止等に係る迅速な対応ができるよう、
可能な限り公表と同時に金融機関あて連絡してほしい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

警察庁
金融庁
デジタル庁

【捜査関係事項照会】
警察からの捜査関係事項照会については、一部金融機関とはオンラインによる照会を実施しておりますが、
殆どの事業者とは捜査関係事項照会書を各金融機関等に郵送し、書面にて回答を頂いています。

【口座凍結の依頼】
警察においては、特殊詐欺等の犯罪に利用され又はその疑いがある預貯金口座を把握した際、当該預貯

金口座が開設された金融機関に対して、当該預貯金口座の凍結を依頼しています。

【捜査関係事項照会】
刑事訴訟法（昭和23
年法律第131号）第
197条第２項

【口座凍結の依頼】
－

【捜査関係
事項照会】
検討に着手

【口座凍結
の依頼】
その他

【捜査関係事項照会】
警察では、一部金融機関とオンラインによる照会・回答を行う取組を行っており、今後もオンライン照会の対
象の拡大を図るべく迅速に検討を進めてまいります。

【口座凍結の依頼】
金融機関に対する預貯金口座の凍結依頼の運用方法等については、金融機関側の事務負担等も考慮しつ
つ、口座の凍結依頼を行う際の緊急性等も踏まえながら、より効果的かつ効率的な運用ができないか検討し
ておりますが、今後も関係事業者等と協議の上、迅速に検討を進めてまいります。

384 令和7年1月23日 令和7年2月18日

29．オフショア市場
における承認金融機
関の確認義務の簡
素化

東京オフショア市場において、承認
金融機関に求められる取引の相手
方が非居住者であることの確認義
務について、確認方法のデジタル
化や記載の簡素化を許容する。

○東京オフショア市場は、外国為替及び外国貿易法の規定により、財務大臣の承認を受けた特別国際金融取引勘定を
保有する金融機関（以下、承認金融機関）が、非居住者を取引の相手方として国外から調達した資金を国外で運用する
「外―外取引」を行うことを原則とした市場である。
○外国為替令第11条の２第９項により、承認金融機関は、非居住者とのオフショア取引の都度、取引等の相手方が非居
住者であることを確認することが求められている。
○具体的には、承認金融機関は、取引等の相手方が非居住者であることを確認した場合は、確認のために使用した書
類（または当該書類の写し）に確認を了した旨およびその年月日を記載し、併せてその書類を当該取引が終了した日後
５年間保存（注）することとされている。

（注）保存の方法は、書面、電磁的記録またはマイクロフィルムによることとされている。
○上記の確認は、紙ベースで行うことが求められており、オフショア取引を行う金融機関において、相応の事務負担が生
じている。
○そのため、承認金融機関の事務負担軽減やペーパレス化に資する観点から、①電磁的手段により確認を了した旨を
記録すること（ワークフローシステム上に、取引等の相手方が非居住者であることを確認した旨を記録する等）や、②確
認書類上で取引日付が記載されていれば、確認した年月日の記載を省略すること等を許容いただきたい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

財務省

オフショア市場とは、外国から調達した資金を外国に対して運用するいわゆる外－外取引を国内の金融・
税制上の諸規制を受けることなく自由に行うことができる市場をいい、東京オフショア市場においても、外為
法に基づき、財務大臣の承認を得て「特別国際金融取引勘定（以下「オフショア勘定」といいます。）」を設け
た銀行等が、この勘定を通じて行う非居住者等との間の預金、貸付け及び証券売買等の取引について、各
種の内外遮断措置により国内金融市場と遮断した上で金利規制、預金保険、準備預金の対象外とするとと
もに、非居住者に帰属する預金等の利子について源泉所得税等を非課税とする特別措置を講じています。

このため、特別国際金融取引勘定承認金融機関（以下「承認金融機関」といいます。）は、オフショア勘定に
おいて経理される取引又は行為の相手方が非居住者であること等の確認が求められており、その具体的な
確認方法等は「特別国際金融取引勘定に関する事務取扱要領について（蔵国第1289号）」（以下、「事務取
扱要領」といいます。）において定められているところ、承認金融機関は当該取引又は行為の相手方が非居
住者であることの確認を、事務取扱要領に掲げる書類を照合する方法により行うものとしています。また、承
認金融機関は、当該確認を行った場合は、確認のために使用した書類又は当該書類の写しに確認を了した
旨及びその年月日を記載するものとしています。

外国為替及び外国貿
易法第21条第３項及
び第４項
外国為替令第11条の
２第９項
外国為替に関する省
令第19条第５項～７
項
「特別国際金融取引
勘定に関する事務取
扱要領について」第
二 一～六

検討を予定

「制度の現状」欄に記載のとおり、東京オフショア市場では承認金融機関がオフショア勘定を通じて行う非
居住者や他の承認金融機関との間の取引等について金融や税制面での特別措置が講じられていることを
踏まえ、承認金融機関に対し当該取引等の相手方が非居住者であること等の確認が求められております。

ご提案の事項については、「相応の事務負担が生じている」とのご指摘も踏まえ、こうした制度上の要請に
対する関連規定の在り方を改めて精査し、業界のご意見も伺いながら、対応を検討します。

385 令和7年1月23日 令和7年2月18日

30．地方自治体に対
する指定金融機関
の担保提供義務の
廃止または緩和

地方自治体に対する指定金融機関
の担保提供義務を廃止または緩和
する。

○地方自治法施行令において、指定金融機関（以下、指定金）には担保提供義務が課されている。
○収納・支払いにかかる地方公金は預金保険法により仕掛中の決済債務および決済用預金として全額保護されており、
仮に指定金が破綻した場合でも原則翌営業日から払戻しが可能となる。
○また、地方自治体と指定金との私法上の契約による損害の保全が可能であることにより、債務履行の確実性が実質
的に確保されている。
○これらの点を踏まえると、法令で指定金に担保提供を原則義務付けることは、過剰な規制であると言えるため、地方自
治法施行令第168条の２第３項の規定を削除いただきたい。
〇当該規定の削除が難しい場合、少数の地公体においては、上記条項が「地方公共団体の長の定めるところにより担保
を提供しなければならない」との規定であることから、当該地公体の長の判断により無担保としている実態があることを踏
まえ、地公体で取り扱う公金の規模や指定金の財務状況等を鑑みたうえで、無担保とする運用が拡大していくよう、総務
省において地公体への働きかけを進めていただきたい。

― 総務省「地方公共団体の財務制度の見直しに関する報告書」（2015年12月）において、2014年４月時点で、指定金
の担保提供について6.0％の市町村が「未回答、無担保等」であることが示されている。
○なお、銀行は、指定金業務を無償もしくは低廉な金額で引き受けているが、同業務に係るコスト負担が軽減されないの
であれば、指定金融機関を辞退することを検討せざるを得ない銀行も出てくると考える。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

総務省
指定金融機関は、普通地方公共団体の長の定めるところにより担保を提供しなければならないとされていま
す。

地方自治法施行令第
168条の２第３項

対応不可

御指摘のとおり地方公共団体の有する決済用預金については預金保険制度により全額保護の対象ではあ
りますが、当該担保は地方公共団体から債権者への支払いが滞ったことにより発生する遅延利息や損害賠
償など保護の対象外の損害に充当することができ、地方公共団体と指定金融機関との私法上の契約により
損害の保全が可能だとしても、仮に指定金融機関が破綻するなど不測の事態が発生した場合は、担保提供
があることにより、こうした遅延利息や損害賠償などについても確実に損害へ充当することが可能となるもの
です。
このため、指定金融機関の担保提供義務については、公金管理の安全性を確実に担保する観点から、必要
と考えています。
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検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

387 令和7年1月23日 令和7年2月18日

33．有事発生時にお
ける店舗の臨時休
業等の手続きの簡
素化

有事発生時における銀行店舗の臨
時休業・業務再開等に係る手続き
（行政庁への届出、公告、店頭掲
示）を簡素化する。

○2019年10月の銀行法施行規則改正により、台風・地震・異常気象等によって、営業所の役職員、利用者の生命・身体
に重大な危険を生じさせるおそれがある場合には、臨時休業および業務再開の届出・公告・店頭掲示が不要とされた。
○他方で、近年、国際政治の不安定化を背景に、国際的にミサイル発射やテロ等の有事が増加しており、日本において
も、有事発生によって役職員や利用者に重大な危険を生じさせる懸念が高まっている。そのため、有事発生時にも、異常
気象等発生時と同様に、臨時休業・業務再開等に係る手続きを簡素化いただきたい。
○営業所の役職員、利用者の生命・身体に重大な危険を生じさせるおそれがある「有事」として、例えば、以下のケース
を想定している。

・全国瞬時警報システム（Ｊアラート）が配信される近隣諸国からのミサイル発射
― 2023年、北朝鮮のミサイル発射に伴い、Ｊアラートが４回発出された。

・国内でのテロや日本が関係する軍事衝突等の発生
・原子力災害対策指針における全面緊急事態
・１類感染症（エボラ出血熱、ペスト等）のパンデミック 等

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

金融庁
銀行は、内閣府令で定める場合を除き、天災その他のやむを得ない理由により、事務所を臨時に休業すると
きは、その旨を届け出るとともに、公告し、かつ店頭に掲示しなければならないとされており、また、臨時休業
を行った事務所が業務を再開した場合も同様の措置を行うこととされています。

銀行法第16条第１項
銀行法施行規則第17
条第２項第５号、第５
項第２号、第６項第２
号

対応不可
銀行の店舗を臨時休業・営業再開する際に、届出・公告・店頭掲示の手続きが必要とされているのは、銀行
の業務の高い公共性を踏まえたものであり、その手続きを簡素化することは、慎重に検討する必要があると
ころ、直ちに措置することは困難です。

388 令和7年1月23日 令和7年2月18日
34．業務報告書等の
簡素化

銀行法に基づき提出している業務
報告書等を簡素化する。

○銀行は、事業年度ごとに業務報告書、中間業務報告書、連結業務報告書、連結中間業務報告書（以下、業務報告書
等）を金融庁へ提出している。
○業務報告書等の記載事項の多くは、銀行が別途作成している有価証券報告書、事業報告、ディスクロージャー誌等と
重複・類似している。銀行監督上必要なものがあればオフサイト・モニタリングで徴求可能である。
○昨年度要望に対し、金融庁は「対応」と回答しているが、以下の簡素化については対応いただいてないため、引き続き
検討していただきたい。
 (a) 有価証券報告書を提出している銀行は、業務報告書等の提出を不要とする
 (b) 業務報告書等の項目を削減する

― 「第１事業概況書」を削除する（事業報告や有価証券報告書等で概ね代替可能であるため）、決算状況表と重複す
る事項（自己資本比率の状況、役職員数等）を削除するなど、項目を削減する。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

金融庁

銀行は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成するとと
もに、銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して
記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならないこととされてい
ます。

銀行法第19条、第52
条の27
銀行法施行規則第18
条、第34条の24

検討を予定
業務報告書については、銀行法上の主たる監督手段であることから、提出不要とすることは困難です。他

方で、金融機関における事務負担軽減の観点から簡素化等を図る余地がないか検討を行ってまいります。

389 令和7年1月23日 令和7年2月18日

35．銀行および銀行
持株会社の役員等
の選任・退任届出の
廃止

銀行および銀行持株会社の役員等
の選任・退任届出を廃止する。

○銀行および銀行持株会社は、役員等（代表する取締役、常務に従事する取締役、監査役）を選任しようとする場合、ま
たは役員等が退任しようとする場合、内閣総理大臣に届出をしなければならない。
○役員等の選任・退任については、適時開示やニュースリリースで速やかに開示していることに加え、役員等の一覧は
有価証券報告書等で確認することができる。また、事前の届出が必要ということであれば、株主総会の招集通知（候補者
の氏名、選任理由等を記載）を金融庁に送付することで、代替可能であると考える。
○昨年度要望に対し、金融庁は「その適格性を適切にモニタリングする必要があるため、措置は困難」と回答している
が、適時開示や有価証券報告書、株主総会招集通知等で銀行が開示している情報により、適切なモニタリングは可能で
あると考える。このような情報によって代替不可であるとすれば、その理由を明確・具体的に示していただきたい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

金融庁
銀行及び銀行持株会社は、役員等（代表する取締役、常務に従事する取締役、監査役）を選任しようとする
場合、又は役員等が退任しようとする場合は、内閣総理大臣に届け出なければならないこととされています。

銀行法第53条第１項
第８号、第３項第９号
銀行法施行規則第35
条第１項第３号、第３
項第３号

対応不可
銀行法第７条の２において、銀行の取締役等に求められる適格性等が定められております。当局は、法令に
基づく取締役等の選任・退任の届出により、その適格性等を適切にモニタリングする必要があるため、当該
届出を廃止する措置は困難です。

390 令和7年1月23日 令和7年2月18日
36．銀行の営業所の
位置変更届出書の
添付書類の簡素化

銀行の営業所の位置変更届出書
の添付書類の記載事項を簡素化す
る。

○営業所の位置を変更する場合、銀行は内閣総理大臣に対して、事前にその旨を届け出なければならない。
○当該届出書には、「営業所の新所在地」、「理由」、「新営業所の概要」等を記載した書類を添付しなければならない。
当該添付書類の記載項目が多く、かつ、調査に時間を要する項目もあり、多大な事務負担となっている。
○2024年５月の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正により、「開発費用」（土地取得費、建物建
築費等）の記載が不要とされたほか、店舗内店舗方式による移転の場合には「犯罪防止措置及び顧客情報管理」欄の
記載と営業所の略図の添付は不要とされた。
○他方、上記改正後も「新営業所の概要」（土地の面積、建物の延面積、営業室の面積等）、「業績実績・予想」（預金・貸
出・損益・人員の実績と予想）の記載が求められており、その作成負担は重く、記載事項の簡素化（削減）を引き続き検討
していただきたい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

金融庁
銀行は、日本において支店その他の営業所の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で
定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならないとされています。

銀行法第８条第１項
銀行法施行規則第９
条第１項、第２項
主要行等向けの総合
的な監督指針Ⅲ－２
－３－７－２（４）、別
紙様式４－２、４－２
の２
中小・地域金融機関
向けの総合的な監督
指針Ⅲ-４-１、別紙
様式４-２、４-２の２

検討を予定

銀行法に基づく支店の位置変更届出については、銀行における事務負担軽減の観点から見直しを行うこと
とし、令和６年５月に「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を一部改正しました。

当該届出については、銀行業務の高い公共性に鑑みたものであるところ、銀行監督上の必要性等も考慮し
ながら、引き続き検討を行います。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

選挙の立候補届出日および補充立
候補締切日が休日にあたる場合、
供託金の納付完了が銀行の翌営
業日となることを認める。または、
休日における供託金納付対応の法
務局への一元化や、供託金納付方
法の電子納付への一本化を実現す
る。

31．選挙供託制度の
見直し

令和7年2月18日令和7年1月23日

○公職選挙法に基づく選挙においては、供託金の納付完了が立候補届出受理の要件となっている。
― 立候補の届出書に「供託したことを証明する書面」を添付することとされている。

○選挙の立候補届出日（公示日・告示日）および補充立候補締切日が休日にあたる場合、日本銀行代理店となっている
銀行店舗は、供託事務へ対応するため、行員が休日出勤により対応している。
○休日にあたる場合に限り、供託金の納付完了について、銀行の翌営業日とすることを認める（届出の当日に「供託した
ことを証明する書面」が添付されていなくとも、当該書面を事後提出すれば、届出を有効なものとする）扱いとすれば、代
理店の休日対応が不要となる。
○昨年度要望に対し、総務省は「立候補届出において必要添付書類とされている供託書正本の事後提出を認めるとす
ると、供託書正本が提出されなかった場合等には一度受理された立候補届出が事後的に却下されることとなるが、その
ような取扱いは有権者等の混乱を生じるため、提案への対応は困難」と回答している。しかし、供託金は電子納付が可
能であるほか、立候補希望者があらかじめ納付しているケースも多いため、立候補届出日当日に代理店に立候補希望
者が来店することは稀であり、供託金の納付完了が銀行の翌営業日となることを認めても影響は軽微と考えられる。
○また、上記の対応が難しい場合には、公的なコストを私企業である銀行に負担させている現状を改善する観点から、
①現金による供託金納付を受付可能な法務局を拡大し、休日における供託金納付への対応を法務局に一元化すること
や、②行政手続のデジタル化の一環として、供託金の納付方法を電子納付へ一本化（日銀代理店での供託事務を廃止）
することを検討いただきたい。

386

○「休日にあたる場合に限り、供託金の納付完了について、銀行の翌営業日とすることを認める」ことについ
て
公職選挙法では、真に当選を争う意思のない候補者の乱立や売名目的のための立候補を防止するため、
供託の制度が設けられており、立候補届出に当たっては、供託をしたことを証明する書面（供託書正本）の添
付が必要とされています。立候補届出期間は、選挙の期日の公示日又は告示日の一日間のみであり、供託
がなされていることを確実に確認せずに立候補届出を受理すれば、上記の供託制度の目的が果たせなくな
り、また、立候補届出において必要添付書類とされている供託書正本の事後提出を認めるとすると、供託書
正本が提出されなかった場合等には一度受理された立候補届出が事後的に却下されることとなりますが、そ
のような取扱いは有権者等の混乱を生じるため、提案への対応は困難と考えます。また、現在は真に当選を
争う意思のある立候補者の多くが事前に供託を行っていることを前提としても、選挙運動期間中に立候補届
出が事後的に却下されることを承知の上で売名目的の立候補をする者が出現することは抑止できないもの
と考えます。
なお、選挙供託における電子納付及びオンライン申請の利用を推進するため、立候補予定者説明会等の機
会において、立候補予定者等に対し、電子納付及びオンライン申請の利用について案内するよう、総務省か
ら各選挙管理委員会に対して要請しています。また、全ての無記名国債証券の消滅時効の完成に伴い、令
和６年３月２２日以降は、地方選挙のうち当該選挙において、法務局本局若しくは地方法務局本局又は東京
法務局八王子支局若しくは福岡法務局北九州支局が指定されたときは、日本銀行代理店における休日対応
が不要となっています。

○「①現金による供託金納付を受付可能な法務局を拡大し、休日における供託金納付への対応を法務局に
一元化すること」及び「②行政手続のデジタル化の一環として、供託金の納付方法を電子納付へ一本化（日
銀代理店での供託事務を廃止）すること」について
供託金の納付方法は、日本銀行への持参・払込みを原則的取扱い（供託規則第１８条）としつつ、申請者の
利便性を考慮して、大正から昭和中期までにかけて一部の供託所（５２庁）で供託金受入れの特則（供託規
則第２０条）として現金取扱いを開始したものです。現在では、社会情勢の変化に加え、預金口座への振込
みや電子納付の方法が可能となったことに鑑みれば、このような特則が、申請者の利便性に資する程度は、
むしろ大きく減少していると考えられることから、特則の対象となる供託所を拡大することは考えておりませ
ん。他方で、申請者の事情によっては電子納付の方法を採ることができない場合もあることから、現時点に
おいて電子納付に一本化することも困難です。

対応不可

公職選挙法
第86条、第86条の２、
第86条の３、第86条
の４、第92条
公職選挙法施行令
第88条、第88条の３、
第88条の５、第89条

供託規則第18条、第
20条

立候補の届出は、その選挙の期日の公示日又は告示日に行うこととされており、その際、供託をしたことを
証明する書面を添付することが必要とされています。

選挙の立候補届出日及び補充立候補締切日が休日に当たる場合、休日開庁する法務局につき、法務局本
局若しくは地方法務局本局又は東京法務局八王子支局若しくは福岡法務局北九州支局が指定されたときは
当該法務局に、それ以外の法務局が指定されたときは当該法務局と取引のある日本銀行代理店に現金で
納付することとされています。

総務省
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

391 令和7年1月23日 令和7年2月18日
37．確定拠出年金運
営管理機関に関す
る届出の一部廃止

銀行が確定拠出年金運営管理機
関の登録を受ける場合の「役員の
兼職状況」の届出を廃止する。直ち
に廃止することが難しい場合、記載
事項に変更がある際の届出期限を
延長（「30日以内」等）する。

○銀行が確定拠出年金運営管理機関の登録を受ける場合、主務大臣に登録申請書を提出する必要があり、この申請
書には、「役員の兼職状況」を記載する必要がある。
○この申請書は、記載事項に変更があった場合、２週間以内に変更の届出を行わなければならないため、毎月２回変更
がないか確認する必要があり、多大な事務負担となっている。
○銀行法上、銀行の取締役が他の会社の常務に従事する際は内閣総理大臣の認可が必要であり、当該認可を確認す
ることで、確定拠出年金法の登録拒否事項に係る法人との兼職がないことの確認が可能である。
○このため、銀行が確定拠出年金運営管理機関の登録を受ける場合は、「役員の兼職状況」の記載を不要としても問題
ないと考える。
○また、特に社外取締役の場合、本人からの申し出がない限り、リアルタイムに兼職状況を把握することは困難である。
２週間以内に役員への確認、行内手続き、届出の提出を完了することは事務負担が大きいことから、直ちに「役員の兼
職状況」の届出を廃止することが困難な場合、届出期限の延長（例えば、「30日以内」等）を検討いただきたい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

厚生労働省
金融庁

銀行が確定拠出年金運営管理機関の登録を受ける際は、申請書に役員の氏名や当該銀行の役員の兼務
状況等を記載する必要があります。
また、これらの事項に変更が生じたときは、２週間以内に、その旨を主務大臣に届け出ることと規定されてい
ます。

確定拠出年金法第89
条第1項、第92条第1
項、第104条、確定拠
出年金運営管理機関
に関する命令第２
条、第３条、第５条

対応不可

確定拠出年金運営管理機関の役員の兼職状況については、年金関連業務を担う者としての適格性を判断
するため、役員が確定拠出年金法第91条第１項第５号に該当する者でないかを確認することとしています。
これは、登録を取り消された確定拠出年金運営管理機関の役員であった者で当該取消しの日から５年を経
過しないものが役員にいる法人からの登録を拒否するものであり、銀行法に基づく確認とはその内容が異な
ることから、ご提案に対応することは困難です。

393 令和7年1月23日 令和7年2月18日
39．金融庁等への資
料の任意提出の廃
止

金融庁および日本銀行にそれぞれ
年１回行っている役員名簿の任意
提出を廃止する。

○銀行は、年１回、金融庁および日本銀行に対し、任意で提出を依頼されているものではあるものの、役員名簿をそれ
ぞれに提出している。
○金融庁と日本銀行の様式は統合されたが、記載項目が多く、多大な事務負担となっている。そもそも、役員選任・退任
については、適時開示やニュースリリースで速やかに開示しているほか、役員に係る情報は有価証券報告書や決算状
況表等で確認することができるため、廃止しても問題ないと考える。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

金融庁
銀行は、毎年1度、金融庁および日本銀行に対し、それぞれの様式で役員名簿を作成・提出しています。規
制報告一元化の取組みにより、2022年6月末以降は、金融庁および日本銀行の様式が統一されました。

銀行法第7条の2 対応不可
役員名簿は、役員の選退任に係る届出とともに、銀行法第7条の2において規定されている役員の適格性

を監督する手段であることから、銀行による開示の有無にかかわらず提出を受ける必要があり、廃止は困難
です。引き続きご理解いただけますと幸いです。

394 令和7年1月23日 令和7年2月18日

40．「中小企業向け
融資及び住宅ローン
に係る貸付条件の
変更等の実施状況」
に係る報告の廃止

新型コロナウイルス感染症が５類
へ移行し、顧客の求めにより柔軟に
条件変更に応じている実態（影響は
限定的であること）を踏まえ、本報
告を廃止する。

○新型コロナウイルス感染症は、感染症法上の位置付けが５類感染症へ移行したことを受け、社会経済活動の正常化
が進みつつある。
○金融機関における貸付条件の変更等の状況（銀行分）をみると、2020年３月分の報告開始以降、条件変更の申込み
を謝絶せず、条件変更に応じた割合は高位で推移している。足元（2024年９月末時点）、中小企業者が99.2％、住宅資金
借入者が96.5％、と高い実行率となっており、条件変更やその他の資金繰り支援策を柔軟に検討・実施する体制が定着
していると考えられる。
○新型コロナウイルス感染症による影響が限定的になっていること、顧客の求めにより柔軟に条件変更等に応じている
実態が定着していることを踏まえ、銀行の事務負担軽減のため、同報告を廃止いただきたい。

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

金融庁

新型コロナウイルス感染症の影響拡大を踏まえた事業者支援等の資金繰りの状況について確認する必要
があることから、令和２年３月末より、債務者が中小企業者である場合と、住宅資金借入者である場合の「貸
付条件の変更等の実施状況」について、銀行法（昭和56年法律第59号）第24条第1項等の規定に基づき、民
間金融機関に報告を求めています。
その後、銀行業態においては、金融機関の事務負担等に鑑み、以下のとおり段階的に報告頻度の見直しを
行っています。
・令和５年６月：債務者が住宅資金借入者である場合について、四半期毎の報告へ変更（債務者が中小企業
者である場合は従前どおり月次報告）。
・令和６年10月：債務者が中小企業者である場合及び住宅資金借入者である場合について、いずれも半期
毎の報告へ変更

銀行法等 検討を予定
従来、経済社会情勢の変化に加え、足元の条件変更の申込件数の推移や条件変更に応じた割合、金融機
関の事務負担等を勘案しつつ、報告頻度の見直し等を行っており、今後も引き続き所要の検討や見直し等を
実施して参ります。

395 令和7年1月23日 令和7年2月18日

国・地方公共団体と
のリース取引につい
て①
地方公共団体の調
達関連手続及び請
求・支払関係手続の
電子化等

全国単位での電子化を早急に実現
するとともに、必要な手続を統一化
すること。

規制改革実施計画（2024年6月21日）を踏まえ、電子化・統一化を早急に進め、これらを実施すること。
公益社団
法人リース
事業協会

総務省
デジタル庁

地方公共団体における入札参加資格審査申請に関する具体の事務の実施方法については、国の法令で
定められているものではなく、各地方公共団体において当該地方公共団体の実情を踏まえ、財務規則等で
定めて運用しているものです。

地方公共団体の財務
規則等

検討に着手

令和５年12月に取りまとめられた「新たな社会経済情勢に即応するための地方財務会計制度に関する研
究会報告書」を踏まえ、令和６年３月に総務省と地方公共団体で構成する「地方公共団体の調達関連手続
の共通化・デジタル化に係る実務検討会」を立ち上げ、地方公共団体や事業者の意見を聞きながら、入札参
加資格審査申請に係る共通の申請項目や申請方法、広域又は全国的な共通システムの整備の方向性につ
いて検討を進めているところです。引き続き、規制改革実施計画を踏まえ、必要な取組を進めてまいります。

38．認定経営革新等
支援機関に関する
届出の一部廃止

392 令和7年2月18日令和7年1月23日

(a)「統括責任者、統括責任者を補佐する者」の変更届出について
統括責任者、統括責任者を補佐する者については、認定経営革新等支援機関制度の適切な運用を担保す
るため、専門的知識及びこれまでの実務経験により、当該法人の中核となって、自らの監督と責任の下に、
下部組織を活用しながら法定業務を担うことができる人材を配置することが重要であると考えており、認定申
請書への記載・変更時の届出を求めているものです。
提案理由欄でご記載いただいている、「役員を把握できれば、統括責任者等の届出は不要と考える。」との
点について、「統括責任者、統括責任者を補佐する者」は役員に限られているものではないことから、役員の
名称を把握していることをもって届出を不要とすることは当該制度にそぐわないと考えます。
また、提案理由欄でご記載いただいている、「個人ではなく部門名・役職にて届出すること」につきましては、
担当部署や役職のみの届出では、当該制度として、誰が責任を持っているかが把握できないため、当該制
度にそぐわないと考えます。
こうしたことから、統括責任者及び統括責任者補佐の登録等に係る届出について直ちに廃止することは困難
であると考えておりますが、いただいた御要望については、今後の制度設計においての参考としたいと考え
ています。

(b)「事務所の所在地」の変更届出について
事務所の所在地が変更になった場合に変更の届出を求めているもののうち、金融機関からご提出いただく

ものについては、添付書類（登記簿謄本等）の削減等で合理化を進めてきたところです。
また、現在、デジタル庁においては、関係省庁と連携しながら、法人について、各制度・行政手続において

重複する事項に関して、申請/届出の省略＝ワンスオンリー（再提出不要）を実現するために必要な制度や
システムの論点の検討を進めており、令和６年通常国会において、「情報通信技術の活用による行政手続等
に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法
等の一部を改正する法律」が成立しました.これにより、商業・法人登記に係る登記事項と同一の項目の変更
に関し、行政機関等が情報連携により入手した場合は、他の法令に基づく変更の届出が行われたことと「み
なし」、当該他の法令に基づく変更の届出を不要とする特例が創設されたところです。御指摘についても、同
特例の運用を含む情報連携の推進について、関係省庁で連携し検討してまいります。

【統括責任
者、統括責
任者を補佐
する者】
その他

【事務所の
所在地】
検討に着手

中小企業等経営強化
法第31条第１項、第
３項及び第４項
中小企業等経営強化
法第31条第１項に規
定する経営革新等支
援業務を行う者の認
定等に関する命令第
２条、第３条及び第４
条、様式第２

銀行法第８条第１
項、銀行法施行規則
第９条第１項

情報通信技術の活用
による行政手続等に
係る関係者の利便性
の向上並びに行政運
営の簡素化及び効率
化を図るためのデジ
タル社会形成基本法
等の一部を改正する
法律

経営革新等支援機関の認定を受けようとする者は、「事務所の所在地」「統括責任者、統括責任者を補佐
する者」について申請書に記載して提出する必要があります。

また、その認定を受けた以降に(a)「統括責任者、統括責任者を補佐する者」(b)「事務所の所在地」に関す
る事項の変更が生じた場合には、変更届出を行う必要があります。

なお、(b)「事務所の所在地」の変更届出の際には登記簿謄本等の添付資料が必要であるところ、金融機関
については銀行法等の各業法に基づき本店所在地等を届出していることから、令和５年10月より資料の添
付を省略可能とし、取扱いを改定したところです。

デジタル庁
経済産業省
金融庁
法務省

一般社団
法人
全国地方
銀行協会

○銀行が中小企業等経営強化法に基づく認定経営革新等支援機関の認定を受ける場合、経済産業大臣および内閣総
理大臣に認定申請書を提出する必要がある。この申請書の記載事項に変更がある場合、変更の届出を行わなければな
らない。
○次の項目については、以下の理由から変更届出を廃止しても問題ないと考える。

(a) 統括責任者、統括責任者を補佐する者
銀行は、コンサルティング機能の発揮を通じて、取引先の経営支援を行っている。このように、銀行全体として経営革新

等支援業務に取り組んでいることを踏まえると、役員を把握できれば、統括責任者等の届出は不要と考える。
また、直ちに廃止が難しい場合には、個人ではなく部門名・役職にて届出すること（例えば、統括責任者について「●●

部（法人支援部門の名称）の部長」と記載する等）を可能としていただきたい。

(b) 主たる事務所の所在地
銀行は、銀行法に基づき、銀行の営業所の位置変更があった場合、内閣総理大臣に変更の届出をしており、当該届出

を確認することで所在地変更の確認は可能である。

○昨年度要望に対し、デジタル庁・経済産業省・金融庁は「検討に着手」と回答しており、早期に検討を進めていただきた
い。

中小企業等経営強化法に基づく認
定経営革新等支援機関である銀行
に係る(a)統括責任者、統括責任者
を補佐する者、および(b)主たる事
務所の所在地に変更があった場合
の届出を廃止する。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

396 令和7年1月23日 令和7年2月18日
域外産業廃棄物の
搬入規制の撤廃

リース終了物件の処分を円滑に行
うため、域外産業廃棄物の搬入規
制を撤廃すること

73道県・政令市において、当該自治体独自の条例により、域外からの産業廃棄物の搬入を規制しているため、日本全国

に設置されているリース終了物件の処分を円滑に行うことが阻害されている。

公益社団
法人リース
事業協会

環境省

域外産業廃棄物の搬入規制は、各地方公共団体で定める条例等に基づく制度であり、例えば都道府県外か
らある県の最終処分場へ産業廃棄物を搬入しようとする場合、当該産業廃棄物を排出した事業者と当該県
との間で事前協議を行い、搬入の理由や処理方法等を踏まえて当該県が搬入の可否を判断する規制制度
があると承知をしています。

地方公共団体の条例
等

対応

一部の自治体において、事前協議制等により域外からの産業廃棄物の搬入規制を事実上行っている場合
が見られますが、このような廃棄物処理法の趣旨・目的に反し、同法に定められた規制を超える条例・要綱
等による運用については、必要な見直しを行うことにより適切に対応されたい旨を各自治体に対して要請し
ています。

397 令和7年1月23日 令和7年2月18日
電子マニフェスト制
度の改善（フロン工
程管理票の追加）

廃棄物処理法の電子マニフェストに
フロン工程管理票の記載項目を追
加すること。

リース終了物件を処分する際に、廃棄物処理法に基づく電子マニフェスト制度の活用が進んでいるが、フロンが充てんさ
れている機器を処分する際には、フロン排出抑制法に基づくフロン工程管理票を紙ベースで作成・保管している。

電子マニフェストにフロン工程管理票の記載項目を追加することにより、廃棄物の管理が合理化される。

公益社団
法人リース
事業協会

環境省
経済産業省

フロン排出抑制法では、第一種特定製品（業務用の冷蔵冷凍機器・エアコン）の廃棄等の際には、第一種特
定製品の廃棄等実施者から第一種フロン類充塡回収業者への回収依頼書の交付（取次者に依頼する場合
は委託確認書の交付）や保存等（法第43条）、フロン類の回収が行われた際には引取証明書の受領や保存
等（法第45条）、機器を処分する際には廃棄等実施者から引取等実施者への引取証明書の写しの交付等
（法第45条の2）が義務づけられています（これらの書面が行程管理票）。行程管理票については、「フロン類
の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通
信の技術の利用に関する法律施行規則」（令和元年経済産業省・国土交通省・環境省令第３号）により、電
子媒体を用いて処理を行うことが可能です。

廃棄物処理法では、排出事業者が産業廃棄物処理を委託する際に、受託者に対して産業廃棄物管理票
（マニフェスト）を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載したマニフェストの写しの交付を受けること
により、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保する目的でマ
ニフェスト制度を措置しています（法第12条の３）。電子マニフェスト制度は、紙マニフェストの記載内容を電子
データ化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の３者が情報処理センターを介したネットワーク上でやり
とりする仕組みで、その登録・報告事項は、産業廃棄物処理に共通する項目を廃棄物処理法施行規則で規
定しています（法第12条の５第２項、規則第８条の32、第８条の33、第８条の34の２）。

フロン排出抑制法第
43条、第45条、第45
条の2、フロン類の使
用の合理化及び管理
の適正化に関する法
律に係る民間事業者
等が行う書面の保存
等における情報通信
の技術の利用に関す
る法律施行規則」（令
和元年経済産業省・
国土交通省・環境省
令第３号）
廃棄物処理法第12条
の３、第12条の５第２
項
廃棄物処理法施行規
則第８条の32、第８
条の33、第８条の34
の２

現行制度下
で対応可能

フロン排出抑制法に基づく行程管理票は電子媒体を用いて処理することが可能であり、また、廃棄物処理法
に基づく電子マニフェストについては、事業者等がEDI方式により各種機能を搭載し運用することが可能であ
るため、行程管理票の機能を搭載し運用することが妨げられているものではありません。なお、既にフロン排
出抑制法に基づく行程管理票の機能を搭載したシステムも上市されていると承知しております。

398 令和7年1月23日 令和7年2月18日
古物営業法の各種
手続きの電子化に
ついて

古物商に係る各種届出の電子化を
早急に進めること。

2023年度の当協会提言に対する警察庁の回答「検討に着手」を踏まえ、早急に電子化を進めること。
公益社団
法人リース
事業協会

警察庁
古物営業に係る申請等については、古物営業法（昭和24年法律第108号）等に基づき、都道府県公安委員

会に申請することとされています。

古物営業法（昭和24
年法律第108号）第５
条第１項及び第７条

古物営業法施行規則
（平成７年国家公安
委員会規則第10号）
第１条の３及び第５
条

検討に着手

警察庁では国民の利便性向上のため、一部の手続を対象としてオンラインでの申請等を可能とする「警察
行政手続サイト」を、令和３年６月１日から試行的に運用をしているところ、古物営業法に関しても令和６年１
月から仮設店舗における営業の届出の手続を追加しています。

また、令和７年末までには、より利便性の高いシステムを整備することとしており、古物営業法に係る手続
について、当該システムにおけるオンライン申請等が可能となるよう検討を進めているところです。

399 令和7年1月23日 令和7年2月18日
固定資産税の電子
納付等について

地方公共団体ごとに様式が異なる
ため、すべての地方公共団体が
「eLTAX」による納付に対応できるよ
う体制整備をすること。
上記が整備されるまでの間は、納
付書の様式統一又は共通様式で法
人側で納付書の作成ができるよう
にすること。

リース物件の所有権はリース会社にあり、リース物件に課される固定資産税を申告・納税している。リース物件は日本全
国に設置されているが、その固定資産税を納税する際に、区市町村ごとに納付書の様式が異なっており、固定資産税の
納付に過重な負担が生じている。これを電子納付可能とすることにより、リース会社並びに区市町村ともに事務の合理化
を図ることができる。

公益社団
法人リース
事業協会

総務省
固定資産税については、令和５年４月から、地方税統一QRコード（eL-QR）を活用した電子納付の仕組みを
導入しています。

地方税法第747条の
５の２

対応
eLTAXによる納付については、eL-QRにより、既に99.8％の団体で対応しており、令和８年度までに残りの団
体も対応予定です。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

400 令和7年1月23日 令和7年2月18日

自動車税（種別割）
及び軽自動車税（種
別割）の電子納付等
について

地方公共団体ごとに様式が異なる
ため、すべての地方公共団体が
「eLTAX」による納付に対応できるよ
う体制整備をすること。
上記が整備されるまでの間は、自
動車税納税書に付されているQR
コードに「車両登録番号」情報を追
加すること。

リース物件（自動車及び軽自動車）の所有権はリース会社にあり、リース物件（自動車及び軽自動車）に課される自動車
税・軽自動車税を納税している。リース物件（自動車及び軽自動車）は日本全国で使用されているが、それに係る自動車
税及び軽自動車税を納税する際に、地方公共団体ごとに納付書の様式が異なっており、自動車税及び軽自動車税の納
付に過重な負担が生じている。これを電子納付可能とすることにより、リース会社並びに地方公共団体ともに事務の合理
化を図ることができる。

公益社団
法人リース
事業協会

総務省
自動車税種別割、軽自動車税種別割については、令和５年４月から、地方税統一QRコード（eL-QR）を活用
した電子納付の仕組みを導入しています。

地方税法
・法第747条の５の２

対応
eLTAXによる納付については、eL-QRにより、自動車税種別割は全ての団体で対応しております。軽自動車
税種別割においても、既に99.8％の団体で対応しており、令和８年度までに残りの団体も対応予定です。

401 令和7年1月23日 令和7年2月18日
自動車税（種別割）
の還付通知書の電
子化について

現状、自動車税（種別割）の納付に
ついては、電子データでの対応が
可能となっているが、還付通知につ
いても電子データにて受領できるよ
うにして頂きたい。

ペーパーレスの推進と業務の大幅な効率化を図ることができる。
公益社団
法人リース
事業協会

総務省 還付通知については、現在、eLTAX未対応です。

地方税法
・法第17条

情報通信技術を活用
した行政の推進等に
関する法律
・法第７条

検討に着手
還付通知等の地方税関係通知のデジタル化については、学識経験者、地方団体、経済団体や金融団体等
から構成される「地方税における電子化の推進に関する検討会」において、その実現方策等について検討を
行っているところです。

402 令和7年1月23日 令和7年2月18日
自動車の移転登録
時の譲渡証明書の
省略について

売買契約書の写し（印鑑押印）と合
わせて新旧所有者の印鑑証明書が
必須とされているが、譲渡証明書の
添付は手続きが重厚であり、これを
省略できるようにすること。

売買契約書の写し（法人の実印押印）及び印鑑証明書を添付しており、加えて譲渡証明書の添付することは不要と考え
る。

公益社団
法人リース
事業協会

国土交通省

（印鑑証明について）
移転登録の申請者は、自動車登録令（以下「登録令」という。）第15条第１項に基づき、申請書に押印をする
必要があります。また、押印をした申請書には、登録令16条第１項に基づき、その印鑑に係る証明書を添付
する必要があります。

（譲渡証明書について）
登録令第14条第１号において、登録の申請をする者は申請書に「登録の原因を証する書面」を添付する必
要がある旨が定められています。
また、自動車登録規則第６条の14において、自動車の譲渡が原因となる移転登録の場合は、この「登録の
原因を証する書面」が譲渡証明書である旨が定められています。

（売買契約書の写しについて）
道路運送車両法及びその関係法令等では、移転登録の手続きの際に売買契約書の写しの提出は求めてお
りません。

自動車登録令（昭和
26年政令第256号）第
14条、第15条第１項、
第16条第１項
自動車登録規則（昭
和45年運輸省令第７
号）第６条の14

対応不可
譲渡証明書は、移転登録の手続きにおける登録の原因（自動車の所有権が旧所有者から新所有者に移転
したこと）を確認するために必要な書類であり、これを省略することは困難です。

403 令和7年1月23日 令和7年2月18日

理容師及び美容師
の合格による免許証
付与並びに名簿の
廃止

免許申請に必要な書類（住民票、
診断書）を、試験終了から合格発表
までの間に提出させ、自動車運転
免許の付与と同様に、試験合格と
同時に免許を付与する。

令和６年６月２４日に所管省庁への検討要請された提案内容にも記載されていますが、厚労省は、「申請から交付まで
１ヶ月かかっていたものを１週間で交付できるようになった」と評価しているにもかかわらず、（公財）理容師美容師試験研
修センターが美容師試験合格者に対し交付した免許申請手続きの案内においては、厚労省発表の内容と異なる「免許
証は簡易書留にて受付後、概ね２週間～４週間で届きます。」とし、申請者に不利益となる状況となっているにもかかわら
ず、厚労省も黙認しています。
また、このように曖昧な期間を設定されることは、昼夜を問わず、一刻も早くお客様対応のため研修に励んでいる新規採
用者にとっては死活問題です。
私の知人は、合格後、直ちに申請し１週間ほどで免許証が到着したようですが、郵便局保管期限（１週間）が過ぎ、当法
人に返却されました。改めて、免許証の再発送を求め、申請から２８日目に受け取ることができました。
しかし、受取りまでは４週間以内であったにも関わらず、再郵送料１２００円を支払わせられることになりました。このよう
に、交付期間内に受け取ったとしても再郵送料を支払わせられている申請者は、他にもいるものと思われます。
免許証の交付日を明確にせず、受け取れなかった場合に再郵送料を払わせるのであれば、自動車運転免許証と同じよ
うに、即日交付することが申請者にとって、二重申請の解消、業務の即日従事、無資格従事者の排除、免許登録期間の
短縮、手数料の軽減に繋がります。
この検討要請に対する厚労省の回答では、即日交付の可否については回答されておりませんので、ぜひ制度改正を含
めた見直しをお願いします。

個人 厚生労働省

○理容師法施行規則（平成10年厚生省令第４号）第16条の規定に基づき、厚生労働大臣は、理容師試験に
合格した者に合格証書を交付するものとされており、理容師免許を受けようとする者は、理容師法（昭和22年
法律第234号）第２条及び理容師法施行規則第１条の規定に基づき、厚生労働大臣に申請し、その免許を受
ける必要があります。

○美容師法施行規則（平成10年厚生省令第７号）第16条の規定に基づき、厚生労働大臣は、美容師試験に
合格した者に合格証書を交付するものとされており、美容師免許を受けようとする者は、美容師法（昭和32年
法律第163号）第３条第１項及び美容師法施行規則第１条の規定に基づき、厚生労働大臣に申請し、その免
許を受ける必要があります。

○理容師試験及び美容師試験（以下「国家試験」という。）に関する試験事務並びに理容師及び美容師の登
録事務は、理容師法第４条の２及び第５条の３並びに美容師法第４条の２及び第５条の３に基づき、厚生労
働大臣の指定を受けた公益財団法人理容師美容師試験研修センターが行っています。

・理容師法第２条、第
３条第４項、第４条の
２、第５条～第５条の
３、第６条
・理容師法施行規則
第１条、第２条、第16
条
・美容師法第３条第１
項、第４条第５項、第
４条の２、第５条～第
５条の２、第５条の
３、第６条
・美容師法施行規則
第１条、第２条、第16
条

対応不可

○国家試験は、理容師養成施設及び美容師養成施設において理容師及び美容師になるのに必要な知識及
び技能を修得した者が、理容師及び美容師の免許を取得するに足りる知識及び技能を有するかどうかを判
定するために行うものであり、合格証書は国家試験に合格したことを証明するものとして交付されるもので
す。

○理容師免許及び美容師免許は、国家試験に合格した者が業として理容及び美容を行うことを可能とする
ものであり、免許証は、理容師及び美容師として理容及び美容の業を適正に行うことができることを証明する
とともに、無免許による営業を防止するために、免許に関する事項を理容師名簿及び美容師名簿に登録して
交付するものです。

○このように、国家試験の実施及び合格証書の交付と、免許の付与及び名簿への登録は、それぞれ異なる
行政目的に基づき行われるものであることから、ご提案に対応することは困難です。

○また、国家試験の合格者（第49回国家試験合格者数：17,955人）からの申請に対して、申請書の記載事項
や添付書類の確認、免許証の作成業務等に一定の期間を要することから、合格発表と同日に免許証を交付
することは困難です。
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対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

404 令和7年1月23日 令和7年2月18日
療養費における治療
用既製品装具の基
準額見直し

装具(レディメイド)は、保険局医療
課は健康保険法のもとで治療用装
具を管轄し、社会・援護局障害保健
福祉部は障害者総合支援法のもと
で補装具を管轄している。治療用装
具は補装具費支給基準額を適用す
ることとされているが、治療用装具
の既製品についてのみ、保険局が
補装具の算定基準額よりも安価な
額を設定しており、一物二価の状態
で運用されている。従って、治療用
装具の既製品においても補装具費
算定基準額を適用するよう提案す
るとともに、義肢装具士有資格者が
過去にも一度も配置されたことがな
い保険局に対しては、少なくとも治
療用装具を扱う担当係に義肢装具
士資格を持つ職員を配置するよう
提案します。

令和6年4月に補装具費支給基準における価格改定が行われ、物価高騰や円安の状況を勘案した基準額のアップが認
められたところであるが、療養費における治療用既製品装具については、令和４年４月にリスト収載47品目の基準価格
が示されたまま、物価高騰等の影響等を含め見直しの検討がなされておらず、その後10品目追加されたものの公定価
格が据え置きのまま今日に至っている。同じ既製品の装具であっても、障害保健福祉部の基準額には国家資格を有する
義肢装具士の技術料や流通経費が含まれているのに対して、保険局医療課の治療用装具における既製品装具は、義
肢装具士の技術料が不足しており、装具の流通経費は認められておらず、島しょ部も含め全国同一価格での装具提供
を不可能なものとなっている。結果として一物二価となっている。
このため、保険局医療課においては、義肢装具士資格を持つ職員を配置する等医療における義肢装具の問題をよく理
解して頂き、同一価格算定を採用し、一物一価になる様、社会・援護局障害保健福祉部の補装具の算定基準額を適用
する事を提案します。

一般社団
法人日本
義肢協会、
公益社団
法人日本
義肢装具
士協会、一
般社団法
人日本福
祉用具・生
活支援用
具協会

厚生労働省

治療用装具については、患者が事業者（義肢装具士）に対して支払った装具購入費用の範囲内で、保険者
が療養費の支給を行うことになっております。また、保険者が療養費の支給決定を円滑に行えるようにする
ため、療養費の支給対象とすることが適当と認められる既製品の治療用装具についてリスト化し、基準価格
を定めています。

健康保険法（大正11
年法律第70号）第87
条
治療用装具の療養費
支給基準について
（昭和36年７月24日
付保発第54号厚生省
保険局長通知）

対応不可

治療用装具に係る療養費については、医療保険制度の中で疾病又は負傷の治療遂行上必要な場合等に支
給されるものであり、保険者等といった関係者の意見を踏まえながら制度を運用しているところです。このう
ち、既製品装具に係る療養費については、保険者等、治療用装具製作者及び有識者による社会保障審議会
医療保険部会 治療用装具療養費検討専門委員会において、基準価格のあり方等に関する検討が進められ
ており、その引き上げについても、それに伴う患者負担の増加等も踏まえつつ専門委員等のご意見を伺いな
がら、慎重に検討すべきと考えています。
また、治療用装具に係る療養費について検討を行うに当たっては、専門委員会等において治療用装具製作
者等のご意見を伺う体制が構築されており、定員上の制約がある中、現時点で治療用装具の担当係に義肢
装具士資格を持つ職員を配置する必要性は生じておりませんが、ご提案については、貴重なご意見として受
け止めさせていただきます。

405 令和7年1月23日 令和7年2月18日

241116Z39[1／4]♪
不動産登記規則に
おける図面の「丈夫
な用紙」規定を原則
廃止する♪

図面は、「Ｂ列四番の丈夫な用紙を
用いて作成しなければならない」
〔不登規74条3項〕。／以前はバイン
ダーに綴られ写しの作成や閲覧に
利用されたから、用紙には耐久性
が必要だった。／しかし、図面が電
子化された現在では、用紙の耐久
性は必要ない。／H20「法務省事後
評価の実施に関する計画」には「平
成２２年度末までに 全国の登記所
に対して地図情報システムの導入
を完了する」とあ。／10年以上前か
ら「丈夫な用紙」である必要性はな
く、過剰な規制になっている。／申
請書の用紙に明文の規制がないよ
うに、図面もコピー用紙での提出を
可能とすべきである。／例外的にバ
インダー管理となっている図面があ
るなら、それについてのみ→

→手続を明示し、「丈夫な用紙」規定を残せばよい。／どんな丈夫な用紙を使用したところで、何十年と保存していれば、
穴を開けて綴じている部分が破れてくる。／こうした図面の劣化を防止する手段が図面のコンピュータ化であったはず
で、裏を返せばコンピュータ化によって「丈夫な用紙」である必要はなくなったということだ。／アマゾンでは、専用用紙が
10枚563円で売られている。／法務省は図面提出が必要な申請書様式を公開しておらず、一般人による申請を阻止した
いようだが、不必要に高価な用紙を使用させることは国民が行政手続をする上での申請障害である。／また、用紙の規
格についても、バインダーに綴じる必要がなければＢ4用紙である必要もない。／申請書がＡ４を規格としながらＢ５でも
却下されないように、バインダーに閉じる必要がない図面の用紙サイズについても柔軟な取扱いをすべきである。／さら
に、精度さえ維持できるなら、縮尺はデータ加工で対応できるから、作成者が作りやすいよう、1/250、1/300、1/500など
いくつかのパターンを認めるべきである。／たとえば、「0.2mm以下の細線」規定〔規則74条1項〕は人力でチェックできる
はずもなく、データ化した段階で自動チェックすればいい。／提出方法がオンラインでも紙でも、法務局でコンピュータに
取り込んだ段階で精度を維持できる限りにおいて、同じように取り扱うべきである。／したがって、紙で提出された図面に
「丈夫な用紙」規定は不要である。／法務省が莫大な予算を投じて業務をコンピュータ化するならば、規制を緩和するこ
とで、申請人が行政手続する上での利便性を高めるべきである。

商業登記
ゲンロン

法務省

土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図などの各種図面は、日本産業規格Ｂ列四番の丈夫な
用紙を用いて作成しなければならないこととされています。また、各種図面は永久保存とされているところ、
提出された各種図面を電磁的記録に記録して保存したときは、当該図面を申請書類つづり込み帳につづり
込むこととされており、その場合の保存期間は、電磁的記録に記録して保存した日から３０年間とされていま
す。
地積測量図は、２５０分の１の縮尺で、建物図面は５００分の１の縮尺で、各階平面図は、２５０分の１の縮尺
で作成しなければならないが、土地・建物状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは、
この限りでないとされています。

不動産登記規則第２
０条、第２２条、第２８
条第１０号・第１３号、
第７４条第３項、第７
７条第４項、第８２条
第３項、第８３条第２
項

【用紙に関
する件】
 対応不可

【縮尺に関
する件】
事実誤認

制度の現状に記載したとおり、電磁的記録に記録して保存した各種図面は、３０年という長期間にわたり登
記所に保管するため、少なくともその期間に耐え得る用紙によることが求められているため、各種図面を「丈
夫な用紙」とすることは必要なものであり、当該規定を廃止することはできません。
なお、各種図面を日本産業規格Ｂ列四番で作成していただくのは、その縮尺を維持したまま、証明書を作成
することができるようにするためでもありますので、御理解願います。また、地積測量図、建物図面及び各階
平面図の縮尺は、土地・建物の状況等により、他の縮尺で作成することが認められる場合があり、一律に制
限をしているものではありません。

406 令和7年1月23日 令和7年2月18日
医師の兼業の労働
時間通算について

大部分の医師が兼業を行っていま
すが、厚労省の規制は全職種一律
で医師の実態に合っていません。
病院で現実的対応ができるよう、次
のような整理をお願いします。
１常勤先・兼業先を含めた労働時
間の通算は、常勤先が一元的に行
うよう義務付けを行うこと。現状は
兼業先にも常勤先を含めた通算を
求めているようですが、あまりに負
担が大きいため。
２常勤先・兼業先の労働時間の計
算は、日々は不要とし、１月の総時
間数のみとすること。
３割増賃金の計算は、常に常勤先
をベースとすること。現在は労働契
約締結順ですが、医師のように常
勤先・兼業先が頻繁に変わる職種
の場合、計算に膨大な時間を要す
るとともに医師の理解が得られない
ため。

本件、色々な行政機関や相談機関から、ご指摘等いただいていますが、次のように現実的となっていません。
行政から、非常勤医師について、全員分常勤先を含めた労働時間の通算を行うよう指導をいただく場合があります。この
ことについて、公的相談機関に照会したところ、義務付けがある以上、難しくても医師本人や常勤先の医療機関に粘り強
く協力を求めるよう努力して下さいの答しかありません。
もし、そのようなことを求めるなら、医師本人や常勤先病院に対し、申告等を義務付けるしかないと思いますが、明らかに
過剰な規制です。
是非現実の状況をしっかり見据えていただき、「提案の具体的内容」に記したことを実現いただき、適切な規制、運用を
行っていただくよう要望します。

個人 厚生労働省

労働基準法第38条第１項により、副業・兼業があった場合には、労働時間を通算することとされており、事
業場を異にする場合とは事業主を異にする場合をも含むとされています（昭和23年５月14日付け基発第769
号）。そのため、副業・兼業をしている労働者の各使用者は、自らの事業場における労働時間制度を基に、
他の使用者の事業場における所定労働時間・所定外労働時間についての労働者からの申告等により、まず
労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算し、次に所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算
することによって、それぞれの事業場での所定労働時間・所定外労働時間を通算した労働時間を把握した上
で、労働時間規制を遵守し、時間外労働の割増賃金を支払う必要があります。

このため、医療機関においては、他の医療機関における勤務予定や労働時間を把握するためのルールや
手続きを明確化した上で、労働時間の上限規制を遵守し、時間外労働の割増賃金を支払う必要があり、ま
た、各医師においても、各医療機関に自らの労働時間を適切に申告する必要があります。

労働基準法第32条、
労働基準法第37条第
１項、労働基準法第
38条第１項

対応不可

質・安全の確保された医療を持続可能な形で提供されるためにも、医師の労働時間の適切な把握を通じ
て、労働時間規制が遵守され、追加的健康確保措置（勤務間インターバルの確保等）が講じられることが重
要です。

そのためにも、それぞれの医療機関において、他の医療機関における勤務予定や労働時間を把握するた
めのルールや手続きを明確化し、日々の労働時間を適切に通算する必要があります。（１、２について）

また、適切な労務管理を図るために、副業・兼業の場合における労働時間管理や健康管理等について示し
た 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」において、労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算
することを基本的なルールとしていますが、各医療機関と副業・兼業を行う医師の間で合意があった場合に
は、通算の順序を変更することができます。

通算順を入れ替えることで、副業・兼業時における割増賃金の支払いに係る事務負担を軽減できる場合に
は、関係する各医療機関、副業・兼業を行う医師とで話合いを進めていただきますようお願いいたします。（３
について）

407 令和7年1月23日 令和7年2月18日

増え続ける不登校の
小中学生に対して、
公的な通信教育
サービスの提供を緊
急で実施すること

義務教育を円滑に受けることは重
要なので、公的な通信教育サービ
スの提供を緊急で実施することが
必要です。

不登校の小中学生、過去最多の
34.6万人 文科省調べ 令和5年度
児童生徒の問題行動・不登校等生
徒指導上の諸課題に関する調査結
果の概要 - こどもとIT
https://edu.watch.impress.co.jp/do
cs/news/1636116.html

義務教育を満足に受けられない国民が多数生じると、社会を維持していくことが困難になることも考えられるからです。 個人 文部科学省

不登校児童生徒の個々の状況に応じた支援を推進する観点から、ICT等を活用した学習活動を効果的に
取り入れていくことは必要と考えており、現行の制度化においても、多くの小・中学校において、児童生徒一
人一人に配備されたPC・タブレットなどのICT機器を活用し、授業配信も含めた不登校児童生徒に対する学
習活動等の支援が行われているところです。

また、不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行う場合、一定の要件の下、学校長の
判断で指導要録上の出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとしており、令和６
年８月には、学校教育法施行規則の改正等を行い、一定の要件の下で、学校外の機関や自宅等における不
登校児童生徒の学習の成果について、成績評価を行うことができることを、法令上明確化いたしました。

文部科学省としましては、不登校により学びにアクセスできない子供たちをゼロにすることを目指し、取組を
進めております。

学校教育法施行規則
第５７条第２項、第７
９条、第７９条の８第
１項、第１１３条第２
項、第１３５条第３項
及び第４項

その他 制度の現状欄に記載のとおりです。
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409 令和7年1月23日 令和7年2月18日

戸籍証明書の広域
交付を利用する際の
本人確認書類の拡
大

戸籍証明書の広域交付を利用する
際の本人確認書類として使用でき
る書類について、戸籍法施行規則
１１条の２第２号イの書類を加える。

現在、広域交付を利用する際に使用できる本人確認書類は、戸籍法施行規則１１条の２第１号の書類（運転免許証やマ
イナカードなど）に限定されている。
マイナカードを所持していない人もまだ一定数いることから、健康保険証（令和６年１２月以降は資格確認書）など同条第
２項イの書類を加えることで、国民の利便性が向上すると考える。
本籍地内戸籍の請求において同条第２項イの書類が本人確認書類と認められているのであるから、広域交付について
も認めても問題ないと考えるので、検討いただきたい。

個人 法務省
戸籍法第１２０条の２第１項第１号に基づく戸籍証明書等の請求（いわゆる広域交付）の際の本人確認方法
は、戸籍法施行規則第１１条の２第１号の方法（国又は地方公共団体が発行した顔写真付きの身分証明書
を提示する方法）に限定されています。

戸籍法施行規則
第７３条の２

対応不可

本人確認方法が顔写真付きの身分証明書に限定されているのは、本籍地以外の市区町村において戸籍証
明書等の交付を行う場合、一度の手続により広範な戸籍証明書等を取得することが可能となるため、プライ
バシー保護の観点からその審査を厳格にする必要があるとされたことによるものであり、御要望には応じか
ねます。

410 令和7年1月23日 令和7年2月18日
 戸籍証明書の請求
をする際の本人確認
書類の明確化

戸籍証明書の交付請求をする際の
本人確認書類について、「預金通
帳」、「キャッシュカード」及び「医療
機関発行の診察券」が戸籍法施行
規則１１条の２第２号イ又は同号ロ
における「その他市町村長がこれら
に準ずるものとして適当と認める書
類」に該当するか明確にし、市町村
に周知する。
また、住民票の写しや戸籍附票の
請求の際に必要な本人確認書類と
異なる点について総務省と取り扱い
を調整いただきたい。

窓口で戸籍証明書の交付請求をする際に本人確認書類の提示を求められるが、市町村ごとに使用できる書類の案内が
異なり困っている。
特に、「預金通帳」、「キャッシュカード」及び「医療機関発行の診察券」については、市町村のホームページで使用できる
と書かれているところと、使用できないと書かれているところがあり、対応に苦慮している。
実際に診察券や通帳が使用できる市町村もあり、本人確認書類について全国統一の取り扱いとなっていない印象を受け
る。
証明書の広域交付など新規の取り組みが行われている中、法務省として、市町村に対して取扱いを改めて周知すべきで
はないだろうか。

また、これらの書類は住民票の写しや戸籍附票の請求では本人確認書類として使用できることから大変分かりにくい。誤
交付の原因にもなるので、総務省と取り扱いを調整いただけないだろうか。

個人 法務省

本籍地の市区町村長に対して行う戸籍証明書等の請求の際の本人確認方法は、戸籍法施行規則第１１条
の２において定められています。
このうち、「預金通帳」、「キャッシュカード」及び「医療機関発行の診察券」については、同条第２号イ「国民健
康保険、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金、厚生年金保険若
しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印
した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類」のう
ち、「その他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類」に該当するものと考えられます。

戸籍法施行規則
第１１条の２

事実誤認

「預金通帳」、「キャッシュカード」及び「医療機関発行の診察券」は統一的に仕様が定められているものでは
ないことから、一律に取り扱うことは困難であり、提示された書面をもって、氏名及び住所又は生年月日（戸
籍法施行規則第１１条の３）が確認できるかを審査することになります。
そのため、「その他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類」として市町村長の判断に委ねて
いる現行の戸籍法施行規則には問題はないと考えています。

411 令和7年1月23日 令和7年2月18日
戸籍証明書の請求
をする際の本人確認
書類の拡大

戸籍証明書の交付請求をする際の
本人確認書類に関して、戸籍法施
行規則別表第一に「無人航空機操
縦者技能証明書」を加える。

無人航空機操縦者技能証明書（いわゆるドローンの技能証明書）は令和２年末から制度開始されたものである。
同証明書は、氏名・生年月日及び住所が記載されたものであり、顔写真もあることから、戸籍法施行規則１１条の３にお
いて確認を要する事項も満たしていることから、是非この証明書も戸籍証明書の請求時における本人確認書類に加えて
いただきたい。

個人 法務省

本籍地の市区町村長に対して行う戸籍証明書等の請求の際の本人確認方法は、戸籍法施行規則第１１条
の２において定められています。
「無人航空機操縦者技能証明書」は、同条第１号及び同号を受けた別表第１には規定されていないことか
ら、同証明書のみでは本人確認方法の方法としては認められません。

戸籍法施行規則
第１１条の２

検討を予定

「無人航空機操縦者技能証明書」を、戸籍法施行規則第１１条の２第１号に定める書類とし、同証明書のみ
で本人確認方法の方法として認めるためには、同証明書が第１号に定める書類と同程度に本人確認書類と
しての証明力を有すると認められる必要があることから、他事務における取扱い等も参考にしつつ、検討しま
す。

ご記載いただいた根拠法令の対象である国の機関においては、予決令第80条第２項により、予定価格は、
取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなけれ
ばならないこととされており、これによって、提案の内容は既に実現されているものと考えております。

現行制度下
で対応可能

予算決算及び会計令
（昭和22年勅令第165
号）第80条

ご記載いただいた根拠法令の対象である国の機関において、予定価格は、国が契約金額を決定するための
基準となるものであり、予算決算及び会計令第80条第２項において「取引の実例価格、需給の状況、履行の
難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない」と規定されています。

財務省個人

1. 背景
公的機関における入札手続きでは、市場調査に基づき予定価格を設定することが求められています。しかし、現状では
価格のみを重視した予定価格の設定が一般的となっており、以下の問題が生じています。
- 不落札による行政サービスの遅延
- 極端な低価格受注によるサービス品質の低下

2. 提案内容
これらの問題を解決するため、入札予定価格の設定において、最低価格ではなく、標準的な価格設定を行う旨の通知を
発出することを提案します。具体的には、以下の点を考慮した価格設定を推奨します。
- 市場価格の適正な反映
- 履行の難易度の考慮
- 数量・履行期間の考慮

3. 想定される効果
この提案を実施することで、以下の経済的・社会的効果が期待されます。
- 行政サービスの安定的提供：適正な価格設定により、入札者が増加し、不落札のリスクが低減します。これにより、行
政サービスの提供が円滑に進み、遅延が減少します。
- サービス品質の向上：極端な低価格受注が減少し、受注者が適正なコストで業務を遂行できるため、サービスの質が
向上します。
- 市場の健全化：適正価格での契約が増えることで、業界全体の価格競争が適正化し、健全な市場環境が形成されま
す。
- 経済活動の活性化：適正な価格設定により、企業の収益性が向上し、結果として消費や投資の促進が期待されます。

以上より、適正な価格設定を推進するための通知を発出し、各公的機関が適切な入札手続きを実施することを強く要望
します。

公的機関では入札に際して市場調
査に基づき予定価格を決定するこ
とが定められています。その予定価
格の決め方について、価格のみに
基づく決定の仕方が横行しているこ
とから、不落札に伴う行政サービス
の遅延や、極端に低価格な請負に
よる行政サービスの質の低下が起
こっています。予定価格について、
最低価格とするのではなく、標準的
な価格設定を求める通知を出してく
ださい。

入札制度における予
定価格の価格のみ
に基づく決定の廃止
について

令和7年2月18日令和7年1月23日408
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

412 令和7年1月23日 令和7年2月18日

戸籍証明書の郵送
請求をする際に旅券
（パスポート）を本人
確認書類として使用
できない旨を明確に
すること

戸籍証明書の郵送交付請求をする
際の本人確認書類に関して、戸籍
法施行規則１１条の２第５号イの条
文について「第一号」の文言を「第
一号（出入国管理及び難民認定法
（昭和二十六年政令第三百十九
号）第二条第五号に規定する旅券
を除く。）」に改正し、旅券を使用で
きない旨を明確にする。

近年発給されるパスポートには住所が記載されておらず、戸籍法施行規則１１条の２第５号イに掲げる証明書に記載さ
れた住所地への証明書の送付をする方法をとることができない。
そのため、実務としては旅券を郵送請求の本人確認書類としては使用できない取扱いとしているが、戸籍法施行規則上
は旅券も使用できるように見えてしまう。
実際、市町村のホームページにおいて郵送請求の際に旅券が使用できると案内しているところもある。
したがって、行政内部の事務連絡レベルではなく、省令を改正して国民にとって分かりやすいものとすべきと考える。
また、誤った案内をしている市町村に対し、記載を改めるよう助言いただきたい。

個人 法務省

本籍地の市区町村長に対して郵送で行う戸籍証明書等の請求の際の本人確認方法は、戸籍法施行規則第
１１条の２第５号において定められています。
同号において「第一号若しくは第二号イに掲げる書類のいずれか一以上の写しを送付し、当該書類の写しに
記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法」が規定されているところ、旅券は同条第
１号に掲げる書類ですが、実務の取扱いが統一されていない状況です。

戸籍法施行規則
第１１条の２

検討を予定
実務の取扱いが統一されていないことから、郵送請求における旅券の取扱いを定め、周知する方向で検討し
ます。

413 令和7年1月23日 令和7年2月18日

 戸籍証明書の本人
確認書類について
精神障害者保健福
祉手帳を追加するこ
と

戸籍証明書の交付請求をする際の
本人確認書類に関して、戸籍法施
行規則別表第一に「精神障害者保
健福祉手帳」を追加する。

現在、戸籍法施行規則別表第一には、障がい者関係の証明書として「身体障害者手帳」及び「療育手帳」が記載されて
いるが、精神障がい者の手帳については記載されていない。
身体及び知的の障がいに関する手帳を掲載しているのであれば、人権の観点からも精神についても載せるべきであると
考える。

個人 法務省

本籍地の市区町村長に対して行う戸籍証明書等の請求の際の本人確認方法は、戸籍法施行規則第１１条
の２において定められています。
「精神障害者保健福祉手帳」は、同条第１号及び同号を受けた別表第１には規定されていないことから、同
手帳のみでは本人確認方法の方法としては認められません。

戸籍法施行規則
第１１条の２

検討を予定
御指摘を踏まえて、「精神障害者保健福祉手帳」を、戸籍法施行規則別表第１に追加する方向で検討しま
す。

415 令和7年2月20日 令和7年3月18日
狂犬病ワクチン接種
間隔の規制緩和

現行法令では、年１回の飼い犬へ
の狂犬病予防注射が義務付けられ
ているが、
１９５０年の同法制定時と異なり、現
在、検疫制度の確立などもあり、我
が国は世界でも数少ない狂犬病清
浄国となっている。さらに、免疫学
上は７０％の接種率があれば抑え
込めるとの統計学的な根拠を述べ
る記述もあることや、抗体価につい
ては接種間隔を2～3年に広げても
効果が持続する可能性が高いとい
う記述もあることから、狂犬病予防
注射を2年に1回とすることを提案す
る。
https://www.u-
tokyo.ac.jp/focus/ja/features/z130
4_00264.html

現在、日本では予防注射の義務化、入国時の検疫制度確立等により狂犬病が撲滅されている。
最近の研究において、予防注射の抗体価が２～３年ほど持つ可能性が高いとの意見も出ている。
R5年度のワクチン接種犬数は、約42万5,000頭であり、1回の接種で3,500円程度かかるとすると、2年に1回の接種となれ
ば、全国で14億8,750万円の利用者の費用負担削減となり、自治体による飼い主への通知や集団接種会場の確保費用
の削減も加われば、相当な費用・労力の削減効果が見込まれる。
＜参考＞
狂犬病予防法における課題の抽出に関する研究（令和2年度厚生労働科学研究費補助金（新興・再興感染症及び予防
接種政策推進研究事業）
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202019018A-buntan.pdf
⇒ワクチン2回以上接種している犬については、中和抗体価が2年間十分に持続※1回未満の場合は経時的に減衰

個人 厚生労働省
狂犬病予防法では、国内での狂犬病の発生の予防やまん延を防止するために、犬の所有者に対して、所有
する犬に、毎年１回、狂犬病予防注射を受けさせることを義務づけている。

狂犬病予防法（昭和
25年法律第247号）第
５条

対応不可
現在、国内で承認されている狂犬病予防注射は、添付文書において前回注射から約１年経過した犬の有効
抗体保有率しか示されていないため、現時点で接種間隔の変更を検討することは困難である。なお、今後、
２年以上の間隔で接種するタイプの予防注射が国内で承認されることがあれば、見直しの余地がある。

417 令和7年2月20日 令和7年3月18日

経済産業省 電気用
品安全法 登録検査
機関の少なさ及び業
務集中における待ち
期間

・電気用品安全法 適用検査の複
雑さ改善と事務業務の効率化にお
ける取得期間の短縮
・電気用品安全法 適用検査の項
目費用負担の明瞭化と費用の見直
し指導

電気用品安全法 登録検査機関の
増強又は検査手法・業務の効率化
の指導を
経済産業省がさらに監督を行うべき
（登録機関が人手不足により登録し
なくなるリスクヘッジや登録機関間
での価格競争が起こる制度作りな
ど）
また、人手不足の昨今、登録検査
機関頼みの体制の見直し（登録検
査機関が対応できない（混雑時 土
日含む）場合のフォロー体制の監督
を行うなど）

電気用品安全法 登録検査機関が特定の機関（数機関）のみであるため、先進技術の機器の輸入販売を行う際の検査
受験の妨げになっている
登録機関及び同等の検査を行える機関の増大並びに期間短縮の効率化を要望します
また、登録検査機関が少ないことで価格競争や効率化が行われず中小零細企業が技術革新の前に電気用品安全法の
準拠に関し膨大なコストが発生している

現在、日本の自動販売機並びに省力化機械がイノベーションできない理由があり人手不足の昨今、機械化、無人化の技
術刷新が上記法令の検査機関が少ないことでチャンスと機会を逃している 安全であることの確認に中小零細が膨大
な費用負担を強いられることは、大手優位の体制が守られた結果
大手販売機メーカーの国内シェア率が証明している

少子高齢化の世の中に対し、日本国における機械化は必須であり、ここの規制見直しとグローバルスタンダード化（先進
国で使用できているものは許容できる等柔軟な緩和措置）が必要と思います

欧州、欧米の基準規格の準拠の確認にて相当の試験免除を行うなど日本独時の項目を減らすなど 安全第一で、結
果日本のイノベーションが妨げられている現実に合わない法令の見直しのスピードアップを図ってほしい

電気用品安全法の解釈や基準が一部の団体等だけでなく、一般事業者にも理解できる体制を所轄の経済産業省自体
が新しい考えの質問にも回答できる体制ずくりを望みます

個人 経済産業省

電気用品安全法（以下「法」という。）における登録検査機関は、法第29条第1項に基づき、適合性検査を行
おうとるする者の申請により登録することとなっており、2025年2月末時点で、国内9機関、外国7機関の計16
機関となっています。

これらの登録検査機関は、IECEE-CB証明書を適合性検査の際に活用し試験を一部省略する等検査業務を
効率的に行う取組を行っています。

また、経済産業省は、法の技術基準体系において、国際規格に準拠したJISを整合規格として採用し、整合
規格が整備された分野から我が国特有の基準を廃止する取組を行っています。

なお、検査費用、検査方法については、登録検査機関が実需に応じて独自に設定しています。これにより登
録検査機関の自主性や独立性が尊重されるとともに、多様な業務サービスの提供や価格競争の促進に資
するものであり、登録検査機関の利用者の利便性の向上につながっています。

電気用品安全法
現行制度下
で対応可能

登録検査機関としての新規登録の申請があれば、適切に対応していきます（直近での新規登録：昨年11月
UL International Limited（外国登録検査機関））。
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

418 令和7年2月20日 令和7年3月18日
スピードメーター基
準厳格化

スピードメーターの車検基準で許容
される誤差範囲を縮小する。

スピードメーターについて、車検で認められる誤差範囲は25%を超えて非常に不正確である。これにより、運転者は正確
な速度を知ることができず、渋滞や無理な追い越しの原因となっている。さらに、自動運転やドライブレコーダーにも悪影
響しか与えない。国土交通省は「アクセルを踏み、メーターが40kmになった瞬間に人間がボタンを押すので、誤差が必
要」としているが、もっと効率的かつ正確な検査方法に改めるべきである

個人 国土交通省

車検時の検査は、限られたスペースと人員の検査コースにおいて、多くの車両を順次・効率的に検査するべ
く、受検者自身において、当該車両を運転し、ブレーキ検査、スピードメーター検査、ヘッドライト検査等を測
定機器により行うこととされています。このため、スピードメーター検査においては、提案理由に記載のとお
り、受検者が車両を運転することから、受検者自らアクセルを踏み、スピードメーターが40kmになった瞬間に
受検者がボタンを押して合図を行う方法で、速度計試験機で測定した速度との誤差を確認する手法となって
います。

道路運送車両の保安
基準第４６条「速度計
等」

対応不可

・ご提案ありがとうございます。
・制度の現状のとおり、スピードメーター検査においては、限られたスペースと人員の検査コースにおいて、
多くの車両を順次・効率的に検査するべく、現在の検査方法が採用されているところです。
・検査で採用可能な現時点の技術において、車両に搭載された速度計が示す速度を可能な限り正確かつ効
率的に確認するべく、現在の検査方法が採用されています。
・ご提案の「もっと効率的かつ正確な検査方法」として、今後の技術の進歩等により、検査に採用可能な方法
がないか、引き続き注視してまいります。

422 令和7年2月20日 令和7年3月18日

農地法第三条の三
第１項の相続による
所有権移転に伴う届
出の廃止

農地法第三条の三第１項の相続に
よる所有権移転に伴う届出の廃止
を行う。
代わりに相続による所有権移転が
あった際は、法務局から農業委員
会に通知を行う。
または、農地法施行規則第百二条
第1項で定められている、年1回以
上の固定資産課税台帳との照合の
みにする。

問題点
届出者の誤認により、農地以外の筆や自分以外の筆を提出する可能性があり、情報の正確性の担保が取れない。
届出者が誤認していないか確認するため、登記簿謄本等添付させると届出者に余計な手間を取らせることになる。
相続登記後に届出を行っているため、農地台帳の更新まで時間がかかる。
農業委員会で受理通知書を発行しているがその事務に手間がかかる。

見込まれる効果
相続で忙しい届出者の負担が軽減。
農業委員会の事務負担の軽減。
法務局からの通知によるため、正確な情報が得られるため、農地台帳を早く正しく更新できる。

そもそも届出を行う目的として
第五十二条の二第3項の農地台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による申請若しくは届出又
は前条の規定による農地に関する情報の収集により得られた情報に基づいて行うものとし、農業委員会は、農地台帳の
正確な記録を確保するよう努めるものとする。
を根拠として、正確な記録のために届出を行っていると考えられるが、目的を達成するのであれば、法務局から通知をい
ただくのが効率的と思われる。

個人
農林水産省
法務省

農地又は採草放牧地について所有権の移転等を行う場合には、原則として農地法第３条第１項に基づく農
業委員会の許可を受ける必要があります。

一方、相続など農業委員会が許可等で把握できない農地等の権利移動については、権利取得者は、遅滞
なく、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。

農地法第３条第１
項、農地法施行規則
第18条及び第19条

対応不可

農地法第３条第１項に基づく農業委員会の許可を要しない相続等による権利移動が行われた農地につい
ては、その適正利用が担保されていないことから、遊休農地になる蓋然性が高く、また、農地の所有者の把
握に時間を要し、その適正利用を確保する措置等に支障が生じることが懸念されます。

このため、所有者による耕作が困難な場合に農地を適正に利用できる者への権利設定のあっせん等の措
置を効果的に講じていくことを目的に、これらの権利移動についても、その発生の都度（おおむね10ヶ月以
内）、農業委員会に届出を行うことを義務付けています。

一般的に、相続の手続に至るまでには時間を要するケースが多く、登記所からの通知や、固定資産課税台
帳等との照合で代用することについては、農業委員会による権利移動の把握及びその後のあっせん等の措
置に、より時間がかかることが想定されること、今後不在村地主の増加が見込まれ、本制度の重要性も高
まっていることから、その廃止は困難です。

423 令和7年2月20日 令和7年3月18日
農地法第四条第４項
おける意見聴取につ
いて

農地法第四条第４項おける意見聴
取を廃止する。

問題点
３０アールを超えるものの許可に際しては、農業会議への意見聴取が義務化されている。しかし、同会議は月１回しか開
催されていないことから、同会議で意見が決定されずに保留となると次の開催を待たねばならず、申請から許可までに要
する期間が係りすぎるため、申請に対し迅速な事務処理の支障となっている。同会議は、各市町村の農業委員会等から
集まっており、大量の案件を短時間で処理するため、会議は実質的には形式化している。地域の実情を踏まえ検討され
ている点で、農業委員会の審査だけで十分であると考える。農業会議独自で提出を求められる書類があるため、本来の
許可申請で不必要な書類の負担がある。

千葉県農業会議の例：太陽光発電における売電シミュレーション、過去3年分の貸借対照表・損益計算書、事業の売り上
げ等のシミュレーション
これらは千葉県の許可申請時に必須としていない書類であり、30アールを超えるだけで必要書類が変わる。過去に県で
求めれれていない貸借対照表で純資産や繰越利益剰余金がマイナスなため、追加の書類を求められ、意見が保留とな
り1か月以上許可が遅れ被害が出た。

見込まれる効果
申請から許可までの時間短縮。不必要な書類を添付することがなく、申請者の負担が軽減。農業会議の事務負担軽減。
農業委員会の事務負担軽減。

個人 農林水産省

農業委員会は、申請者から提出された農地転用許可申請書に意見を附して許可権者である都道府県知事
等に提出することとされていますが、30aを超える農地転用については、その影響が広範囲に及ぶことから、
意見の作成に当たり、都道府県農業委員会ネットワーク機構に意見を聴かなければならないこととしていま
す。

農地法第４条第４項
農地法第５条第３項

対応不可

30aを超える規模の転用許可に当たっては、広域的な農地利用への影響を踏まえて慎重に審査する必要
があるところ、ご提案のように都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見聴取を省略することとした場合、
支線排水路や作業道の分断等により、市町村域を超えた農業への支障が生じるおそれがあることから、これ
を省略することは適当ではないものと考えます。

また、都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見聴取を要する場合の農地転用許可の標準処理期間は
６週間としており、これを要しない場合の５週間と比較しても、殊更に長い期間を要しているものではないと考
えております。

なお、今回の提案の背景として、千葉県農業委員会ネットワーク機構が、法令上農地転用許可申請の添付
書類とされていない太陽光発電における売電シミュレーション、貸借対照表といった資料の提出を一律に求
めているとのことであり、このような対応は申請者に過度な負担を強いるおそれがあることから、慎重に対応
するよう、千葉県を通じて同機構に申し入れをいたしました。

424 令和7年2月20日 令和7年3月18日

身分証明書など本
籍地でしか取れない
書類があるのをなん
とかしてほしい。

身分証明書など本籍地でしか取れ
ない書類があるのをなんとかしてほ
しい。

本籍地でしか取れないというのはコストだから。 個人 法務省

身分証明書は、法令上の根拠を有するものではなく、本籍地市区町村が慣行的に①禁治産または準禁治
産の宣告の通知を受けていない。②後見の登記の通知を受けていない。③破産手続の開始（免責許可等を
受けていない場合に限る。）の通知を受けていないことを証明してきたものです。

なお、①及び③については各裁判所書記官が本籍地市区町村に対して行う通知（①につき家事審判規則
２８条（平成１２年１月７日最高裁判所規則第１号による改正前のもの。））を利用して証明しており、②につい
ては東京法務局登記官が本籍地市区町村に対して行う通知（後見登記に関する省令第１３条）を利用して証
明を行っています。

①家事審判規則２８
条（平成１２年１月７
日最高裁判所規則第
１号による改正前の
もの。）
②後見登記に関する
省令
第１３条

対応不可
制度の現状欄に記載のとおり、身分証明書は慣行的に発行されてきた証明書であり、その具体的な内容

は各市区町村において判断されるべきものであることから、本籍人以外にも発行するかを含め、一律な取扱
いを義務付けることはできません。

425 令和7年2月20日 令和7年3月18日

緊急時における石綿
等が使用されている
保温材、耐火被覆材
等の除去等工事の
計画の届出の柔軟
化

危険物等の漏洩、またはその他の
非常の事態の発生により、建築物
や工作物等に張り付けられている
石綿等が使用されている保温材、
耐火被覆材等の除去等工事を緊急
に行う必要がある場合にあっては、
当該仕事の開始の日の十四日前ま
での届出ではなく、その計画を速や
かに届出することで着工できるよう
にすることを要望する。(安衛法では
十四日前までの届出が必要)

・危険物等の漏洩が発生した場合、二次災害に拡大する前に迅速な処置により漏洩を停止する必要があるが、当該設
備に石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の施工がなされている場合、上述の規定によりすぐに解体工事が
出来ない為に、早期に漏洩箇所を特定できず、二次災害へ拡大する恐れがある。
・緊急時の石綿含有資材の取り扱いに関して定めた法令として大気汚染防止法施行規則があるが、その第十六条の六
では、解体等工事を緊急に行う必要がある場合は、特定粉じん排出等作業実施届出を速やかに行うことで作業の開始
の日の十四日前までの届出を必要としていない。
・危険物等の漏洩が発生した際、より早期に、当該設備の石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の解体等工
事が実施でき、漏洩箇所を特定できるようになることで、二次災害への拡大リスクを低減できる。

石油化学
工業協会

厚生労働省

労働安全衛生法第88条は、労働者について危害の発生のおそれがあるような建設物や機械等が事業場に
設けられ、又は労働者の安全衛生を害するおそれのある生産方法や工法等が採用されることを事前に防止
し、労働者の保護の徹底を期することを目的としております。

同条第３項において、建築物等に吹き付けられている石綿等又は石綿等が使用されて保温材、耐火被覆
材等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開
始の日の14日前までに労働基準監督署に届け出ることを建設業又は土石採取業に属する事業者に義務付
けています。

労働安全衛生法第88
条第３項、労働安全
衛生規則第90条第５
号の２、同条第５号
の３

現行制度下
で対応可能

労働安全衛生法第88条の緊急時の運用について、「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」（昭和48年
３月19日付け基発第145号。以下「通達」という。）において以下のとおり解釈を示しております。ご提案いただ
いた事案は当該解釈の場合に当てはまると考えますので、事案発生時には所轄の労働基準監督署にご相
談ください。
＝＝通達抜粋＝＝
15 法第88条関係
（前略）
問 ボイラーに異常があり新しいものと取り替える場合、橋りようが決懐し応急工事を行なう場合等急を要す
る工事についての本条の適用いかん。
答 設間については、事能の緊急性にかんがみ、計画の届出をすみやかに審査し、安全衛生上問題がない
と判断される場合には、計画の届出後30日(法第88条第3項に基づく届出については14日)を経過しない間に
工事を開始してもさしつかえない。
＝＝＝＝＝＝＝＝
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制度の現状 該当法令等
対応の
分類 対応の概要

番号
ワーキング・グ
ループにおけ
る処理方針

所管省庁の検討結果
提案の具体的内容 所管省庁提案理由

提案
主体

所管省庁への
検討要請日

回答取りまとめ
日

提案事項

426 令和7年2月20日 令和7年3月18日
ボイラー等材料に係
る海外規格適用の
拡大について

ボイラー、及び第一種圧力容器の
主要材料について、ASME規格の材
料のうち「JISに適合した材料と同等
以上の安全な化学的成分及び機械
的性質を有するもの」の使用が認
められているが、実際にはASME材
料の中でも、JISB8201の解説表に
記載のある材料、又は特例許可を
得たものしか認められていない。
ASME規格で認められている材料全
般を認めていただけるよう、通達改
正を要望する。

・ASME規格の材料のうち「JISに適合した材料と同等以上の安全な化学的成分及び機械的性質を有するもの」の使用が
認められているが、実際としてボイラーについてはJISB8201：２０１３ 解説表１，解説表２（第一種圧力容器は
JISB8265:2010解説表１、解説表２）に記載のあるASME材が認められている。しかし、JISとASMEで整合が取れていない
部分がある。例として、ASME SB-443 N06625（圧延材）とASME SB-564 N06625（鍛造材）は同じ化学成分・機械的性
質が同等であるが、ASME SB-564 N06625（鍛造材）がJIS解説書１，２に記載されていないことから、使用を認めらず、
特例を申請し、認可をいただくまでおよそ1年の時間を要した。
・ＡＳＭＥ規格で認められている材料も、厳格な試験にて保安が担保されているため「JISに適合した材料と同等以上の安
全な化学的成分及び機械的性質を有するもの」であると考える。これらのことから本材料は使用可能と考える。
・ASME材料の使用を許可することは、安全性の向上、海外技術の導入促進、技術革新の促進、国際競争力の強化な
ど、多岐にわたるメリットあり。

石油化学
工業協会

厚生労働省

ボイラー及び第一種圧力容器（以下「ボイラー等」という。）の主要材料については、ボイラー構造規格及び
圧力容器構造規格（以下「構造規格」という。）において「安全な化学的成分及び機械的性質を有するもので
なければならない」とされています。
平成15年４月30日付け基発第0430004号において、「安全な化学的成分及び機械的性質を有するもの」とし
て、JISに適合した材料が例示されており、さらに、JISにおいて米国機械学会（ASME）の規格との整合化が
進められていることを踏まえ、令和２年３月30日付け基安安発0330第４号において、ASME規格に適合した材
料で、JIS B8265:2010及びJIS B8201:2013の解説表に記載されているものは、「安全な化学的成分及び機械
的性質を有するもの」として取り扱うこととされています。
構造規格の規定に適合しないボイラー等のうち、国際規格等に基づき製造されたものであって、都道府県労
働局長が構造規格の規定に適合するボイラー等と同等以上の安全性を有すると認めたものについては、構
造規格の規定に適合しているものとみなすこととされています。
ASME規格に適合した材料で上記解説表に記載されていないものをボイラー等の主要材料とする場合は、個
別に都道府県労働局長の認定を受けることが必要です。

ボイラー構造規格第
1条、第2条、圧力容
器構造規格第1条、
第2条、平成15年4月
30日基発0430004
号、令和２年３月30
日付け基安安発0330
第４号

対応不可

ASME材のうち、JISに適合することが確認できているものについては、JIS B8265:2010及びJIS B8201:2013
の解説表に記載されています。一方、ASME材も、様々なものがあり、必ずしもJISの求める化学的成分及び
機械的性質に適合しないものもあることから、そういった個別の材料については、個別に審査の上、使用を
認めているところです。

ご指摘の圧延材と鍛造材についても、化学的成分が同じであっても、製造工程が異なることから、鋼材とし
て、強度や加工性等が全く同じとは限りません。（全く同じではないからこそ、ASME規格も別の規格として分
けている。）こういったものについては、個別に審査を行った上で都道府県労働局長が認定するという手続き
が必要となります。

個別の材料については、過去に認められた鋼材等の比較で比較的簡単に認定が得られる場合もあることか
ら、都道府県労働局にご相談いただければと思います。

427 令和7年2月20日 令和7年3月18日
ボイラー等に係る圧
力計の適用範囲拡
大について

ボイラー、及び第一種圧力容器に
おいて使用する圧力計について、
デジタル式圧力計や、ブルドン管圧
力計以外の圧力計の使用を認めて
いただきたい。そのために、通達改
正を要望する。

・地方行政では、ボイラー及び第一種圧力容器に係る圧力計については、ブルドン管式圧力計以外は認められていな
い。構造規格には型式を限定する記載はないが、「目盛盤、指度」の記載があること、参照先であるJISにも「指針」、「目
盛盤の外径」のように型式を間接的に限定する記載がある。直近の実例として、２０２４年３月に海外から輸入した圧力
容器の使用検査を受検する際に、海外ベンダーでは「デジタル圧力計」を選定していたことに対し、ブルドン管式圧力計
の追加設置を茨城県労働局産業安全専門官からご指導をいただき、追加で設置した。データの常時監視を可能とできる
よう、デジタル式圧力計も認めていただきたい。また、ブルドン管式圧力計と同等以上の型式も圧力計についても使用を
認めていただきたい。
・デジタル式の場合、以下の保安担保・向上が期待できる。精度と信頼性:現代のデジタル式圧力計は、高い精度と信頼
性がある。多くの場合、ブルドン管式圧力計よりも正確な測定が可能。停電時等の対策として、保安電力を有している場
合、ボイラー等を安全に停止するための間、連続的に圧力の監視が可能である。
・実現のメリット：リアルタイムでデータを収集し、異常を即座に検知できるため、迅速な対応に役立つ。また、データロギ
ングと分析が予防的なメンテナンスに資する。遠隔監視が容易であり、アラーム機能は即座の対応を可能とする。また、
定期的な校正が可能であり、追跡可能性が高い。最新システムでは環境要因に対する耐性が向上してきており、冗長性
の確保にも有用である。自己診断機能によりセンサーやシステムの異常を検知し報告することが可能となるメリットもあ
る。

石油化学
工業協会

厚生労働省

ボイラー及び第一種圧力容器（以下「ボイラー等」という。）の圧力計については、ボイラー構造規格及び圧
力容器構造規格（以下「構造規格」という。）において「圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の一・
五倍以上三倍以下の圧力を示す指度とすること」、「圧力計の目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるも
のであること」等とされており、機械式の圧力計を用いることを前提とした要件が規定されています。
構造規格の規定に適合しないボイラー等のうち、特殊な設計がなされたものであって、都道府県労働局長が
構造規格の規定に適合するボイラー等と同等以上の安全性を有すると認めたものについては、構造規格の
規定に適合しているものとみなすこととされています。

ボイラー構造規格第
66条、86条、圧力容
器構造規格第68条、
70条

現行制度下
で対応可能

近年の技術の進歩に伴い、機械式の圧力計と同等の機能を有するデジタル式の圧力計が開発されていま
すが、デジタル式の圧力計は、電源を喪失した場合に圧力計としての機能を失うという欠点もあることから、
デジタル式の圧力計を単純に機械式の圧力計と置き換えることは、停電時のボイラーの圧力が不明となり、
重大な事故に至るおそれがあることから、困難ですが、デジタル式圧力計を追加でお使いいただくことは問
題ございません。

デジタル式の圧力計が外部電源を喪失した場合に、どのように電源を確保するのか等については、ボイラー
及び圧力容器単体の問題ではなく、プラント全体の制御機器の電源確保の問題でもあるため、プラントの状
況に応じた個別の判断が必要です。

機械式の圧力計の代替としてデジタル式の圧力計を使いたい場合は、個別のプラントについて、具体的な外
部電源喪失時の電源確保方策を添えた上で、特例の認定について都道府県労働局にご相談いただきたい
と思います。

428 令和7年2月20日 令和7年3月18日

測量士・測量士補試
験の受験申込をイン
ターネットで行えるよ
うにする

測量士・測量士補試験の受験申込
をインターネットで行えるようにす
る。

デジタル化が進んでいる昨今、試験の申込を紙で行うことは非効率であり、オンライン申込ができるようにしていただきた
い。

個人 国土交通省
令和７年測量士・測量士補試験から、従来の書面による申込に加えて、電子申請（e-gov）を利用した受験申
込が行なえるようになりました。
申込期間：令和７年１月６日（月）から１月３０日（木）まで

測量法第50条及び第
51条
測量法施行令第17条
～第25条

現行制度下
で対応可能

制度の現状欄に記載のとおりです。

429 令和7年2月20日 令和7年3月18日

海事代理士試験の
受験申込をインター
ネットでできるように
する。

海事代理士試験の受験申込をイン
ターネットでできるようにする。

デジタル化が進んでいる昨今、試験の申込を紙で行うことは非効率であり、オンライン申込ができるようにしていただきた
い。

個人 国土交通省
海事代理士試験の受験願書については、各地方運輸局等の窓口又は郵送で配布しています。加えて、国土
交通省ホームページからもダウンロードできます。

海事代理士試験規程
第４条第１項

検討を予定
現在、海事代理士の登録に関する手続きのオンライン化に向けた検討を進めているところ、この結果も踏ま
え、今後、海事代理士試験の申し込みに関しても検討を進めてまいります。

430 令和7年2月20日 令和7年3月18日

司法書士試験及び
土地家屋調査士試
験の受験申込をイン
ターネットでできるよ
うにする。

司法書士試験及び土地家屋調査
士試験の受験申込をインターネット
でできるようにする。

デジタル化が進んでいる昨今において、紙で受験申込をするのは非効率であるので、速やかにオンライン化を進めてい
ただきたい。

個人 法務省 司法書士試験及び土地家屋調査士試験の受験申込みについては、窓口及び郵送のみとなっています。
司法書士法施行規則
第３条第１項

法律・予算
司法書士試験及び土地家屋調査士試験の受験申込みについて、オンライン化の検討を進めてまいりま

す。

431 令和7年2月20日 令和7年3月18日

241221Z62[4／4]商
業登記で代表取締
役が作成した添付書
類のみの申請の完
全自動処理を実現
する

法務省は、オンライン会社設立の
24時間処理を公表している。／これ
は世界銀行のビジネス環境ランキ
ングに端を発し、規制改革推進会
議でも議題とされ、法務省が実現せ
ざるを得なくなった政策である。／
確かに、会社設立登記では目標を
達成しているけれど、それ以外の商
業登記では依然として人海戦術で
処理され、東京法務局では完了ま
でに10日以上を要している。／規制
改革推進会議が求めたのは目視に
よる審査処理をなくすことであり、こ
れが達成されていればこんな処理
日数にはなってない。／法務省は
オンライン申請率を65％に引き上げ
るためのアクションプランとして、1.
アンケート、2.ホームページの改
善、3.ブラウザからのオンラ→

→イン申請を掲げている。／やる気ないでしょ？／本人申請率を上げれば司法書士需要も減少するから、特認を廃止で
きますか？／目指すべきは、審査の自動化である。／そこで、添付書類が代表取締役が作成する文書のみである申請
に絞り、完全オンラインで申請した場合は、会社設立と同様に24時間以内の処理を提案する。／処理期間の短縮は印鑑
証明書等の発行停止期間の短縮でもあり、当該会社にとってはオンライン申請をするインセンティブになる。／また、設
立登記では本人確認や資本金の払込など目視による審査が避けられないけれど、株主総会議事録や株主リストなどを
オンラインで作成させることにより、目視不要な自動処理を実現する。／「オンライン手続について、その審査・決裁・通知
までを一貫してデジタルで処理することによる事務処理の効率化等により、標準処理期間の短縮を図る。」〔デジタル社
会の実現に向けた重点計画（令和5年6月9日閣議決定）〕なんですよね？／現状でも実現可能である。／その上、登記
官の形式的な審査処理をプログラムで代替すれば、補正対象となる不備を事前に排除できる。／すなわち、会社設立登
記の24時間処理を掲げる前に、まずは代表取締役が作成する添付書類のみの登記申請を自動化することでオンライン
申請率を引き上げつつ、必要な審査担当者を他の申請へシフトさせるべきではなかったか？／ビジネス環境ランキング
に振り回されて政策の優先順位がゆがんだ結果が、現状である。／官邸も推進会議も、猛省しろ。／したがって、政府が
自動チェック機能を備えたオンライン添付書類作成サービスを提供し、オンライン申請の自動処理を早急に実現すべきで
ある。

商業登記
ゲンロン

法務省
会社法第915条第１項において、登記した事項に変更が生じたときは、２週間以内に、その本店の所在地に

おいて、変更の登記をしなければならないこととされており、当該変更の登記の申請書には株主総会議事録
など、法令が定める書面の添付が必要とされています。

会社法第915条第１
項、商業登記法第46
条第２項

その他
御提案いただいた内容は、必要性やシステム改修に係る費用対効果等を勘案しつつ慎重な検討が必要と

考えます。
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